
予算特別委員会日程 

 ＜付託案件の審議順番＞ 

日   程 審 議 順 番 

２月２６日（月） 

１０：００～ 

議  会  室 

①現場視察（総務文教委員会・福祉産業委員会） 

 

 

２月２８日（水） 

１０：００～ 

議  会  室 

①平成３０年度宮代町一般会計予算（審議１日目） 

・企画財政課 

・議会事務局 

・会計室 

・税務課 

３月２日（金） 

１０：００～ 

議  会  室 

①平成３０年度宮代町一般会計予算（審議２日目） 

・総務課 

・町民生活課 

３月５日（月） 

１０：００～ 

議  会  室 

①平成３０年度宮代町一般会計予算（審議３日目） 

・住民課 

・福祉課 

・産業観光課 

３月７日（水） 

１０：００～ 

議  会  室 

①平成３０年度宮代町一般会計予算（審議４日目） 

・健康介護課 

・まちづくり建設課 

３月９日（金） 

１０：００～ 

議  会  室 

①平成３０年度宮代町一般会計予算（審議５日目） 

・教育委員会 

②平成３０年度宮代町国民健康保険特別会計予算 

・住民課 

③平成３０年度宮代町後期高齢者医療特別会計予算 

・住民課 



３月１２日（月） 

１０：００～ 

議  会  室 

①平成３０年度宮代町介護保険特別会計予算 

・健康介護課 

②平成３０年度宮代町公共下水道事業特別会計予算 

・まちづくり建設課 

③平成３０年度宮代町農業集落排水事業特別会計予算 

・まちづくり建設課 

④平成３０年度宮代町水道事業会計予算 

・まちづくり建設課 
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出席委員（１２名） 

        唐  沢  捷  一  君            丸  山  妙  子  君 

        野  原  洋  子  君            丸  藤  栄  一  君 

        山  下  秋  夫  君            関     弘  秀  君 

        角  野  由 紀 子  君            田  島  正  徳  君 

        伊  草  弘  之  君            合  川  泰  治  君 

        金  子  正  志  君            小 河 原     正  君 

  （議 長  中  野  松  夫  君） 

 

欠席委員（なし） 

 

地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した人 

町 長 新  井  康  之  君 副 町 長 南  沢  郁 一 郎  君 

企画財政課長 大  橋  洋  巳  君 
企画財政課 
副 課 長 

野  口  幹  雄  君 

企画財政課 
主 幹 

押  田  昭  浩  君 政策担当主査 榎  本  恭  一  君 

財政担当主査 青  栁     誠  君 情報担当主査 富  永  貴  雄  君 

管財担当主査 高  澤     学  君 
会計管理者兼
会 計 室 長 

瀧  口  郁  生  君 

会計担当主査 加  藤  智  浩  君 税 務 課 長 石  塚  孝  信  君 

税務課副課長 金  子     諭  君 
町民税担当 
主 査 

田  原  浩  介  君 

町民税担当 
主 査 

野  口  延  寿  君 
資産税担当 
主 査 

鈴  木  健  司  君 

徴収担当主査 小  島     晃  君 徴収担当主査 斉  藤  幸  成  君 

 

本委員会に出席した事務局職員 

議会事務局長 佐  藤  賢  治 主 査 折  原     淳 

主 任 安  類  由  美   
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開会 午前１０時００分 

 

◎開会の宣告 

○委員長（田島正徳君） 皆さん、おはようござい

ます。 

  ただいまの出席委員は12名であります。 

  これより予算特別委員会を開会いたします。 

  委員会の運営上、必ず挙手をして委員長の許可

を受けてから発言をいただくようお願いいたしま

す。 

  委員皆様のご協力をいただきまして、委員会が

慎重かつ効率的な運営が図れますよう特段のご配

慮をお願いいたします。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第２５号の審査（企画財政

課・議会事務局・会計室・税務課） 

○委員長（田島正徳君） 本日は、議案第25号 平

成30年度宮代町一般会計予算についてのうち、町

税を除く歳入、企画財政課、議会事務局、会計室

分の歳出、税務課分の歳入歳出の順に質疑を行い

ます。 

  これより企画財政課分についての質疑に入りま

す。 

  まず、担当課長から出席者の紹介をお願いいた

します。 

○企画財政課長（大橋洋巳君） 企画財政課長の大

橋でございます。よろしくお願いいたします。自

己紹介をさせていただきます。 

○企画財政課副課長（野口幹雄君） 副課長の野口

でございます。よろしくお願いいたします。 

○財政担当主査（青栁 誠君） 同じく財政担当主

査の青栁です。よろしくお願いいたします。 

○委員長（田島正徳君） 答弁に当たっては、職氏

名を述べていただくようよろしくお願いいたしま

す。 

  質疑のほうはございますか。 

  唐沢委員。 

〔発言する人あり〕 

○委員長（田島正徳君） その企画財政課のほうの。 

〔発言する人あり〕 

○委員長（田島正徳君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 改めておはようございます。 

  それでは、何点か歳入についてご質問させてい

ただきます。 

  まず、今回2018年度、平成30年度の新年度予算、

歳入歳出96億3,400万ということでありますが、

まず７ページの地方債の件についてなんですけれ

ども、特に臨時財政対策債ですよね。これは前年

度比1,890万の減ということですが、この点につ

いての若干の説明はございましたが、こういうふ

うになった背景、地方財政計画との関係でご説明

をいただきたいと思います。 

  それから、その下、全体で公債費依存度は７億

5,390万ということで7.8％となっています。これ

は、前年度よりも多少下がっておりますけれども、

この点についてどのように町として評価している

のか、その点についてもお尋ねしたいと思います。 

  それから、歳入歳出予算事項別明細書で、総務

文教委員会で資料もいただきました。過去５年間

の一般会計歳入歳出の推移ということでもいただ

いているんですけれども、やはりどうも違和感を

感じるのは、特に寄附金なんですけれども、決算

と予算との関係で少し予算ですからつけ方もある

んですけれども、ちょっと乖離しているんじゃな

いかなと、抑え気味にしているんじゃないかなと

いうふうに思うんですけれども、その辺の予算の

つけ方で、特に歳入では寄附金が大きいと思いま

すので、その点ご説明を願いたいと思います。 
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  それから、税務以外ですよね。 

  20ページの地方交付税の関係なんですけれども、

これも地方財政計画からいって、地方財政計画で

は確かにマイナス２％ということなんですけれど

も今回400万減額した。たしか昨年もそれぐらい

だったと思うんですよ。地方財政計画ではマイナ

ス2.2だったかな。昨年は、かなり大きくマイナ

スにしていたと思うんですけれども、今回はわず

かなんですけれども、資料でもかなり詳しくその

辺の地方交付税の根拠を示していただいているん

ですけれども、その辺と兼ね合わせてご説明願い

たいと思います。 

  あと、国庫支出金なんですけれども、若干変動

があるようなんですけれども、大きな変更という

か、それはあるんでしょうか。その点も含めてお

願いしたいと思います。 

  それから、ちょっと待ってください。46ページ、

47ページの17款繰入金なんですけれども、これに

ついても引き続き社会保障関連経費等の義務的経

費の増加に対応するためということなんですけれ

ども、多額の取り崩しを余儀なくされということ

なんですが、それでも対前年度比5,178万2,000円

増というふうになっております。財政調整基金、

このあたりはどのように、その辺も含めて解釈し

ていいのか、あわせてご説明願いたいと思います。 

  それから、２目の宮代まちづくり基金繰入金、

これも１億2,500万ということで、前年比2,500万

円の増となっています。このあたりについてのご

説明もお願いしたいと思います。 

  それから、５目の公共施設整備基金繰入金、こ

れについてはこれまでの公共施設の借地解消を目

的にということで、積み立てていたわけなんです

けれども、説明の中でも一部、西原自然の森用地

を購入するということなんですけれども、これら

も含めてこの公共施設整備基金繰入金、これにつ

いてのご説明をお願いしたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） 答弁を求めます。 

  企画財政担当主査。 

○財政担当主査（青栁 誠君） 財政担当主査の青

栁です。 

  では、ご質問に順次ご回答させていただきます。 

  まず、１点目の臨時財政対策債が前年度比で

1,890万減ということで、地方財政計画との兼ね

合いでのご説明ということなんですけれども、ま

ず委員会の資料のほうで提出させていただきまし

た資料の２ページ、３ページをまずはごらんいた

だきたいと思います。 

  こちらが過去２年間の地方財政計画の歳入歳出

の一覧表になっております。 

  まず、29年度と30年度で地方財政計画を比較さ

せていただきますと、一番下の歳出というところ

の合計が868973となっておりまして、参考と右に

書いてある伸び率のところでは0.3％増加してお

ります。 

  ということで、財政計画上、歳出のほうは

0.3％増えているという一方で、歳入のほう今度

見ていただくと、一番上の地方税というところ、

これが0.9％伸びているというところと、あと２

番目の地方剰余税、こちらも1.5％伸びていると

いうことで、歳出の総額の伸びよりも地方税と地

方剰余税、国税ですけれども、こういった税収が

増えておりますので、そうすると結局、歳出から

歳入を差し引いた地方の不足額というものが縮小

されますので、その関係で今年地方交付税のほう

で２％、臨時財政対策債のほうで1.5％というこ

とで、地方全体の歳出の伸びに対して、税収がか

なり伸びているという国の見方から地方の不足額

が減ったということで、地方交付税と臨時財政対

策債が減っております。 
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  実際の算定の方法なんですけれども、臨時財政

対策債につきましては今年度の交付実績、金額と

しましては４億3,729万5,000円という金額が29年

度の臨時財政対策債の額になっておりますので、

これに地方財政計画の臨時財政対策債の伸び率で

1.5％の減というところを見込んで、今年度の予

算で４億3,070万という金額にさせていただいて

おります。 

  次の２点目の公債依存度と、地方債の依存度と

いうことで、今年が7.8％で前年度より減少して

おりますということで、それの町の評価というこ

となんですけれども、基本的には町の予算編成の

方針でも返済以上には借りないという方針で、地

方債については活用を考えておりますので、そう

いった理由で前年度よりも公債、地方債の依存度

というのは減っております。 

  今年度の地方債の中で、１つ、先ほども出まし

たとおり借地の解消ということで、予算書の地方

債が57ページにございまして、その57ページの中

の下から２番目の西原自然の森用地取得事業、こ

れが今年度特殊要因と言っていいと思うんですけ

れども、これが8,790万ほど地方債を計上してお

ります。これもあって昨年より下がっているとい

うことですので、例年の地方債の依存度よりかは

今年度は少ないのかなというふうに考えてござい

ます。 

  ３点目の歳入歳出の推移から寄附が実際の予算

との乖離があるということで、それについてどう

かというところなんですけれども、ふるさと納税

につきましては確かに実績から考えますと、当初

予算2,000万ということは大分少ない金額ではあ

るんですけれども、やはり寄附についてはなかな

か見込むことが難しいということがございます。 

  今年度の29年度の予算から1,000万ほど増額を

しまして、現在は2,000万ということで計上をさ

せていただいております。 

  今後も基本的にふるさと納税につきましては、

実績に応じて補正予算等で増額をさせていただき

たいというふうに考えてございます。 

  ４点目の、今度は地方交付税の関係なんですけ

れども、地方財政計画では２％の減で町は実際に

は400万しか減額になっていないので、その理由

はということなんですけれども、これにつきまし

ても先ほどご説明したとおり地方財政計画の中で、

まず地方交付税というのは総額が２％減っている

というのがございます。 

  あと、資料の同じく、委員会資料の４ページ、

５ページに算出の詳細を提出させていただいてお

ります。 

  今年度、地方財政計画を見ますと、やはり特徴

的なのが、まず交付税の算定基礎の４ページの中

ごろにある基準財政収入額の内訳というところを

ちょっと見ていただきたいと思うんですけれども、

その中で、町税の中の町民税、こちらが増減のと

ころを見ていただくと6,822万8,000円ということ

で、地方財政計画を見ても個人の所得割がかなり

大きく伸びると、８％ぐらい所得割が伸びるとい

うことを見込まれておりますので、まず基準財政

収入額の点では町税が大分増えるのではないかと

いうことで見込んでおります。 

  次に、基準財政需要額、歳出のほうですけれど

も、来年度の交付税の算出に当たって特徴的なの

が、まず個別算定経費の中の厚生費というところ、

こちら厚生費と書いてありますけれども、実際に

は社会福祉費と高齢社会福祉費とか、あとは保健

衛生費などが入っておりまして、ここは主に65歳

以上の方の人口ですとか、75歳以上の人口増に応

じて交付税措置されるものでございまして、この

あたりが29年度も宮代町は大分増えております。

引き続き来年度もこのあたりの需要額については
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増額となるということを見込んでございます。 

  あと、もう特徴的なのがその下の包括算定経費

とありまして、包括算定経費というのはいわゆる

町の窓口等の事務事業というふうにお考えいただ

ければと思うんですけれども、これについては毎

年、低減という形で今見直しが入っております。

これも引き続き来年度も4,000万近く減となると

見込んでおります。 

  あとは、その下の地域経済雇用対策費、これは

リーマンショック後の復興経費として急遽設けら

れた経費で、これが地方税が大分回復してきてい

るということから来年度から廃止ということで、

これについてはもう来年度は全く算定がないとい

うところです。 

  あとは、特徴的なのは、最後、下の公債費とい

うところ、こちらは公債費ですので地方債の償還

額のうち、交付税算入のあるものを記載している

んですけれども、1,979万5,000円ということで

2,000万弱伸びると見込んでおります。これは主

に臨時財政対策債の償還費が増えた分ということ

で見込んでおります。 

  こうした歳入の増と歳出も需要額上は増えるん

ですけれども、一番、基準財政需要額が1,698万

3,000円の増額に対して、基準財政収入額につい

ては税収がちょっとかなり回復していますんで

8,905万円というような算出から、実際に来年度

の基準財政需要額から収入額を差し引いた交付税

の算出基礎が上にございますとおり18億2,600万

円ということで、その結果が実際には昨年度が18

億3,000万ということですので、400万ほどの減と

いうことでございます。 

  以上が地方交付税の400万円減となった理由と

なります。 

  次の５点目の国庫支出金ですけれども、国庫支

出金につきましては一番大きなものが予算書の30

ページになります。 

  国庫支出金に関しては、いわゆる社会保障に関

係する負担金なんかは毎年堅調に伸びているんで

すけれども、それよりも毎年増減が大きいのは、

いわゆる土木費の国庫補助金でございまして、中

でも道路橋梁費の国庫補助金と都市計画費の国庫

補助金、いわゆる都市計画事業に充当する社会資

本整備総合交付金と言われるものでございます。 

  宮代町では、都市計画道路の整備事業と東武動

物公園駅東西口の整備事業に活用しているお金で

ございまして、これらが昨年度に比べますと、都

市計画道路のほうは2,860万ほど減なんですけれ

ども、駅の東西口整備が8,899万円ということで、

両方で約6,000万ほど増えてございます。これが

国庫支出金の今年度増額となった大きな要因とい

うことでご理解いただきたいと思います。 

  ６点目の繰入金の財政調整基金の繰り入れが、

昨年度と比較して5,178万2,000円ほど増えている

がどうかということでございますけれども、既に

補足説明等でもご説明させていただきましたとお

り、毎年義務的経費と言われる社会保障関連の経

費が堅調に伸びております。 

  それがもちろん一番の増加の要因なんですけれ

ども、あともう一つ、衛生組合で今の炉が大分古

い、全国でも屈指の古い炉になっておりまして、

それのオーバーホールが今年度の29年度と平成30

年度、来年度が修繕費のピークを迎えております。 

  それで、衛生組合の負担金自体は29年度と30年

度とそれほど大きな増減はないんですけれども、

実はこの29年度と30年度の負担金の額自体が平年

の負担金の額から比べれば、数千万単位でちょっ

と多くなっております。恐らく5,000万前後は増

えているかなと思います。 

  これもあって、例年４億円以内ということで予

算編成方針のほうでは示させていただいて、その
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ようにこれまでやってきたんですけれども、こう

いった社会保障関連の伸びと、あとは衛生組合の

やむを得ない支出等が重なりまして、今年度につ

いては４億5,000万弱の繰り入れということを行

わざるを得ない状況でございます。 

  来年度以降につきましては、これまでどおりで

きる限り４億円以内で予算が組めるように担当と

しては調整していきたいというように考えており

ます。 

  ７点目のまちづくり基金繰入金ですけれども、

これはいわゆるふるさと納税をいただきまして、

それを当該年度に一旦この基金に積みまして、翌

年度実際にその取り崩しをして、それぞれいただ

いた使途に応じて事業に活用しているところでご

ざいます。 

  １億2,500万円ということの内訳ということな

んですけれども、私たちの予算書の７ページをち

ょっとごらんいただきたいと思います。 

  今年度からこの７ページの中に、使途が決めら

れている歳入ということで、ちょっと町民の皆様

にもわかりやすいようにということで、都市計画

税と、あと地方消費税交付金のいわゆる社会保障

財源分と言われるものと、あと一番下にふるさと

納税の活用事業ということで掲載をさせていただ

いております。 

  これを見ていただくと１億2,500万円の内訳が

ございまして、読んでいただいたとおりなんです

けれども、新しい村の事業とか、保育所の運営費

ですとか、小学校教育、以下のように活用させて

いただいておりますので、予算書ですとちょっと

わかりにくいところもあろうかと思いますので、

実際にはこちらを見ていただきまして、これらの

事業に活用、来年度は予定しているということで

ご理解をいただければと思います。 

  最後の８点目、公共施設整備基金の借地解消に

ついて、西原自然の森の用地購入費で活用という

ことで、その説明ということなんですけれども、

実際には先ほどちょっとご説明したんですけれど

も、予算書の57ページに見ていただくと、すみま

せん、57ページは歳入ですんで、歳出のほうちょ

っと見ていただいたほうがまずわかりやすいかな

と思いますので、教育費のほうなんですけれども、

194ページ、195ページを見ていただきますと、資

料館管理運営事業の中に、西原自然の森の用地購

入費ということで、17節の公有財産購入費で１億

2,223万9,000円という用地購入費を計上させてい

ただいております。 

  この購入費の財源が、地方債と公共施設整備基

金を今考えておりまして、これ１億2,223万9,000

円の歳出に対しまして、その財源というのがちょ

っとすみません、戻っていただきますと予算書の

57ページ、これ地方債ですけれども、下から２番

目の西原自然の森用地取得事業ということで、用

地購入費の75％程度ということで8,790万円の地

方債と、先ほどご質問のありました46ページ、47

ページに計上してあります一番下、公共施設整備

基金の繰入金3,433万9,000円ということで、地方

債とこの基金の取り崩しで購入することを今考え

ております。ですので、説明については以上にな

ります。 

○委員長（田島正徳君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） どうもご説明ありがとうご

ざいます。 

  再質問なんですけれども、特に寄附金の関係で

す。 

  説明もわかるんですが、担当、起債のほうでも、

これは補正でさせていただくということです。も

ちろんふるさと納税一体どれぐらいなるのか、そ

れはわかりませんが、特にこれはちょっと余談な

んですけれども、やっぱりオリンピックの関係で
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カーリングなんか、北見市は早速ニュースでふる

さと納税三十何倍だとかといって、どーんと上が

って、こういうことでもあれば別なんで、こうい

うことは先ほども言ったように余談なんですけれ

ども、そういうことがない限り、宮代、幾ら安全

圏で言っても例年１億は来ているわけですよね。

ですから、それぐらい予定しても別につけ過ぎた

というふうには言われないんじゃないかな、そう

いう思いもします。 

  しかも、基金の繰入金としてこれだけ、やっぱ

りもう一方でしなければいけないわけですから、

それはやっぱり当てにして、ふるさと納税でたま

った分を回していくわけですから、もう一方では

そういうふうな見方もしておきながら、どうも前

年度並みと、昨年もそうなんですけれども、ちょ

っとこの辺で、昨年度はいろいろあってなのかも

しれないので、もう少し様子を見ようというふう

に思ったんですけれども、寄附金として昨年と同

額だというのはちょっといかがなもんかなという

ふうに思いますので、その点もう一度お願いした

いと思います。 

  それから、もう一つは要するに借地購入の件な

んですけれども、これの歳入のほうもあるわけな

んですけれども、これはちょっと借地については

全体見ていないんですけれども、これはもともと

西原自然の森購入するというそういう計画ではあ

ったと思うんですけれども、これはこういう形で

ずっと借地をなるべくきちっと解消していくとい

うことですので、規模としてはこれぐらい、たま

たま西原自然の森は大きい土地なんですけれども、

今後はこういう形でやっていくのか。だとすると

借地についてはどういうふうにやっていくかも聞

かなければいけないんですけれども、借地解消と

いうのはどれぐらいのテンポで考えているのか、

その点もあわせてお願いしたいと思います。 

  あとは、国庫支出金、国庫補助金については、

私は質問しましたが、それ以外、何か歳入で大き

な変動はあるのかどうか、その点もあわせてお願

いしたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（大橋洋巳君） 企画財政課長の大

橋でございます。 

  私から、寄附金と借地の解消についてご説明さ

せていただきたいと思います。 

  まず、寄附金なんですけれども、おかげさまで

丸藤委員おっしゃるとおり、27年度が１億1,800

万弱、28年度が１億1,350万弱いただいています

ので、１億近くいただいてございます。今年度も

いろいろ頑張ったせいか１億近くまでは行くだろ

うというふうには考えてございます。 

  ただ、振り返ってみると、過去には、その前は

26年度は4,800万、25年度は2,500万弱なんですね。

ですから、大きく変動しているということで、こ

れは市町村間競争というのがありますので、例え

ば以前は幸手市が一番よかったんですけれども、

今はもう幸手市ではなくなっています。そういう

市町村間競争があるので、はっきり一概には読め

ないというのがございます。 

  あと、今総務省のほうでも返戻金割合というの

が出ていまして、そういった返戻金割合というの

も今後ある程度抑えろというような話が出ていま

すので、そういった不確定要素もございます。 

  あと、そもそもふるさと納税は、いろいろな事

業、町がこういった事業をやりたいという形で、

町のほうでも返礼品というだけじゃなくて、あわ

せて町の事業の紹介をしているというのがあるん

ですけれども、それであれば、その魅力ある事業

というのをやっているんですが、実際そういった

魅力ある事業に充てていただいているというのも
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あるんですが、当たっているところが実際は経常

的、保育とかそういったところの経常的な部分に

も活用をさせていただいているという状況ござい

ます。 

  ただ、今言ったとおり、これがずっとこのまま

ふるさと納税という制度が続いて、恒久的に１億

程度が見込まれるのかというのは、ちょっと不確

定要素がかなり強いというふうに思っていますん

で、正直、将来的にも当てにするというのは、ま

だちょっと難しいんではないかなというのがござ

います。ですので、こういった形のものであれば

やはりきちんと入ってきて、今後も努力は続ける

んですけれども、ある程度2,000万等で見ておい

て、あとは補正対応をさせていただきたいという

のがございます。 

  あと、２点目の借地の解消ですけれども、総務

文教委員会の資料の24ページに借地の一覧がある

かと思います。 

  正直、宮代は本当に借地が多いんですね。本来

であれば建てるときにきちんと買っていれば、こ

ういったことにはならなかったと思うんですが、

今言う諸事業等があってこういう形になったとい

うことなんですけれども、ですから解消していか

ない限りは、ずっと毎月、毎年、借地料払ってい

かなくてはならない。西原で言えば毎年600万と

か払っていますけれども、もう30年たてば１億

8,000万借地料払っているということです。 

  ただ、それが今後もずっと続いてしまうという

ことがあるので、解消を図っていく必要があると

いうことで、今回はまずは西原自然の森という形

で計上させていただきました。ですので、これだ

けあると、これだけで10億以上、全部買うとする

ばということがありますので、優先的に今後も恒

久的に必要なものは積極的に買っていきたいとい

うのが町の考え方です。 

  特に、学校用地でありますとか、もう公共用地

が既に建っているようなところ、図書館でありま

すとか、そういったところを買っていきたいと思

ってございます。 

  ですので、今後も西原に限らず、そういったと

ころは買っていくというような形で考えてござい

まして、財源なんですけれども、今回、公共施設

整備基金と地方債のほうを活用させていただくと

いうことで考えてございますが、基本的には同じ

ような形で、そういったものを解消できればと思

っています。 

  実際、公共施設整備基金が今年度末で４億

7,500万ぐらいの予定なんですね。公共施設整備

基金は大きく分けて３つございまして、借地の解

消を図るためのものと、あと新炉建設と、あと駐

輪場のほうで、駐輪場の歳入がございますが、そ

れを積み立てているのがございますので、借地の

解消分としては２億7,500万のうち、今２億3,000

万ございます。この２億3,000万がありますので、

大体今までのとおり地方債で75％、残りの25％を

基金を活用していければと思っていますので、例

えば１億円の借地を解消に向ければ7,500万地方

債、2,500万を国補の基金を使っていくという形

で、早い段階で徐々に毎年計画的に買っていけれ

ばと思っています。 

  ただ、当然、地権者がいる話なので、こっちの

予定どおりには全然進まないんですが、そういう

形で少しでも将来的なそういった課題というのを

解決していきたいと考えています。 

○委員長（田島正徳君） 企画財政担当主査。 

○財政担当主査（青栁 誠君） 財政担当主査の青

栁です。 

  再質問の３点目の国庫支出金等で、ほかに増減

があったのはというようなご質問にご回答させて

いただきます。 
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  予算書の27ページを見ていただきたいと思いま

す。 

  先ほど、社会保障関連も増えているというお話

をさせていただいたんですけれども、幾つか増減

がありましたのが、国庫負担金の社会福祉費負担

金の中の自立支援給付費等負担金２億7,819万

1,000円と今年予算計上ございます。 

  自立支援については、給付は増えているんです

けれども、予算自体がちょっと過大なところもあ

りましたので、今年度はこの実績を勘案して、こ

れについては700万ほど減となっております。 

  一方、増えているのが２節児童福祉費負担金の

中の子供のための教育保育給付費負担金、いわゆ

るこれ保育園の運営費に対して負担金が来るもの

なんですけれども、これについては保育所関係の

経費自体も増えておりますし、入所児童数も増え

ておりますので、こちらが381万4,000円ほど対前

年で増えております。ですので、障害福祉のほう

はどちらかというと実績に合わせて減、一方、児

童福祉、子育て関連のほうは増というような傾向

がございます。 

  あと、県支出金のほうなんですけれども、県支

出金も増えておりまして、幾つか特徴的なところ

ということですと33ページをごらんいただきたい

と思います。 

  県支出金の中も同様に負担金、いわゆる社会保

障関連というのは国が２分の１、県が４分の１と

なっておりますので、４分の１の負担しているも

のについては県も国に連動して増えております。

その中でも大きく増えているのが、真ん中下の３

節の保険基盤安定負担金の後期高齢者医療保険基

盤安定負担金4,925万4,000円とありまして、こち

らが対前年で415万1,000円ほど増えております。 

  あと、新規の県支出金の歳入というのもござい

まして、１ページめくっていただきまして35ペー

ジの一番下になります。 

  アクティブシニアの社会参加支援事業補助金

300万円。これが当初予算では新規となりますの

で、こちらは前年度予算と比べますと皆増という

ことで増えております。 

  あと、最後、もう一つが今度は２ページめくっ

ていただきまして39ページです。 

  こちらも、上から４つ目、健康長寿埼玉プロジ

ェクト補助金137万9,000円。これも先ほどのアク

ティブシニアと同様、29年度補正で計上したもの

ですけれども、こちらも当初予算では新規となり

ますので、前年度と比較しますとこれについても

増額となって、増加する要因ということになって

おります。 

  小さいんですけれども、その下の早期不妊検査

と、これも補正予算等でやったものでございまし

て、その下の埼玉県利用者支援事業（母子保健

型）、これも子育て包括支援センターの開設に伴

う経費で、これはもう新規ということになってお

りますので、このあたりが県支出金の増加の要因

となっております。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） どうもありがとうございま

す。 

  特に、ふるさと納税の関係なんですが、私は先

ほどの答弁ですと、やはりずっとこのまま１億程

度も見込んでいいのかどうかということで、その

辺はという答弁だったんですけれども、私はやは

り今回、私たちの予算書じゃないけれども、やっ

ぱりふるさと納税するけれども、宮代町にやった

けれども一体どういうふうに使われているんだろ

うというのは、やはり気になるところだと思うん

です。 

  当然こういうものに使ってほしいというのもあ
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るんだと思うんですけれども、私は今回のこのふ

るさと納税の活用事業、やっぱり大いにアピール

する必要があるというふうに思います。でないと

やはりせっかくふるさと納税協力しても全然わか

らないということにならないと思いますので、こ

れは大いにＰＲしていくべきだと思います。 

  それで、質問なんですけれども、この特定のも

の、要するに協力した方のふるさと寄附金の何割

ぐらいがそういうふうになっているのか、おおよ

そで結構ですのでどういうふうになっているのか、

その点お聞きしたいと思います。 

  それから、借地解消の関係なんですけれども、

確かに私もほかの自治体のはそう見る機会はない

んですけれども、少なくとも杉戸から比べても随

分借地あるなというふうに思いました。 

  これは、やっぱり解消しなければいけないし、

さっき課長が言われたように、特に公共施設が建

っている部分から、優先順位というのはあると思

うんですけれども、その点ではやはりこれからな

んですけれども、やはりどの借地も必要がないと

いうのはないと思いますので、それなりに理由が

あって借地になっているわけなんですけれども、

特にこれについてはそういう方向で補助金等、そ

れから基金も活用してということなんですけれど

も、必要のないというか、そういうふうに言うと

語弊があるかもしれませんけれども、その点では

もう整理ちゃんとされての状況なんでしょうか。

その点についてもちょっとお聞きしたいと思いま

す。 

○委員長（田島正徳君） 企画財政担当主査。 

○財政担当主査（青栁 誠君） ふるさと納税の質

問について答弁させていただきます。 

  実際に宮代町については、ふるさと納税募集す

る際に、農のあるまちづくりに関する事業ですと

か、子供たちの未来に関する事業ですとか、そう

いった特定の目的別で募集をしているものと、あ

とはその他まちづくり全般ということで、特に目

的を指定しない寄附もございます。 

  実際に割合ということなんですけれども、28年

度の決算でいきますと、28年度のふるさと納税の

歳入、収入した金額が１億1,346万7,720円という

ことで、そのうちその他まちづくり全般というこ

とで寄附をいただいた金額は4,795万8,501円とい

うことで、全体の寄附の金額に対して42.3％がま

ちづくり全般ということになりますので、残りの

57.7％がいわゆる特定の使途を決めて寄附してい

ただいたというような状況でございます。 

  29年度も、今途中経過で、昨日現在でちょっと

数字は見たんですけれども、今年度につきまして

はちょっと精査しないと最終的に確定値は出ない

んですけれども、今のところまちづくり全般で寄

附いただいているのが、およそ35.7％ですので、

64.3％が逆に言うと寄附の目的を持った、寄附と

いうか使途を決めていただいて寄附していただい

ているということですので、昨年が五十何％、今

年が64.3％ぐらいは使途を決めて寄附していただ

いているというような状況でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（大橋洋巳君） 企画財政課長の大

橋です。 

  借地についてお答え申し上げます。 

  基本的に借地の今後の買い取りの基本的な考え

方、方針なんですけれども、以前、公共改革2005

において、公共施設の借地のあり方についてとい

う形で、やはり見直すべきだという方向性が示さ

れております。それを受けて平成18年３月に借地

に関する今後の基本方針というのを定めています。

ですので、もう十数年たってしまっているんです

が、その中ではやっぱり今先ほどお話ししたとお
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り将来的にも使う公共施設については買っていき

ましょうと、そういった中では学校、須賀小中学

校の体育館であるとか、百間小、笠原小のグラウ

ンド、あとは図書館、あと庁舎周辺、庁舎、あと

は進修館、あと西原自然の森、国納保育園、こう

いったものがございます。 

  そういった形で示されていたんですけれども、

なかなか正直、地権者との関係だったり、その基

本的な財源的な目安が立たなかったので、ここま

で進んでこなかったということはございました。

形そのままですとやはりずっと解消になりません

ので、今後具体的に30年度から動き出すという形

で、まずは西原自然の森というふうになってござ

います。 

  ですので、そういう形で進めさせていただくと

いうことなんですが、あとそれ以外の施設につい

ては今言ったとおり、なかなか今は当然公共施設

としてお借りして、借地としてお借りしているの

で、当然必要なという判断しているんですが、今

後やはりじゃ、全て買えるのかと言ったら財源的

には正直厳しいというのがございますので、さら

に今後公共施設の再編という中ではやっぱり整理

するものも出てくるでしょうし、やはり存続させ

ていただくというのがございますので、そういっ

た中で、今後はそれ以外のものについては整理さ

せていただくということでございます。 

  あとは、やはりその地権者との関係があります

ので、地権者のご意向もありますので、その辺と

も兼ね合いながら整理をさせていただくというよ

うな形になるのかなと考えてございます。 

○委員長（田島正徳君） ほかに質疑ございますか。 

  角野委員。 

○委員（角野由紀子君） 歳入だけ、一つだけ質問

というか、ちょっとお伺いしますが、17款の繰入

金なんですが、先ほど説明ありましたが、３番目

の公設宮代福祉医療センター施設整備基金繰入金

というので、昨年よりも218万少ないんですが、

でもこれＣＴ装置というような形で説明があった

かと思うんですが、これ全部使っちゃうともう六

花の施設整備基金なくなっちゃうんじゃないかな

と思うんですけれども、その辺の考え方と、それ

から六花については指定管理何年目、まだ大分残

っていますし、その辺の考え方についてお伺いし

ます。 

○委員長（田島正徳君） 企画財政担当主査。 

○財政担当主査（青栁 誠君） 財政担当主査の青

栁です。 

  今ご指摘いただきましたとおり、六花の公設宮

代福祉医療センター施設整備基金については、現

在、六花の医療機器のリース料に充当しておりま

す。しかしながら、今年の予算を組む上では実際

にリース料を全額今賄うことができておりません。

ですので、今現在、積み立て残のあるものを全て

取り崩してリース料に充当した金額が567万4,000

円ということになっております。 

  六花の施設整備基金につきましては、毎年決算

が確定後、純利益の20％をこの整備基金のほうに

積み立てておりますので、来年度は利益が出れば

その基金をまた積んで活用するということでござ

います。なので、平成30年度当初予算の段階では

六花の医療機器のリース料全て、基金では現在は

賄えていないというような状況でございまして、

今後も福祉医療センターについては、リース切れ

等の医療機器が発生すれば、また新しいリースと

かが発生してくれば、基金では賄えない状況も今

後は予測されるというような状況でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（大橋洋巳君） 企画財政課長の大

橋でございます。 



－１２－ 

  角野委員さんからお話しいただいたとおり、基

金のほうなんで利益が出て積み立てる分と、逆に

使う分というのが出ています。利益の部分につい

ては、年度によって増減があるということになる

かと思うんですけれども、六花についてはおっし

ゃるとおり27年度は5,000万ぐらいあったんです

ね、今ほとんどもうないという形で、１つはその

なかなか利益が出ていない分積み立てられなかっ

たということもあるのと、あとはやはりもう古く

なってきていますんで、かなり医療機器の更新が

増えてきているんですね。 

  ですので、今後当然さらに増える、備品類だけ

でも多分３億とかかかるらしいんですね。かつ庁

舎も古くなってきていると、これは大規模修繕が

必要になってくると、ですから、今後六花のあり

方自体どういう形でやっていくのかというのも考

えなくてはいけないというのがありまして、予算

書の136、137ページに今回委託料として、福祉保

健センター運営事業の委託料として医療介護環境

調査業務委託料400万となっているところでござ

いますが、そういった意味でも、このあり方を考

えるという意味でも載せさせていただいておりま

すので、やはり財政側としても危惧しているのは、

今後、そういった施設維持管理経費がかかってく

るだろうというのを予想してございます。 

○委員長（田島正徳君） ほかに質疑ございますか。 

  唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） 唐沢ですけれども、何点か

質問させていただきたいと思います。 

  まず、第１点ですけれども、財産収入について

ちょっとお伺いしたいんですけれども、財産収入、

17件ほどあるんですけれども、これが若干58万ぐ

らいの減少になっているんですけれども、この財

産収入の、いろいろここに載っておりますけれど

も、敷地の貸付料だとかいろいろ載っているんで

すけれども、これの契約の関係でちょっとお聞き

したいんですけれども、契約の年数、また見直し

等々はやっているのかどうか、その点を１点お聞

かせ願いたいと思います。 

  それから、実は行政財産の一覧の中で、医師の

住宅ということで載っていると思うんですけれど

も、中央２丁目にある医師住宅だというふうに思

っているんですけれども、これがどうして行政の

財産の一覧に載っているのか、財産収入のほうに

入っていないのか、この点をひとつあわせてお聞

かせ願いたいと思います。 

  とりあえず、その点だけよろしくお願いします。 

○委員長（田島正徳君） それでは、ここで休憩い

たします。 

 

休憩 午前１１時０２分 

 

再開 午前１１時１６分 

 

○委員長（田島正徳君） 再開いたします。 

  引き続き、企画財政課分の質疑を行います。 

  答弁を求めます。 

  企画財政主査。 

○財政担当主査（青栁 誠君） 財政担当主査の青

栁です。 

  では、ご質問にございました財産収入の貸付収

入についてお答えいたします。 

  ページが予算書の43ページになりまして、43ペ

ージの下の幼稚園敷地貸付料からの契約期間から

申し上げます。 

  幼稚園敷地貸付料の契約期間が10年間、次の商

工会館敷地貸付料も同じく10年間、ページが変わ

りまして、45ページの埼玉りそな銀行敷地貸付料、

これが５年間、次の電柱・電話敷地貸し付け、こ

れは普通財産なんで特に、電柱なんで特に契約期
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間等はございません。次の普通財産の臨時、これ

も臨時ですので特にございません。駐在所の敷地

貸付料につきましては、契約期間３年でございま

す。次の公設宮代福祉医療センター職員住宅敷地

貸付料については、こちらが30年という契約に今

なっております。次の旧いきがい活動センターの

貸付料、これが、契約期間がこの４月から３年を

予定しております。次の第６号水源隣貸付料につ

いては、こちら１年間の契約となっております。

あと、最後、庁舎の敷地貸付料、これ、自販機で

すけれども、これは契約期間が３年間という契約

期間になっております。 

  次の公設宮代福祉医療センターの医師住宅の関

係ですけれども、貸し付けというか、確認したと

ころ、福祉医療センターを整備したときに福祉医

療センターの一部の扱いとして先生の宿舎という

ような位置づけで整備をしておりますので、貸し

付けという概念、考え方ではなくて、そもそも公

設宮代福祉医療センターの施設の一部ということ

ですので、特に契約等はございませんで、通常の

六花の一部というようなものでございます。です

ので、こういった貸し付け等の財産収入等には該

当しないということになります。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） ありがとうございます。 

  再質問させていただきたいと思いますけれども、

医師住宅、中央２－12－36でしたか、ここに六花

の、名前は申しませんけれども、先生が住んでい

るわけなんで、六花の一部ということで処理をし

ているということなんですけれども、そうします

と、この財産収入の中にある公設宮代福祉医療セ

ンター職員住宅敷地ということで、百間１丁目６

－３の敷地から、ここからはお金をいただいてい

るということなんですけれども、これ若干、矛盾

はしないのでしょうか。そうしますと、この百間

１丁目のほうの土地も六花の一部ということでな

るんではないのかなというふうに思います。例え

ば、今、中央２丁目にある医師の住宅、築で14年

ぐらいたちますか。一等地に住宅があるんですけ

れども、ここからはお金をいただいていない、百

間１丁目のほうからはいただいている、これは矛

盾しないのかどうか再質問させていただきたいと

思います。 

  また、あわせて、今17の財産収入ということで

契約の年数は聞いたんですけれども、見直しは何

かしたんですか、若干50万ぐらい減少しているん

で、これは見直しをしたということで理解してい

いのかどうか、改めてお聞きしたいと思います。

よろしくお願いします。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） 企画財政課副課長。 

○企画財政課副課長（野口幹雄君） 企画財政課副

課長、野口と申します。 

  六花のほうの医師住宅、職員住宅の関係なんで

すが、医師住宅のほうにつきましては、先ほども

申しましたが行政財産ということで、担当課のほ

うで扱うものでございまして、六花が建設された

ときと一緒に同時につくっていて、六花の一部と

して夜間診療等もございますので、医師のほうの

詰所みたいな形で整備をしたのではないかと思っ

ております。 

  職員住宅につきましては、財産貸し付けという

ところで収入を得ているんですが、こちらについ

ては……。職員住宅につきましては、敷地のほう

は町が持っているものなんですが、その敷地を貸

して、その上に、多分振興協会さんのほうが職員

住宅として建てているということで、その敷地分

を町は貸し付けとして料金をいただいているとい

う、そういう整理をさせていただいていると思い
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ます。 

○委員長（田島正徳君） 企画財政担当主査。 

○財政担当主査（青栁 誠君） 財産収入の増減で

すけれども、財産の貸付収入につきましては、予

算書の45ページの庁舎敷地貸付料、自販機の販売

機の契約更新がありまして、ここが対前年で２万

3,000円ほど増えております。貸付収入について

はここだけしか増減がなくて、貸付収入では２万

3,000円増えておりまして、財産収入全体ですと、

あとは利子等の影響での増減となりますので、そ

れ以外については、前年と契約期間が同じ、まだ

契約期間中ですので契約料の変更等はございませ

んので、増減については、その敷地、庁舎の自販

機の貸し付けだけ更新があって増加しているとい

うところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） ありがとうございます。 

  もう一回、ちょっと確認したいんですけれども、

中央２丁目の12－36のこの住宅は、土地が宮代町

のもの、上はどなたが建てたんですか。もう一回、

それ、確認したいんですけれども。例えば、中央

２丁目の土地は何平米あるのか、築は上は170平

米ぐらいだと思うんですけれども、その点をもう

一回、ちょっと確認したいと思います。 

  それから、医師と職員の違いは何かあるのかど

うか、改めてお聞きしたいと思います。よろしく。 

○委員長（田島正徳君） 企画財政課副課長。 

○企画財政課副課長（野口幹雄君） 企画財政課副

課長、野口でございます。 

  医師住宅の関係ですが、こちらは、敷地、建物

とも町のほうの所有になっております。その広さ

につきましては、委員会資料のほうの23ページに

ございます170平米、こちらが敷地面積となって

おります。失礼しました。こちらのほうは、敷地

のほうで170平米となっております。 

  また、医師住宅と職員住宅の関係はということ

なんですけれども、医師住宅のほうは敷地のほう

は428平米というところがございまして、そちら

のほうを六花のほうを運営しております振興協会

さんのほうに貸し付けているということになって

おりまして、当時、町が六花を建設するときに、

そういう、その辺のことはちょっとこちらでもわ

かんないですけれども、そういう取り決めの中で

進めていったんではないかと思われます。 

○委員長（田島正徳君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（大橋洋巳君） 企画財政課長の大

橋でございます。 

  六花なんですけれども、基本的に六花の建設に

当たっては、ハード面とソフト面という形で同時

進行という形をとったと思うんです。ですので、

ハード面は建てると。ソフト面については、じゃ、

どこが、当時は指定管理じゃなかったですので、

そういうときには地域医療振興協会がするという

その中で、じゃ、どういった施設を建てるとか、

どこまで町が見るかというのを決めたと思うんで

す。その中で、要するに、施設とあとそういった

医師住宅についても町のほうで確保するという考

え方で、そちらは両方とも並行して建てたという

ことだと。その後、そういったものが決まった後

に、やはり医師だけではなくて、従業員ですか、

職員です、職員のものを建てたいという話があっ

たんですが、それは当然、そこは契約はございま

せんでしたので、振興協会のほうでやってもらう

というその中で相談があったときに、多分、町の

ほうでも土地があるので、じゃ、そこを貸すので、

そこは振興協会のほうで費用をその分は見て、そ

れで建てるというそういう役割分担になったと。

それが今も続いているということでございます。 

○委員長（田島正徳君） 唐沢委員。 
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○委員（唐沢捷一君） 片や、六花の職員からは36

万2,000円の何がしかのものをいただいている。

片や、医師住宅は一等地、駐車料、車も３台とめ

られて一等地の一戸建て、これは無償。これは、

持ち物は土地も建物も町が建てたんですよという

ことを先ほど答弁いただきましたけれども、これ

はどう見てもおかしいんじゃないですか。周辺は

大体10万単位の家賃を取っているわけなんで、一

等地ですから、中央２丁目の。医師のほうは無料

で、片や百間１丁目のほうは、職員からは36万

2,000円取っている、こんなおかしいことは町民

が知ったら怒りますよ、これ。無償なんだって町

民みんな知っていますよ。唐沢さん、ここは10万

以上、家賃払っているんでしょうねと。いや、見

たら、これ、ただ。こんなこと許されて、六花を

そんなに甘やかしていいんですか。まさか、先生

はありがたいですよ、もちろん。ここへ来て頑張

っているんですから。当初、建てたときは、院長、

名前言えませんけれども、建てたことは知ってい

ます。実は、私の同じ隣組ですからわかっていま

すから。今は、名前言えません。これ入っていま

すよ、家族が。そこを無償で提供している。えら

い金がかかっているんですよ、あれは。土地も建

物も。いい土地の建物ですから。それを無償で貸

しているなんて、こんな町民が聞いたら大変なこ

とになりますよ、これ。どうなんですか、これ。

医師住宅は無償で、職員からは百間１丁目、36万

2,000円ぐらい取っている。どう思いますか、こ

れは。これは課長じゃ答弁できねえべ。 

○委員長（田島正徳君） 唐沢委員、とりあえず今

の質問なんですけれども、健康介護課のほうが詳

しいと思いますので、そのときに詳細のほうを答

弁していただくようにしてもらいたいと思うんで

すけれども。 

  唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） だって、どうして質問する

かというと、これは企画財政課が担当しているわ

けでしょう、この財産収入は。だから質問したん

ですよ、資料もちゃんといただいているから。こ

れにだって、持ち回りで私のほうは管轄ではござ

いません、福祉のほうですといったら、福祉だっ

て答えられないでしょう、だって財産収入のこと

なんですから。 

  じゃ、例えば、当時の契約書を見せてください。

あそこは誰が建てたのかを私は知っていますし、

経緯は知っていますよ、その辺の経緯は。ただ、

現実的に、片や36万何がしの職員のほうは取って

いる、医師に対しては、あれだけの物件を無償で

貸している、それはやっぱりちょっとおかしいん

じゃないですかということで質問している。これ

はもう貴重な財産収入ですよ。あそこを無償で貸

しているといったら、町民は怒りますよ。坪単価、

今幾らしています、あそこ。建物だって、坪単価

知っていますよ、私は幾らあそこはかけて建てた

のか知っていますよ、町のお金で建てているんで

すよ、あれは。それを無償……。 

○委員長（田島正徳君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（大橋洋巳君） 企画財政課長の大

橋でございます。 

  財産の取り扱いなんですが、大きく分けて普通

財産と行政財産があります。ですので、普通財産

については、企画財政課のほうで所管していまし

て、お貸ししています。行政財産については、そ

れぞれの課が、当然その目的を持って貸してござ

いますので、この行政財産の貸し付けに当たって

も、今、健康課のほうで所管しているという切り

分けでございます。 

○委員長（田島正徳君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） 大変、初歩的な質問になる

と思うんですけれども、普通財産と行政財産の違
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いはどういうふうに違うんでしょうか、初歩的な

質問で恐縮なんですけれども。 

○委員長（田島正徳君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（大橋洋巳君） 企画財政課長の大

橋でございます。 

  行政財産というのは、目的を持って町のほうで

使用しているものでございます。ですので、行政

財産の場合は、決算書のほうにも載ってございま

す。ですので、そういったものが行政財産。ただ、

それ以外、例えば行政財産で使っていたものがも

う不用になってしまったもので持っているものが

普通財産になります。普通財産の中でも、当然、

そのまま持っていてもいいんですけれども、何か

どこかが借りたいとかいった場合は、そのままに

しとくよりも、当然貸し付けることによって収入

が入りますので、普通財産を貸し付けているとい

うものもございまして、それは企画財政課のほう

で、普通財産ですので一括して管理しているとい

うことでございます。 

○委員長（田島正徳君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） 再度、確認しますけれども、

このまま、はい、わかりましたというわけに私は

いきません、一議員としても。これ、町民に知れ

たらえらいことになりますよ。これ、もう何十年、

14年、お金に換算したらどのぐらいになるんでし

ょう。これを見逃すわけに、私はいきません。予

算審議の中で、はい、わかりましたと、次に行く

というわけにはいきません。これをはっきり、明

確に責任者が出て、ちゃんと答弁していただかな

いと。これ、そんなんやっとったら笑われちゃう、

今。じゃなくて、今、議会がどうのこうの言われ

ているんですから。100％みんな通っちゃうなん

ていうんで新聞でも出ましたから、少なくともや

っぱり議会というのはチェック機関、監視的な役

割ですから、これを目をつぶって、はい、わかり

ましたというわけには、正直言っていきません、

私は。これが通ったらえらい問題ですよ。まして、

今、税金を納めているんですよ、皆さん。年金者

も払っているこの貴重なお金をこういう形で処理

をした、私は見逃すわけにはいきませんから、何

らかのやっぱり執行部の答弁をいただきたいと思

います。これでいいというんだったら通っちゃっ

てください、えらい問題になりますから。 

○委員長（田島正徳君） 休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時３８分 

 

再開 午前１１時４３分 

 

○委員長（田島正徳君） それでは、再開いたしま

す。 

  今の件なんですけれども、健康介護課のほうで

再度ご質問をしていただいて、答弁をいただくと

いうことで了解を願いたいんですけれども、唐沢

委員、どうでしょうか。 

  唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） 現実的には、今これ、歳入

の審議中ですから、この場でこういう事案が出て

きたわけですから、少なくともこれで承認しない

と前へ進まないと思います。今の企財のほうでは

正確な答弁がいただけないようなんですけれども、

福祉のほうで、健康福祉かな、そこだと何か明確

な回答が出るという保証はあるんですか。その保

証をいただければ結構です。現実的な数字で私は

言っているわけですから。資料がこれ、出ている

んですよ、町のほうから。歳入関係から、資料を

私は全部見て質問しているわけですから。当てず

っぽうで言っていない、審議の資料をもとに質問

したわけなんですから。この資料が間違いなのか

どうなのかというならいいんですけれども、少な
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くとも、この資料をもとに質問したんですから。

議会というのはチェック機関でしょう、監視機関

でしょう、だから質問したわけなんですから。こ

の資料に基づいて質問をして、明確な答えがない

ということは、どっかに、じゃ、問題があるとい

うことなんでしょうから。だって、今これ、歳入

全般やっているわけなんでしょう。歳入の中から

疑問が出たら、そこで明確な回答なり、処理方法

を明確に、健康介護課にいったって、明確な回答

の保証があれば結構です。当時の資料、甲と乙の

契約関係なりの書類が出て、明確に示されれば、

もちろん、私は結構ですよ。これ以上、もちろん

質問はしません、貴重な時間ですから。そういう

ものが明確に出る保証があるというんなら、次に

移って結構だと思いますけれども、現時点では私

は質問者ですから、質問者が納得できない現実の

中では、私はちょっとどうなのかなと思います。

貴重な時間ですから、目をつぶって前へ行ってく

れというんなら、それで結構です。 

○委員長（田島正徳君） 答弁を求めます。 

  企画財政課長。 

○企画財政課長（大橋洋巳君） 企画財政課長の大

橋です。 

  まず、２つあるという形で、予算書の45ページ

のほうには職員住宅敷地貸付料が載ってございま

す。こちら、先ほどお話ししたとおり、普通財産

として貸し付けておりましてこちらに載っている

ということでございます。 

  医師住宅のほうですけれども、これは医師住宅

については、もう既に六花の建物と医師住宅につ

いては、当時、町の公共施設として建てるという

ことで建てたものです。ですので、両方とも決算

書のほうには載ってございます。ですので、それ

らを行政財産として建てて、そこに住んでいると

いう違いでございます。 

  行政財産と使用していたとしても、例えば、使

用料を取るということになれば、それはお考えの

とおり、医師の部分のそこを貸している部分を取

るというようなこともあるのかもしれないのです

が、当然、そうすると指定管理料にはね返ってき

ますので、正直、行って来いになってしまうんで

す。ですので、そういったことになっていますの

で、当然、今言ったとおり、町がそもそも六花の

建物も別に指定管理料としては今ゼロですけれど

も、その建物については使用料は地域医療振興協

会からもらっていませんけれども、こちらも同じ

考え方なんです。ですので、そういったことで、

要するに、特にもらっていないということです。

そもそも、ですから、町のほうで建てたもの、そ

ういう目的のために使ってもらっているという形

でご理解いただければと思います。 

○委員長（田島正徳君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） 行政財産、18医師住宅とい

うことで計上されていますよね。医師住宅なんで

すよね。住んでいる人は六花の先生ですよね。家

族ともども住んでいますよね。ただ、これを無償

というわけには、現実的に。あそこに、だから何

か医療機関の形があればいいですよ。住宅ですか

ら、六花とは基本的には関係ないということでし

ょう。これは、ちょっと、あそこがなくなっちゃ

うと医師がいなくなっちゃうということで心配し

ているかどうかはわかりませんけれども、そこま

で優遇して、現実的に優遇しているわけですよ、

これ。町の財産を無償で十何年間も提供してきた

わけだから。基本的には私は納得しません。明確

な答弁をいただかないと、これ、正直いって、え

らい問題になる。町民が知ったら、恐らく10人中

何人しようがないなという人がいるかどうかも知

りませんけれども、恐らく、10人中何だというこ

とになるでしょう。10年間だってえらい金額にな
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ると思いますよ。あれ、建築費幾らかかったと思

いますか。当時の職員は宮代町にいますから、そ

の人に私は直接聞いているんですよ。坪単価幾ら

かかっていますよというのは。町の金で建てて、

町の金で14年間も無償、金に換算したらどうなる

んでしょう。財源厳しい、財源の確保に努めるど

うのこうのと載っていたと思うんですけれども、

現実的に私は納得しません。あとは委員長が進め

てください。今後、もしこの前へ行ったら、町民

に私は言いますよ、正直に。 

○委員長（田島正徳君） 企画財政課のほうといた

しましては、再三同じ答弁で、要は、六花ができ

たときにそういう契約で施工して、指定管理をし

てもらっているということなんです。 

  これ以上の答弁はないと思いますので、進めさ

せていただきたいと思います。 

  ほかに質疑ございますか。 

  小河原委員。 

○委員（小河原 正君） １点だけ。 

  内容的にはつまらない質問なんですけれども、

町は財政が厳しい、厳しいといつも言っています

よね。それで、いきがい活動センター12万、これ、

町の人がみんな、あそこ、相当高く貸しているん

でしょうねと、あんだけの坪数を、利用の内容に

ついてはよく説明を何回か聞いておりますけれど

も、12万では安いんじゃないかと皆さん言ってい

るんですよ。１カ月１万ですよ。教育関係の問題

とかそういうことで説明されると、それはいろい

ろ私たちも弱い点はあるかもしれませんけれども、

財政的なことを考えたら、私、前にも何かで何回

かこれを質問したことがあると思うんですけれど

も、12万というのはないだろうと思うんですよ。

１カ月に１万ですよ。あれだけの学校の施設とし

て貸すんですから、町も本当に財政が厳しいんだ

ったら、もうちょっと真剣になって、もう少しあ

る程度は貸付料は上げてもいいんではないかと私

はいつも思っているんですよ。１カ月１万はちょ

っと安過ぎるんじゃないですか。これは、ちゃん

と納得できるように説明、もう一回、きょう聞き

たいと思いますよ。12万は安過ぎる、財政が厳し

くないというんならいいんですけれども。もう少

し、ほかのいろいろ貸付料とかいろんなのを考え

ると上げてもいいなと、上げることがいけないと

言うかもしれませんけれども、ほかのことでは何

でも上げる、上げるというのに、今度は進修館の

ところも何か貸付料を取るようにしたしさ、何で

も取ることは考えていて、こういうところには目

を向けないんですよ。もう少し、町民が納得でき

るように、１カ月１万とはちょっとないだろうと

言っている人が多いんですよ。私もそう思います。

あんだけの大きな敷地を、ほかの町の事務所を使

っている部分があるようですけれども、それはそ

れ。それ以外の別として、やはりもう少し値上げ

してもらう、そういう考えがなぜないのか、お願

いしたいと思います。それだけ。 

○委員長（田島正徳君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（大橋洋巳君） 企画財政課長の大

橋でございます。 

  小河原委員おっしゃるとおり、町としてももっ

と収入がいただければいいんですけれども、まず

１つ大きな問題として、あそこは調整区域であり

ますので、その場合、転用がきかないんです。そ

れから、今は体育館として利用いただいています

けれども、これが、例えばあそこが倉庫にして来

てもらうとかそういうことができれば違う形で利

用できるんですけれども、そういう形で、あそこ

は調整区域ですので、違う目的では利用できない

というのが１点ございます。ですので、実際、そ

ういう条件で応募したときに、いき活を廃止して

応募したときにどこも応募がなかったというのが
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ございます。 

  その結果、昌平学園さんのほうにお話をして、

そういった形で契約をして、あとは、今、体育館

として使用する、かつ、今利用されている方がい

ますので、そういった方も利用できるような形で

何とかできないかという形で契約になってござい

ます。ですので、そういった形でなっていまして、

かなり今も維持管理費がかかっているみたいで、

実際は１万円なんですけれども、その維持管理費

にはかなり向こうもかかっているらしいんです。

建物も古くなっていて、その分がかかっています

ので、町としてももっと高いところに貸したいん

ですけれども、今のとおり、貸せる条件がかなり

絞れているというのがありまして、かつ、今の団

体さんの利用というのもできるだけ継続したいと

いう形でやってございます。ですので、もっと取

りたいのはやまやまなんですが、そういう面で１

万円という形の設定になってございます。 

○委員長（田島正徳君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） わかりました。理解をし

たということじゃないんですけれども、あれを建

てたときは、たしか勤労体育館ですか、あの体育

館は。調整区域であろうと何であろうと、勤労者

を目的とした補助金か何かもらっていたと思うん

ですよ。それであるんなら、町の人が体育以外だ

って、中身をちょっと変えて使えるようにすると

か、いろいろ講じるべきだと思うんですよ。１カ

月１万でなくて。 

  町のために、町の町民のために、そういう発想

はないんですよ。今、説明があったことを前回も

聞きましたけれども、私は目的が違うなと思って

いる、考え方が。そのことを一言言って、また何

か機会があったらもう少し値上げしてもらうよう

に努力してくださいと言うぐらい、また始まるか

もしれませんので。私は、確かに施設を改修して

いるとか、一部。大きな改修になると町がやるん

でしょうから、当然。それはもう前に説明があり

ましたよね。小さな改修は使っている人が行うの

は当然だと思いますけれども、どのぐらい修繕に

金がかかっているかわかりませんけれども、それ

は町の町民がもうちょっと喜ぶような利用をする

んなら私はわかると思うんですよ。そうでないん

だから、町の人たちも一部使っていることは説明

されて聞いていますけれども、全てが町の人が借

りるように、場合によっては、体育館、あそこを

１週間に１回は貸してくれと言ったら、１日５万

もらうとか３万もらうとか、そんなところでしょ

う。１カ月で１万でさ。何か考え方を変えるべき

だと思いますよ。財政が何かというと厳しい、厳

しいと言って何もやってもらえないと。何もとは

言わないけれども、ちょっとしたことをやっても

らえない。財政の問題でいつも言うから、私はこ

ういうことを言うんですよ。これからも言わない

でもらいたいと思いますけれども、財政が厳しい

ということは。必ず、財政が厳しいと。財政が厳

しかったらこういうことももうちょっと目を向け

なさいというんですよ。そのことを一言、どうで

すか、向けるか向けないかだけ聞いて終わり。 

○委員長（田島正徳君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（大橋洋巳君） 企画財政課長の大

橋でございます。 

  現在、雨漏りもしてございます。ただ、一度雨

漏りのほうを直したりしているんですが、結局と

まらないと、原因が分からないという形で雨漏り

もしているということでございます。あと、電気

のほうも、かなり結構切れています。これについ

ては、そういったことも、今後改修費もかかると

いうことで、それも含めて町のほうでは廃止をし

たという経緯がございますので、また改めて、そ

の部分の経費は正直かけられないなと思ってござ
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います。ですので、そういった中での利用という

形に、今させていただいているという状況でござ

いますので、ご理解賜りたいと存じます。 

○委員長（田島正徳君） ここで休憩いたします。 

 

休憩 午後１２時００分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○委員長（田島正徳君） 再開いたします。 

  引き続き、企画財政課分の質疑を行います。 

  質疑ございますか。 

  伊草委員。 

○委員（伊草弘之君） 伊草弘之でございます。 

  予算書46ページの繰入金、財政調整基金の繰入

金についてお尋ねいたします。 

  30年度予算では、この財政調整基金の増につい

て、社会保障経費の増を背景にして取り崩しが増

えたというようなご説明だったかと思いますが、

社会保障経費といいますと、一般会計からの繰出

金かなというふうに理解をしているところなんで

すが、歳出で見る繰出金としましては、私たちの

予算書の６ページに一覧が出ております。増とい

っても、トータルで考えれば767万4,000円、この

金額に対して、片や調整基金の繰入金の増は

5,100万円以上になっているわけです。ご説明の

中の繰出金だけとってみると、プラス・マイナス

767万円になっていますが、例えば、国保の繰出

金ですとか介護保険、後期高齢者、これについて

はプラスになっております。農業集落排水、公共

下水道は逆にマイナスになっておりますので、ト

ータルすれば700万何がしの増しか見えないんで

すが、町長の施政方針にもありました今回の予算、

ゼロベースでやっていますよという考え方が示さ

れているんですが、ゼロベースという文言を聞け

ば、予算を抑えるというような意味に感じるんで

すけれども、ゼロベースで考えたとしても、積み

上げていけば同規模になった、あるいは逆に増え

たという場合もゼロベースではあり得るのかなと

思うんですが、特にこの財政調整基金からの繰入

金が増えておりますので、この辺のご説明をお願

いしたいと思います。１点、お願いします。 

○委員長（田島正徳君） 企画財政課担当主査。 

○財政担当主査（青栁 誠君） 財政担当主査の青

栁です。 

  では、私のほうから財政調整基金の繰り入れの

増額についてご説明をいたします。 

  そうしましたら、私たちの予算書の６ページを

ごらんいただきたいと思います。 

  いわゆる、社会保障関連の増等ということでご

説明を差し上げたところでございまして、ご指摘

いただきましたとおり、社会保障といいましても、

繰出金に含まれるものと、あと上から４番目の扶

助費に含まれるものがございます。 

  繰出金に含まれるものといたしましては、社会

保障の中で医療の関係であります国民健康保険と

後期高齢者医療、あとは介護保険、これらの繰り

出しについてがこの繰出金に含まれておりまして、

障害者福祉の関係ですとか、あと子育てが、ここ

保育所の運営費等が増えておりますので、そうい

った子育て関連の経費についてきましては、主に

上から４番目の扶助費といわれるものに含まれま

す。ですので、繰出金としましては767万4,000円

の増となっておりますが、扶助費のほうで2,267

万円ということで、これらを足しますと、およそ

社会保障関連といたしまして3,000万程度の増額

ということになってございます。 

  また、社会保障関連等とご説明したその「等」

なんですけれども、いわゆる性質別というふうに

分析したときに、一番上の人件費、それから４番
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目の扶助費、あと真ん中ぐらいに公債費、いわゆ

る町債の返済ですけれども、この人件費と扶助費

と公債費、この３点がいわゆる統計上、義務的経

費として区分されるものでございます。 

  義務的経費というのは、言葉のとおり、法令等

でもう支出が義務づけられているものでございま

して、先ほど、予算編成ゼロベースでというお話

はさせていただいたんですけれども、なかなかこ

ういったこの３つの経費については、ゼロベース

といいましても支出が義務づけられているという

ことで、性格上、ちょっと見直しがなかなか難し

い経費でございます。 

  これらを見ていただきますと、人件費のほうで

は3,615万5,000円、あと扶助費は先ほど申し上げ

たとおり、あと公債費のほうも臨時財政対策債の

償還が、臨時財政対策債、平成13年度から制度が

スタートしていまして、30年償還ということです

ので、まだ借り入れは、純増というわけではない

ですけれども、まだ増加しております。それに付

随しまして、公債費のほうも増加している関係で、

こういった人件費、公債費だけでも6,000万ほど

歳出のほうは増えていると。当然、一般財源だけ

ではなくて、ほかの特定財源等のもありますので、

純粋にこれだけ増えるということにはなりません

けれども、こうした社会保障プラス義務的経費と

呼ばれるものの支出増がかなり財政調整基金の繰

り入れが拡大した大きな要因となっているという

ことでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 伊草委員。 

○委員（伊草弘之君） それでは、再質問させてい

ただきます。 

  社会保障経費以外のものもあって、それを積み

上げると取り崩しやむなしというような内容かと

思いますが、ちょっと細かいんですけれども、私

たちの予算書の４ページには社会保障経費しか書

いていないんです。「等」というのがあれば読み

取れるかもしれないんですが、これだけの理由し

か示されておりませんし、提案理由の説明の中で

も、これを重点的におっしゃっていたような気が

します。 

  逆に、義務的経費いろいろ、人件費、扶助費、

公債費も含めて増にならざるを得ないという部分

があれば、予算そのものの編成をゼロベースで考

えるんであれば、事業の見直しも予算に反映させ

る必要も、30年度予算についてはカットしたもの

はないと思うんですが、今後、どんどんこの財調

を取り崩しすればいいという方法にはならないと

思うんです。いずれ、義務的経費出るものが増え

るんであれば、当然、事業も縮小せざるを得ない

と思うんですよ。その辺の考え方が、やはりゼロ

ベース、積み上げだけのスタートがゼロではなく

て、本当にゼロにするというようなことも、今後、

必要になってくるんじゃないかと思うんです。そ

の辺の考え方と、行政サービスの低下を招くとい

うのは避けなければならないことだと思います。 

  財調については、もう一つ心配なのは、一般予

算に繰り出しするのはいいんですが、今度、新規

事業をやるときに、年度途中で補助金をもらえる

ような新規事業を想定したときに、10分の10であ

れば問題ないんですが、２分の１とか何分の１と

か、やはり手持ちを出さないと新規事業が申請で

きないというようなことにもなりかねない事態に

なってきてからでは遅いんで、まだ残高がありま

すからそういうことにはならないと思うんですが、

ちょっとそういう心配をしているもんですから、

この辺の考え方をもう一度お示しいただきいただ

ければと思います。 

○委員長（田島正徳君） 企画財政担当主査。 

○財政担当主査（青栁 誠君） それでは、ご答弁
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いたします。 

  ご指摘いただきましたとおり、予算については

ゼロベースで実際に編成は行っております。 

  実際に、どのように行ったかというところなん

ですけれども、基本的に、宮代町では一般行政経

費、義務的経費、あと総合計画に載っている政策

的経費、このように経費区分を行っておりまして、

義務的経費は先ほど言ったとおり、なかなか見直

しが難しい経費と言われるものです。政策的経費

と言われるものは、総合計画に位置づけられた事

業ということで、町としては政策的に取り組んで

いくというような経費でございまして、これにつ

いては、基本的には、各課からの要望を尊重して

計画を実現するために推進する経費ということで

計上しております。そうしますと、実際に見直し

ができるというものについては一般行政経費でご

ざいまして、いわゆる通常の町のほうで行ってい

るような行政サービスというものが一般行政経費

になります。一般行政経費につきましては、なか

なか財政担当で全て査定するということが難しい

こともございまして、各課の枠配分額ということ

で、30年度予算につきましては、29年度の当初予

算で各課が使った一般財源から平成29年度のみに

執行するような特殊要因といいますか、例えば工

事ですとか、あと何か大きな物品の例えば買い入

れですとか、その年だけ必要となるような経費を

全て取り除いて、通常１年間、先ほどあったとお

り、行政サービスを低下しないような一定の基準

を維持できる経費を上限に配分しております。そ

の中で、基本的には各課、課長を中心に、その課

で必要な経費に重点配分を行っていただいて、そ

の年度、その年度で必要な行政需要を満たしてい

くというようなやり方をとらせていただいており

ます。そういう編成を行っているというのが今年

度の予算編成でございます。 

  今後の財政調整基金なんですけれども、確かに

ご指摘いただきましたとおり、今後も社会保障関

連経費及び公債費等の義務的経費の増加というの

は予想されます。ですので、今年度の予算編成方

針の中では、なかなか短期的に難しい、長期的な

見直しということで、地方債なんですけれども、

例えば、基本的に返済額以上の借り入れは行わな

いというような方針で編成させていただいており

まして、そうしますと、短期的になかなか結果は

出ないんですけれども、長期的には地方債残高が

減っていけば将来への負担が減ってまいりますの

で、そういった取り組みを開始したり、あと、宮

代町の場合は、公共施設のあり方についても早く

見直しをしておりまして、ふれ愛センターを初め、

いろいろ公共施設の見直しを行っております。午

前中にもありましたとおり、六花につきましても、

来年度以降、やはり今後かなり運営費の増が見込

まれますので、そういったところに着手していき

たいと考えてございます。 

  単年度の予算編成では、そういった事務事業の

見直しと、事務事業の見直しといいますか経費の

重点配分を各課で行うというところと、それで、

すみません、各課から枠配分額で足りないものが

当然出てまいりますので、それにつきましては、

各課長さんを中心にした町の経営会議のほうに12

月に編成会議を行って、宮代町として来年度はど

ういったところに予算を重点配分するのかという

ような会議を行って、実際に実施するものを採択

して予算化していくというような編成過程をとっ

ております。 

  財政調整基金については、今年は４億5,000弱

ということで、例年にない取り崩しとなっており

ます。来年度以降につきましては、午前中もちょ

っとお話しさせていただいたんですけれども、通

常、例年４億円程度の取り崩しを基本に編成して、



－２３－ 

決算を見ていきますと、ここ数年、10億円ちょっ

と切っているんですけれども、それでも10億円前

後をずっと維持できておりますので、来年度以降

につきましては、やはり４億を基本にまた編成に

当たっていきたいと、このように考えております

のでご理解いただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 伊草委員。 

○委員（伊草弘之君） 行政サービスの低下を招か

ないように予算編成するということは、やはり歳

出を見込むしかないわけです、事業をやるために

は。その辺のバランスというのは今後必要になっ

てくるんだと思いますし、もう行財政改革も効率

化についてはいろいろ、以前の議会の一般質問等

の答弁でも、もうこれ以上絞りようがないよとい

うようなお話もありますし、事情もそうなんだろ

うなというふうに思います。 

  今、お話になりました公債費については、今の

下がる傾向、償還が進んでおりますけれども、償

還が進んでいるということは公共施設の老朽化に

なっているという見方になるわけですので、今後、

減る傾向ではなく、当然、学校の施設の規模の見

直しですとか、削減して経費を落とせるというの

はあるんだと思うんですが、単純に公債費比率は

もう高くなるというのがもう傾向になってくるは

ずなんです。そういう中で、やはり事業のカット

の方向の見直しというのは当然必要になってくる

と思うんですよ。その辺の公債費の今後の推移の

見方はどういうふうにされているのかということ

と、経常収支比率にもなってくると思うんですが、

28年度は92％台、それ以前は94％台で埼玉県から

の町村では下から２番目というような位置づけだ

ったと思います。例えば、２％の率、単純に計算

できないんだと思うんですけれども、100億円の

予算であれば、２億円ぐらいのアップをすれば

92％から94％になるのかなという単純計算でいい

のかわからないんですが、そういうやりくりの中

で、少し行政サービスを低下させないようなトー

タルの方式、そういうのもある程度、必要なんで

はないかと思うんですが、その辺についての見通

しといいますか、考え方についてはいかがでしょ

うか。 

○委員長（田島正徳君） 企画財政担当主査。 

○財政担当主査（青栁 誠君） 公債費に関して、

まずお答え申し上げます。 

  私たちの予算書の107ページを見ていただけれ

ばと思います。 

  こちらは、107ページに記載されているのが、

実質公債費比率といいまして、例年、決算確定後、

財政健全化法に基づいて一定の指標と、財政の健

全化をはかる指標の一つとして公債費比率を出す

ものでございます。 

  これを見ていただきますと、平成24年度からで

すけれども、宮代町が、大体町村の平均やや下ぐ

らいで推移しております。左側に近隣の町と、ち

ょっと三芳町は財政力が高い団体で参考に掲載し

ているんですけれども、そういった近隣の町と比

較しまして、公債費比率は比較的低い位置にござ

います。 

  ただ、ご指摘いただきましたとおり、臨時財政

対策債については、まだ先ほどお話ししたとおり、

あと数年、恐らく残高は増える。それに伴いまし

て償還費も増える。その後は、ある程度返済額と

借入額が同じになって平準化していくというよう

なことが見込まれております。 

  普通債につきましても、実際、今年度、29年度

に防災行政無線のデジタル化で２億5,300万、

小・中のエアコンの設置でも約１億円ということ

で、ここに来て普通債の借り入れも増えてござい

ます。ご指摘いただきましたとおり、公共施設に
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ついても、毎年、今、当初予算で計上する修繕費

では賄えなくて、年度途中にやっぱり補正予算等

で数百万単位で計上して、修繕等を行っておりま

すので、いずれやはり大規模修繕というのを行っ

ていかなくてはいけないと。そのときにも、やは

り地方債を使わざるを得ないという状況にあろう

かと思います。ですので、町としましては、やっ

ぱり先ほどもご指摘いただきましたとおり、学校

の適正配置ですとか、公共施設等の見直しを計画

的に実施していかなければ、なかなか一般行政経

費の歳出削減といいましても、実際には、一般行

政経費で一般財源ベースですとおよそ15億円前後

なんです。ということですと、仮に１％をシーリ

ングといって、各課に削ってもらったとしても

1,500万程度しかやっぱり捻出はできません、新

規事業に充てられるものについては。来年度の予

算を見ましても、学校の雨漏りの改修ですとか、

あとは郷土資料館のエアコンの修繕とか、やっぱ

り施設運営になくてはならない修繕等がやはり数

千万単位でかかってまいりますので、そういった

中長期的に見ますと、やはり今後につきましては、

今、全国的な流れですけれども、公共施設の見直

しを計画的に実施していかなければならないと考

えております。その中で、国のほうも、公共施設

の適正配置につきましては、交付税算入のある地

方債、公共施設の除却とか統合とか施設の転用と

かそういったものに当たりましては、そういう有

利な地方債を設定しておりますので、そういった

ものの活用も考えながら公共施設の見直しなどを

実施していかなければならないというように考え

てございます。 

  もう一点、経常収支比率なんですけれども、同

じく106ページにこれまでの推移を書かせていた

だいております。28年度で92.7％ということで、

ご指摘いただいたとおり、県内でも高い状態でご

ざいます。27年度に下がりましたのは、制度改正

です、地方消費税交付金が消費税の引き上げに伴

って一時的に減ったということですので、やはり

実質、宮代町は現在90％から95％の範囲内で推移

しているという状況です。 

  すみません、１％でどのくらいかというのは、

ちょっと今、正確な数字はお答えできないんです

けれども、やはりこういった経常収支比率を下げ

るということにつきましては、今の財政の予算編

成の過程で、ちょっと財政担当のほうで見たとこ

ろ、なかなか今の一般行政経費をこれ以上削るこ

とは難しいかなと。逆に言うと、経常収支比率が

高いということは、１人当たりにかけている行政

費用も高いというような見方もできますので、そ

のあたりにつきましては、今後、やはり経常収支

比率が低ければいいことには変わりないんですけ

れども、下げると行政サービスの低下に直結する

ものもございますので、そのあたりのバランスを

考えながら、経常収支比率については抑制してい

きたいというふうに考えてございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） ほかに質疑ございますか。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 山下です。 

  幾つか、予算書に従ってちょっと質問させてい

ただきます。 

  最初に、22ページの交通安全対策特別交付金な

んですけれども、これ、資料なんかを見ていると、

年々、交付金が下がってきている、資料の中では

１ページなんですけれども、527万1,000円から今

回は400万になってしまった。25年が527万、30年

度では400万、このように下がってきている。み

んな、町民の人たちはいろんな要望をしていると

思うんですよ、交通安全に対しては。これ、毎年

下がっている理由というんですか、その辺のとこ
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ろはどういうふうに考えているのか、ちょっとお

聞きしたいなと思っています。 

  それと、これ24ページなんですけれども、農林

水産手数料の使用料なんですけれども、新しい村

の使用料が昨年と比べてちょっと微増になってき

ているということなんで、この辺のこの見方とい

うんですか、新しい村、これからはそういうふう

に増減していくのかどうか、利用者が。その辺の

ところを、そういう予想でこの予算を立てている

のか。 

  それと、28、29ページの子ども・子育て支援事

業、2,513万8,000円でございます。これ、いろん

なことに使われるということでなっているんです

けれども、これ、国と県の負担率ですか、３分の

１ずつということになっているんですけれども、

実際に見ている、この予算書を見ていると、国の

ほうは2,513万8,000円、37ページの県のほうが

2,395万9,000円で、これちょっと違うかなという

感じがするんだけれども、これはどういう感じな

のか、その辺のところもちょっとお聞かせ願えれ

ばありがたいなと思っております。 

  あと、細かい点なんですけれども、42、43の財

産運用収入です。１目財産のやつなんですが、２

万3,000円増えているんですけれども、この辺は

どこの部分が増えたのかどうか教えていただきた

いと思います。 

  一応、大きなところがそんなもんです。 

○委員長（田島正徳君） 企画財政担当主査。 

○財政担当主査（青栁 誠君） 財政担当主査の青

栁です。 

  それでは、順次、お答え申し上げます。 

  まず、１点目の交通安全対策特別交付金ですけ

れども、交通安全対策特別交付金の原資が交通反

則金ということになっております。この反則金を

原資としておりますので、こういった反則金の原

資が減れば、実際には交付額が減ると。なので、

交通違反が減少されれば、原資が当然減りますの

で、そういった形で地方財政計画のほうで3.1％

の減というふうに見込まれておりますので、実際

には、交付につきましては、これは道路の延長等

で来ますので、特に交通事故件数とかではなくて、

一律に交付されるものでございまして、そういっ

た交通反則金が減少したというふうに考えればこ

ちらはいいのかなというふうに考えております。 

  ２点目の新しい村使用料の増加の理由なんです

けれども、新しい村の使用料につきましては、例

年どおり、森の市場結の店賃といわれるものと、

また、村の集会所の使用料、市民農園の使用料、

農の家、芝生広場等の使用料を計上しております。 

  30年度につきましては、これまでの今お話しし

た使用料にプラス、今までちょっと稼働できてい

なかった森のパン工房の稼働を来年度、今年度の

もう間もなくと今聞いていますけれども、稼働で

きそうだということで聞いております。このパン

工房の稼働分ということで80万円ほど予定してお

りますので、それらを含めて69万2,000円という

形で、例年、昨年度と比べると増額となってござ

います。それ以外につきましては、今言った森の

市場結の使用料等につきましては、28年度の実績

及び29年度のこれまでの実績を踏まえた金額で計

上しております。 

  ３点目の子ども・子育て支援事業補助金だと思

うんですけれども、こちらが、国・県で３分の１

となっていて、それぞれ額が違うのはなぜかとい

うようなご質問だと思うんですけれども、これ、

子ども・子育て支援事業を国は交付金、県のほう

が補助金と同じような名称なんですけれども、そ

の中に含まれるメニューというのがございまして、

それが若干、国と県で違っております。例えば、

学童の経費とかがここに入ってきたりするんです
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けれども、放課後児童健全育成とか、こういった

ものは国も県もこの子ども・子育て支援事業補助

金で入ってくるんですけれども、例えば、国のほ

うですと、子育て世代包括支援センターって来年

度から開設するんですけれども、それの関連経費

が、国ではこの子ども・子育て支援事業交付金で

入ってくるんですけれども、県はこの子ども・子

育て支援事業補助金という補助金ではなくて、そ

の次のページです、例えば39ページをちょっと見

ていただきますと、39ページの真ん中ぐらいに埼

玉県利用者支援事業補助金82万3,000円、あると

思うんですけれども、これが、県は子育て世代包

括支援センターの補助金については独立したメニ

ューで入ってきたりします。ですので、そういっ

たちょっと国と県で用意されているメニューが一

部異なる関係で一致していないということでござ

いまして、基本的には国と県で同じような金額で

は入ってくることになっております。ただ、こち

らは負担金とは違いまして補助金ですので、やは

り、これについては予算の範囲内での交付という

こともあろうかと思いますので、そういった点で

実際にはちょっと一致しないというような状況で

ございます。 

  最後、４点目の財産収入の２万3,000円の増と

いうことなんですけれども、これにつきましては

予算書の45ページでございます。 

  これにつきましては、下のほうの庁舎敷地貸付

料でございまして、これ、庁舎の自販機の設置の

使用料でございまして、これが契約の更新がござ

いまして、こちらが２万3,000円ほど増えており

ますので、これ以外の貸付収入についての増減は

特にございませんで、ここだけ２万3,000円、そ

の契約更新に当たって増えたということでご理解

いただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 交通安全対策については、

交通事故とかそういうんじゃなくて、やっぱり総

延長で一律に出ている、ただし、違反者が少なく

なると原資が少なくなってくる、それで平等に国

のほうではこういう交付金で渡しているというこ

とで理解はしました。 

  それと、新しい村のパン工房がこれからやって

いくというんですけれども、予算書の中にはそう

いうふうに含まれてきているんかもしれませんけ

れども、利用者とかそういうのは、今後どういう

推移をしていくのか、この辺のところをちょっと

わかる範囲だけでいいです。担当課に聞けばもっ

とわかるかもしれませんけれども、予算を組む以

上、そういう話も来ているんかなと思っています

ので、ちょっとお聞かせ願いたいと思います。 

  先ほど、あと、聞くのを忘れていたんですけれ

ども、24、25ページの土木使用料の道路占用使用

料です。占有者から使用料となっているからです

けれども、これのところはどの辺のところを町で

は道路を占有者からいただいたのかなと思って、

ちょっとその辺のところはわからなかったんで教

えていただきたいなと思います。 

  基本的に、あと国庫支出金ですか、子ども・子

育てだとか、そういうふうなやつは基本的には県

と国のほうでは出していくんだということを言っ

ていますけれども、これ、ばらばらということは、

ほかにもこういうばらばらのあれというのはある

んですか。例えば３分の１出すんだけれども、国

と県の違いがあって、補助金がこういうふうにな

っているという、ちょっと理解をわかるように、

あれば前もってちょっと教えていただきたいなと

思います。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） 企画財政担当主査。 
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○財政担当主査（青栁 誠君） では、再質問のほ

うにお答え申し上げます。 

  まず、１点目の新しい村使用料ですけれども、

先ほどパン工房の稼働が開始されるというような

お話をさせていただきましたけれども、これまで

パン工房については設備はあったんですけれども、

なかなか担い手となる方がちょっと見つからなく

て、実際には休止していたというふうに聞いてお

ります。それを担い手となれるような方が見つか

って、実際にパン工房の稼働を開始するというこ

とを、今担当課から聞いておりまして、具体的な

周知方法等につきましては、申しわけございませ

んが産業観光課のご審議の際にご確認していただ

きたいと思います。 

  ２点目の道路占用料のお話なんですけれども、

道路占用料につきましては、これは道路に設置さ

れている東京電力等の電柱とか、あとＮＴＴの電

話柱とか、あとはガス管等のものの設置の使用料

でございまして、これにつきましては、本数当た

り年幾らというような金額が決まっておりまして、

それを積み上げた金額が予算となっております。

占用料につきましては、そういった電柱の本数と

か、電話柱の本数とかに応じて、あとは町のほう

の道路占用料徴収条例、そういった条例に基づい

て金額を設定しておりますので、それらを累積し

た金額がこちらの予算になっていると。実績等を

勘案して計上してございます。 

  ３点目の国と県の違いなんですけれども、私の

ほうで、ちょっとすみません、把握できているの

は、今ちょうどご指摘のあった子ども・子育て支

援事業補助金でございまして、これ以外のものに

つきましては、今見たところ、国と県で大体補助

金名が同じものは同じようなメニューで入ってま

いります。 

  ちょっと簡単にお話をさせていただきますと、

子ども・子育て支援事業、国の子ども・子育ての

中には学童保育、延長保育、包括支援センターの

運営費、そういったものが全部入っていると。一

方、県の子ども・子育てについては、本当に、例

えば、県の子供支援課みたいなところで所管する

補助金だけで、その子ども・子育ての分について

は、例えば所管課が違えば補助金の交付となる課

が違うと、実際に県のほうの補助メニューがちょ

っと変わるということもございまして、そういっ

た点でちょっと一致しないのかなというふうに思

われます。ですので、今のところ、国と県で補助

率、あともう１個、合併処理の関係だけですか、

合併処理浄化槽の補助金につきましては、基本、

これも国・県それぞれ３分の１というようになっ

ているんですけれども、今、政策的に国のほうで

拡充をしていたり、県のほうで独自に処分費等に

ついて上乗せしたりしておりますので、そういっ

た補助率というのは例えば３分の１と決められて

いるんですけれども、それに一定のそういった政

策的な上乗せ等がされている場合には、国と県で

金額が一致しないということもございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） ほかに質疑ございますか。 

  企画財政課長。 

○企画財政課長（大橋洋巳君） 企画財政課長の大

橋でございます。 

  午前中、唐沢委員さんからご質問いただきまし

た医師住宅の無料の件なんですが、その後、確認

をしまして、ちょっと新たな情報というか、入り

ましたのでお答えさせていただきたいと思います。 

  確認しまして、六花を建てるときに、医師の公

舎につきまして、宮代町医師公舎の使用及び管理

に関する規則を定めています。その中で、使用料

の免除という形で、医師公舎の使用料は、宮代町

行政財産の使用料に関する条例の規定により、免
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除するという形で免除規定も設けさせていただい

たという形で整理させていただいたということで

ございます。 

  ただ、使用者の費用負担として、その中には電

気、ガスでありますとか、障子の張りかえやガラ

スの入れかえとか、そういったものは使用者の負

担という形で、そのとき取り決めさせていただい

たという経緯がございました。 

○委員長（田島正徳君） 質疑がないようでしたら、

歳出のほうに移らせていただきます。 

  それで、職員のほうが入れかわりますので、

少々お待ちください。 

  休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時４１分 

 

再開 午後 １時４５分 

 

○委員長（田島正徳君） 再開いたします。 

  それでは、職員の紹介をよろしくお願いいたし

ます。 

○企画財政課長（大橋洋巳君） 企画財政課長の大

橋でございます。 

  自己紹介をさせていただきます。 

○企画財政課副課長 （野口幹雄君） 副課長野口

と申します。よろしくお願いします。 

○財政担当主査（青栁 誠君） 財政担当主査の青

栁です。よろしくお願いいたします。 

○企画財政課主幹（押田昭浩君） こんにちは。企

画財政課の押田と申します。よろしくお願いいた

します。 

○管財担当主査（高澤 学君） 管財担当の高澤と

申します。よろしくお願いいたします。 

○情報担当主査（富永貴雄君） 情報担当主査富永

と申します。よろしくお願いします。 

○政策担当主査（榎本恭一君） 政策担当の榎本で

す。よろしくお願いします。 

○委員長（田島正徳君） それでは、質疑はござい

ますか。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  それでは、何点かご質問させていただきます。 

  まず、66ページ、便利バスが走る事業なんです

が、これは前年度と比較して1,476万7,000円の増

となっております。これは新たな車両による便利

バスの運行を開始して、さらに利便性を図るとい

うことなんですが、見たとおり予算は約倍化して

おります。これについてのご説明をお願いしたい

と思います。 

  それから、72ページの庁舎等管理事業、第２款

の１財産管理費の(1)庁舎等管理事業、これにつ

きましては、従来と同じ内容だと思うんですけれ

ども、964万4,000円減額しております。この辺の

理由についてお聞かせいただきたいと思います。 

  それから、74ページの(2)の庁用自動車管理事

業、930万5,000円増となっておりますけれども、

これは事業概要でも新車の購入ということを４台

ということなんですけれども、説明では町長車も

含めているということなんですけれども、町長車

についてはこれまでの何年使ってどれぐらい乗っ

たのか、その点、どうしてもかえなければいけな

いといったことで公用車を新車を予定していると

思うんですけれども、その点についてもう少し詳

しい内容。 

  それから、これは電気自動車はリース、買収と

いうふうに括弧書きでなっております。この辺も

あわせてご説明願いたいと思います。 

  それから、その下の公有財産等管理事業、これ

は前年度中島児童公園、もとどおりにして返して

いただきたいということなんですが、残念ながら
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その後地主さんがそれらの計画で返した分、それ

なりの活用をしていただくのかなと思っていたら、

しないで更地になっていると。ここは非常に、も

ししないんであれば本当に無駄遣いになってしま

ったなというふうに思うんですけれども、これは

町の責任ではありません。もとのとおり返してほ

しいということで返したものですから。この後の

利用なんですけれども、それについて。これ違い

ますか。 

〔発言する人あり〕 

○委員（丸藤栄一君） これは総務ですか。 

〔発言する人あり〕 

○委員（丸藤栄一君） まちづくりか。はい、わか

りました。 

  一応私としてはその後をどうするのかというこ

とでお聞きしたかったんですけれども。 

  76ページの(4)ＯＡ管理事業なんですけれども、

これは、これまでとそんなに変わりないと。しか

し133万9,000円増額となっていて、しかも国庫支

出金がつくという内容になっています。これはグ

ループウエアの更新ということもあるんですけれ

ども、この増額の理由です。それと内容について

ご説明をお願いしたいと思います。 

  続きまして、78ページの(5)宮代定住促進作戦

についてでありますけれども、これも上程説明の

ときの説明では前年度と変わりないのかなと思う

んですけれども、いかんせん253万1,000円という

ことで増額となっております。これについては、

私たちの予算書でも書かれております、内容が。

これについてもう少しこういった点を力を入れて

いきたいんだというようなところがあろうかと思

いますので、これらを含めてご説明願いたいと思

います。 

  それから、あとは飛びます。96ページの統計調

査事業、これもいいんですよね。これの242万

3,000円とありますけれども、これも前年度から

比べて約200万近い194万7,000円の増額となって

おります。住宅土地統計調査でまた違った内容に

もありますけれども、経済センサス基礎調査とか

こういうのも入ってくるかと思いますけれども、

この辺で増額している内容です。それについても

ご説明願いたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） 企画財政主幹。 

○企画財政課主幹（押田昭浩君） 企画財政課の押

田と申します。 

  まず、１点目の便利バス委託料の増額について

でございますけれども、こちらのほうは皆様ご存

じのとおり現在の運行につきましては、30年３月

31日をもって契約が終了いたします。その関係で、

今年度中７月に入札を執行いたしまして、新たな

業者が決定をさせていただいているところでござ

います。委員さんご質問のとおり車両の入れかえ

によるものが大きな増額の理由の一つとなってい

るところでもございます。 

  また、一部ルートの見直しを図ったことにより

まして、延長されたことによりまして、そのガソ

リン代等も若干の伸びが生じていることも１つ増

額になった要因のところでございます。 

  続きまして、２点目の庁舎管理事業の関係でご

ざいます。 

  こちらのほう、前年比で大きく964万4,000円の

減額ということでございますけれども、主な理由

といたしまして、29年度につきましては改修工事

のほうを３つ行ったところでございます。しかし

ながら、平成30年度の予算を要求する際に、庁舎

等を見たところ、緊急性を生じる箇所がございま

せんので、この分改修工事ということで30年度予

算には計上しておりません。その関係で大きく庁

舎管理事業については減額となっているところで
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ございます。 

  ３点目、庁用自動車の関係でございますけれど

も、新車を４台、30年度においては購入する予定

で予算計上のほうさせていただいているところで

ございます。そのうち１台については町長車とい

うことなんですけれども、町長車については現在

の車が平成12年６月登録で約18年経過していると

いうことで、劣化も生じているところから、次年

度30年度予算で新たに町長車を購入したいという

ことで要求のほうさせていただいているところで

ございます。そのほかに、軽自動車を１台とトラ

ックを１台ということです。 

  それと、現在無償リースで電気自動車のほうの

借り入れをしているところでございますけれども、

そちらのほうについては、次年度買い取りという

ことでこちらの18節の備品購入費に入れさせてい

ただいたということで、合計４台の購入というこ

とで計上のほうをさせていただいているところで

ございます。こちらのリースの車につきましては、

日産車なんですけれども、引き続きリースをする

か買い取りにしたほうがよいかということで検討

のほうさせていただいた結果、リースにするより

は買い取りにしたほうが長いスパン、約１年半の

期間で見させていただければ元が取れるというこ

とで、今回買い取りということにさせていただい

たところでございます。 

  それと、ＯＡ管理事業の関係でございますけれ

ども、前年比133万9,000円の増額、こちらのほう

につきましては、ＯＡ管理事業全体で見ていただ

きますと、電話料ですとかシステム機器の保守委

託料については減額という状況になっているとこ

ろでございますけれども、ＯＡ関係の備品ですと

か交付金、こちらのほうが増額というような状況

になっている関係で、全体を見ますと前年比で増

額という形になっているところでございます。 

  こちらのほうのグループウエアということなん

ですけれども、グループウエアとは何ぞやという

ことですけれども、こちらのほうはネットワーク

を利用して情報共有やコミュニケーションを行い

まして、業務の効率化を図るものの総称としてグ

ループウエアというふうな総称を使っているとこ

ろでございます。ネットワークに接続されたメン

バーがグループウエアのサーバーに接続いたしま

して、サーバー上のデーターベースを用いてさま

ざまな情報を共有し、業務の効率化を図るという

ことで、こちらのほうの更新も行う予定でいると

ころでございます。 

  最後になりますけれども、統計調査事業、こち

らのほうで当初予算が242万3,000円、前年比194

万7,000円の増額ということですけれども、30年

度におきましては、住宅・土地統計調査、こちら

のほうが大きな調査がございます。そのほかに経

済センサスの基礎調査の準備要務、また工業統計

調査、学校基本調査、2020年農業林業センサス、

こちらのほうも準備要務として調査のほうがある

予定でございます。 

  住宅・土地統計調査につきましては、５年に一

度行うものでありまして、こちらのほうの調査に

当たりまして宮代町のほうが60調査区が対象地区

となっているところでございます。その関係で指

導員の方ですとか調査員の方の増員を見込んでい

る関係で、予算的には増額となっているところで

ございます。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） 企画財政課副課長。 

○企画財政課副課長 （野口幹雄君） 副課長、野

口でございます。 

  予算書78ページの宮代定住促進作戦の増の理由

ということなんですが、こちらについてはこの事

業の中で「みやしろで暮らそっ」という宮代町を
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紹介するサイトのほうを運営してございます。そ

ちらのほうが道仏の区画整理がちょうど売り出す

その当時に第４次総合計画もスタートしましたの

で、そのときの一つの事業としてスタートして、

あそこの物件を売るということも１つ大きな目標

といいますか使命として、そのサイトのほうが運

営をさせていただいております。そちらのほうも

ほぼ区画整理のほうの販売もほぼ今終了のほうに

きておりますので、今後新しい形で宮代の魅力を

外に発信していくということで、この定住促進サ

イト「みやしろで暮らそっ」のほうの大きなリニ

ューアルのほうを今回したいと思っております。 

  その内容としましては、今まではどちらかとい

うとホームページで見られるものが中心の構成に

なっておりました。ただ、今特に若い方にも宮代

のほうを見ていただいて、宮代に目を向けていた

だきたいという気持ちもございますので、若い方

はどちらかというとスマートフォンのほうでいろ

んな情報を検索して情報を仕入れてくるというこ

ともございますので、スマートフォンで見やすい

仕様にするというんですか、そういう形で今回は

考えております。 

  どう変わるかと言いますと、ホームページで見

ますと、１つ自分の好きな記事を検索しますと、

そこから１回もとに戻って、また次の記事に飛ぶ

ということで、行ったり来たり行ったり来たりし

ないとなかなか今のホームページでは新しいとこ

ろには進めないという、そういうシステムになっ

ております。スマートフォンというのは、１つ宮

代町のほうでどこかのたまたまお店とかというん

で、ちょっとその中で調べたとしましたら、今度

それに関連する記事がずーっといっぱい並びます。

そうすると次から次へと宮代の情報を見ていくと

いうふうな、そんなシステムになります。ですか

ら、そういう形で１つで宮代のホームページから

出ていったんではなくて、１つをあけたことによ

って次へ次へとちょっと魅力的な情報を続けて宮

代の情報をいっぱい見ていただく、そんなふうに

リニューアルを今考えています。 

  それと、今までの「みやしろで暮らそっ」のほ

うも道仏地区を中心でつくったわけじゃないんで

すけれども、そういう最初の意図がございました

ので、区画整理地内のほうの宣伝とも十分ござい

ました。今度は、そこから宮代町内全体をＰＲし

ていくという意味で、宮代ちょうど駅が３つあり

ますので、駅を中心というわけじゃないですけれ

ども、地区としては３エリアに分けさせていただ

いて、その中で宮代の魅力を伝えていく、そんな

サイトのほうにリニューアルしたいと思っていま

すので、そのサイトの構築費というんですか、リ

ニューアル代のほうが今回改めて新規で計上させ

ていただいている関係で、増額のほうさせていた

だいております。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） どうもありがとうございま

す。 

  それでは、再質問させていただきます。 

  まず、66ページの便利バスが走る事業について

なんですけれども、運行上ルートも変更したとい

うことなんですけれども、ここは予算議会ですの

でもう少し詳しくご説明いただきたいと思います。

ルートもそうなんですが、時間的にもたしか11時

台は走るようになったと思うんですけれども、そ

の時間的な、何ていうんですか、時刻表について

もどのようになったのか、その辺。こういうふう

になったというふうに言っていただければと思い

ますが。 

  あと、72ページの庁舎等管理事業なんですが、

そうしますと、昨年度３カ所の改修をしたけれど
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も、そういうふうな、それに見合ったような改修

はないということで減額だということでよろしい

ですね。であればわかりました。 

  あと、74ページの庁用自動車管理事業なんです

けれども、町長車については平成12年６月からと

いうことで18年経過、ことし乗れば18年ですかね、

はい。どれぐらい走っているんでしょうか。すみ

ません、参考まで。 

  さっき劣化と言いましたね。何て言いましたか、

劣化と聞こえたんですけれども、どういった部分

が劣化しているのか。これはかなり経過している

んですけれども、一時町長車の必要ないというよ

うな、言葉は悪いんですけれども一部そういう声

もあるんですけれども、それはどういうふうに町

としては捉えているのか、その辺もお願いしたい

と思います。 

  それから、先ほどほかの車両３台なんですけれ

ども、電気自動車はリースよりも買ったほうがよ

り財政的にあれですか、いいということなんです

けれども、それは単純にリース料のほうが高いと

いうことになりますよね、単純計算。そういうこ

となんでしょうか。 

  それから、電気自動車の今後の考え方なんです

けれども、私はやっぱり公害問題、環境問題を考

えれば電気自動車も一時買ったこともありますけ

れども、非常にこれはいいことだと思うんです。

だから、いい事例をもっとつくっていくためにも

もっともっと安価になるようなればいいかなと思

っているんですけれども、その辺、電気自動車の

利用目的、町民から見ても、また環境問題から見

てもどうなのかということで、町としてはどうい

う考えを持って進めていくか、その点もう一度お

聞きしたいと思います。 

  それから、78ページの宮代定住促進作戦、これ

は定住促進ですから、これもそういうことにもな

るかと思うんですけれども、これは特にスマホ向

けですよね、説明を聞くと。１回開けば次から次

に見られるようにするんだということのリニュー

アルということなんですけれども、これはどうな

んでしょうか、パソコンの場合は宮代町の開けば

件数とか出てくるんですけれども、スマホの場合

は、これは見ていただいているかどうかというの

はどういうふうに確認するんでしょうか。私は余

りスマホは、多分件数も出るんだと思うんですけ

れども、その辺の確認の仕方。 

  かなり道仏土地区画整理事業の販売分も終わっ

て、なおかつ予算が253万1,000円ですか、かなり

のボリュームになるわけですよね。それだけのや

っぱり費用対効果というんですか、これはなけれ

ばいけないと思うんですけれども、それはどうい

うふうに、そういった点では費用対効果を見てい

くんでしょうか。これは今回初めてじゃなくて、

転入希望者に対して「みやしろ初めてツアー」で

すよね、実施なんですけれども、これは過去どう

いうふうな、どれぐらいの人たちがこういうツア

ーに参加しているのか、その辺の経過も含めてご

説明いただければと思います。 

  それから、96ページの統計調査事業なんですけ

れども、そうしますと、平成30年住宅・土地統計

調査、これが主な理由ですか、大きな理由として

は。そうなんですけれども、その中身は人件費で

すよね、要は。ということでよろしいんでしょうか。 

  はい、以上です。これは確認。 

○委員長（田島正徳君） それでは休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時１２分 

 

再開 午後 ２時２６分 

 

○委員長（田島正徳君） 再開いたします。 
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  企画財政課主幹。 

○企画財政課主幹（押田昭浩君） 企画財政課の押

田と申します。 

  再質問のまず１点目、便利バスが走る事業のル

ート変更、何が変わったのかと、それと時刻表に

ついてでございますけれども、ルート変更につき

ましては、新たに30年４月から百間４丁目大高製

作所さんの前に１カ所と、百間２丁目ということ

で弁天会館付近にバス停を新たに設置するという

形で、一部東武動物公園の東口のほうのルートを

走るということで変更のほうさせていただいてい

るところでございます。また、現在県道上に、カ

スミのところに道仏のバス停がございます。こち

らのほうも利用者の安全面を考慮した形で移設と

いう形で、県道上から交差点を左のほうに入った

町道1547号線上に移設するという形にさせていた

だいているところでございます。 

  また、時刻表についてでございますけれども、

１便から８便まで運行しているところでございま

す。この便数につきましては４月からも変更はご

ざいません。こちらの中で２便、４便、６便、こ

ちらのほうだけが先ほど申し上げた新たに百間４

丁目、２丁目にバス停を設置するということで、

そちらのほうを回った運行経路に変わるという状

況になります。現在始発が８時出発の終了が17時

15分なんですけれども、4月から始発については

同じ８時出発の、最終が18時ということで、10分

ばかしお尻が遅くなるという形で時刻表のほうは

変わっているところでございます。 

  新しい時刻表につきましては、本日業者さんの

ほうから納品されまして、あす３月１日、３月号

の広報で新しい時刻表については全戸配布する予

定でいるところでございます。また、３月の広報

に時刻表が変わるですとか、便利バスについて変

わるというような特集も組ませていただいている

ようなところでございますので、ごらんいただけ

ればと思いますのでよろしくお願いいたします。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 企画財政担当主査。 

○管財担当主査（高澤 学君） 管財担当の高澤と

申します。 

  公用自動車管理事業についてお答え申し上げま

す。 

  先ほどの町長車の走行距離なんですが、現在約

14万キロ、トータルで走行距離のほうでございま

す。 

  先ほど申し上げた劣化についてなんですが、致

命的な劣化というものは今現在使っておりますの

でございませんが、毎年行っています法定点検の

中で、最近ではヘッドライトとかそういう消耗品

はもちろんなんですが、ドアロックの故障による

交換ですとか、あとパワーステアリングが重くな

っている、あとサイドブレーキがたまに解除がで

きなくなるですとか、あとこれは職員が乗って感

じることなんですが、通常乗っていて異音がする

ですとか、そういう経年劣化的なものが生じてい

るような状態でございます。 

  町長車の今後の必要性ということなんですが、

いろいろご意見はございますかと思いますが、今

回、町長車のほうの計画として、車種が決まった

というわけではないんですが、今のセダンタイプ

のものからミニバンタイプのものに変更をして、

いろいろ広く大勢が乗れるような形になりますの

で、有効利用のほうしていけたらということで考

えております。 

  電気自動車についてなんですが、リースという

ことで電気自動車は今後町有車のほうもふやして

いけたらということなんですが、今現在この電気

自動車は１回の充電で半日から１日充電時間かか

ります。130キロ程度しか走らない状態なんです。
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今の電気自動車の価格がこれ実際新車で当時買い

ますと、車両価格で470万ぐらいの電気自動車な

んですが、まだまだちょっと性能面と価格のほう

が追いついていかないような状態というのがまだ

現実であると。なかなか町も充電の機械といいま

すか設備も１カ所しかないですので、なかなかそ

の都度買う、今後計画的にふやしていく状況では

ないというのと、財政的に厳しいというのが現状

でございます。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） 企画財政課副課長。 

○企画財政課副課長 （野口幹雄君） それでは、

定住促進作戦、予算書78ページ、私たちの予算書

のほうでは21ページ、こちらのほうのもう一度説

明をさせていただきます。 

  まず、初めてツアーのほうの実績なんですが、

28年度におきましては８件、29年度は今現在で５

件ということで、毎年10件満たないぐらいの回数

なんですが、皆さんやっぱり宮代町にまず住むと

いいますか、こちらに引っ越すことをある程度決

めるといいますか、そういう候補になっている

方々がそのツアーのほうに申し込みますので、あ

っちも見たい、こっちも見たいということでいろ

いろ向こうの希望のほうが出てきます。その希望

に合わせてコースを決めてまいりますので、例え

ば小さい子供さんがいるお宅には保育園を見てみ

たりとか、あとは小学校、今予定しているのがど

こどこ地区なので、その近くの小学校を見たいと

か、場合によってはちょっと宮代町だけではちょ

っと成り立たない場合には、ちょっと実際には見

ないんですけれども近くのスーパーを紹介したり

とかで、そういうこともさせてもらっています。 

  実際にツアーに行く申し込みがあったときには、

事前に宮代町のいろんな資料をお送りさせていた

だいて、その中でもう少し希望があればというこ

とでツアーのコースの希望は全部聞いて、それに

合わせて行っております。ことしから給食も宮代

町有名ですので、その給食の試食というものも一

応できるということでツアーの中には入れ込んで

させていただいていまして、先に給食を食べてみ

てそれもどうかということもひとつ宮代町を選ぶ、

そういう一つのものになればいいなということで、

そういうこともやらせていただいております。 

  ツアーについては以上でございます。 

  また、サイトのほうで構築で費用対効果でちょ

っと高いんではないかということもあるんですが、

これは道仏は確かに終了したんですが、このまま

何もしないと宮代町の情報というのは外に発信で

きませんので、やはり情報発信していって、宮代

町がこんないいところだよというのはどんどん外

に知らせていくというのは必要だと思っています。

そのためには先ほど申しましたけれども、今度も

別にパソコンで見られないわけではなくて、パソ

コンでも見られますしスマートフォンでも見られ

ます。ただ、スマートフォンによりよく見やすい、

そういう仕様にするということになりますので、

今スマートフォンで先ほども申しましたが、検索

することが多い世代になってきておりますので、

そちらで対応すると、１つのところに入ると次か

ら次へと宮代の情報に、次から次へと向こうから

どんどん紹介をしてくれるという、そういう形に

なりますので、よりよく宮代町を知っていただけ

るかなと思っております。 

  また、費用のほうなんですが、ちょっと予算書

上ではまだ計上していないんですが、今県のほう

の補助金も申請しておりまして、そちらのほうが

つけば２分の１は、この全体じゃないんですけれ

ども、対象経費のほうの２分の１というものは県

のほうの補助金からいただけるということもござ

いますので、そのことを活用しながら平成30年度
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に新しいサイトのほうを構築したいと思っていま

す。費用は来年度１年度単位で単年度ですので、

その後のまた管理費や経費というのはもとに戻り

ますので、来年度１年間ちょっとリニューアルの

ための経費がふえるということでご理解いただけ

ればと思います。 

  あと、先ほどすみません、バスの件で時刻表の

ことでもうちょっと追加で説明をさせていただき

ます。 

  今までの便ですと午前と午後１時間ずつ休憩が

挟んだんですが、どうしても休憩をなくすといい

ますとまた人件費もかかってしまって、どうして

も委託料また上がってしまうということもござい

ますので、午前中は今まで１時間だった休憩を30

分に減らしまして、午後はちょっと申しわけない

んですけれども、そのまま１時間ということで、

利用者の今までの利用統計とか見させていただい

て、午前中をもう少し利便性を向上させるという

ことをさせていただきたいと思っております。 

  また、東武動物公園駅東口を運行することにな

りましたので、今までどおり１時間に１本という

ちょっと時刻ではなくなってしまったので、その

辺はちょっと利用者の方にまず時刻表覚えてもら

うということはちょっと必要だと思いますので、

先ほども申しましたが、あした事前に配布させて

いただいて、１カ月間ちょっと時刻表のほう先に

見ていただきながら、自分が乗る時間というのを

ちょっと想定していただければというふうに思っ

ています。 

  ですので、午前中はちょっと時間がずれてしま

ったんですが、10時20分に３便がスタートしまし

て、11時10分でそれぞれのところに、西原自然の

森、ぐるるに行きます。そこから30分間休憩をし

て、11時40分にまた４便がスタートするというふ

うになります。ですので、今までみたく00分のス

タートではないので、ちょっといつ休憩している

かというのがちょっとわかりづらくはなるんです

が、医療センターといいますか、病院に行かれる

方がちょっと帰りのときの足だとか、もしくは公

共施設に行ってというところで、多少今までより

は利便性がよくなるかなというふうには思ってお

ります。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） それでは、再々質問お願し

たいと思います。 

  丸藤です。 

  まず、66ページの便利バスが走る事業の関係な

んですが、時間については、確かにこれまでのほ

うが１時間置きにきちっと時間もなっていたので

非常にわかりやすくて、今度は時間を分のほうを

変えればそれはちょっとわかりづらいかもしれな

いけれども、それでもやはり11時台、２時台は確

保してほしいということで、とりあえず11時台は

確保できるということで違うと思いますので、そ

れはプラマイあると思いますけれども、それは皆

さん承知だと思うので、時間についても徹底して

町民にわかりやすくしていただければというふう

に思います。 

  あとは、事故があって委託料の増額になったん

ですけれども、そのほかについてはなければない

ということで確認してよろしいですか。 

  それから、74ページの庁用自動車管理事業なん

ですけれども、町長車については説明がありまし

た。これはこれまでの車種と違ってミニバンで有

効利用ということなんですけれども、これはどう

いうふうに使いこなすんでしょうか。まずは町長

が最優先なんだと思うんですけれども、この有効

利用です。それについてもう少しわかるようにご

説明いただきたいと思います。 
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  76ページのＯＡ管理事業なんですけれども、す

みません、この増加理由なんですけれども、先ほ

ど備品と交付金と聞こえたんですけれども、すみ

ません、このあたり増額の理由で内容等について

もお聞きしたんですけれども、その備品と何です

か、聞き取れなかったのでもう一度、すみません。 

  78ページの宮代定住促進作戦なんですけれども、

これはＰＲのほうですからそれなりの情報発信し

ないと、もちろん言うとおりなんですけれども、

もっと言えば宮代町にはこういう制度もあるし、

こういうものもあるというものがあれば、より宮

代に行ってみようということになろうかと思うん

ですけれども、そのことについては従来から言わ

れているようにその範囲内でできるだけというこ

となんですけれども、ある程度限られるとは思う

んですけれども。 

  私は、先ほどの２回目の答弁で給食を食べると

いうことを初めて聞きました。そういうふうなコ

ースにもなっているのかなと。今すみません、ち

ょっと不勉強で初めて聞いたんですけれども、そ

ういうのは、給食を食べようというのはちょっと

珍しいかなと思うんですけれども、ほかに変わっ

たところでは何かあるんでしょうか。私自身も知

らない部分もあるので、こういった点ではちょっ

とほかにはない情報ですよというのはほかにあれ

ば示していただきたいと思います。 

  それにしても、やはりそれなりの情報を発信す

るためには、この金額というのはもちろん妥当か

どうかというと妥当と言うんでしょうけれども、

やはりほかの自治体でもこれぐらいの予算にはな

っているんでしょうか。こういった情報量でそれ

に見合った計上になっているのかどうか、その点

確認させていただきたいと思います。 

  はい、以上です。 

○委員長（田島正徳君） 企画財政主幹。 

○企画財政課主幹（押田昭浩君） 企画財政課の押

田と申します。 

  便利バスの関係でございますけれども、委託料

の増額という形でございます。こちらのほうの増

額、冒頭申し上げたとおり車両の入れかえですと

か、あと主に人件費の関係で前年比で増額となっ

ているところでございます。 

  はい、以上です。 

○委員長（田島正徳君） 企画財政担当主査。 

○管財担当主査（高澤 学君） 町長車の有効利用

というところなんですが、もちろん町長外出機会

も多いものですから、町長が使う時間というのが

当然多くて町長の専用車ということにはなるんで

すが、それ以外です、町長以外の方が参加する行

事ですとか動向する、例えば議員さんですとか来

賓の方が同行する場合に、今回のミニバンという

ことで七、八人が乗れるような車を想定しており

ますので、今までみたいに運転手以外、町長以外

２人ぐらいしか乗れないとかそういうものではご

ざいませんので、広く使えるようなものを想定し

ている次第でございます。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） 企画財政主幹。 

○企画財政課主幹（押田昭浩君） 企画財政課の押

田と申します。 

  ＯＡ管理事業の増額の理由でございますけれど

も、こちらのほうもＯＡ管理事業につきましては

各節増加、減額がございます。トータルでひっく

るめますと133万9,000円の増額となっているとこ

ろでございます。主な理由につきましては、備品

購入費、それと交付金という形での増額となって

いるところでございます。77ページのほうです。

76、77ページ。76ページのほうで(4)の運営管理

事業、77ページのほうで区分の節というところで

入っているところでございます。 
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  次ページで79ページ、ちょっと飛びますけれど

も、社会保障・税番号制度関連事務委任交付金と

いうのがあるかと思います。こちらのほうもふえ

ているという形での、交付金の増額というところ

で申し上げたところでございます。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） 企画財政課副課長。 

○企画財政課副課長 （野口幹雄君） 副課長野口

でございます。 

  定住促進作戦のほうのツアーでほかの市町村と

変わっているところということなんですが、給食

については今年度29年度から給食センターまたは

教育推進課のほうとちょっと調整させていただき

ましてメニューのほうには入れさせていただきま

した。ただ、これも必ず給食を食べるというツア

ーではありませんので、希望があればということ

で、こういうことはこちらからは食べられますよ

という案内はさせていただいて、向こうの方がそ

れを望む、あとはもし時間的にそれが大丈夫だっ

たら給食も食べられるということで、メニューの

一つとしてさせていただいております。 

  ほかの自治体がどのようにやっているか、全部

ちょっと私ども調べたわけじゃないんですが、宮

代の場合は大きなワゴン車とかで時間を決めてぐ

るぐるって回ってツアー終わりですよということ

ではなくて、１家族１家族というんですか、世帯

ごとに向こうの希望を聞いて、その希望に合わせ

たところを回るというところが多分ほかの市町村

とは違うところかなと思います。ですから、本当

に先ほども申しましたが、子育て世帯の方であれ

ば保育園、幼稚園、もしくは学校というところが

中心に回りますし、もう少し違う方であれば自分

の目的に合った場所を希望として出していただけ

れば、そこを重点的に町が見ると。公共施設であ

れば中にまで入ってお願いして、例えば校長先生

にちょっとご案内してもらうとかという、そうい

うところまでできればさせていただいております。

民間施設はなかなかそういうわけにはいきません

が、外から見てこういうところにこういうものが

ありますということで、相手の希望に合わせてや

っております。 

  定住促進といいますか、それぞれの自治体を宣

伝するという方法はいろんな形があると思います。

プロポーションのビデオつくるとか映画をつくる

とかいろんなことを各市町村がやっていると思い

まして、宮代町については今はこういう情報を外

に発信するというこで、今１つは大きいものとし

て、今私どもがやっている「みやしろで暮らそっ」

あとは、子育てに特化した「育てよっ」、あとは

「働こっ」ということで、それぞれでそれぞれの

専門性を持ったものをつくって、ただリンクはそ

れぞれさせてもらって連携して全体で宮代町の情

報を出していくと、そんな形でさせていただいて

おりますので、できるだけ宮代のよさというもの

が外に発信できればということで、今後もこうい

うサイトのほうは運営させていただきたいと思っ

ておりますので、よろしくお願いします。 

○委員長（田島正徳君） ほかに質疑はございます

か。 

  野原委員。 

○委員（野原洋子君） 野原洋子でございます。 

  何点か質問させていただきます。 

  予算書の77ページ、男女共同参画社会推進事業

の中の、あ、違いますか。 

〔発言する人あり〕 

○委員（野原洋子君） すみません、ではもう一つ。 

  79ページの７目ふるさと納税管理事業で、こち

ら去年も聞かせていただいたと思うんですけれど

も、ふるさと納税で返礼品を送る際に、この宮代

定住促進にもつながると思うんですけれども、今
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言ったこの転入希望者ツアーも実施していますよ

とか、宮代の魅力が伝わるようなリーフレットと

いうか、そういうものを返礼品の中に入れていた

だくとかということはしてあるかという、そちら

の質問です。 

  それと、あとこれ防災のほうは違いますか。 

〔発言する人あり〕 

○委員（野原洋子君） あ、違いますか。はい、わ

かりました。 

  では、以上でお願いします。 

○委員長（田島正徳君） 企画財政課副課長。 

○企画財政課副課長 （野口幹雄君） 副課長野口

でございます。 

  予算書78ページのふるさと納税管理事業につい

てですが、現在返礼品のほうのお礼状のほうに、

町をＰＲするチラシを１枚つくって、それを入れ

させてもらっています。それも年に何回か分けさ

せていただいて、そのときの宮代に訪れやすいよ

うにイベント情報が載っけていたりとかというこ

とで表面のほうはそういう形、表といいますか裏

表使えるようになっていますので、片面のほうは

基本情報ということで「みやしろで育てよっ」、

「暮らそっ」とかこういうものの紹介をさせてい

ただいたりということで、例えばトウブコのフェ

スティバルだとか、もしくはそういう外からいっ

ぱいお客さんが来たいなと思うものをやっていま

す。今だったら桜ということで、桜を中心でちょ

っと情報を入れたりということで。 

  今ちょっと小さくて申しわけないですけれども、

こういう形で、宮代にもいい桜がいっぱいありま

すよということで、これは今入れているものです。

後ろはこういう形で、ちょっとすみません、ちょ

っと見にくくて申しわけないんですが、こういう

形で宮代のほうの情報はこういうところからとれ

ますよということでさせてもらっています。 

  ちょっと過去のものですと、こうやってトウブ

コフェスティバル、あと里山マルシェ、あと冬の

イルミネーションということでちょっと駅前通り

もみやしろイルミネーションをやっていますので、

そういうところから東武動物公園のイルミまで含

めたイルミネーションということで、こういう形

でその時期に合わせてちょっと中身を変えて、こ

れをふるさと納税と一緒に同封させていただいて

宮代のほうのＰＲをさせていただいております。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） ほかに質疑はございます

か。 

  唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） 唐沢でございます。 

  何点か質問させていただきたいと思います。 

  前段者と若干重複する面があろうと思うんです

けれども、よろしくお願いしてみます。 

  まず、第１点でございますけれども、庁用車の

購入の件なんですけれども、新しく４台購入する

ということでございますけれども、町長車はミニ

バンですか、大きなやつを買う予定でいるという

ことなんですけれども。 

  今現在宮代町の庁用車、一応一般会計、管財が

担当している車は34台ですか、これの車種の中身

を見ますと、随分全部国産車なんですけれども、

随分ばらつきがある。これは当然なんでしょうけ

れども、使用目的によってやっぱり車種はやっぱ

り違ってくるということは当然なことなんですけ

れども、例えばトヨタが４台、ホンダが２台、日

産が３台、スバルが２台、スズキが13台、ダイハ

ツが５台、マツダが４台でリースで電気自動車と

いうことになっておるんですけれども、この車種

を選ぶ経緯についてちょっとお聞かせ願いたいと

思います。車を使うのは職員ですから、職員の声

を聞いて選定をしているのか、車種、要するに燃
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費がいい車等々で選んでいるのか、この選定をす

る経緯についてひとつお聞かせいただきたいと思

います。それがまず第１点でございます。 

  それから、庁舎の管理事業なんですけれども、

まちづくりの拠点ですから職員も当然庁舎を愛し

ていると思うんですけれども、これ全部業者に清

掃全てを委託しているんですけれども、例えば参

考までに、職員がたまに草取りをする、植木を剪

定する、庁舎を例えば窓ガラスを拭く、床を掃除

する、そういう年間通して何回かあるのか。もう

全て業者に委託しているのか、その点をひとつお

聞かせいただきたいと思います。愛する庁舎、自

分たちの職場の拠点ですから、きれいにしたいと

いうことはもちろん当然なんでしょうけれども、

全て業者に委託しているのか、その点をひとつお

聞かせいただきたいと思います。 

  それから、リースの関係、電気自動車の関係な

んですけれども、一応リースの満了日が2019年２

月８日になっていますけれども、このリースはど

ういう契約で無償貸与となっていますけれども、

受け入れたのか。また今後リースじゃなくして自

前で、要するにこれからも乗るということなんで

しょうけれども。あと、この電気自動車何年ぐら

い乗れる予定なのか。技術は進歩しまして、今電

気自動車大分よくなりました。１日に500、600と

いうふうな走行もできるということなんですけれ

ども、これ聞くと何か100キロそこそこだという

話をちょっと伺ったんですけれども、何年ぐらい

乗れる予定なのか、それらを含めてひとつお聞か

せ願いたいと思います。 

  それから、もう一つなんですけれども、庁舎の

関係で、例えば庁舎を改修する、改善するといっ

た場合、職員の声また住民の声を聞いていってい

るのかどうか、ひとつお聞かせ願いたいと思いま

す。 

  とりあえず以上です。よろしくお願いします。 

○委員長（田島正徳君） 企画財政担当主査。 

○管財担当主査（高澤 学君） 管財担当、高澤と

申します。 

  お答えいたします。 

  庁用自動車の選定経緯なんですが、当然その車

の目的というか、事務だけではなくて例えば今回

トラックというのもあるんですが、そういう目的

があって、例えばまちづくり建設課が使う車です

とか、あとは本当に事務でお客さんのところに行

く車というのがあります。その各課で使う車とい

うのは職員の希望。例えば事業系でしたら当然４

ＷＤがいいとか、雪道で使うのでそういうのに対

応できる車がいいというのもありますので、そう

いう車に関しては使う担当のほうの希望の車種を

聞いて購入のほうをしております。それ以外の企

画財政課のほうで純粋に管理している車に関しま

しては、どうしても軽自動車が多くなりますので、

そうしますとちょっと車種というかメーカーを言

ってしまいますと、どうしてもダイハツ、スズキ

というのが多くなるというのがありますので、そ

のときの目的に合った燃費ですとかそういうもの

を調査して、価格等考慮しながら決めていくとい

うような形で決めております。 

  あと、電気自動車のリースについてなんですけ

れども、このリースにつきましては、当時３年前

にＥＶ車に乗ろうみたいな、そういうイベントと

いうんですか、そういうものを日産のほうでやっ

ておりまして、それに町のほうが手を挙げて、ぜ

ひ町のほうもということで無償リースということ

で３年間全く無償、点検も全て無償ということで

３年間借りております。 

  何年乗れるかということなんですが、当然七十

数万出して買い取りますんで、乗れるまで乗りた

いとは考えております。ちょっと具体的に何年と
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いうのはちょっと今申し上げられないんですが、

何年でも乗れるまでは乗っていきたいというふう

に考えております。 

  あと、庁舎の清掃に関してなんですが、専門的

な清掃、あと定期清掃等につきましては全て業者

のほうに委託のほうをしている状況でございます。

日常的な清掃に関しましては、各課に掃除機のほ

うを置いておきまして、各課のほうで、ちょっと

課によって形態は違うんですが、輪番ですとか当

番制で週１回ですとか掃除機をかけて、職員のほ

うが当番でやっているというのが現状でございま

す。草取りに関しましては、四季楽のところの花

壇の草刈りとかを企画財政課の職員でやったりし

ているというのが現状でございます。 

  はい、以上でございます。 

  庁舎の改修する際の職員ですとか住民の方の声

ということなんですが、庁舎をあくまでも改修で

すので、新たに新しいものをつくるということは

ございませんので、特段職員の声ですとか住民の

方の声というのを今の現段階では入れてはござい

ません。設計士の方ですとか専門業者の方に依頼

して、どういう修繕がいいのかというのを専門的

な目で積算、設計のほうして、発注のほうしてい

るような形でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） ありがとうございました。 

  何点か再質問させていただきたいと思うんです

けれども、車の関係ですけれども、一応選定する

のは職員の声、もちろんあとは燃費、いろんなも

のを総合的に判断して決めるというような答弁を

いただきました。例えばこれを購入する場合、車

種を、町内でも業者たくさんあると思うんですけ

れども、これは全く町内、町外関係なく契約をし

て買っているのか。また、例えばメンテナンス、

一応これ一般会計で管理しているのが34台あるわ

けですけれども、メンテナンス等々は町内の業者

にお願いしているのかどうか、その点をちょっと

確認したいと思います。 

  それから、庁舎の管理ということなんですけれ

ども、例えばこの予算書を見ましても、73ページ

のほうの植栽の管理業務委託料約700万近くのお

金をここで委託料として載っておるんですけれど

も、この業者は何社に委託をしているのか、１社

で契約なんかももちろんあるんでしょうけれども、

契約、何年契約でお願いしているのか、若干下が

ったということで業者を変えて下がったのかどう

か、その点をひとつ確認したいと思います。 

  それから、庁舎の日常の清掃ということで、先

ほど各課にほうき等があって定期的にやっている

という話をいただきました。私も長く庁舎に出入

りしているんですけれども、職員さんが早朝出勤

をしてモップを使っている姿は正直言って残念な

がらないんですけれども、もちろん業者に委託す

るのがいろんな面でいいわけなんですけれども、

やはり自分の職場は自分である程度やっぱり管理

をする、きれいにする、整理整頓するということ

は重要ではないかというふうに思っているんです

けれども、その点を今後何か考えているのかどう

か、もう全て業者に委託して我々はモップ、ほう

きは一切持たないでいくのかどうか。これ大変き

つい質問になっているんですけれども、そこら辺

を何か考えているのか。やっぱり町ぐるみでこの

庁舎を愛したいなという気持ちで質問しているわ

けですから、よろしくお願いをしたいというふう

に思います。 

  とりあえず、以上、再質問よろしくお願いいた

します。 

○委員長（田島正徳君） 企画財政担当主査。 

○管財担当主査（高澤 学君） 管財担当の高澤と
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申します。 

  お答えいたします。 

  庁用自動車の購入につきましては、町内の修理

屋さん、自動車屋さんの入札によって購入のほう

をしております。 

  メンテナンスにつきましても今、日産の、先ほ

どから申し上げている電気自動車につきましては

直接日産のディーラーにお願いしているんですが、

それ以外の庁用車につきましては、全て町内の自

動車修理屋さんのほうでメンテナンスのほうお願

いしている状況でございます。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） 企画財政主幹。 

○企画財政課主幹（押田昭浩君） 企画財政課の押

田と申します。 

  庁舎等管理事業の植栽の関係でございますけれ

ども、こちらのほうの植栽管理業務委託料につき

ましては、庁舎、進修館周辺の造園管理をしてい

るものでございます。いわゆる樹木の管理です。

庁舎周辺につきましては96本、進修館周辺につき

ましては197本、合計で293本の樹木を管理してい

るところでございます。 

  業者につきましては、入札のほう行いまして、

落札業者１社でこちらのほうの樹木管理を行って

いるところでございます。契約期間につきまして

も単年度ということで、毎年毎年入札を行って業

者を選定して樹木の管理に当たっているという状

況にあるところでございます。 

  続きまして、日常清掃の関係でございますけれ

ども、庁舎管理につきましては、日常清掃から定

期清掃、警備、設備補修等々の業務委託をしてい

るところでございます。職員につきましては、先

ほど高澤のほうが申し上げたとおり、当番制をし

いておりまして、各課のほうにおいて、カウンタ

ーの雑巾がけですとか掃除機を使って床の清掃に

当たっているところでございます。 

  今後の考えなんですけれども、職員につきまし

ては例えば窓ガラスを拭いたりとか、中側のほう

については内側から拭けるとは思うんですが、外

についてはちょっと拭けないということで、そち

らのほうには当然業者のほうに頼らざるを得ない

状況にあるところでございます。それ以外につき

ましても、職員については床の掃除機がけとかカ

ウンターの雑巾がけ等にとどまるかなというふう

に考えているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） ありがとうございます。 

  要望だけちょっと１点だけ質問をしたいと思い

ますけれども、できましたら年に１回くらい全職

員で全庁を大掃除するような気持ちをぜひひとつ

持ってもらいたいなと。どこの家庭でも年末の大

みそかとは言いませんけれども、年に１回ぐらい

総出で200人全員とは言いませんけれども、そう

いうことをやれば町民が、やはり宮代町の職員は

よくやっているなというふうに言われると思いま

すので、これは要望です。やるかやらないかはひ

とつそちらで判断してもらいたいと思います。 

  以上です。よろしく。 

○委員長（田島正徳君） ほかに質疑ございますか。 

  小河原委員。 

○委員（小河原 正君） 何点かお聞きしたいと思

います。 

  まず、前段者とダブる点も一、二点あるかもし

れませんが、しつこいようですがひとつ答弁をお

願いしたいと思います。 

  １点目は、便利バスの問題。 

  車両の入れかえがあると。多分２台とは聞いて

おりましたが、それを結果、私が聞きたいのは、

運輸省から指導があった内容で、大分契約が大幅
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に上がったということがありまして、特に私が心

配しているのは運輸省の関係の安全面。その関係

を再度確認しておきたいと思います。安全面。そ

れが１点目。 

  あと、71ページの新炉の建設負担金の準備金の

積み立てですけれども、どうもすぐ数字を忘れて

しまうので今までどのぐらい積み立てしたのか、

最終目的はもう一回、何億ぐらい積むのか、大変

忘れてしまって申しわけないんですが教えてもら

いたいと思います。 

  次に、75ページの前段者も質問していました町

長車か、先ほどミニバンというんで、何か答弁で

７人乗りとかと言っていましたね、前段者が質問

で。それはそれでいいんですけれども、私余り車

のことはわからないのでもう少し詳しく教えても

らいたい。今までは何か車と違うところは、たし

か今まで５人乗りですか、詰めれば。普通４人乗

りですね、運転手さん入れて。今まで車乗ってい

るのは。それはそれでいいんですけれども、18年

も経過しているからということですが、今まで前

町長車も無理してずーっと乗ってきたわけです。

町長がかわったら新しくする、変えたなというふ

うにも言われると思います。今の車は18年ぐらい

乗ったってまだ20年乗っても大丈夫だとよく言わ

れている時代です。何か変えればすぐかわるのか

と絶対言われると思います。 

  先ほど、７人乗りだから利用はどうするんだと

いう前段者の質問ありましたけれども、ほかの人

たちが利用して一緒に乗っていけるときには利用

してもいいですよと。だけれども、町長が乗って

いてほかの人が一緒に乗れるという機会は余りな

いと思いますよね。町長がいいよと言えば乗れな

いですよね、乗せなくていいと言えば。何しろ町

長の権限になっちゃうから。町長はちょうどいい

から聞いておきたいんだけれども、私たちも一緒

に乗せていけと言ったときは、遠慮なく乗せてい

くのかどうか聞いておきたい。あと町の人までと

は言いませんけれども、職員が一緒に乗っていく

とかそういうこともどんどん導入していくのか、

口頭で本人から聞いておきたい、私は。職員が言

ったのは、そういうことあったっけで後で逃げら

れてしまいますので、町長直接いるから、どんど

ん利用一緒に利用してくださいと。それを確認し

ておきたい。 

  だから、町長車についてはどういう車かもう少

し具体的に。利用の問題については、先ほど職員

が答えたとおりでいいのかどうか、本人から聞き

たいわけです。申しわけないですけれども。 

  あと、77ページの電算機のリース料、これ毎年

それなりの金額をかけていて、それはそれでいい

んですけれども、今の時代ですから電算がなかっ

たら笑われるのはわかります。ただ、人件費に換

算したらどのぐらいこの電算機器が利用価値があ

るのか、もう一回お聞きさせてもらえればいいな

と思うんです。それが１点。 

  次、91ページの徴収事務の指導員の報酬が今度

240万載っていますけれども…… 

〔発言する人あり〕 

○委員（小河原 正君） これ違うの、いいんじゃ

ないの、91ページは。調べた。また言われそうだ

から。あ、税務課だなこれは。まずいの、税務課

だからいいんでしょう。 

〔発言する人あり〕 

○委員（小河原 正君） その後か。気が早いから

ちょっと聞いて……、これ後で聞きますけれども、

この問題以外３つをちょっと答えてもらえればと

思います。 

○委員長（田島正徳君） 企画財政課主幹。 

○企画財政課主幹（押田昭浩君） 企画財政課の押

田と申します。 
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  便利バスが走る事業についてでございます。 

  安全面についてはどうかというお話ですけれど

も、受託業者と毎月１回の打ち合わせのほうさせ

ていただいている中で、いろいろな話をさせてい

ただいているところでございます。当然住民の方

から苦情があればすぐに電話をし、事実確認をし、

またその月１回の定例の打ち合わせの中でも改め

てこういった苦情が入っている、その対応につい

ても再度指導ではないですけれども、安全面につ

いて管理運行するようお願いしているような形で

実施しているところでございますので、以前より

は安全面ではよろしくなったかなというふうな認

識をしているところでございます。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） 企画財政担当主査。 

○管財担当主査（高澤 学君） 管財担当の高澤と

申します。 

  今度購入予定の町長車がどういうものかという

ことで、お答えのほうしたいと思います。 

  今使っている町長車がセダンタイプで、ご存じ

だと思うんですけれども、前が２人で後ろが３人、

５人乗りということなんですが、予算のほうで上

げさせていただいている購入予定の車に関しまし

ては、俗に言うワゴン車タイプというんですか、

前が２人で真ん中が３人とか２人、後ろが３人、

２人とかというような形で、確定ではないですが

３列シートのようなもので大勢乗れるようなもの

を購入のほうを考えている次第でございます。 

○委員長（田島正徳君） 企画財政担当主査。 

○情報担当主査（富永貴雄君） 情報担当富永です。 

  ＯＡ管理に関しましてお答え申し上げます。 

  76ページ、ＯＡ管理事業です。 

  ご質問いただきました電算処理等でこれにかか

わる事業費と人件費との比較というところですが、

実際のところ人件費比較とかしてはいないんです

が、現在こういったシステム的なものを使用して

おりますので。 

  ちょっと、じゃ、具体的な話をさせていただき

ますと、まず電子メールが使えなくなった場合を

想定いたします。そうするとかわりになるものは

ファクスや郵便となります。今現在電子メール等

を使いまして添付ファイルというものを送ること

ができますので、そういったことも全てできなく

なりますので、相当な事務が加算されるかなとい

うのは見込まれます。さらに、車の予約とか設備

予約とかも、これもシステム化しておりますので、

これが全く使えなくて手による、職員の人による

代替となりますと、まず一つのやり方といたしま

しては、想定されるのは１人管財担当の職員が常

にその執務室にいまして電話番をする。その都度

台帳を見ながら予約が入っているか入っていない

かというのをちょっと確認しなきゃいけないと。

あるいは、そのほかに１つの台帳を各担当の人間

が見て書くという方法も考えられますが、これも

その都度その場所に行かないとわからないという

ことでとても非効率なことが大いに見込まれます

ので、金額的にちょっと申し上げることできませ

んが、もう今の時代におきましてはなくてはなら

ないものかということでご理解いただきたいと思

います。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） 企画財政課副課長。 

○企画財政課副課長 （野口幹雄君） 副課長野口

でございます。 

  予算書70ページの公共施設整備基金積立事業の

中で、新炉建設負担準備金についてでございます。 

  こちらについては、当初予定のほうでは平成26

年から31年までの６年間で、毎年4,500万ずつ、

そうしますとトータルで２億7,000万という予定

で進めさせていただいております。ただ、今年度
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29年度１回補正でも進めさせていただいて、今年

度は２回積んでおりますので、実際平成30年で目

標の2.7億まで達するという今予定でございます。

もうすぐ多分久喜市のほうで建設のほうのある程

度もう少し中身が見えてくると思いますので、そ

れに合わせてまたもし足りないとかということが

あれば、またそのとき対応をしたいと思っており

ます。今現在は2.7億円が30年度の予算の中でち

ょうど積み立てが終わるというそんなスケジュー

ルでございます。 

○委員長（田島正徳君） 町長。 

○町長（新井康之君） 町長車の利用については、

同じ方面に向かうこと、または土日の活用である

とか、フリーで使っていただこうというふうに考

えています。ですので一緒に乗っていくことはも

ちろんございます。議員の方と一緒に乗ったりと

か職員が一緒に乗ったりとか、もう今でももうそ

れは開放していますので、同じように使っていき

たいというふうに考えております。 

○委員長（田島正徳君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） 確認していきたいと思い

ます。 

  １点目の便利バスについてです。 

  安全面は今よりはよくなるとか、もうちょっと

良識ある答弁ほしかったです。こういうことでよ

くなる、人件費や指導はたしか１人増やすとか何

か前あったですよね。そういう親切味のある説明

が欲しいんです。それで安全面が守られると。町

民から何かあったら、指摘されたらどうのこうの

じゃなくて、今度４月１日から新しいバスが入っ

て、運行も運用もこういうことで安全面が守られ

るようになりますと、そういう何ていうの、大人

のちょっと答えが欲しいわけです。ただ、今まで

よりはよくなりますってこれは小学生では、私み

たいに単純な人間にはそれで通るかもしれません。

小学生というのは今もといですけれども、私みた

いな単純な人間はわかるかもしれませんけれども、

本当に真剣に考える人はそれじゃわからないです。

もうちょっと具体的に、さんざん予算が増えたと

きにやりましたけれども、多分春と同じことにな

るとは思いますけれどももう一回それを整理して

おきたいと思うんです、予算ですから。それをし

ておかないとまたうやむやになったら困りますの

で、整理をしておきたいと。お願いしたいと思い

ます。 

  あと、リース料。何か私は人件費に例えたら何

人分になるんですかと単純に聞いているんです。

それを教えてくださいよ。約予算上は使用料及び

賃借料で7,800万、8,000万以上の金がかかってい

るわけです。その金額でこれはリースを使うこと

によって人件費では例えれば30人分ぐらい該当す

るとか、そういう数字が欲しいんです。ただ何だ

か説明が中身がわかんなかったんですけれども、

あのような説明じゃちょっと私は理解できないで

す。とりあえずそれ。 

  町長の答弁はしっかり聞いておきましたので、

頭の中入れておきますので。 

  じゃ、２点よろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（田島正徳君） 企画財政課副課長。 

○企画財政課副課長 （野口幹雄君） 副課長野口

でございます。 

  便利バス、町内循環バスのほうの安全面の確認

ということでございますが、先ほど申した定例打

ち合わせをしながら運転手さんから話を聞きなが

ら、何かあればうちのほうから指導するという、

それはもう当たり前のお話で、それは通常どおり

今までもやっていて今後もやりたいと思っていま

す。それ以外、委員からおっしゃられた今年度補

正のときにもいろいろお話ございましたが、これ

は中田商会、委託業者のほうとしては運行管理者、
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整備管理者、こういうものを法に基づいた人数の

ほうちゃんと整備して、実際には法よりもっと人

数ふやしていると思うんですが、そんな形でバス

が運行している間は必ず整備管理者、運行管理者

というものがその運行に対して安全面で、基本は

そういうことで気を使うということでそういうこ

とも指導もさせていただいております。 

  また、もう一つ、今度バスのほうも新車両にな

りますので、そういう面でも今まで運転手が口頭

で次のバス停はどこどこですというそういうアナ

ウンスを口頭でしていたんですが、やっぱりそれ

も安全面でちょっとなかなか難しいこともござい

まして、今度はちゃんと音声のアナウンスと、ち

ょっと前面のほうに行き先の表示というものを全

部今度は装備させていただきますので、そういう

面でも運転手の負担を少し軽減させていただいて、

より今以上に安全運行に徹底してもらうと、そう

いうことで私どものほうも何かあればすぐ指導し

ますし、会社のほうも今まで以上に安全運転には

気を使っていただきますとこれは当たり前なんで

すけれども、安全運転にはそこに気を使って運転

をするということでさせていただきたいと思って

います。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 企画財政課主幹。 

○企画財政課主幹（押田昭浩君） ＯＡ管理事業の

14節の使用料及び賃借料の電算機器リース料、こ

ちら人件費にすると何人分かということなんです

が、これから申し上げること明確な回答になるか

どうかちょっとわからないんですけれども、予算

額が7,825万2,000円ということで計上をさせてい

ただいております。職員１人当たりの年間を400

万と換算した場合、大体19という数字がはじかれ

るので、19人ということでこの関係についてはお

答えさせていただければと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） 便利バスについて、しつ

こいようですけれどももう一回。 

  運転手が安全面を守るとかそういうことじゃな

くて、運転手が何人増やすのか、増やさないでや

るのか、また運行管理者は前報告があったあのと

おりで何人なのか、ちゃんとしたもう一回ここで

聞いておきたいんですよ。そういうことを整理し

て質問したわけです。そのことが本当の安全に守

られることだと思うんですよ。それをもう一回教

えてもらいたいのと、リース料の問題は確かに

7,800万を400万で割れば19になるよね。そういう

ことでいいんですかね、計算上は、役場の優秀な

人がそういう計算だからそのようにきょうはとっ

ておきます。私は違うと思うんですけれども、少

し研究しておいたほうがいいと思います。 

  以上です。 

  １点目、もう一回お願いしたいと思います。 

○委員長（田島正徳君） 企画財政課副課長。 

○企画財政課副課長（野口幹雄君） 副課長、野口

でございます。 

  運行管理者、整備管理者、また運転手、そちら

のほう人数ということなんですが、まず、運行管

理者につきましては、法の基準では、１人以上選

任しなさいということになっておりますので、今

現在、委託業者のほうでは乗り合いということで、

宮代町、それ以外にも幾つか乗り合い業やってい

ますが、その乗り合いの中で２人選任しておりま

して、それで交代で業務についているということ

になります。そして、２名で、宮代だけで２名と

いうわけではなくて、宮代とあとほかのやってい

る路線と、乗り合い業という乗り合い事業という

ことで２人でやっております。 

  あと、整備管理者については、営業所ごとで１
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人以上ということになっていますので、委託業者

のほうでは、乗り合い事業、またそのほかに貸し

切り事業とか、あと特定事業で送迎とかやってお

りますので、それ全部で含めて今現在２人で整備

管理者のほうを置いて、車の整備という安全点検

のほうをしております。 

  また、運転手については、もともと労基法を守

れるようにということで、複数人で交代運転はさ

せてもらっていますので、ちょっと大体１台につ

いて２人ぐらいが交代できるような形で、向こう

でローテーションを組んでやっております。 

  そういう形で、人数のほうも適正な人数で法的

にも適正ですし、業務について問題がなく、その

人数でやっているということで町のほうも確認を

させていただいております。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） ほかに質疑ございますか。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 予算書に従って、ちょっと

質問させていただきます。 

  最初に70ページ、71ページです。 

  ３目の財政管理費(3)の財政調整基金積立事業

なんですけれども、これ一般の財政調整基金と、

この地震とか災害のための基金だということで概

要に書いてあるんですけれども、その辺のところ

の使い分けというのはどういうことなのかなと思

って、その辺のところを教えていただきたいとい

うか、答えてほしいと思います。 

  今回、昨年が80万だったんですけれども、今年

は37万の予算となっています。これが目的税で目

的の積立金だった場合、もし災害が起きた場合、

これは普通の一般の積立基金からまた、流用でき

るのかどうか、こういう災害のため、その辺のと

ころをもうちょっと教えていただきたい。回答し

ていただきたいと思います。 

  それと、72、73ページです。 

  ５目の財産管理費用(1)の庁舎等管理事業の中

の区分の11需用費です。上下水道が29年度予算で

は114万だったのが、30年度の予算では168万と約

４割以上はね上がっています。その辺のところの

なぜこうなっているのか、ほかのところが改修な

どないということで言われて、最近前段の人から

言われています。回答としてやっている中で、水

道料だけが、上下水道だけが上がっている。その

辺のところのわけをちょっと教えていただきたい

と思います。 

  最後に、74、75ページです。 

  ６目企画費の区分が18だったかな、備品購入費

等と書いてあるんですけれども、546万9,000円の

予算がついているんですけれども、何をこれは購

入する目的でやってあるのか、ちょっとその辺の

ところ教えていただきたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） 休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時３５分 

 

再開 午後 ３時５０分 

 

○委員長（田島正徳君） それでは再開いたします。 

  企画財政担当主査。 

○財政担当主査（青栁 誠君） 財政担当主査の青

栁です。 

  １点目の財政調整基金の関係についてお答え申

し上げます。 

  財政調整基金につきましては、その役割が不測

の財源不足に備えるための積み立てるということ

で、財源不足の代表格となるのが予想できないい

わゆる災害等が挙げられまして、そういったこと

で災害復旧、その他の財源不足というように予算
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書上は表記しております。ですので、財政調整基

金の中に特段、災害復旧分とかそういったカテゴ

リーとかはなくて、いわゆる財政調整基金の役割

として財源不足の調整ですとか、あとは年度当初

に予測できない災害等のための財源不足を補填す

るための基金ということがまず、役割としてござ

います。 

  財政調整基金の利子の積立金が確かに昨年度と

比べますと、昨年が80万9,000円だったのが37万

7,000円ということで半分以下になっております。

この理由なんですけれども、実際には、今年度も

財政調整基金に限らず基金については、町内金融

機関に分けて普通預金ですとか定期預金で管理を

しているところでございます。利率が今一番低い

ところですと0.0001％、ほとんどもうない状態か

ら一番高いところでも定期で0.09％、高くても

0.09％ですので、億単位を預けていてもやっぱり

そうそう今利息がつかない状態です。 

  ですので、実は今年度の決算見込みも大分予算

よりは低くなる見込みでございまして、そういっ

た今金利のほうがほとんどつかない状態ですので、

そういった理由で利子が減少している関係で積立

金が減少しているというような状況でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 企画財政担当主査。 

○管財担当主査（高澤 学君） 管財担当の高澤で

ございます。 

  ２点目の質問についてお答え申し上げます。 

  72ページの庁舎等管理事業の需用費の上下水道

料の増額に関しましてお答え申し上げます。 

  こちらの増額なんですが、上下水道の料金につ

きまして、今年度途中から、ちょっと微妙に料金

のほうが上がってきておりまして、なぜかという

ことでちょっといろいろ調べて、漏水等も考えら

れましたので、いろいろ調べた結果、庁舎の地下

に地下ピット、雨水のほうをためる地下ピット

390トンの槽がございまして、そちらを庁舎のト

イレ、水洗のほうに今使っている状況なんです。

ただ、ちょっとそちらのほうが今異常があるとい

うことで、調査のほうをするということで、今地

下ピットのほうの水を抜いております。なので、

トイレのほうの水が今全て水道の水で賄われてい

るということで、増額のほうで予算のほうを計上

しております。こちらの調査のほうをするに当た

って、水を１回全てためなきゃなりませんので、

それが水が地下ピット390トンに全てたまるのが

今雨が降らない時期なのでなかなかたまらないと

いうことで、それがたまるのが恐らく梅雨時期と

かにならないとたまらないということで、それで

原因を調べて必要な修繕等を考えていく。修繕等

は必要ないちょっとした電気系統のものであれば

大した修繕費もかからないので、その辺の修繕を

しながらもとの状態に戻していくというような状

況でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 企画財政課主幹。 

○企画財政課主幹（押田昭浩君） 企画財政課の押

田と申します。 

  76ページ、77ページ、ＯＡ管理事業、こちらの

18節備品購入費、ＯＡ関係備品でございますが、

予算額546万9,000円となっているところでござい

ますが、こちらの備品購入の内容につきましては、

ウイルスソフトのライセンス等を購入する予算と

なっているところでございます。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） この総務文教委員会の資料

なんですけれども、12ページに、この中の財政調

整基金、去年までで９億7,283万ほどたまってい

ます。ということは、この中にこれも入っている
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ということなんでしょうか。そういうことでよろ

しいですか。この説明書の中では、災害復旧その

他財源の不足等に対応するための財源の基金積み

立てということで、37万ということで書いてある

んですけれども、ちょっとわかりづらいなと感じ

はするんですよね。 

  これは財政調整基金のほうへ全部積み立てると

いう意味でよろしいんですね。何か財政調整基金

とまた別なものかなと感じはするんですよね。こ

れ、一緒にできないんですか、こういうのは。 

○委員長（田島正徳君） 担当主査。 

○財政担当主査（青栁 誠君） 財政担当主査の青

栁です。すみません。 

  71ページの財政管理費の中に計上している財政

調整基金積立事業の積立金でございますけれども、

37万7,000円計上してあります。これは、来年度

財政調整基金の残高を１年間金融機関に預けた場

合に発生する基金の利子、これについては、条例

で全て基金のほうに積み立てるということになっ

ておりますので、歳入の予算で発生する財産収入

として計上しました基金の利子をそのまま財政調

整基金のほうに積み立てるというような事業にな

っておりますので、冒頭すみません、先ほど申し

上げたのは、財政調整基金の役割として、災害復

旧対策ですとかその他不測の事態で生じた財源不

足に対応するものでございまして、財政調整基金

に限らず当初予算に計上している基金の積み立て

につきましては、１番の公共施設整備基金とかま

ちづくり基金なんかは利子分以外のものも入って

おりますけれども、基本は発生した基金につきま

しては、財産収入に全て計上させていただきまし

て、計上させていただいた財産収入をそのまま積

立金として、その基金のほうに積み立てを行うと

いうようなことを行っております。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） ありがとうございました。

一応説明としてはわかりました。 

  一応、確かにこれだけで見ると何かなと、２つ

も基金があるのかなという感じがするんでね、ち

ょっとややこしいなという感じがしたもんですか

ら、ちょっと質問させていただきました。 

  それと、先ほど言った水道、地下タンクが故障

しているかどうか、ちょっとまだわからないんだ

けれどもということなんですけれども、これはい

つごろ点検してわかったんでしょうか。また、点

検というのは何年置きぐらいにやっているんでし

ょうか、その辺のところを。 

○委員長（田島正徳君） 担当主査。 

○管財担当主査（高澤 学君） 地下水の点検に関

しましては、１年に１回点検のほうを行っており

ます。 

  今回、異常に気づいたのが委員さんのほうがお

っしゃっている上下水道料金が最近上がっている

ということで、ちょっと調査のほうをして漏水等

の点検をしながら調べたところ、地下ピットに異

常があるというのを12月ぐらいに職員のほうで気

づいたような形でございます。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 地下ピットは雨水とかそう

いうんじゃないんですか。 

○委員長（田島正徳君） 担当主査。 

○管財担当主査（高澤 学君） お答えします。 

  雨水です。 

○委員長（田島正徳君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） それでなぜ上がるのかとい

うことなんです、雨水が、何でこれに水道料が。 

  どうしてたまるんでしょうか。上がるんでしょ

うか。それで地下水とか雨水とか、そういうのを
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利用していて、上下水道がなぜ上がるのかという

ことなんです。 

○委員長（田島正徳君） 担当主査。 

○管財担当主査（高澤 学君） 管財担当の高澤で

ございます。 

  役場の庁舎のトイレは、先ほど申し上げたとお

り、雨水を使っております。役場の庁舎の水とい

うのは、ほとんど水道を手洗いですとか、あと台

所って余りないですので、トイレの水がほとんど

を使っているような状況でございます。それを止

めるということは、逆に今度水道の水を使うとい

うになりますので、その分水道の料金が上がると

いうことになります。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） ほかに質疑ございますか。 

  唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） 唐沢ですけれども、さっき

聞き漏らしたんですけれども、電気料の関係なん

ですけれども、今庁舎の上には太陽光が載ってい

ると思うんですけれども、あの太陽光は年間発電

量はどのぐらい発電をしているのか。あと、何枚

載っているのか。町としては、町民に太陽光を普

及するために、私もその恩恵に預かっている一人

なんですけれども、現在の発電量はどのぐらい上

がっているのか。それからいうとこの電気料はど

うなのか、そんなことも含めてひとつお聞かせい

ただきたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（田島正徳君） 担当主査。 

○管財担当主査（高澤 学君） 管財担当の高澤で

ございます。 

  １日約20キロワットの発電量ということになっ

ております。屋根の上に載っている太陽光パネル

なんですが、今108枚載っているような形でござ

います。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） ありがとうございます。 

  この太陽光をもう少し増やす予定はないのかど

うか。今の庁舎の屋根からいえば、もう少し載る

のかなという感じがするんですけれども、そんな

考えがあるやなしや、なかったらそれで結構です

けれども、よろしくお願いします。 

○委員長（田島正徳君） 担当主査。 

○管財担当主査（高澤 学君） 管財担当の高澤で

ございます。 

  今のところ予定としてはございません。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） ほかに質疑ございますか。 

  伊草委員。 

○委員（伊草弘之君） 伊草弘之でございます。 

  予算書198ページの公債費、私たちの予算書で

は７ページなんですが、公債費元金償還事業、予

算書では町税6,397万6,000円が町税から入ってお

るという、償還するということになっているんで

すが、私たちの予算書を見ますと、これ都市計画

税だと思います。都市計画税の目的からすれば、

税金を納めて、何か市街化区域でよくなったとい

うようなものがあれば、納税した方の意識という

か、メリットも出ると思うんですけれども、この

償還に充てる金額が都市計画税の中で43.2％、一

番投入されているんですよね。同じ財布の中です

から、やりくりでできるんでしょうけれども、そ

ういったこの都市計画税の目的からすれば、何か

事業に充てたほうがいいのかなという考えなんで

すが、この辺の振り分け、特に償還事業に充てた

理由があればお示しいただきたいというふうに思

います。 

○委員長（田島正徳君） 担当主査。 

○財政担当主査（青栁 誠君） 財政担当主査の青
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栁です。 

  都市計画税の充当についてお答え申し上げます。 

  今、ご指摘いただきましたとおり、元金償還事

業に充当しているものは都市計画税でございます。

都市計画税につきましては、ご存じのとおり、都

市計画事業について充当することを目的とした税

金でございます。 

  現在、宮代町では、都市計画税の充当対象事業

としまして、私たちの予算書７ページに書かせて

いただいたとおり、実際に今、事業として予算化

しているものは都市計画道路整備事業、春日部久

喜線の整備事業と、あと東武動物公園駅西口、中

央通り線の整備と、あと東口整備ということで、

駅前広場の整備ということで、この３事業に充当

することとしております。その３事業につきまし

て、今回振り分けを行っているところなんですけ

れども、実際にそれ以上都市計画税を充当するに

ふさわしい事業等があれば、もちろんそちらのほ

うに優先して充てていきますので、基本的には当

該年度の事業に充当することを基本としておりま

す。 

  ただ、どうしても都市計画事業につきましては、

やっぱり億単位の予算規模になりますので、あと

は後年度負担、そのときに全てお金を支出してつ

くるのではなくて、後に利用する方も負担すると

いうことで、やはり地方債を活用して整備をせざ

るを得ないという状況でございます。 

  ですので、今回都市計画税を公債費元金の償還

事業に充てておりますけれども、こちらの公債費

の元金償還事業につきましては、これまで整備を

してまいりました都市計画道路ですとか、あとは

道仏地区の区画整理事業、あとは西口の整備に投

じてきた地方債の償還に充てているところでござ

いまして、目的税の使い方としましては、確かに

当該年度の事業に使えないのでちょっと目立ちに

くくはありますけれども、今、西口、例えば整備

されたものとか、区画整理の成果で恩恵を受けて

いる方々にも今は地方債の償還に税金を使わせて

いただいて、後年度の方にも負担していただくと

いう考え方もございますので、そういったところ

で公債費のほうにも現在充当させていただいてい

るところでございます。 

  同様の理由で、下水道事業の償還にもちょっと

わずかですけれども、今年度充てている状況でご

ざいます。なので、基本的には当該年度の事業に

活用する。ただし、そこでもやっぱり活用し切れ

ないものについては、これまで整備したものに、

公債費に充当していくというような考えで現在都

市計画税は活用させていただいておりますので、

ちょっとご理解いただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） ほかに質疑ございますか。 

  伊草委員。 

○委員（伊草弘之君） 若干、再質問させていただ

きます。 

  今まで、この都市計画税の使途については、な

かなか予算書にも書いてあるんですが、見えなか

った部分、まして予算書に町税だけで示して、事

業概要のところに都市計画税充当と書いてありま

すので、細かく見ればわかるんだと思うんですけ

れども、ちょっと一目でわかりにくいなと。 

  そうしますと今のご説明ですと、例えば道仏地

区の再開発のときにかなり下水道事業に投入した

経緯もありますし、大きな事業があればそこで使

えるというような理解になるんだと思うんですけ

れども、１つ確認させていただきたいのはこの元

金の返還事業、都市計画事業に係る元金償還金と

なっておりますので、確認なんですが、返還する

事業そのものは100％市街化区域の中での事業な

のかどうか、一つ一つの事業、今何点かこういう
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事業だということでお話しいただきましたけれど

も、目的に沿ったちゃんと事業に償還されている

のかどうかだけ確認させていただきたいと思いま

す。 

○委員長（田島正徳君） 担当主査。 

○財政担当主査（青栁 誠君） 財政担当主査の青

栁です。 

  今、私たちの予算書に今年度から記載をさせて

いただいたところなんですけれども、公債費元金

償還事業ということで、すみません、ご指摘いた

だきましたとおり、何の事業かというのがちょっ

と見えにくくなっておりまして、内容につきまし

ては、道仏地区の区画整理の事業と都市計画道路、

これまで整備してきたものと、あと西口の駅前広

場の整備事業のこの３つの事業となっております、

公債費の元金償還事業につきましては。 

  私たちの予算書につきましては、内容について

毎年見直しをして、よりわかりやすく伝えていこ

うと考えておりますので、そういった点について

は、元金償還事業の内訳なんかも来年度以降表示

できればなと考えておりますので、そのようにし

ていきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 伊草委員。 

○委員（伊草弘之君） 都市計画道路の整備という

ようなご答弁いただいたんですが、これはあくま

でも市街化区域の中の都計道という事業の償還と

いう理解でよろしいんでしょうか。 

○委員長（田島正徳君） 担当主査。 

○財政担当主査（青栁 誠君） 財政担当主査の青

栁です。 

  基本的には、市街化のということでお考えいた

だければと思うんですけれども、具体的にいいま

すと、春日部久喜線なども一部ちょっと入ってお

りますので、活用につきまして、全て原則市街化

かどうかは、ちょっとすみません、額を精査しな

いと何とも言えないんですけれども、基本的には、

市街化区域の事業であること、ないと都市計画税

というのは充てられませんので、基本的には、市

街化区域というふうに考えていただいて結構だと

思います。 

  ただ、今回計上した金額は、今あくまでさっき

言いましたとおり、都市計画道路のうち春日部久

喜線等もございますけれども、さかのぼればもっ

と前に整備した都市計画道路ですとか、あとはそ

の他の市街化区域の事業なども当然地方債の償還

には含まれておりますので、全てを見れば完全に

市街化区域内の事業で賄えているというふうに考

えております。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） ほかに質疑ございますか。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（田島正徳君） ないようですので、以上

で企画財政課分の質疑を終了いたします。 

  ここで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ４時１１分 

 

再開 午後 ４時１５分 

 

○委員長（田島正徳君） 再開いたします。 

  これより議会事務局分について質疑に入ります。 

  議会事務局長から出席者の紹介をお願いいたし

ます。 

○議会事務局長（佐藤賢治君） 議会事務局長の佐

藤です。どうぞよろしくお願いいたします。 

  主査の折原でございます。 

○議会事務局主査（折原 淳君） 議会事務局主査

の折原でございます。よろしくお願いします。 

○議会事務局長（佐藤賢治君） 主任の安類でござ
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います。 

○委員長（田島正徳君） 答弁に当たっては職、氏

名を述べていただくようよろしくお願いいたしま

す。 

  それでは、質疑はございますか。 

  唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） 唐沢です。 

  何点か質問をさせていただきたいと思います。 

  まず、第１点ですけれども、議長の交際費につ

いてお聞かせ願いたいと思うんですけれども、額

的にはそんなに多くな額ではないんですけれども、

年間の議長交際費の記録というものはもちろん残

っていると思うんですけれども、議長交際費の支

出の関係で団体によって、出張のめり張りもある

と思うんですけれども、その関係も含めて記録は

保存あるのかどうか、お聞かせ願いたいと思いま

す。 

  それから、予算書の61なんですけれども、議会

の会議の記録ということで載っておるんですけれ

ども、これは議会の記録は何年前から残っている

のか。また保全の期間というものはあるのかどう

か、ひとつ参考までにお聞かせ願いたいというふ

うに思います。 

  とりあえず、以上よろしくお願いします。 

○委員長（田島正徳君） 事務局長。 

○議会事務局長（佐藤賢治君） 議会事務局長の佐

藤でございます。 

  議長交際費につきましては、29年度につきまし

ては、２月21日現在で48件でございますが、こち

らは全てホームページのほうにも出席した事業の

内容と金額について掲載させていただいておると

ころでございます。 

  それから、基準につきましても、議長の交際費

の基準、それから運用基準とかによりましてお支

払いのほうさせていただいているところでござい

ます。 

  それから、もう一つでございますが、議会のほ

うの会議録でございますが、データとしては平成

14年の６月の定例会の分からホームページで見ら

れるような形で載っております。 

  保存基準というのは、特に永久保存という形で、

その以前の場合は紙の書類としまして、議員室の

ほうに保管させていただいております。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） ありがとうございます。 

  議長の交際費の関係なんですけれども、例えば

団体によっては額が多い少ないというものもある

のかなと、もちろんあるんですけれども、これの

基準というものはあるのかどうか、ひとつお聞か

せいただきたいと思うんですけれども。 

○委員長（田島正徳君） 事務局長。 

○議会事務局長（佐藤賢治君） 宮代町議会議長交

際費執行基準並びに祝い金等に関する内規という

のがございまして、例えば集会所や進修館等で行

うのについては3,000円ですとか、割烹料亭では

１万円、その他は5,000円、この基準のほか、議

長が必要と認めた場合は支出するものという、そ

ういった内規に基づきまして支出のほうをしてお

るところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） 以上のとおり、一通り基準

はあるということなんですけれども、実は公職選

挙法、議員は祝い金一切だめということになって

います。これはもちろん名前は宮代町議会代表と

いうことで議長が出席するわけですから、領収書

なんかはもらっているのかどうかわかりませんけ

れども、この宮代町議会ということで議長が代表

して行く。これに対して、公職選挙法には抵触し
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ないのかどうか。我々が同じ3,000円祝い金を持

っていったら、我々は食っちゃいます、公職選挙

法で。宮代町議会として議長が出した場合は公職

選挙法に抵触するのかどうか、この点をひとつ確

認しておきたいと思うんですけれども、よろしく

お願いします。 

○委員長（田島正徳君） 事務局長。 

○議会事務局長（佐藤賢治君） 議会事務局長の佐

藤でございます。 

  公職選挙法に抵触しないということで、今まで

支出してきたものでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） ほかに質疑ございますか。 

  金子委員。 

○委員（金子正志君） 金子正志です。 

  61ページ、研修旅費なんですけれども、昨年の

３倍ぐらいになっているんですけれども、何でな

んでしょうか。 

○委員長（田島正徳君） 事務局長。 

○議会事務局長（佐藤賢治君） こちらにつきまし

ては、２月８日に皆様のお手元に配らせていただ

きました歳出関係の比較増減資料にもございます

とおりでございますが、常任委員会視察研修宿泊

日数の１泊２日から２泊３日への増額等に伴いま

して、バスのほうの借り上げ料ですとか、そうい

ったものの費用が増えている関係で倍増している

ものでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 金子委員。 

○委員（金子正志君） そうしますと、２泊３日で

計上したけれども、例えば日帰りでいいところが

あったら逆に３分の１に減るとかということもあ

り得るわけですね。何が何でもこの２泊３日分使

わなくちゃいけないということではないわけです

ね。確認です。 

○委員長（田島正徳君） 事務局長。 

○議会事務局長（佐藤賢治君） 議会事務局長の佐

藤でございます。 

  おっしゃるとおりでございまして、研修の目的

というのは、やっぱり視察する目的があってこそ

場所を選択する形になりますので、近くであれば

日帰りでもできますし、遠くであれば１泊、２泊

とかという形になりますが、これはそれぞれの各

委員会によりまして、目的の視察と場所を決めて

いただいての支出となりますので、もし近場であ

ればそういったもので支出は減るという形になり

ます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） ほかに質疑ございますか。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 質疑というより要望になり

ますけれども、60ページの会議録調製事業、今回

予算もこれから特別委員会になって、この分も会

議録できるということで、それの増となっている

わけなんですけれども、私はこれまで粗原稿、本

会議やった２週間後にできてくるんですけれども、

これが速いのか遅いのかというのはあるんですけ

れども、我々議員からすれば、もう少し議会だよ

りの関係もありますし、もう少し速くならないの

かというふうに思うんですけれども、その辺の状

況はどうでしょうか。この会議録つくっていると

ころ、うちだけ速くというわけにはいかないと思

いますけれども、やっぱり順番でやっているとは

思うんですけれども、その辺の改善については、

方向性としてどうなのか、伺っておきたいと思い

ます、その１点。 

○委員長（田島正徳君） 折原主査。 

○議会事務局主査（折原 淳君） 折原でございま

す。 

  会議録研究所のデータ粗原稿の件でございます
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が、こちら本会議が終わったその日の夕方、ない

しは翌日にデータのほうを業者のほうに提供して

おります。おおむねの粗原稿でございますが、こ

れまでちょっと調整とっているところでございま

すが、大体やっぱり２週間ぐらいかかるというと

ころで確認をとっております。 

  なお、今回平成30年度予算からの支出となりま

すが、今回の予算特別委員会のものにつきまして

は、もう事前に、事前にと申しますか、まだ契約

前でございますので、もし契約締結になった暁に

はということの前提で、今回予算特別委員会のデ

ータのほう、データというかその分が実際増える

というところでございますので、契約締結になっ

た暁にはデータのほう送信させてもらうというと

ころで、前もって話しさせていただいております

ので、今回の予算特別委員会の分につきましても、

遺漏なく２週間以内で上がれるように調整はとっ

ております。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 山下です。 

  １つだけ、お聞きいたします。 

  以前、議員の退職金じゃなくて、そのことが議

会のほうに言われてきましたけれども、この近隣

の動向というんですか、その辺はどうなっている

のか、今。ちょっとお聞きしたいなと思っている

んですけれども、議員の年金みたいな議員年金で

すか、それが１回提案されたと思いますがね。 

  その辺のところで、国のほうとか全国ではどう

なっているのか、埼玉県でもそういうことで年金

を始めているところがあるのかどうか、その辺の

ところもちょっとお聞きしたいなと思っています。

わかりますか、それ。 

○委員長（田島正徳君） 折原主査。 

○議会事務局主査（折原 淳君） 折原でございま

す。 

  議員年金の復活と申しますか、以前たしか平成

23年の６月ぐらいに旧年金制度というのが廃止さ

れております。私も、新聞報道等のほうで見てい

るところでございますが、やはり全国的にそうい

ったまた復活と、年金の復活と、やはり議員のな

り手不足というところもございまして、年金を復

活したらどうかというところで新聞記事を見てお

ります。 

  実際に埼玉県内でも、意見書のほうで出しては

どうかというところで県議長会のほうから話ござ

いましたが、宮代町の場合は、慎重に研究検討し

ていくというところでお話があったような記憶が

あります。ただ、今後におきましては、議員のな

り手不足というところからもありますので、引き

続き研究検討を議員の皆様と一緒にさせていただ

ければと思っております。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） ほかに質疑ございますか。 

  金子委員。 

○委員（金子正志君） 金子正志です。 

  議会議事録なんですけれども、製本しないでデ

ータだけで保存しているような議会というのはあ

るんですか、データだけで保存している議会。意

外とお金かかるんで、刷らなきゃいいなと思うん

だけれども。 

○委員長（田島正徳君） 事務局長。 

○議会事務局長（佐藤賢治君） 議会事務局長の佐

藤でございます。 

  大変申しわけございませんが、その確認はして

ございませんが、データだけですと、データって

どのような形で飛んでしまうかわかりませんので、

やはり紙でとっておかないと本当に10年、あるい

は５年とかでも下手するとなくなってしまうおそ

れがございますので、やはり紙というのは、最終
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的なバックアップという形で大切なものだと思い

ます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） ほかに質疑ございますか。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（田島正徳君） ないようですので、以上

で議会事務局分の質疑を終了いたします。 

  ここで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ４時２９分 

 

再開 午後 ４時３１分 

 

○委員長（田島正徳君） 再開いたします。 

  これより会計室分についての質疑に入ります。 

  会計管理者からの出席者の紹介をお願いいたし

ます。 

○会計管理者兼会計室長（瀧口郁生君） 会計管理

者兼会計室長の瀧口でございます。よろしくお願

いいたします。 

  じゃ、自己紹介のほうさせていただきます。 

○会計担当主査（加藤智浩君） お忙しいところ恐

れ入ります。会計室担当主査の加藤でございます。

よろしくお願いいたします。 

○委員長（田島正徳君） 答弁に当たっては職、氏

名を述べていただくようよろしくお願いいたしま

す。 

  質疑はございますか。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） １件だけお願いします。 

  72、73ページです。 

  山下です。 

  会計管理事業で、旅券事務に必要な県証紙の売

りさばきということでやっているんですけれども、

宮代町は、この旅券を発行する件数というのは増

えているんでしょうか、減ってきているんでしょ

うか。 

○委員長（田島正徳君） 会計管理者。 

○会計管理者兼会計室長（瀧口郁生君） 会計管理

者兼会計室長、瀧口でございます。 

  ただいまのご質問にお答え申し上げます。 

  県の収入印紙ということで、県の収入印紙の売

り上げにつきましては、27年度500万強でござい

ますが、28年度につきましては約570万程度とい

うことで、県証紙につきましては、売り上げのほ

うは伸びているというふうな状況でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） ほかに質疑ございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（田島正徳君） ないようですので、以上

で会計室分の質疑を終了いたします。 

  ここで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ４時３４分 

 

再開 午後 ４時４７分 

 

○委員長（田島正徳君） 再開をしたいと思います。 

  これより税務課分についての質疑に入ります。 

  担当課長のほうから出席者のご紹介をお願いし

ます。 

○税務課長（石塚孝信君） 税務課長の石塚でござ

います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○税務課副課長（金子 諭君） 税務課副課長、金

子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

○資産税担当主査（鈴木健司君） 税務課資産税担

当、鈴木と申します。よろしくお願いいたします。 

○町民税担当主査（野口延寿君） 税務課町民税担

当、野口です。よろしくお願いいたします。 

○町民税担当主査（田原浩介君） 税務課町民税担
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当の田原です。よろしくお願いします。 

○徴収担当主査（小島 晃君） 税務課徴収担当、

小島です。よろしくお願いいたします。 

○徴収担当主査（斉藤幸成君） 税務課徴収担当の

斉藤と申します。よろしくお願いいたします。 

○委員長（田島正徳君） 答弁に当たっては職、氏

名を述べていただくようよろしくお願いいたしま

す。 

  質疑のほうはございますか。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  何点か質問させていただきます。 

  まず、12ページの個人町民税なんですが、比較

なんですけれども、908万3,000円、だんだん道仏

地区の転入者数の増加ということなんですけれど

も、かなりもうだんだんピークになって、鈍化し

ているわけなんですけれども、これはどれぐらい

の転入を見込んでの予算計上なのか、お示し願い

たいと思います。 

  それから、その下の法人町民税なんですが、こ

れについては年々減っているわけなんですけれど

も、ただ単に減っているというだけでなくて、ど

ういう状況なのかも含めて、あわせてご答弁願え

ればと思います。 

  それから、その下の固定資産税なんですけれど

も、評価替えなどの影響によってということで減

なんですけれども、これについても詳しくご説明

をお願いしたいと思います。 

  それから、次のページ、14ページ、15ページの

軽自動車税なんですけれども、これは登録台数の

増を見込んでいるということなんですが、毎年伺

っておりますけれども、車種別に課税標準何台な

のか、それぞれ示していただきたいと思います。

特に、特徴のこういった点では軽自動車になるか

と思うんですけれども、増えていると、その辺の

傾向についてもあわせてご答弁いただきたいと思

います。それから、これはずっと16、17ページま

でお願いしたいと。 

  あと、16、17ページの一番下の滞納繰越分なん

ですけれども、これについての滞納繰越分になっ

ておりますけれども、これの積算根拠、調定見込

額とどれぐらい何％を見込んでの数字なのか、こ

れも昨年度ほとんど変わっておりませんけれども、

確認させていただきたいと思います。 

  それから、18、19ページの町たばこ税ですが、

これは健康志向の高まりに伴う売り渡し本数の減

少ということなんですが、これはどんどん課税さ

れますので当然吸う方も減ってきているというふ

うに思いますが、これについての積算根拠も示し

ていただきたいと思います。それから、これは歳

入です。 

  歳出につきましては、90ページ、91ページの徴

収対策事業として165万円増えております。もち

ろん、これについては、徴収対策の強化を図るた

めということで、徴収事務指導員を配置する経費

の計上なんですけれども、これは増員の理由は徴

収対策なんですけれども、どのような体制になる

のか、その点についてもう少し詳しい内容につい

てお示し願いたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） 税務課副課長。 

○税務課副課長（金子 諭君） 税務課副課長、金

子でございます。 

  まず、１点目の個人町民税の積算根拠でござい

ます。個人町民税につきましては、予算額16億

9,555万7,000円ということで前年比908万3,000円、

0.5％の増となってございます。こちらにつきま

しては、過去３年間の人口、生産年齢人口、納税

義務者数等を考慮いたしまして、納税義務者数は

１万7,187人と見込んだところでございます。道
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仏地区における転入の見込みというところでござ

いますが、道仏地区、特別に積算したものではな

く、人口の増ということでございますが、その人

口増につきましては、道仏地区が牽引していると

ころでございます。今年１月27日の住居表示実施

時におきましては、道仏区画整理地区で1,946人、

704世帯というところで人口が張りついておりま

すので、こちらの人口増が納税義務者数の増に加

わっているものと見込まれております。 

  続きまして、法人町民税の積算状況というとこ

ろでございますが、法人均等割につきましては、

平成29年中の法人数の増減、平成29年10月の調定

額を勘案いたしまして、均等割3,623万3,000円と

算出したところでございます。 

  法人税割につきましては、過去５年間の法人税

割額、平成29年10月現在の調定額をベースに収納

率99％として6,016万2,000円と算出したところで

ございます。企業会計の動向によりまして、法人

税額につきましては、大きく変動するため見込み

づらい状況でございますが、前年度につきまして、

28年度につきましては、税率改正の影響を見込ん

だところではありますが、決算額では２％程度の

減でありましたが、今年度につきましては、10月

の調定ベースでは約10％ほど減というふうになっ

ているため、総体的に減少という見込みを立てて

ございます。 

  続きまして、固定資産税の状況でございます。

土地につきましては、平成29年度の調定見込み額

に負担調整分や下落修正分などの増減要因を加味

しまして、５億4,071万6,000円と算出しておりま

す。家屋につきましては、平成29年度調定見込み

額に新増築家屋による増分を220棟程度、また評

価替えによる在来分家屋の減価、こちらのほうを

約4,159万円ほど減少ということで見込みまして、

６億1,091万1,000円ということで、前年対比

0.7％の減といたしました。 

  償却資産につきましては、平成29年度調定見込

み額に対しまして、調定額の推移、また既存資産

の減価分の状況を加味しまして、２億8,667万

1,000円ということで、対前年比4.6％の増と見込

んでございます。 

  固定資産税全体といたしましては、14億4,834

万6,000円ということで、前年比55万9,000円の減、

ほぼ0.0％わずかな減少というふうに見込んだと

ころでございます。 

  続きまして、予算書14ページからの軽自動車税

でございますが、それぞれの車種別に登録台数に

つきましては、第１種につきましては1,046台、

第２種甲につきましては218台、第２種乙につき

ましては81台、小型特殊農業用につきましては

846台、小型特殊その他につきましては28台、軽

二輪につきましては350台、軽四輪貨物営業用に

つきましては56台、軽四輪貨物自家用につきまし

ては1,239台、軽四輪乗用営業用につきましては

１台、軽四輪乗用自家用につきましては5,037台。

二輪の小型自動車につきましては378台、ミニカ

ーにつきましては18台、ボートトレーラーにつき

ましては12台を見込んだところでございます。 

  特徴といたしましては、軽四輪乗用自家用、こ

ちらにつきましては、軽自動車税の全体の４分の

３を占めております。こちらのほうで特に新税率

の１万8,000円、経年重課である１万2,900円、こ

こら辺の税率の台数が伸びているところでござい

ます。 

  すみません、訂正いたします。新税率につきま

しては、１万800円でございます。 

  こちらの軽四輪乗用自家用の台数の伸びが軽自

動車税の主な増加の要因となっているところでご

ざいます。 

  続きまして、18ページ、19ページの町たばこ税
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でございます。 

○委員長（田島正徳君） 担当主査。 

○徴収担当主査（斉藤幸成君） 徴収担当の斉藤で

す。 

  軽自動車税の滞納繰越分の積算についてですが、

29年度の調定額に対しまして、収納額の見込みを

出しまして、収入未済額をおおむね248万円ほど

を見込んでおります。それに対しまして、平成28

年度の滞納繰越分の徴収率が26.6％となっており

ますので、おおむね26％の徴収率を見込みまして、

64万6,000円と積算しております。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） 副課長。 

○税務課副課長（金子 諭君） 税務課副課長、金

子でございます。 

  予算書18ページ、19ページの町たばこ税の積算

根拠でございます。 

  こちらの町たばこ税につきましては、売り渡し

本数に対して税率をかけていくものでございます

が、過去５年間売り渡し本数については、年

5.5％平均で減少しているところでございます。

平成30年度につきましては、売り渡し本数を

3,179万1,000本と見込みまして、１億6,543万

4,000円、前年比336万6,000円の減、２％の減少

と見込んだところでございます。 

○委員長（田島正徳君） 税務課長。 

○税務課長（石塚孝信君） 税務課長、石塚です。 

  徴収事務指導員につきましてお答え申し上げま

す。 

  予算書につきましては、90ページ、91ページで

ございます。 

  今回、３月議会で特別職報酬条例の一部改正も

上程させていただいておりますが、平成30年度か

ら徴収事務に関して、職員の指導育成、それに加

えまして、みずから滞納処分等にも当たっていた

だくために指導員さんを１名任用したいというよ

うに考えております。 

  徴収事務指導員につきましては、県内で国税の

ОＢをお願いしているところが17市町ございます。

国税ОＢは22人が指導に当たっております。また、

県税のОＢを雇用しているところが10市町ありま

して、10市町で15人が雇用されております。 

  宮代町におきましても、ここ３年間現年分及び

滞納繰越分につきましても、徴収率は改善傾向に

はございますが、以前にご説明した地方交付税の

算定基礎となる基準財政収入額の積算をするため

に、全国の平均の徴収率を掛けていたんですが、

それを国のほうが全国の３分の２の状態の徴収率

に引き上げることが決まっておりますので、宮代

町としても、その徴収率を継続的に確保できるよ

うに今後引き続き徴収については、取り組んでい

きたいということで、今回指導員さんをお願いす

る予定でございます。 

  また、平成30年度の体制といたしましては、税

務課に徴収指導員を配置していただきまして、税

務課で徴収を行っている町税及び国民健康保険税

の徴収に当たっていく予定でございます。全体の

組織の定数的なものは、今現在、ちょっと何とも

わかりませんが、来年度が徴収につきましては、

今まで以上に積極的に取り組みまして、継続的な

徴収率の向上を目指していきたいと考えておりま

す。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  それでは、何点か再質問させていただきます。 

  まず、個人町民税、12ページ、13ページの関係

なんですが、これは上程説明のときに比較して、

増加分というのは、道仏地区の転入者数が主だと

いうことでそれはわかるんですが、だとすれば宮
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代では、道仏地区以外のところでの増加分という

のはどういうところなのか、その辺もあわせてお

示し願いたいと思います。 

  それと、法人町民税なんですけれども、とりあ

えず10％減ということなんですけれども、10％減

だともっと大きく前年度が１億200万ですから、

10％も減っていないのかなというふうに思います

けれども、その点、均等割、法人税割あるんです

けれども、もう少しその辺の状況をお示し願いた

いと思います。 

  あと、固定資産税については評価替えというこ

となんですけれども、特に土地も下がって減額に

なっているんですけれども、特に家屋については、

220棟プラス前年度はアルファだったんですけれ

ども、来年度、新年度についてはアルファがない

ということなんですか。そんなに変わらないのか

なというふうには思いますけれども、その辺の見

込みについてもう少しご説明願えたらと思います。 

  それから、軽自動車税、14から17ページの関係

についてはわかりました。滞納繰越についても、

積算根拠わかりました。 

  あと、18、19ページの町たばこ税なんですけれ

ども、ちょっと聞き漏らしたのが旧３級品以外と

旧３級品ありますよね。旧３級品については、

1,000本当たり3,355円から4,000円に上がったと

いうことで、それはわかるんですけれども、これ

は先ほどの本数なんですけれども、旧３級品以外

と旧３級品分けて説明いただきましたか。すみま

せん、その点もう一度お願いしたいと思います。 

  あと、固定資産税の関係と都市計画税は、大体

比例して金額が同じように傾向はなるかと思うん

ですけれども、ちょっと固定資産税のほうと都市

計画税のほうの関係、都市計画税のほうが大きく

減っていますよね。その辺の要因についてはどう

いうふうに考えればいいのか、その点、すみませ

ん、あわせてお願いしたいと思います。 

  あと、歳出の関係で課長から伺いました。これ

は国のほうからの徴収率を３分の２に引き上げら

れた。それのそのための確保だと思うんですけれ

ども、宮代の場合は、徴収事務指導員を増やさな

ければいけないほど徴収率は悪いんでしょうか。

先ほどちょっと説明がありましたが、今までの考

え方だとおぼつかないんでしょうか、その点、私

はそういうふうにはちょっと捉えていないもんで

すから、徴収事務については、そんなに低くはな

いというふうに私なりに思っているんですけれど

も、その辺すみません、もう一度今の宮代町の実

態とあわせてお尋ねしたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） 税務課副課長。 

○税務課副課長（金子 諭君） 税務課副課長、金

子と申します。 

  予算書12ページ、13ページの個人町県民税の関

係で転入者の動向というご質問です。 

  こちらにつきましては、28年４月から29年４月

での対比ですと、町全体では人口で266人増加と

なっております。このうち、道仏地区は319人の

増加となっております。それ以外の地区での増加

傾向でございますが、２番目が姫宮地区、３番目

が百間６丁目地区、４番目が川端３丁目地区、５

番目が宮代２丁目地区でございました。 

  続きまして、法人町民税の前年度対比10％減と

いうところで、予算上はそこまでは減額とはして

いないところでございますが、平成29年10月現在

の調定額を見ますと、均等割でマイナス9.2％、

法人税割でマイナス11.7％という状況になってご

ざいます。こちらの29年中の調定に前年度の予算

との調整額を見込みまして、若干それより増額と

なったところでございます。よって、法人町民税

につきましては、前年比550万2,000円の減という
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ことで、マイナス5.8％と積算したところでござ

います。 

  あと続きまして、３点目の固定資産税の関係で

ございます。 

  建物のほうにつきましては、予算積算時、10月

現在プラス220棟と見込んでいたところでござい

ますが、年末に向けてプラスアルファがちょっと

見込まれるところでございますので、250近くに

はなるのかなというところで今現在、積算してい

るところでございます。 

  続きまして、町たばこ税の関係でございます。 

  こちらのほうにつきましては、売り渡し本数、

旧３級品につきましては146万本、旧３級品以外

の本数につきましては3,032万本と見込みまして、

それぞれ税率を乗じて積算したものでございます。 

  続きまして、固定資産税と都市計画税の予算額

の差異というところでございますが、固定資産税

につきましては、今回土地家屋とも減少となって

ございますが、償却資産につきましては、プラス

の4.6％というところで、償却資産については増

額を見込んだところでございます。それによりま

して、固定資産税については、対前年比若干の減

ということで55万9,000円、率にしますと0.0％と

いうところでございます。 

  一方、都市計画税につきましては、償却資産の

ほうが都市計画税につきましてはありませんので、

土地につきましては、地価下落が市街化区域につ

いては、ほぼ横ばいということで若干の増と、家

屋につきましては、在来分家屋の減価ということ

で2.5％ほどの減というところで、都市計画税に

つきましては、111万5,000円の減、率にしてマイ

ナス0.7％と見込んだところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 税務課長。 

○税務課長（石塚孝信君） 税務課長、石塚でござ

います。 

  宮代町の徴収率といたしましては、県内で28年

度の決算ベースで県内63市町村中23位でございま

す。その前の年度がたしか27位でしたので、若干

改善傾向になっております。ただし、全県的にど

この市町村もかなり徴収については、力を入れて

おりますので、宮代町としても27から28年度の決

算において、徴収率を上げた割合をその前の年に

比べると、もっと上位に本来であれば上がれるよ

うな率なんですが、他の市町村もかなり徴収率を

上げてきておりますので、宮代町が頑張っている

以上にほかも頑張っておりますので、非常にいい

ライバル的な形だとは思うんですが、なかなか頑

張っても上位には上がれない。特に幸手市や杉戸

町におきましては、徴収事務指導員をもう５年前

ぐらいからお願いをして、かなり徴収については

改善をしておりまして、かなり上位に食い込んで

おります。 

  宮代町でも、昨年10月に個人県民税については

知事の表彰をいただいたところでございますが、

まだ全国平均になりますと、これが、すみません、

埼玉県でつくっている63市町村の徴収率の状況で

ございます。青が全国平均以上のところ、黄色が

県平均以上のところ、赤が県平均以下のところで、

赤いところは要注意ということで、こんなような

ものを毎年つくって持ってきまして、結果として、

宮代町は、これ28年度の状況なんですが、黄色の

状態ですので、県平均はいっているんですが、全

国平均にはいかないような状況でございます。 

  そんなようなことで、県のほうでは特に県民税

につきましては、住民税が６％、県民税が４％、

その徴収は全て市町村が担っておりますので、県

民税分の４％が県も入ってこないとかなり財政的

にも厳しいことから、特に県民税の徴収について

はてこ入れをしていただいております。 
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  そんなこともありまして、宮代町では、町県民

税だけではなくて、固定資産税や都市計画税、ま

た法人町民税についても、全て徴収率のほうは今

後も非常に気になる部分でございますので、それ

らを確保していくために指導員を置いて、継続的

に右肩上がりの収納率を確保していきたいという

趣旨でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） ありがとうございます。 

  それでは、特に再々質問は、12ページ、13ペー

ジの固定資産税なんですけれども、そうしますと、

昨年度もたしか家屋については220棟プラスアル

ファということで予算計上されたんですけれども、

そうしますと、新年度については250棟ですから、

金額は昨年より500万弱ですかね、減っているの

で、前年度は、じゃ、もう少しよかったと、それ

よりも新年度は若干悪くなるという、そういう見

込みなんですねということで確認させていただき

ます。 

  それから、町たばこ税についてはわかりました。

先ほどは合わせた本数だと思いましたので、はい、

わかりました。 

  あと、この18、19ページの都市計画税の関係な

んですけれども、そうしますと、ほとんど固定資

産税はほんのわずかですよね、減額しているのは。

ほとんど変わりないという見方なんですけれども、

一応、都市計画税は数値でいくと0.7％の減にな

っているので、この辺はどうなんですかね。 

  積算の仕方はほとんど変わりないということで

は理解するんですけれども、いかんせんこういう

ふうに数字が出てきますので、家屋についてはマ

イナス2.5％なんですけれども、そうすると家屋

のほうがどうなんですか。比率的には大きいんで

すか。償却資産はもちろんないのであれなんです

けれども、その辺、家屋と土地の関係では、この

積算根拠ですよね。もう少しわかるように説明し

ていただけますか。 

  税率は固定資産税の課税標準額の0.2、両方同

じなんですけれども、この減らす、減額の比率で

すよね。これの関係で、もう少しわかりやすく説

明していただきたいと思います。 

  それから、90ページ、91ページの徴収対策事業

なんですけれども、これは県のほうもそういうふ

うに、年間どれくらいの比率でそういうデータを

よこすのかわりませんけれども、県は県で確かに

わかるんですけれども、そういうのをどんどん自

治体のほうに、何ていうんですかね、納税状況を

示されると、これは、今は確かに平成28年度では

63市町村中23位だと。 

  平均よりはずっと上にあるといっても、それで

いいというふうには言えないという担当者のあれ

なんですけれども、これは町民からすれば、やっ

ぱり徴収を強化されるということになりますので、

大変だなというふうな思いをするんですけれども、

その点では、町税と国保税合わせてなんですけれ

ども、私は大変かな、町民からすれば大変だなと

いう思いはしますけれども、その点ではどういう

ふうに評価されているんでしょうか。こういうふ

うにやっていくということですから、それなりの

考えがあってのことだと思うんですけれども、そ

の辺の町民との関係ではどういうふうに評価され

ているでしょうか。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） 税務課副課長。 

○税務課副課長（金子 諭君） 税務課副課長、金

子でございます。 

  予算書12ページ、13ページの固定資産税の家屋

の棟数の関係でございますが、ここ３年間の平均

ですと、平成28年築が274棟、平成27年築が216棟、
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平成26年築が299棟というところで、それよりは

若干平均よりは少な目ということで、220棟とい

う形で予算積算時に見込んだところでございます

が、年末にかけまして精査しますと250棟近い数

値になろうかというところでございます。 

  続きまして、都市計画税と固定資産税の積算の

差でございますが、固定資産税については償却資

産、こちらのほうの増加分がありますことから、

減少分が緩和されております。 

  土地につきましては、地価下落分を63万4,000

円の減、負担調整分を256万8,000円の増、また前

年度の予算との調整額として634万4,000円の減と

いうところで、トータルいたしまして441万円の

減少、0.8％の減と見込んだところでございます。 

  家屋につきましては、固定資産税のほうの在来

分家屋の減価が4,159万5,000円の減少、新増築及

び滅失家屋、軽減家屋等の影響を2,921万円の増、

前年度との予算額との調整額を804万8,000円と見

込んで、こちらのほうはトータルで433万7,000円

の減、前年比0.7％の減と見込んだところでござ

います。 

  一方、都市計画税につきましては、土地につき

ましては、地価下落分を10万3,000円の減、負担

調整分を61万2,000円の増、前年度予算との調整

額を36万円の増ということで、86万9,000円、

1.1％の増額と見込んだところでございます。 

  家屋につきましては、在来分家屋の減価を445

万7,000円の減、新増分家屋等の増分を263万

3,000円、前年度予算との調整を９万8,000円と見

込んで、前年比172万6,000円の減、率にしてマイ

ナス2.5％の減と見込んで積算したところでござ

います。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 税務課長。 

○税務課長（石塚孝信君） 税務課長、石塚でござ

います。 

  徴収対策の強化をすることによって、住民の皆

さんの生活を圧迫するという観点からの説明とさ

せていただきますが、税務課といたしましては、

適正に課税がなされたものについては公平に徴収

をしていく、皆さんがきちんと納期内に納めてい

ただくということを原則として考えております。

そのため、納期内納付にご努力いただいておりま

す大多数の納税義務者の方々の信頼をまず裏切ら

ないということが第一番だと思っております。 

  ただし、当時は収入があったとしても、今現在、

病気やけが等で働けない、納めたくても納められ

ないという方々に対しましては、当然、徴収猶予

や換価の猶予、そして滞納処分の停止というよう

な徴収の緩和措置も並行して考えていかなければ

ならないというふうに思っております。 

  そのため、税務課では、今現在、滞納となって

いる方については、早期に徹底した財産調査を行

うように努めております。特に勤務先の給与の状

況の調査、そして保険会社や銀行などの調査を行

いまして、保険の契約があって解約の返戻金があ

る場合、また銀行に定期預金や普通預金などがあ

る場合については、将来的な生活設計も含めて考

えた上で、納税できるようなもの、余裕があると

判断すれば、当然、差し押さえを実行していくと

いうことで、職員一同考えて進めております。 

  ただし、先ほど申し上げたように、銀行調査や

保険の調査、また、その他財産調査を行ってもな

かなか納税していただけるような資力が発見でき

ないという場合については、先ほど申し上げた滞

納処分の停止などの緩和措置も積極的にとるよう

に努めております。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） ほかに質疑ございますか。 

  小河原委員。 
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○委員（小河原 正君） それでは、小河原ですが、

質問を２点ほどさせていただきます。 

  １点は、町税がさほど伸びていないような説明

をしていますが、私、聞いておきたいのは、道仏

区画整理ができて、あそこが住居が始まってもう

何年たつんだな、もう結構、５年ぐらいたちます

か。その５年間の、できれば去年あたりまでの総

収入、以前の農地であった時代から、今度宅地に

なったんですね。それの総収入が幾ら、差し引き

するとどのぐらいプラスになったのか、教えても

らえればと思います。 

  もう一点は、前段者の質問と重なってしまうん

ですけれども、説明の中で幾つか理解はするんで

すけれども、徴収事務指導員の問題、私も、費用

弁償を含めて240万の予算化が計上されておりま

すけれども、この徴収指導員を設置したことによ

って税率がどのぐらい上がるのか、ちょっと教え

てもらいたい。率が。 

  先ほど何か説明の中で、町税とか国保を考えて

いると言うけれども、これの２つでどのぐらい率

が上がって、金額としてどのぐらい効果があるの

か。私も、報酬員を確保することによって、費用

対弁償じゃありませんけれども、どのぐらい効果

があるのかというのは本当に疑問をするところで

す。240万円ぐらいしか上がらなかったら、これ

は資することはないしね。そんなことはないとは

思いますけれども、そんな甘いもんじゃないと思

います。 

  そこで、何かこの報酬指導員は、仕事はどうい

うことだといったら、職員の指導も行うと。何、

宮代町は指導される立場なの、職員は。そのぐら

いじゃなくて、指導する立場じゃないの、逆に。

私、そう思うんですよ。ということは、他人任せ

のような感じがするんだよね、これ聞いていると。

指導員ができて、指導員の指導が悪いから徴収率

は上がらないんだよとか、こんなこと言えるもん

ね、今度ね。自分たちで積極的に徴収を上げる努

力をしなくちゃいけないわけです。 

  以前、たしか差し押さえをする方が３人だか４

人いましたよね。その辺はどうなっているのか。

差し押さえをする職員がいたわけだ。そういうこ

とを外しちゃって、今度は徴収員を挙げて指導し

てもらうと。何か私は、今までの税務体制は、徴

収体制はいいかげんだったなと言われてもしよう

がないと思いますよ。 

  こういう今度は徴収員を挙げて税率を上げると、

徴収率を上げると。そんな今まで甘い考えでいた

わけですか。どうもそこら辺が、この徴収員を設

置することによって何か責任転嫁しているように

思えてならないんですよ。それ、どういう考えだ

かもう一回教えてもらいたいんですが、その２点、

お願いします。 

○委員長（田島正徳君） 税務課長。 

○税務課長（石塚孝信君） 税務課長の石塚です。 

  順次お答え申し上げます。 

  まず、道仏土地区画事業による影響額でござい

ますが、平成24年度に集合保留地の公売が始まり

ました。そのために、25年、26年、27年と建物が

かなり一時期に集中してできてまいりました。そ

れに伴いまして、新しく宮代町に転入される方も

非常に増えてきているという状況です。 

  これを平成29年度の当初の課税の状況と比較し

て一応整理したものがございますので、そちらを

ご報告させていただきます。 

  町民税につきましては、24年度の状態と28年度

の状態、先ほど申し上げた集合保留地の公売が始

まる前の状態ですので、今までの農家地区の状態

と28年度の、これは、すみません、町県民税なん

ですが、町県民税ベースで考えますと、4,700万

円ほど増額になっております。そのうち、町民税
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と県民税が入っておりますので、町民税だけにし

ますと、2,850万円ほどが24年と28年度の確定値

で増えております。 

  それと、固定資産税につきましては、これが、

すみません、固定資産税につきましては、24年度

と29年度の当初でこれは比較になっておりますが、

まず、土地については3,090万円ほど増額になり

ました。建物については、24年と29年度当初比較

で3,850万円ほどが増額になっております。 

  これらを足しますと、約１億円程度、9,800万

円なんですが、約１億円が増額になったというよ

うな計算でございます。これはただ単純に24年度

の課税の状態と28年、29年の状態との比較でござ

いますので、この５年間の総トータルの個々の数

字までは出しておりませんけれども、そのような

状態で比べると約１億円程度が増加になったとい

うような試算でございます。 

  ちなみに24年と27年を比べますと約6,000万円

増額になりますので、28年、29年で4,000万円弱

増えてきているというような状況でございます。 

  次に、徴収対策に向けた指導員の設置でござい

ますが、率や金額については具体的な目標は持っ

ておりません。ただし、今回報酬として二百数十

万円をお支払いすることになりますので、その数

倍は徴収の額をきちんと確保していただくように、

税務課徴収担当と共同して取り組んでまいりたい

というように考えております。 

  また、職員を指導する立場ということでござい

ますが、今回考えているのが県税のＯＢの方、県

の徴収に長く取り組んでいる方で、そもそも本人

みずからが差し押さえ等も実践されているような

方を候補として、今選びたいなというふうに思っ

ているところでございますが、税務課の職員、町

の職員全般なんですが、３年から５年サイクルで

大体異動になってしまいますので、そういうよう

な異動の中で、この徴収に対しての事務処理やノ

ウハウを多くの職員に引き継いでいくという趣旨

も含めて、県でのノウハウを指導していただいて、

町の職員がそれに基づいて成長し、みずから対策

に取り組んでいけるようなところを強化していき

たいという趣旨です。 

  なので、指導される立場ということでのお話が

ございましたが、今時点では、やはり町職員も、

先ほど申し上げたように徴収１年目の者とか、私

は、徴収担当は非常に長く取り組んでおりますが、

なかなか全てに私みずからが取り組むこともでき

ませんし、また徴収対策も今６名で対応させてい

ただいているところですが、なかなか事細かな部

分までまだ調査し切れないということがございま

すので、少しでもその調査を含めて、細かな調査

を行う中で徴収率の確保、当然、税額の確保、そ

こに努めていきたいというふうに思っております。 

  現在、徴収対策で担当している職員が６名おり

ますので、その６名プラス私と副課長は徴税吏員

の位置づけをいただいております。差し押さえは

徴税吏員の資格を持っていないとできないもので

すから、徴税吏員としての資格をいただいて、み

ずから差し押さえができるような立場でございま

すし、差し押さえも、私が直接はやりませんけれ

ども、職員が頑張って対応をさせていただいてお

ります。 

  今回、資料の予算の委員会のほうからご指摘を

いただいて提出いただいているこの資料の13ペー

ジなんですが、徴収につきまして、滞納処分の状

況を表にまとめさせていただいております。 

  ページについては13ページでございます。 

  今まで町税の徴収率については、平成22年度ぐ

らいをピークに年々減少傾向にございました。27

年度から少しずつ改善に向けて取り組んでおりま

す。結果として、滞納処分、差し押さえも件数が
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どんどん増えております。 

  ちなみに平成26年がたしか60件ぐらいの差し押

さえだったんですが、27年度が115件でしたでし

ょうか、28年度が155件、29年度は１月末現在で

155件ですので、今後３月末までに滞納処分の差

し押さえが恐らく30から40件行うことになろうか

と思いますので、滞納処分についても、職員みず

から積極的に取り組んでいるところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） 道仏につきましては１億

円、これから毎年、道仏の関係はどんどん入って

くるんだと思いますので、道仏がなかったら大変

だなと、今思えば思いますよね。話だけきょうは

聞いておくだけでいいんですけれども、道仏のお

かげで町税も増えてきていると。道仏の部分はわ

かりました。 

  徴収事務指導員の問題、正直言って、確かに差

し押さえ、よくない、やりたくないよね。わかり

ますよ、私も。まして、どういう話しして、どの

ような説明するかわかりませんけれども、これ難

しくて、場合によっては本当に怒鳴られることだ

ってあると思いますよね。確かにこういう仕事は

よくないと思いますから、この差し押さえする人

が、今度、指導員が本当に積極的にこの人は行っ

てやってくれるのかどうか、それはまだはっきり

しないでしょう。それは経験者だと言っています

けれども。 

  職員と一緒に行くといったって、本当は行きた

くないよね、本当は。わかるよ、私もそれは。そ

ういう嫌な仕事というのは、余り行きたくないよ。

それを積極的に今度はこの人に行ってもらうとい

うことが大事なことだと思うので、本当にやって

もらえるのかどうか、それで職員は、あんたらが

行くもんだよということになるのかどうか、それ

だけ聞いておきたいと思うんですよ。 

○委員長（田島正徳君） 税務課長。 

○税務課長（石塚孝信君） 税務課長の石塚でござ

います。 

  徴収事務指導員さんに差し押さえ等の滞納処分、

住民の方と交渉や折衝を行わなければならないも

のを全てお願いしようというところは全く思って

おりません。 

  今現在、考えておりますのは、県での徴収事務

のやり方、調査の仕方、またその調査の範囲、そ

れらを町の職員がしっかりと受け継いで、それら

のノウハウをいただくということを考えておりま

すので、徴収指導員みずからが現場に行って差し

押さえをすることも当然あると思いますが、ただ、

それが当たり前のことと思ってしまうと、逆に職

員が自分たちはやらなくていい、指導員さんにや

ってもらおうという気持ちが出てしまってもいけ

ませんので、そこはちゃんとしっかり徴収指導員

さんと一緒に現場に行って納税交渉も行う、調査

も行う。その中で、徴収指導員さんのやり方を見

ながらしっかりとノウハウを学んで身につけてい

ただきたいと。 

  その上で、人事異動のサイクルもありますが、

後任の方や同僚の方にどんどんノウハウを引き継

いで、全員が同じレベルで調査ができる、もしく

は差し押さえができるというような職員体制にし

ていきたいと思っています。 

  特に今後は、給与所得者の住民税の一斉指定で

会社がお給料から住民税を天引きしていただいて

おりまして、そのおかげで徴収率、かなり上がっ

てきてはいますが、ただ、やはり会社の景気が悪

化してまいりましたり、もしくは倒産したりする

と、お給料から天引きしていた住民税が町のほう

に振り込まれてこないというようなことなどがご

ざいますので、そのときの調査の仕方、税務調査
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や実際の現場に行って帳簿の調査、これらはまだ

なかなか町職員のレベルではかなり高度な部分ま

で、未経験の部分がございますので、そういう今

まで町がやってこなかった、できなかった分野に

ついても、今回、徴収指導員さんと一緒に行動す

る中で、しっかりと町のノウハウとして引き継げ

るように位置づけていきたいというふうに考えて

おります。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） ほかに質疑ございますか。 

  角野委員。 

○委員（角野由紀子君） 角野です。 

  92ページの納税推進事業です。私たちの予算書

でいくと43ページ、それから税務課の資料でいき

ますと14ページなんですけれども、このＰａｙＢ

というのを来年度から導入するということなんで

すが、これは費用的には全然上がってきていない

ような気もするんですが、この費用というのはど

んなもんなのかということと、それから、毎年こ

この本年度の特徴に口座振替の推進というのが必

ず載っているんですが、この資料の14ページ見ま

すと、ちょっとだんだん下がってきているのかな

というような、町県民税普通徴収に関しては下が

ってきているかなというふうに思いますが、徴収

するほうは徴収率を上げるのが基本なんでしょう

けれども、どうやって払ってもらうのが一番いい

と思っているのか、その辺の目標というか、その

割合というか、その辺は考えていらっしゃるのか、

お伺いします。 

○委員長（田島正徳君） 税務課長。 

○税務課長（石塚孝信君） 税務課長、石塚でござ

います。 

  まず、ＰａｙＢにつきましては、全国でも非常

に、宮代町として取り組みは最先端だと考えてお

ります。今回、県内で実施するのが、既に決まっ

ているのが入間、飯能、伊奈町、そして宮代町で

ございます。 

  宮代町では、今決済会社がりそな決済サービス、

りそな銀行グループの系列、グループ会社でござ

いますが、そのりそな決済サービスを介してコン

ビニエンスストアの収納を行っております。今回

のＰａｙＢにつきましても、コンビニエンススト

ア収納の延長と考えていただきたいと思います。 

  まず、皆様がお持ちのスマートフォンからＰａ

ｙＢのアプリをダウンロードしていただいて、口

座番号や暗証番号、住所、氏名などを事前に登録

をお願いいたします。その上で、アプリがダウン

ロードされましたら、宮代町で今現在、皆様にお

送りしている納付書、そこにバーコードが印刷さ

れておりますので、そのバーコードを、そのアプ

リを起動すると今度はカメラになりますので、そ

のカメラでＱＲコードを読むように読み取ってい

ただくと、宮代町の何税の何期、幾らというよう

な情報がアプリを通じて銀行とやりとりができま

すので、そこで暗証番号を最終的に入力してオー

ケーのサインを出せば、その場で銀行の口座から

引き落としがされると。その引き落としをされた

お金は、決済会社を通じて宮代町のほうに振り込

まれるというようなシステムです。 

  詳しくは３月の広報にちょっと図も入れてお示

しをしておりますので、ご確認をいただければと

思いますが、まず、そのＰａｙＢの利用、今回急

いで始めました。それは、今回導入経費がゼロで

済むということがございます。 

  特に今回、りそな決済サービスさんのほうでは、

埼玉りそなグループ、りそな銀行グループを通じ

て、このウエブ決済に非常に力を入れてきており

まして、導入経費についてはゼロということでご

ざいます。 

  ただし、１件当たりの手続については、コンビ
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ニエンスストアの収納の延長で考えるということ

もありますので、１件当たり55円に消費税を加え

た金額が手数料としてその決済会社にお支払いを

しております。それは、従来から行っているコン

ビニエンスストアの手数料と同額でございます。 

  住民の皆様からすれば、今まではコンビニエン

スストアなので、基本的には24時間、コンビニエ

ンスストアで納めることができましたけれども、

ただし、現金がないと納められないということと、

現金が手元にないと納められないということと、

コンビニエンスストアまで出向かなければならな

いという２つの手間というか、時間が必要だと思

います。 

  ただし、今度は家にいても事前にその手続をし

てあれば、家でテレビを見ながら、もしくは昼食

をとりながらとかでも非常に手軽に決済ができる

ようなシステムでございますので、納税機会の拡

大という意味ではプラスであろうということで、

早期に導入をさせていただいたところでございま

す。 

  また、資料の14ページの口座振替の率でござい

ますけれども、28年度から、先ほど申し上げた住

民税、27年度からですね、すみません。給与所得

者に対する住民税の特別徴収の一斉指定が行われ

まして、今まで給与所得者であっても、ご本人が

４回に分けて納める普通徴収の方法をとっていた

方々がたくさんおりまして、その方々は、口座振

替を利用されている方もおります。 

  ただし、今回は地方税法の趣旨にのっとりまし

て、基本的に給与所得がある方についてはお給料

から天引きということで、埼玉県下全市町村で一

斉に指定をさせていただいた結果、給与所得者で

普通徴収の方がかなり減っております。その関係

で、それに引っ張られて町民税の普通徴収分の口

座振替が27年はかなり落ちたという結果になって

おります。 

  ただし、口座振替でご利用いただく場合は、１

件10円プラス消費税で手数料、銀行に払っており

ますが、コンビニエンスストアで納めていただく

５分の１程度でございますので、できれば口座振

替を推奨していきたいというふうには思っており

ます。 

  ただし、銀行や役場の会計室で従来どおり現金

を持って納付していただければ、手数料はゼロで

ございますので、経費的な面を考えると、銀行等

の窓口で現金で納めていただくということが町と

しての経費の節減にはなりますが、ただし、いろ

いろなライフスタイル、多様化しておりますし、

利便性の向上が図れないと結果的に滞納につなが

ってしまうということもございますので、納税で

きるようなチャンスというか機会はなるべく多様

化、多肢にわたるほうがいいのではないかという

ことで、今回ＰａｙＢを導入しております。 

  あとは、長くなって大変申しわけありません。

口座振替をインターネット上で手続ができるよう

なウエブの口座申し込みのシステムも既に全国の

市町で取り組んでいますが、これは大きな市、小

さな町で、当初導入をするとしてもほぼ同じ初期

経費がかかりまして、これが500万、600万円の初

期経費でございますので、大きな市で財政的に余

裕があれば、そういうような初期投資も将来的に

はのみ込めるのかなと思いますが、宮代町規模で

すと、当初経費がかなりかさんでしまうので、そ

れらの経費がかかってしまう場合は、なかなか導

入に踏み切れないというような事情もございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） ほかに質疑のある方いま

すか。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（田島正徳君） ここで休憩いたします。 
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〔発言する人あり〕 

○委員長（田島正徳君） １問だけですか。 

  では取り消して、再開いたします。 

○委員（山下秋夫君） １問だけちょっとお聞きし

ます。 

  町民の現状ということで、町民税、均等割、所

得割ということになっているんですけれども、町

民の収入がどうなっているのか、ちょっとお聞き

したいなと思っています。 

  この説明書の12ページ、13ページ、均等割で

5,919万2,000円となっています。これを、均等割

ということですから、一律にすると3,500円で割

るわけですね。そうすると、人数が１万6,912人

と出てしまうんですよ。先ほど説明した１万

7,000ちょっとというあれとちょっと乖離してい

るのか、これは見込み額が、収納率98.6％という

ことでなっているんで、幾らか違うのかなという

感じはするんですけれども、この均等割の人数と

いうのは、最初からもう全員からもう諦めという

んですか、そういう計算の仕方なのか。 

  あと、去年のあれを見ますと、この計算でやっ

ていくと、去年が１万6,700人、この計算上でい

くと212人納税者が増えたということになるんで

すけれども、そういうような中で所得割ですか、

所得割を単純計算ですけれども、この人数で割っ

ていくと、29年度が９万6,296円、30年度が９万

5,815円で、１人頭の所得割が480円ほど下がって

しまう、要するに町民の収入が減っている、１人

頭の、そんな感じがしないでもないんですけれど

も、そういう中で町の財政も大変だなという感じ

はするんですけれども、これが町民の実態なのか

どうか、まず最初にそれを聞きたいなと思ってお

ります。 

○委員長（田島正徳君） それでは、休憩いたしま

す。 

 

休憩 午後 ６時０６分 

 

再開 午後 ６時１８分 

 

○委員長（田島正徳君） 再開いたします。 

  引き続き税務課分の質疑を行います。 

  税務課副課長。 

○税務課副課長（金子 諭君） 税務課副課長、金

子でございます。 

  個人町民税の納税義務者数の関係でございます

が、納税義務者数につきましては、過去３年間の

生産年齢人口、住基人口、納税義務者数の動向を

勘案いたしまして、プラス1.3％の１万7,187人と

見込んだところでございます。 

  なお、こちらに対しまして、収納率、こちらの

ほうは100％が望ましいところではございますが、

過去平均の、どうしても翌年度に繰り越してしま

う部分が出てしまいますので、収納率98.6％とい

うことで見込んだものでございます。 

  続きまして、町民の所得の動向でございますが、

こちらについては、委員会資料の７ページに７年

間分の所得の動向が掲載してございます。平成23

年から29年まで、納税義務者数は年々増加、総所

得金額についても、ここ５年間は増加しておると

ころでございます。平成29年当初では454億5,960

万3,000円ということで、納税者１万7,110人で、

１人当たりに換算いたしますと265万6,902円と、

１人当りの所得額が算定されるところでございま

す。 

  この所得額につきましては、ここ５年間を見ま

すと、１人当たり264万4,000円から266万円とい

うところで推移しておりまして、平成29年は前年

と比べると若干減となっておりますが、ここ５年

間では平均よりやや上ぐらいの推移かなというと
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ころでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 説明は3,500円で、納入率

もあるんで、１万6,912人でこれはよろしいんで

すね。 

  それで計算していくと、29年と30年度の予算編

成に当たっては、所得割が、この人数が増えたわ

りにはそんなに上がっていないということは、所

得が減っているということでこれは受けとめてよ

ろしいんでしょうか。212人増えているんですよ

ね、計算では。１人頭の税額ですね。 

○委員長（田島正徳君） 税務課副課長。 

○税務課副課長（金子 諭君） 税務課副課長、金

子でございます。 

  所得割額につきましては、過去３年間の調定で

すとか給与所得水準の増を勘案いたしまして、平

成29年10月の調定額をベースに総額16億2,043万

1,000円と算出いたしました。収納率は、特別徴

収のほうが99.9％、普通徴収が95.1％という形で、

前年比1,229万9,000円、0.8％の増としたところ

でございます。 

○委員長（田島正徳君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 山下です。 

  そういうことを聞いているわけじゃないんで、

１人頭の税額は増えているのか、減っているのか

と聞いているんですよ、１人平均で。212人、こ

れで計算して増えて、これだけの収入しか入って

いないということは、要するに町民の所得額が減

っているということを意味するんでしょう。 

○委員長（田島正徳君） 税務課副課長。 

○税務課副課長（金子 諭君） 税務課副課長、金

子でございます。 

  １人当たりの所得額の動向につきましては、現

在、町民税申告、確定申告等を行っておりまして、

その１人当たりの動向については、現在のところ

は把握しかねるところでございます。 

○委員長（田島正徳君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） これは計算すれば、単純で

いいですから、増えたか、減ったかぐらいはわか

ると思いますよ。計算上はね、単純計算でも。や

はり町民の生活実態はというと、所得が減ってい

るというのが実態でしょう。なぜそれを言えない

のかなという感じがするんだけれども、ちょっと

わからないね、その辺のところがね。 

  やはりそういう中でこの町税なんかは集めてい

かなくちゃいけないということになると、町民の

生活実態が減っているのに、徴収、税金を集める

仕事を強めていくんだということになると矛盾し

てくるんですよね。その辺のところは。 

○委員長（田島正徳君） 税務課長。 

○税務課長（石塚孝信君） 税務課長の石塚です。 

  先ほど副課長がご説明したとおり、１人当たり

の昨年中の収入については、税務課では今現在、

集計中でございます。特に確定申告が終わってお

りませんので、昨年中の町民の皆さんの収入の動

向については、全く把握していないというのが現

状です。 

  今回の予算につきましては、昨年10月の時点で

積算をしておりますので、過去３年間の動向、ま

た29年、昨年10月現在の調定額を比べまして、人

数や所得額について出しておりますので、個々の

所得の動向等について加味したものではございま

せん。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 個々のあれを出せとか、そ

ういうんじゃないんです。この予算上で、そうい

うように計算をして出したんじゃないかというこ

となんですよ。それが現実としてこの予算を出し
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たわけでしょう。だから、昨年と比べたら500円

近く減ってきていると、町民の収入が、これが実

態でしょうと聞いているわけだから、それだけで

す。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） ほかに質疑ございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（田島正徳君） ないようですので、以上

で税務課分の質疑を終了いたします。 

  本日はこの程度にとどめて、次回は３月２日金

曜日午前10時から委員会を開き、総務課分の質疑

から始めたいと思います。 

  これにて延会いたします。 

 

延会 午後 ６時２８分 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開会の宣告 

○委員長（田島正徳君） 皆さん、おはようござい

ます。 

  ただいまの出席委員は11名であります。 

  これより、２月28日に引き続き、予算特別委員

会を開きます。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎諸般の報告 

○委員長（田島正徳君） 審議に入るに先立ち、諸

般の報告をいたします。 

  金子正志委員におかれましては、本日、欠席す

る旨の連絡を受けておりますので、ご報告いたし

ます。 

  以上で諸般の報告を終わります。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第２５号の審査（総務課・町

民生活課） 

○委員長（田島正徳君） 本日は、議案第25号 平

成30年度宮代町一般会計予算についてのうち、総

務課、町民生活課の分の順に質疑を行います。 

  これより、総務課分についての質疑に入ります。 

  留意事項を申し上げます。 

  委員会の運営上、必ず挙手をして、委員長の許

可を受けてから発言いただくようお願いいたしま

す。 

  まず、担当課長から出席者の紹介をお願いいた

します。 

○総務課長（渋谷龍弘君） おはようございます。

総務課長の渋谷と申します。よろしくお願いいた

します。 

  自己紹介させていただきますのでお願いいたし

ます。 

○総務課副課長兼人権推進室長（大場崇明君） お

はようございます。総務課副課長兼人権推進室長

の大場と申します。よろしくお願いいたします。 

○総務課副課長（稲宮辰男君） おはようございま

す。総務課副課長の稲宮と申します。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

○総務課主幹（鈴木淳史君） おはようございます。

総務課主幹の鈴木と申します。よろしくお願いし

ます。 

○総務課主幹（柴﨑記代子君） おはようございま

す。総務課主幹の柴﨑です。よろしくお願いいた

します。 

○人権推進担当主査（飯山保孝君） おはようござ

います。総務課人権室主査の飯山と申します。よ

ろしくお願いします。 

○庶務職員担当主査（田邊和美君） おはようござ

います。総務課庶務職員担当主査の田邊と申しま

す。よろしくお願いいたします。 

○広報担当主査（新井庸一君） おはようございま

す。総務課広報担当主査の新井と申します。よろ

しくお願いします。 

○委員長（田島正徳君） 答弁に当たっては、職、

氏名を述べていただくようよろしくお願いいたし

ます。 

  質疑はございますか。 

  野原委員。 

○委員（野原洋子君） おはようございます。野原

でございます。 

  まず、１点質問させていただきます。 

  予算書の77ページ、こちらの男女共同参画社会

推進事業の、こちらは13節の委託料のところなん

ですけれども、こちら女性相談業務委託料がござ
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いますが、こちら女性相談員を委託するというこ

とだと思うんですけれども、こちらの相談員の性

別と年齢を教えていただきたいんですけれども。 

○委員長（田島正徳君） 総務課副課長。 

○総務課副課長兼人権推進室長（大場崇明君） 総

務課副課長の大場と申します。よろしくお願いい

たします。 

  ただいまのご質問についてお答え申し上げます。 

  まず、女性相談員の性別につきましては女性で

ございます。ただ、年齢については、こちらとし

ては把握しておりません。よろしくお願いいたし

ます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） ありがとうございます。 

  こちら、本年度の特徴として女性相談の実施と

いうことがあるんですけれども、女性のお悩みも

いろいろ多岐にわたるかとは思うんですけれども、

何というんですか、その年代とかもかなり広いと

思いますので、あとはお子さんがいる方とか、い

ない方とか、いろんな方がいると思いますので、

そのあたりちょっと気になったところです。 

  あと、せっかく男女共同参画と言っているとこ

ろで、何というんですか、悩んでいるのは女性だ

けではないと思うので、例えば、最近はもう本当

に父子家庭も増えていたり、その親権も今までだ

とお母さんのほうが親権を取る、取りやすいとい

うこともあったと思うんですが、今はお父さんの

ほうも親権を取りたいという方もいらっしゃいま

すし、ＤＶも男性から女性というのがやっぱり多

いとは思うんですが、中には女性から男性、あと

は言葉のＤＶ、モラハラみたいなものも女性から

男性にというのも最近出ていると思うので、こう

女性相談という、必要だと思うんですけれども、

男性の相談のほうが実は、男性はやっぱりプライ

ドがあるので、なかなかどこに相談するという気

持ちにもならないような方もいらっしゃったりす

ると思いますし、何というんですか、女性の気持

ちがわかる、わからないから悩まれるとか、女性

にしても男性の気持ちがわからないから悩まれる

という方がいらっしゃると思うので、相談員も女

性だから女性だけというわけではなくて、男性が

相談員でもいいと思いますし、いろんなことをこ

う考えながらやっていったらいいかなと思うんで

すけれども、そのあたりはいかがでしょうか。 

○委員長（田島正徳君） 総務課副課長。 

○総務課副課長兼人権推進室長（大場崇明君） 総

務課副課長の大場でございます。 

  ただいまのご指摘、ご質問についてお答え申し

上げます。 

  まず、女性相談でございますが、現在までの実

績をお答え申し上げますと、２月までの相談件数

については18件ということになっております。そ

の内訳でございますけれども、まずは生活全般に

関する相談が８件ございます。また、離婚に関す

る相談も２件ございます。また、ＤＶに関するよ

うな相談についても４件ございます。またあと、

ご近所づき合いの関係についても１件ございます。

そのほかに、自分の生き方はこれからどうしてい

けばいいのかというような悩みの相談も１件ござ

います。それと、家族の関係ですとかそういった

ものも２件ございました。これは全て女性相談と

いうことで、女性からご相談を受けているという

ことになっております。 

  先ほど、相談員の方の年齢については何歳か把

握していないというふうに申し上げたんですけれ

ども、これは外見で申し上げますと、人生経験豊

かな方が相談に乗っていただいておりまして、十

分にお話を傾聴して、いろいろなご相談に対応し

ていただいているというところでございます。 
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  また、先ほど男性の相談についてはというお話

もあったんですけれども、その前に委員さんのほ

うからも男性がＤＶを受けているというようなケ

ースもあるのではないかというご指摘もございま

したけれども、実際、宮代町におきましても、男

性がその女性、配偶者からちょっと暴言を吐かれ

たりですとか、そういうような相談については受

けておりまして、こちらについてはＤＶの関係で

ございますので、職員のほうで何度も対応させて

いただいて、いろいろなこう今後の方向性につい

ても相談をさせていただいておりまして、相談員

だけが相談を受けている、受けるという状況では

なくて、日常的なものについては職員のほうで対

応させていただいているというところもございま

す。 

  また、これは県の事業にもなりますけれども、

男性の相談については、県のＷｉｔｈ Ｙｏｕと

いうところが相談を受け付けておりまして、そこ

でも男性の方が、今、委員さんがおっしゃったよ

うな悩みですとか、そういったものの相談に対応

をしているということでございますので、町とい

たしましても大々的に男性相談ということで何か

やっているというわけではないんですけれども、

日常的に何かお困り事があれば対応させていただ

きます。 

  また、人権擁護委員さんがやっております町民

相談ですとかそういったところもございますので、

相談につきましては、いろいろな対応というのが

現在でもできているのかなというふうに考えてお

りますので、ご理解いただければと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） ありがとうございました。

とてもよくわかりました。 

  以上で大丈夫です。 

○委員長（田島正徳君） ほかに質疑ございますか。 

  よろしいですか。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） おはようございます。丸藤

でございます。何点かご質問させていただきます。 

  まず、62ページ、63ページの関係で順番で聞い

てまいります。 

  総務費の総務管理費の特別職報酬等審議会事務

事業で、これは特別職報酬等審議会の開催につい

てなんですが、いつも給与関係の改定等々につい

ては年末の人事院勧告の改定によって引き上げら

れてきてはいるんですけれども、この特別職報酬

審議会、年どれぐらい開催されているんでしょう

か。その点、まずお聞きしたいと思います。 

  それから次、総務管理事業の、いつも聞くんで

すけれどもメンタルヘルスセルフチェック及び研

修の実施ということで、このメンタルヘルスの関

係では職員、対象はどれぐらい受けるのか。それ

から、これ、系統的にずっとやっていかなければ

いけないと思うんですけれども、大体職員の中で、

いよいよ本当につらくなれば仕事にも支障を来す

と思うんですけれども、そういった意味ではこの

効果というか、いろんな意味でその職員の情報も

わかってくるし、それの対応の仕方も変わってく

ると思うんですけれども、そういった点ではどう

いう効果というか、そのためにもやっているんで

しょうけれども、その辺の内容等についてもお話

し願いたいと思います。 

  それから、ちょっと細かい話なんですけれども、

この中の委託料で電算委託料が３万3,000円、昨

年はなかったんですけれども、その辺、何なのか

ということと、それから、昇任試験あるんですけ

れども、これ、内容と、特に女性なんかはもうど

んどん、いつも話しするように進出していただき

たいと思うんですけれども、その昇任試験の関係
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で、女性の何ていうんですか、挑戦する方という

かその傾向についてもお尋ねしたいと思います。 

  それから、これは全部委託料なんですけれども、

適性検査委託料とありますけれども、これは多分

いろんな職種があって、こういうところにあなた

は適しているとかそういうことなのか、自分のこ

とはある程度自分でよくわかると思うんですけれ

ども、この適性検査というのはどういう内容なの

か、それらも含めてお尋ねしたいと思います。 

  それから、次の64ページ、65ページの職員研修

事業ということで講師謝金が20万円アップしてい

ます。もちろんこれでも見ているんですけれども、

市民自治に関する研修講師謝金ということでアッ

プしているんですけれども、この内容はどういう

ことなんでしょうか。 

  それから、これは特に新しいものではないんで

すけれども、女性職員キャリアプラン研修という

ふうになっています。名称はすごいんですけれど

も、これについてもう一度、どういう目的で行わ

れているのかから、そもそもからちょっとご説明

願いたいと思います。 

  それから、その下の図書追録整備なんですけれ

ども、これは例規執務サポートシステムの使用料、

これも増えているんです、19万5,000円かな、こ

れの理由について。 

  それから、次のページの66ページ、67ページ、

人権・平和推進事業についてなんですが、研修会、

これについてちょっとまず、この中の負担金、補

助及び交付金の埼玉県防衛協会会費というのがあ

りますよね、これについてのご説明と、それから、

人権・平和推進事業、平和事業というのは、ここ

で言うどういう事業なんでしょうか。平和首長会

議メンバーシップ負担金というのもあるんですけ

れども、その点をお尋ねしたいと思います。 

  それから、人権のほうではいろいろ全般的にあ

れですか、金額、予算が減らされていると思うん

ですよ、報償費が25万、それから需用費、委託料

と、この辺の関係は資料ではいただいているんで

すけれども、その辺の減っていく理由というのは

あると思うんです。その辺をお尋ねしたいと思い

ます。 

  それから、同じくオフィスサポーター雇用事業

なんですけれども、ここも予算上は全然変わって

おりませんので、賃金も上げられないということ

になろうかと思うんですけれども、オフィスサポ

ーターは、いろいろあると思うんです、得手不得

手、それから忙しい繁忙期とか、それから課によ

っては、今やっている税金相談とか税金対応とか、

季節的なものもあると思うし、１年間続いてずっ

とやる人と、そういうふうに点で雇用している、

あと、その本当に時期だけというの、いろいろあ

ると思うんですけれども、これについては、今、

実態、登録されている、決算でもお伺いしている

んですけれども、登録している方、それから、実

際オフィスサポーターとして働いている方、その

辺の乖離はないのか。ずっと登録だけで終わって

いる方はいないのか。その辺の整理だとか、その

辺はどういうふうになっているのか、ちょっと私

らにはその辺の実態というのはよくわからないの

で、その辺はどのようになっているのかお尋ねし

たいと思います。後で伺いますが、職員の、ここ

では一般会計ですけれども、全体の職員数とオフ

ィスサポーターの数と、それらもあわせてどうい

う体制になっているのかお尋ねしたいと思います。 

  それから、68ページ、69ページ、予算ですので、

行政不服審査会運営事業ということで例年予算は

計上するものの、実態はどういうふうになってい

るのか、その点もお尋ねしたいと思います。 

  それから、広聴広報事業なんですが、これにつ

いては、私らも議会だよりつくっていますので、
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担当者の苦労もよくわかるんですけれども、宮代

はこれまで、埼玉のどこの町だったかな、何かコ

ンクールに応募を出して賞をいただいている自治

体もあるように記憶しているんですが、宮代はそ

ういったコンクールというか、そういうものには

出さないですね、出していないですよね。その辺

もちょっとお聞きしたいと思います。 

  続きまして、76、77ページ、企画費の男女共同

参画社会推進事業なんですけれども、先ほど、前

段の委員の答弁で、この女性相談の内容について

はある程度分かるんですけれども、まず謝金が上

がっているんです、１万2,000円、前年度と、こ

の辺の人数増えたんだと思うんですけれども、そ

の辺の関係と、それから、この相談はたしか年２

回で、土日に開催されると思って記憶しているん

ですけれども、この相談はなかなか各課もそれぞ

れ福祉の相談とか、いろんな相談あるかと思うん

ですけれども、なかなか女性相談といっても、か

なりこれＰＲが行き届かないとなかなか相談も増

えないのかなというふうに思うんですけれども、

その辺の相談件数は18件なんですけれども、この

18件というのはどうなのか、もっともっと身近な

問題で、特に女性ということですからいろんな面

であると思うんですけれども、その辺の相談を増

やしていく努力というんですか、それはどうなの

か、どういうふうにされているのか、その点お尋

ねしたいと思います。 

  それから、男女共同参画セミナーの実施という

ことは、これは特に男女生き生き活躍できる、そ

ういった社会形成のほうを目指してということな

んですが、何か特に変わった点はあるのかどうか、

その点についてもお尋ねしたいと思います。 

  それから、まちづくり交流事業なんですけれど

も、例年１回国際交流のつどい、やっていますが、

この随分内容も変わっているのか、なかなか私ど

も出ていないので、そういった内容だとか参加状

況なんかはどういうふうになっているのか、ちょ

っとその点についてもお尋ねしたいと思います。

これは国際交流ですから、本当に必要だとは思う

んですけれども、どういった内容になっているの

か、その点お尋ねしたいと思います。 

  飛びます、96、97ページ、この選挙費の中で、

ことしはないんですけれども、来年一斉選挙とい

うことで県会議員選挙の予算計上されております

が、特に変わった点はあるんでしょうか、その点

お尋ねしたいと思います。 

  そうですね、先ほども言いましたように、職員

については、８人採用を見込んでいます。退職は

５人と。これは現時点で、また若干の変動もある

かと思うんですけれども、これらも含めて、先ほ

ども言いましたが、オフィスサポーターとの関係

でどういった体制でやられていくのか、こういう

体制でいくということなんですけれども、はっき

りしているのは、職員、一般会計だけで３人増え

るということなんですが、全体でどういうふうに

なるのか、その点もあわせてお尋ねしたいと思い

ます。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） 総務課副課長。 

○総務課副課長兼人権推進室長（大場崇明君） 総

務課副課長の大場でございます。 

  ただいまご質問いただいた点につきまして、順

次お答え申し上げたいというふうに思います。 

  まず、１点目の特別職報酬審議会につきまして

は、直近で開催をしておりますのが平成27年度に

なってございます。今年度については開催はして

おりません。特別職の報酬について見直す必要が

生じた場合に開催するということになっておりま

して、今年度についてはそうした必要性がないと

いうふうに考えておりまして開催をしておりませ
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んが、今後につきましては、近隣市町の動向を踏

まえて考えていきたいというふうに思っておりま

すので、よろしくお願い申し上げます。 

  続きまして、２点目のメンタルヘルスの関係で

ございます。 

  メンタルヘルスのセルフチェックにつきまして

は、これは労働衛生法の関係で実施することが義

務づけられているものでございますけれども、メ

ンタルヘルスについては、全職員を対象に実施を

しております。ただ、回答につきましては90％程

度の回答になっていまして、この100％に満たな

い理由というのは、提出漏れというのもあるんで

すけれども、ちょっと書類の不備があって、個人

情報の記載をチェックしなくてはいけないところ

があるんですけれども、そういったチェック漏れ

とかといった場合に回答に計上されないというと

ころがございまして、参加率としては91％弱とい

うような状況になっております。 

  この効果ということなんですけれども、これは

自分のメンタル状況を経年的に把握するというこ

とができますので、今、自分の精神状況がどうい

う状況なのかということは、これ職員自身が把握

すること、これが最も大きな効果になります。そ

の中で、良好な状況である職員以外の方も出てき

ます。そうした者についてのフォローとしては、

産業医との面談ですとか、必要に応じて総務課の

ほうでも相談を受けるというような体制もとって

おりますので、そのセルフチェックで確認した職

員が自分で何かしら手を打たなきゃいけないとい

うことになった場合には、そういう対応が十分補

完されているというもので考えていただければと

思います。 

  なお、現在のメンタル不調により休職している

職員については、当町については現在１名おりま

す。もうその職員については３年目ぐらいにはな

るんですけれども、今は少しずつ克服して、リハ

ビリをしながら復帰を目指しているという状況も

あります。メンタルについては、これは人によっ

て負荷のかかり方が異なってきますので、その辺

については、各所属長とも連携しながら状況を確

認して、何か問題があれば総務課のほうに言って

いただいて、必要があれば先ほど申し上げた産業

医等に相談をしていくと。あるいは、ご本人と面

談して、医療機関あるいはそういう相談をできる

ような部署、これは共済組合のほうでも補助金が

出ておりますので、そういったものを勧奨してい

るという状況でございます。 

  次に、総務管理費の委託料の中で、システムの

電算の関係で、予算書で言いますと、63ページの

13節の電算委託料３万3,000円が計上されている

けれどもということでございますが、こちらにつ

きましては、給与実態調査というものを毎年、こ

れは総務省の流れで行っているんですが、５年に

１度、給与基幹統計調査というものが行われてお

りまして、その基幹統計調査を行うための電算委

託料でございます。こちらにつきましては、前回

平成25年度にも行っておりますが、同様に基幹統

計調査対応のプログラムということで予算計上さ

せておりまして、こちらについては５年に１度、

現時点では計上させていただくという予算でござ

いますので、ご理解いただければと思います。 

  続きまして、昇任試験の関係でございます。昇

任試験の内容ということでございますけれども、

宮代町については主に大きく２つ分かれておりま

す。まず１つが、昇任試験を受けられる年齢とい

うのが33歳以上の職員で42歳以下ということで、

こちらは主任という格付がされているという条件

が入ってきますけれども、こちらの職員について

は昇任試験を受けるということになります。昇任

試験の内容なんですけれども、まずは筆記試験が



－７８－ 

ございます。筆記試験については、地方自治法で

すとか公務員法等の法律関係、あるいは文書理解

ですとか事例対応、そういったものがございまし

て、こちらの筆記試験を受けていただきます。ま

た、総務課のほうで設定したテーマに基づく作文

試験を受けていただきます。その上で、最終的に

は面接を行って合否を判定するというものでござ

います。 

  もう一つが、43歳以上の職員で主査試験に受験

しなかった、あるいは主査試験目指していたんだ

けれども合格しなかったような職員に対して、40

後半、40代になってなかなかもう一回試験を受け

てやるというのはなかなか難しいところもありま

すので、現時点では日常的な業務を見て、所属長

が主査にふさわしいかどうかというところで判断

をしていただいて推薦をしていただく推薦選考に

ついても行っております。この２点が大きな柱に

なっておりまして、33歳以上42歳以下については

試験、43歳以上については、所属長推薦という形

で行っております。 

  女性のこう、なかなか主査以上の職員がいない

という状況は先ほどご指摘いただいたとおりでご

ざいます。今年度につきましては、女性が４名受

験をいたしまして、現時点ではその４名の方には

来年度以降昇格をして、町のその中心を担ってい

ただけるようにというふうに考えているところで

ございます。 

  次に、同じ63ページの適性検査委託料というこ

とで８万7,000円計上させていただいております。

こちらにつきましては、職員の適性というわけで

はないんですけれども、宮代町に受験する職員が、

毎年採用試験実施しておりますけれども、採用試

験については、筆記試験と作文試験で基本的には

まず一次試験を見るんですけれども、その際に職

員としての適性があるかどうかという参考資料と

して適性検査を受けていただいておりまして、そ

の中でリーダーシップがあるかとか、あとは慎重

性があるかとか、そういうようなものを確認する

という試験でございます。こちらについては、検

査はさせていただいておりますが、合否のほうに

は使っておりませんで、合格した場合にその適性

の状況を見て配属先を決めたりですとか、そうい

ったところの参考資料とさせていただいていると

いうものでございます。 

  それと、次に予算書の64ページ、65ページの研

修事業でございます。講師謝金ということで上げ

させていただいておりますが、この中で、今回新

たに市民自治の関係で講師謝金というものを計上

させていただいております。こちらにつきまして

は、町長が就任されまして、宮代町の職員として

改めて市民参加ですとか、町民の皆さんとの対話

というものを重視していく、そういうものに変え

ていって、町民の皆さんの思いが行政につながっ

ていくような、そういうような取り組みを進めた

いというのが町長のお考えでございます。そのた

めには、もう一度改めて原点に立ち返って、市民

自治というのはどういうものなのか、その辺につ

いて職員を対象に研修を行っていきたいというこ

とで今回上げさせていただいたものでございます。 

  また、この関係で、右側の本年度の特徴という

ところで女性キャリアプラン研修の実施というこ

とについてもご指摘をいただいておりますが、女

性職員の参画という部分については、先ほどの昇

任試験の関係でもございましたし、町の職員の４

割が女性の職員でございますので、この方々の能

力を生かしたまちづくりを行っていくというのは、

これは喫緊の課題であるというふうに考えており

ます。 

  女性職員については、これは社会的な風潮だと

は思うんですけれども、育児や出産、あるいは家
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事ですとかそういったものを、ご家庭の中の役割

分担だとは思うんですけれども、担うケースが多

くなっていて、なかなか職員として入って働いて

いく中で、そういう分断があったりですとか、そ

ういう対応が出てきて、自分のキャリアというも

のを諦めるということではないんだと思うんです

けれども、そちらとの調整というか調和がなかな

か難しいという状況があって、職場の中で十分な

活躍というものができていないんではないかとい

う問題意識を持っております。 

  そうしたときに、やはり最近は他の自治体の職

員ですとか、宮代町の職員のキャリアプランを積

んできた女性職員の方に同じ目線で講義をしてい

ただくことがあるんですけれども、そういう自分

が苦労したときに、どういうふうに乗り越えてき

たかとか、どういうことを感じたかというような

部分を女性職員に対して研修を行っております。 

  今年度は、今、宮代町では女性活躍のプロジェ

クトというのがございまして、そちらで女性職員

のキャリアプランの研修についてを今年度は検討

していただきまして、７月には当町の女性課長が

いるんですけれども、その女性課長から女性職員

に対してメッセージというか、研修を行っていた

だきました。そのときに、全参加していただいた

女性職員からアンケートをとっておりまして、

75％ぐらいの職員が、研修の前後で自分の中で気

持ちの変化があったというような回答をいただい

ております。 

  その回答の中身としては、自分自身のキャリア

デザインを見直したいですとか、いろいろなこと

にチャレンジをしていきたいですとか、やはり行

動していくことが大切だというような前向きなご

意見もいただいておりますので、こうしたことを

継続して実施していくことで、この職場全体の中

で女性の活躍というものが必要なんだというよう

な職場風土をまずつくっていく、そういう必要が

あるいうふうに考えております。 

  次に、予算書64ページ、65ページの図書追録の

関係の例規執務サポートシステムの関係でござい

ます。 

  こちらにつきましては、先ほど、ちょっと私の

聞き間違いだったら申しわけないんですけれども、

委託料がふえているのではないかというご質問だ

ったと思うんですけれども、これ実は、委託料は

減額になって…… 

〔「使用料」と言う人あり〕 

○総務課副課長兼人権推進室長（大場崇明君） そ

うですね。すみません、使用料ですね。 

  使用料については減額になっていまして、19万

5,000円の減額となっております。 

〔「減ですね」と言う人あり〕 

○総務課副課長兼人権推進室長（大場崇明君） す

みません、はい、減です。 

  こちらにつきましては、業者さんのサポート体

制の見直しですとか、特に宮代町に不利益がある

わけではないんですけれども、業者さんのほうで

効率化を図っていただいて、うちのほうも少し何

とかならないかというような交渉もさせていただ

いたんですが、その中で見直しをしていただきま

して、今回減額となっているものであります。 

  次に、予算書の66ページ、67ページの関係でご

ざいます。 

  こちら人権平和関係の事業についてご質問をい

ただいております。 

  まずは、埼玉県の防衛協会の関係でございます。 

  こちらは、会費２万5,000円ということになっ

ておりますが、埼玉県の中では、市については４

万5,000円、村については１万5,000円ということ

です。その他、団体・個人については１万5,000

円の会費を集めているということです。 
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  この防衛協会の関係は、自衛隊の関係につなが

っていくんですけれども、防衛意識の高揚ですと

か、あと自衛隊と県民の相互交流、あるいは自衛

隊員の募集の協力ですとか、そういったもののた

めに会費を集めて運営をしているというものでご

ざいまして、県内では市町村と団体等、あと、個

人も含めて多くの方がこちらの活動内容に参加を

しているという状況になっております。 

  次に、平和事業の関係でございます。 

  平和事業の実施の内容はどういうものかという

のがまず１点ございましたが、こちらにつきまし

ては、まず、原爆の関係で朗読劇というのを毎年

行っておりまして、こちらについて町のほうで支

援をさせていただいているというのが、まず平和

事業の大きな柱になっております。 

  それともう一つが、負担金として平和首長会議

のメンバーシップ負担金というものについて

2,000円の会費を払っておりますが、こちらの平

和首長会議につきましては、世界162カ国、地域

においては7,536都市が加入をしているというこ

とで、日本国内の自治体は、平成30年１月１日現

在ですが、1,716自治体が加入をしているという

ものでございます。近隣では、白岡、杉戸、幸手

についても平成27年度より負担しておりまして、

松伏町なんかについても負担をしているというも

のでございます。 

  こちらは、事業としては世界平和の連帯都市の

推進ということで、さまざまな情報発信ですとか、

あとは首長さん方で行う核兵器禁止条約の促進だ

とか、そういうような活動というのを行っており

まして、町のほうも平和に向けては取り組みが必

要だということで、こちらメンバーシップの負担

金のほうを負担させていただいているというもの

でございます。 

  それと、あと、この人権平和事業の中で昨年度

と比べて報償費等が減額されているけれどもとい

うお話がございました。こちらについては、越谷

法務局管内で行っております部会がございまして、

その中から県の委託事業というのを数年に１度持

ち回りというか、そういった中で行っている事業

がございます。こちらが今年度は宮代町が対象に

なっておって、今回、車椅子でパラリンピックに

出られた成田さんを招いて講演会を行っておりま

すけれども、そういった活動を県からの委託金を

受けて実施をさせていただいております。おおむ

ね３年から４年に１度、宮代町でそういう事業を

行うということになっておりますので、今年度に

ついてはそういう予算が計上されておりましたが、

来年度については予算の計上がないということで

減額になっているということでございます。 

  それと、次に、ＯＳの関係で出た、最後、職員

数の関係もございましたので、最後にお答えさせ

ていただきますが、行政不服審査会のこの実態で

ございますが、行政不服審査会事業については、

行政処分に対する不服があったときに申し立てを

していただくというものでございます。今年度に

ついては審査請求がなかったということで、開催

はしていないということになっております。こち

らについては、行政不服審査法の改正があって、

平成28年度ぐらいから町の事業として実施をさせ

ていただいているものなんですが、今年度につい

ても、事業を実施してから今のところは審査請求

はないという状況になっておりますので、ご理解

いただければと思います。 

  次に、男女共同参画の中で、すみません、予算

書のページでいきますと、76、77ページでござい

ます。 

  この中で謝金が１万2,000円ほど増額という形

で計上させていただいておりますが、男女共同参

画のメンバーを増やしたいなというふうに考えて
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おりまして、これ毎年公募をさせていただいてい

て、昨年度は２名の方に応募をいただいておりま

すが、現在５名で運営しているという状況でござ

いまして、やはり男女共同参画の取り組みをもう

少し進めたいということもあって、謝金を増額さ

せていただいて受け入れ態勢を整えたいというこ

とで、今回増額をさせていただいているというも

のでございます。 

  また、先ほど女性相談の関係でご指摘もいただ

いております。 

  女性相談については、年間を通しては第３月曜

日に行っておりまして、平日参加できない女性の

方もいますので、年間２回の土日の開催というか、

いわゆる役場の休庁日の開催というものをさせて

いただいておりまして、利用の促進というのを図

っておりますが、この相談については、相談する

ようなことがないことが一番望ましいわけなんで

すけれども、やはり今こういう社会状況の中でさ

まざまな相談というのが出てきております。 

  18件の中身を見ますと、先ほども申し上げたと

おり生活全般の関係ですとか、離婚、あとは最近

はやっぱりＤＶの関係もありますし、あと近隣の

関係ですとか、あと自分の生き方に悩んでいると

いうようなものもあります。いろいろな複雑なご

事情を抱えている中で、町のほうとしては、相談

体制というのは充実を図っていく必要があろうと

いうふうに思っています。 

  ＰＲにつきましては、ちょっと今、たしか今年

の７月号か８月号だと思うんですけれども、女性

相談の休日をやるに当たって、一度特集記事を組

ませていただきまして、そうした中で利用の促進

については図っておりますので、多ければいいと

いうものではないんですけれども、潜在化してい

る悩みというものを受け入れられるような、そう

いうＰＲについては継続して行っていきたいとい

うふうに考えております。 

  それと、まちづくり交流事業の関係でございま

して、こちらも予算書の76、77ページの関係です。 

  まちづくり交流事業につきましては、先ほどご

指摘いただいたとおり、国際交流の集いというも

のを開催させていただいております。今年度は、

平成29年12月10日に開催をいたしておりまして、

参加者は157名でございます。そのうち外国人が

57名ということになっております。参加国につい

ては、日本も含んでなんですけれども、16カ国に

なっております。ブラジルですとかアフリカ、南

米の方もいますし、中国、韓国、近隣の方も参加

をしておりますが、毎年継続して実施をさせてい

ただいていることで、認知度も高まってきている

かなと思います。 

  こちらの参加受け付けについては、町のほうで

事務局として受け付けをさせていただいておりま

すが、大体参加者枠全てが埋まるという状況にな

っておりますので、かなり盛況かなというふうに

思っております。 

  また、一つのエピソードにはなるんですけれど

も、小さいころにこの国際交流の関係に参加した

方が、今年度、宮代町の職員採用試験に、お父さ

んかお母さんが外国人の方なんですけれども、宮

代町でこういうような事業に参加をして、宮代町

で働きたいということで受験をしていただいたと

いうような、そういうようなエピソードもござい

ます。 

  それと、もう一点が選挙の関係でご質問をいた

だいております。 

  こちらは、予算書の96、97ページの関係で、県

議会議員の選挙でございますけれども、県議会議

員の選挙につきましては、実際は平成31年度の４

月に予定をされているということなので、来年度

については再来年度に向けた準備作業を行うとい
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うことになるということでございます。 

  具体的な準備作業については、例えば選挙の掲

示板の設置をしたりですとか、あとは入場券の関

係の印刷をしたりですとか、４月に入ってすぐに

対応できるような状況というのを来年のうちにと

っておくということで、これは県議会議員の選挙

が大体４年に１度、統一地方選挙の際に、４月の

上旬になっていますので特に例年と変わったこと

ではなくて毎年そこを目指して、まだ選挙日は決

まっていないんですけれども、同じように予算取

りをさせていただいているというところでござい

ます。 

  あと、職員数の関係でご質問をいただいており

ます。 

  来年度は、先ほどご指摘いただいたとおり、８

名採用して５名の職員の退職というのを想定して

行っているんですけれども、これは実際またどう

なるかというのはありますし、年度途中に育児休

業等に入ったりですとか、そういうような状況も

あったりするので、その対応というのはしていか

なくちゃいけないんですけれども、オフィスサポ

ーターさんとの全体としての体制については、先

ほどオフィスサポーターさんの関係でありました

とおり、例えば今やっている確定申告だとか福祉

給付金だとか、そういうような繁忙期に人を雇用

して対応しなくちゃいけないというものと、一方

で経常的に、例えば保育所のサポーターさんです

とか、あとは職員が育児休業に入った場合に、職

員の代替、全てかわれるわけではないんですけれ

ども、職員のいなくなった部分をカバーするよう

な、結構長期間働くという方もいますので、そう

いったもので全体を通して体制の整備については

図っているというところでございます。 

  オフィスサポーターの活用状況ということで、

ちょっと改めてお話をさせていただきますと、２

月１日現在では109名の方を雇用しているという

状況になっております。ただ、これはその時点の

点で押さえているというものでございますので、

年間を通してどの程度かというところでございま

すが、宮代町については年間を通して見ると、

67.5％の雇用を行っているというところでござい

まして、７割程度が雇用に結びついているという

ものでございます。登録されているだけの人もい

るのじゃないかというご指摘だとは思うんですけ

れども、この登録している方でも、これはそれぞ

れの方のご事情もあると思うんですけれども、宮

代町のオフィスサポーターに登録はしているけれ

ども、実は仕事をほかで探していて、ほかで雇用

されたので、宮代町からお声がけしたときに、実

はちょっと今働いているのでできないんですよと

いうようなお話もありますし、また、町のほうで

は何時から何時まで働いてもらいたいんだけれど

もということでお話しすると、ちょっと今、子供

が２時ぐらいには帰ってきちゃうので午前中しか

できませんよということで、マッチングがうまく

いかないということもあるので、これが一概に登

録されたままになっているというわけではないと

いうことで、ご理解をしていただければなと思い

ます。 

  私のほうからは以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 総務課副課長。 

○総務課副課長（稲宮辰男君） 総務課副課長の稲

宮でございます。 

  先ほどご質問の中で、町の広報紙、広報「みや

しろ」のコンクールへの応募についてということ

でご質問をいただいたんですけれども、こちらに

つきましては自治体の広報紙のコンクールが、公

益社団法人の日本広報協会というところがござい

まして、そちらが主催しております全国の市町村

の広報コンクールといったものがございます。多
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分、議会だよりのほうは主催が全国町村議会議長

会、こちらのほうで主催をした町村を対象とした

コンクールかと思うんですが、自治体の広報紙と

いうことで、こちらは日本広報協会というところ

が市も含めた全ての自治体についての広報を対象

としたコンクールを行っております。 

  その目的といたしましては、自治体の広報活動

の向上を図るという目的で毎年行っているもので

ございまして、内容につきましては、幾つかの部

門がございます。１つは広報紙、それから、町の

ウエブサイト・ホームページ、それから、さらに

写真、こういった部門でそれぞれ内閣総理大臣賞

ですとか総務大臣賞、あるいは入選といった形で

さまざまな賞を設けて表彰をいたしております。 

  宮代町の応募についてでございますが、こちら

の市町村広報のコンクールに応募するに当たりま

しては、まず前提といたしまして、この日本広報

協会への加入が条件となります。加入に当たりま

しては年会費が必要となりますことから、特に宮

代町については現在この協会のほうには加入をい

たしておりません。会費もかかるということで、

特にあえてそのコンクールの出展のための入会は

行っておりませんので、現在のところコンクール

についての応募もいたしていないというような状

況でございまして、現在のところは特に新たな入

会ですとか応募といったところも考えている状況

ではないということでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 総務課副課長。 

○総務課副課長兼人権推進室長（大場崇明君） す

みません、総務課副課長の大場でございます。 

  １点答弁漏れがございましたので、追加で答弁

させていただきます。 

  男女共同参画事業の中でセミナーを毎年実施し

ているわけですけれども、特に変わった点がある

かというようなご指摘がございまして、こちらに

ついて、すみません、申しわけございません、お

答えしていなかったという状況でございます。 

  この男女共同参画のセミナーにつきましては、

これは毎年度実施しているものでございますが、

この内容の企画を男女共同参画の推進会議の皆様

に検討していただいて実施をしておりまして、そ

れぞれ委員さんがご意見を持ち寄って、皆さんで

つくり上げているというセミナーでございますの

で、変わった点というか、そういった皆さんの持

っている情報の中で、毎年こういったテーマを行

おうよという話し合いをしながら構築をしている

ということでございますので、ご理解をいただけ

ればと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） どうもありがとうございま

した。 

  じゃ、再質問させていただきます。 

  62ページ、63ページの総務費の特別職報酬審議

会、これは直近では平成27年以来やっていないと

いうことなんですけれども、これは人事院勧告に

従ってということで、いつもそういうことで引き

上げられているんですけれども、本来、特別職報

酬審議会において、国のほうではこういう動向に

なっているけれども、こういうことで、こういう

ふうになって引き上げたいとか、そういうふうな

ことはしないでもいいんですか。その辺、１点お

願いしたいと思います。 

  それと、総務管理事業の関係で、昇任試験の委

託料の関係でちょっとお尋ねしたいんですけれど

も、主任、それから主査の決め方、試験等々につ

いてはわかりました。このうち女性が４名受けた

ということで、そういう状況にもなっているとい

うことなんですけれども。これはどこでもと言う
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と語弊があるんですけれども、確かに43歳以上に

なって、今さら試験だとかいうことにもなろうか

と思うんですけれども。私が何年も働いていなか

ったですけれども、とにかく試験、試験で、もう

ふだんの仕事よりも試験を最優先して、それに受

かればどんどん昇給するというような、そういう

職場もあったんですけれども。そういった点では

宮代は、先ほど答弁にあったように、年齢が加算

されると、今さら試験だったら、日常の仕事ぶり

を見てもらって推薦したほうがいいと、それはも

うもっともかなと。それは実践での体験上の昇給

ですから、そういう考え方もあるかもしれないん

ですけれども、ほかの自治体ではそういうふうな

ことで、ほかの自治体というといろいろあると思

うんですけれども、大体そういうふうな宮代と同

じような傾向にあるんでしょうか。その点、１点。 

  それから、先ほどちょっと聞き漏れしたんです

けれども、これとあわせてなんですけれども、人

事のあり方、これはいろいろ人事するにはあると

思うんですけれども、どういうふうにされるのか、

大ざっぱで結構なんですけれども。課長も含めて

人事異動ですから、どこで、まず町の仕事、それ

から第４次実行計画とそれを推進するためという

のが大前提にはなっているんでしょうけれども、

どういうふうにされるんでしょうか。本当にこれ

についてはよくわからない、我々も、突然ぱっと

かえられたりするような状況もあるので。 

  それから、主査だの課長補佐だとか、そういっ

た点もいろいろあろうかと思うんですけれども、

どういうふうにやっているのかというのは、まず、

それぞれの課のこういう人材が必要だとか、それ

がそれぞれ持っていると思うんです、得手、不得

手もあるし。だから、一概には言えないと思うん

ですけれども、そういった形で、これは課長の目

線からいくと、やっと整ったかな、整いつつある

かなというふうに思ったら、自分自身はばっとか

えられたり、そういうのってあると思うんですけ

れども。そういった点でどういうふうに、これは

やっぱり首長がかなり人事についてはかかわって

いるのか、その辺も余りよくわからない、正直に

言って、我々には。だから、その辺どういうふう

に人事は決められていくのか、その点、これに関

連してなんですけれども。これはやっぱり町の事

業を進めていく上で大きな、人事というのはある

と思いますので、その点、あわせてお尋ねしたい

と思います。 

  それから、64ページ、65ページの職員研修事業

ですが、これは先ほどの説明でわかりました。市

民自治について、これは新町長の意向もあってだ

と思うんですけれども。じゃ、これはどこに依頼

するんでしょうか。 

  それから、女性職員キャリアプラン研修という

ことで先ほども、女性の今、育児、出産、家事、

そういう中での仕事になって、力を持っても、な

かなかさっき言ったように発揮できない、そうい

うこともあろうかと思うんですが、それにはやっ

ぱり男性の協力が、私自身もそう思いますけれど

も、一番必要なのかなというふうに思うんですよ。

ですから、これは先ほどアンケートとかいただい

て、気持ちのいろんな変化も出てきたという、そ

ういう前向きなアンケートの結果も出ているとい

うことなんですけれども、むしろ、これは私、一

個人の思いなんですけれども、男性も一緒に受け

る必要がある、男性の協力がない限り難しいんで

すよ、幾ら女性が力を持っていても、そこで終わ

ってしまいますから。だから、そういう点では必

要なのかなと。これは一緒に受けないにしても、

そういった理解というのは、もう一方で必要だと

思うんです。そうでなければ、こんな男尊女卑の、

何と言いますか、社会というのはできないはずな
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んですけれども。だから、そういった面で、その

点でもそういうことは必要なのかなというふうに

思うんですけれども。その点では、どういうふう

に考えていらっしゃるか。 

  それから、図書は結構です。 

  それから、人権平和推進事業なんですが、先ほ

ど言われた埼玉県防衛協会会費、これはいつから

名称変わったんでしたか。自衛隊の募集の、以前

はそういう名称でしたよね。ですから、そうなの

かなとは、金額的にも思っていたんですけれども。 

  それから……一応、質問を受けて、答弁のしや

すいのを。すみません、あともうちょっとです。 

  まちづくり交流事業なんですけれども、157人

のうち57人が外国人ということなんですけれども、

これ、外国人というのは年々ふえているんですけ

れども、参加人数は57人というと、そんなにふえ

ているんでしょうか、これで。その辺の状況と、

一番多いのはどこなんですか、ベストスリーぐら

いというと。その辺の状況です。 

  それから、最後、職員の人数も含めて、あとオ

フィスサポーターの関係との体制でお聞きするん

ですけれども。そうしますと、新年度はどういう

体制になるんですか。今のところ、こういうこと

なんです、全体でもどういうふうな形になってい

くのか。 

  それから、最近、先生方もそうみたいなんです

けれども、再任用がありますよね。宮代の場合は

数人再任用ということでやっているんですけれど

も、この今後の方向というか、やっぱり一番経験

者でもあるし、また、仕事上でも発揮できる場で

はあると思うんですけれども、再任用の今後の町

での扱いというか、どういうふうな考えで今後進

めていくのか、増やしていくのか、それらを含め

てお尋ねしたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） ここで休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時１２分 

 

再開 午前１１時２５分 

 

○委員長（田島正徳君） それでは、再開いたしま

す。 

  総務課副課長。 

○総務課副課長兼人権推進室長（大場崇明君） 総

務課副課長の大場でございます。 

  ご質問に順次お答え申し上げます。 

  まず、１点目の特別職報酬審議会の関係でござ

います。 

  特別職報酬審議会につきましては、特別職報酬

審議会条例がございまして、その中で所掌事項が

決まっております。こちらの所掌事項につきまし

ては、議員の報酬額並びに町長、副町長及び教育

委員会教育長の給料の額について、条例を議会に

提出しようとするときにあらかじめ当該議員報酬

及び給料の額について審議会の意見を聞くという

ことになっておりまして、人事院勧告につきまし

ては、期末手当の関係で引き上げについてはご提

案をさせていただいておりますけれども、人事院

勧告に基づいて、引き上げ、引き下げについてご

提案させていただいておりますが、こちらの審議

会条例の審議会の所掌事項ではないということで

開催はしていないということでご理解をしていた

だければというふうに考えております。 

  それと、次の総務管理事業の中で昇任試験の関

係で幾つかございまして、まず、宮代については

先ほど申し上げたとおり、試験を受けられる年齢

と、あとは一定の年齢を過ぎた方には、日ごろの

業務状況を見て所属長から推薦をしていただいて

いるというところでございますが、全部の自治体
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を詳細に調べているわけではないんですけれども、

自治体によっては試験を行っていないというとこ

ろもあります。これは、ある一定の年齢になった

場合に、その業務態度を見て昇任をさせていると

いうケースもあります。そうしたところについて

は、一定の年齢になれば責任ある地位が与えられ

るというようなところで、業務についてのモチベ

ーションなんかについても上がっていく部分もあ

るのかなとは思う一方なんですが、年齢が来たら

上がってしまうというようなことになりますので、

それがその組織に対していい影響を与えるかどう

かというところもありますので、宮代については

現状の取り組みで行っておりますけれども、そう

したほかの自治体なんかの事例も踏まえながら今

後は検討していきたいと思いますが、今年度につ

いては、試験も所属長推薦も多くいただいており

ますので、そういう意識でいろんな方が人材を育

成していこうというような、あるいは自分もそう

いう立場になって業務を推進していかなければい

けないというような自覚が高まってきているかな

というふうに思います。 

  それとあと、人事のあり方ということで大ざっ

ぱにご説明させていただきますと、もちろん総合

計画の事業ですとか、そうした実行計画に位置づ

けられているようなもので進めなければいけない

その事業ですとか、そういったもので、各課で来

年度以降どういった事業を考えているかという部

分を含めて上げていただきます。それには、そう

した町で取り組みを進めている実行計画の事業だ

けではなくて、例えば法律改正によって新たに発

生する事業ですとか、そうしたものも状況として

は把握をさせていただきます。 

  また、縮小されるような事業があるかどうかと

いうようなものについても把握をさせていただい

た上で中身を見て、来年度どの部署にどれぐらい

の人員が必要なのかというような部分をヒアリン

グをさせていただきながら調整をしていくという

ことと、あとは、職員の人事については自己申告

制度というものを行っておりまして、自分の今の

職場が自分に合っているかとか、あとは来年度以

降、異動したい部署があるかとか、現状のままい

たいのかとか、あとは何かご自分の身の回りで変

わったことがあるかどうか、変わったことという

と、例えば出産をする予定があるとか、あるいは

家族の介護をしなくちゃいけないだとか、ご自分

のちょっと持病があるよとか、そういうようなも

のを把握しながら調整をさせていただくというこ

とで、そういう準備作業が年末ぐらいから始まっ

て、あとは採用の人数だとか退職する方も踏まえ

て配置なんかを検討していくというのが大ざっぱ

なやり方になりますので、ご理解いただければな

と思います。 

  それと、職員研修の関係で、今回、市民自治の

関係で新たに予算計上させていただいております

が、どこに依頼するのかというご質問でございま

すが、これはまだ検討はしておりません。依頼先

等については、もう少しどうしたものを職員の中

で研修していかなければいけないのかというもの

を十分に練った上で、どういう方にお願いできる

かというところを考えていきたいかなというふう

に思っております。 

  それと、女性職員のキャリアプランの中で、男

性の意識というものについて問題提起をいただい

ております。 

  今回、女性キャリアプランということで女性職

員を対象に研修をさせていただいておりまして、

まず女性職員の意識の向上というものを図ってい

るというところでございますが、これは男性も意

識を変えなければいけないということは、まさし

くおっしゃるとおりでございます。今回、女性活
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躍プロジェクトの中では、男性職員も含めたアン

ケートというものをとっておりまして、その中で

女性が職場の中で活躍しているかどうかというよ

うな視点もとっております。その中では、一部な

んですけれども、やはり女性が少し活躍が足らな

いんじゃないかというような男性職員の意見もあ

ったというのは事実でございまして、その辺につ

いては全職員に公表して、こういう状況だという

現状については把握を皆さんしているというとこ

ろでございます。 

  男性職員の意識改革というのも、ご指摘のとお

り必要でございますので、その点については、さ

まざまな機会を通じて行っていきたいというふう

に考えております。 

  それとあと、人権平和事業の関係でございまし

て、申しわけありません、予算書の66、67ページ

の真ん中ぐらいのところにある埼玉県防衛協会の

会費の中で名称のお話がございましたが、防衛協

会という名称自体は、これは設立当初から変わっ

ていないということになっておりまして、ご理解

をいただければというふうに思います。 

  続きまして、予算書の76、77ページの中のまち

づくり交流事業で国際交流の集いの関係でござい

ますけれども、外国人の参加のお話がありました。 

  過去３年間でございますけれども、平成27年度

が外国人の方が50人参加をしていただいておりま

す。28年度も同様に50人参加をしていただいて、

今年度は57人ということになっておりまして、傾

向としては、この３年間を見るとふえているよう

なものになっておりますけれども、横ばいか少し

上向きというような状況かなというふうに考えて

おります。 

  参加者についてなんですけれども、国のベスト

スリーということだったんですが、中国の方が最

も多くなっておりまして、次にフィリピン、ベト

ナムという形になっております。これは宮代町に

住民登録されている外国人の方の一番多いのがそ

の順番になっておりまして、それが比例するよう

な形で参加をしていただいているのかなというふ

うに考えております。 

  それと、来年度の職員数の関係でご質問をいた

だいておりますが、来年度については、まず職員

数については203名になりますが、ほかに再任用

職員を４名確保させていただいて、職員は203名

なんですが、再任用４名を含めて、再任用の場合

はちょっと短時間勤務になっちゃうので、職員定

数には入らないんですけれども、それを入れると

207人という形で組織運営をさせていただければ

と思っております。 

  ＯＳさんにつきましては、先ほど申し上げたと

おり、さまざまな状況を勘案して配置をさせてい

ただくというものでございます。 

  再任用の今後の方向性というようなご質問もご

ざいました。 

  現在の再任用については、まず定年退職をされ

る方に再任用をやるかどうかという意向を確認さ

せていただいております。自分がお役に立てるん

だったらということでやっていただける方もいる

し、もう自分は定年だからということでやめてし

まうという方もいますので、現時点ではその方々

のライフプランに合わせて対応をさせていただい

ているというところでございます。ただ、これ一

方で、再任用制度のほかに、国の中では生産年齢

人口の減少等も絡めてだとは思うんですけれども、

定年延長という話も一部出てきておりますので、

その辺の動向も注視しながら、再任用制度と併存

していくものなのか、それとも定年の延長がこれ

からクローズアップされていくのかというところ

をちょっと見ながら考えていきたいなというふう

に思っておりますが、基本的には再任用制度が存
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続していくということで考えた場合は、やはりさ

まざまな行政経験が生かせるということになりま

すし、あとは人材育成の面でもそうした方の経験

ノウハウというのは、これは必要になってくると

思いますので、当然その方の意向にはよるんです

けれども、町のほうとしては積極的に活用してい

くのがいいのかなというふうに思っています。 

  特に専門職ですとか、そういった方については

採用試験をやっても確保が難しいというところも

ございますので、そういった方のノウハウという

のは非常に町にとっても財産になりますので、そ

の辺も含めて考えていきたいというふうに思って

おります。 

  以上でございます。 

  すみません、人事の件の町長のかかわりという

と、ちょっと私がお答えするのもあれなんですけ

れども、人事権は全て町長がお持ちだということ

でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） ありがとうございました。 

  一つだけです。今のちょっと、人事の関係では

答弁のとおりだと思うんですが、そういうことは

想定されるものの、大ざっぱと言ったのは、そう

いう意味と、あと、やはり想定できない人事とい

うのもありますよね。先ほど言われた考えた上で

の異動だとか、過去にもあったと思うんですけれ

ども、それは最終的には町長、もちろん責任なん

ですけれども、具体的にはそうすると、町長と総

務課課長と、副町長もいます、三役とか総務課長

とか、その辺で最終的なあれは決まってしまうん

でしょうか。その点お願いします。 

○委員長（田島正徳君） 総務課長。 

○総務課長（渋谷龍弘君） 総務課長の渋谷と申し

ます。 

  今のご質問なんですけれども、プロセスといた

しましては、先ほど副課長がご答弁申し上げたと

おり、毎年11月ぐらいに各課長のほうに翌年度の

新規事業ですとか重要事業、それを受けての組織

のあり方ですとか職員数の定数、そういったもの

を要望のほうを提出してもらっております。その

後に12月ごろに町長とか課長とヒアリングを行っ

て詳細を把握いたしまして、翌年度はその組織の

あり方ですとか、各所属所のほうの定数について

ある程度方針を固めます。一方、自己申告という

ことで各職員の意思ということで、現在の職、そ

れから自分に適しているかという点ですとか、満

足度、やりがい、あるいは人間関係、また異動し

たいのか、したくないのか、そういった個人職員

の意向を全て自己申告という形で申告をしてもら

って、そういったものを全部把握し、そういった

翌年度の組織定数と自己申告の内容を総合的に勘

案しながら、人事異動の内容を固めていくという

ふうなプロセスでございます。もちろん業務の継

続性もありますので、おおむねですけれども、毎

年２割から多くても３割程度の職員が異動してご

ざいます。 

  実務的な話をここで申し上げていいのかあれで

すけれども、当然、最終的には町長が人事権を持

っておりますので、全て判断をしていただくわけ

でございますけれども、そういったプロセスを踏

みながら、総務課のほうで、もちろん案のような

ものを作成させていただいて、私どもと副町長、

そして町長と、かなりの時間をかけていろんな観

点から検討させていただいて、最終的には町長の

ほうにご判断いただくというふうなことでござい

ます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） 唐沢でございます。 
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  何点か質問させていただきたいと思います。 

  前段者と若干重複する面もあろうかと思います

けれども、ひとつよろしくお願いしたいと思いま

す。 

  まず、第１点でございますけれども、予算書の

64ページ、65ページの中に職員研修の予算で、去

年が30万円で、今年が50万円ということで職員研

修の件が載っておるんですけれども、これは中身

を見ますと、公的資格取得援助金ということで載

っておるんですけれども、具体的にどのようなラ

イセンスを取るようなために援助しているのかと

いうことをひとつお聞きしたいと思います。 

  それから、同じく64ページ、65ページのほうの

自治会長の報償金ということで載っております。

地域コミュニティー活性化事業の中に載っておる

んですけれども、今現在、各区長さん、これは違

うんですか……ごめんなさい、違っていたら言っ

てください、じゃ次に移ります。 

  66ページ、67ページのほうで顧問弁護士の委託

事業ということで載っているんですけれども、相

談の内訳はどうなっているのかをお聞かせ願いた

いと思います。 

  それから、顧問弁護士の任期というのはあるの

かどうか、弁護士を選ぶ基準は何かあるのかどう

か、ひとつお聞かせ願いたいと思います。 

  それから、続きまして、68ページ、69ページの

ほうなんですけれども、(2)のほうの秘書事務事

業ということで載っておるんですけれども、町長

交際費なんですけれども、一応100万円の予算を

組んでいるわけでございますけれども、例えば年

間で、これは昨年の実績なんですけれども、128

件、町長交際費は出ていると思うんですけれども、

特に香典、花輪、見舞金、会費、祝い金、賛助金、

火災見舞い、その他ということで載っておるんで

すけれども、圧倒的に多いのは会費という項目な

んですけれども、この会費というのはどのような

会費になっているのか、また、例えば香典、花輪

代、これは町長という名前で花輪を出しているの

か、宮代町として名前で花輪を出しているのか、

ひとつお聞かせをいただきたいと思います。 

  また同時に、交際費、だんだん近隣との交流も

盛んになってきますから、町内・町外に分けて、

交際費の支出はどうなっているのか、ひとつお聞

かせ願いたいと思います。 

  それから、交際費のこの100万円、何年前から

100万円という額になっているのか、ひとつお聞

かせをいただきたいと思います。100万円で十分

対応できているのかどうか、ひとつお聞かせ願い

たいと思います。 

  それから、もう一点なんですけれども、新井新

町長、町長室がなくなりました。壁がなくなって、

例えば来訪者がどのぐらいふえているのか、増減

も含めて、ひとつお聞かせを願いたいと思います。 

  それから、次に移りますけれども、若干前後し

ますのでお許しをいただきたいと思います。 

  94ページ、95ページのほうなんですけれども、

選挙管理委員会運営事業ということで載っており

ますけれども、前段者からもちょっと同じような

質問があったかと思うんですけれども、年々投票

率が低下しています。昨年の10月の町長選挙、町

議の補欠選挙も含めて、最も身近な投票がやはり

伸びていないのかなというふうに思いますけれど

も、この投票率をアップするために、この選管な

り、担当職員が何か対策をとっていくのか、いけ

るのか、ひとつお聞かせ願いたいと思います。 

  また同時に、選挙運動の関係になろうかと思い

ますけれども、宮代町で公職についている方は、

もちろん選挙運動はできないということになって

いますけれども、例えば町の職員で、特に民生委

員さんだとか、そのほかの役員で選挙運動をやっ
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てはいけないという指導が町のほうからあると思

うんですけれども、この指導はどのような形でや

っているのか、また、例えば先ほど言ったとおり、

民生委員は選挙運動ができないとか、そのほかの、

例えば公職についている方は、どれと、どれと、

どういう方は選挙運動ができませんよということ

をひとつお聞かせ願えればありがたいなというふ

うに思います。 

  それから、予算書の96ページ、97ページのほう

なんですけれども、統計調査事業ということで約

200万円近い予算が……これは、こっちじゃない

のか、なかったら言ってください。ちょっと今、

つっと。統計調査は違うんだね。委員長、言って

くださいよね。これはだめだと言ってください。

すみません。 

  それから、もう一つなんですけれども、職員の

昇級試験で、前段者からもいろいろ質問がありま

した。町の入所試験は極めて優秀な人が入ってい

ると思うんですけれども、来年度も７名ほど新規

採用があるということなんですけれども、男女別

でどうなっているのか、例えばこの数年、私、聞

いていませんけれども、宮代町に入る職員は女性

が優秀だというふうな、そういうちょっと声も聞

いておるんですけれども、しかし今、現実を見ま

すと、その女性が将来期待されて入所して、何年

か後、ほとんど目立たなくなっちゃうというのか

な、現実的に今、課長が女性は１人ですから、新

井町長、女性もこれから採用するということ、ど

んどん登用したいというふうなことを言っていま

すけれども、昇級試験に女性がどれだけ参加をし

ているのか、うわさによると白岡市は半強制的に

女性も男性も試験を受けさせるというふうな制度

をとっているようですけれども、宮代町はそうい

う制度をとれるのかどうか、お聞かせ願いたいと

思います。 

  それから、人事権を持っているのは町長ですか

ら、これは町長に聞いたほうがいいのかなと思い

ますけれども、例えば職員を昇級させるのに筆記

試験は100点取りました、しかし、挨拶ができな

かった、人間とのコミュニケーションが十分とれ

なかった、そういう人を優先するのか、いや、あ

くまでも筆記試験100点取ったから人間性は別に

どうでもいいやというふうなことになるのか、人

間性を重視するのか、例えば筆記試験を優先する

のか、そこらの判断を最終的に町長がとると思う

んですけれども、町長としてどちらを優先してい

くのか、したいのか、私は、役場の職員というの

は住民に接触していますから、人間性を重視した

ほうがいいのかなというふうに思いますけれども、

そこらをどのように思っているのかお聞かせ願い

たい。 

  それから、これも前段者から質問がありました。

今、民間は定年延長、まさにもうほとんどの民間

が65歳定年制ですよね。でも、それをもう少し延

ばそうというような動きもあるんですけれども、

宮代町には定年制、もちろん60ですよね。先ほど

再任用ということで言っておりましたけれども、

人材は豊富だと思います、宮代町の職員さんは。

そういう意味で人材は豊富なので、これをひとつ

今後とも行政経験を生かして、再登用をどんどん

積極的にしてもらえればいいのかなというふうに

思います。現在203名、再任用４名ということで、

207人体制でやるということになっておりますけ

れども、今まさに人生80年に入っていますから、

できるだけこの人材を発掘して生かしてもらえれ

ばありがたいなというふうに思っています。 

  とりあえずそんなことでよろしくお願いします。 

○委員長（田島正徳君） 総務課副課長。 

○総務課副課長（稲宮辰男君） 総務課副課長の稲

宮でございます。 
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  ただいまご質問いただきました交際費の関連に

つきまして、ご答弁差し上げたいと思います。 

  幾つかご質問のほうをいただきましたが、まず、

会費についてでございますが、会費につきまして

は通常、各地区の例えば総会ですとか、いろいろ

な団体さんの意見交換会、こういった場合に出席

をさせていただいたときに、会費として交際費の

支出をさせていただいているものでございます。 

  それに対しまして、祝い金のほうですが、こち

らは主に、例えば地区の夏祭りなどに出席をさせ

ていただいた場合につきましては祝い金という形

で支出をさせていただいているところでございま

す。 

  それから、香典と花輪の名前ということなんで

すけれども、まず、香典につきましては、以前、

宮代町という名前で香典のほうを出していたこと

もあったんですけれども、葬儀をなさっているご

遺族の方などから、宮代町だけですと宮代町のど

なたからいただいたのかわからないという声を多

くいただいていたものですから、現在のところは

宮代町長の名前で出させているところでございま

す。 

  それから、お花ですけれども、お花につきまし

ては最近、生花によるものがほとんどとなってい

るところなんですけれども、こちらのほうの名前

につきましては宮代町という名前でお花を出させ

ていただいております。 

  それから、交際費の支出の中での町内・町外の

内訳というところでございますが、今回の資料の

中で提出させていただいております支出明細のほ

うには、あくまでもその種類についての内訳の件

数と金額を出させていただいているところなんで

すけれども、おっしゃるように、町内、町外、さ

まざまな団体などに対しての支出がございます。

町内は当然、地区の自治会とか、さまざまな形で

支出をしているんですけれども、町外といいます

と、例えば町村会関連の場合での会費の支出です

とか、あるいは例えば杉戸警察所管内であります

防犯協議会、交通安全、そういったところですと

か、さらに、例えば医師会関連の久喜を中心とし

たエリアでのものですとか、そういったものを町

外として仮に捉えて区分するのであれば、正確な

数字というのは把握はしていませんけれども、お

おむね大体件数にしますと、町外は恐らく２割程

度かなというふうな印象を持っているところでご

ざいます。 

  お答えのほうは以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 総務課副課長。 

○総務課副課長兼人権推進室長（大場崇明君） 私

のほうから、ご質問いただいた内容について順次

お答えさせていただければと思います。 

  まず、１点目の職員研修の関係でございます。

こちらにつきましては、予算書の64ページ、65ペ

ージの公的資格取得援助金のご指摘がございまし

た。 

  こちらにつきまして援助金の対象となる資格に

つきましては、建築士ですとか、あとは測量士で

すとか、土木施工管理技士ですとか、下水道技術

検定士ですとか、そういった技術系の公的資格が

13、援助の対象になります。また、福祉系の公的

資格としては、社会福祉士ですとかケアマネジャ

ーといったものが援助金の対象になっております。

金額につきましては、若干差異がございますが、

今年度はケアマネジャーを取得した職員がおりま

して、その方に援助金のほうを支給させていただ

いているというところでございます。 

  続きまして、顧問弁護士の相談件数等について

お答え申し上げます。 

  まず、今年度の町民法律相談の相談件数でござ

いますが、２月が終わった実績ベースでいきます
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と75件になっております。内容の内訳でございま

すが、相続の関係が30件、結婚・離婚の関係が12

件、金銭貸借の関係が７件、不動産売買の関係が

２件、不動産賃貸借の関係が５件、そのほか近隣

紛争等が１件、親子関係が３件、ほかに何かパワ

ハラがあったとか、そういうようなものですとか、

ほかに分類されるものが12件ございまして、合計

75件ということになっております。 

  顧問弁護士の任期でございますが、顧問弁護士

は委託契約をしておりますので、任期があるわけ

ではなくて、年度契約という形で行っております。 

  選定の基準でございますけれども、宮代町の行

政の顧問も行っていただくということがございま

すので、町民法律相談の関係の契約と、あとは宮

代町の顧問契約がございまして、あとは職員研修

も行っておりますので、その辺で実績がある方と

いうことで選定をさせていただいているというと

ころでございます。 

  続きまして、予算書でいきますと、94ページ、

95ページぐらいに該当してくる選挙関係のご質問

についてお答えさせていただければと思います。 

  まず、投票率についてのご指摘がございまして、

確かに年々低下している傾向があります。この低

下の傾向というのは、宮代町に限ったことではな

く、全国的な傾向がありまして、これは大きな視

点からいけば政治離れだとか、あるいは自分が行

っても変えられないんじゃないかとかという、そ

ういうような選挙に対する熱というのが冷めてき

ているという部分があるのかなということと、あ

とは一方では、天候の問題ですとか、この間の衆

議院選なんかは特にそういったものが顕著だった

んですけれども、前の日の期日前投票がすごく人

が来ていただいたんですが、それは翌日に大雨が

降るという予報があって当日よりも大きく人が来

て、宮代町ではそれほど、並んでいただくことは

あったんですけれども、何十分も待っていただく

ケースはなかったんですけれども、ほかの自治体

なんかですと30分も40分も待つケースがあって、

諦めて帰ってしまった人もいるというような状況

もあったというふうに聞いております。 

  この投票率の低下の傾向については国も問題視

をしていて、選挙権の拡大ということで、18歳、

19歳の若い世代の参加を認めるなどして、政治へ

の関心を高めるというような取り組みもしており

ます。 

  宮代町についても、啓発活動というのは、これ

は継続して行っていかなければいけないと思って

おりますが、具体的には宮代高校と連携をして、

模擬投票みたいな、そういうような形で行ってい

たり、あとは成人式実行委員会に委員になってい

る方に選挙の立会人として依頼をして、選挙の状

況というのを肌で感じていただく、そういうよう

な機会も設けております。そうした地道な活動と

いうのは、これは引き続き行っていきたいなとい

うふうに思っておりますので、ご理解いただけれ

ばと思います。 

  それとあと、選挙運動に関してなんですけれど

も、特別職の方については選挙運動が制限される

ということがあります。 

  まず、民生委員さんのご質問があったんですけ

れども、民生委員さんにつきましては、やはり地

位を利用した選挙運動というのは禁止になります

ので、自分は民生委員なんだけれども、この人を

応援しているからお願いしますみたいなことを言

うのは、これは禁止になります。地位は別に利用

していないということが客観的にわかれば、特に

問題はないんですが、でも外形的には民生委員さ

んが動いているというふうになってしまいますと、

これは地位を利用したというふうに判断されるこ

ともありますので、その辺についてはご理解をし



－９３－ 

ていただいているというところでございます。 

  あと、ほかにどういう方ができないのかという

ことになると、宮代町の特別職に該当するような

方は選挙運動ができないということになっており

ますし、もちろん我々職員も選挙運動は基本的に

は、原則的にはできないと。ただ、自分の選挙区

以外のところに手伝ったりということは、これは

認められている部分がありますので、自分の選挙

区で動くということは公務員の地位を利用して動

いているというような状況にもなりかねませんの

で、それは禁止されているということでございま

す。 

  続きまして、昇任試験ですとか職員採用試験の

関係でご質問がございまして、来年度採用職員に

ついては、一般職が７名で、保育士が１名という

ことになっております。男女の割合なんですけれ

ども、一般職の７名のうち４名が女性、３名が男

性、保育士については１名が女性ということにな

っておりまして、全体でいくと５名が女性、３名

が男性というところでございます。 

  昇任試験の関係で、強制的に受験させるという

ようなことが宮代町でもどうだということなんで

すけれども、こちらにつきましては、先ほど前段

のご質問にもお答えしましたが、現状としては試

験を受けられる年齢と、それを超えた場合につい

ては、所属長さんが日常的な業務を見て推薦をし

ていただくということになっております。今年に

ついては、所属長推薦で４名の女性の方が昇任試

験に受験をしているという状況になっております

ので、先ほどもありましたが、入ってから女性に

ついては育児ですとかいろいろな状況が、これは

ご家庭の中での役割分担の問題もあったりするの

で、一概にそれぞれのご家庭の考え方というのを

否定することはできないとは思うんですけれども、

さまざまな面で女性の育児、家事等の役割という

のが一般的には男性よりも多くなっている部分が

あるのかなというふうに思いまして、そういう中

で自分のキャリアというのを限定してしまうよう

な傾向というのが職場に入ってから出てくる可能

性もありますので、その辺についての意識の改革

については継続して、我々研修を行う立場から意

識改革というか、そうした推進というのは行って

いきたいというふうに考えております。 

  また、定年延長での人材活用のお話もございま

した。 

  国の公務員の定年延長については、これ国家公

務員が中心で今、行っていて、いろいろ論点を出

しているところなんですけれども、いろいろある

のは、やはり定年を延長させた場合に、これは人

件費がかさんでしまうということと、定年を延長

した場合に何年間かは採用が抑制されるんじゃな

いかというようなことで、若い人の公務員になり

たいという、たまたまその時期に該当しちゃった

人が試験を受けても、もう募集人員が抑制されて

いるのでなれる確率が減るんじゃないかとか、あ

とは役職についても、今いろんな組織で係長とか

主査だとか課長とか、市とかになると部長だとか

いますけれども、そういう年齢が相対的に上がっ

てしまうところもあるというところで、役職定年

みたいな、そういうようなものも論点の一つにな

っていて、これから総合的に議論が進められると

いうふうに思っておりますので、地方自治体とし

ては、国の動向を踏まえて、必要に応じて必要な

対応を行っていくというのが現時点で私のほうか

ら言える基本的な考え方かなというふうに思って

おりますので、ご理解いただければと思います。 

○委員長（田島正徳君） 総務課副課長。 

○総務課副課長（稲宮辰男君） 総務課副課長の稲

宮でございます。 

  先ほどのお答えの中で答弁漏れがちょっとござ
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いましたので、追加してお答えをさせていただき

たいと思います。 

  まず、１点目の町長交際費の予算額でございま

す。 

  予算額につきましては、現在100万円というこ

とで予算額がありますけれども、過去いつごろか

らその100万円になったかというご質問でござい

ますが、ちょっとそこのいつごろからなったかと

いうところの資料は把握はしていないんですけれ

ども、少なくともここ数年、５年ぐらいのうちで

は特に金額の変更はございません。100万円でや

っております。 

  また、過去の決算額でございますけれども、昨

年度が約73万円、それから前々年度、27年度が84

万円、さらにその前の年が72万円、そしてその前

の年がさらに92万円ということで、年によって若

干のばらつきはございますけれども、おおむね70

万円から90万円の中で推移してございますので、

今回30年度の予算として前年同額の100万円を計

上させていただいておりますが、妥当な範囲内の

金額かなというふうに考えております。 

  それから、もう一点、町長室が廃止になりまし

て、窓口の来庁者の方がふえたかどうかというご

質問でございますけれども、ふだん私のほうで秘

書担当として町長室が廃止されたことによる影響

というのを感じているところでは、町長が新しく

就任したときに、対話によるまちづくりというこ

とをモットーとして挙げましたので、やはり住民

の方もその辺はご存じの方が多いようでして、10

月以降、窓口に町長さん、今度、住民の意見をよ

く聞いてくださるというお話で来たんですとか言

う方ですとか、あるいは電話があったりとか、何

人かいらっしゃっておりまして、実際に受け付け

をする側としてお客様がふえてきたかなという印

象は非常に持っております。 

  また、幾つかの、例えばまちづくりに対して非

常に興味を持っていらっしゃって、いろんなご意

見のある方からも、今まで町長さんと直接お話は

したことはなかったんだけれども、対話によるま

ちづくりということで住民の意見を聞いてもらえ

るというお話を聞いたので、ぜひ町長さんとお話

をしたいということで、有志の方々などでお呼び

がかかりまして、こちらから出向いていってお話

をさせていただいているというようなケースも何

件かはございますので、かなり来場者の方、ある

いは役場の中の来庁者ではないですけれども、町

内の場所を使って町長を呼んでお話を聞くと、そ

ういった機会というのはふえているのではないか

というふうな印象を持っております。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 総務課長。 

○総務課長（渋谷龍弘君） 総務課長の渋谷でござ

います。 

  先ほどご質問の中で、香典の話がございました

けれども、宮代町ではなくて宮代町長ということ

で出しておりますが、公職選挙法の関係もありま

して誤解があってはいけませんので、宮代町長だ

けでとどめておりまして、「宮代町長 新井康之」

ではなくて、「宮代町長」という形で出しており

ます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 町長。 

○町長（新井康之君） 試験と人間性のことでお話

をさせていただきます。お答えさせていただきま

す。 

  試験は筆記試験と、あと作文がございます。そ

のほかにも作文ともう一つ、アンケート形式で、

なぜ主査試験を受けたのか、主査としてどういう

仕事をしたいのかとか、項目別のものもあります。

それと面談がございまして、そのほかに現課長の
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推薦のコメントがあり、また自分が書いたアンケ

ートに対しての課長のコメント、いろんな材料の

ものを用意していただいております。それを受け

て我々が面談をして、試験の結果と。全てを点数

化しておりますので、作文が何点、面談が何点と

いうような形で点数化して、標準的なものにあら

わしているというふうに。最終的に判断をすると

きに人間性を少し加味するような形で、私は見て

います。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） じゃ、休憩いたします。 

 

休憩 午後１２時１０分 

 

再開 午後 １時１０分 

 

○委員長（田島正徳君） 再開いたします。 

  引き続き総務課分の質疑を行います。 

  唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） 何点か再質問をさせていた

だきたいと思います。 

  まず、１点は、64ページ、65ページのほうで公

的資格の取得援助金ということで、先ほど答弁で

いろんなライセンスを取る人に援助をしていると

いうふうなことなんですけれども、例えばこの取

得をするのに100とした場合、どのぐらいな援助

金を出しているのか、ちょっとお伺いをしたいと

思います、再質問を。 

  それから、選挙管理委員会の関係で、94ページ

と95ページのほうになると思うんですけれども、

先ほど答弁でいろいろと考えているふうな答弁を

いただきました。ここでひとつお聞きしたいんで

すけれども、現在の投票所、何年にあれは設定し

たのか、お聞かせ願いたいと思います。もう随分

投票所、現在の投票所を設定してから人口の増減

もあるだろうし、地域の状況も若干変わってきて

いますので、投票所の見直しなり投票所を増やす

とかそんな考えがあれば一つお答えを願いたいと

思います。 

  それから、職員の昇給の関係なんですけれども、

我々一議員が人事権、執行権を侵害するようなこ

とになりますので、余り深く質問するとご注意を

受けますけれども、例えば昔の話で大変恐縮なん

ですけれども、斎藤甲馬さんの話をちょっと持ち

だすと恐縮なんですけれども、斎藤さんが人を見

るときにこんなことを言ったんですね。ある職員

を、彼は本当に無口で一言もしゃべらないと。コ

ミュニケーションも十分できないと。しかし、彼

は黙々と仕事を一生懸命やっていると。ああいう

のが、唐沢さん、本当の職員だよねというふうな

そんな話も聞いた話があるんですけれども、でき

る限り、人間というのは十人十色、好き嫌いあり

ますよね。 

  例えば、ここで新井町長の文句を言うと、質問

すると、批判すると、何だあのやろう。もう二度

とあのやろうの言うことは聞いてやらないという

ふうな。新井町長がじゃないですよ。そういう感

情を持つ人もいると思うんですけれども、できる

限り批判をする人、厳しく対応する人、おべんち

ゃらを言って、いいことを言って、腹の中では違

うことをやる、そんな方はいないと思いますけれ

ども、できる限り一つ日常の行動なりをチェック

をして、そういう人を登用してもらいたい。それ

が、イコール町民のためになるし、宮代町がます

ます活性化するようにもなりますので、そんなこ

とを。我々がこれ以上言うと執行権の侵害になり

ますから言いませんけれども、とりあえずそうい

うことを念頭に置きながら職員の一つ質を高めて

いただければありがたいなというふうに思ってい

ます。 
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  とりあえずそこで。 

○委員長（田島正徳君） 総務課副課長。 

○総務課副課長兼人権推進室長（大場崇明君） ま

ず、１点目の公的資格の取得の援助金の関係につ

いてお答え申し上げます。 

  今回、ケアマネジャーを取得した者に対して支

給した援助金というのは、奨励金額が１万円とい

うことになりますけれども、じゃ、それが資格取

得にどこまであるかということなんですが、まず

資格取得の基本的な考え方といたしましては、こ

れはまずみずからの能力アップということで、自

己啓発も含めたものでありまして、資格について

は基本的にはまずその人個人に帰属するものでご

ざいますので、それはそれぞれの職員が自分の能

力アップなり、自分のこれからのキャリアを考え

て、資格を取得をしていくというものについては、

これについてはそれぞれの個人がいろいろな資格

がございますので、それを取得していくというの

が必要だろうというふうに思っております。 

  この奨励金については、そういう意欲というも

のを促進するという意味合いで設けているもので

ございますので、この資格を取得するのにこれぐ

らいお金がかかるから、これぐらいの奨励金額だ

というふうに計算式を当てはめて定めているもの

ではございませんで、その点についてはご理解い

ただければなというふうに考えております。 

  それと、２番目の選挙の投票所の関係でござい

ますが、議員さんのほうは投票率が低下している

という問題点があって、より投票しやすいように

投票所の数を増やしたりですとか、そういったこ

とも含めて考えるというようなそういう考え方も

ご質問の中には含まれているのかなというふうに

考えておりますけれども、投票所についてはいろ

んな住宅団地の開発だとかいろんなものもあって、

変遷していったことというのがあると思うんです

けれども、我々が記録している限りでは20年以上

は今の現在の投票所でなっているということでご

ざいます。 

  以前は、10カ所だったんだけれども、11カ所に

なったというぐらいの今のところでは確認はでき

ていないんですけれども、投票所の数を増やすと、

そこに職員を配置したりですとか、さまざまなと

ころで今まで行っていたところに急に変わっちゃ

うとまた行って、何でだめなのかというような話

にもなるので、そこの啓発とかも、普及啓発も行

っていかなきゃいけないということもありますの

で。 

  これは今すぐどうということは今のところは考

えておりませんで、状況を見ながらというところ

で、今のところは考えていきたいなというふうに

思っております。 

  それと、３番目の職員の登用の関係でございま

すが、おっしゃられたように十人十色でいろんな

職員がいろんな能力を発揮して、持っている職員

というのが多くいますので、そこをバランスよく

活用して、町民の皆様のサービスの向上につなげ

ていくというのが必要だというふうに思っており

ますし、また時代の要請によって求められる職員

像というのも変わっていくと思いますので、その

辺についてはしっかりと注視しながら職員の育成

につなげていきたいというふうに思っております

が、現在は、職員の評価に関しては地方公務員法

の中で人事評価制度を実施して、業績なり能力な

りを総合的に勘案して、評価していくという方向

性になっておりますので、町といたしましてもそ

うした制度を活用しながら職員の育成に努めてい

きたいというふうに考えておりますので、ご理解

いただければと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 唐沢委員。 
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○委員（唐沢捷一君） ありがとうございました。 

  何点か再質問漏れがありますので、ちょっと確

認を含めてお聞きしたいんですけれども、町長の

交際費の関係なんですけれども、例えば、先ほど

最初の質問で上げたんですけれども、香典と花輪

の関係なんですけれども、例えば、これは前年度

の資料なんですけれども、香典、花輪等が20件に

なっているんですけれども、例えば花輪を出す基

準、あと町長が香典にいく基準、そういうものは

何かあるのかどうか、一つ確認をしたいと思いま

す。 

  それから、投票の関係なんですけれども、選挙

をできる限り多くの人にやっぱり行ってもらうと

いうふうなことなんですけれども、例えば、今、

ほかの市町村でもやっていますけれども、事前の

投票所を人の多く出入りする、例えば大店舗のワ

ンフロアに事前の投票所を設けたりとか、そんな

話を聞くんですけれども、例えば、今、道仏の区

画整理がほぼ完成に近づいて、あそこに多くの新

しい人が入って、住んでいるんですけれども、例

えば、一つの例としてカスミに事前の出張所のこ

の投票所なんかを設けてもらえれば若干よくなる

のかなと。あそこの住民の方たちは、百間中学校

ですかね、百間中学校へ行かなくてはなりません

から、奥から来ると大変な距離になりますので、

できましたら宮代町で今一番人の出入りが多いと

ころはカスミかなというふうに思いますので、あ

そこに新たに一つ事前の投票所でも設けてもらえ

ればありがたいなというふうに思いますけれども、

そんな考えがあるやなしか一つ確認をしたいと思

います。 

  それから、もう一つなんですけれども、宮代町

の職員体制、今新しく７人の職員を採用して、

207人ですかね。これは今の宮代町の職員さん、

少数制で本当に頑張ってもらっていますよね。い

ろんな分野で宮代町の職員頑張っているなという

声が我々も聞けるんですけれども、このまま人件

費がちょっと仕事の量からいうと200人体制では

ちょっと厳しいんじゃないかなというような感じ

はするわけです。これはイコール町民のサービス

につながってくるわけですから、少数制もいいん

でしょうけれども、もう少し３万4,000の町民に

行き届いた行政をするために200人体制ではちょ

っとどうなのかなといふうに思いますので、そん

な考えが一つあるのかどうか。どんどん仕事の量

も増えてくると思いますから。恐らく今の宮代町

の職員で心の病で休んでいる方はいるかどうか知

りませんけれども、そんな職員が出ないように、

健康のため、心の病を起こさないために200人体

制をもう少し増やす用意があるのか、考えがある

のか、一つその点も含めてお聞かせを願いたいと

思います。 

  もう一つ、宮代町の職員で男性と女性、これ余

りそんな振り分けしてはまずいんですけれども、

平等で男女機会均等法ということで余りそういう

ことで差別してはいけないんですけれども、男性

職員、女性職員の数を一つ確認したいと思います。

よろしくお願いします。 

  以上。 

○委員長（田島正徳君） 総務課副課長。 

○総務課副課長（稲宮辰男君） 総務課副課長の稲

宮でございます。 

  ご質問にお答えしたいと思います。 

  まず、交際費でございますが、花輪の基準とい

うことでございますが、その基準についてでござ

いますが、平成18年に定めました町長交際費の執

行基準というのがございます。その中で、お香典、

花輪、そういった対象の方はどういう方か、ある

いはその金額などを定めてございます。 

  花輪につきましては、定めによりますと町三役、
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教育長、こちらについてはご本人様あるいは同居

のご家族、さらに別居の親族、それから過去に在

籍をした方、こういった方に花輪を出すようにな

っています。それから、さらに町議会議員の方に

つきましては、ご本人様、それから先ほどと同様

に同居の家族、別居の親族、過去に在籍をした方、

こういった方々に花輪を出すようになっておりま

す。さらに、対象となる方は町立の小・中学校の

校長先生のご本人様、さらに非常勤特別職で地方

自治法の規定により設置された方ご本人様、具体

的に申し上げますと、農業委員会、選挙管理委員

会、公平委員会、さらに教育委員会、固定資産評

価委員会、それから監査委員さん、こういった方

のご本人様が亡くなられたときには花輪を出すと

いうような規定になっております。 

  それからもう１点、町長が実際に行く基準でご

ざいますが、原則といたしまして公務が重なって

いないときには、町長本人がみずからご出席をさ

せていただいているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 総務課副課長。 

○総務課副課長兼人権推進室長（大場崇明君） 総

務課副課長の大場でございます。 

  ご質問にお答え申し上げます。 

  まず、投票所の関係で、期日前投票なんかを念

頭に人が多く集まるとところということでカスミ

などに投票所を設けたらどうかというようなお話

でございました。 

  現在、期日前投票につきましては、役場庁舎１

階の会議室に設けさせていただいておりまして、

そこで期日前投票の受け付けを行っているところ

でございます。 

  他の自治体においては、ご指摘にあるとおり、

人が多く集まるところなどに設置しているという

状況も近年は増えてきているというところでござ

います。 

  宮代町においても、ご指摘のことを設置すると

いうことも考えられるんですけれども、現時点で

は、まず二重投票の防止がちょっと難しいという

ところがあります。二重投票何かといいますと、

通常は投票券を持っていくんですけれども、投票

券を持って、期日前投票所に行って、そこで内容

を確認して、投票をしていただくんですが、これ

はまれだとは思うんですけれども、同じ時間に行

った場合にコンピューターのシステムが二重にな

ってしまうようなケースもあって、そういう二重

投票の防止の観点とかもあるということで、ちょ

っとセキュリティー面でまだちょっと十分に対応

できるかというところが大きなところとしてもご

ざいます。 

  あとは、物理的な面ということになるんですけ

れども、やはり設置に係る経費ですとか、それを

知事選なんかですと、大体２週間ぐらい運用しな

くちゃいけないというような状況になってきます

ので、そういう経費ですとか、あとは人を確保し

ておかなきゃいけないということで、投票管理者

も含めて職員も何人か常に詰めておかなきゃいけ

ないということも行っていかなきゃいけないとい

うこともありますので、そういうことができれば

より投票しやすい環境になるということは十分理

解しているところですけれども、現段階ではちょ

っと難しい状況にあるかなというふうに考えてお

ります。 

  それと、職員の200人体制の観点なんですけれ

ども、こちらにつきましては町の行政改革の中で

も少しその辺を検討しなくちゃいけないというこ

とがございまして、今年度、今後５年間程度で想

定され得る新規事業の制度的な拡大ですとか、そ

ういったものの把握というものは行わせていただ

きました。 
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  各課それぞれあるんですけれども、直近の課題

としてはやはり衛生組合の業務が今度業務委託に

なって、今までは一部事務組合で行っていたんで

すけれども、町の業務という位置づけになってく

るというところがございますし、あとは開発許可

の権限というのが今は県が持っているんですけれ

ども、そうしたものも身近な市町村でというよう

な考え方もあって、開発許可の権限の移譲なども

考えていかなきゃいけないというところもござい

ます。 

  じゃ、ただ事務が増えるだけでほかの見直しは

しないのかというところもあるとは思うんですけ

れども、それについては一方でただ増えるものだ

けで職員が増えちゃいますよということではなく

て、やはり見直せるものについては見直していく

というような考え方で、できるだけ職員数の増加

を抑制しなくちゃいけないという考えはあるんで

すけれども、いずれにしてもさまざまな行政需要

を考えていきますと、現在の200人体制を今後も

維持していくというのが非常に厳しい状況になっ

てきておりますので、200人体制の見直しを今後

検討していきたいなというふうに思っています。 

  ただ、見直しに当たりましては議会の皆様と議

員の皆様に対して丁寧にご説明を申し上げて、い

ろいろなご意見をいただきながら見直しを図って

いきたいと思いますので、ご理解をいただければ

というふうに考えております。 

  また、職員の男女比率でございますけれども、

平成30年３月１日現在になりますが、総職員が

201人ですが、男性が117人、率にすると58.2％で

すね。あと女性職員が84人ということで、率にす

ると41.8％ということになります。 

  それとあと、先ほど、すみません、ちょっと戻

るんですけれども、二重投票の関係でちょっと補

足させていただきますと、選挙人名簿と連携して

システムを管理しているんですけれども、少なく

とも役場とカスミを回線でつながなきゃいけない

というこういうものも出てきます。紙の選挙人名

簿ですと、これは確実に二重投票については防止

が難しいかなと思っていますので、カスミに専用

回線を引いて、セキュリティー面を充実させない

と、二重投票の防止というのがなかなか難しいか

なと。 

  春日部で、イオンモールで期日前投票を設けた

ケースがあるんですけれども、初期の工事費のみ

で大体200万ぐらい費用がかかっているというこ

とになっておりまして、そのほかに人件費等もか

かってまいりますので、投票率を増やして、より

政治に参加していただきたいという思いは、これ

は共通ではございますけれども、その辺の運用面

も考えて、対応していく必要があろうかなという

ふうに考えていますので、ご理解いただければと

思います。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） 角野です。お願いします。 

  70ページなんですが、私たちの予算書でいきま

すと、19ページです。 

  市民の活動をつなぐインターネット放送局とい

うのがありまして、今年度からは進修館指定管理

者事業へ統合されるというふうなことで、これが

△印になっています。この辺なんですが、どうい

う理由でこうなったのか。別に反対だとかそうい

うことではなくて、その経緯というのを教えてい

ただきたいということと、それからその前の68ペ

ージ、広聴広報費なんですけれども、新しい町長

というか、町長は対話のまちづくりということで

広聴をしていきたいみたいなそういう町民の皆様

と対話していきたいというそのような思いがある

というのは、私たち町民はわかっているんですが、
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予算上は特に上がっていなくていいのかというこ

とをちょっとお伺いすることと、それからホーム

ページが一昨年くらい前の12月くらいに変わった

んですが、そのときの市民参加というそういう項

目があったと思うんですが、市民参加、端っこの

ほうの、袖というか、それが消えていますよね。

その辺についての経緯も教えていただきたいと思

います。 

○委員長（田島正徳君） 総務課副課長。 

○総務課副課長（稲宮辰男君） 総務課副課長の稲

宮でございます。 

  お答えをいたしたいと思います。 

  まず、インターネットの関係で、ご質問にあり

ましたように、市民の活動をつなぐインターネッ

ト放送局事業が29年度までは総務課所管というこ

とで予算を計上しておりましたが、30年度からは

進修館管理事業に統合というふうになりました。 

  こちらの理由でございますが、12月議会の中で

も進修館の指定管理事業ということでご議決いた

だいたところなんですけれども、従来の進修館の

事業、それから従来総務課で所管しておりました

インターネット放送局の事業、こちらにつきまし

てはともに共通するような目的があるんではない

かと。例えば、進修館でしたら地域をつなぐ拠点

といたしまして、そのイベントや情報、そういっ

たものを発信する場所でもございます。また、イ

ンターネット放送局につきましては、地域の情報

を発信して、町のＰＲ、魅力をＰＲするというよ

うな形で目的が共通しているところが多くござい

ますので、進修館の指定管理事業といたしまして

進修館の管理、それからインターネット放送局に

ついてを一括して行うことによりまして、よりそ

の目的が効率的に、かつ効果的に発揮できるんで

はないかということで今年度から進修館の管理事

業のほうに統合をさせていただいたものでござい

ます。 

  それから、町のホームページの事業でございま

すけれども、先ほどのご質問にありましたように

28年12月から町のホームページが新しくなりまし

て、リニューアルをいたしまして、かなり項目と

かも変更はさせていただいておるところですけれ

ども、その分ホームページのほうでは内容をより

今まで以上に充実をさせようというところで、お

知らせですとかトピックスといった形で項目のほ

うはなるべく詳しく説明を差し上げるということ

で、新しいホームページの運用を図っているとこ

ろでございます。 

  それから、もう１点でございますけれども、町

長の対話によるまちづくりについての予算計上に

ついてでございますが、実際10月から新しく町長

が就任いたしまして、町民との対話によるまちづ

くりということで早速幾つかの事業を始めてござ

います。例えばでございますが、先月、２月にお

きましては、今まで町内を４カ所に分けて、地区

連絡会を行っておりましたが、その地区連絡会に

引き続きまして、同じ会場で地区懇談会というこ

とでご出席の区長さん、それから自治会長さんの

方からいろんなご意見を聞くといった形でまさに

町民との対話を進めていこうという形で、早速先

月、２月で幾つか会合を開かせていただいており

ます。 

  また、同様に１月からですけれども地域交流サ

ロンがございまして、今まで特にこちらは町長の

ほうは参加はしていなかったんですけれども、な

るべく多くのそのサロンのほうにも出向いていっ

て、皆さんのお話を聞きたいということで、１月、

幾つかの地域交流サロンのほうにも出席をさせて

いただきました。 

  こういった形で住民との対話を深めるというこ

とで、いろいろなことを始めさせていただいてお
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るんですが、予算の執行を伴わないでもこういっ

た形で直接皆様のもとに出向いていって、お話を

聞くというやり方もできるんではないかといった

ところで早速始めているところでございますので、

平成30年度の当初予算につきましては、特に新し

くそのための予算というのは計上してはおりませ

んが、いろいろな形をまたこれから検討していっ

て、実行していきたいというふうな形で考えてお

ります。 

  先ほどのホームページの市民参加の多分そのボ

タンがあったのではないかというお話かと思うん

ですけれども、新しいホームページでは確かにそ

のトップ画面の中では、その押せるボタンについ

ては、新しくはできておりません。ちょっとその

経緯については、ちょっと今すぐここでお話しで

きる資料がないので、具体的なお話はできないん

ですけれども、その分、市民参加の内容につきま

しては別なところから入っていって、従来の内容

についてはご確認いただけるのではないかという

ふうに思っております。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） 再質問お願いします。 

  進修館事業に移ったというほうのことなんです

けれども、市民の活動をつなぐインターネット放

送局、これは私たちの予算書で19ページにありま

すが、そうしますと総務課の手から離れたという

ことでいいのかということ。今年はここに書いて

ありますけれども、予算が総務課から離れたとい

うことを確認していいのかということと、それか

ら昨年指定管理で決めています。それで、委員会

の資料によりますと、59ページ、よその町民生活

課のほうの資料かと思うんですが、市民活動の支

援ということで今ご答弁がありましたように、目

的が共通するところがあるからというところで、

そちらのほうに移したということで、それは理解

します。そうしますと、これは広報広聴からでな

くて、進修館事業にいくということで、今年は予

算書に入っていますが、もうこれは進修館の指定

管理の中の協定項目にしてしまうというそういう

来年度、再来年度ですかね、そういうふうになっ

ていくのかということを確認します。 

  とりあえずそこと、それからその動画をつくっ

ていた人は特派員、それは、じゃ、指定管理者と

の契約みたいな形に雇用関係なのか何かちょっと

わからないですけれども、そうなるのかどうかと

いうことと、それから動画に関してはそうだけれ

ども、ここにありますサポーター、広報サポータ

ーとはまた違うという、そういう位置づけをする

ということなのか、その辺もお願いします。 

  それから、ホームページのほうなんですけれど

も、市民参加のほうが、町民というか入った人は、

委員の募集、何とかの募集とかというよりも市民

参加とあったほうが宮代らしいというか、市民自

治を職員に教えるお金を出す、本年度だったらそ

こを復活すべきじゃないかなというふうな、これ

は要望です。 

○委員長（田島正徳君） 総務課副課長。 

○総務課副課長（稲宮辰男君） 総務課副課長の稲

宮でございます。 

  質問にお答えしたいと思います。 

  まず、インターネット放送局の事業でございま

すが、私たちの予算書の19ページにあります、こ

ちらに市民の活動をつなげるインターネット放送

局の事業が出ておりますが、こちらは担当課とし

て総務課の広報担当を掲載させていただいており

ます。今回の予算に当たりましては進修館の指定

管理事業の中にまとめて、このインターネット放

送局の事業を入れてございますが、あくまでも町

執行部の担当としますとこちら、総務課の広報担
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当が29年度に引き続き行っていくというふうに考

えておりますので、そこは従来と変わりはないと

いうふうに考えております。 

  それから、インターネット特派員の雇用関係と

いうことでございますが、インターネット特派員

につきましては、こちらはボランティアでやって

いただいておりますので、特に雇用関係が生じる

ものではございませんので、そこをあえて新しく

指定管理によって何かが変わるとか、そういった

ことも特にございません。 

  それからもう１点、広報サポーターでございま

すが、これはあくまでも町の広報紙の記事を広報

サポーターの方が持ち込んだ記事ですとか写真と

かそういったものを使って、取材活動をお願いし

ているという問題がございますので、インターネ

ット放送局とは全く別物というふうにお考えをい

ただければと思います。 

  それから、先ほどのホームページの市民参加の

ボタンなんですが、議員おっしゃられるようにこ

ちらのほうがわかりやすいというような意見も今、

こちらのほうでは認識しておりますので、今後に

ついてはその点、また検討していきたいとうふう

に考えております。 

○委員長（田島正徳君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） 今ご答弁ありました広報

担当でやるということで、多分これがつながって

いくんだと思うんですが、進修館指定管理者事業

にかかわっているのは町民生活課ですよね。 

  そうすると、ここだけに関して、78万に関して

は進修館指定管理料に入れていますよね。それを

総務課広報担当ですという、その予算と事実の執

行関係、それがちょっと理解できないことと、そ

れから広報の職員がどんなふうにその指定管理と

いうか、進修館にかかわっていくのか、町民生活

課がかかわるというのだったら、ちょっとわかる

ところがあるんですけれども、広報担当がどんな

ふうにかかわっていくのか、指定管理者というシ

ステムでやっている限り、そういうことがあり得

るのかという疑問が出てくることと、それから、

町長の施政方針にもありましたけれども、大学と

の連携というのがありますよね。日工大とこの市

民をつなぐインターネットのことを講習で教えて

いますよね、毎年。その特派員のレベルアップの

ために。そういう研修というのは町と、それから

大学との連携事業で行っている内容をお金だけは

進修館に渡しましたよ、進修館頼みますよという、

その指定管理のほうに渡しておいて、この総務課

の広報、広聴との関係はどうなっていくのか。指

定管理者との、指定管理って一応議決があります

ので、議決したときと目的は同じだから予算をそ

っちで出しましたということがちょっと、理解が

ちょっとできかねるところと、それからこの19ペ

ージの一番下の財源確保の取り組みの検討、28年

総務課となっていますけれども、これはどういう

意味なのか、ちょっとこれも説明お願いします。 

○委員長（田島正徳君） 総務課担当主査。 

○広報担当主査（新井庸一君） 総務課担当の主査

の新井と申します。議員のお話にちょっとお答え

したいと思います。 

  まず、進修館への指定管理の移行ということで、

まずメインの進修館の管理である町民生活課のほ

うと調整をさせていただきまして、先ほど副課長

のほうからお話させていただきましたとおり共通

の目的が一致しているということ、また、それに

伴って効果的かつ効率的に発展できるだろうとい

う中で、指定管理を出すに当たってどのような形

で町が携わっていったらいいのだろうかというよ

うなお話をちょっとさせていただきました。その

中であくまでも指定管理がメーンになる中では進

修館ないし管理業務、あとは市民をつなぐという
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ことで事業がメインになると思うんですけれども、

その中でのインターネット放送局というのがちょ

っと独特なものがございますので、予算もさるこ

とながら、こちらは業務として両方の課が所管す

る、またはまたがるみたいな形で一緒に運営して

いこうというような話になっております。特に広

報に関しましてはインターネット放送局に特化し

ている部分もございますので、今現在指定管理を

行っているＭＣＡサポートセンターのほうにまた、

ご厄介になる形になるんですけれども、このよう

な実際の今の運営状況をそのまま引き継ぐような

形、またさらに発展するような形というのを協力

とかアドバイスという中での援助と言おうか、協

力と言おうかというものをこれからも少し継続を

していきたいという形でお話のほうはさせていた

だいているところでございます。 

  なので、実際私たちの予算書の中で総務課と町

民生活課に分かれて、今回記載させていただいて

いる部分につきましては、議員さんのおっしゃら

れたとおりにちょっとわかりづらい部分があるの

かもしれませんが、特に今回移行する期間の最初

の年度ということもございまして、今回別々にち

ょっと掲載させていただいた部分がございます。

やはり、わかりづらいという部分、後はどうして

もそこら辺で誤解が生じるということであれば、

次年度以降のこちらの表記につきましては、やは

り進修館の管理事業一本化の中で町民生活課と総

務課が一緒に携わっていくと。今の実際、例えば

人権関係もたしか総務課と教育委員会と共通して

一緒にやっていくというようなやり方というのも

あると思いますので、そのような考え方も踏まえ

まして、次年度以降の作成に当たってはそのよう

な書き方で、よりわかりやすいような形で表記さ

せていただけばありがたいなということでご理解

いただきたいなというふうに思いますので、よろ

しくお願いします。 

  それと、あと大学の連携についてお話をいただ

きました。こちらにつきましてはおっしゃるとお

りにインターネット放送局の中でその特派員さん

のレベルアップ、またスキルアップの向上という

ことで、大学の教授の方ですか、専門の方に講師

を依頼しまして、講座を開いているところではご

ざいますが、こちらにつきましてはインターネッ

ト放送局の今、ＭＣＡスタッフ、サポートセンタ

ーのほうが事務というところで携わっております

が、こちらのスタッフのほうが大学のほうと直接

やりとりをさせていただく中で、こういう言い方

は失礼ですけれども、専門家を見つけている中で、

日本工業大学の近くにそういう先生がいらっしゃ

ったので、そういう方をご協力いただきたいとい

うことで講師をしていただいたり、あとはアドバ

イスをいただいたりというような部分もございま

す。結果的に大学の連携というところにつながっ

ていくのかもしれませんけれども、関係性はその

まま継続させていただくという中でインターネッ

ト放送局と、あと日本工業大学の先生ですとか、

あとは今年になりましてまた違う方のアドバイス

ないし交渉だとか、つながりというものをいろい

ろ模索している部分もございますので、そこら辺

はインターネット放送局の単独の、自主的な努力

として見る中でどの大学、また、日本工業大学に

限らなくてもいいとは思うんですけれども、その

ような形で方面を広げて行ければなという形にも

なりますので、そのような形でご理解いただきた

いなというふうに思います。 

  あと、すみません。私たち予算書のほうの下の

ほうにあります財源確保の取り組みというところ

での検討でございますが、ここにつきましては過

去インターネット放送局を立ち上げるに当たりま

して、最終的には独自採算も念頭に置いた検討を
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していこうと、独立と言っていいんですか、自分

たちで自立した運営ができるような形で考えて行

こうという中の一つで、自分たちでやる中で自主

財源をつくることができる仕組みづくりを検討し

ていきましょうという項目がございました。その

中で何年かやるうちに、やはりボランティアの集

まりであるということ、あとはボランティアの

方々が好きでやっていることを逆に強制してしま

ったりする、あとはその逆に求められたものをつ

くれなかったりとかということのお金のメリット、

デメリットというふうなことを考えると、現段階

での組織の運営の中で自主財源、要はお金をもら

って動画をつくってとかというような、やはり活

動というのはちょっと難しいであろうというよう

な最終的な判断に至りまして、28年度で現段階で

はちょっと難しいという結論の中で検討のほうも

終わっております。なので、29年度につきまして

は進修館の指定管理の中で独自に、義務というか

そういうものではないんですけれども、そういう

ものも可能性を残しつつ活動を続けて、最終的に

はそのような活動ないし結果が得られればいいね

というようなものを延長において活動をしていこ

うという形で今現在、来年度以降もちょっと活動

をしていくという形で現在掲げておりますので、

この点をご理解いただきたいというふうに思いま

す。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） 理解してくださいという

ことで、何かちょっといろいろ思うこともありま

すけれども、一応第４次総合計画の一応目玉事業

というか、前へ出している事業ですよね、これで

いくと。その辺進修館事業になってもいいんです

けれども、今の言い方だといろいろ大学との連携

事業も企画財政のほうで出していただいた資料に

よると町との連携だったと思ったら、実はＭＣＡ

がやっていたことですよみたいなことを今ちょっ

と言われてしまったり、ちょっと何か一緒になっ

てしまったところもあるんですけれども、基本的

には78万というお金というのは何に使うお金なん

でしょうか。 

○委員長（田島正徳君） 総務課副課長。 

○総務課副課長（稲宮辰男君） 総務課副課長の稲

宮でございます。 

  78万円の用途についてでございますが、こちら

は私たちの予算書に書いてありますとおり、その

中身については進修館の指定管理委託料に含まれ

ているもので、決してその二重になっているもの

ではございません。 

  その具体的な78万円の中身でございますが、イ

ンターネット放送局でウエブ動画を掲載するに当

たってさまざまな費用がかかってまいります。例

えば、先ほどお話をさせていただいた講師の方を

呼んでやる講習会、そういった講師への謝金です

とか打ち合わせ等に使う資料の印刷費、それから

取材に係るさまざまな経費、そういったものに充

てるということで78万円の経費を積算いたしてお

ります。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） ほかに質疑ございますか。 

  伊草委員。 

○委員（伊草弘之君） 伊草弘之でございます。 

  予算書の97ページ、県議会議員選挙費の中の委

託料なんですが、ポスター掲示場の設置業務委託

があるんですが、事業概要の中で県議会議員の任

期満了が31年４月29日ということでありますけれ

ども、ちょうど年度をまたぐような３月、４月な

ものですから確認の意味もあってお尋ねしたいん

ですけれども、30年度の予算ですので３月31日ま

でに設置をするような業務委託になっているんだ
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と思うんですが、告示日が決定していない中で３

月31日までのスケジュールでできるのかどうか、

例えば告示日の何日前に設置しなくてはいけない

とか、そういう基準があるのかどうかということ

と、設置場所についても何か委託するに当たって

は町が場所を指定するんだと思うんですけれども、

そういう設置場所についても取り決め、あるいは

基準みたいなのがあるのかどうか、選挙自体は４

月に入ってやりますので、この委託を履行するの

に設置はしますけれども、撤去は31年度になっち

ゃうと思うんです。そういうその、委託料の履行

期限についての問題はないのかどうか、例えば撤

去費がまた31年度に入ってくるのか、その辺の細

かいところなんですが関係についてお願いしたい

と思います。 

○委員長（田島正徳君） 総務課副課長。 

○総務課副課長兼人権推進室長（大場崇明君） 総

務課副課長の大場でございます。 

  今、県議会議員の選挙のポスター掲示場の設置

の委託の関係でご質問をいただきました。 

  議員おっしゃるとおり４月29日が任期満了なん

ですけれども、前回の例でいきますと４月の多分

８日とか７日ぐらいに選挙を行っておりまして、

その前にその期日前投票の期間を入れると、本当

に年度末ぎりぎりのところから投票ができるよう

な状況が発生しますので、町のほうとすると告示

日が決まりまして、これは県議会の話なので、県

の選挙管理委員会と調整にはなるんですけれども、

調整したうえでポスター掲示場の設置については

進めていくということで考えておりますので、ま

だ選挙日が決まっていないのですが、基本的には

30年度中に設置をしておかないと間に合わないと

いう認識で予算のほうは計上させていただいてお

ります。 

  また、設置場所につきましては町内に100カ所

程度あるんですけれども、これはもう既に決まっ

ておりまして、最終的には選挙管理委員会のほう

で今回の選挙のポスター掲示はここでいいという

判断になるんですけれども、これまでは大きな変

更は行ってはいないというところです。ただ、私

有地もありますので、私有地につきましては事前

に地権者の方との交渉等もありますので、事前に

調整をしながら、もし変更が必要になった場合は

また、新たな代替地を探さなくてはいけないとい

うことになりますけれども、そういうような形で

行っていきますが、今までこれまで設置されてい

たところの近傍になるべく設置するような形にし

ていきたいというふうには考えております。 

  あと、当然撤去については翌年度になりますの

で、翌年度の予算で計上させていただくというこ

とになります。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 伊草委員。 

○委員（伊草弘之君） そうしますと、見込みです

けれども、今までの告示日、選挙日を想定すると

設置も含めて30年度で問題ないというような見解

は了解しました。 

  あと、設置場所なんですけれども、特に道路に

面している必要があるかとかいろんな細かいもの

はないようですので、従前どおりの場所の近傍に

というようなご答弁がありましたけれども、以前

にも質疑か質問のときに、余り通行しないような

ところにあっても目につかないのではないかとか、

いろんなご意見があったと思うんですが、私が行

く投票場が姫宮保育園なんです。今の説明のよう

に近傍にという、今までのところの近傍にという

ようなお話だったんですが、建て替えしてから今

の場所なんです。建て替える前は投票場に行く入

り口のところに設置してあったんです。今、保育

園、新築をしてある場所がもう、入り口と全くか
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け離れた道路に面したところにありますので、特

にそういう基準がなくて移設できるようなところ

があるのであれば、当然入り口に入るところにな

いと困るんじゃないかと思うんです。話に聞きま

すと投票日当日、そのポスターを見て決めるとい

う方もいらっしゃるということなので、入り口入

ってどこにその掲示板があるのかというのは全く

今わからないところにあるんです。ですので、全

部の投票場を確認したわけではないんですけれど

も、そういうところは確認して、移動できるので

あれば移動したほうがいいと思うのですが、その

辺についてのこれからの事業ですので、確認、対

策できるのかどうかお尋ねしたいと思いますが。 

○委員長（田島正徳君） 総務課副課長。 

○総務課副課長兼人権推進室長（大場崇明君） 総

務課副課長の大場でございます。ただいまのご質

問にお答え申し上げます。 

  姫宮保育園のところにつきましては、建て替え

後にちょっと場所が移動したというお話もありま

したが、確かにそのとおりでございまして、いろ

いろ地権者さんとも調整をさせていただいて、あ

の場所に今なっておりますが、今ご指摘をいただ

いたとおりよりよい場所があるのかないのかとい

うところも含めて、検討は鋭意してまいりたいと

いうふうに思いますのでご理解いただければと思

います。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 伊草委員。 

○委員（伊草弘之君） では、お願いしましてこれ

で終わります。 

○委員長（田島正徳君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） 何点か質問させていただ

きます。 

  前段者が大分多くの数の質問をしておりますの

で、できるだけ数を絞って質問したいと思います。

重複する部分もありますので、その点はお許し願

いたいと思います。 

  まず、予算書の63ページの退職手当、九千六百

五十四万何がし、これがいけないというのではな

くて、これの積算はどのようにして行っているの

か。職員数の数とか、いろいろ先を見越してのこ

ともあるかもしれません。これの積算の方法をち

ょっと教えてもらいたい。それが１点。 

  ２点目はつまらないことですけれども、67ペー

ジの埼玉県の防衛協会って、ちょっとどういう内

容の協会なのか、あとは平和首長会議、なんか内

容によっては大事な内容かもしれませんが、ちょ

っとどういう協会なのか、また、どういう首長会

議なのか教えてもらいたいと思います。 

  あと、選挙関係は今、前段者が説明したのです

が、前も前原中学校のあそこのグラウンドのとこ

ろの設置、あそこは意味があるのかという質問を

したことがあるんですけれども、相変わらず直ら

ない。中学生が投票権を確保したならわかるんで

すけれども、あそこは中学校だからまだ、投票権

はないですよね。ほとんど町の人は通らない場所

に設置してあるんです。ですから、公営掲示板と

いうのはどういう意味なのか。町の人に、多くの

人たちに候補者の数を見てもらう、顔を見てもら

うというのが掲示板だと思うんです。田んぼなり

畑に行く人も見ることは見る、それがいけないと

は言いませんけれども、数からいったらもうちょ

っと変えるべきだと３年ぐらい前に私、注文をつ

けたと思うんですけれども、一向に変わりない。

本当に設置するにはただではないので、町の人に

宣伝する意欲がないのかなと私はとっているわけ。

ですから、投票率も下がるんだな。やはり、積極

的に宣伝をすることが、やはり投票率のアップに

つながるんじゃないですかと私は思うんです。そ

のことは次に。 
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  もう一つはあと、職員人数の問題なんですけれ

ども、私もこれ、ちょっといろいろ私の意見が間

違いなら間違いだとはっきり言ってもらって結構

だと思います。前段者は仕事がふえたり、いろい

ろ町民の人のために人件費、人数を増やすべきだ

という質問をしたようですけれども、端的に言え

ば。私は今まで200人体制、それはそれでいいと

思います。いろいろ委託をして、例えば総合運動

公園、また進修館、ふれあいセンター、あちこち

委託して委託料を相当払っていますよね。これ、

今ざっと計算したって億の金以上、２億ぐらい払

っているのかな。全てが人件費ではないと思いま

すけれども、それで人間が減らないですね。私は

それを指摘しているんです。人数が減って２億近

い金を使っているなら、まだ私も理解できる。ち

っとも減らない。うまい理由をつけて、その数は

確保しているんですね。総人数は。町も財政難だ

ということでいかに財政を減らすかということを

今まで言っていたでしょ。それで言いながらやっ

ていることは減らしていないんです。また今度は

何人か増やす。それが一つ聞きたいこと。 

  その関係で、そのほかのことで聞きたいことは、

先ほど各課のいろいろな意見を聞きながら網羅し

て人数を増やしていると。それは法律改正や事業

がふえたから、これはいつも町の説明で言ってい

ることです。民間なんかはいかに財政を減らすか

というのは人件費を減らすのが大体中心ですよね。

ですから、私はそれでいいとは言わない。ただ、

今までの流れが言っていることとやることが全然

違うんです、町は。宮代町は。そういう無駄な金

を、無駄というとまた問題になっちゃうからそれ

は取り消しますけれども、多くの委託料を払って

いながら人間がちっとも減らない。これはちょっ

と、私は理解できないんです。私の考えが間違い

なら間違いとはっきりと言ってください。町のや

り方が正しいんだと。委託料を２億も出しておい

て人件費が全然、私はざっと計算しても20人やそ

こら辺の人数は減るわけなんですがちっとも減ら

ない。その委託されたところの人間を減らせとい

うのではなくて、自然減だとかそういうことをや

りながら減らしていくのが仕事でしょう。それを

やっていない。ですから、財政をこれから心配を

しているといったってちっともしていないという

ことですよね。それが１点。 

  そのほか、人件費の関係では人事考課を行って

いるのかどうか。前はやっていましたよね。専門

家を入れてまでやっていたはずですよね。その人

事考課をやっているのか。それが同じ職員の関係

で２点目。 

  もう一つは職員が上級試験、先ほど説明で無理

に行かせているとかどうのという市町村もあると

か言っていましたけれども、それは無理に行かせ

れば上級試験、これは難しいんです。私も経験と

して無理に行かされて白紙で出した経験があるん

です。偉くなりたくないというので。なればそれ

だけ責任があるから。名前だけ書いて下はわかっ

ても書かないで出しちゃう。それは絶対に上級に

上がらない。それだとまた、優秀な人材を引き上

げることも不可能になることはありますよね。で

すから、宮代町も任用制度というのがあるのかど

うか。任用制度というのは、学科ができなくても

優秀な人材なら引き上げるんだと。こういう任用

制度というのは必要だと思うんです。それがやる

気がでる人材を育てるだと私は思うんです。そう

いうことをやっているのかどうか。それを同じ項

目のこの中で考え方を聞かせてもらいたい。そう

しないと人材は伸びないです。ただ試験で、頭の

読み書きがいいから、読み書きだけではないけれ

ども、学科は。その点数がいいからその人材は仕

事ができる、そういう問題じゃないんです。と思
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います。幾ら学科ができたって仕事、なかなか難

しくてできない人もいるわけですから。そのため

に任用制度というのはあると思うんです。そのぐ

らいのことは考えないのかどうか。新しい今度は

執行者が変わったのでやり方はいろいろあるとは

思いますけれども、そういうことで人材を育てる、

そのことはどうなのか聞かせてもらいたい。 

  以上、とりあえずお願いしたいと思います。 

○委員長（田島正徳君） 休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時１１分 

 

再開 午後 ２時２３分 

 

○委員長（田島正徳君） 再開いたします。 

  総務課副課長。 

○総務課副課長兼人権推進室長（大場崇明君） 総

務課副課長の大場でございます。今いただいたご

質問に対して順次お答え申し上げます。 

  まず、予算書の62ページ、63ページの退職手当

負担金の関係についてお答え申し上げます。 

  こちらにつきましては、市町村総合事務組合の

条例によって負担割合は決まっているんですけれ

ども、給料の人件費の給料の1,000分の145が負担

割合として定められておりまして、今回その同じ

割合で予算を計上させていただいているというも

のでございます。 

  続きまして、２点目の埼玉県防衛協会の活動内

容でございます。 

  こちらにつきましては、県内の市町村のほかに

団体個人も会員として名を連ねているというもの

でございまして、事業といたしましては防衛意識

の高揚ですとか、自衛隊と県民との相互交流ある

いは自衛隊募集の協力といったようなことを活動

内容として行っているものでございます。 

  続きまして、平和首長会議の関係でお答え申し

上げます。 

  平和首長会議につきましては、これは原爆の投

下にかかわるものなんですけれども、広島市と長

崎市がこうした原爆を受けてきたということもあ

って、その核兵器の非人道性を訴えて廃絶を求め

るというような趣旨もございまして、多くの都市

が参加をしているということでございます。現状

としては世界162の国と地域と7,536の都市が加入

をしているということでございます。日本国内に

おいては今年の１月１日現在ですけれども、

1,716の自治体が加入をしているということでご

ざいます。 

  こちらの事業ですけれども、基本的には核兵器

廃絶ですとかそういったものに賛同した、そうい

う主体が集まっているというものになりますけれ

ども、具体的な事業としては、まずはこうした都

市の連携の呼びかけをここの首長会議で行ってい

きたいということと、あとはニューズレターです

とかメールマガジンの発行、これはメールで送ら

れてくるんですけれども、今の動きというんです

か、今回首長会議でこういう議題を採択しました

よとかそういうような情報提供ですとか、あとは

総会の開催ですとか、そういったような活動を行

って平和、核兵器の廃絶、そういったものを訴え

かけているというような活動内容になっておりま

す。 

  続きまして、選挙の関係のポスターの掲示の関

係でご質問をいただいております。 

  町内のポスターの掲示場につきましては、78カ

所設置をしております。ご指摘のございました前

原中学校のところにあった前原グラウンドのポス

ターにつきましては、いろいろご指摘もいただい

ておりまして、やはり人目につくようなところと

いうことで、今回の町長選から中の集会所のほう
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に移設をさせていただいております。また、その

ほか道仏地区に住宅が建ってきたということもあ

りますので、そちらのほうの公園のほうに１カ所

移設をしたりということで、ちょっとなかなかわ

かりにくいんですけれども、そうしたような見直

しというのは随時行っておりますので、ご理解い

ただければというふうに考えております。 

  それと、職員数の関係でございます。 

  職員数の関係についてはさまざまな考え方があ

りますので、どれが間違っているとか正しいとか

ということを私が申し上げることは毛頭考えてお

りませんが、これまでの経緯だけを概略で説明さ

せていただきますと、平成17年度の職員数につい

ては225人でございました。それが平成29年度現

在では201人という状況になっておりまして、こ

れは公共改革の中で200人体制ということを町の

ほうの方針として決定いたしましたので、それに

向けて職員数の削減とご指摘にございました指定

管理への移行というのを続けてきまして、現状

200人という状況になっております。 

  今後につきましては前段でもお話させていただ

きましたけれども、今いろいろな事業の、確かに

議員さんがおっしゃるとおりに何かあれば法律改

正だとかというようなご指摘もありますが、ただ、

実際にその法律改正によって事務がふえたりとい

うことは、これは現実としてあるということはご

理解いただきたいというふうに思っておりますが、

そうしたところからまず、事務の積み上げをして、

あとは縮小できるものがあれば縮小するというよ

うなことで考えていくということで考えておりま

して、今後これは議会の皆様ともご相談をさせて

いただきながら200人体制をどうしていくかとい

うものについてはいろいろとご意見をいただけれ

ばというふうに思っておりますので、よろしくお

願いいたします。 

  それと、これに関連いたしまして人事評価制度

の実施についてご質問をいただいております。 

  宮代町につきましては平成24年度で一旦廃止を

しておりますが、平成28年度に試行実施を行いま

して、平成29年度から本格導入をしております。 

  現状としては、処遇反映の面については良好に

満たない職員について反映をさせるということに

なっておりまして、通常良好ですと昇給をするん

ですけれども、良好に満たない職員については昇

給を少し延ばしたりという措置を行うというよう

なことで考えておりまして、今後さまざまな制度

を全国の自治体で一斉に行っておりますけれども、

いろんな状況を見ながら処遇の反映等に結びつけ

ていきたいというふうに思っております。 

  そうなりますと、場合によると先ほど議員さん

からもお話いただきましたモチベーションの向上

ということで、頑張った職員には本当は5,000円

しか上がらないけれども、7,000円給料を上げて

あげようとか、そういうようなことが実際にでき

ればいいなというふうに思っておりますけれども、

ただ、そこに行くにはやはり職員の理解も必要に

なってきますので、いろいろ職員からも意見を聞

きながら制度については常に見直しをしながら進

めていきたいというふうに考えておりますので、

お願いします。 

  ということで、いろいろ長々と話しましたが、

一応宮代町としては実施しているということでご

理解いただければと思います。 

  それと、任用の関係でございます。先ほど来前

段のいろいろご質問にもお答えしておりますけれ

ども、確かにテストだけでその人をはかれるかと

いうと、そうではないというふうに思っておりま

す。ただ、主査なりそういう監督職に自分がそう

いう立場になって人材を育成していくという中で

は、やはり基礎的な能力というのははかる必要が
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あるというふうに思っておりますので、例えば地

方公務員法、地方自治法、全然わからないのに主

査になるというのは、これはまたそれはそれでど

うかというところもありますし、やはりそういう

ことを改めて勉強する機会として捉えて、試験に

臨む場合に今までやってきた自分の経験を改めて

法律等と見て、自分の認識が正しかったとか、も

う少しここを覚えなければいけないんだとか、そ

ういうことも勉強する機会と捉えていただいて、

試験というのは実施しているというところでもご

ざいます。ただし、やはり試験になかなかチャレ

ンジできずにそのまま年齢を重ねて、経験を重ね

ていくという職員もおります。そうした中で、そ

うした職員のモチベーションというのが、これが

なくなってしまっては、これは町民のサービスに

直結してしまいますので、そういった中で今の現

状を町としては所属長さんが日常的にその職員を

見て、この職員であれば部下の育成もできるし、

町の将来も担えるというふうに判断した場合には

推薦をしていただいて、それについてその任用を

図っているということでございますので、もっと

大胆にというご意見かもしれませんが、現状とし

てはそういった形で取り組みを進めておりますの

で、ご理解をいただければと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） ありがとうございました。 

  特に前段者が質問した、よく理解しなかった部

分は申しわけなかったんですけれども、平和首長

会議、一つこれについては成功するように町も努

力してもらいたいなということを先に言えばよか

ったんですけれども、言いはぐって、そういうこ

とでよろしくお願いしたいと思います。 

  あと、職員の問題についてはおおよそわかりま

したけれども、前にも17年度に225人、29年度に

なって201人体制になったというのは聞いた記憶

があります。それが減った理由がこのように努力

したということは理解しないわけではないんです

けれども、町の人はそうはとっていないと。幾つ

かの施設を民間委託にして、それなりの金を払っ

ていて、その部分がどうなんだというのが関心を

持っているんです、町の人は。財政が厳しいとい

うならそういう部分の理解できるような説明も必

要です。きょう、私が聞いておくだけにしておき

ますけれども、財政難だと言っていますから、こ

ういう自治体も財政を減らすには、やはり人件費

が減るのが一番早いのかな、一般的に思います。

ただ、仕事がふえたりいろいろすれば、それは当

然増やさなければならないだろうけれども、そこ

ら辺はまた、町民の方が納得できるようにしても

らわないと私たちが困るわけです。一つ、きょう

は内容的には聞いておくだけにしておきたいと思

います。 

  あと、任用制度については、これは大事なこと

だと思うんです。物すごいいい人材が試験に行か

ないために昇給しないと。また、上がっていかな

いと。そういうのが一つ、大事な人材が本当に潰

れてしまうわけです。一つ、それは管理者が日常

なんのための管理者なのか、それは日常指導して

いかなければならない。だから、そういうところ

を目を向けて、一つ町のこの体制が職員同士が仲

よく、仕事を一生懸命できるように一つ指導する

ためには私は任用制度というのは必要だと思って

いますので、私は。一つそういうことで、一応き

ょうも説明を受けましたので、一つよろしくお願

いしたいと思います。よろしくというのではない

な。そういうことでやってもらえればということ

です。 

  以上で終わります。 

○委員長（田島正徳君） 野原委員。 
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○委員（野原洋子君） 野原でございます。 

  ２点ほど質問をさせていただきます。 

  前段議員のご質問に関連することなんですけれ

ども、今、ポスターの掲示板のことなんですけれ

ども、前原グラウンドが中集会場のほうに移って

いたということで、少しずつ変わってはいるのか

なというところで、前からちょっと不思議だった

んですけれども、東武動物公園の西口に駅前に掲

示板がないんです。姫宮駅も両方ありますし、な

ぜあんなとても人が集中するところに設置されて

いないのかというのが前からちょっと不思議だっ

たので、それをお答えしていただきたいのと、あ

ともう１点、これも前段議員に関連するんですが、

私たちの予算書19ページの市民の活動をつなぐイ

ンターネット放送局の一番下に、平成32年度の成

果目標として動画視聴回数が２万5,000回、動画

配信数50本を維持ということなんですけれども、

これのここ数年の視聴回数が何回だったのかと、

この本数が何本だったのかと、１動画で一番視聴

されたのがどんな動画だったのか、わかれば。そ

れが何回だったのかお答えください。 

○委員長（田島正徳君） 総務課副課長。 

○総務課副課長兼人権推進室長（大場崇明君） 総

務課副課長の大場でございます。今ご質問いただ

いた件についてお答え申し上げます。 

  私についてはポスター掲示場の関係でお答え申

し上げます。 

  東武動物公園駅の掲示がないのはどうしてだと

いうようなことでございます。これは、私どもも

今回西口のほうの区画整理を行って、駅前広場が

できましたので、少しその場所の見直しについて

は検討を進めておりまして、先般東武動物公園の

駅長さんにご相談を申し上げたところです。まだ、

ここということで特定の場所を押さえて相談はし

ていないんですけれども、相談には乗れますよと

いうお話でしたので、確かに駅は人通りも多いと

いうこともございますので、そういった検討は進

めたいというふうに思っております。 

  また、同様に東武動物公園駅の東口もあわせて

ご相談をしたんですけれども、こちらはちょっと

場所がないんじゃないのというようなご回答だっ

たので、私どもも具体的にここという、まだお話

をしていないのであれなんですけれども、そうい

う調整はさせていただいております。 

  したがいまして、来年の４月の県議選のときに

は西口にはポスター掲示場が設置できるかなとい

うふうに思っておりますけれども、ただ、これも

もちろん相手の先方さんがおりますことですから、

調整をしていくということだけは今、お答え申し

上げたいというふうに思います。よろしくお願い

いたします。 

○委員長（田島正徳君） 総務課副課長。 

○総務課副課長（稲宮辰男君） 総務課副課長の稲

宮でございます。 

  インターネット放送局の閲覧回数と本数でござ

いますが、まず、閲覧の回数でございますが、お

っしゃられますように動画の視聴回数ということ

で２万5,000回の成果目標を上げてございますが、

ちなみに平成28年度におきましては３万5,000回

の視聴がございました。 

  それから、動画の配信本数でございますが、こ

ちらは87本の本数がございました。それからちょ

っと、平成27年度につきましてはちょっとお待ち

ください。平成27年度におきましては、動画の本

数ですが84本、それから視聴の回数ですが２万

4,000回、ちょっとばらつきがあるところはある

んですが、過去２年間の本数と回数につきまして

は以上でございます。 

  それから、多く視聴があった内容でございます

が、全体を通して、例えば消防関係のイベントな
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どがありますとかなりの閲覧の回数があるといっ

た傾向がございます。恐らくそれはここ数年同じ

ような傾向かと思います。ちょっと回数につきま

してはちょっと正確な数字を把握しておりません

ので、ご了承いただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） ありがとうございます。 

  ポスターの掲示板のほうはわかりました。あり

がとうございます。 

  インターネットのほうです。視聴回数、平成28

年で３万5,000回拝聴されていたのに、目標が２

万5,000回とちょっと少なくなっているのもどう

かなと思うんですけれども、この消防の動画とい

うのはどういった内容、内容としては宮代をＰＲ

するような内容であったんでしょうか。 

○委員長（田島正徳君） 総務課副課長。 

○総務課副課長（稲宮辰男君） 総務課副課長の稲

宮でございます。 

  消防関係についての動画でございますが、むし

ろそのＰＲといった内容よりは、例えば訓練です

とかそういった形でさまざまな何か行われた行事

についての紹介をするようなものという内容でご

ざいまして、そういった方に多くの視聴の回数が

集中しているといったものがございます。例えば

消防訓練、そういったものについての動画がかな

り人気を集めているような状況でございます。 

○委員長（田島正徳君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） ありがとうございます。 

  多分、消防関係の方とかやはりいらっしゃると

思うので、そういう方が見ている数も入っている

のかなと思うんですけれども、やはり宮代のよさ

を発信していくためにもたくさんのダウンロード

回数を上げていきたいところだと思うんですけれ

ども、ほかの自治体で100万回達成したらこんな

ことしますと言ったら、本当に100万回達成した

自治体がありましたけれども、あれは本当にプロ

の方に頼んで、きっとお金もすごくかけてつくっ

た内容だったりもして、そういう感じになったか

と思いますが、そこまでお金をかけられなかった

りして、先ほどの話にもあったようにボランティ

アの方につくっていただいたものを流していると

いうことであれば、こちらの視聴回数を増やすた

めにどうしたらいいかというところで、例えば今、

計算して50本上げて２万5,000回というと１本500

回ぐらいしか行かないということになるんですけ

れども、平均して。例えば、１万回ダウンロード

が達成したら報奨金10万円とか、そういうような

町としてそういういい動画をつくりたくなるよう

な、ボランティアさんがつくってみたくなるよう

な試みということはお考えになっていないでしょ

うか。 

○委員長（田島正徳君） 総務課副課長。 

○総務課副課長（稲宮辰男君） 総務課副課長の稲

宮でございます。 

  議員のご質問にありましたように、こちらのイ

ンターネット放送局の動画につきましては、特派

員の方にボランティアでやっていただいているも

のというふうになります。ですから、ちょっとお

金をかけて動画をつくるというのは、ちょっと今

のところは難しい状況なんですけれども、そのボ

ランティアの特派員の方々が動画をつくるに当た

って、自分がつくった動画がより多くの人に見て

いただける、そういったのは当然作成の上のモチ

ベーションにつながると思いますので、今後はそ

の本数だけでなく、内容の充実といったものにも

より力を入れていきたいというふうに考えており

ます。 

  今年度、実はこれから予定しているところなん

ですけれども、特派員の方々がつくった動画に対
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しまして宮代町長賞というのを選考して差し上げ

たいというふうな考えで今、進めているところで

ございますので、なるべくそういった形で皆さん

が、特派員の方々がより楽しんで、質の高い動画

をつくるような試みというのをこれからまた検討

していきたいというふうに思っております。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） 町長賞、とてもすばらしい

と思いますので、今本当に小さいお子さんでも将

来の夢がユーチューバーになりたいとかというふ

うに出てきているぐらい映像をつくるということ

にとても興味を持たれている方がたくさんいらっ

しゃるので、そういう町長賞とかそういうものが

あったら必ずモチベーションが上がりますし、本

当に１万回、２万回ダウンロードされることによ

って宮代町に興味を持ってくださる方がたくさん

出ればいいと思いますので、これからもそのよう

な企画をしていただけたらと思います。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 山下です。 

  幾つか、最初に賃金のことでちょっと聞きたい

なと思っております。一般管理費の賃金です。給

料とか賃金。 

  まず、確認したいんですけれども、この区分２

の給料です、１億7,200万ですか。それのあれと

いうのは、これは下に書いてある町長、副町長、

一般職と書いてありますけれども、これ一般職は

１億5,621万と書いてありますけれども、手当の

ことについては一般職と書いていないで、通勤手

当だとか特別職期末手当というのが書いてあるん

ですけれども、これを除いた人が一般職の手当に

なるのか。その辺のところと、この町長及び副町

長の給与費並びに総務課、企画財政課、町民生活

課の生活安全担当、地域振興担当及び会計室の職

員給与費ということが書いてあるんですけれども、

この１億7,200万というのが除いた、これを資料

で見ますと何人いるのかなと思って見たら39名で

この計算でよろしいんでしょうかね。担当という

のかな。 

  それとあと、賃金。区分７の賃金で4,100万と

書いてあるんですけれども、この賃金というのは

オフィスサポーターの賃金だと思うんですけれど

も、このオフィスサポーターは何人いるのかなと

思って見たら、この資料の中では51名と書いてあ

るんですけれども、数えてみたら52名だったんで

すけれども、これの違いというのはどうしたのか

なと思いまして、ちょっと最初を確認したいと思

います。 

  それとあと、68ページ、69ページです。情報公

開推進事業です。１目の(14)の行政不服審査会運

営事業、これは会議は何回ぐらい開いたのかなと

思いまして、あと、それによって情報公開を求め

た人は去年は何組ぐらいいたのか。その辺のとこ

ろ、どんな内容の情報公開を求めてきたのか。そ

の個人はなぜ、こういう情報を求めてきたのか。

その辺の理由というんですか、何かわけがあって

情報公開を求めてきたと思うんです。その辺のと

ころをお願いしたいと思います。 

  あと68、69の２目の広聴広報事業で、町長への

手紙ということなんですけれども、この町長への

手紙というのは何通ぐらい届いているのか。この

町長への手紙の中の中身の問題なんですけれども、

これは役場として解決できる問題なのか、そして、

もし解決できるものだったならば町としてどうい

うふうに解決したのか、実現実施してきたのか教

えていただきたいと思います。 

  それと、最後に120ページと134ページの人件費

の問題なんですけれども、給料で保育園の人件費
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6,250万5,000円、30年度が5,938万3,000円という

ことで下がっているんですけれども、これは人事

異動とかいろんなのがあると思うんですけれども、

給料が上がっているのになぜ下がっているのかな

と思って、ちょっとその辺のところも理由をお聞

きしたいと思っています。 

  それと、環境衛生人件費、134ページです。給

料とか職員手当が上がっているんですけれども、

急激に。これはちょっと職員の給料が高い人がこ

こへ回ったのか、ちょっとわからないんですけれ

ども、その辺のところを教えていただきたいなと

思います。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） 総務課副課長。 

○総務課副課長（稲宮辰男君） 総務課副課長の稲

宮でございます。 

  まず、町長への手紙についてお答えをいたした

いと思います。町長への手紙につきましては、毎

年数多くのお手紙をいただいております。平成28

年度、昨年度におきましては成果書にも出させて

いただいているところなんですが、件数といたし

ますと年間で68件。ちなみにその前の年27年度は

55件。さらにその前の年は43件と毎年どんどんふ

えているような状況でございます。今年度、平成

29年度におきましてはまだ途中でございますが、

今のところ50件ほどのお手紙をいただいておりま

す。内容につきましてはさまざまな分野にわたり

ましていろいろなご意見、ご質問、要望などござ

います。ちなみにその、平成28年度の68件でござ

いますが、その中でやはり、一番大きなものとい

うのはまちづくりの方針、町政方針にかかわるも

のでして、続いて多いのが道路や都市計画、水道、

あとはさまざまな分野に広くわたっているもので

ございます。いただいたお手紙につきましては町

長みずからがそのお手紙を読みまして、目を通し

まして、至急解決できるものにつきましては担当

課のほうに指示をいたしまして、何件かは既にす

ぐに解決したもの、あるいは要望にお応えしたも

のもございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 総務課副課長。 

○総務課副課長兼人権推進室長（大場崇明君） 総

務課の副課長の大場でございます。 

  予算書の60ページ、61ページの関係の給料と手

当の関係についてお答え申し上げます。 

  まず、給料については町長、副町長と一般職で

分けておりますが、手当につきまして、これは全

て、町長、副町長も含めたものとなっております

ので、よろしくお願いいたします。 

  それと、予算のほうでこちらのほうで提出して

いる資料の数と、予算の中で書いてある町長、副

町長の給与費と数が合わないんじゃないかという

ようなご指摘でございますが、予算の資料として

お出ししたものについては実数でございます。４

月１日現在の人数でございますが、予算のほうに

つきましては、これは来年度を踏まえて現段階で、

仮置きも含めて入れているものでございまして、

人数については若干合わない部分が出てくるとい

うところでご理解をしていただければなと思いま

す。 

  それと続きまして、予算書の66ページ、67ペー

ジの中の臨時職員の賃金でございますが、こちら

につきましては議員さんのご指摘のとおりオフィ

スサポーターの賃金ということになります。予算

の資料のほうで51人の臨時職員の推移をお出しさ

せていただいておりますけれども、こちらにつき

ましては社会保険料がかかる臨時職員のみ掲載を

させていただいておりまして、51人ということに

なっております。通常オフィスサポーターの事業

につきましては、長期間継続して雇用するという
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形態もありますし、何か大きな事業が発生したと

きに雇用するという形態もありますので、必ずし

もこの数字が全てこの賃金に含まれているという

わけではありませんので、ご理解をいただければ

なというふうに思っております。 

  続きまして、行政不服審査会の関係でございま

すが、こちらについては予算書の68、69ページで

ございます。行政不服審査会については行政処分

に対しての不服申し立てがあった場合に開催され

るものでございまして、こちらについては不服申

し立てがございませんので開催はしておりません。 

  次に情報公開の内容についてご質問があったと

思いますが、平成29年度については12月末現在で

５件の情報公開請求がございました。中身として

は、指定管理者の選定に関する資料とか、あとは

地番図ですとか家屋図、あとは第一中継ポンプ場

の更新とか本工事の内訳書ですとか、宮代町で加

入している保険証書と明細の写しというようなこ

とで情報公開請求を受けておりまして、５件にな

っております。全部公開が３件でございまして、

一部公開、少し黒塗りをして出す部分、個人情報

等が入っている場合に黒塗りをして出すものが２

件ということになっております。 

  それとあと、保育費の関係の人件費と環境衛生

費の関係の人件費についてご質問していただいて

おりますが、人件費については最終的な人事の関

係等が固まった上で、また、異動等が発生すると

いうことにはなりますけれども、現時点で想定し

ておりますのは保育園費のほうの人件費が下がっ

ているというのは、今年保育士さんで定年退職さ

れる方がおりまして、その方の人件費と新しく入

る新採用の職員との人件費の差額が主なものでご

ざいます。それと、環境衛生費のほうの人件費が

増額されているということにつきましては、現在

の予算の配置上１名増加をさせているということ

で、人数を増加させているということでふえてい

るということでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 最初に、職員の人件費はわ

かりました。オフィスサポーターとそれのことは

わかったんですけれども、中身の問題なんです。

確かに職員、この間給料が上がりました。それは

わかっているんです。このオフィスサポーター、

臨時職員の賃金が去年、おととしか、上がったの

が。上がって、今年は上がらない。4,100万の予

定のままということで上がらないということにな

ると、ちょっとこの辺のところがおかしいなとい

う感じがします。私、ちょっとこの4,100万を大

体52人で割ると１人６万5,700円ぐらいしかなら

ない。こういう低賃金で、これは差がありますけ

れども、平均です。平均で６万5,700円しか毎月

もらっていない。こういう埼玉県の私、一般質問

で質問したんですけれども、生活やってくのに40

歳で650万から30万から50万ぐらいかな、年間。

これは職員の人件費に大体似通っているんですけ

れども、それが当然のごとくさいたま市で生活、

本当に生活していくのに１家族そのぐらいは必要

だと。しかし、この臨時職員の６万5,000円、男

性の埼玉県の全国のあれを見たら、五百五、六十

万だったかな、たしか。合わせてもこれ、100万

も行かないですから、本当に暮らしていけるのか

なという感じがします。その辺のところはよく考

えてやらなくてはいけないんじゃないかなと私は

思っているんです。最低賃金さえ守れば町の職員

はいいんだということは、やはり違うんじゃない

かなという感じがするので、その辺のところをも

う一度、どういうふうに考えているのか、今後、

ちょっとお答えをお願いしたいと思います。 

  それと、町長の手紙、幾つかは解決したという
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ものがあったということなんですけれども、どう

いう問題を解決したのか、ちょっと教えていただ

ければありがたいなと思っております。 

  それと、環境衛生の人件費、１人増員だという

ことなんですけれども、増員の理由というんです

か、それをもうちょっと詳しくお願いしたいと思

います。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） 総務課副課長。 

○総務課副課長（稲宮辰男君） 総務課副課長の稲

宮でございます。 

  町長への手紙のご質問についてお答えをいたし

たいと思います。 

  ご要望いただいた件について具体的にどのよう

な内容が実現されたかということでございますが、

昨年度いただきました内容について二、三具体的

な例を申し上げますと、例えば国納保育園の駐車

場の入り口のところが非常に狭くて、ちょっと車

がとめにくいというようなお話をいただきまして、

早速すぐに入り口のところの縁石をちょっと改良

工事をいたしまして、車が出入りがしやすいよう

にいたしました。 

  それから、あとインフルエンザの出席停止につ

いてもちょっとお手紙をいただきまして、お子さ

んが学校を熱が出て休んでしまったんですが、通

常インフルエンザの場合でしたら24時間発熱して

からでないとお医者さんの陽性、陰性の判定がで

きないということで、それを待ってインフルエン

ザの判定が出て欠席になった場合、その最初のお

休みの日はちょっと対象にならないような取り扱

いだったんですが、そこをちょっと協議をいたし

まして、そのお医者さんにかかる前の日も出席停

止の日に含まれると。例えばお子さんかなんかで

すと、その皆勤賞というのを自分の目標というか

モチベーションにしてやっていらっしゃる方がい

ましたので、ちょっとそういったところでがっか

りしてしまうというようなお子さんもいらっしゃ

ると聞きましたので、そういった点は採用いたし

ました。 

  あと、乳がん検診の関係で、高濃度乳房の告知

ということで、以前はやっていなかったんですけ

れども、こちらも町長の手紙をいただきまして、

早速その年度から対応するようにいたしました。 

  このような形で素早く対応できるものにつきま

しては、なるべく早く対応をしているといった状

況でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 総務課副課長。 

○総務課副課長兼人権推進室長（大場崇明君） 総

務課副課長の大場でございます。 

  先ほどのオフィスサポーターの賃金の関係につ

いてまず、ご質問にお答え申し上げます。 

  予算の、今回議会のほうに提出しています51人

の賃金がこの予算書の66、67ページのオフィスサ

ポーターの臨時職員の賃金とイコールではないと

いうことはご理解いただきたいと思うんですけれ

ども、というのは各課のほうで予算の計上をして

おりますし、例えばこちらの中でありますと、学

校、例えば教育委員会なんかではさわやか相談員

さんの賃金ですとか、非常勤の講師の賃金なんか

は教育委員会のほうでもこれは計上しております。

総務課のほうで臨時職員の賃金を計上していると

いうのは、平成27年度から各課で予算計上してい

たんですけれども、その中で必要とされていると

きになかなかオフィスサポーターさんを配置でき

ないというような状況があって、そこを改善する

ために総務課のほうで管理できる、一括して管理

できる部分については管理しましょうということ

で、新たにオフィスサポーター雇用事業というも

のを設定をさせていただいて、柔軟に人を配置で
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きるようにさせていただいているというところで

ございまして、通常各課のほうで明らかに業務上

必要になるというものにつきましては、各課のほ

うでも予算措置をさせていただいているものでご

ざいますので、この数が、これが全てオフィスサ

ポーターさんの賃金をあらわしているというもの

ではないということは、ちょっとご理解をしてい

ただければと思います。 

  その上で、賃金の改定の件でございますけれど

も、宮代町については今回来年度に向けての賃金

改定というのは今回の予算では反映はさせていな

いという状況になっております。現状としては最

低賃金が埼玉県につきましては871円ということ

で、現状宮代町はその基準をクリアしているとい

うことがありますので、今回は改定はしていない

ということですけれども、当然政府の方針等を見

ますとこの賃金につきましては上昇していくとい

うことがありますので、宮代町においても当然そ

れの関係で注視をしていくということと、あとは

近隣市町の状況も踏まえて対応していきたいとい

うふうに考えております。 

  したがいまして、あえて低く抑えているという

わけではなくて、さまざまな状況を勘案しながら

適切に対応していくということでご理解をしてい

ただければなと考えておりますので、よろしくお

願い申し上げます。 

  それともう１点、環境衛生費のほうの人件費の

増加については、１名分の欠員が生じておりまし

たので、そちらについて今回計上をさせていただ

いているというものでございますので、ご理解を

いただければと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） オフィスサポーター、臨時

職員の賃金なんですけれども、一つの例を言いま

すと杉戸町、今回保育園の臨時職員ですか、今ま

で宮代以下だったんです。今回1,200円にすると

いうことで、近隣ではなっている。やはり、優秀

な人材を集めるとなれば、やはり賃金なんかも改

定していかなくてはいけないのではないかなと私

は思っています。そういうところの情報が入って

いると思うんですけれども、その辺のところもよ

く考えてやったほうが、後で後でだとやはり、な

んだということになってしまって、みんなほかの

町に行ってしまう。優秀な人材が。その辺のとこ

ろはどういうふうに考えているのか、もう一度ち

ょっと、近隣のということで言っていたものです

から、お話願えればありがたいなと思います。 

○委員長（田島正徳君） 総務課副課長。 

○総務課副課長兼人権推進室長（大場崇明君） 総

務課副課長の大場でございます。 

  保育士の賃金につきましては、宮代町はいち早

く1,100円ということで、たしか当時930円か40円

ぐらいから一気に上げさせていただいたところで

す。これは、保育士さんについては今、さまざま

な面で需要が、保育士さんを必要とすることが多

くなってきて、それはやはり、女性の社会進出と

働き方改革もあるとは思うんですけれども、かな

り宮代町でも保育需要というのがふえているとい

うことで、待機児童の関係等も、ちょっと詳細は

福祉課ではないとわからないのですが、そのため

に職員の配置等もいろいろ相談を受けているとこ

ろでございます。 

  そうした中、保育士さんの賃金につきましては

今まで1,100円ということでやっておったんです

が、今後、来年度については８時半から５時15分

については1,100円でやらさせていただきますけ

れども、通常早い方は７時半ぐらいから保育園に

来て、遅い方は６時半ぐらいまでいるというケー

スもあると思いますので、そのはみ出た部分につ
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いては1,380円ということで賃金改定を予定をし

ているというふうに聞いておりますので、その辺

の対応についてはそれぞれ担当課のほうでも情報

収集をしながら対応しているというところでご理

解をしていただければと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） その改正は考えているとい

うことなんですけれども、これははみ出し分とい

うのは通常、民間でいうと残業分とは違うんです

か。それとは違うような、時間給でこの部分を働

いた分は出しますよということなんですか。 

○委員長（田島正徳君） 総務課副課長。 

○総務課副課長兼人権推進室長（大場崇明君） 総

務課副課長の大場でございます。 

  これは残業になりますと、これは法定で1.25、

25％割増とかそういうふうになってくるんですけ

れども、通常の勤務時間というのが、これは週

38.75時間が基準になっておりますので、それを

超えた場合に割増賃金が払われるということでご

ざいまして、今回の賃金改定につきましては早出

の方ですとか遅番の方に対する、その辺を考慮し

て改定をさせていただくということで考えている

ものでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） 最後になると思うんですけ

れども、予算書作成に当たっての経緯についてち

ょっとお聞きしたいんです。 

  私たちの予算書、本当に中身が充実した立派な

予算書をつくっていただきました。町長の考えを

もとに町民の声を一日も早く具体化する予算書の

中身になっているというふうにも思っております

けれども、この予算書をつくるに当たっての職員

の、スタッフのプロ集団がどのような経緯でこの

予算書をつくり上げてきたのか、その経緯につい

て一つ、お聞かせいただきたいと思います。 

  それから、現在庁舎内では課長11人でしたか、

課長が10人、局長１名、室長１名ということで２

人の課長クラスを中心にして各課がそれぞれ知恵

を出し合って予算書を作成したと思うんですけれ

ども、その段階に当たって、例えば課長会議、あ

と、副課長会議があるのかどうかわかりませんけ

れども、担当者、女性を含めてどのような経緯を

持ってこの予算書をつくり上げてきたのか、経緯

について一つお聞かせ願いたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

○委員長（田島正徳君） 総務課長。 

○総務課長（渋谷龍弘君） 総務課長の渋谷でござ

います。 

  予算書の作成の経緯でございますけれども、総

務課に限って申し上げますと、もちろん私を中心

に副課長、主幹、主査がおりますので、翌年度、

来年度の新規事業があるかどうか、重要事業がど

ういったものなのかどうか、あるいは継続事業が

あるかどうか、あるいは廃止ないし見直しがある

かどうかといったことを議論しながら、予算要求

という過程がありますので、予算要求をさせてい

ただくと。予算要求をした後につきましては、当

然予算以内に全課の要求が収まりませんので、数

億円オーバーしていますので、そういった部分に

ついては自治体経営会議ということで、課長級を

中心となった町長をトップとした自治体経営会議

のほうで議論をして、そして町としてもその事業

の優先度を決めていくというふうな経緯で予算編

成をしてございます。 

  概要は以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） ありがとうございます。 

  総務課長の答弁で、総務課のほうはそういう形
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で予算書をつくり上げてきたということなんです

けれども、例えばです、これは総務課長に答えら

れるかどうかわかりませんけれども、この今課長

会議、毎週やっているんですか。毎週１回定期的

にやられるかどうかわかりませんけれども、この

課長会議に例えば、我々議員が傍聴ができるのか

どうか、内密な会議でやっていくのか、そこら辺

を一つ、総務課長は答えられるかどうかわかりま

せんけれども、一つ課長会議に我々が傍聴できる

のかどうか、できなかったらそれで結構です。で

きる限りガラス張りの町政運営をするということ

になっていますから、もし、できたらそういうこ

とが可能なのかどうか、無理だといえばそれで結

構ですけれども。 

○委員長（田島正徳君） 総務課長。 

○総務課長（渋谷龍弘君） 総務課長の渋谷でござ

います。 

  課長会議の関係でございますけれども、基本的

には毎週月曜日９時から行っておるのですが、内

容的にはその月曜日から向こう２週間の事業予定

表の確認が主なものでございまして、特に政策的

な議論等はしていなくて、あくまでも内部の予定

の確認ですとか、あるいはまた報告事項等があっ

た場合につきましては報告事項をするというふう

なことで、あくまでも庁舎内部の会議でございま

すので、審議会等とは違いますので、特に公開と

いう形はとっておりませんし、あくまでも内部の

確認事項の会議でございますので、現在のところ

はそういった形で公開はしておりませんし、今後

におきましても特に公開ということは考えてござ

いませんので、ご理解をいただければと思ってお

ります。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） ほかに質疑ございますか。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（田島正徳君） ないようですので、以上

で総務課分の質疑を終了いたします。 

  ここで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時１５分 

 

再開 午後 ３時３０分 

 

○委員長（田島正徳君） これより町民生活課分に

ついての質疑に入ります。 

  まず、担当課長から出席者の紹介をお願いいた

します。 

○町民生活課長（井上正己君） 町民生活課長の井

上です。よろしくお願いします。 

  以降、各自自己紹介で説明いたします。 

○町民生活課副課長（小川英一郎君） 町民生活課

副課長の小川でございます。どうぞよろしくお願

いいたします。 

○町民生活課主幹（山﨑健司君） 同じく町民生活

課主幹の山﨑でございます。よろしくお願いいた

します。 

○生活安全担当主査（小林賢吉君） 町民生活課生

活安全担当の小林と言います。よろしくお願いい

たします。 

○地域振興担当主査（富田智貴君） 町民生活課地

域振興担当の富田です。よろしくお願いします。 

○環境推進担当主査（小林知弘君） 同じく町民生

活課環境推進担当の小林と申します。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

○委員長（田島正徳君） 答弁に当たっては、職、

氏名を述べていただくようよろしくお願いいたし

ます。 

  質疑ございますか。 

  伊草委員。 

○委員（伊草弘之君） 伊草弘之です。お願いしま
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す。 

  予算書の86ページ、87ページの進修館管理事業

でございます。先ほど総務課のほうで市民の活動

をつなぐインターネット放送局の運営について移

管をした立場で質疑がありました。私からは移管

を受けた側の町民生活課としての見解を伺いたい

と思います。 

  進修館は指定管理制度に基づいて指定管理者が

運営しているわけですけれども、指定管理制度そ

のものは施設の維持管理を効率的に、あるいは施

設の有効利用をするために始められた制度だとい

うふうに理解をしておりますが、今回市民の活動

をつなぐインターネット放送局の運営ということ

で進修館に管理事業に移管されますと、指定管理

事業になるわけですが、そういった指定管理制度

の趣旨が施設の管理運営というところから考えれ

ば、インターネット放送局の運営そのものは施設

の運営管理ではない一面もあると思います。その

中で受けた担当課としては、この進修館事業と指

定管理者制度をどのように有効に運営していくか、

指定管理者については議決事項で議決したわけで

すけれども、その中身の要求水準ですとか、ある

いは提案書については関与しておりませんでした

ので、その辺の考え方をお伺いをいたします。 

  関連して２点目は、指定管理者制度になります

と期末のモニタリングを実施すると思います。こ

のモニタリングの報告書様式はほぼどこの施設の

指定管理者制度も同じような様式、項目をとって

おりますが、六花とか運営が違うところについて

は若干中身は違っておりますけれども、このよう

な統一したモニタリング制度でインターネット放

送局の運営については、宮代町の総合計画の実行

計画にもなっておりますので、その評価の仕方、

モニタリングについては一般の施設の評価とは違

ったものにしないと、この総合計画に沿った事業

の成果が上がっているのかどうか、その辺がわか

らないというふうに疑問に思うんですが、受けた

側の町民生活としてどのように執行していくか、

モニタリングしていくかお尋ねをいたします。 

○委員長（田島正徳君） 町民生活課主幹。 

○町民生活課主幹（山﨑健司君） 町民生活課主幹

の山﨑でございます。 

  まず、１点目のインターネット放送局、移管を

受けた側の見解はということでございますが、イ

ンターネット放送局でございますが、こちらの質

問にもございましたとおり、町内で行われている

情報を動画で発信することで、町内の方に相互刺

激、連携、新たな発見を促し、町外の人には町の

魅力を知ってもらうということで活性化につなげ

るということで実施していただいている事業でご

ざいます。 

  こちらの事業を進修館の管理事業を指定管理で

受けるということで、今回そういう形をとらせて

いただいたんですが、この事業を実施することで、

事業そのものは進修館の施設そのものを有効に利

用できたりしますので、委託というか、その指定

管理の料金も委託に比べて随分少なくなるという

お話も聞いております。 

  また、いろんな進修館で行う情報も適時発信で

きますし、今お話しさせていただいたように、相

互刺激、相互の連携、ひいてはマッチングとか、

そういうものにつながっていくというふうに考え

ておりますので、今回このような形をとらせてい

ただいたということでございます。 

  ２点目でございますが、モニタリングについて

でございます。次年度30年度から始めさせていた

だくものでございますので、モニタリングの様式

については従前のものしか今のところ考えていな

いんですけれども、モニタリングそのものについ

ては総務課に委託と一緒にその状況を確認させて
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いただきながら対応させていただく予定でおりま

すので、今後相談させていただく結果で状況は少

し変化するかなと思っているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 伊草委員。 

○委員（伊草弘之君） 進修館の事業として市民活

動ですとか地域活動、進修館を拠点としたそうい

った地域コミュニティの推進をするということで

したら、進修館の指定管理としてわからないでも

ないんですが、インターネット放送局の運営とな

りますと、進修館を離れて宮代町全体の事業だっ

たり行事だったり、あるいは宮代町から出て取材

に行くというようなこともその目的の達成のため

には有効な手段でありますし、そういうのも求め

られるかもしれないんですが、そういった進修館

の直接の事業のないような意味も役割としてある

と思いますので、そういったことを指定管理料の

中で全てやってくださいというのもなかなか難し

いのかなと思うんですが、要求水準書では具体的

にどのような事業を行うような指定をされている

んでしょうか。ちょっと手元に今用意しておりま

せんでしたので、ご説明願えればと思います。 

  それから、モニタリングの件ですが、今後見直

しの余地もあるようなご答弁だったんですが、モ

ニタリングあるいは事業評価で数字の増減をもっ

て評価をするというような項目が多いんですけれ

ども、例えばインターネット放送局の視聴の回数

ですとか、そういったことが評価の対象になると

思うんですが、総合計画の後期実行の中でやって

いく目的を達成するということであれば、必ずし

もその件数だけで評価できない部分もあると思う

んですよ。ですから、その辺モニタリングの方法

を変えるんであれば、そういった趣旨も含めた内

容としていただきたいと思うんですが、その辺の

お考えはいかがでしょうか。 

○委員長（田島正徳君） 町民生活課主幹。 

○町民生活課主幹（山﨑健司君） 町民生活課主幹

の山﨑でございます。 

  水準書の関係でございますが、インターネット

放送局を指定管理事業として追加させていただき

ましたことにつきましては、特派員の撮影技術向

上や新規特派員発掘のための講座開催や特派員の

撮影を実施すること、人と情報のプラットホーム

である進修館の指定管理業務として運営すること

により、撮影対象となる情報がこれまで以上に集

まってくると同時に、特派員や取材先との連携に

使用していた電話代や会議のための会場費等がな

くなる点で事業費削減の効果が見込まれるという

ような形で水準書のほうには載せさせていただい

ているところでございます。 

  続けて、モニタリングの関係ということでござ

いますが、先ほどお話いただいたように、単純に

視聴回数とか、そういうものだけで判断すること

のないような形をとれるかどうか、これから委託

側の総務のほうと相談させていただければなと思

うところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 伊草委員。 

○委員（伊草弘之君） １点追加でお尋ねしたいの

は、今までインターネット放送局も実績がありま

して、ビデオを撮りに行ったり、取材に行ったり

している方いらっしゃいますけれども、今までは

総務課のほうでやってましたから、そのままその

人がやっていたんですが、今度進修館の事業に行

ってしまうと、進修館自体が指定管理されてます

よね。そうすると、実際に今度は運用とか人的な

面で変わるんでしょうか。 

○委員長（田島正徳君） 町民生活課主幹。 

○町民生活課主幹（山﨑健司君） 町民生活課主幹

の山﨑でございます。 
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  今のご質問の点についても委託側のほうの総務

課のほうと話はさせていただいているところでご

ざいます。特派員等の変更については今のところ

考えていないという形をお話をいただいておりま

す。今後継続してやっていただけるかどうか確認

をさせていただきながら進めさせていただければ

なと思うところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 伊草委員。 

○委員（伊草弘之君） ちょっと細かくなるんです

けれども、指定管理者のほうで受けている事業者

が指定管理料をいただいて受けるわけですので、

今度同じ方がやるとなると、例えば報酬をその中

で払ったり、あるいは指定管理する条件としてそ

ういった外部の人が一部入ってくるというのは問

題ないというふうに考えていいわけでしょうか。 

○委員長（田島正徳君） 町民生活課主幹。 

○町民生活課主幹（山﨑健司君） 町外の方という

ことなんですかね、外部の方という。特派員につ

いては今やっていただいている方が全てそのまま

引き継いでいただけるものともう認識しておりま

せんので、その新しく入っていただいた方につい

て、またいろいろな先ほどお話しさせていただい

たような講座とか、そういうものを開く中で新た

な特派員が発生すると。発生するという言い方よ

くないですね。やっていただけるということにつ

いては、そういうこともあるということでは理解

しております。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） ほかに質疑ございますか。 

  唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） 唐沢でございます。 

  何点か質問させていただきたいと思います。 

  まず、予算書の64、65の(6)の地域コミュニテ

ィ活性化事業の中身で質問をさせていただきたい

と思います。 

  まず、この中の１点目、自治会長の報償金の関

係なんですけれども、町会で１万円、１世帯当た

り800円ということで報償金を払っているわけな

んですけれども、この自治会の額について、これ

何年前に設定した額なのか、それがまず第１点。 

  それから、その下の負担金の関係なんですけれ

ども、豊かな地域づくり推進事業費補助金という

ことでここに本年度の特徴ということで載ってお

るんですけれども、具体的な中身についてひとつ

詳しくお聞かせいただきたいと思います。 

  それから、２点目のほうなんですけれども、予

算書の80ページ、81ページなんですけれども、交

通安全対策事業の中で交通指導員の現状をちょっ

とお聞かせ願いたいと思います。 

  現状交通指導員さんが12名ということの報告を

いただいているんですけれども、うち女性が３人、

それぞれ小学生の登校、下校を見たり、本当に

365日安全のために汗を流している交通指導員な

んですけれども、この現状の12名で指導員さん、

十分なのかどうか。現在のひとつ状況をお聞かせ

願いたいと思います。この中で一番古い方が平成

５年で約25年間頑張っている方もいるんですけれ

ども、この交通指導員さんのなり手と申しますか、

新しくやっていただく方がいるのかどうか。現状

で十分足りているのかどうか、その点をひとつお

聞かせ願いたいと思います。ちなみに報酬額はど

うなっているのか、ひとつあわせてお聞かせ願い

たいと思います。 

  それから、３点目なんですけれども、予算書の

82、83で、特に私たちの予算書の中では18ページ

に当たると思うんですけれども、環境管理費とい

うことで、宮代の魅力推進事業ということで載っ

ておるんですけれども、この中で委託料の関係な

んですけれども、桜管理委託料ということで、現
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在町内では840本の桜があるということなんです

けれども、この840本の桜の現状をひとつお聞か

せ願いたいと思います。古い桜は何年ぐらいたっ

ているのか。桜も寿命があると思うんですけれど

も、老木も含めて、そこらのチェックはしている

のかどうかひとつお聞かせ願いたいと思います。 

  あわせて、これは直接関係あるかどうか知りま

せんけれども、屋敷林の関係もこの中に入ってい

いんですかね。これは違うね。はい、わかりまし

た。じゃ、桜の関係でひとつぜひお聞かせいただ

きたいと思います。 

  とりあえずこの３点よろしくお願いいたします。 

○委員長（田島正徳君） 町民生活課主幹。 

○町民生活課主幹（山﨑健司君） まず、１点目の

自治会の報償金、額の規定は何年度かというとこ

ろでございますけれども、こちら宮代町自治会長

等報償金支給要綱というものを定めておりまして、

こちら平成21年３月31日に告示をしたものでござ

います。この第２条の中で報償金基本額１万円、

世帯割ということで、１世帯につき800円という

形で定めさせていただいているところでございま

す。 

  続きまして、豊かな地域づくりの補助金の中身

でございます。まずはこちらコミュニティ活動支

援事業という事業がございまして、こちら各地区

の活動に対して支給させていただくものでござい

ます。こちらの基本額としまして、50世帯未満が

３万円、50世帯以上が４万円、世帯割といたしま

して、１世帯当たりが300円ですね。こちらの限

度額を定めさせていただいておりまして、25万の

限度額を定めさせていただいている事業でござい

ます。そのほかにコミュニティ掲示板の修繕、新

設等に係る事業もございます。また、地域力ステ

ップアップ事業ということで、地域の課題解決に

かかわる事業ということで、会報誌の発行とか花

いっぱい運動、地区主催のイベント等に対して助

成させていただくもの、あるいは地区連絡会の活

動に対して支援させていただくものなどがござい

ます。こちらの豊かな地域づくりの補助の内容に

ついては以上でございます。 

  続きまして、環境のほうの桜の管理でございま

す。こちらにつきましては、840本の桜の管理を

させていただいているところでございますけれど

も、適時管理をする中で、こちら年４回の消毒と

年１回の剪定、そのほかに下草刈りとか、一部区

域の下草刈り、不適正な、先ほどお話いただいた

ような伐採してしまうことが考えられるような老

木の伐採費用とか、そういうものも含めて計上さ

せていただいております。委託業者のほうが適時

桜の状況についてはこちらのほうに確認いただい

て、問題があればこちらのほうに状況報告をして

いただくようになっておりますので、そういう中

では今特に支障を来すような状況の桜があるとい

うことはこちらのほうには報告は上がってきてま

せん。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（小川英一郎君） 町民生活課

副課長の小川でございます。 

  ご質問の交通指導員さんの現状というご質問で

ございますが、今現在12名の指導員さんに交通指

導のほうに当たっていただいております。そちら

の指導員さんについては十分かというご質問なん

ですが、今現在指導員さんにつきましては13カ所

の交差点に立っていただいて、小学生の通学時の

指導に当たっていただいております。この13カ所

からいたしますと１名の減という形になっている

んですが、今度の４月に新しい指導員さんが入る

ことが決まっております。それによりまして13名

体制になりまして、13カ所の交差点全て交通指導
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ができる状態になることになります。 

  それから、報酬額についてでございますが、交

通指導員さんの報酬額につきましては、月額２万

3,500円でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 町民生活課主幹。 

○町民生活課主幹（山﨑健司君） 町民生活課主幹

の山﨑でございます。 

  先ほどの質問の中で、すみません、桜の樹齢と

いうことでございますが、樹齢そのものを確認を

させていただいていることはございません。です

ので、相当古いものは古い老木ということで確認

はさせていただいているんですが、樹齢そのもの

は確認させていただいておりません。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） ありがとうございます。 

  再質問を何点かさせてもらいます。 

  まず、第１点ですけれども、自治会長の報償金

の関係なんです。これは自治会の今会長さんがな

り手がなかなかいないという声をたくさん聞いて

いるんです。もちろんお金の問題だけではなくし

て、やっぱりみんな高齢化になって、人の面倒見

るどころじゃないと思う。自分の身を守るものが

精いっぱいだなんていうんで、そんな声も直接聞

かれるんですけれども、やはりもう少し、高いか

安いかこれはわかりませんけれども、現在のこの

報償金、もう少し何か厚い手当てをやって、会長

さんに頑張ってもらうような、そんな手当てはで

きないものかどうかと。お金で全て解決するとい

うことはどうかと思いますけれども、もう少し自

治会長さんにいろんな、年々仕事量が増えてます

よね。地域敬老会やってくれ、サロンをやってく

れ、地域の防災・防犯やってくれ。宮代町の職員

は机上で物事をやって、みんな地域の高齢者の自

治会長にお任せする。これは極端な例ですけれど

も、そうじゃないと思うんですけれども、現実的

に仕事の量が年々増えている。これではなかなか

やっぱり自治会長に手を挙げて私がやりますとい

うわけにはいかないのかなと、そんな感じがする

わけです。いろんな問題、もちろんお金の面だけ

ではなくして、精神的な面ももちろん町のほうで

バックアップできればありがたいなというふうに

思っていますので、そこら辺も含めて何か考えを

見直してもらいたいなというふうに思っています。 

  それから、集会所の関係なんですけれども、こ

の中で集会所の要するに整備事業費ということで

315万ほど載っておるんですけれども、これは整

備ということなんですけれども、集会所の整備、

中身はどういう整備を指しているのかお聞かせ願

いたいと思います。 

  それから、今現在集会所、町内では各地域にほ

とんどあると思うんですけれども、新しく集会所

をつくってもらいたいという地域はあるのかどう

かお聞かせ願いたいと思います。 

  それから、次なんですけれども、環境管理費の

関係なんですけれども、桜の関係です。840本の

今現在桜があって、いろいろと年に４回剪定した

り、肥料等々もやっているという話なんですけれ

ども、ちょっとここでお聞かせ願いたいと思うん

ですけれども、新しい村に桜100本ほど平成28年、

おととしですか、公益財団法人日本さくらの会、

それから宝くじ桜事業団が100本寄贈しましたよ

ね。あの桜はこの数の中には入ってないのかどう

か。例えばあの桜はどの課が管理しているのかお

聞かせいただきたいと思います。 

  とりあえず以上。 

○委員長（田島正徳君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（井上正己君） １点目の区長報償

金についてお答えをいたします。 
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  先ほど答弁申し上げたとおり、現在の仕組みが

平成21年度でございまして、おっしゃるとおり、

区長さんのお仕事というのも確かに複雑化してい

る背景はあろうかと思います。この点過日、地域

懇談会等でもやはり自治会の運営が大変というお

話をいただいておりますので、お金の面もさるこ

とながら、町として何でもかんでもお願いという

ことではなくて、そういった負担についても考え

させていただくということはその場でもお話はし

たんですが、お金だけではなくて、総合的に見て、

本当に地域の核となっていただく方ですから、活

動しやすい環境というのは以後工夫させていただ

きたいと思います。 

○委員長（田島正徳君） 町民生活課主幹。 

○町民生活課主幹（山﨑健司君） 町民生活課主幹

の山﨑でございます。 

  ２点目にご質問いただきました集会所の整備の

内容でございます。こちらにつきましては、平成

30年度に集会所の改修修繕がある地区があります

かということで確認をさせていただいているとこ

ろでございます。そちらで改修希望、修繕希望が

ある地区が東、山崎、姫宮、若宮、それぞれの集

会所で、こちらのほうの希望があるということで

お話をいただいているところでございます。 

  また、新しい集会所の希望ということは今のと

ころ地区から上がってはきておりません。 

  こちらの集会所の関係については以上でござい

ます。 

  続きまして、桜のほうの管理の関係でございま

すが、こちらの町民生活課のほうの環境のほうで

管理させていただいております桜につきましては、

お手元に配らせていただきました資料の29ページ

に桜の管理状況図ということで掲載させていただ

いている桜が町民生活課、環境のほうで管理をさ

せていただいている桜でございます。今ご質問い

ただきました新しい村に植えた桜については、町

民生活課環境推進担当のほうで管理している桜で

はございません。新しい村、その他それに属する

ということであれば、観光のほうで所管している

ものだと思われます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） ありがとうございました。 

  ちょっと今桜の話が出ましたが、忘れないうち

に言うんですけれども、あそこの新しい村の桜は

全く町民生活課は関係ないんだと。新しい村のほ

うで管理しているんだということなんですね。じ

ゃ、桜が大きくなっても、全くこの840本の中の

うちの桜には加わらないと。あれは別管理でやる

ということで、そう理解していいわけですね。は

い、わかりました。 

  それから、集会所の関係なんですけれども、今

何カ所か整備で地域でお願いしている集会所があ

るそうなんですけれども、新しい集会所を新設す

る希望がないということなんですけれども、今こ

れまた直接こちらのほうとは関係ないと思うんで

すけれども、集会所を利用していろんな形で、サ

ロンもそうですけれども、サロンは直接関係ない

にしても、集会所を利用している地区が大変ある

んですよね。うちのほうは集会所がないというふ

うな声が直接聞かれるわけですよ。例えば道仏の

区画整理、あれだけの世帯数があって集会所がな

い。これはもう近々町のほうでやっぱり考えなく

てはならないことだと思いますけれども、要望が

ないからそういう考えはないということはちょっ

とおかしいんじゃないかと。やっぱりある程度チ

ェックをして、あそこに今度は集会所をつくりた

いとか、つくる予定があるとか、そういうやっぱ

り計画性をもう少しもってもらえればいいのかな

というふうに思いますけれども、そんな考えがあ
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るやなしやひとつお聞かせ願いたいと思います。 

  それから、これも直接関係ないということにな

ってしまいますかね。例えば今新しい私たちの予

算書の中で宮代町の魅力推進事業ということで、

里山体験だとか、この中には宮代町の美しい風景

や緑豊かな環境を守り、観光や教育、里山体験事

業、さらには山崎山周辺の桜ウオーク等々を考え

ているというふうなことをこの総事業費の中に載

っておるんですけれども、例えばあそこの水路は

町民生活で管理しているわけなんですか。 

〔「違います」と言う人あり〕 

○委員（唐沢捷一君） 違うんだ。そうですか。こ

れはどこになるわけ。 

〔発言する人あり〕 

○委員（唐沢捷一君） 農政、はい、わかりました。

じゃ、農政のほうでやります。 

  じゃ、以上よろしくお願いします。 

○委員長（田島正徳君） 町民生活課主幹。 

○町民生活課主幹（山﨑健司君） まず、１点目の

桜の管理、新しく植えられている新しい村の100

本の桜の管理についてでございますけれども、こ

ちらの管理について環境のほうで受けるという話

は今のところ来ておりませんので、今後長い将来

の中ではどうなるかわかりませんけれども、現状

では環境のほうで管理しているものではないとい

うことでございます。 

  また、道仏地区の集会所の関係でございますが、

道仏地区に新しい集会所が必要でないかというお

話は従前からそういうお話はいろいろお聞きして

おります。ただ、具体的に希望が上がってきたり

しているものではないということでございます。 

  また、集会所の新設に当たりましては、補助金

があるものの、やはり相応のお金がかかる。地元

負担も出てくるということもございますので、今

後相談も具体的に上がってくる中で考えさせてい

ただければなと思うところでございます。 

  以上ございます。 

○委員長（田島正徳君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） 角野です。お願いします。 

  予算書の65ページの今の地域コミュニティ活性

化事業なんですが、自治会等報償金が減っている

理由というのが世帯割戸数の減少に伴う自治会長

と報償金が減っているということで、世帯割が減

っているというその現状はどんなふうになってい

るのかお伺いします。 

  それから、81ページの自転車対策事業の、聞き

はぐったのかもしれないんですけれども、駐輪場

工事と書いてありますが、ここはどこなのかとい

うことと、それから、いただいた資料の６ページ

で、町営駐輪場の稼働状況というのをいただいた

んですが、これは平成28年度分だと思うんですが、

和戸駅周辺ですね。第２駐輪場が稼働率が30％台

になってどれくらいになるのかというか、これは

28年度１月１日ですけれども、前はいっぱいだっ

たと思うんですけれども、その辺。２年間続けて

30％台ということなんで、今後の見通しというの

はどうなのかということをお伺いします。 

  それから、165ページ、消防費のほうなんです

が、報償費の災害時支援隊報償金というのがござ

います。29年度もあれなんですが、この状況とい

うか、それについてお伺いします。 

  それから、委託料で、視察でも第２分団の設計

ということで設計委託料が372万入っていますが、

これ設計を当初予算でしますと、建築はいつごろ

する予定なのか。それで、その金額というのはど

れくらい予定されているのがお伺いします。 

  それから、自転車対策事業のもう一つ、シルバ

ー人材センター委託単価が上がったということで、

その辺も説明してください。お願いします。 

○委員長（田島正徳君） 答弁を求めます。 
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  町民生活課主幹。 

○町民生活課主幹（山﨑健司君） 町民生活課主幹

の山﨑でございます。 

  まず、１点目の自治会長等報償金の額が減って

いるということでご質問あったことでございます

が、ご質問にございましたとおり、加入世帯が減

っているという現状は確認させていただいている

ところでございます。お手元に配らせていただき

ました資料32ページに各地区ごとの世帯数が表記

されております。その一番最後に世帯数の合計を

書かせていただいているところでございますが、

こちらの毎年報告のほうさせていただいていると

ころでございますけれども、少しずつ減少が生じ

ているというところでございまして、今回減額と

いう形で計上をさせていただいたところでござい

ます。この辺につきまして、今後いろいろちょっ

と加入率促進に向けて検討していかなくてはいけ

ないということは理解しておりまして、担当内部

ではいろいろな相談をさせていただいているとこ

ろでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（小川英一郎君） 町民生活課

副課長の小川でございます。 

  まず、１点目、和戸第２駐輪場の駐輪場状況と

いうことでございますが、こちらについては資料

のほうでもお出ししておりますとおり、資料の６

ページでございますが、稼働率が平成28年が

48.5％、それから29年が34.2％、それから平成30

年１月１日現在で若干上がりまして、38.1％とい

う状況でございます。こちらにつきまして、今後

の見通しでございますが、増えるかどうかという

のはちょっとわからないところではございますけ

れども、和戸駅直近に民間の有料駐輪場がオープ

ンしたことから、そちらへ利用者が流れていって

いるのではないかというふうに考えられておりま

す。 

  それから、次のご質問の災害時支援隊の関係で

ございますが、災害時支援隊につきましては、消

防団のほうでやる訓練があるんですけれども、そ

の訓練のときに一緒に参加をしていただいており

ます。今災害時支援隊につきましては、現状で消

防団が６分団あるんですけれども、６分団区域で

各５人の枠の中で活動していただいているんです

が、今現在が28名の支援隊の方に活動をいただい

ているところでございます。 

  続きまして、消防団詰所第２分団の設計費でご

ざいますが、設計については平成30年度の当初予

算のほうで計上させていただいておりまして、そ

の後の工事はということなんですけれども、この

設計の中で工事費のほうが確定しましたら、補正

のほうで計上させていただきたいというふうに考

えております。設計額、工事費の額につきまして

は、詳細な設計をちょっとしてみないとわかりま

せんので、今のところどれぐらいになるかという

のは申しわけございませんが、わからないところ

でございます。 

  それから、駐輪場の委託の関係でございますが、

こちらについてはシルバー人材センターの賃金が

改定されたことに伴う増額になります。今までの

シルバー人材センターの時給が845円だったんで

すけれども、こちらが871円になりました。これ

に伴う増額になります。 

  それと、あと駐輪場の工事費の関係でございま

すが、駐輪場の工事費につきましては、予算書の

81ページで有料駐輪場工事100万円ということで

上げさせていただいていますが、こちらについて

は修繕が発生した場合の工事費になりますので、

今のところどこを工事するかという予定のあるも

のではございません。 
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  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） 地域コミュニティ活性化

事業の自治会の加入世帯が少しずつ減っていると

いう説明を受けましたが、自主防災会は100％組

織率になりました。それで、ちょっとは違うかと

思うんですが、自治会に入っている人が自主防災

会に入っているのか、その辺の差というのはある

のかどうか、その違いがあるのかどうかをお伺い

します。 

  それから、町営駐輪場なんですが、これはもち

ろん放置自転車防止ということもありますが、

2005の辺に歳入確保みたいなことでここを整備し

て、町外からとめている人からお金を取れたらと

いうことで始めたかと思うんですけれども、民間

がそのうちやめてしまうからつくらなければいけ

ないんだという説明を受けました。今回和戸駅は、

あそこの駅に一番近いところが今青空駐車場みた

いに屋根はないんですけれども、一番近いので便

利で、皆さんそこにとめてますが、これシルバー

人材センターのよその町外の人がとめて、町の人

が稼ぐというんだから、悪いことはないんだけれ

ども、収入と支出が同じようになってきたんだな

という改めて何だみたいな、何かそんなような気

がちょっとしてきましたので、その辺に関してど

んなふうに検討されているのかということをお伺

いします。 

  それから、災害時支援隊なんですけれども、28

名いらっしゃるということで、この年齢というの

はどれくらいになっているのかということと、あ

と、去年川端の消防団詰所のところは300万の設

計が当初予算であって、大体その時点で2,000万

か3,000万かちょっと忘れてしまったんですけれ

ども、大体それくらいかかりますという、そうい

うのを受けたんですが、おおよそでいいので教え

ておいていただきたいと思います。 

○委員長（田島正徳君） 町民生活課主幹。 

○町民生活課主幹（山﨑健司君） 町民生活課主幹

の山﨑でございます。 

  自治会の加入世帯数78で、こちら資料の32ペー

ジに示させていただいているとおり、9,930世帯

が入っているということでございます。これは自

治会の加入の地区と班ということでございまして、

自主防災会のほうは、これはまだ56に区域のほう

を変化させているということでございまして、そ

の区域の変化に伴いまして、当然自主防災会に加

入している、あるいはその自治会に加入している

という形でイコールということにはなっていない

ということで認識をしております。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（小川英一郎君） 町民生活課

副課長の小川でございます。 

  まず、町営駐輪場の収支の関係でございますが、

収入のほうにつきましては、イコールということ

ではなくて、若干増えているような傾向でござい

ます。駐輪台数が和戸第２についてはマイナスで

はございますが、例えば和戸第１でいきますと稼

働率については82.7％ということで増えておりま

すので、収入のほうは大きな増減はございません

が、減ってきてはいないという状況でございます。 

  それから、災害時支援隊の年齢でございますが、

今私のほうで持ってます資料につきましては、ち

ょっと年齢構成がありませんので、もしよろしけ

れば後でお答えさせていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

  それから、あと第２分団の詰所につきましては、

大体概算額の工事費ということでございますが、

第６分団の工事費と大体同じぐらいを見込んでお

りまして、3,000万から3,500万を見込んでござい
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ます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） ありがとうございます。 

  自治会の関係なんですけれども、住民課のほう

で人口ピラミッドというのを資料でありますけれ

ども、75歳以上が年々増えてきていて、60歳以上

ももちろん増えている。団塊の世代が一番やはり

人口的には多い中で、宮代町は市民参加とか住民

参加とかずっと言い出して、自主防災会もやっと

100％になったという、そういう経緯があるかと

思います。 

  だから、市民参加、住民参加というのはその年

代の方々が引っ張っていてくれたんだなというの

がわかるわけですが、新たにまた住民の構成を見

ますと、40代の方が結構団塊世代のジュニアとい

う年代の方たちなのかなと思うので、その辺がま

た人口の多い層になってきているわけです。そこ

の方々が結婚して自治会に入っているという、そ

ういうのならばあれなんですけれども、まだ結婚

しないで両親と一緒に住んでいたりだとか、あと

１人でいたりだとか、そういう40代で、今退職し

て地域デビューというのは県でもやっていますけ

れども、未婚でいて家にいて、両親が世帯を持っ

ているからだとか、そういうので十分動けるんじ

ゃないかという人たちもいっぱいいるんですけれ

ども、その辺をターゲットに町民生活課として市

民参加を盛り上げるというか、引っ張るという、

そういうのも人口構成的に必要なんじゃないかな

と思うので、おひとり様いらっしゃいみたいな、

その辺をちょっと考えなければいけない時期に来

ているんじゃないかなと思うんですが、いかがで

しょうか。 

○委員長（田島正徳君） 町民生活課主幹。 

○町民生活課主幹（山﨑健司君） 町民生活課主幹

の山﨑でございます。 

  今ご質問いただいた内容で、確かに団塊の世代

のジュニアが多いというのは認識はしているとこ

ろでございます。ただ、ご質問いただいたように、

そのジュニアに対して市民参加、自治会参加の考

え方というか、推進については考えておりません

でしたので、今後先ほど自治会の加入率促進の検

討の中で今お話いただきました意見についても参

考にさせていただきながら、自治会加入促進に向

けていろいろ検討していきたいと考えております

ので、よろしくお願いいたします。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） ほかに質疑。 

  野原委員。 

○委員（野原洋子君） 野原でございます。 

  何点か質問させていただきます。 

  予算書の81ページの交通安全対策事業の道路灯

照明整備工事のところですね。こちらが先日、ち

ょうど私、この道路灯の照明が切れていまして、

町民生活課に行って、すぐ直していただいたんで、

明かりのほうはすぐ復活しましてよかったなと思

っていたら、この前、またたまたま見たら、すご

くきれいに塗りかえられていて、まるですごくさ

びさびの老朽化しているなと思っていたら、真っ

白く塗りかえられて、とても新品のようにお色直

しされていたんですね。これ照明なので、本当に

明るければ別にいいんですけれども、その照明は

切れてしまったらやっぱりすぐつけなければとい

うのはあると思うんですが、今回のように塗りか

えとか、修繕の基準というものがあるのかどうか、

これをひとつ教えていただきたいのと、２点目は、

予算書の87ページの、私たちの予算書で言うと12

ページなんですが、こちらの防災コミュニティ促

進事業のところで、自主防災活動に対する支援が

384万円組まれていまして、こちらの組織の活動
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に対する補助となっているんですけれども、これ

をちょっと具体的に教えていただければと思いま

す。 

  あともう一点は、予算書の87ページで、私たち

の予算書は50ページになるんですが、こちら今回

Ｊアラートの受信機の更新工事というのが630万

円ほど含まれていまして、かなりの金額だと思う

んですけれども、私、昨年Ｊアラートのことで本

当に鳴るのかということで、例えば避難訓練の際

に鳴らしてもらえないかという一般質問をさせて

いただいたんですけれども、来年度はその予定は

組んでいないでしょうか。 

  この質問と、あとすみません、もう一点、同じ

くこの私たちの予算書の50ページにあるんですけ

れども、ここの防災行政無線が新しくなりました

ところで、屋外スピーカーが46カ所から２カ所増

やして48カ所になりましたということで、こちら

の資料のほうの19ページに無線のスピーカーの箇

所が載っていると思うんですけれども、この増え

た２カ所はどこのなのかということと、その増え

たことで町民の皆様の反応、よく聞こえるように

なったとか、うるさいとか、その反応をお聞かせ

願えればと思います。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） 町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（小川英一郎君） 町民生活課

副課長の小川でございます。 

  まず、１点目の道路照明灯の塗りかえの関係で

ございますが、先日球切れによって交換した箇所

につきましては、交換が終わりましたということ

で業者のほうから完了の写真が上がってまいりま

した。それを確認したときに、かなりのさびが写

真で確認できたんですね。ちょっと下地がもう見

えてしまっていたものですから、これは塗り直し

たほうがいいということで、塗り直しのほうをさ

せていただいたところでございます。基準につき

ましては、特に持ち合わせてはいないんですが、

そういった交換の際とかに気づいた際には速やか

に塗装のほうもやりかえていきたいなというふう

に考えてございます。 

  ２点目の防災コミュニティ促進事業のほうの補

助のほうの具体的な内容というご質問でございま

すが、こちらについては自主防災組織に対しての

補助金になりまして、防災資機材の購入費だとか、

それから地区ごとに行います防災訓練実施に関す

る経費、例えば防災訓練で炊き出し訓練だとかや

るかとは思うんですけれども、そこで使う食材費

だとかの補助ですね。それから、地区で行います

防災研修会、こちらを実施するための費用になり

ます。それと、来年度から新たに考えていますの

が防災士の資格取得に関する経費の補助、こちら

を考えてございます。 

  続きまして、Ｊアラート受信機、訓練のときに

鳴らすのかというご質問でございますが、こちら

につきましては、訓練というのは防災訓練のこと

だとは思いますけれども、防災訓練で鳴らすかど

うかというのは今のところ考えてないところでご

ざいますが、国のほうから年に１回もしくは２回

防災行政無線を使った訓練をしなさいということ

を言われてますので、そのときに宮代町だけでは

なくて、全国的な訓練になりますので、ほかの市

町村でも鳴らすところもあるかとは思いますけれ

ども、そういった訓練に合わせて町のほうもＪア

ラートについては鳴らしていきたいなというふう

に考えてございます。 

  それから、最後に防災無線のスピーカーつきの

子局の数が46カ所から48カ所に増えた、その２カ

所はというご質問でございますが、１カ所は学園

台になります。学園台につきましては、この防災

無線を整備する前に音達調査といいまして、個々
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の子局の音の届く範囲を調査するんですが、その

調査の結果、学園台地内につきましては、一部届

かない地域がございましたので、そちらに増設の

ほうをさせていただいております。 

  それと、もう１カ所が宮東の上水道のある施設

です。あちらについてもやはり音達調査の結果、

届かない範囲というのがございましたので、あち

らに新設をさせていただいたところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） ご答弁ありがとうございま

す。 

  今忘れないうちに聞きたいんですけれども、そ

の学園台と宮東はこの資料で言うところの何番に

なりますか。 

○委員長（田島正徳君） 町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（小川英一郎君） 町民生活課

副課長、小川でございます。 

  まず、学園台のほうにつきましては31番、こち

らが学園台のあおぎり公園というところになりま

す。それから、もう一つが42番、042と書いてあ

る円ですね、こちらの宮東配水場になります。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） ありがとうございます。 

  スピーカーについては、私が住んでいるところ

も本当にこれを見てわかったんですが、ちょうど

この円が書いてあるここの範囲に届くということ

で、この円になっていると思うんですけれども、

この円がかぶさっているところはいいんですが、

ちょうどどの円にも入ってないところに我が家が

入ってまして、やっぱり聞こえづらいし、あと３

つとか４つとかのが全部輪唱のように聞こえてし

まって、何言っているかわからないみたいな状態

になってしまうので、何かこの先改善ができれば

考えていただきたいのと、あと今年初めからメー

ルのほうが配信されるようになりましたので、随

分皆さんは安心されているんですけれども、やっ

ぱり防災無線聞こえないというのはいまだに言わ

れるので、何か改善する案があれば、この先考え

ていただきたいと思います。 

  あと、先ほどの照明灯の基準なんですけれども、

今教えていただいて、そういう経緯で塗られたん

だなということがわかったんですが、本当に物す

ごくきれいになっていて、新品と見まごうかばか

りだったんで、できればちょくちょく見ていただ

いて、直していただけたらなと思います。 

  あともう一つ、防災士のほう訓練いただいてあ

りがとうございました。 

  以上、質問はもういいです。ありがとうござい

ます。 

○委員長（田島正徳君） ほかに質疑ございますか。 

  関委員。 

○委員（関 弘秀君） 関でございます。 

  何点か質問と確認とあわせてになるかと思うん

ですけれども、81ページの交通指導員の方が１名

増える分で指導員の被服のほうが加算されている

ということでよろしいのかどうかという部分と、

同じページの分で工事請負費のほうで、道路反射

鏡設置及び修理工事203万7,000円ですか、書いて

あるんですけれども、もうこれはおよそ大体決ま

っているのかどうか、工事箇所等ですね。資料の

ほうの３ページに道路反射鏡の鏡体の部分が、こ

れは今後の分では全部曇りどめを使う方向なのか

どうかを確認したいと思います。 

  それから、飛んで85ページの同じ工事費のほう

で防犯灯設置と修繕費の300万強の分なんですけ

れども、これも箇所数等が決まっていらっしゃれ

ばよろしくお願いいたします。 

  それから、次のページ、87ページになるんです



－１３２－ 

けれども、災害に強いまちづくりの啓発の分で、

本年度の特徴の部分で参加体験型地域防災訓練の

実施ということで、これは防災組織にあれするの

かと思うんですけれども、含めた形でどういう形

でポイント的にやるのか、そういう形の分で計画

的な分があればよろしくお願いしたいと思います。 

  以上でいいです。 

○委員長（田島正徳君） 休憩いたします。 

 

休憩 午後 ４時３３分 

 

再開 午後 ４時５０分 

 

○委員長（田島正徳君） 再開いたします。 

  町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（小川英一郎君） 町民生活課

副課長の小川でございます。 

  ご質問に順次お答え申し上げます。 

  まず、１点目、ご質問の指導員の被服費の増で

ございますが、４月に増える指導員さんの分と、

それから夏服についてはやっぱりすぐ汚れが出ま

すので、夏服についての支給についてもこの被服

費の中で考えてございます。 

  ２点目の反射鏡の工事箇所はというご質問でご

ざいますが、こちらについては場所のほうは特定

はしてございませんが、内訳としましては、新設

で２面の反射鏡を４基、それから新設で１面の反

射鏡を１基予定してございます。この反射鏡につ

きましては、委員会資料の３ページにございます

防曇丸型、防ぐに曇りと書いてボウドンと読みま

すが、今後つけるもの、交換も含めてですが、全

て曇りどめ対応と考えているところでございます。 

  続きまして、防犯灯の設置工事の場所について

でございますが、こちらについてもここをやると

いうのは今のところ決めてはございません。防犯

灯につきましては、地区の皆様から区長さんを通

しましてご要望が出てございますので、検討部会

に諮った結果、防犯灯の設置のほうをしていきた

いと考えてございます。あわせて修繕料につきま

しても、こちらの工事費の中で対応させていただ

きたいと思っております。 

  それから、最後に、参加体験型防災訓練につい

てでございますが、こちらについては毎年10月に

実施しております防災訓練、こちらが実行委員会

形式で実施してございますことから、参加体験型

防災訓練として位置づけをさせていただいてござ

います。こちらにつきましては、来年度平成30年

度につきましては百間小学校で10月14日開催を予

定しているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 関委員。 

○委員（関 弘秀君） ありがとうございます。 

  反射鏡のほうは全て曇りどめの対応にというこ

とでお伺いしました。ありがとうございます。 

  ちょっと先ほど質問１点忘れてまして、資料の

11ページで防犯灯のＬＥＤ化が30年３月末見込み

の分で、ＬＥＤ以外の分が120基残っているとい

うことで、ほぼ95％の割合でＬＥＤ化が進んでい

るということで、残りの120基については交換と

いうか、そういう形の分は計画があるのかどうか。

現在今ＬＥＤ化になって電気料というか、どれぐ

らい差が出ているかどうかというのをお伺いいた

します。 

○委員長（田島正徳君） 町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（小川英一郎君） 町民生活課

副課長の小川でございます。 

  資料の11ページの防犯灯ＬＥＤ化の状況でござ

いますが、平成30年３月末見込みで現在95％でご

ざいます。ご質問の残りの120基についてでござ

いますが、こちらにつきましてはまだ正常に機能
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しておりますので、今後また壊れたりとか、そう

いう交換の時期に順次ＬＥＤに変えていきたいと

考えてございます。 

  それから、ＬＥＤになったことによっての電気

料はというご質問でございますが、電気をどこで

使うかによっても電気料金は変わるかとは思うん

ですけれども、例えば私のほうで電気メーカーの

ほうのホームページで調べたところ、電気料金に

つきましては、ＬＥＤにしますと１時間当たり

1.2円、それから、今まで使ってました蛍光灯で

すと１時間当たり3.1円というのが載ってござい

ました。それからいきますと半分以下になるんで

はないかというふうに考えてございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） ほかに質疑ございますか。 

  小河原委員。 

○委員（小河原 正君） 何点か質問させてもらい

ます。 

  まず、79ページの市民参加推進評価委員、この

評価委員とは誰が評価するのかちょっと教えても

らいたいんですが、本来だったら市民参加がよく

できたか、できないかというのは職員が行うべき

じゃないかなと思うんだけれども、誰にやっても

らうのかちょっと教えてもらいたいと思います。

それで、評価の仕方によっては大変な問題が出て

くると思いますので、具体的に教えてもらいたい

と思います。 

  次に、前段者が質問、反射鏡と照明灯の問題が

出ましたけれども、私が質問したいのは、要望が

多いんですよね、照明灯と反射鏡の設置は。カー

ブミラー。どうしても区長を通じて数が多くなっ

てくると大体設置が不可能。何回出しても設置さ

れない場所もあります。なぜ問題になっているか

というと、今住宅がどんどん建ってくると、１回

断ったところはなかなかつけてくれないと、道路

事情が変化しているわけですよ。それでもつけて

くれない。ですから、考え方を少し改めるべきだ

と思いますよ。予算が決まっているから当然数も

決められてしまっては困るわけです。補正予算と

いうのがあるんだから、足りなければどんどん安

全を守るために増やしてもらいたい。そういう発

想になってもらいたいと思うんですよ。それはど

ういう考えを持っているか。増やす方向かどうか

だけで結構です。 

  次に、放射能対策、83ページの、放射能対応か、

その後どういう対応をとっているのか。まだまだ

放射能は自然でも放射能があるわけですから、そ

れなりの対応はまだやっているのかどうかお願い

したいと思います。 

  あと、進修館の問題なんですが、進修館に委託

するけれども、進修館でどのぐらい収入があるの

か、今予定しているのか。それによってはこの進

新修館委託料を考えなくてはならない時期だと思

うんですよ。どのぐらい収入があるのか。結構利

用しているから収入はあると思います。今度新し

くあそこへ相談室なんかできる。あそこで１時間

300円と取ると。取ることばかり考えていて、そ

れは収入があるからいいけれども、今まであそこ

を無料で貸していたのが、改造したからと300円

も取るということになると、何だい、またあそこ

金取るのかいとなるし、町民の方に何でも金を取

ればいいというものじゃないと思うんですよ。取

るなら取るとして、今言ったように、例えば反射

鏡とか、そういうのはどんどん安全を守るために

設置してもらいたい。そのことをどう思うのか。 

  もう一つ何かあったんだけれども、以上でやめ

ておきます。ひとつそれの考え方を教えてもらい

たいと思います。 

○委員長（田島正徳君） 町民生活課主幹。 

○町民生活課主幹（山﨑健司君） 町民生活課主幹
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の山﨑でございます。 

  まず、初めの市民参加推進評価委員会の関係で

お答えを申し上げます。 

  こちら現在平成29年度につきましてなんですが、

７名のメンバーでございます。こちら７名のメン

バーは全て公募の委員さんでございます。こちら

平成29年度６回の委員会を開催させていただいて、

今年度29年度やらせていただいた内容としまして

は、市民参加を推進するために、市民参加計画と

か、市民参加の実績を報告させていただくんです

けれども、公表させていただくんですが、その様

式が従前使っていたものがわかりづらかったとい

うことで、様式の見直し検討のほうをさせていた

だいております。 

  当然市民参加の推進に当たりましては、このメ

ンバーだけではなくて、宮代町の中の職員で構成

する、課長級職員で構成する市民参加推進本部と

いうものがございます。こちらでその市民参加計

画あるいは市民参加の結果を報告、検討していた

だいた中で、その結果を踏まえて、こちらの市民

参加推進評価委員会のほうに報告、検討させてい

ただく、投げさせていただく形をとりますので、

こちらだけに任せているということではございま

せん。職員のほうも十分理解した中で市民参加の

推進を図っているということでございます。 

  市民参加については以上でございます。 

  続きまして、放射能の対応でございますけれど

も、こちらにつきましては、役場庁舎前で定期的

に計測していたものについては、もう既にやめさ

せていただいているところでございますが、学校

のほうで月１回、２カ所で定期的に測定のほうは

していただいております。こちらのほうの実績に

ついては特にホームページ等では公表しておりま

せんが、測定のほうは続けているということでご

ざいます。 

  また、保育園の給食食材の放射能の測定につい

ても保育園のほうで対応をさせていただいており

ます。学校給食のほうは学校給食、委託会社のほ

うで測定をしているということを聞いております

ので、学校給食のほうは役場のほうでやっている

ということではないということでございます。 

  ２点目は以上でございます。 

  また、放射線の測定値でございますが、モニタ

リングポストの公表が適時リアルタイムで公表し

ておりますので、その情報については町のホーム

ページ、放射能の測定の実績値、過去のやつを載

せさせていただいているホームページがあるんで

すが、そこにリンク先のほうを張らせていただい

ておりますので、適時確認のほうはできるような

状況でございます。 

  以上でございます。 

  すみません、もう一点、忘れました。漏れまし

た。進修館の収入の実績でございます。こちらで

ございますが、指定管理の議決をいただくときに

お示しをさせていただいた水準書のほうに記載さ

せていただいているところでございまして、平成

27年、28年の実績ということで載せさせていただ

いておりまして、またその２カ年の平均というこ

とで収入のほうを上げさせていただいております。 

  ２カ年平均で上げさせていただいている額を読

ませていただきますと、収入額としますと3,713

万2,559円が、これが２カ年の平均値となってお

ります。指定管理料が2,780万円ということでご

ざいます。施設の利用料金といたしましては754

万8,555円です。このうち進修館の利用料が729万

4,855円、スキップ広場の使用料が10万900円、ロ

ッカーの使用料が３万6,800円ですね。電気自転

車の使用料が11万6,000円、また自主事業の使用

料といたしまして178万4,004円ということで収入

のほうの総額はこのような形になっております。 
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  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（小川英一郎君） 町民生活課

副課長、小川でございます。 

  ご質問にお答え申し上げます。 

  カーブミラー、防犯灯につきまして要望はして

いるけれども、なかなかつかないというご質問を

いただいたところでございますが、委員会資料で

出させていただいた、まず１ページ目に道路反射

鏡設置状況という表がございまして、こちらを見

ますと平成29年度につきましては14カ所要望いた

だきまして、設置につきましては２カ所のみとな

っているところでございます。 

  また、防犯灯についてでございますが、こちら

については同じ資料の10ページの上の表、防犯灯

設置状況という表を載せさせていただいています

が、こちらの29年度を見ますと８件の要望をいた

だいて、６カ所設置ができたところでございます。 

  なかなか要望してもつかないということは以前

からお話のほうは伺っておりますので、たまたま

防犯灯につきましては平成29年度かなりの数がつ

いているかなとは思うんですけれども、カーブミ

ラーがなかなかご要望どおりつけられないような

状況ございます。 

  平成30年度におきましては、ミラーをつけると

きには検討部会に諮って、現地を１件１件確認し

た上で設置の可否を決めているんですが、今検討

部会の中で警察の方に入っていただいておりまし

て、警察の方の感覚で、ミラーがあるとかえって

危険だというようなお話をいただいておりまして、

それで設置ができないという傾向はあるんですけ

れども、町のほうでもその道路がどのような使わ

れ方をしているのか、例えば通学路であるのか、

過去に事故がどれぐらい起きているのか、そのよ

うなことを勘案して、例えば検討部会で設置不可

になったとしても、その後町の判断でつけられな

いかというのを部会の会員さんも交えて検討して

いきたいと考えてございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） じゃ１点だけ再質問いた

します。 

  今の防犯灯とカーブミラー、説明では大分年度

の申し込みから見ると、そのうちの率からいくと

80％以上何か設置しているような説明ですけれど

も、町の人はこういうふうに考えているんですよ。

申請してももうつけてくれないよと、そういう発

想になっているんだよ。それは大きな変化になっ

ているの、今。あそこカーブミラーつけてもらえ

ば、もう出したって意味がないよと、こういう発

想なんだ。これはどうしてこういう発想にしてし

まったの。つけないからよ。何回も申請しても。 

  それで、これはここで言っていいものかどうか、

設置委員会に入っている人じゃないけれども、警

察官までがあそこをなぜつけないと言うんですよ。

あんな危ないところ。そういう状況を知らないで

しょう、役場の人は。責任逃れ。設置委員会に任

せてしまって。最低のやり方なんだ。責任逃れ。

そんなやり方していて、安全なんか守れるわけな

いですよ。この間だって何回も出したところの場

所で車が接触事故だよ。そういうの知らないでし

ょう。出したって意味がないよと、こう思われて

いるんだから。これは警察に言われては困るんだ

けれども、あそこ何でつけないんですかと警察官

まで言うんだから、言ったってつけてくれないん

だよと。あんたらが言ったらどうだと言ったって、

ああいう人は立場上言えないと言うんだな。そう

いう状況にしてしまった役場が悪いんだよ。もう

町の人を諦めさせてしまったのは。それを変えな

さいよ、もう発想を。それで何とか委員会に任せ
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てあるからって。そういうことで責任逃れしては

困りますよ。安全を守るために。そのことをもう

一回どういう考えか。ただ、言いわけは私は聞き

ませんからね、もう。 

  以上。 

○委員長（田島正徳君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（井上正己君） 町民生活課長の井

上です。 

  主にカーブミラーでしょうか。設置の考え方に

ついてお答えをいたします。 

  先ほど申し上げたところとかぶるのですが、カ

ーブミラーの設置につきましては、防犯灯も同じ

ですが、町だけの判断ではなくて、幅広く客観的

にご意見をいただくということで、専門部会のほ

うで検討をさせていただいております。加えて、

先ほどの答弁を少しかみ砕いて申し上げると、そ

の判断の基準といいますか、つける点をよりいろ

んな条件、今おっしゃったように、交通状況も変

わっておりますから、そういった状況も加味しな

がらこれから設置をしてまいりたいというふうに

考えております。町の方に誤解を与えたというご

意見でした。その点については申しわけないとは

思いますが、少しずつ改善をしてまいりたいと思

いますので、ご理解をいただくようお願いいたし

ます。 

○委員長（田島正徳君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） 大分進歩した答弁だと思

いますけれども、改善をしていきたいと思います

というのは困るんだ。改善すると答えてもらいた

い。思うというのはやらなくたっていいんだから

ね、思うというのは。改善していきたいと思いま

すというのは。改善しますという言葉を使ってく

ださいよ。言いわけは聞きたくありませんと言っ

ているの。 

○委員長（田島正徳君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（井上正己君） 先ほどと繰り返し

になりますが、各道路の現状と利用状況、こうい

ったものを加味して改善をしてまいりたいと思い

ます。改善をいたします。 

○委員長（田島正徳君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） それを期待してもう１年

間様子見ます。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） ほかに質疑ございますか。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  何点かご質問させていただきます。 

  かなり前段の議員さんの中で質疑応答もありま

すので、ちょっとダブらないように質問したいん

ですが、確認も含めてお願いしたいと思います。

まず、64ページ、65ページの地域コミュニティ活

性化事業の中の集会所整備事業補助金なんですが、

具体的に新年度はどことどことどこをやるのか。

それは４カ所ということでお聞きしているんです

けれども、新年度はとりあえずこの程度というこ

とであるんですけれども、先ほど新しく整備して

ほしいという声に新たな新設の希望はないという

ことなんですけれども、私はやっぱりいろいろ聞

きますと、宮代は公民館がない。そのかわり集会

所はいっぱいあるので、集会所を主に最近は使う

ようになっていると。しかし、それでも敬老会と

か、こういう祝いをやる場所が集会所などもだん

だん狭くなって入り切れない、そういう声も聞く

んですよ。 

  これからますます先ほど人口ピラミッドを言っ

てますけれども、団塊の世代が多くなってきます

よね。そうすると今のままでは間違いなく足りな

いわけです。もちろん道仏の新しい地域も必要な

ところというのはあるんですけれども、これに対

してはやっぱりきちっと今後の方針というのを持
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っていないとまずいと思うんです。それについて

今後どういうふうに考えていかれるのか、その点

お聞きしたいと思います。 

  それから、交通安全対策費で、前段の議員が今

言っていただいたんで、私もこの問題いつも取り

上げいます、予算、決算で。交通安全対策事業、

例えば80ページ、81ページの予算を見ても、前年

度と本年度ゼロです。詳しく中身見ると、消耗品

費が１万8,000円プラス交通指導員被服費12万

7,000円のプラスで、これは14万5,000円です、プ

ラス。マイナスの分が道路標示等工事でマイナス

14万5,000円で、これがツーペイなんですよ。こ

の予算もやっぱりつけ方はこの範囲内にしている

んじゃないですか。どうしても消耗品費、交通指

導員被服費、これは必要なんで、プラス分はつけ

ると。でも、その分プラスするんでなくて、逆に

道路標示等工事で、要するに帳簿の帳尻を合わせ

ているという、これはうがった見方するかもしれ

ないんですけれども、こんな調子で予算なんか増

えるわけないんですよ。 

  先ほど確かにこれまでの答弁よりも専門部会で

例えばカーブミラーにしても防犯灯にしても、不

可となったところをさらに部会も含めて町のほう

からどうでしょうかというふうにしていくという

ことなんですけれども、どうなんですか。部会の

ほうでだめだと言ったものを、それはそれなりに

さっき言ったように、道路事情も変わってきてい

る。いろんな状況も変わっているのでどうでしょ

うか。いずれにしても、どうでしょうかとまた部

会に諮るわけでしょう。私はもうそれはそれで部

会としての判断は判断として仰いだと。しかし、

それ以外で必要なところは町のほうの判断でいい

んじゃないかと言っているんですよ。それは一歩

前進ですけれども、そういうふうにやるというこ

とは。でも、もういいんじゃないでしょうか、町

の判断で。どうも部会を設置させない、そういう

部会にしてしまって、いや、部会で専門的な見地

から、また警察のＯＢから、そういう方から聞い

て設置している。ここは必要ないということなん

でつけてないと。これはもう町民に対してつけな

い言いわけを言っているようなものですよ。 

  宮代というのは確かにコンパクトシティです。

小さいんですよ。面積が広いんじゃないから、道

路舗装もそうですけれども、設置は非常にほかの

自治体よりも少ないと思うんですよ、小さいだけ

に。ですから、そういう面でもやっぱりコンパク

トシティなんだから、それなりの町の形態という

のがあるんだから、設置すべきだと思うんですね。

私はもう一歩進んで、それでどうしてもつかない

んだったら、町長決裁でいいんですよ。それぐら

いの覚悟があっていいんじゃないですかと思いま

す。そのことについて。 

  ですから、決算でもそうなんですけれども、例

えば29年度14カ所ですよ。それでたったの２カ所、

設置が。10ページか、防犯灯については８件のう

ち６件。でも、これまで26年度は38件あるんです。

27年度が26件、28年度が22件、29年度だけ１桁に

なって、確かに設置率は高いけれども、絶対数が

少なくなっている、要望が。おかしいですよ、こ

れ。私はこれはやっぱり人の命に関する問題です

から、これは要望に沿えないとか、それはもう他

人事じゃないですか。自分の身内がこういう設置

の要望があったのに、それがなくて、けがしたり

死亡した場合、どういうふうに思いますか。もう

少しその辺考えていいんじゃないかなと、そうい

うふうに思いますが、その点もう一度お願いした

いと思います。 

  それから、あわせてなんですけれども、資料で

町内の交通安全危険箇所把握状況ということで、

これが出ていますけれども、これはせっかくの資
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料ですよ、警察の。死亡事故発生件数、重傷事故

発生件数、これはもっとわかりやすくしていただ

けませんか。今カラーコピーできるんだから。こ

れについての対応というのは、これだけ事故あっ

てどういうふうにやっているんでしょうかね。私

は受け身だと思っているんですよ。受け身、町の

ほうは。要望がないと設置しない。要望しなくて

も、本来ここは危険だと思えば町のほうでやらな

くてはいけないんですよ。これは町の責任で、要

望がないとつけないというのはやっぱり受け身だ

と思うんですけれども、それでもなおかつつけな

いんですから、さっき前段の議員が言ったように、

町に言っても設置してくれない。設置してくれな

いから要望も出さない、そういうふうになりませ

んか。悪いほうの連鎖ですよ。 

  これは私はこの間も例えば道路反射鏡にしても、

もとむらクリニックの近くのカーブミラーが設置

されました。何でついたんですかと聞いたら、事

故があったからと。事故がないと設置できないの

か。だから、事故の前に設置するのがあれじゃな

いですか。何回も言っているからあれなんですけ

れども、設置したために、設置したほうを見ない

で、左右見て、カーブミラーだけを見て行ってし

まうと。そういう傾向があるから事故がある。そ

れは詭弁だと思うんですけれども、私はカーブミ

ラーを見て、左右見て、安全かどうかで出てます

よ。その辺の考え方もどうなんでしょうかという

ことで、最後ですのでお願いしたい。 

  予算化全然されてない。先ほどの答弁だと新規

が２面で４基分、１面で１基、曇りガラス、反射

鏡一つとっても。照明灯だって見れば、今冬場で

一番暗いときだから、非常にわかりやすいですよ、

夏場よりも。本当に暗いなと思うところがあるん

ですけれども、これは区長、自治会長から出た要

望だけ、町に直接要望があったものについてはど

うなのかもう一度確認させて、あわせて答弁願い

たいと思います。 

  それから、82ページ、83ページ、環境管理費の

環境推進事業で、地球温暖化防止実行計画の改定

業務が完了したということで、マイナスになって

いますけれども、これはこれにかわる計画はない

んですか。ほかの公害対策費との関係もあるし、

町民生活課全体のバランスから言って、これが終

わってしまったから、これでいいんだということ

であれば、それはそれでいいのかもしれないです

けれども、その点ではどうなのか。かわる計画は

ないのかどうかお願いしたいと思います。 

  それから、防犯灯設置の関係なんですけれども、

先ほど前段の議員からも説明もありました。答弁

もありましたが、これは年間防犯灯の電気料金で

すね。これは宮代町は全体でどれぐらいになって

いるのか。予算化をどういうふうにされているの

か確認の上お願いしたいと思います。 

  それから、進修館、86、87ページなんですが、

ホール駐車場側の扉の修繕工事、これはどういう

ふうな内容の工事なのか、それが１点と、それか

ら、これはこれまでも何人かの議員さんから一般

質問等でも受けているように、もう進修館の駐車

場も何とかしないといけませんよね。これはどう

いうふうに考えているのか。私はこれからどんど

ん人口も減っていくけれども、減るというふうに

は考えづらいんですけれども、非常にやはり町民

は不便、私はもう駐車場に入って探すんです。な

いと、正面のほうに、向こうのほうにあるかなと

いうことでしますが、やっぱりせっかく来ている

来庁者にこれは不便ですよ。サービスという問題

じゃないですよね。杉戸なんか本当にうらやまし

いぐらい大きな駐車場があるから、宮代から比べ

て本当にうらやましいなと思うんですけれども、

やっぱりそれに対応した抜本的な対策というのが
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必要なんじゃないでしょうか。何か対案みたいな

のは考えてませんか。これは課題だと思いますね、

宮代の、今後の。そのことについて伺いたいと思

います。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） 町民生活課主幹。 

○町民生活課主幹（山﨑健司君） 町民生活課主幹

の山﨑でございます。 

  集会所の新設の要望にどのように対応するかと

いうことでございますが、集会所の新設について

は、先ほども答弁させていただきましたとおり、

必要じゃないかというお話はあるんですけれども、

具体的な要望は上がってきておりません。先ほど

もお答えいたしましたが、地区にも相応の負担が

発生することから、要望のある地区と具体的に上

がってきた時点でいろいろと相談をさせていただ

ければと考えているところでございます。 

  続きまして、２点目の環境推進の中でも、地球

温暖化防止実行計画にかわるものの計画はないか

ということでございますが、この計画は法定の計

画でございまして、計画を定めさせていただいて

おります。これが終わったからほかの計画を定め

るということではなくて、この計画を定めるに必

要な時点に至った際に、また新たな計画を立てさ

せていただいて、予算化をさせていただければと

思いますので、これが終わったからほかの計画に

手をつけるということでは考えておりません。 

  ３点目の進修館の工事内容でございますが、進

修館の大ホールの駐車場側の出入り口が木製の出

入り口でございまして、大きな部分で、もう雨に

よる腐食で、これ以上の使用に耐えないような状

況になってきているところでございます。こちら

を新たに入れかえるということで工事費を盛らせ

ていただいているところでございます。 

  駐車場対策でございますが、いつも満車という

ことでお話をいただいているところですが、今現

時点では開館前に駐車場をあけることなく、不適

正な違法駐車をなくすような形、対策は進修館で

とれるものについては実行させていただいている

ところでございます。そのような対策を講じるこ

とによって、従前よりは満車の確率が幾らかでも

少なくなっているんじゃないかと思っているとこ

ろでございますが、抜本的な対策ということでは、

今具体的な案を持っておりませんので、今対策を

より一層進めさせていただくと、続けさせていた

だくということで改善を図っていきたいと思うと

ころでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（井上正己君） カーブミラーと、

それから防犯灯の関係につきましては、私のほう

からお答えを申し上げます。 

  先ほど来いただいておりますとおり、防犯灯も

カーブミラーもいただいたものを全ておつけでき

れば、それはそれでよろしいんでしょうけれども、

やはりその場所にどれだけ必要かということは、

ある程度専門的な見地からの確認も必要かと思っ

ております。そうしたことから、従来どおりこの

専門部会等、専門的なところが入った検討という

のは引き続き必要かとは思っております。 

  ただ、ここで決定してしまった後に、後からつ

けてくれということは適切ではありませんので、

その検討の段階、その段階において町として把握

している交通状況、情報を提供しながら対応して

まいりたいというふうに考えております。 

  また、カーブミラーにつきましては、それを見

ただけで現場を確認しないで見切りで発車して事

故というのが一つ考え方としてあるのも事実でご

ざいます。それが全てとは申しませんが、道路交

通に関しては、やはりさまざまな状況、環境があ
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ろうかと思います。あわせまして、ソフト面から

の交通安全思想の普及啓発、交通安全教育、こう

いったものにも力を注ぐことで、交通事故を少し

でもなくせるように図ってまいりたいと思います。 

  それと、ご提供しました資料４ページですか、

見にくかった点は大変申しわけありません。今後

改善したいと思いますが、参考までにこの死亡事

故１件につきましては、圏央道も入ってございま

すので、資料につきましてはちょっと工夫をさせ

ていただきたいと思います。大変失礼いたしまし

た。 

  最後の防犯灯の電気料の決算状況ということで

すが、これは先日ご議決いただきました補正予算

にも計上させていただいておりますが、防犯灯の

電気料は当初見込み額で年払いをさせていただい

ておりまして、それは例年ほぼ同じ額で予算確保

をさせていただいているもので、790万というの

がこの額です。３月補正をごらんいただいたとお

り、精算をしたことによりまして、実際には昨年

の決算ですと510万円ほどになってございます。

この乖離というのは精算行為を行う過程でどうし

ても仕方がありませんので、ご理解賜りたいと思

います。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） どうもありがとうございま

す。 

  まず、再質問なんですけれども、64、65ページ

の地域コミュニティ活性化事業の集会所整備の関

係なんですけれども、今は変わってきて、それな

りの負担があるからということで、そうは自治会

のほうから新たな集会所というふうには言えない

というふうな状況になっていると思うんですけれ

ども、以前はやはり集会所、特に百間なんかは、

それはよしあしは言いませんけれども、やっぱり

地域からの要請で公民館を集会所にかえていると

いう、そういうような実態もあるわけで、そのと

きに設置されたから、それはそれなりに、それは

いいことなんですよ、地域にとって非常に。でも、

今は違う地域によってはそういうことなくて、そ

れ相応の負担なんて言ってしまうと、おいそれと

はやっぱり申請できない、そういう状況だと思う

んです。でも、実態はやっぱりそれぞれの地域に

なければ、これからそういった例えばさっき言っ

た敬老会一つとってもできなくなるわけです。じ

ゃ、いろんな地域が敬老の日前後に進修館とかと

いっても、進修館あるから、そういうのに使おう

といっても、いろんな地域が使い始めると、また

順番とか、そういうことにもなろうかと思います

んで、やっぱりこういったコミュニティの中心と

なるような施設はなるべく自治会の負担がないよ

うな、そういう方向でやっぱりつくっていくのが

本来なのかなというふうに思いますので、それな

りの負担があるからないんだというんでなくて、

あるんですよ。そういう負担がなければ、要求と

してはあると思うんです。設置の必要性もあると

思うんですよね。その辺どういうふうに考えてい

くのか、その点だけお尋ねしたいと思います。 

  それから、交通安全対策ということで、道路反

射鏡、防犯灯の関係も言いましたが、極端な話に

なると、私は、じゃカーブミラーがあるから余計

それを信じ過ぎて事故になってしまうと、そんな

こと言ったらカーブミラー要らないということに

なりませんか、極端な話。私は中にはそれはそれ

を100％信じて、出て事故があるから、やはり事

故を起こした方の責任もあるかと思いますけれど

も、やっぱりみんな１回きりの危ない思いしてい

るとか、そういう体験上必要なんじゃないか。そ

ういうことでの要望だと思うんですよ。ですから、

その辺を踏まえて、私は必要なところについては
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やっぱり積極的に設置すべきだと、そういうふう

に思います。それはもうずっと前から言ってきて

いるんですけれども、なかなかそういうふうにな

っていないので、やはり言わなければいけないと

思うんですけれども、その点変わっていなければ、

答弁が変わりないということであれば結構ですが、

その点お聞きをしたいと思います。 

  それから、進修館の86、87ページの関係ですが、

抜本的な対策はないということなんですけれども、

もう宮代の残念ながらこれまでの経緯を見ると、

職員、町の公用車を駐車していたところももう民

家が建ってしまって、そういうこともあって、ど

んどん狭くなっていると。でも、私はこっちがな

いから向こうに回るんですけれども、やはり片方

に行ってもいっぱいのときありますよね。私はや

っぱり飽和状態だと思っているんですよ、今の現

状。土地はもうほか借りられないのか。あるいは

現状今自転車ありますよね。あれを何とかうまく

変えていく方法はないのかとか、その辺のやっぱ

り工夫が必要かなと。検討が必要かなと。うんと

知恵を出していただきたいんですけれども、もう

抜本的な対策ありませんと言うんでなくて、もう

一度その点でお聞きしたいと思うんです。 

  あと、ちょっとお聞きするの忘れたんですけれ

ども、側溝清掃の関係で、資料にも載っておりま

すが、やるところとやらないところありますね。

傾向としてはどうなんでしょうか。27ページです

よね。斜め線のところはやらない、実施しないと

ころ、予定のないところなんでしょうか。これに

ついては強制じゃないんです、確かにね。これは

町民の協力を得てやっているだけということなん

ですけれども、考え方は確かに道路についてはも

う雨水だけですから、下水道のあるところは。で

すから、やってもやらなくてもいいんですけれど

も、これぐらいは昔からの慣習でやりましょうと

いう、それはそれでいいと思うんですけれども、

そういうことでずっといっていいのかどうか。そ

の点ではやはりきちっと町のほうで私は責任を持

ってというのは言っているんですけれども、町の

ほうが責任持って住民の方の協力を得てやってい

るという、そういう言い方じゃないでしょうか。

そんな感じに見えてしようがないんですけれども、

その辺の考え方ですよね。雨水だけですから、も

う住民の責任はないと思うんです。管理者は町の

ほうですから。その点どういう方向になるのか。

やっているところとやってないところがあって、

そのところの対応の仕方、これでいいのかどうか

お願いしたいと思います。 

○委員長（田島正徳君） 町民生活課主幹。 

○町民生活課主幹（山﨑健司君） 町民生活課主幹

の山﨑でございます。 

  まず、再質問の１点目の集会所の整備について

でございますが、集会所の新設整備については、

先ほどもお話をさせていただいたところでござい

ますけれども、具体的なお話はいただいてないと

ころでございます。ですので、地元がどのような

状況で、どのようなお気持ちを持っているかも町

サイドでは理解ができないところでございますし、

当然建てるに当たっては土地の用意とか、そうい

うものもあったりしますんで、相応の期間、相応

の金額がかかってくるというのは従前の回答どお

りでございます。今は今でそういうルールという

か、やり方がありますので、ご相談いただく中で

いろいろと相談させていただければなと思うとこ

ろでございます。建てた後に、当然維持管理も発

生しますので、そちらの住民の理解を得た中で整

理をさせていただければなと思っております。 

  続きまして、２点目の進修館の抜本的な対策は

ないということでお話をさせていただきました。

周辺に広げる用地がなかなか見当たらないという
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ことから、抜本的な対策はないということでお話

をさせていただいたところでございますが、大き

なイベント等ある場合は、進修館を使う方に不適

正な駐車がないように、民間の有料駐輪場を借り

るように指導とかしているところでございますけ

れども、それ以外小さなイベントが重なっていっ

ぱいになってしまうということがあると思います

ので、先ほどからもちょっとお話をさせていただ

いておりますが、違法駐車がないような適切な対

応をさせていただきたいと思っているところでご

ざいます。 

  ３点目の側溝清掃のお話でございます。こちら

につきましては、町のほうは、特に町民生活課環

境推進担当のほうでは、地区で地区清掃を必要と

認められて、実施される場合はかますの配布、あ

るいは汚泥の回収をさせていただくということで、

区長さんのほうに通知のほうをさせていただいて、

実施のほうをしていただいているところでござい

ます。そのような中でご理解をいただいている地

区が清掃をやっていただいているということでご

ざいますので、その地区の対応によってその都度

変化が生じてきているというところでございます。 

  27ページにお示しさせていただいているこちら

の表の斜線が引いてあるところでございますが、

こちらについては29年度は未実施ということで、

こちらに載せさせていただいているところでござ

います。ただ、地区によっては隔年でやっている

地区もございまして、まるっきりやっていないと

いうことではないということの確認をさせていた

だいております。ですから、地区によって地区の

あり方で清掃のほうをやっていただければという

ことでございますので、環境のほうでは無理強い

していることではなくて、町の責任をそのまま押

しつけているということではございません。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 町民生活課長。 

○町民生活課長（井上正己君） カーブミラーの件

についてお答えをいたします。 

  積極的にということでお尋ねいただいておりま

すが、お答えいたしますのは、現在町では道路反

射鏡設置要綱、これに基づいて幾つかの基準を設

けているわけですが、同様にいろんな自治体でさ

まざまな基準を持っていることはもちろん確認を

できております。そういったものを加味しながら、

より多面的な角度から見て、安全を確保できるよ

う努めてまいりたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） それでは、何点か質問させ

ていただきます。 

  最初に、先ほど言った地域コミュニティ活性化

事業なんですけれども、集会所を見てみますと、

78の集会所があると思います。その中で先ほども

言ったように、合計で9,930世帯ですか、加盟し

ているのは。70％を切って、60何％だと思います

けれども、そういう状態の中で今現在この集会所

の維持管理をどうするのか考えている地域もある

と思います。なぜかというと、この中で地べたを

民間で借りているところとか、そういうところが

あるのかないか。あるとすれば幾らぐらい払って

いるのか。その辺のところは今後の世帯数との関

係で、この集会所の維持管理ができなくなる可能

性が出てくるところも出てくるんじゃないかなと

思います。その辺の対応を町としてはどうするの

か考えているのかどうか。まず最初にそれを質問

として聞きたいと思います。 

  それと、カーブミラーのことは皆さんやったん

で同意見です。私も今回もとむらクリニック、市

民の方から言われて、町のほうに言ったんですけ

れども、その後すぐに事故が起きたということで
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は私も確認しております。その辺のところもある

んで、前段で言った人、前々段で言った人もいま

すけれども、町民のために考えてほしいというこ

とでやっていただきたいと思っております。 

  それと、ページ数で言うと84、85ページなんで

すけれども、防災活動事業なんです。通信料が大

幅に増額されていると思うんですけれども、区分

14で。防災無線の電波使用料の増額理由ですか、

その辺のところ教えていただきたいと思います。 

  それと、86、87ページ、11目、区分の15のＪア

ラートですね。更新工事です。これはＪアラート

というのはまだできて短いですよね。その工事が

終わって、無線をまた新たに何か新築をやったと

いうことなんですけれども、ここが頻繁に工事を

取りかえてやるんでしょうかね、今後も。新しい

のができたら、すぐにまた取りかえる、そういう

やり方をするんでしょうか。 

  それと、区分の19の埼玉県市町村被災者安心支

援制度負担金というのは、これは新しい制度です

か。ちょっとわからないんだけれども、ちょっと

その辺のところを説明をお願いしたいと思います。 

  あと、同ページの防災コミュニティ促進事業な

んですけれども、29年度の特徴として、防災スキ

ルアップを盛り込んでいると思うんですよ。今回

はそのスキルアップというのがなくなっているん

ですけれども、災害というのはいつ起きるかわか

らないというのが皆さんの口癖のように言ってい

ると思うんです。そういう防災組織のスキルアッ

プをしないで、いざというとき、それは今後大丈

夫なのかどうか。やっぱり町としてもある程度の

計画は持っていくべきじゃないかなと思っている

んですけれども、その辺のところお願いします。 

  それと、私、これ一番大事なことなんですけれ

ども、進修館費なんです。同ページの13目進修館

費。私のところに町民が来たんですよ。進修館に

行ったところ、全館が貸し切りになっていて利用

できなかったらしいんです。問い合わせたらしい

んですよ。そうしたら、玄関先に紙に書いてある

でしょう、それだけ言われたらしいですよ。こう

いうことで町民が利用する進修館ですよね。張り

紙１枚で進修館利用している人たちに周知できる

のか。突然行ったら貸し切りだから、ここに紙に

書いてあるからいいでしょうという感じみたいだ

ったんです。大分怒ってました。こんなことで大

丈夫なのかというので。せっかくバスを乗り継い

で来たのにと言ってました。その辺のところを今

後どうするのか一応お願いしたいと思います。 

  それともう一つなんですけれども、134ページ

です。環境衛生費です。(3)の雑草の除去委託料

ですね。大分今後増えてくると思いますよね。今

まで通学路や公園等なんかにも雑草を除去するた

めにやってきたんですけれども、今後こういうの

がどこが増えてきているのか、ちょっと教えてい

ただきたいと思います。どういう地域が増えてき

たのか。 

  あと、(4)の広域利根斎場です。今加須のほう

にあるわけなんですけれども、宮代町民がどれだ

けそっちのほうを、加須斎場を利用しているのか。

また、ほかの地域の斎場は宮代町の場合はどのく

らいの利用をしているのか、その件数わかれば教

えていただきたいと思います。宮代町があそこへ

広域斎場としてお金を払っているわけです。利用

率の向上のためにどうするのか、その辺のところ

をお願いしたいと思います。 

  あと、同じ136ページなんです。清掃総務事業、

今久喜のほうに新しくつくるということで、どこ

まで進んでいるのか、久喜市のほうでは。宮代町

は今度利用するわけですけれども、宮代町として

の利用の計画があるのか、どういう計画をしてい

るのか、運搬車はどうするのか、そういうことを
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含めて計画を持っているのかどうか。 

  あと、細かい点ですけれども、164ページの消

防のほうです。区分９と、消防団の出動手当、こ

れちょっと増えましたけれども、これは操法大会

に送るための増額なのかどうか、それを確認だけ

したいと思います。 

  あと、備品購入費、どんなところに使われて、

どんな機材を備品として購入するのかお願いしま

す。 

  最後に、134ページの合併処理槽、その補助金、

毎年同じ台数を同じようにやっているんですけれ

ども、これの消化率というんですか、何台補助し

ているのかどうか、それを実態だけ知らせていた

だければありがたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ５時５４分 

 

再開 午後 ５時５４分 

 

○委員長（田島正徳君） 再開いたします。 

  町民生活課主幹。 

○町民生活課主幹（山﨑健司君） 町民生活課主幹

の山﨑でございます。 

  まず、ご質問の１点目の自治会集会所の借地関

係について維持管理が大変であるので、町はどう

考えているのかということについて回答を申し上

げます。 

  地域コミュニティ活性化事業の中で、集会所の

改修にかかる費用のほかに、集会所維持管理補助

金ということで、借地料そのものではないんです

が、その借地にかかる固定資産税と都市計画税を

負担しているところでございます。また、その借

地に係る部分については、コミュニティ活性化支

援事業のほうで、地区のほうでご申請いただいて、

補助金をその借地料に充てている地区もございま

す。そのような中で、各地区が集会所の借地につ

いてはご対応いただいていると考えているところ

でございます。 

  また、２点目の進修館の全館貸し出しについて

でございます。こちらについては進修館の運営サ

イドでも非常に気にしているところでございまし

て、全館貸し出しがあると、今ご質問いただいた

ような状況があるということで、進修館のほうで

も心痛めているところでございます。そのような

中で、全館貸し出しの日数を月制限しようじゃな

いかという話もありまして、今指定管理者のほう

と相談させていただいているところでございます。 

  ただ、周知の方法については、ホームページで

掲載させていただくとか、そういうものしか対応

ができないかな、あるいは現場で張り出す形でし

か対応ができないのかなとも思ったりもしている

ところなんですが、ただ、今ご質問いただいたよ

うに、進修館の職員が冷たくあしらうというよう

なことはないように聞いておりますので、もしそ

のような対応をお感じであるんであれば、そのよ

うなことがないように、きちんと進修館のほうに

申し添えたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

  続きまして、３点目の草地の増えている場所と

いうことでございますが、資料でお示しさせてい

ただいているとおり、草地、資料28ページにお示

ししてあるとおり、今年度は対象地区が相当増え

ております。それに伴って処理の地区も増えてい

るところでございます。これは増えているところ

も多くの部分、全てとは言いませんが、多くの部

分が農地の不適正管理地によるものが多いという

ことで感じているところでございます。相続を受

けた町外所有者の方がうまくその管理ができなく
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て、草地になっていってしまうということが多い

というような感じを受けているところでございま

す。増えてきている場所ということであれば、そ

ういうことでございます。 

  広域利根の利用率でございますが、こちら平成

29年度の１月末現在でございますと、死亡者数が

281で、こちらを宮代町内で利用していただいて

いる方が147ということで、利用率は52.3％とい

うこととなっております。前年同月が44.3％でご

ざいましたので、若干昨年よりは利用率が上がっ

ているということでございます。残りの方がどち

らの斎場に行っているかはこちらでは把握してお

りません。 

  利用率向上についてもいろいろ検討はさせてい

ただいているところなんですけれども、適切な啓

発というんですか、そのＰＲができないまま現在

に至っております。今後どのような形がいいのか

検討させていただきたいと思っております。 

  また、５つ目の清掃総務費、久喜市の進捗状況

はどのようになっているかということでございま

すけれども、現在、久喜市のごみ処理施設の建設

に当たりまして、いろいろなパターンでごみ処理

施設の整備の方法というか、ごみ処理の方法を比

較検討した調査を久喜市のほうで公表しておりま

す。これは久喜市のホームページのほうで少し前

には確認できたんですけれども、それで焼却をど

のようにするか、あるいは生ごみをどのようにす

るか。それによっていろんなやり方、考え方があ

りまして、費用がかかるケースがいろいろ変わっ

たりしますんで、そういうものの検討を久喜市の

ほうはしているというところでございます。 

  久喜市はそれ以上の具体的なごみ処理に関して

はお話がないんで、具体的に今後どうするか、ど

のくらいお金がかかるかというのはまた先の話に

なってきてしまうんで、お話のしようもないんで

すけれども、ごみ処理施設の進捗について今お話

できる状況は以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（小川英一郎君） 町民生活課

副課長の小川でございます。 

  順次お答え申し上げます。 

  まず、予算書84ページ、85ページ、役務費の関

係でございますが、こちらにつきましては、防災

行政無線をデジタル化整備をさせていただきまし

て、こちらに係るインターネットを利用している

んですが、そちらの利用料の増額になります。 

  続きまして、Ｊアラートの工事の関係でござい

ますが、今現在使っているＪアラートが申しわけ

ございません、いつのものかというのはちょっと

把握してございませんが、消防庁のほうから平成

31年度以降は新型受信機のみ情報伝達を行うとい

う通知が来ております。情報量の増大に伴いまし

て、現行のＪアラートではその処理に時間がかか

ることから、住民の方へ情報伝達がおくれる可能

性があるということで、新型の導入を推進してく

れということで言われておりまして、それに伴っ

てＪアラートの更新工事のほうを計上させていた

だいてございます。 

  続きまして、市町村支援制度の負担金の関係で

ございますが、こちらにつきましては埼玉県の制

度になるんですけれども、平成25年９月に発生し

た竜巻災害のときに、国のほうではまず被災者生

活再建支援法の適用とならない地域が一部出てし

まいました。こういった地域を救済しようという

ことで、埼玉県のほうと、それから県内市町村で

その支援金をそれぞれ県のほうが３分の２、市町

村が３分の１の負担をして、その被災者のほうに

負担金を渡す制度になっております。それに伴い

まして、県が３分の２、市町村が３分の１で、市

町村につきましても、市町村の負担分のうち世帯
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割が８割、それから均等割が２割ということで宮

代町の負担金につきましては24万2,000円を計上

させていただいているところでございます。 

  それから、防災コミュニティ促進事業の関係で

ございますが、スキルアップという言葉が削除さ

れているというお話がございましたが、私たちの

予算書の12ページの防災コミュニティ促進事業の

中の平成30年度の目標の中で黒くなっているとこ

ろの一番最後でございますが、職員に対しても防

災・減災に対する研修を実施し、意識向上を図り

ます。その前に自主防災組織への活動支援を継続

して実施してまいりますということをうたってお

りますので、スキルアップがなくなったことでは

なくて、今後につきましても自主防災組織へ職員

ともに意識向上につきましては図ってまいりたい

と思っております。 

  最後に、消防費のほうの出動手当の件でござい

ますが、平成30年度に操法大会がございます。出

動手当の増につきましては、その操法大会に出る

ために、４月以降消防団につきましては週３回の

ペースで訓練をする予定でございます。それに伴

う出動手当の増になります。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 町民生活課主幹。 

○町民生活課主幹（山﨑健司君） 町民生活課主幹

の山﨑でございます。 

  先ほどすみません、合併処理浄化槽の補助の関

係の回答が漏れてしまいました。失礼いたします。 

  こちらにつきまして、平成28年度から補助が手

厚くなりまして、10基予算計上のほうをさせてい

ただいているところでございますが、平成28年度

におきましては、最終的には８基の消化をさせて

いただいたところでございます。ただ、10基の申

請がありまして、２基が申請者の都合から直近に

なって取り下げをされたということですので、申

請は28年は10基あったということでございます。

平成29年につきましても、これは早い時点で10基

の申請がございまして、平成29年については10基

そのまま補助、消化させていただいているところ

でございます。 

  ただ、人数区分によって補助金額が若干違って

おりますので、若干の残が出ていることはやむを

得ないかなと思うところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（小川英一郎君） 町民生活課

副課長の小川でございます。 

  申しわけございません、１点答弁のほうが抜け

てございました。消防費のほうの備品購入費の関

係でございますが、備品購入費につきましては同

じく操法大会出場用の操法用のホース、こちらを

買う経費でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 自治会の加入世帯、先ほど

言いました70％を切って、それで補助金というわ

けじゃないんだけれどもということで、地べたの

税金ですか、それをある程度補助しているんだと

いうことを言ってます。入っていますけれども、

これ自治会の中で世帯数が全部違うんですけれど

も、有料で借りているところはどのくらいの自治

会があるんでしょうかね。その辺のところもちょ

っと教えていただきたいのと、あと自治会費とい

うのはまちまちだと思うんですけれども、平均で

どのくらい自治会費を皆さんいただいているのか。

平均で結構です。一つ一つまで言ってられないの

で、平均で大体どのくらいのなのか、その辺のと

ころ。 

  なぜかというと、自分たちの住んでいるところ

になるんですから余り言えないんですけれども、
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補助を受けているらしいんですけれども、この補

助金じゃ足りないということで地主のほうは言っ

ているところもあるんですよね。どうしても軒数

が少ないとなってくると、その自治会の集会所の

維持が困難になってきている。最近ではガスのテ

ーブル、プロパンガスをやめて普通のホームセン

ターで売っているガスでやっているところも出て

きている。そこまでけちってやらないと自治会の

運営が成り立たない。その土地代だけで半分ぐら

いいってしまうということで、どうしようかとい

うことで悩んでいるところもあります、正直言っ

て。その辺のところを今後どうするのかなと。こ

れが人数が多くなっていれば別なんですけれども、

だんだんと自治会の会員数が少なくなってくると、

そういう現象が出てきている。欲しくても維持が

できないというのが現状だということで、それを

認識しているかどうか、町としてもそういうのが

あるということを１つはお願いしたいと思うんで

す。 

  それから、84の防災活動事業のデジタルのイン

ターネットを利用し始めたということで、これは

通信費が多くなったということではわかりました。 

  あと、Ｊアラート、これも消防庁のほうから新

しくしろということで、これはやったということ

で、町の自主的な考えじゃなくて、上のほうから

こうなんだということでやってきたということで

よろしいですね。 

  それと、進修館です。先ほども言いました。本

人は張り紙１枚でこう書いてあるでしょうと言わ

れたということで、大変なバスに乗ってみんなが

集まってきたのにということで、かなり怒って私

のところへ電話がかかってきたんです。どうなっ

ているのというので。私たちだってホームページ

だとかいろんなところに載せてあれば、見なかっ

たということでわかるんだけれどもということで、

それもないし、ただ来たら、すぐに張り紙に書い

てあるからということで言われています。町とし

てもそれのほうも問題があるんでということで今

ご答弁があったんですけれども、やはり借りてい

る人は毎日いろんな催しで借りているんだと思い

ます。自由に使えるということでやっているんで、

その辺のところの徹底の仕方、難しいということ

を言っていますけれども、何かいい方法があるん

じゃないかなとは私は思うんですけれども、その

辺のところはちょっと町としてのこの進修館何だ

と。委託したら、こういう不便なあれになってし

まったのかということになってくると、だんだん

と進修館を借りる人もどうしたらいいだろう。ほ

かの場所ということになってしまうんじゃないか

なという感じがするんで、そういう問題というの

はほかにもありますか、そういう進修館の借りた

い人の。私はちょっとその借りたい人が全館貸し

切りだからということで、借りられなかったとい

うことで相当頭に来ていたみたいなんですけれど

も、そういう問題で、町のほうに何か問い合わせ

みたいな、そういうのがありましたか、今までに。

なかった。そういうことが私のところにあったん

です。ですから、この質問をしたんで、ぜひその

辺のところの対処の仕方を、今後も出てくると思

います、いろいろとね。ひとつ対処していただき

たいと思います。 

  あと、利根の斎場ですよね。50％ということで、

今回52％だということで、町のほうでは何の対処

もできないんだけれどもということで言っていた

んですけれども、この斎場の負担金も宮代町は出

していますよね。その辺の関係で町民が使いづら

い斎場でいいのかどうか。そのままにしておくの

かどうか、流れのままに。その辺のところ、半分

近くしか借りてないということになると、必要な

のかどうか。自分で自由に選ぶ。その辺のところ
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を町としてのお金を出している当事者としてどう

するのか。負担金を出しているわけですよね、町

として。利用率がそれで半分だということになる

とね。今後その辺の対策はどうするのか真剣に考

えていかないと、いろんな、消防もあるし、今度

はごみの焼却炉もある。負担しているんですから、

その辺のところをやっぱり計画的に町民に利用さ

れやすくしていかないとまずいんじゃないかなと

思います。お金を出している以上はね。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） 休憩いたします。 

 

休憩 午後 ６時１３分 

 

再開 午後 ６時２７分 

 

○委員長（田島正徳君） 再開いたします。 

  答弁を求めます。 

  町民生活課主幹。 

○町民生活課主幹（山﨑健司君） 町民生活課主幹

の山﨑でございます。 

  答弁のほうをさせていただきます。 

  まず、１点目の集会所、借地の件数でございま

すが、17件借地のほうを認識しております。自治

会費の平均でございますが、月二、三百円となっ

ております。 

  １問目、集会所の関係については以上でござい

ます。 

  続きまして、２点目の進修館全館貸し出しの対

応についてでございますが、先ほどもご回答させ

ていただきましたとおり、ホームページとかそう

いうもので対応させていただければなと思います。

また、ご心配であればお問い合わせいただければ、

進修館のほうで適切な対応をとらせていただきま

すので、よろしくお願いいたします。 

  ３点目の利根の利用率が低いということで、使

いづらい施設をそのままでいいのかということで

ございますが、利根の利用率、使いづらいという

ことはないと思うんですけれども、利用率が若干

低いということは事実でございます。負担金とい

たしましては、建設にかかる費用と運営にかかる

経費ということで、運営にかかる経費のほうは利

用率割も入っておりますので、利用が低ければ負

担金も低くなっているという、そういう対応にな

っておりますので、余分に負担金を払っていると

いう状況ではございませんので、ご理解いただけ

ればと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） ほかに質疑ございますか。 

  合川委員。 

○委員（合川泰治君） ３点ほど質問させていただ

きます。 

  まず、１点は、桜イルミネーション事業なんで

すけれども、この町の費用負担は幾らなのかちょ

っと資料から読み取れなかったものですから、予

算書で言うと83ページですね。費用負担は幾らな

のかということと、このイルミネーション、結局

誰がつけるのかという点と、あと、これ冬またや

るのかという点をちょっと確認させていただきた

いのと、もう一点は、娯楽体験事業ということで、

年間1,000人を目標にしているということなんで

すけれども、これが産業観光課のほうの町外から

の観光事業参加者ということで年間１万人という

目標がついているんですけれども、この1,000人

というのは、この１万人の中に組み込まれるもの

なのか、また別個なのか、その点をちょっとお伺

いしたいのと、もう一点は、過去に宮代ではミヤ

イルというのをこの役場から東武動物公園に向か

って１回やっていて、その事業は町はもう手放し

て、日工大の学生が実行委員という形でやって、
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実行委員でやって、なかなかそれもうまくいかな

くなって、今度は商工会を頼って、商工会がお金

集めて、結構広くして、つける実施主体も、そこ

とプラス商工会青年部のメンバーで今やっている

かと思うんですけれども、この桜イルミネーショ

ンというのが今度はそこからまた道を折れたとこ

ろの桜イルミつけてますけれども、これは当初は

一番最初にやったのが商工会青年部が春に咲いて

いる満開の桜をきれいにしようということでやっ

て、それがいつの間にかというか、町が事業とし

て名前として上がってくるようになったんですけ

れども、ミヤイルが日工大に移ったときも、日工

大がなかなかもう持て余したときに、また町へ頼

ってきたときに、これは１回町がもう手放してや

らないと言った事業だから、もう手伝いません、

やりませんと言っていたのに、今度桜イルミだけ

は、道を折れたそこだけは町の事業としてやりま

すよというのは、何かすごく変な話だなと思うん

ですけれども、その点についてのちょっと説明を

いただきたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） 町民生活課主幹。 

○町民生活課主幹（山﨑健司君） ご質問に回答さ

せていただきます。 

  まず、桜イルミの経費でございますが、桜イル

ミにつきましては、電気料が当然かかってくるわ

けでございますが、電気料を計上させていただい

ております。また、イルミネーションそのものが

消耗品になってきますので、切れたイルミネーシ

ョンの補充あるいは飾りつけに使うための結束バ

ンドとか、そのようなものが必要になってきてお

ります。基本的にはそのようなものをほかの事業

と累計させていただいて計上させていただいてい

るところでございます。 

  続きまして、娯楽体験事業の参加者が商工観光

のそちらの目標値に入っているかということでご

ざいますが、基本的にはうちのほうはうちのほう

で集計させていただいておりますし、商工観光は

商工観光のほうで集計させていただいていると私

は理解しております。ただ、商工観光のほうが重

複するようなイベントについてどういうふうに累

計しているか、それはちょっとうちのほうでは確

認はしていないんですね。あちらのほうでご確認

いただければなと思うところでございます。 

  続きまして、あとミヤイルと桜イルミの関係で

ございますが、桜イルミネーションにつきまして

は、ちょうど植樹をした記念樹が20年を迎えると

いうことで、20周年の記念事業と、町の総合計画、

実行計画事業とリンクさせていただいて始めさせ

ていただいた事業でございます。昨年20周年を迎

えたんですけれども、それでも継続していこうと

いうことで今でもやっているところでございます。 

  桜イルミネーション、宮代町の桜を多くの人に

知っていただこう、あるいは管理とか、そういう

ものも含めてかかわっていただこうという趣旨が

ございまして、飾りつけさせていただくものにつ

いては住民参加を基本としておるんですが、なか

なか参加をいただけないのが現状でございます。

そのような中から今職員がつけさせていただいて

いるというのが実態でございます。 

  みやしろイルミネーションと桜イルミネーショ

ンの関係でございますが、宮代イルミネーション、

今お話いただいたように、なかなか事業主体が非

常に大変で動いているという事実は町サイドも理

解しております。確認しております。その中で桜

イルミネーションとみやしろイルミネーションが

一緒に行えるようなところについては力を合わせ

てやらせていただければということで、まるっき

り関係ないというような、そういうスタンスはと

っておりませんで、協力し合えるところは協力し
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ているというところでございます。 

  ただ、飾りつけについては全面的に協力すると

いうこともなかなか難しいことから、実行委員会

と、その実行委員会が頼っている先で飾りつけさ

せていただいているというのはそういう形で確認

をしております。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 合川委員。 

○委員（合川泰治君） ご答弁ありがとうございま

した。 

  桜イルミなんですけれども、今言った趣旨でイ

ルミ、桜のほうでやりますよということでしたけ

れども、冬全く枯れたところにやると、その趣旨

としてどうなんでしょうかというのがちょっと感

じるんですけれども、役場から東武動物公園の前

は東武動物公園がイルミをやっているんで、その

通りをまたきれいにしようというような趣旨でや

ってますけれども、今言った桜の趣旨でやるんで

あれば、やっぱり咲いてるときに、短期間で終わ

るけれども、咲いている桜をライトアップするほ

うがより趣旨には近いのかなと思うんですけれど

も、それが結局つけてくれる人が商工会青年部な

りがそっちでイルミネーションつけるから、その

ついでに一緒につけてしまうような感じで実施さ

れているのかなと思うんですけれども、その時期

については冬の枯れた木にくっつけて、ちょっと

その趣旨なのかなというのがあるんですけれども、

その考えとしてはいかがでしょうか。 

○委員長（田島正徳君） 町民生活課主幹。 

○町民生活課主幹（山﨑健司君） 町民生活課主幹

の山﨑でございます。 

  イルミネーションということから冬ということ

で実施させていただいております。桜の咲いてい

る時期の単なるライトアップということではなく

て、桜、どうしても咲いている期間が短いもので

すから、長い期間楽しんでいただければというこ

とが考えの趣旨の中の一つでありまして、冬イル

ミネーションをつけさせていただいているという

ことでございます。宮代の桜は冬も美しいという

ようなキャッチフレーズをつけて最初やり始めよ

うかなと思ったんですけれども、なかなかちょっ

と恥ずかしくてつけられなかったんですが、そう

いうことで冬やらせていただいているのが現実で

ございます。 

  また、桜イルミの飾りつけでございますが、商

工会青年部にお手伝いをお願いしているというこ

とはございません。市民参加、住民参加を含め、

やらせていただいていて、そこで不足する分は町

の職員がやっております。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） すみません、丸山です。 

  ２点質問、１点要望です。 

  資料のほうからオレオレ詐欺と還付金詐欺のこ

となんですけれども、杉戸警察のほうの情報で被

害が今月１月４件あったと思うんですけれども、

その４件が須賀地区と東粂原ということであった

んですけれども、この詐欺の場所って結構やっぱ

り密集地じゃなくて、ちょっと西粂原、東粂原、

須賀って、ちょっと家が離れたところが狙われて

いるのかと思ったんですけれども、どのようなほ

かの状況で、２月にもあったかどうかということ

をお聞きしたいと思います。 

  それと、防犯灯のことなんですけれども、やっ

ぱり設置のことなんですが、どうしても町民は以

前自治会でつけたときに、今は50メートルという

ことでなっているんですけれども、25メートル。

以前のところはもう結構ついているところは全部

の電信柱についているんですね。それでついてな

いところはついてないという、そのギャップです
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よね。今はやっぱりついてない、そのついている

ところに比べると暗いと。だからつけてほしいと

いう希望がすごくあるのと、やっぱり家ができて、

じゃつけようと思って、やっぱりその間隔が短い

ということでつかないということで、町民の意識

がやっぱりたくさんついているところの基準にな

っているので、それをやはり２年前にもお願いし

たときに、委員会の答弁でこれから基準をちょっ

と40メートルにするとか、ちょっと駅に近いとか、

何か考えていく必要があるんじゃないかという答

弁をいただいていたような気がするんですが、そ

ういうお考えをしていただけるかということです。 

  あと、もう一点なんですが、防災無線が聞こえ

るようになったというところもあるんですが、や

はり聞こえづらいところがありまして、これは要

望なんですけれども、いつも広報の後ろにフリー

ダイヤルを載せていただいているんですが、小さ

くて見えないと皆さんおっしゃるんですね。やっ

ぱり気にされる方は高齢の方でいるので、できた

らこれを例えば今月号だったら、桜のところとか

の右上とかに載せるとか、何かもうちょっとわか

るところに大きく載せるとか、例えばあとはもう

行政無線のフリーダイヤルの何かシールみたいの

を１回つくっていただいて、何か個別にすれば、

もういつも見なくていいので、何とかならないだ

ろうかという意見もあるので、何かそこをやっぱ

り見やすく、大きく、ちょっと真ん中あたりなの

で、見づらいとおっしゃるんですね。そこをちょ

っと要望なんですけれども、お願いしたいと思い

ます。 

  以上２点お伺いすることと１点要望です。 

○委員長（田島正徳君） 町民生活課副課長。 

○町民生活課副課長（小川英一郎君） 町民生活課

副課長の小川でございます。 

  オレオレ詐欺につきましては、１月に入りまし

てわずか２日間で４件、被害額につきましては

1,800万円ほどございました。詳しい場所につき

ましては、警察のほうからもやっぱり個人情報と

いうことで教えていただいておりませんので、控

えたいと思います。 

  あと２月にオレオレ詐欺があったかということ

なんですけれども、きょうたまたま警察のほうの

生活安全の課長が見えまして、おかげさまでこの

１カ月振り込め詐欺はありませんでしたというこ

とできょう聞いておりますので、なかったという

ふうに伺っております。 

  それから、次に、防犯灯の関係でございますが、

防犯灯につきましては、設置要綱の中でおおむね

50メートル以上の距離を有することという基準が

ございますので、先ほど課長のほうからもお話が

ありましたが、前向きに検討はしつつも、こうい

った基準を守りながらやっていきたいと考えてご

ざいます。 

  それから、防災無線の関係で、フリーダイヤル

のお知らせの関係なんですけれども、確かに毎月

広報の後ろに小さく載っているような形ではござ

いますが、広報の担当のほうとちょっとレイアウ

トについても調整させていただいて、毎月ではな

くても、例えば年に１回とかだけでも大きく載せ

られないかということで、ちょっと調整してみま

すので、ご了解いただきたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） 丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） ありがとうございました。 

  新聞のちょっと折り込みに、新聞屋さんが杉戸

警察の生活安全課のほうの情報として出している

中に実は入っていたんですね。その地域が入って

いたので、見たときにはやはり家がちょっと離れ

ているところが受け取りに行ったときに狙われる

のかなと思って、ちょっと町のほうが把握してい
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るのかなということでちょっと考えたので、その

状況をお聞きしたいと思って聞いたんですが、わ

かりました。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） ほかに質疑ございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（田島正徳君） ないようですので、以上

で町民生活課分の質疑を終了いたします。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎延会の宣告 

○委員長（田島正徳君） 本日はこの程度にとどめ、

次回は３月５日月曜日、午前10時から委員会を開

き、住民課分の質疑から始めたいと思います。 

  これにて延会いたします。 

  お疲れさまでした。 

 

延会 午後 ６時４３分 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

予 算 特 別 委 員 会 

 
 

第 ３ 日 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開会の宣告 

○委員長（田島正徳君） 皆さん、おはようござい

ます。 

  ただいまの出席委員は12名であります。これよ

り、３月２日に引き続き、予算特別委員会を開き

ます。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第２５号の質疑（住民課・福

祉課・産業観光課） 

○委員長（田島正徳君） 本日は、議案第25号 平

成30年度宮代町一般会計予算についてのうち、住

民課、福祉課、産業観光課の順に質疑を行います。 

  これより、住民課分についての質疑に入ります。 

  留意事項を申し上げます。 

  委員会の運営上、必ず挙手をして委員長の許可

を受けてから発言いただくようお願いいたします。 

  担当課長から出席者の紹介をお願いいたします。 

○住民課長（小暮正代君） おはようございます。

住民課長の小暮でございます。どうぞよろしくお

願い申し上げます。 

  本日出席させていただいております職員の自己

紹介をいたさせますので、よろしくお願いを申し

上げます。 

○住民課副課長（草野公浩君） おはようございま

す。同じく住民課の草野と申します。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

○住民課主幹（中村佐登志君） おはようございま

す。住民課戸籍住民担当、中村でございます。よ

ろしくお願いします。 

○国保年金担当主査（山﨑 貴君） おはようござ

います。住民課国保年金担当の山﨑と申します。

よろしくお願いします。 

○委員長（田島正徳君） 答弁に当たっては、職、

氏名を述べていただくよう、よろしくお願いいた

します。 

  質疑はございますか。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 改めて、おはようございま

す。山下です。幾つか、何点か、４点ぐらい質問

させていただきます。 

  １つは、94、95ページです。戸籍住民基本台帳

管理事業でございます。 

  30年度予算を見ますと1,210万円、29年度予算

を見ますと1,081万円、129万円増額。増額の内容

を見ていると、コンビニとかそういうところでや

るってことでなっていますけれども、この138万

円増えているんですけれども、委託料で138万円、

使用料、賃借料で48万円、交付金で17万円ですか、

増えているということなんですけれども、この委

託などの経費を増やした分、どのくらい合理化が

なっているのか、その増やした分ぐらいは合理化

になっているのかどうか、具体的にどういうふう

なような合理化がなったというのか、具体的に示

していただければありがたいなと思っております。 

  それと、94、95ページです。旅券事務事業でご

ざいます。 

  29年度、どのくらい旅券発行をしたのか、ちょ

っと具体的に出ていると思うんですけれども、今

後も、本年度も同等と見ている根拠というんです

か、それがあったらお示しください。 

  それと102、ＳＰ102と103、国民健康保険特別

会計繰出事業でございます。 

  29年度、これちょっと私詳しく聞きたいと思っ

ているんですけれども、29年度では３億4,643万

円、30年度では３億6,075万円と増額されている

んですけれども、当初予算では、繰出予算が多い
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んですけれども、高くなっていますけれども、決

算を見てみますと、資料75ページを見てみますと、

実質的な会計収支ですか、28年度では8,935万

7,638円となっています。 

  28年度からこれですから、29年度はどのくらい

になっているのかなと思って、ちょっと聞きたい

なと思っています。 

  それと、当初予算と決算で差が出るというんで

すか、予算を組んでいて、実質的にはこれしか、

３分の１、４分の１くらいしか使っていない。そ

の差がどうして出るのか教えていただきたい。説

明をお願いします。 

  それと、これの112、113、後期高齢者医療特別

会計ですか、こっちも同じなのかどうか。そうい

う差が出てくるのかどうか。そういうところを詳

しく述べていただきたいと思っております。なぜ

出るのか。お願いします。 

  あと、124、125、国民年金事務取扱費なんです

けれども、(2)の国民年金運営事業、資料86ペー

ジですか、見ますと、受給権者数合計で１万364

人、これは国民年金を受け取っている人だと思う

んですけれども、１人当たりの平均金額は、これ

を見ますと67万1,000円ぐらいになっています。

月に換算すると５万5,916円で、それと町民税、

これは住民課には関係ないんですけれども、町民

税を所得割で計算すると、町民１人当たりの所得

は、29年度ですが１人平均が159万6,900円になる

んです。 

  所得割だと大体６％取りますから、計算上では

こうなることで、月13万3,100円。これは単純計

算ですけれどもね。また、納税義務者は１万

7,117人と聞いたんですけれども、そのうち１万

3,064人が年金所得者ということになると、町民

税を払っている人たちの60％近くが年金生活者な

のか、その辺のところもお聞きしたいなと思って

います。間違いないかどうか。 

  町民の所得そのものが貧困化している中で、国

民年金はそれ以下の貧困に苦しんでいるというの

が、私は思っているんです。生活困窮世帯につい

て、各種の手当てだとか、また減免措置がされる

ように、積極的に住民課としても取り組むべきじ

ゃないかなと思っております。その辺のところを

お聞きしたいなと思っております。 

  あと、132、133ページ、後期高齢者健康診査事

業、後期高齢者疾病予防事業でございます。 

  健康診査や疾病予防は、予防医学の面からも積

極的に取り組みを強める必要があると私も考えて

おります。予算上も、これもつけて、きちんと取

り組むべきじゃないかなと。私、こういうことが

医療費だとか、削減につながるんではないかなと

私は思っていますので、そこのところの考えかた

をちょっとお聞きしたいなと思っております。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 住民課長。 

○住民課長（小暮正代君） 住民課の小暮でござい

ます。 

  まず、第１点目と２点目につきまして、私のほ

うからご回答させていただきたいと思います。 

  戸籍住民基本台帳管理事業におきまして、ご質

問では、委託料のほうが増額となっておりますが、

どの程度合理化できているのかというご質問であ

ったかと存じます。 

  30年度の戸籍住民基本台帳管理事業の委託料で

ございますけれども、ご承知のとおり30年度につ

きましては、コンビニ交付、マイナンバーカード

を活用して、コンビニで住民票と印鑑証明を取得

できるサービスを開始させていただきたいと考え

ております。その委託料が増額をしているという

ことでございまして、その他のものが変わったと

いうところではございませんので、まずそこをご
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理解いただきたいというふうに思います。 

  このコンビニ交付につきましては、全国のコン

ビニで、住民票、印鑑証明を取得できるものでご

ざいまして、委託料でございますけれども、コン

ビニ交付の中間サーバーの保守料であるとか、今

度システムの廉価版というのを使わせていただく

んですが、その導入経費等がかかっておりまして、

増額となっているところでございます。 

  続きまして、２点目の旅券の発行件数でござい

ますけれども、28年度が、10年用のパスポートが

313件、５年用のパスポートが243件でございます。

29年度現在ですけれども、これはまだ１月末現在

でございますけれども、10年用が333件。５年用

が207件でございます。年々、若干ではございま

すけれども、増加傾向にはありますけれども、こ

のパスポートにつきましては、主に経費といたし

ましては、臨時職員の賃金等です、職員旅費、消

耗品、あと電算委託料というものでございまして、

経費はほとんど変わらないというところで計上さ

せていただいております。 

  歳入、これ県から全額交付金が来るんですけれ

ども、それが人口割と交付件数割という計算方法

で支出されるものですから、今、町のほうで見込

んでおりますのは、ほぼ28年度、29年度と同様な

件数を見込んでおりますので、同額とさせていた

だいているところでございます。 

  １点、２点目につきましては以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 住民課副課長。 

○住民課副課長（草野公浩君） 副課長の草野と申

します。 

  それでは、３点目の国民健康保険特別会計の繰

出事業の関係についてお答え申し上げます。 

  まず、提出させていただきました資料の関係の、

75ページの国保の一般会計の繰入金の状況のほう

をごらんいただきたいと思いますけれども、この

中で、なぜ8,935万7,688円というふうになるのか

というようなご質問かと思いますけれども、まず、

数字の表記のほうを、ちょっと訂正がございまし

て、実質的な会計収支ですけれども、こちら

8,935万7,688円と表示されておりますけれども、

実際にはマイナスになりますので、三角をつけて

いただきまして、マイナスの8,935万7,688円とい

うふうにごらんいただきたいというふうに思って

おります。 

  この表の見方になりますけれども、下の米印に

もありますように、２段目のその他繰入金の２億

6,424万7,000円が、法定外の繰り入れとなってお

ります。その法定外繰入金から翌年度の一般会計

繰出金分を引いたものを、下の※印のほうにあり

ますけれども、引いたものを最終的に赤字という

ことで、マイナスの8,935万7,688円というふうに

表示をさせていただいております。 

  それから、続きまして、２点目の後期も同じか

ということなんですけれども、後期につきまして

は、年度内に精算になりますので、マイナスには

ならないということで、もしそこで予算が余った

りした場合は、翌年度に同じ給付、納付金のほう

から差し引くというような仕組みをとっておりま

す。 

  続きまして、５点目の、国民年金の運営事業の

関係でございますけれども、こちらも資料のほう

の86ページの、平均受給額の状況の合計欄が受給

権者についてですけれども、こちらについては、

あくまでも国民年金の受給者になりますので、厚

生年金については入っておりませんので、実際に

はわからない状況になっております。 

  続きまして、６点目の後期の疾病の、132、133

ページの後期の疾病の考え方でございますが、こ

ちらは、人間ドック助成金の費用になっておりま

して、こちらも年々、被保険者数の増加に伴いま
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して、申請者が増えておりますので、今後とも増

えていくだろうというふうに考えております。 

  また、後期の疾病に関しましては、やはり被保

険者数の増加に伴いまして、広域連合のほうでも

保健事業を今後充実させていこうということで、

30年度から新たに、生活習慣病の重症化予防対策

事業というのを、広域連合と市町村で連携して進

めていくということになっております。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 住民課長。 

○住民課長（小暮正代君） 住民課の小暮でござい

ます。 

  先ほど、私のご答弁の中で１点誤りがございま

して、訂正をさせていただきたいと存じます。 

  29年度のパスポート、10年用、先ほど１月末現

在333件と申し上げましたが、233件でございます。

申しわけございません。 

  それと、１点、３番目のなぜ決算と予算でこの

差が出るのかというようなご質問があったと存じ

ますけれども、予算につきましては、やはり見込

みで立てておりまして、特に保険給付費や交付金

とかにつきましては、ある程度見積もりで立てら

れるんですけれども、保険給付費につきましては、

突然何千万単位の、かかる方も発生しますので、

どうしてもこの保険給付費を多めに見ておく、あ

る程度予算を計上しておく必要があるということ

で、決算しますとそれが残るという形で、町のほ

うにお戻しをするようなイメージを持っていただ

ければいいのかなというふうに思います。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 再質問させていただきます。 

  最初に言った、基本台帳事業ですが、コンビニ

とかそういうところ、さすがに払う方からすれば

便利に見えるんですけれども、これによって事業

費そのものがどのように削減されたのか、事業費

そのものというか、委託料をやって、この事業は

合理化されたのか。例えば、そちらのほうにみん

な回ったから、いやここら辺の人件費が下がった

よとか、事務経費が下がったよとか、そういうの

があるのかないのか、その辺のところもちょっと

詳しく述べていただきたいと思うんです。 

  何でも委託すれば、町の業務が減るというわけ

じゃないと思うんです。かえって増えるときもあ

ります。その辺のところがどうなっているのか、

その辺のところがわからないからちょっと聞いて

いるので、その辺のところをちょっと教えていた

だきたいと思います。 

  それと、この健康保険の問題なんですけれども、

75ページです。先ほど、三角印をつけてくれとい

うことだったんですけれども、これつけていない

ということは間違いということでよろしいですか。 

  ちょっとおかしいなと思って、これしか出して

いないのかなと、返戻金で一般会計に返してしま

ったのかなというふうに受けとめてしまったもん

ですから。え、と思って質問したんですけれども、

じゃ、そういうことじゃなくてこれだけ足らなか

ったということを意味しているんですね、法定繰

入金合計額から、足りなくてまたこれを翌年度の

あれから入れましょうということになっていると

いうことですね。わかりました。 

  あと、国民年金、これは厚生年金も含めていっ

て、これは国民年金だけじゃわからないというの

が実態だということなんですね。国民年金だけで

どれだけ、これは国民年金というのはわかるんじ

ゃないかなと思うんですけれども、年金の税金だ

とかいろんなものに絡めて差し引いていくと、国

民年金からこういう人から入っていますよという

ことで、わかるはずなんですけれども、数は。何

人くらいになるのかなと思いまして。国民年金だ
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けであれば。お願いしたいと思います。 

  それと、予防事業については、やっぱりこれは

町民の健康がなっていますので、どうしても予防

医学を充実していかないと、健康保険だとかそう

いうものにお金がかかってしまう、悪くなってか

らじゃおそいということです。やっぱり充実して

いく必要があるということで、やはりこれは努め

てほしいという、私はもう願いです。 

  以上のようなことで、もう一度、ご答弁をお願

いしたいと思います。 

○委員長（田島正徳君） 住民課長。 

○住民課長（小暮正代君） 住民課の小暮でござい

ます。 

  まず、１点目のコンビニ交付によりまして、ど

の程度合理化されていくのかというところでござ

います。 

  コンビニ交付につきまして、30年度からという

ことでございまして、まだ具体的な数字として合

理的になったものが出ているわけではございませ

んけれども、資料でお出ししております１ページ

に、マイナンバーカードの交付状況というのが載

っているかと存じます。交付申請件数は、人口で

まだ12.57％というところでございますので、当

然マイナンバーカードの利用普及を図らなければ、

効果って出てこないというふうに、私どもも考え

ているところでございます。 

  将来的に、このマイナンバーカードの取得が増

えてきませれば、コンビニ交付で住民票、印鑑証

明をとる方が増えてくれば、それは人件費として

軽減になるというふうには考えているところでご

ざいますけれども、まだ現状では、住民の方の選

択肢、利便性の向上を図るということがまず大前

提の目的となっているところでございますので、

ご理解いただきたいと存じます。 

○委員長（田島正徳君） 住民課副課長。 

○住民課副課長（草野公浩君） 副課長の草野と申

します。 

  ２点目の、国民年金の人数でございますけれど

も、資料の86ページにあります平均受給額状況で

すけれども、こちらが合計の１万364人が、28年

度の国民年金だけの人数となっております。厚生

年金については、人数がわかりませんのでご了解

いただきたいと存じます。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） どのくらい合理化になるか

わからない、マイナンバーをとって、それで町民

が利用数が増えてくれば、今年から始まったもん

でわからないということなんですね。 

  ただし、このマイナンバー利用率が10％前後で

す。１割ですよ、実際には。これはなぜ、こうい

うふうに先取りということでコンビニのほうはな

っているんでしょうか。それとも、マイナンバー

を増やすために住民課としても便利さを町民に訴

えてやろうとしているのか。その辺のところとい

うのはどういうふうに考えているのかなという感

じがしますので、ちょっと教えていただきたい。 

  それと、これ国民年金者が１万三百何人という

ことでよろしいんですね。じゃ、収入もこれだけ

しかありませんよということで、１人頭の収入は、

よろしいですね。 

  国民年金の、１人頭の平均年金額67万1,000円、

年金額の受給額が67万1,000円ということで、国

民年金の１人頭の。そうですか。 

  じゃ、やっぱりこれだけ低いということ、年金

では。町としても、こういう低い人が１万何千人

も平均でいるんだよということで、自覚はしてい

ることになりますよね。町民税も、先ほど計算し

たら160万円を割ってしまっている。そういうの

が現状だということで、その中の、国民年金に入
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っている人が１万何千人もいると、わかりました。 

  私、ちょっと現状を知りたいと思いまして、町

民生活がどうなっているのかということで、それ

でちょっと質問したわけです。 

  それだけで、国民年金のほうは結構でございま

す。先ほどの１問だけ。 

○委員長（田島正徳君） 住民課長。 

○住民課長（小暮正代君） 住民課の小暮でござい

ます。 

  コンビニ交付を、どういった理由でやるのかと

いうことなのかなと思いますけれども、まず、町

のほうで30年度からコンビニ交付を導入させてい

ただくこととした理由でございますけれども、何

点かございます。 

  まず、１点目といたしましては、今、休日と早

朝、夜間、役場がやっていないときに、自動交付

機というのが、窓口で入り口で玄関のほうで動い

ております。こちらにつきましては、朝の７時半

から夜の９時まで稼働しているんですけれども、

この自動交付機のほうが老朽化しておりまして、

不具合をかなり生じてくるようになってきている

と、リース契約も終わっておりますので、まず故

障が増えてきているということが、まず１点目に

理由として挙げられます。 

  ２点目といたしますと、このコンビニ交付に係

る導入経費というのが、非常に高額だったんです

けれども、国のほうで、町村ではなかなかそうす

ると手が出ないというのが現状でございましたけ

れども、この導入経費が緩和されてきたというと

ころが、まず、あとございます。通常のクラウド

型の経費に比べまして、廉価版というのが実は昨

年10月から設置されたところでございまして、こ

れでまず導入経費がかなり抑えられるようになっ

たというのがございます。それとＪ－ＬＩＳ、い

わゆる大もとのまとめるところなんですけれども、

そのＪ－ＬＩＳの負担金、あとコンビニ手数料、

こういったものも引き下げられてきたという背景

がございます。 

  そのほか、他市町村のやはり導入が進んできて

おりまして、県内は24市町が既に導入しているん

ですけれども、特に東部地区が非常に導入が早く

て、15市町のうち９市が既に導入をしております。 

  30年度、来年度羽生市、あとは宮代町も一応参

加するんですけれども、そうすると15市町中11市

町が参加と、導入ということになります。資料に

も出ているかと思いますけれども、宮代町は、春

日部とか越谷、久喜からの転入者が非常に多くて、

その中でも既にほかの市ではコンビニ交付を導入

しているわけですけれども、宮代町に来るとコン

ビニ交付はないわけです。サービスの低下を、窓

口でも指摘されていたといったところもございま

す。 

  それと、最終的にはやはり住民の方の利便性の

向上と、いわゆる役場がやっていない時間でも住

民票、印鑑証明が、全国どこのコンビニでもとる

ことができる、役場まで来なくても自分の近くの

コンビニでとることができる。こういった利便性

の向上を図りたいというところから、今回30年度

から導入をさせていただきたいというふうに考え

て、今回予算を計上させていただいているところ

でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） ほかに質疑ございますか。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） ３点だけ、お尋ねします。 

  まず第１点は、今、山下委員も質問していまし

たが、まずマイナンバーの関係なんですけれども、

確かに資料で載っておりますけれども、申請が

12.57、実際の交付枚数が10.92％と、これはほか

の自治体との関係ではどういうふうに見ているん
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でしょうか。多いのか少ないのか。宮代町の傾向

としてはどうなのかということでお尋ねしたいと

思います。 

  それから、102ページ、103ページの国民健康保

険特別会計繰出事業なんですけれども、昨年、税

率改正が行われました。それで、被保険者数が減

少しているということと、１人当たりの医療費が

増えている、そういうことで財源不足が見込まれ

るので、増額したということなんですけれども、

これは一方では、人口は増えているものの、もう

一方では、被保険者数が減っている。その辺の状

況というのは、どういうふうに見ればいいのか。

その点、お聞きをしたいと思います。 

  それから、132ページ、133ページの、後期高齢

者健康診査事業なんですけれども、これも増額さ

れています。資料でも確かに、後期高齢者医療保

険者数、年々増えています。27年度が4,264人、

28年度が4,588人、29年度が4,851人ということで、

この増えているんですけれども、これは積算とし

ては何人というふうに見込んでいるんでしょうか。

その点、お聞きをしたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） 住民課長。 

○住民課長（小暮正代君） 住民課の小暮でござい

ます。 

  まず１点目の、マイナンバーカードの普及率と

いいますか、交付状況は他市町村とどうかという

ご質問かと存じます。 

  全国平均、やはり10％から11％と言われており

ますので、ほぼ全国平均並みかなというふうに考

えているところでございます。 

  それから、２点目の、国保の特別会計の繰出事

業に係る被保険者数の減少の理由でございますけ

れども、人口のほうは確かに宮代町、微増の状況

でございますが、国民健康保険の被保険者数につ

きましては、やはり一番大きな被保が減少してい

る傾向の理由といたしましては、後期高齢者医療

制度の移行をされている方が、年300件以上にな

ります。それから、被用者保険の適用拡大という

のがありまして、短時間労働者の方の被用者保険

の拡大がされまして、この背景がやはりありまし

て、減少している傾向になっているかなというふ

うに考えております。 

  それと、後期の特別会計の被保険者数の見込み

でございますけれども……。 

○委員長（田島正徳君） 住民課副課長。 

○住民課副課長（草野公浩君） 副課長の草野と申

します。 

  後期の疾病事業の積算でございますけれども、

80件を見込んでおります。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） ありがとうございます。 

  マイナンバーのカードの関係なんですけれども、

先ほど全国平均が10から11％という、そんなに変

わらないという答弁だったんですが、それはそれ

でわかりました。 

  ただ、どうなんでしょうか、マイナンバーに対

する、やっぱり評価というのは、皆さん心配され

ているとは思うんですけれども、実際、交付をし

て事故でカードをなくしたとか、そういう件数と

いうのは結構あるんですか。あるのかないのか、

その点もお尋ねしたいと思います。 

  それから、国民健康保険特別会計繰出事業、国

保の会計もありますので、ここであえてというこ

とはないんですけれども。そうしますと、これか

らどんどん増えていくと、一方では、被保険者は

減っているんですけれども、医療費というのはど

うして上がるんでしょうか。やっぱりよいことで

はないんです。やはり健康を守るには、病気が小
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さいうち、大きく重症にならないうちにかかると

いうのは、それだけ医療費も抑えられるというこ

とで、私は重症になる前にやっぱりかかるべきで

あると、早く、それが医療費を抑える一つだとい

うふうに思っていますので、そういった点では、

被保険者は減っているんだけれども、もう一方の

医療費は上がっている、その背景について、もう

一度お尋ねしたいと思います。 

  それから、後期高齢者健康診査事業、これはこ

れからどんどん団塊の世代も増えていきますし、

まだまだだと思うんですけれども、これはピーク

とすればどの辺に置いているんでしょうか。担当

課としてどういうふうに見ていますでしょうか。

その辺もお尋ねしたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） 住民課主幹。 

○住民課主幹（中村佐登志君） 住民課主幹、中村

でございます。 

  マイナンバーの紛失した件数とか、件数があっ

たのかというお話でございますが、月に１件か２

件程度、マイナンバーカード、いわゆる写真のカ

ードのほうを交付してもらったんだが、なくして

しまったというお届けはございます。 

  その場合につきましては、当然、警察等への届

け出をしていただきまして、すぐにご本人様から

Ｊ－ＬＩＳのほうにご連絡をいただきまして、マ

イナンバーカードのほうの停止をかけていただい

ております。当然、マイナンバーカードのほうに

は個人番号が記載されておりますので、ご本人様

のご希望があればマイナンバーを変更するという

手続をとっておりまして、当然、セキュリティー

の面から、ご希望があれば番号を変えて、個人の

情報もいわゆる漏れることがないように図ってい

るところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 住民課副課長。 

○住民課副課長（草野公浩君） 副課長の草野でご

ざいます。 

  まず２点目の、国民健康保険の一人一人の医療

費がなぜ上がるのかというご質問でございますが、

国民健康保険の、被保険者の構成状況を見ますと、

65歳以上の方が約、今、60％以上おります。それ

で、皆さんもご存じのとおり、年齢が上がれば上

がるほど医療費というのは上がる傾向になってお

りまして、前期高齢者65歳以上の方が年々増えて

いるというのが、今現状になっております。 

  ですから、国保全体としては被保険者数が減り

ますけれども、構成が、65歳以上の方がどんどん

増えているということで、結果的には１人当たり

の医療費が増えてしまうというような構造がござ

います。 

  それから、後期高齢の健康診査のピークでござ

いますが、特にピークというのはなくて、今後も

徐々に増えていくというふうに判断しております。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 住民課長。 

○住民課長（小暮正代君） 住民課の小暮でござい

ます。ちょっと補足をさせていただきます。 

  先ほど、副課長のほうから65歳以上の前期高齢

者60％という話をさせていただいてきましたが、

構成的には49％、約50％です。60％といいますの

は、医療費全体に係る前期高齢者、65歳以上の方

の費用が60％を超えているという意味でございま

すのでよろしくお願いしたいと存じます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） ありがとうございます。 

  １人当たりの、医療費の増加する内容について、

今、答弁されたと思うんですけれども、この医療

費を抑えるための努力というか、町のほうの町民
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に対する啓蒙です、それについてどのように行わ

れているか、その点だけお尋ねいたします。 

○委員長（田島正徳君） 住民課長。 

○住民課長（小暮正代君） 住民課の小暮でござい

ます。ご質問にお答えをいたします。 

  国民健康保険の保険者といたしまして、また後

期高齢者医療の担当といたしますと、まず、デー

タヘルス計画というのを策定させていただきまし

た、28年度に。その中で、町の医療費は上位がほ

とんど生活習慣病になってございまして、その生

活習慣病の予防を図るための、やはり今後、事業

が重要かなというふうに考えております。 

  データヘルス計画につきましては、健康の維持

増進と、健康寿命の延伸といったことを目的とし

ておりまして、主な事業の中には、生活習慣病重

症化予防対策事業、いわゆる糖尿病の重症化や透

析への移行を防止するための事業、また30年度に

つきましては、健康ステーション事業といたしま

して、健康づくりに対するお１人お１人の意識の

向上を図っていただきたいということで、健康講

座、健康相談、健康測定といったものも実施して

いきたいというふうに考えております。 

  あと、特定健康診査、あと保健事業につきまし

ても、第３期の特定健康診査の実施計画を、29年

度策定いたしましたので、その計画に基づきまし

て、実施率の向上を図っていきたいというふうに

考えているところでございます。 

  そのほか、重複・多受診者対策というのも実施

していきながら、住民の皆様の被保険者の皆様の

健康維持増進を目指す事業というのを充実させて

いきたいというふうに考えております。 

  また、後期高齢者医療制度につきましては、広

域連合と連携を図りまして、広域連合のほうでも

データヘルス計画というのを策定しておりますの

で、健康づくりの普及、啓発、それから先ほど副

課長も申し上げましたとおり、生活習慣病重症化

予防、こういった事業も取り組んでいくこととな

っておりますので、被保険者の皆様の健康維持増

進に向けて進めてまいりたいというふうに考えて

いるところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） ほかに質疑ございますか。 

  角野委員。 

○委員（角野由紀子君） 角野です。お願いいたし

ます。 

  100万円台でコンビニ導入ができるとはすごい

ことだなと、私は驚いたんですが、これはスケジ

ュール的にはどんなふうになっているかお伺いし

ます。 

○委員長（田島正徳君） 住民課長。 

○住民課長（小暮正代君） 住民課の小暮でござい

ます。 

  コンビニ交付の導入スケジュールでございます

けれども、一応、４月から契約、またシステム調

整等を行っていきながら、特に期間がかかるのが、

Ｊ－ＬＩＳに申請承認をするんですけれども、そ

れが大体６カ月はかかると言われておるところで

ございますので、あと、接続のテスト、試験運用

を見込みますと、おおむね８カ月から９カ月程度

はかかるのかなというふうに考えておりますので、

早くても来年１月からスタートさせていければい

いなというふうに予定を立てているところでござ

います。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） 31年１月くらいからとい

うことなんですけれども、そうしますと、自動交

付機は、並行してしばらく使っていくということ

で、故障して、もう直せないとなるまで使うとい

う予定でいるということで理解していいですか。 
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○委員長（田島正徳君） 住民課長。 

○住民課長（小暮正代君） 住民課の小暮でござい

ます。 

  自動交付機の問題でございますけれども、一応、

私どものほうといたしますと、併用期間をある程

度設けた上で、廃止をしていきたいというふうに

考えているところでございます。 

  いずれの市町村におきましても、自動交付機が

あるところは同じように廃止していっている傾向

なんですけれども、コンビニ交付と同時に廃止し

てしまうところもありますし、１カ月から半年、

１年というふうな形で、各市町村事情がございま

して、個々に違っているところでございますけれ

ども、町のほうといたしましては、コンビニ交付

がスタートして半年程度は、もちろん機械の状況

によるんですけれども、併用期間を設けていきた

いというふうに考えております。 

  逆に、長く自動交付機のほうを置いてしまいま

すと、コンビニ交付のほうが普及していきません

ので、そうすると費用対効果が上がらないという

こともございますので、そこら辺は見きわめてい

きたいというふうに考えているところでございま

す。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） ほかに。 

  小河原委員。 

○委員（小河原 正君） ２点ほど、ちょっとお聞

きしたいと思います。 

  １点目、旅券の申請について、数は今、前段者

の質問でわかったんですけれども、これは旅券１

件発行するのに、時間はどのぐらいかかるものな

のか、答弁によって再質問したいと思うんですが、

教えてもらいたいと思います。 

  あと、国民年金の相談内容について、125ペー

ジの、どういう相談内容があったのかどうか、ま

た、最近ある報道でちょっと読んだんですけれど

も、国民年金の支払いが若干間違って支払ってい

るようですけれども、何か130万件ぐらいあるそ

うです。 

  宮代町もどのぐらい、これ厚生年金または国民

年金と分かれていくかもしれませんけれども、も

し国民年金で、もし支払いの問題があったとした

ら、町としたら何件ぐらいあったのか、もしわか

ったら教えてもらいたいと思います。 

  とりあえず２点、お願いします。 

○委員長（田島正徳君） 住民課主幹。 

○住民課主幹（中村佐登志君） 住民課主幹、中村

でございます。 

  １点目の、旅券の交付につきましての必要な所

要時間とのことでございますが、いわゆる交付申

請につきましては、お１人当たり15分程度かかっ

ております。内容の審査をして、住民票ですとか

戸籍謄本との内容を審査をいたしまして、写真等

も全部確認をいたしましての審査になりますので、

１人当たり15分程度。 

  それから、実際に旅券ができ上がってまいりま

して、お渡しする場合に、交付のときにやはり中

身が合っているかどうかということをご本人様に

確認いただきますので、５分程度かかっております。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 住民課副課長。 

○住民課副課長（草野公浩君） 副課長の草野でご

ざいます。 

  ２点目の、年金相談の内容でございますけれど

も、１つは、窓口の相談、納付の相談とかあと手

続とか、受給の相談内容が窓口で１つございます。

それから、電話相談ですけれども、やはり同じ内

容で、電話でも相談がございます。 

  それから、特に受給者の死亡と、未支給に関し

て、それから住所変更などの手続についての相談
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が多くなっております。 

  それから、メールなんかでも最近は非常に多く

なっておりまして、こちらも同じような内容で、

手続についての相談が主となっております。 

  以上でございます。 

  ３点目の関係ですけれども、内容につきまして

は、振替加算の支払いの未払いがあったというこ

とで、全国的に報道されておりますけれども、残

念ながら宮代町の件数については特に把握はして

おりませんのでご理解いただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） ありがとうございました。 

  まず１点目の、旅券の申請についてですけれど

も、たしか導入時にある施設を廃止したとき、職

員を、旅券を導入され、人件費が、職員が必要だ

と、こういう説明したはずです。今度の予算を見

ても臨時職員を募集しています。今１件当たりさ

ほど時間はかかっていないようですけれども、そ

ういう点を考えると、臨時職員を募集するのはお

かしいんかなと私は思うんです。職員が増えてい

るはずですよね。 

  そういう意味で、人員を増やしますという説明

があったんですから、この旅券が導入される前。

説明と実施することが、どうもちぐはぐな部分が

あるのかなと、なぜこういうことをしつこく言う

かといいますと、なにしろ人件費の問題で、あの

時にそんなに旅券は導入されてもかかるのかどう

かという質問をした記憶があるんですけれども、

答弁として、今、先ほど申し上げたとおりの答弁

があったんですから、なんで臨時職員をここで募

集するのかな。 

  何か臨時職員を募集しなくちゃならないほど、

この旅券を導入したとき増やしたはずですよね、

説明は。職員１人例えば増やしたとすれば、臨時

職員を募集する必要はないと思うんです。そこら

辺がちょっと理解に苦しむんです。それが１点。 

  年金の問題については、一つ、町以外でも、直

接年金機構のほうへ相談する人も相当いると思い

ますので、先ほど言いました支払いの問題が、宮

代町は把握していないと思いますけれども、何件

かあるようですが。私が聞いただけでも、どうな

っているんだろう、これは、と聞かれたことがあ

ります。それはもう、直接電話したほうがいいで

すよということで、多分説明はされていると思い

ますけれども、何かちょっと問題になっているじ

ゃないですか、余りにも数が多いので。 

  一つ、宮代町も丁寧な説明をお願いしたいと思

いますけれども、なぜおくれたかというのはちゃ

んと説明する必要があると思います。 

  とりあえず２点、お願いします。 

○委員長（田島正徳君） 住民課長。 

○住民課長（小暮正代君） 住民課の小暮でござい

ます。 

  １点目につきまして、ご説明をさせていただき

ます。 

  まず、職員数なんですが、ちょっと記憶が定か

でなかったら申しわけないんですが、パスポート

が入りましたのが27年度からでございまして、そ

のときには職員を増加していないんですけれども、

28年度に入りまして、マイナンバーカードのこと

もございまして、パスポートとあわせて仕事が増

加するこということで、１名増になっているかと

存じます。 

  先ほど、主幹のほうで処理時間のほうをお話さ

せていただきましたけれども、パスポートにつき

ましては、特に窓口で申請の書き方の説明が必要

な方が非常に多くて、もちろん受け付けしてから

の15分というのはあるんですけれども、書き方と

かのご説明も含めますと、やはり時間はある程度
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要しているというふうに考えておりまして、臨時

職員の方で対応させていただいているところもあ

るところでございます。 

  １点目は以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 住民課副課長。 

○住民課副課長（草野公浩君） 副課長の草野でご

ざいます。 

  ２点目の、年金の相談について町でもしっかり

説明をということで、ご指摘のとおり、今後とも

しっかり丁寧に説明をしていきたいというふうに

考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） しつこいようですけれど

も、１点目の問題。たしか私の記憶では、このパ

スポートを導入するために、というのははっきり

説明があったんです、増やしますと。今聞いたら

そのときは増やしていないと、多分１年おくれて

増やしたかどうか知りません。でも、説明はそう

いうことを言ったんです。 

  ですから、その場その場を何とか切り抜ければ、

町の考え方はいいのかなというふうに、私はとる

んです。説明をやることが違うということは。 

  それは一言苦言を申し上げておいて終わりたい

と思います。 

  あと、２点目について、なぜおくれているかと

いうのは、ちゃんと聞いて、説明したほうがいい

と思います。なぜ、たしか、厚生年金あたりだと

一般的に３万円から５万円、今度の２月に振り込

んだのが少ないと思います。なぜ少ないか、みん

な心配しているんです。 

  例えれば、30万円もらった人が、２カ月に１回。

35万ぐらいもらっていた人が30万円ぐらいになっ

てしまったと、こういう例が全国で130万人くら

いいるそうですから、宮代もそれなりの数はいる

と思います。 

  一つ、なぜそういう、３万なり５万なりから５

万円少なくなったんですか、と聞かれると思いま

す。それはちゃんと調べて、理由はあるはずです。

それをちゃんと理解できるように調べておいたほ

うがいいと思います。 

  できれば、きょう教えてもらいたいんですけれ

ども。今、なぜおくれているのか。 

○委員長（田島正徳君） 住民課副課長。 

○住民課副課長（草野公浩君） 副課長の草野でご

ざいます。 

  なぜおくれているかにつきましては、今後年金

事務所に確認をさせていただいてまたお知らせし

たいと思います。 

○委員長（田島正徳君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） いいです、私は直接聞い

ています。なぜおくれているんだと。直接電話で

聞きました。ちゃんと教えてくれました。私が答

えることじゃないので。一言、調べたほうがいい。

聞いたほうがいいです。 

○委員長（田島正徳君） ほかに質疑はございます

か。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（田島正徳君） ないようですので、以上

で住民課分の質疑を終了いたします。 

  ここで、休憩いたします。再開は11時10分とい

たします。 

 

休憩 午前１０時５６分 

 

再開 午前１１時１０分 

 

○委員長（田島正徳君） 再開いたします。 

  これより福祉課分についての質疑に入ります。 

  担当課長から出席者の紹介をお願いいたします。 
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○福祉課長（渡辺和夫君） 福祉課の福祉課長、渡

辺でございます。 

  各出席職員の自己紹介をさせていただきます。 

○福祉課副課長（宮野輝彦君） 福祉課副課長の宮

野と申します。よろしくお願いいたします。 

○こども未来室長兼子育て応援室長（門井義則君） 

  こども未来室長兼子育て応援室長の門井です。

よろしくお願いします。 

○こども未来室主幹（青木 豊君） 福祉課子育て

推進担当の青木と申します。よろしくお願いいた

します。 

○みやしろ保育園所長（吉田直子君） みやしろ保

育園所長、吉田直子です。よろしくお願いいたし

ます。 

○国納保育園所長（森山洋子君） おはようござい

ます。 

  国納保育園所長の森山です。よろしくお願いい

たします。 

○子育てひろば担当主査（市川玲子君） おはよう

ございます。 

  福祉課子育てひろば担当の市川玲子と申します。

よろしくお願いします。 

○保育担当主査（小野美保君） 福祉課子育て応援

室保育担当の小野と申します。よろしくお願いい

たします。 

○子育て推進担当主査（石井 栄君） おはようご

ざいます。 

  福祉課子育て推進担当の石井と申します。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

○社会福祉担当主査（関根雅治君） おはようござ

います。 

  社会福祉担当主査の関根と申します。よろしく

お願いします。 

○障がい者福祉担当主査（小林和政君） おはよう

ございます。 

  障がい者福祉担当、小林と申します。よろしく

お願いいたします。 

○委員長（田島正徳君） 答弁に当たっては、職、

氏名を述べていただくようよろしくお願いいたし

ます。 

  委員の方においては、予算書とか資料のほうの

ページを言っていただけると、担当課のほうもわ

かりやすいので、よろしくお願いいたします。 

  質疑はございますか。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） よろしくお願いします。山

下です。 

  最初に100ページで、重度心身障害者の医療費

支給事業でございます。 

  これ、扶助費を見ていただきたいんですけれど

も、28年度予算では8,050万円、29年度予算では

7,850万円、30年度予算では7,600万円と予算が

年々減っている。この理由、支給実績を勘案して

ということで言っていましたけれども、これは減

っているのか人が、それともなぜ減ったのか、そ

の辺のところの詳しい理由というんですか、お願

いしたいと思います。 

  それと、委託料なんだけれどもね、区分13の委

託料なんですけれども、健康プランが去年まで入

っていたんですけれども、委託料の中に。今回入

っていなかったんですけれども、30年度はゼロと

なっています。何でゼロになったのか。それと、

実績はどうだったのか、今まで。その辺のところ

をお願いしたいと思います。 

  あと、負担金補助金でございます。 

  予算上は例年どおりなんだけれども、資料のほ

うの10ページを見ますと、補装具というんですか、

式を見ると年々支出総額が減ってきていると。こ

の辺のところのちょっと理由を教えていただきた

いと思います。 
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  障がい者が減ってきているのか、それともそう

いう補装をしなくても済むような人がどうなって

いるのか。年々減っている。でも、支給総額その

ものは増えているんですよね、障がい者そのもの

はね。なぜこれだけ減ってきているのか、ちょっ

と教えていただきたいと思います。 

  あと、６なんですけれども、福祉交流センター

運営事業、区分13の委託料、笠原小学校の余裕教

室を貸すよということで、管理運営と説明されて

いるんですけれども、この辺のところは何人ぐら

い利用されているのか、利用してどんな成果が上

がっているのか、その辺のところが具体的に説明

がないんで、利用されていることによって町民に

対してどのくらいの成果が上がっているのか、お

願いします。 

  あと、104ページの介護給付費等支給審査会運

営事業、審査会委員の報酬が減った理由、その辺

のところもちょっと細かい点ですけれども、なぜ

報酬が減ったのか。人が減ったのかどうか、ちょ

っとわかりませんけれども、減った理由をお願い

します。 

  同じ10のほうで、障害者地域生活支援事業区分

の７の臨時職員賃金が過去３年間も上がらない理

由をひとつお願いします。 

  それと、13の委託料です。 

  説明書53ページで述べていますが、各項目別実

績の説明、特に入浴サービス事業が減っているわ

けをお願いします。27年度予算では212万5,000円、

30年度では159万9,000円となっている。資料12で

実績が書いてあります。 

  それと、105ページの区分19です。負担金補助

金及び交付金での説明での運転免許取得補助金は

実数ゼロ。障害自動車改造費補助は29年で１件で

10万円補助となっているが、広報などでこれは町

民に詳しく広く広報活動をしているのかどうか。

その辺のところがどうなっているのか、お聞かせ

願いたいと思います。 

  あと、105ページの区分の20の扶助費でござい

ます。日常生活用具給付費でございます。 

  資料11ページで利用者数が27年度では488人、

28年度で492人、29年で524と増えている。しかし、

支給総額は毎年減っているが、これはなぜか。支

給制限をしているのかどうか。その辺のところ、

制限というか、何か規則で何かここまでだという

級別にあるのかどうか。それで減ってきているの

か、その辺のところを教えていただきたい。 

  それと、同ページの日中一時支援給付費の利用

者が増えてきているが、家族の介護等の負担軽減

を語る上で大事な事業と申し、もっと充実させる

必要があんじゃないかなと感じはします、日中一

時支援支給費。その辺のところをどういうふうに

考えているのか。 

  あと、106ページ、(12)の福祉タクシー、福祉

タクシー等利用料金補助事業です。 

  資料８ページを見ますと、対象者は27年度は

1,168人、交付者数が1,057人に、29年度では対象

者が1,152人、交付者が965人と交付率が下がって

いる。なぜこれ下がっているのかなと思っており

ます。 

  あと、保育所のほうのなんですけれども、120

ページです。 

  みやしろ保育園事業、国納保育園事業の臨時職

員は今何人。書いてありますけれども、国納保育

園、29年度予算と比べ、臨時職員の賃金が下がっ

ているわけ。その辺は入れかえがあってやめたり

なんかしているんだと思いますけれども、ちょっ

と詳しいことがわからないということで、なぜ下

がっているのか。 

  それと、区分13の委託料。遊具点検業務委託料。

これいろんなところで遊具点検がされていますけ
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れども、これ何年、どのくらいの周期で点検して

いるのか。今まで事故があったのか、急にこれ点

検しているんで、その辺のところを事故があった

のか、あったらその具体例を教えていただきたい

と思います。 

  それと、これ最後なんですけれども、学童保育

のほうなんです。 

  114ページ、委託料。かえで児童クラブに委託

料が契約期間は何年でやっているのか。これ、毎

年なんか同じ値段なんですから、何年契約になっ

ているのか。多分５年ぐらいだろうと思うんです

けれども、その辺のところを教えていただきたい

と思います。 

  あと、それと12月議会で補正予算で承認された

予算がまだ執行されていないという話を聞きまし

た。その辺のところの理由、なぜ執行されないの

か。その辺のところの理由をお聞かせ願います。 

  あと、その同ところの児童福祉対策事業、区分

13、委託料でございます。 

  調査委託先というのは、どこなのか。書いてあ

りますけれども、調査委託ということで書いてあ

りますけれども、どこをまた、どんな内容の調査

をするのか、ちょっと教えていただきたいと。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 福祉課副課長。 

○福祉課副課長（宮野輝彦君） 福祉課副課長の宮

野と申します。 

  まず、１点目の重度の医療費の年々減っている

理由でございますけれども、こちらは予算上、今

年度におきましても、前年度250万円ほどの減額

となっているところでございますけれども、こち

らにつきましては、決算のときもちょっとお答え

させていただいたんですが、実績ベースに合わせ

て精査したところ、予算的には年々減っているん

ですけれども、事業費的にはそんなに減っていな

いような状況でございます。それで、平成30年度

に向けて利用見込みを勘案させた結果、今回、

250万減額の、前年度7,850万円のところを7,600

万円とさせていただいたところでございます。 

  次の質問で、健康福祉プランがなくなった理由

ということでございますけれども、こちら平成29

年度に障害者基本計画等の策定を行ったところで

ございます。こちらは、年度が毎年行うものでは

ないものでございますので、平成30年度におきま

しては、計画がもう29年度に済んだということで

ございまして、平成30年度においては全部なくな

っているというような状況でございます。 

  ３点目の補装具の費用が減っている理由という

ことでございますけれども、こちらにつきまして

は、年々こちら毎年使うものもございますが、毎

年利用されない補装具等もございますので、その

辺でたまたまそういうような状況になっているの

ではないかということでございます。 

  それから、４点目の質問のサロンの管理運営、

何人利用されているかというところでございます

けれども、こちらにつきましては、資料の５ペー

ジに利用者につきまして表が掲載されてございま

す。こちら平成29年度の１月末現在でございます

けれども、合計8,310人ほど利用されてございま

す。当然こちら子供からお年寄りまで、さまざま

な交流の場を設けて事業を行っておりまして、こ

ちらについては、昨年度の実績、昨年度であれば

約7,000人ぐらいであったんですが、今年度に、

29年度におきましては8,310人という利用者が増

えているところでございまして、年々成果のほう

は上がっているのではないかと。具体的にこうい

ったものがというはかるものがなかなか難しいも

のですから、資料等でこういったものがというよ

うな数値的な記録というのがなかなか、こういっ

た利用者を見ていただくとか、そういったものに
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なるかなと思います。 

  ただ、先ほど申したとおり、実績のほうは増え

てございますので、成果が上がっているものと考

えてございます。 

  それから、５点目の審査会の委員報酬の理由、

委員報酬が１人分なくなっているということなん

ですけれども、こちらにつきましては、実績ベー

スでちょっと見直しをさせていただいたというと

ころでございます。今年度も実際４人という形で

見させていただいているところでございまして、

平成30年度も変わらないだろうというところで、

予算のほうは実績に合わせて計上させていただき

ました。 

  それから、臨時職員の賃金の据え置きというと

ころでございますけれども、こちらにつきまして

は、一応総務のほうの賃金をベースにやらさせて

いただいておりますので、この件につきましては

そちらに準じて行っているところでございます。 

  それから、自動車の改造等の補助金の広報等の

実績というところでございますけれども、広報を

どのようになされているのかという、こちらにつ

きましては窓口に障がいのある方が来られたとき、

それから手帳の配付を行うときに各種制度のほう

をご説明させていただいていると。それからあと

は、ホームページのほうにも掲載させて、広報等

を行っているところでございます。 

  それから、日常生活用具が年々減っているとい

うところでございますけれども、資料の11ページ

の障害者地域生活支援事業のところの一番上の日

常生活用具給付等事業というところで、利用者数

並びに支給総額が載っているところでございます

けれども、こちらにつきまして27年度、28年度は

増えておりまして、29年度が下がっているところ

でございますけれども、こちらにつきましては、

まだ今年度の平成29年、30年の１月末現在という

数字でございますので、28年、27年の数字につき

ましては１年間丸々の数値と。それで、29年度の

数字につきましては、支給総額につきましては、

まだ２カ月間残っているというところで、実際に

はまだ確定していない数字でございます。よって、

こちらについても、まだ実績については伸びる見

込みという形で考えてございます。 

  それから、次の日中一時支援事業につきまして、

どう考えているのかというところでございますけ

れども、こちらにつきましても資料の13ページの

日中一時支援事業というところで、27年度、28年

度、29年度とそれぞれ３人、４人、５人という形

で利用者のほうも増えてございます。今年度、平

成30年度におきましても、予算のほうを増額させ

ていただいているところでございます。 

  それから、最後の福祉タクシーが、こちらも交

付率が下がっているというところでございますが、

こちらも資料の８ページの福祉タクシー自動車燃

料費助成券の利用状況というところでございます

が、確かに、こちら29年度83％という形で実際に

数値が下がっているところでございますが、こち

らにつきましてもまだ年度の最終的な数字ではな

いというところでございまして、これからまた数

値が伸びるものと想定しているところでございま

す。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 国納保育園所長。 

○国納保育園所長（森山洋子君） 国納保育園の森

山です。よろしくお願いします。 

  国納保育園の賃金で今年度30年度、25万の減に

なった理由ですけれども、土曜保育において通常、

正職員が２人、臨時職員が２人の出勤体制で見積

もって29年度は４人体制の見積もりをしておりま

した。 

  しかし、実際、土曜保育におきましては半日で



－１７０－ 

帰るお子さんが多くなってきたため、３人でも大

丈夫という日もあったり、あと午後からは帰る園

児が多いので午後からサポーターさんが半日勤務

で減ったりということで、一日土曜保育、サポー

ターさん分を１人が１日、１人が半日勤務という

ことにしたための減です。 

  続きまして、遊具の点検においては、毎朝職員

が目視による点検等を今現在は行っております。

しかし、県の文書監査指導により専門家の点検が

年１回実施することが望ましいという指導があり

ましたために、30年度より遊具点検料を計上させ

ていただきました。 

  国納保育園においては、平成26年度に遊具は新

しい物をつくって使用しております。みやしろ保

育園においては、開園時のままでしたけれども、

29年度柱のほうを４本取りかえ、あとロープ等を

取りかえております。大きな事故は保育園では一

切ありません。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） こども未来室長。 

○こども未来室長兼子育て応援室長（門井義則君） 

  こども未来室長、門井です。 

  学童保育に関するご質問、お答えいたします。 

  まず、１点目の委託料におきまして、契約期間

の年数のご質問でございましたが、こちら指定管

理として５年、５年間の指定管理としてかえで児

童クラブにお願いしているという状況がございま

す。 

  平成29年度、今年度はその４年目でございまし

て、来年度、平成30年度は最終年、５年目となっ

ているところでございます。 

  もう１点の、さきの12月議会でご審議いただき

ました平成29年度予算のかえで児童クラブへの委

託料の一部、こちら放課後児童支援員等処遇改善

事業の一環といたしまして、その処遇改善に係る

経費分の執行でございますが、現在、県の交付決

定待ちという状況がございまして、その交付決定

を受け次第、速やかに予算の執行をするというと

ころでございます。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） 福祉課主幹。 

○こども未来室主幹（青木 豊君） 子育て推進担

当の青木でございます。 

  山下委員のご質問にお答え申し上げます。 

  現在、進行中の子ども・子育て支援事業計画が、

平成31年度に終了となります。新たな計画を策定

するために、地域の子育て世代のニーズを的確に

反映するため、委託業者と契約したいと考えてお

ります。契約先は、コンサルティング会社を想定

しております。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 再質問させていただきます。 

  重度心身障害者の医療費支給ということで、こ

れは予算上ではこうなっているけれども、執行事

業として予算はほぼ執行しているということで、

じゃ、なぜこういう予算をということになってし

まうんだけれども、年々減ってきているのかとい

うことになってしまうんだけれども、その辺のと

ころというのは、予算を決めるとき、どのように

決めてんですかね。毎年減らすように、最初から

３年続けて見た感じは、３年続けて減っている。

その辺の予算の組み方というのはどういうことな

んですか。その辺のところが教えていただきたい

と思います。 

  あと、この、みやしろ健康福祉プランというん

ですか、健康プランだというのかな、それと今回

はやらないんだけれども、今までこの辺の、この

実績というのはあると思うんですよね、予算をし

たからには。その辺のところの実績というのは、
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どうなっているのという感じだよ。その成果によ

ってもうなくしてもいいよという感じなんですか、

次の、ある意味盛っていくということなんですけ

れども。その辺のところの実績というのは反映さ

れているのかどうか。 

  ただ毎年毎年このプランを変えていくという考

えでただやっているのかどうかはちょっとわかり

ませんけれども、私も。この実績をもとに全部計

画を盛っていると思うんですよね。 

  その辺のところ、わからないというのがあるん

です。 

  補装具の問題なんですけれども、これね、さっ

き言ったように、何年かに一回使うものだ、使わ

ないものだがあるというから、予算が減ったり増

えたりするんだということで言っているんですけ

れども、何かこれ見ていると、でもかなり違いま

すよね。資料の10ページですか。 

  資料のほうの10ページで、補装具の問題なんで

すけれども、27年度が31人、28年度が33人、29年

はまだ途中だということで、途中ですね、これね。

21人増えていますよね、これからもね。これから

も、これは増える見込みだということで、頭に入

れてもよろしいんですかね。440万、490万、今年

は350万って、これ１月末ですから、２、３って

まだあるということで、２カ月あるということで。

わかりました。 

  いやいや、増えていくという見込みでいいとい

うことかどうかということなんです、実際に。そ

うすると、これ、福祉交流センターの運営事業な

んだけれども、これもこういう実績があるから成

果として見ているんだというふうで、これはよろ

しいんですね、では。これは成果はもっとこれか

らも増やしていく見込みなんですか。そういう事

業というんですか、福祉交流センターでこれだけ

の事業数というんじゃなくてクラブ数というか、

利用者数があるんですけれども。 

  この１月、２月、３月で、区分としては利用人

数、男性、女性と書いてある。高齢者、障害者、

その他って書いてありますけれども、これで一番

の今やっている多いところが、4,300体ある。障

害者は少ないということを見ているんですけれど

も、その辺のところの理由というのは何かあるん

でしょうか。障害者が少ない理由というか。ほか

のところは何千というふうに利用者数が多いんで

すけれども、使いづらいのかどうか、あそこは。

障害者にとっては使いづらいのかどうか、その辺

のところがあるのかないのか。階段とかそういう

問題で。その辺のところもちょっとお聞きしたい

なと思っております。 

  あと、介護給付等の審査会委員の報酬がという

ことは、実績でやっているんだということで、30

年度は様子を見るということでわかりました。 

  それと、障害者地域生活臨時職員の賃金、過去

３年も上がらないということなんですけれども、

これは総務のほうの実績を準じてということなん

ですけれども、準じて３年も上がんなかったのか

な。なぜ３年も上がんないのという感じで。同じ

賃金ですよね。27年度予算の212万、30年度予算

は159万6,000円ですか。ちょっとわからないんだ

けれども。その辺のところも教えていただきたい

と思います。 

  自動車とかそういう交付金については、補助金

ですか、それと窓口に来た場合はやっていますよ

と、あとホームページなんでもやっていますよと

ことを言われています。それは了解しています。 

  それより、やはり、町の人に徹底してやる必要

があるんじゃ、広報とかそういうところに、広く

町民に知らせるという人が必要じゃないかなと思

います。これあと、補装具の問題も同じです。こ

ういうこともありますよと年に１回ぐらいはやっ
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てもいいんじゃないかという感じがしないでも無

いんですけれどもね。町民の方は出てこないとわ

からないというのが、圧倒的多いと思います。ぜ

ひその辺の広報活動を強めていただきたいと思っ

ております。 

  それと、福祉タクシー券ですよね。この補助事

業で年々下がって実績だと思いますけれども、こ

れからも増えていくんじゃないかということを言

っているんですけれども、その辺のところは、増

えていくということでは、福祉タクシー券は、こ

の対象の交付者数はまだ減ってきて、これ、最初

から交付するんじゃなくて、申請の数で来るんで

すか、毎月毎月。年に１回交付するんじゃないん

ですか、交付するときは。その辺のこともちょっ

と教えていただきたい。毎月毎月交付に来ないと

これはもらえないのかどうか。これから増えてく

るだろうということなんですけれども、年に１回

なのか、それとも毎月毎週とかいろいろあると思

いますけれども、そういうの交付の比率というん

ですか、その辺のところも教えていただきたいと

思います。なぜこうやって違うのかどうか。その

辺のところは利用者に便利がいいように使わせん

のが普通じゃないかと思うんで、障害って認定さ

れて、交付されるっていうんだったら、１年に１

回で済むんじゃないかなって感じはするんですけ

れども。その辺のところがなぜこういうふうに数

が違うのか。その辺のところも教えていただきた

いと思います。 

  それと、最後に学童保育の問題あります。 

  こちらで12月議会で予算が通っている、それだ

し県のほうは通っていない、こういうことをやっ

て何のために議会で補正予算を通したのかどうか、

ちょっとわからない、疑問が出てくるような感じ

が出てくる。これ、国とか、国のほうでは予算は

されているんですよね。県のほうでも予算はされ

ていると思います。町のほうでも予算化された。

それでいまだにそれが執行されない。その辺のと

ころ、何のための議会なのか、執行されているの

に予算化されない。ちょっと何か無視されている

ような感じもしないでもないんでね。その辺のと

ころが県のほうとの話し合って予算化していると

思うんですよね。その辺のところが詳しくちょっ

と教えていただきたいなと思っております。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） 福祉課副課長。 

○福祉課副課長（宮野輝彦君） 福祉課副課長の宮

野と申します。 

  それでは、まずは最初の重度医療がどうなのか

と。予算が減っていて実績ベースという話なんで

すけれども、こちらの実績につきましては、平成

28年度の決算でございますけれども、平成28年度

の重度医療につきましては、6,591万7,000円とい

う数値でございます。29年度も実際、この辺の推

移を想定をしている、若干増える可能性もあると

いうところは見ているところでございますが、実

際に予算の今回7,600万円計上してございますが、

若干の増加を見込んで、それから平成28年度の実

績、それ等を勘案させていただいて、30年度の昨

年度につきましては約400万円ほどの不用額が28

年度の決算においては不用額が出ているというと

ころでございましたので、その辺を精査させてい

ただいて、30年度においては予算計上させていた

だいたというところでございます。 

  次の健康福祉プランの実績というところでござ

いますけれども、こちらは計画を策定するための

委託料というところで、平成29年度については計

上させていただいておりました。こちらは、基本

計画でございますので、基本計画につきましては

６年で一回と、それからその個別の計画等につい

ては３年というような形で、計画を策定年度が毎
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年つくるというところではございませんので、実

際この計画を作成するに当たって、事業者のほう

に業務委託をするという形になりますので、平成

30年度においては計画の策定の年度ではございま

せんというところで皆減、全部委託料がなくなっ

ているというところでございます。 

  ですので、30年度についてはこの事業、計画策

定自体はもう29年度に済んでいるため、次の計画

年度まで委託料は発生してこないというところで

ございます。 

  それから、交流センターの障害者の利用者数が

少ないというところでございますけれども、実際

に町民全体に対する障害者の割合というものが必

然的に少ないものでございますので、全体の数値

から見れば、障害者のほうの利用というものは当

然少なくなるものと考えてございます。 

  それから、賃金の件でございますけれども、賃

金単価は総務課の設定どおり上げていますが、業

務については予算の、業務は職員の補助であり、

その予算の範囲で業務量に応じて支払っていると

いうところでございますので、年間こちらの設定

の今回の平成30年度の予算の金額の範囲の中で行

っているというところでございます。 

  それから、タクシー券の交付の仕方でございま

すけれども、こちらにつきましては、年度末にこ

れからタクシー券該当する方に通知文を差し上げ

て、その通知をさせていただいて、そのときにか

なりの方が交付に来られるというところでござい

ます。こちらについては、新規に障がいの手帳を

申請されたりとか、障害者に認定されるような形

のときにも、随時このタクシー券というものにつ

きましては発行させていただいておりますので、

年に１回とかそういう形ではなく、年度当初に通

知をさせていただいて、必要な方は最初から使え

るような形で、平成30年度のタクシー券から利用

できるような形で年度末に通知をさせていただい

て、交付をしているところでございます。タクシ

ー券につきましては、ですので、随時申請があっ

た場合については、交付をさせていただいている

ところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） こども未来室長。 

○こども未来室長兼子育て応援室長（門井義則君） 

  こども未来室長、門井です。 

  学童保育の委託料の執行に関する再質問にお答

え申し上げます。 

  さきの12月議会におきまして、議員の皆様方に

はご審議、そしてご承認いただきましたので、予

算の確保については対応できていると。補助金の

支出につきましては、事務手続上、交付申請そし

て交付決定、それからその交付決定に基づいてこ

ちらから補助金の請求を行って、それで交付が受

けられると、そういった手順がございますので、

現状、かえで児童クラブの処遇改善の取り組みに

ついて県や国に該当するので幾ら幾らくださいと、

そういう申請手続は終わっていまして、国からは

もう交付決定をいただいています。手続上、県の

交付決定がまだというところがありますので、手

続上の話になりますけれども、そちらが整った時

点で県・国に請求をして、それからの該当額の町

からの執行、払い込みと、そういう手順になりま

すので、あくまでも手続上、必要な手続があると

うことでご理解いただければと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 山下です。 

  最後の問題なんですけれども、この手続の県の

ほうにやっているわけなんですけれども、なぜ県

のほうがおくれているのかということなんですよ。

その辺のところが説明がないんでさっきからお聞
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きしているんですけれども。 

○委員長（田島正徳君） 福祉課長。 

○福祉課長（渡辺和夫君） お答え申し上げます。 

  県がおくれている理由につきましては、県の内

部のことなので、これはこちらではちょっと確認

できておりませんけれども、そもそも特定財源を

支払う、特定財源を伴う予算の執行につきまして

ご説明をしたいと思うんですけれども、財源が特

定財源、国・県からいただく特定財源というもの

を財源にしている事業がたくさんございますけれ

ども、大原則を申し上げますと、町にお金がなく

て入ってきて初めて現金ができるわけでございま

すから、お支払いする際もお金が入ってきて、町

の一般財源と合わせてお支払いするというのが大

原則でございます。予算が決まりましても、税収

が入ってくるまでは町としては現金ベースではな

いわけでございます。ですから、その税収の確保

状況と特定財源の確保状況に応じて会計室のほう

では支出、歳出のコントロールをしているわけで

ございます。各課の支払いの原則としているのは、

今申し上げたとおり、特定財源が入ってきて一般

財源と合わせてお支払いをするというのが、これ

が原則でございますが、今回のものに関しまして

は年度末でもあり、入ってくるまで待ったんでは、

また遅くなってしまうということもございますの

で、これは会計室財政のほうに調整をとった上で、

最低限、県の交付決定、お金が入る前の県の決定

でございます、それが済んでから執行しようと。

お支払いを受けるほうの団体さんの財源、費用の

問題もありますので、なるべく早くお支払いして

さしあげたいというのがこちらの心理でございま

す。その上で、入ってくるまでは待てないけれど

も、交付決定の時点でお支払いしましょうという

ことで、こちらとしては調整を図っておりますの

で、ご理解をいただければというふうに思います。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 大体わかりました。 

  県のほうでいろいろな事情があると思います。

その辺のところ、宮代町ではわからないと思いま

すけれども、大体その辺のところで、相手先がい

ますからね、この交付金を請求した相手先もあり

ます。そちらの事情もあるわけです。町のほうで

もできるだけ早く交付決定をしていただきたいと

思っております。 

  それと同時に、こういう問題がほかにもあるん

ですか、この福祉課のほうでは。例えば、学童の

保育のほうが申請しても３カ月たってもまだ入っ

てきていないという問題というのが、そういうの

がある状況というのはあるんですか、交付金に限

って。補助金、交付金、福祉課の中で。 

○委員長（田島正徳君） 福祉課長。 

○福祉課長（渡辺和夫君） お答えを申し上げます。

福祉課、渡辺でございます。 

  通常の毎年いただけるような定例的なものに関

しましては、年度頭に交付申請をして手続させて

いただきますので、比較的早目に入ってきている

ものが多いというふうに思います。 

  今回のこの処遇改善事業につきましては、年度

途中の申請でございまして、そもそも交付決定自

体がおくれていると、そういう事情があっての特

別な例でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） ほかに質疑ございますか。 

  唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） 唐沢でございます。 

  何点か簡単なやつを質問しますのでよろしくお

願いいたします。 

  まず、第１点ですけれども、予算書の110ペー

ジから111ページにかけての中身なんですけれど
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も、行旅病人取扱事業というのがありますよね。

この委託料の関係なんですけれども、身元不明者

埋葬委託料ということで、毎年のっておるんです

けれども、この不明者に対しては扶養義務者への

引き取りということでやっていると思うんですけ

れども、例えば外国人の場合、今、宮代町内にも

日本全国も含めてなんですけれども、外国人がた

くさん来ておりますから、こういうことを想定し

たことはあるのかどうか。また、例えば外国人が

こういうことになった場合、どのような扱いをと

っていくのか。まずその１点をお聞きをしたいと

思います。 

  それから、第２点目なんですけれども、予算書

の112、113なんですけれども、若干、前段者と重

複する旨があろうかと思うんですけれども、学童

保育所の運営事業ということでございます。この

中で学童保育指導員がおります。41名、一応この

資料には載っておるんですけれども、８ヶ所で41

人の指導員さんがいるんですけれども、この指導

員さんの年齢、平均年齢でも結構ですけれども、

その関係。それから男女別。それから、採用する

に当たっての条件は何かあるのかどうか。何かラ

イセンスを持っていないと指導員になれないのか

どうか。そんなことも含めて、ひとつお聞かせを

いただきたいと思います。 

  大変この間視察して、百間小学校のほうで頑張

っているなというふうに確認はしたんですけれど

も、この指導員の関係をひとつお聞かせを願いた

いと思います。 

  それから、３点目なんですけれども、予算書の

118ページ、119ページのほうなんですけれども、

新規事業だと思うんですけれども、私たちの予算

書の56ページのほうにも載っておりますけれども、

このファミリーサポートセンター運営事業の中身

について、ひとつお聞かせいただきたいと思いま

す。例えば、どのぐらいな人数を想定しているの

か、報酬はどのような形をとるのか、それらを含

めてお聞きをしたいと思います。 

  以上３点、よろしくお願いいたします。 

○委員長（田島正徳君） ここで休憩いたします。 

 

休憩 午後１２時０３分 

 

再開 午後 １時０２分 

 

○委員長（田島正徳君） それでは再開いたします。 

  福祉課長により、午前中の答弁における発言に

ついて訂正したいという旨の申し出がありました

ので、これを認めます。 

  福祉課長。 

○福祉課長（渡辺和夫君） 福祉課の渡辺でござい

ます。 

  大変申しわけございません。午前中の質疑の中

で、山下委員にご質問をいただきまして、宮野副

課長からお答えをしました福祉タクシー券、自動

車燃料費助成券の利用状況の中で、誤りが見つか

りましたので訂正をさせていただきたいと思いま

す。 

  お手元の社会福祉費障害福祉の資料の８ページ

をごらんいただきたいと存じます。資料の８ペー

ジをお開きいただければと思います。 

  ここの表の中で、交付率が平成27年度90.50％、

28年度96.44％、表はよろしいでしょうか、資料

８ページのタクシー券のところの表でございます、

平成27年度が90.50％、28年度が96.44％という交

付率になっているにもかかわらず、29年度

80.80％は低過ぎないかというご質問でございま

して、これが実はこの数字に誤りがありましたの

で訂正をさせていただきたいと思います。 

  実は、その２つ上の段、交付人数の欄です。27
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年度が1,057人、28年度が1,055人となっておりま

すけれども、これが実は福祉タクシーのタクシー

券をもらうことと、自動車燃料の助成券をもらう

ことと両方ありまして、中には組み合わせて両方

もらっている方がいらっしゃいます。その組み合

わせている方を両方の人数でダブルカウントして

おりまして、申しわけございません、それを精査

した結果、27年度が939人、1,057が939でござい

ます。 

  申しわけございませんでした。申しわけござい

ません、もう１回訂正させていただきます。

1,057が949でございます。申しわけありません。

それから1,055、28年度の1,055が943でございま

す。そうしまして、交付率が平成27年度が81.25

でございます。27年度が81.25、28年度が82.43で

ございます。 

  ですので、急に交付率が下がってしまったので

はなくて、やや上昇しているという状況でござい

まして、大変申しわけございません。下の表で見

ましても交付枚数、一番上の交付枚数が年々伸び

ておりますので、そういったあたりでも決して利

用が減少しているわけではないということはごら

んいただけると思います。 

  大変申しわけございません。訂正をさせていた

だきます。 

  差しかえは後ほど配らせていただきます。申し

わけございません。 

○委員長（田島正徳君） 引き続き、福祉課分の質

疑を行います。 

  答弁をお願いいたします。 

  福祉課副課長。 

○福祉課副課長（宮野輝彦君） 福祉課副課長の宮

野と申します。 

  唐沢委員さんの行路病人の件でございますけれ

ども、こちらの中に委託料の中で、外国人のケー

スがあるという場合について、そういったものを

想定しているのかというご質問でございますけれ

ども、こちらにつきましては、外国人それから日

本人両方想定してございまして、あくまでも行路

病人というのは身元が不明の方でございまして、

身元が不明の方に対して、葬儀代、そういった費

用につきまして、まずは町のほうで立てかえて支

出をすると、葬儀の執行を行うということでござ

います。その後、官報においてそういった方の特

徴とかそういった必要事項につきまして、官報に

60日間掲載させていただいて、最終的に身元がわ

からなかった方のそういった費用につきましては、

県のほうからその分について支給されるというよ

うな形になってございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） こども未来室長。 

○こども未来室長兼子育て応援室長（門井義則君）

 こども未来室長、門井です。 

  唐沢委員のご質問に順次お答えさせていただき

ます。 

  まず、学童保育指導員についてのご質問、こち

らは41人のうちの男女内訳でございますが、女性

が39人、男性が２人というところでございます。 

  指導員の平均年齢につきましては、町立の学童

保育所での数字となりますが、平均55歳というと

ころで捉えているところでございます。 

  こちらの学童保育指導員の資格につきましては、

特に資格職ということではございません。保育に

興味があって、やる気や熱意のある方、そして何

より子供が好きな方という方であれば、どなたで

も受けていただくというところで、採用後各種研

修、講習を受けていただいて、放課後児童支援員

という職の資格を取っていただく、そういった流

れとなります。 

  続きまして、新規事業ということで、ファミリ
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ーサポートセンター運営事業、こちらについてお

答え申し上げます。 

  こちらの内容でございますが、基本的に子育て

世代の方への家事支援ということで、お願いする

方とそれを受けていただく方、会員の登録に基づ

いて事業運営が行われるというところでございま

すが、運営主体につきましては、町でやる場合は

直営、委託でやる場合は委託ということで、現状

予算措置からも業務委託による実施を目指してい

るというところであります。 

  運営側のやる主な業務といたしましては、頼む

方、頼まれる方、そういった会員募集が一つの大

きな役割、そして家事支援が必要となった場合の

いわゆるマッチング、何月何日どこそこさんの家

でこういったことで人手が必要なので行ってもら

えますかと、そういうマッチングの役割です。運

営主体は会員の募集そしてマッチング、そういっ

た２つの大きな役割があります。 

  報酬に関しましては、サービスの提供を行った

方に対して仕事を頼んだ方が直接お支払いすると

いう仕組みとなっています。30分単位で時間単価、

大体700円から900円ぐらいを想定しています。会

員募集の規模といたしましては、頼む方、頼まれ

る方合わせて200人程度が集まっていただければ

と考えているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 福祉課長。 

○福祉課長（渡辺和夫君） 福祉課、渡辺でござい

ます。 

  ただいまの室長の説明にちょっと補足させてい

ただきたいと思います。 

  放課後児童支援員、この資格ができましたのが

平成27年度からでございます。平成27年度以降は、

現在の指導員の方々になるべくこの資格を取るよ

うにということで運用をさせていただいておりま

す。それ以前はこういった資格がございませんで

したので、なるべく教員もしくは幼稚園教員また

は保育士の資格をお持ちの方が好ましいというこ

とで運用しておりまして、資格がないから採用で

きないということではないんですけれども、そう

いった資格をお持ちでしたら好ましいという運用

をしておりました。そういった状況でございます。

補足でございます。 

○委員長（田島正徳君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） ありがとうございます。 

  まず、第１点目のほうですけれども、身元不明

者の埋葬委託料ということなんですけれども、こ

の身元不明者に対しての、ある程度追及するとい

うんですか、身元を確認する手段があると思うん

ですけれども、扶養義務者に遺体を引き渡す関係

もあるんですけれども、これは日本人の場合なら

大体可能でしょうけれども、外国人の場合、これ

はどのような形でそういう手段をとるのかひとつ

お聞かせいただきたいと思います。 

  それから、２番目のほうの学童指導員の関係な

んですけれども、現在41名いて、圧倒的にやはり

女性のほうが多いということなんですけれども、

年齢的にも大体55歳が平均ということなんですか

ね。できたら男性なんかも少ないんですけれども、

男性もたくさん今時間を持て余している人がいる

と思うんで、できる限りこの41名の体制で十分な

のかどうか、現場としてどのような声を聞いてい

るのか。また、何かトラブル的なものが過去にあ

ったかどうか、そんなことを含めてひとつ再質問

をさせていただきたいと思います。 

  それから、新規事業ということでファミリーサ

ポートセンター運営事業ということで立ち上げた

わけなんですけれども、私たちの予算書の56ペー

ジを見ると、図でここに示しているんですけれど

も、大体200人ぐらいを想定しているということ
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なんですけれども、200人というと大変な数だと

思うんです。受ける側とやりたいという側の人数

なんですけれども、これは大変な数だと思うんで

すけれども、この準備はどのような形でしていく

のか、立ち上げの時期はどうなのか、ひとつ確認

をさせていただきたいと思います。 

  以上よろしくお願いします。 

○委員長（田島正徳君） 福祉課長。 

○福祉課長（渡辺和夫君） 福祉課、渡辺でござい

ます。 

  まず、身元不明者の埋葬等の委託の関係のお答

えをしたいと思います。 

  そもそも身元不明者のどういうケースがあるか

ということなんですけれども、これはお亡くなり

になった方が身元を示すものを何も身につけてい

らっしゃらなくて、特定ができないというケース

であります。 

  実際に私が担当者のときに遭遇した例でござい

ましても、水死体、川で死亡なさった方が何も身

元のわかるものを身につけずに発見されたという

ケース、それから鉄道での自殺、そういった例が

過去に当町ではございました。自殺なさる方です

ので、身元がわかるものは一切身につけずにお亡

くなりになっているケースがございました。 

  そういった例でございますので、一般的にはそ

ういった例になりますので、外国人の場合には旅

行でひとり旅で宮代町を訪れた方、あるいは就労

で訪れる方もいらっしゃると思うんですけれども、

身元までわからないというケースは比較的少ない

かなと。旅行であっても旅券をお持ちであればパ

スポート等で特定ができますし、就労の場合には

雇用主が身元を確認しているのが原則でございま

すので、なかなか身元までわからないケースは少

ないのかなというふうには思います。ただ、身元

がわかっていても、お亡くなりになった際に、本

国からご親族の方が来られずに、かわりに町が火

葬を執行するというようなことはあるかもしれま

せん。そういった際には町がかわって葬祭業者に

葬祭を委託するというようなケースが出てくる可

能性はあるというふうに考えてございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） こども未来室長。 

○こども未来室長兼子育て応援室長（門井義則君） 

  こども未来室長、門井でございます。 

  学童保育に関する再質問にお答えさせていただ

きます。 

  指導員が41人体制で十分であるかどうかという

ところですけれども、資料で用意させていただき

ました16ページ、17ページをごらんいただきたい

と思います。それぞれ16ページ、17ページの最上

部に表示させていただいています学童保育所の入

所者数というのがあるんですけれども、16ページ

の一番上に29年度、17ページの一番上に30年度と

いうことで、ここで比較しても単純に40名の増加

ということもありまして、現状学童保育を利用す

る保護者が増えているという状況があります。学

童保育所の現場、指導員さんからもスタッフを増

やしてほしいという声もいただいていまして、指

導員につきましては随時募集を行っている状況で

ございます。ですので、現状41人で十分というと

ころではない状況がありますので、こちらについ

ては、現場で十分な対応ができるようなそういっ

たケア、増員に努めているところでございます。 

  あとは現場で問題が起こっていないかというと

ころですけれども、現状大事に至ったという報告

は入ってきておりません。ただ、やはりスタッフ

の数について十分でないといったところもありま

すので、そういったところについては、今後も問

題が起きないような形で対応していきたいと考え

ております。 
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  続きまして、ファミリーサポートについての準

備ですとか立ち上げの時期についてお答え申し上

げます。 

  準備につきましては、この議会において予算が

承認いただけましたら会員募集、これ自体は委託

で行う予定でありますので、委託先のＮＰＯ事業

者と詰めまして、現にそういった会員募集の実務

を行っているそういったＮＰＯを想定しています

ので、そういった既存のノウハウを活用していた

だいて、準備に当たっていただくような形で話を

進められればというところで考えております。 

  立ち上げの時期につきましては、４月、５月そ

ういった時期に会員募集、この事業実施について

の周知なども出てくると思いますので、そういっ

た時期が整って、６月、７月そういった時期にな

るかと思いますけれども、スタートできればとい

うところで考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） ありがとうございました。 

  大体理解をしてきました。 

  まずは、第１点目のこの身元不明者の委託料の

関係なんですけれども、警察との関係はどういう

関係なのか。それから外国人の場合、確かに今国

際化で、いろいろな外人の事件なんかも実際起き

ているわけで、宮代町は平和だから恐らくそんな

ことはないだろうというふうに想定されては困る

ので、最悪の場合を考えて、何かの規則中で第２

節の保護という取り組みはなかったですか。まあ

いいです。保護というのが私は何かうろ覚えなん

ですけれどもあるんですけれども、例えば外国人

の場合、領事館との関係なんていうのはあると思

うんですけれども、やっぱりその関係なんかも、

これはやっぱり最悪のことを考えてもらいたいと

いうことで質問をしているんですけれども、恐ら

く領事館と連絡とってどうのこうのという何かそ

ういうのがあったような記憶がするんですけれど

も、それは調べればきっと出てくると思うんです

けれども、そんなことをひとつ想定してもらって、

最悪にひとつ備えてもらいたいなというふうに思

っております。これは要望で結構です。ひとつよ

ろしくお願いします。 

  それから２点目のほうなんですけれども、学童

指導員の関係なんですけれども、先ほど資格はな

くても、確かに教員資格、保育士等のライセンス

を持っていれば、結構いろいろな面で対応できる

面もあるんでしょうけれども、無資格の人でも研

修なり講習で対応するというふうなことなんです

けれども、例えば研修だとか講習の時間はどのよ

うな形でやるのか。それを受けた場合、何かライ

センス的なものを町が出すのか、そんなことをひ

とつ確認をしておきたいと思います。 

  それから、ファミリーサポーターの関係なんで

すけれども、できる限り早くオープンするという

ことで、６月ないし７月にはオープンしたいとい

うことなんですけれども、ぜひともひとつこれは

たくさんの待っている方がいると思いますので、

ひとつつつがなく準備を整えて、１日も早くオー

プンしてもらえればありがたいなというふうに思

っております。 

  以上です。よろしくお願いします。 

○委員長（田島正徳君） 保育園担当主査。 

○保育担当主査（小野美保君） 保育担当、小野と

申します。よろしくお願いいたします。 

  学童保育の放課後児童支援員研修のどれくらい

研修を受けるのかというようなご質問に対してな

んですけれども、こちらは４日間の研修を受けて

いただきます。こちらは県のほうでやっておりま

す研修に参加をします。そして、その研修を受け

ましたら、やはり県から修了証というのが発行さ
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れまして、そちらのほうを受けた方に町を通して

お渡しするような形でやっております。 

  以上となります。 

○委員長（田島正徳君） ほかに質疑ございますか。 

  野原委員。 

○委員（野原洋子君） 野原でございます。何点か

質問させていただきます。 

  前段議員が質問されましたファミリーサポート

センター事業について、追加で質問させていただ

きたいんですが、こちらはこの前視察に行かせて

いただいたときに、子育て広場にほうにちょっと

プリントが張ってあるぐらいな感じであったんで

すけれども、今後こちらを開設されたときに、町

内の利用される方にどのように告知していくのか

なということをお答えいただきたいと思います。 

  ２点目が119ページの緊急サポート運営事業の

ところで、こちらの本年度の特徴として、病児、

早朝、夜間等緊急時の一時預かりの実施のところ

なんですけれども、これは今までも病児保育・病

後児保育をやっていたと思うんですけれども、今

までと変わったところはどういう点なのかをお答

えください。 

  それに関連して、121ページのみやしろ保育所

の臨時職員のところで、こちらの一時保育の実施

のときの臨時職員の資格等はどういったものがあ

るのか。病児保育だと看護師資格があったりとか、

そういうものがあるのかなと思うんですけれども、

それをお答えください。 

  次が、資料のほうの21ページに(9)の一時保育

の利用状況があるんですけれども、こちらのみや

しろ保育園の利用状況が27年度が1,779人、28年

度が2,427人となっていて、29年度が1,237人で、

こちらが減っている理由をお聞かせください。 

  次が、24ページに一時保育のところに、みやし

ろ保育園とあともう一つ姫宮保育園、こちらは私

立だと思うんですけれども、こちらでも一時保育

をされているんですが、21ページに載っているよ

うなみやしろ保育園さんの利用状況のようなこち

らの人数の資料はないのかなというところと、以

上お答えいただければありがたいです。 

○委員長（田島正徳君） こども未来室長。 

○こども未来室長兼子育て応援室長（門井義則君）

 こども未来室長、門井です。 

  順次お答えさせていただきます。 

  まず、１点目のファミリーサポートセンター運

営事業、告知の方法ということですけれども、過

日委員会視察でお越しいただきましたときは、そ

のとき用にあそこに張らせていただいたもので、

あれを常時張っておくということではなくて、あ

れは既に剥がしてありますので。 

  今後、告知につきましては、幼稚園、保育園、

そういったところにも当然掲示は考えているとこ

ろですけれども、あとは広報等で掲載して登録を

呼びかけたり、あとは実施については委託で行う

ことを予定していますので、受託者側にもそうい

ったところを求めていければというところで考え

ております。 

  ２点目の新規事業の緊急サポート。今までみや

しろ保育園で行っていた病後児預かりとの違いと

いうことですけれども、現状みやしろ保育園で行

っている病後児の預かりにつきましては、回復期

にある児童の預かりということで、１日定員４人

ということで未就学児を対象に月曜から金曜の７

時30分から夕方６時30分までで行っているという

ところがあります。こういったところを案内しつ

つ、ここから時間帯ですとか曜日ですとかはみ出

た部分、あとは定員４人で行っていますので、既

に定員でいっぱいだった場合にはという形で、そ

ういった部分で緊急サポートの利用を促していく

と。そういったところで考えているものでござい
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ます。 

○委員長（田島正徳君） みやしろ保育園所長。 

○みやしろ保育園所長（吉田直子君） みやしろ保

育園の所長です。よろしくお願いいたします。 

  一時保育臨時職員の資格についてですけれども、

保育士資格を持っている者で対応させていただい

ております。 

  病後児保育の看護師なんですけれども、看護師

が望ましいということでありまして、宮代町では

看護師を常駐して病後児保育の対応をしている状

況であります。 

  次に、一時保育利用の状況で、28年度から29年

度利用の人数がかなり減っている状況ではあるの

ですが、なかなか一時保育の利用の方、就労の方、

お母さんのリフレッシュの方、どなたかご家族が

入院されて、そこの付添にお母さんがつくことで

保育が欠けるという方の緊急の場合とさまざまな

理由があるのですが、就労の方におきましては、

昨年度一時保育を利用されていた方で、保育園の

入所が可能になった方、あとは幼稚園に入る年齢

で、幼稚園のほうに行ったかたということで、そ

こでかなり保育がそちらで賄える部分が多い方が

増えたのかなというふうには思っております。 

  今年度なんですけれども、こちらの1,237名と

いうのが１月末の現在でして、現在２月になりま

して1,400弱の人数。３月になりまして、また定

員の15人を満たす利用が増えてきている状況であ

りますので、年間にしたら1,500から1,600は人数

がいくのかなという読みで今のところ見ておりま

す。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） こども未来室長。 

○こども未来室長兼子育て応援室長（門井義則君）

 こども未来室長、門井です。 

  野原委員の最後の質問の一時保育、姫宮保育園

のスマイルキッズルームでの利用状況ということ

ですけれども、利用状況は現状把握できておりま

せん。今後、資料作成に当たりましては、そうい

ったところも表示して、提供させていただければ

と考えております。よろしくお願いします。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） ありがとうございました。 

  ファミリーサポートのほうは、告知のほうは大

体こんな感じかなとは思うんですけれども、町の

方が知らないということがないように具体的にし

ていただけたらいいと思います。 

  次の、今ちょっと聞いて余りよくわからなかっ

たんですけれども、この緊急サポート事業のとこ

ろで、今まで病後児保育、回復期にある未就学児

４人までというのは今言われたんですけれども、

本年度の特徴として、早朝、夜間、緊急時という

ところで、こちらの人数が４人までなのか、もう

ちょっと具体的にお答えいただければありがたい

です。 

○委員長（田島正徳君） こども未来室長。 

○こども未来室長兼子育て応援室長（門井義則君）

 こども未来室長、門井です。 

  失礼いたしました。先ほど私の説明では、病後

児の部分でしかお答えができておりませんでした。

失礼いたしました。 

  緊急サポートにつきましては、特に子供が疾病

中でも回復期であっても特にそうでなくても、早

朝、夜間、そういったときに子供を見てほしいと

いった場合には利用できる仕組みでして、こちら

も会員相互、頼む方、頼まれる方の登録によって

事業が成り立つものですので、特に定員というも

のはありません。 

  基本的にサービスを提供する方が頼む方の子供

を早朝、夜間ですとか、あとは疾病にかかってい
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る場合もそうですし、あとは回復期であれば先ほ

どのご説明で申し上げましたけれども、現状みや

しろ保育園で行っている病後児保育の枠が既に埋

まっていた場合ですとか、そういったときにそち

の緊急サポートのほうをご利用いただくというと

ころで、会員相互で成り立つものですので、特に

定員があるものではございません。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） ありがとうございました。 

  これは始まってみないとわからないところかな

とは思うんですけれども、ありがとうございまし

た。 

  あと再質問もう少しあるんですけれども、21ペ

ージの一時保育の現状、29年度月別のお預かりさ

れた人数が書いてあるんですけれども、これは預

かってくださいとお願いされたときに、もう定員

がいっぱいで預かれませんということになった方

がどのぐらいいらっしゃったのかというのはわか

りますか。 

○委員長（田島正徳君） みやしろ保育園所長。 

○みやしろ保育園所長（吉田直子君） みやしろ保

育園所長、吉田です。 

  野原委員に回答させていただきます。 

  この月別の利用数による断りがあったかという

ことで、12月、１月までこの人数を開所日、土曜

日も含めてですので24、平均して割っていただく

と定員が15人になっている日というのが余りない

んです。その中で、年度の後半、１、２、３月と

なりますと、やはり保育園でいうゼロ歳児のお子

さんで１歳のお誕生を迎えた方が利用が可能にな

るのですが、それとともにお母さんが職場に復帰

をされる、保育園のなかなか途中が難しいという

ときに一時保育を利用される方が年度の後半で増

えてまいります。１月に15人定員になっているこ

とが１日ぐらいあったかなと、すみません、はっ

きりした日にちでないんですがありました。あと、

２月もそれに伴って数日あったかと覚えておりま

す。３月がやはりもう15人になっておりまして、

この日は15人になっているんだけれどもキャンセ

ル待ち、当日やはり用事で休んだり、体調でお休

みした方が連絡があったときに、当日の連絡でも

よろしければキャンセル待ちで利用できますとい

うことでお受けしている方が数名いらっしゃる状

況であります。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） ありがとうございます。 

  思ったよりも断られている方が少なかったなと

いうのと、今後ファミリーサポートが運営されて

いければ、また改善していくのかなと思いまして、

よかったと思います。 

  あと、もう１点ちょっと聞き忘れてしまったん

ですけれども、117ページの障害児デイサービス

事業のところで、こちらも本年度の特徴として、

心身障害児保育の実施とあるんですけれども、こ

ちらはいわゆる発達障害児という方の保育でしょ

うか。こちらは、このデイサービスをどちらでや

られるのか。そして、年齢のほうはどのぐらいに

なるのか、お答えいただければと思います。 

○委員長（田島正徳君） みやしろ保育園所長。 

○みやしろ保育園所長（吉田直子君） みやしろ保

育園所長の吉田です。 

  次に、障害児デイサービスについてのご質問の

回答をさせていただきます。 

  障害児デイサービスなんですけれども、こちら

が今年度は５名という利用になっております。保

健センター、医療機関等で、発育がゆっくりであ

るとか、保育園に障害児デイサービスがあります

ので、通常保育園に通っているお子さんは保育が
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欠けている状態のお子さんが通園するんですけれ

ども、障害児デイサービスにおいては、お母さん

が就労されたりしていないんだけれども、心身の

発達がゆっくりなため、小集団に入って生活の自

立ですとか、あとは子供同士の関係で刺激をされ

て、成長が促されるのではないかという勧めがあ

った場合に受け入れというふうにさせていただい

ております。年齢は２歳になったお子さんから就

学前までのお子さんで、本年度お預かりしている

お子さんは保育園でいう年齢でお答えさせていた

だくんですが、５歳児のお子さんがお一人、４歳

児のお子さんがお一人、３歳児のお子さんがお一

人、２歳児のお子さんがお二人をお預かりしてお

ります。それぞれ１人ずつ障害といわれる名前を

持っている方もいらっしゃいますし、まだ疑いと

いう状態で利用されるお子さんといらっしゃいま

す。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） ありがとうございます。 

  これは、特にこちら本年度の特徴と書いてある

んですけれども、今までやっていたことと余り変

わらないということでよろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○委員（野原洋子君） わかりました。理解いたし

ました。ありがとうございます。 

○委員長（田島正徳君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） 角野です、お願いします。 

  今の117の障害児デイサービス事業なんですけ

れども、これは町独自でやっているということで、

この財源内訳で、国とか県からは来ないのはどう

してなのかということをちょっとお伺いします。 

  それから、119ページの先ほどのファミリーサ

ポートセンター事業。これは、今年の私たちの予

算でも安心できる子育て環境の実現ということで

新規で載っておりますが、ファミリーサポートに

ついては、以前からやっていないわけではないん

だと思うんですけれども、これは町の事業として

こうしますよみたいな、これまでのとどんなふう

に違うのか、その辺違いをはっきり教えていただ

きたいと思います。 

  それから、細かいことですが、123のみやしろ

保育園の園舎改修工事で、雨漏りと外壁の修繕と

いうことなんですが、公民館のほうを私たち総務

文教で和戸公民館の雨漏りも見てきたんですが、

このみやしろ保育園は築何年で、雨漏りがすると

いうのはどの辺のどういう状況なのか。また、改

修が今出てきたというので、年々必要になってく

る、そういう計画的なものがあるのかお伺いしま

す。 

  それからもう一つ、今度国納保育園の園庭整地

用土ということでありますけれども、今あるあの

山を壊して新しくつくるのか、またもう１つつく

るのか、その辺ちょっと伺いたいと思います。 

○委員長（田島正徳君） こども未来室長。 

○こども未来室長兼子育て応援室長（門井義則君）

 こども未来室長、門井です。 

  １点目の障害児デイサービス、財源のお話です

けれども、現状、国・県の補助メニューの存在を

確認できていないと、そういったことで町の財源

で行っているというところでございます。 

  ２点目のファミリーサポート事業につきまして、

これまでとの違いというところでございますけれ

ども、今もそうなんですけれども、宮代ファミリ

ーサポートという別メニューが実態としてござい

まして、こちらは一般的に家事支援を行う事業者、

特に会員相互の利用ということではなくて、事業

者が直接支援をしましょうということで、現にき

らりびとみやしろさんですとかシルバー人材セン

ターさん、あとは社会福祉協議会さんなどが町の
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認定事業者として登録されて、提供できるサービ

スを行っているというこちらが既にございます。

こちらは産業観光課で所管しているものですけれ

ども、こちらは事業者が直接行っているというこ

とで、新たなファミリーサポートセンターは会員

相互の利用提供、そういった違いがございます。 

○委員長（田島正徳君） みやしろ保育園所長。 

○みやしろ保育園所長（吉田直子君） みやしろ保

育園所長、吉田です。 

  みやしろ保育園における平成30年度雨漏り修繕

の内容につきましてですが、保育園は西原保育園

からみやしろ保育園にかわってから15年がたちま

す。コンクリでできている建物なんですが、屋根

のパッキンの劣化ですとか防水シートの劣化によ

りまして、コンクリなんですが壁伝いに雨がしみ

込んでくるような状態であります。改修に当たっ

ては、この防水シートやパッキンの修繕、それに

伴いまして、今壁もコンクリなので、どのように

しみ出ているのかというのがわからない状況なの

で、しみてきている壁に吹きつけを行いまして、

そちらで雨漏りを防ぐ。そちらの雨漏りのほうが

廊下で園児には支障のない部分ではあるのですが、

木の床の一部分が同じところにしみ出てくるもの

で、腐食している箇所があります。そちらの床板

も交換するという内容になっております。 

  みやしろ保育園については以上です。 

○委員長（田島正徳君） 国納保育園所長。 

○国納保育園所長（森山洋子君） 国納保育園の森

山です。 

  国納保育園の原材料費の園庭整地ということで、

今年５万4,000円を計上させていただきました。

現在ある山がしばらく土盛をしていなかったため

に、トンネルをつくってあるんですけれども、ト

ンネルとトンネルの間のところがもう露出してき

まして、子供たちがつまずいたり等して危険があ

るということで、土を盛って、再度整備させてい

ただくために計上させていただきました。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） ありがとうございます。 

  再質問としては障害児デイサービス、そのよう

な財源が見当たらないということなんですけれど

も、これは町ではなくて市なら出るんじゃないか

みたいなことを聞いたことがあるんですけれども、

そのようなことはないでしょうかということと、

それからファミリーサポートセンターが新規で事

業としてそういう仕組みがきっちりできてくると

いうことはとてもいいことだと思うんです。会員

募集で相互の関係ということで。 

  でも、これは今ＮＰＯでお願いするということ

ですぐ行うような形なんですが、そうしますと、

これは悪いとかいいとかという話ではなくて、こ

れまでやっていた例えばシルバーだとか社協だと

かそういう個人的なのはなくなって、このファミ

リーサポートに関しては緊急サポートとファミリ

ーサポートで会員利用する人、利用される人の運

営でやっていくということで、これまでとちょっ

と考え方を変えて、これでやっていきますよとい

うことを町で打ち出したというふうなことで、そ

んなふうな認識でいいのか確認させていただきま

す。 

○委員長（田島正徳君） こども未来室長。 

○こども未来室長兼子育て応援室長（門井義則君）

 こども未来室長、門井です。 

  １点目の障害児デイサービスの補助金等の適用

について、市なら云々ということですけれども、

現在市ならですとか、町ではとか、そういった情

報を持ち合せておりませんので、町だから該当が

ないということについては、そうですというお答

えはこの場ではできません。 
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  ２点目のファミリーサポート、現にある制度、

先ほど申し上げましたが、きらりびとみやしろさ

ん、シルバー人材センターさん、社会福祉協議会

さんで行っているこちらの事業自体はそのまま継

続です。 

  今回想定しているファミリーサポートセンター

の運営については、基本的には育児に絡めての家

事支援ということですので、現状社会福祉協議会

さんなどでは高齢者について家事支援なども行っ

ているという話も聞いております。そういったと

ころは特に今回想定しているファミリーサポート

センターの運営が影響するものではないと考えて

おります。これまでのものと別物ということで、

なくなる、なくならないということであれば、こ

れまでの事業については今回新たな事業を立ち上

げることによって、既存のものがなくなるという

ものではございません。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） 確認させていただきます

が、この子育て関係の緊急サポート、ファミリー

サポートセンター運営事業は委託するということ

で、その場所は町にはないということで、町では

なくてＮＰＯ、例えばきらりびとがやるとなった

らば、ＮＰＯきらりびとの事業所内にあるという

ふうなことでいいんですか。 

○委員長（田島正徳君） こども未来室長。 

○こども未来室長兼子育て応援室長（門井義則君）

 こども未来室長、門井です。 

  今、角野委員から例示としてきらりびとみやし

ろさんが受ける場合はということでしたけれども、

運営主体の場所が主たる事務所となりますので、

直営であれば当然ここの庁舎内に置くことになり

ますが、委託実施を予定していますので、想定し

ているＮＰＯの事務所がそこの場所ということに

なります。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） ほかに質疑ございますか。 

  小河原委員。 

○委員（小河原 正君） ３点ほどお聞きしたいと

思います。割合簡単な質問ですので、てきぱきと

答えてくれればすぐ終わると思います。 

  １点目は101ページの民生委員の問題ですけれ

ども、なり手がないと。どういう対応をしている

のか。確かに民生委員の仕事も大変だと思います

が、地区によってはなり手がいないとそういう話

を聞きます。どういう対応をしていくのかどうか。 

  次に、多分105ページの関係だと思うんですけ

れども、障害者の支援入所施設の問題。これはた

しか昨年の12月以降、施設の具体化に先駆けまし

て保護者の組織の一本化に向けた合意がなされま

して、保護者４団体が一度解散しまして、目指す

べき施設の実現に向けた保護者団体の成果として、

新たな宮代町手をつなぐ親の会が設立されたと説

明されております。今後、入所施設に限らず、グ

ループホームについても検討していく方向だと。

それはそれでよろしいんですけれども、町もこの

問題については、この親の会の人たちは前々から

もう早くやってもらわないと親が高齢化になって

しまっているということで、早急にお願いしたい

ということは前々から話は出ていたもんです。の

んびりしているわけにはいかないと思います。そ

ういう意味で、町としてはどのぐらい力を入れて

いるのかどうか。ただ、この親の会の動きを見て

やっているのかどうか。やっぱり積極的に町も一

緒になって何とかしてやらないといけないという

のが立場だと思うんです。今どうなっているのか

どうか、それをお聞きしたいと思います。 

  もう１点は107ページの敬老会の問題。これは

違うのか。福祉課だよな、地域敬老会支援事業。
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福祉課になっているな、予算上は。違うの。107

ページの…… 

  上だこれは、ごめんなさい。これはいいわ。じ

ゃ今の２点、ちょっと１つ字が狂って見えました

ので、敬老会のことは申しわけないです。今の２

点についてどうなのか、お答え願いたいと思いま

す。 

○委員長（田島正徳君） 暫時休憩いたします。 

  再開は２時20分といたします。 

 

休憩 午後 ２時０４分 

 

再開 午後 ２時２０分 

 

○委員長（田島正徳君） 再開いたします。 

  引き続き、福祉課分の質疑を行います。 

  福祉課副課長。 

○福祉課副課長（宮野輝彦君） 福祉課副課長の宮

野です。 

  まず、民生委員の件についてお答えさせていた

だきます。 

  現在、宮代町の民生委員の定数は50名で、主任

児童員が３名、計53名が定員となってございます。

現在、宮代町については、幸いなことに欠員の状

況ではないというような状況で、欠員という状況

にはなっていないというところでございます。と

はいえ、そういった小河原委員がおっしゃったこ

とにつきましては、他市町では定員割れをされて

いるところもありますし、全国的にこういった問

題が今うたわれているというようなところでござ

います。また、それぞれ民生委員さんの業務があ

るわけでございますけれども、現在負担軽減等の

課題等もございますので、その辺を対応策といた

しまして、現在民生委員の方々の意見を伺いなが

ら定数の検討を今進めているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 福祉課長。 

○福祉課長（渡辺和夫君） 福祉課長、渡辺でござ

います。 

  障害者の入所施設の関係のご質問にお答えをし

たいと思います。 

  ご質問のとおり、障害者の保護者の４団体の

方々の検討の場でありましたしいがしの森検討委

員会でずっと検討がなされてまいりまして、町も

その場にオブザーバーという形で参加させていた

だきまして、可能な情報提供とか助言等もさせて

いただきながら進めてきたところでございます。 

  一昨年の５月に４団体が統合されて、新たに手

をつなぐ親の会という形で発足されまして、今度

はその手をつなぐ親の会の中に施設建設事業部と

いう組織ができまして、そちらが中心となって検

討を進めていくというような方向性になったとこ

ろでございます。その後、若干親の会の皆さんの

検討がやや停滞されているというところはあるか

もしれませんけれども、基本的には財源的なご準

備もされていますし、まず親の会の皆さんの中で

どんな方向性で臨むのか、どんな施設を目指すの

か、そういった内容を町としてもサポートしなが

ら整備していっていただければというふうに思っ

ております。その上で、いつの時期にどんな施設

をというのが具体的になってまいりましたら、先

に町としてどんな支援をするかという具体的な検

討に入っていけるのかなというふうに思っており

ます。親の会の皆様には、それ以降現在まで資金

的な確保のために農産物の加工販売をされたり、

バザーをされたり、そういったことを続けてらっ

しゃいますし、役場の庁舎にも募金箱を置かせて

ほしいというご要望がありましたので、福祉課の

カウンターと会計室のところ、それから公共施設

で郷土資料館とぐるる宮代、こちらに募金箱を置
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いていただいているような状況です。 

  そういった中で活動を訴えるようなこともされ

ていますし、組織的にはＮＰＯ法人として新たな

形をおつくりになって前進もされていますので、

こういったものが今後進んでまいりますので、そ

れをサポートしたいというような状況でございま

す。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） 再質問をさせていただき

ます。 

  民生委員の問題は新たな発想というか、民生委

員と話し合って、定数の問題でしたか、先ほど。

多分少なくて済むのかなとは思います、なり手が

ないとなれば。それでいいのかどうか私はわかり

ませんけれども、そういう話し合いをお互いにや

っているということだけはいいことだと思うんで

すが、ひとつ民生委員の仕事を考えて、定数が減

っていいかどうかはわかりませんけれども、増や

すのが普通かなと私は思うんですけれども、そう

いうことを間違えのないようにひとつ十分話合っ

たほうがいいと思いますので、これは今新たな内

容を聞いて、どうなるか期待して見守っています。 

  私はなぜ質問したかというと、どこと言うとち

ょっと問題なんですけれども、１回民生委員にな

るじゃない、そうするとやめられないというんだ

よね、なり手がないから。民生委員推薦委員とい

うのがいるけれども、議員も何人かいたけれども、

私も１回やったことあるんだけれども、民生委員

を探すのが大変です。なかなかやり手がいない。

だから、やめる人も簡単にうっかりやめて、後釜

も見つけないでやめてもらっちゃったということ

で、大変だという思いを身にしているんじゃない

かと思います。そういうことで、定数の問題より

も、あなたが民生委員がすぐ選ばれる方法をひと

つ考えておいたほうがいいと思うんです。それだ

け大変な仕事だというのは私たちもわかっていま

すので、ひとつそこら辺は私の意見として、なり

手がないということは事実ですから、頭の中に入

れておいてもらいたいと思います。 

  あと、次に２点目の問題ですけれども、話がま

た新たに進んできたようですよね。財源的なこと

は別にしまして、ＮＰＯ法人を新たに組織をして

いきながら、何か話がどんどん進んでいくように

説明を聞きましたけれども、私はこの手をつなぐ

親の会は確かに一生懸命話し合っていると思うん

ですけれども、私が思うのは、例えば建設の方向

にもうどんどん県とかとの調整はあるかもしれま

せんけれども、進んだとすれば、土地の問題なん

かが一番ネックだと思うんです。そこら辺を町が

積極的に介入というのはおかしいけれども、一緒

になって見つけてやるとか、それが必要だと思う

んです。何のための行政だと。私はこういう一生

懸命やっている人たちの、もう時間がないと言っ

ている人たちのためには、もうほかの仕事はほっ

ぽってもいいからやるぐらいの気持ちがあってい

いと思うんです。そういうことを強くお願いして、

町が関与するにはやっぱり土地の問題、それがネ

ックだと思いますので、親の会から来るのを待っ

ていないで、積極的に町から進んで行って、一緒

になって話し合って、そういう運動をすべきだと

私は思うんです。そのことをどう思うか、そうい

うこともやりたくないと言うんではしょうがない

けれども。やりたくないとは絶対に言わないと思

うがね。十分検討していきたいとかそういう言葉

になると思うけれども、それでは困るんです。一

生懸命やっていきますと、そういうことがあるの

かどうか、それを聞きたいと思うのですが。 

○委員長（田島正徳君） 福祉課長。 

○福祉課長（渡辺和夫君） 福祉課長、渡辺でござ
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います。 

  お答えを申し上げます。 

  整備につきましても、今委員さんがおっしゃら

れましたのは、全くの新設をする場合に土地を確

保するという手法のお話だと思うんですけれども、

中古物件を改修して整備したり、あるいは今リー

スみたいな形で不動産業者さん等が物件を整備し

て、リースのような形でお支払いをしていくみた

いないろいろなやり方が出て来ています。ですの

で、さまざまな整備手法がありますので、まずそ

の方向性を整理していただかなくてはいけないん

だと思います。ですから、これはあくまでも主体

は親の会さんでいらっしゃいますし、親の会さん

のお考えもおありになることは重々承知していま

すので、そういった中で町としては助言をさせて

いただく中で新たな方向性をお決めいただいて、

その方向性が決まったら、町としてどんな支援が

さしあげられるのかというのを速やかに詰めてい

きたいというふうに思っております。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） わかりました。 

  それでは、方向性を早く出しなさいと、そうい

う運動はしていくべきだと思います。ただ、親の

会が方向性を決めるまで待っていて、方向性が決

まったらというような言い方をしているんだけれ

ども、こちらから方向性を早く出しなさいと、そ

のぐらいのことは必要だと思います。それもやら

ないで、ただ親の会の運動を待っているだけでは、

それはなかなか進まないです。だから、執行部側

から早く出しなさいと、そのぐらい言うべきだと

思います。それで一緒になって話し合えばいいん

です。どうもこの宮代町というところはそういう

ところがあるんだよね。こちらから言わないのね。

みんな相手が出てくるのを待っているの。それじ

ゃ町はよくならないですよ。運動もそういう人た

ちのためにもならない、そればかりではないと思

います。ひとつこちらから積極的に出しなさいと

行かなかったら、相手だってなかなか進まないと

思います。この問題以外だってそうだと思います。

みんな委員会つくって、委員会の意見を聞いてど

うのこうの、そういうことをやっていたんではだ

めです。こちらから行かないと何でも。やりなさ

い、早く決めなさいと。そのことを言って委員長、

これだけ言えば耳にタコができたと思いますので、

忘れないと思いますので、申し上げてこの質問は

終わって、また場合によっては次回やりたいと思

います。 

○委員長（田島正徳君） ほかに質疑ございますか。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  何点かご質問させていただきます。それと同時

に前段者からもいろいろ質疑されておりますので、

確認も兼ねてお願いしたいと思います。 

  まず、112ページの児童福祉費ということで、

当初議案の説明でも安心して子育てができると感

じていただけるような取り組みを実施するという

ふうに言っておりましたけれども、私は安心して

子育てと言うと、やはり保育料が高くない、それ

から希望する保育所に入れる、こういうのはもう

基本的な問題だと思っているのですが、新年度の

予算で安心して子育てができる、そういう取り組

みというのはどういうことなのか改めてお願いし

たいと思います。 

  それから、同じく学童保育所運営事業なんです

けれども、ここでは道仏地区の転入増に伴って、

笠原小学校のふじ児童クラブへの入所児童数が増

加するということで言われています。資料でも16

ページに示されておりますけれども、確かにふじ

第１、第２ということで増えております。入所予
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定者数もそのようになっておりますけれども、こ

の17ページの細かい話ですけれども、かえでだけ

が第１、第２と。ほとんどの資料には第１、第２

となっているのに、17ページの予定者数のところ

だけかえでが分かれていないんですけれども、特

にかえでについては、しかもマイナスになってい

るので、この辺はどうなっているのか。 

  関連になってしまいますけれども、資料の20ペ

ージでは学童保育所、かしの木第２が１人当たり

の児童数が9.14、いちょうの木の第１は１人当た

り15人と。すごい１桁と２桁の違いがあるんです

けれども、そういった違いがあって、ふじ児童ク

ラブへの児童数が増えたということで、ここだけ

の増員でいいのかどうか、その点わかるように説

明お願いしたいと思います。 

  それから114ページ、115ページの児童福祉対策

事業なんですけれども、子育て支援事業計画が31

年度で満了になると。それで、新たな計画をつく

らなくてはいけないということで、新年度からニ

ーズの調査を行っていくということなんですけれ

ども、これはいつごろから始まるのか。どういう

ふうにこの調査を行っていくのか。その辺お示し

願いたいと思います。 

  それから、116ページ、117ページ、みんなで子

育て！こども未来事業ということで、金額はそん

なに増えているわけではありませんが、特に子育

て世代のニーズにマッチした情報発信をスピーデ

ィに、早くやるということなんですけれども、こ

こでいう子育て世代のニーズというのは、どのよ

うなニーズなのかお示し願いたいと思います。 

  それから、18ページ、19ページの緊急サポート

事業、それからその下のファミリーサポート事業。

前段の委員のところでもるる説明があったんです

けれども、私も病後児保育というと、もうこれは

みやしろ保育園が当初からやっていて、それは県

内でも進んだ事業だということで、ほかの自治体

からも視察に来るぐらい進んでいたというふうに

記憶しているんですけれども、ああやって病児、

早朝、夜間等の緊急時の一時預かりということで

言っているんですけれども、この辺の内容、これ

は資料24ページに載っておりますけれども、確か

に前段のところでもあったと思うんですけれども、

宮代としてそんなに目新しい事業でもないし、ど

こがどういうふうに取り組んで、ここが新規事業

として取り組むんだという、その辺がちょっとわ

かりづらいんですけれども、お願いしたいと思い

ます。 

  それから、ファミリーサポート事業も新規事業

なんですけれども、家事の支援などで、運営主体

は町と委託で、利用したい方、支援したい方をつ

なぐいわばマッチングですか、これは新規事業だ

ということなんですけれども、先ほどきらりの話

も出て、何かよくわからないんです。このきらり

が当初やっていた事業を、宮代町としてこれはい

いことなので、そこに町が入ってマッチングする

というような形なんですか。もう少しわかりやす

く、すみません、説明していただきたいと思いま

す。 

  それから、118、119ページの保育園費なんです

けれども、やはり道仏地区の転入増が大きな要因

だと思うんですけれども、それによる保育園、そ

れから民間の保育園の運営費も増加するというこ

となんですけれども、これも資料と合わせて今後

の増員予定も載っておりますけれども、その辺ど

ういうふうになっていくのか。それで、これから

も増えていくんですけれども、この状況のままで

いいのかどうか、その点今後の保育所の関係につ

いてお尋ねしたいと思います。 

  それから、120、121ページのこれもみやしろ保

育所運営事業で、先ほど前段で雨漏りの修繕工事



－１９０－ 

ということで、屋根のパッキンだの防水シートと

いうことなんですけれども、これは予算づけだか

ら、当然専門の方に見ていただいて予算計上して

いると思うんですけれども、それで多分完全に直

ると思うんですけれども、とりあえずなのか、こ

れできちんと修繕されるのかどうか、その点をお

聞きしたいと思います。 

  それから122ページの国納のほうも外廊下の一

部改修等の必要な施設修繕、これももう少し具体

的に説明願いたいと思います。 

  それから、最後なんですけれども、資料の２ペ

ージにも載っておりますけれども、生活保護の関

係なんですけれども、事業主体はもちろん福祉事

務所なんですけれども、やっぱり町も窓口になっ

ているかと思いますが、宮代では生活保護の受給

者が255世帯、341人ということでなっているんで

すけれども、今生活保護で問題になっているのは、

今年10月から食費とか光熱費など日常生活に充て

る生活扶助、これは３段階で最大５％削減すると

いうそういう話になっております。報道によれば、

生活保護受給者の約７割の世帯が減額になるとい

うふうに言われておりますけれども、こうなると

いろいろなほかの施策の旧水準なのに連動すると

思うんですけれども、これらによる影響について

ご説明願いたいと思います。重々事業主体は福祉

事務所ということはわかっておりますけれども、

もし答弁願えたらお願いしたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） こども未来室長。 

○こども未来室長兼子育て応援室長（門井義則君）

 こども未来室長、門井です。 

  丸藤委員のご質問に順次お答えさせていただき

ます。 

  まず１点目の安心して子育てができるそういっ

た取り組み、新年度予算上での取り組みとのご質

問でございますが、既存事業、既存サービスを核

にその継続の実施というのは大前提でございまし

て、新たな取り組みにつきましては、本日のこの

場でもお答えご説明させていただいていますけれ

ども、ファミリーサポートセンターの運営ですと

か、緊急サポート事業の実施。 

  それと新たにと言いますか、みんなで子育て！

こども未来事業という事業がございますけれども、

そちらの中でウエブサイトの運営を29年度から始

めていまして、その中で子育てに関する情報の発

信というのを町が直で行ったり、ウエブサイトの

運営事業者が行ったり、そういった情報発信があ

りますけれども、そちらについては費用を投入い

たしまして、１カ月の情報の更新、無料のサービ

スですと月４回が限度となっているんですけれど

も、その更新作業、更新回数については無制限で

行われると。日々子育てに関するさまざまな情報

がありますけれども、そういった情報発信を月の

利用制限なくして無制限にできる、そういった取

り組みを行う予定がございます。 

  保育料、保育所入所に関してのご質問、関連で

ございましたので、そちらについてお答えさせて

いただきます。 

  保育料負担につきましては、さきの議会本会議

におきましても福祉課長からご説明、ご答弁させ

ていただいているところがありますけれども、保

育料の改定についてというところのご質問と捉え

ております。 

  こちらにつきましては、現状県内の保育料の改

定状況を収集しているところでございまして、町

としてそういった情報を整理した上で、改定の必

要性ですとか改定による影響、そういったところ

を整理した上で、2020年の無償化の話もあります

けれども、特にそこまで何もしなくていいかとい

うことではなくて、その時点又はその前の時点で
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すべきこと、そういった整理を今後する必要があ

ると認識しているところでございます。 

  保育所の入所に関しましては、希望する保育園、

希望する保育所に入所できるような形で町のほう

も昨年12月の一定期間の申請時期を受けまして、

その後も随時受け付けなども受けた後、多くの保

護者に希望する園に入所していただけるようなそ

ういった対応をとったところですけれども、現状

全ての方が第１希望の園に入所できるという状況

には至っておりません。どうしてもそれは年齢枠

の関係がございますので、現状としては第１希望

ではなくても、第２希望、第３希望、そういった

ところで入所、入所は実際４月ですので、これか

らの話になるわけですけれども、そういったとこ

ろで入所に関する通知を送らせていただいている

ところでございます。 

  続きまして、学童保育所に関するご質問で、笠

原小ふじ児童クラブが増える理由というところで、

道仏の転入絡みのお話があったかと思いますけれ

ども、そういったところも十分影響しているとこ

ろと認識しております。 

  今後も増加が見込まれるところでありますけれ

ども、学童保育所の入所に関しましては、学校区

に分かれての入所となりますので、今後ふじ児童

クラブの増加が引き続き見込まれて、場合によっ

ては学校の余裕教室から別棟にといったところも

想定しているところでございます。 

  続きまして、今後の学童保育所入所の見込みの

ところで、かえで児童クラブの内訳が分かれてい

ないところですけれども、実際今年度29年度の状

況までは第１、第２で把握しているところですけ

れども、30年度分につきましては、58人の振り分

けという情報はまだいただいていなかったところ

もありますので、把握に至っていなかったという

ところでございます。 

  今後、ほかのところは増えているけれども、か

えで児童クラブは29年度と比較して減少している、

その後も見込みとして増えていないといったとこ

ろはありますけれども、この数字につきましては、

実態と今後の推計から、このような形で表示させ

ていただいているというところでございます。 

  資料の20ページに関するご質問にお答えいたし

ます。 

  20ページの表、学童保育指導員１人当たりの児

童数というところで、ばらつきがあるというとこ

ろ、ご質問いただきましたけれども、多くの児童

に入所いただいている、先ほどもお答えさせてい

ただきましたが、あくまでも学校単位での入所と

なりますので、結果としてこういったばらつきが

できたと。学校単位の入所となりますので、結果

としてこのような形にはなっていますけれども、

その日その日の勤務につきましては、シフトを組

んで当たっていただいていますので、１日の実負

担というか、抱える児童数ということではござい

ませんので、そちらはお含みおきいただければと

思います。 

○委員長（田島正徳君） 福祉課担当主幹。 

○こども未来室主幹（青木 豊君） 子育て担当の

青木と申します。 

  お答え申し上げます。 

  ニーズ調査についてでございますが、子ども・

子育て支援事業計画を改定するため、子育て中の

保護者を対象に、子育て支援サービスに関する現

在の利用状況や、潜在的な利用意向を含めたニー

ズ調査を実施します。具体的には、アンケート調

査を実施してそれを分析すると。分析した結果を

改定計画に反映させるということでございます。

期間は、来年度の７月から10月を予定しておりま

す。 

  以上でございます。 
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○委員長（田島正徳君） こども未来室長。 

○こども未来室長兼子育て応援室長（門井義則君）

 こども未来室長、門井です。 

  続きまして、予算書の116、117ページのみんな

で子育て！こども未来事業に関するところで、子

育て世代に関して、情報発信、ニーズの確認とい

うところ、そういったご質問につきまして、情報

発信につきましては、先ほどウエブサイトのとこ

ろで簡単にというか、ご説明させていただきまし

た。月４回の情報更新の制限を、制限なく発信で

きるようにというところで、そういった取り組み

を予定しているところでございます。 

  続きまして、緊急サポートのご質問についてお

答えいたします。 

  これまでもこれからも、みやしろ保育園で病後

児預かりの事業は継続していくところでございま

すけれども、緊急サポートにつきましては、病後

児ということではなくて、いわゆる疾病といいま

しても、まま程度的には軽い疾病が想定されると

ころですけれども、あとは病気云々とは別として、

夜間子供を預かってほしいとか、早朝子供を預か

ってほしいとか、そういった需要に対応できるよ

うに、おねがい会員とあずけて会員、そういった

会員相互の登録、利用による緊急サポートを行う

ものでございます。 

  その中でも、病後児の部分も出てくれば、みや

しろ保育園内で行っている病後児預かりの時間帯

ですとか、枠の空きとか、その辺を確認して、ど

ちらで案内したほうがいいのか、そういったとこ

ろにはなってくるかと思いますけれども、こちら

についても委託事業者と十分な確認をした上で、

当然、今、みやしろ保育園内で行っている病後児

預かり、それは実施済みだけれども、緊急サポー

トの業務をお願いすると、そういったところは委

託の中で整理をする必要があると考えているとこ

ろでございます。 

  続きまして、ファミリーサポートについてのご

質問ということで、今現在、きらりびとみやしろ

でやっているものとの違いというところですけれ

ども、きらりびとみやしろの中にも、子供の一時

預かりをする場所がございます。そこに頼んでい

る方もいるというところは、もちろん承知してお

ります。新たに立ち上げるファミリーサポート運

営事業につきましては、運営はＮＰＯに委託して、

実際想定しているＮＰＯが直接そこで預かるとい

うことではなくて、会員宅で子供をみると、そう

いったところですので、きらりさんが直接やって

いるものとは別物ということで、そういったとこ

ろの今後の周知におきましても、そういったとこ

ろをきちんと整理した上で、町からの情報発信し

ていきたいと考えております。 

  続きまして、保育園の運営費の件のご質問です

けれども、ごめんなさい、改めてちょっと内容が

把握しきれていないところがありますので、改め

て頂戴してもよろしいでしょうか。ごめんなさい。 

  先にいただいている質問について、順次お答え

させていただきます。 

○委員長（田島正徳君） みやしろ保育園所長。 

○みやしろ保育園所長（吉田直子君） みやしろ保

育園所長の吉田です。 

  みやしろ保育園で平成30年度予定をしておりま

す屋根の雨漏り修繕についてご説明させていただ

きます。 

  予算につきましては、やはり14年、15年たって

きている施設ですので、建具ですとか、ところど

ころ園内でも修繕が必要な箇所が出てきておりま

す。そのとき、見てもらっている業者による見積

をもとに、予算を計上させていただいておりま

す。 

  こちらがとりあえずの状況がこれで直るのかと
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いうところなんですが、今までも雨漏りにつきま

しては、腐食している床のみを修繕いたしました

り、壁のひび割れをパテで埋めたりと対応してき

ましたが、今回屋根の上部から修繕することによ

り、こちらの修繕箇所が保育園の玄関から駐車場

に沿った大きなコンクリの壁になるのですが、そ

ちらに屋根も直し、吹きつけもすることで、そち

らの雨漏りはこれで直るということで予定をして

おります。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） 国納保育園所長。 

○国納保育園所長（森山洋子君） 国納保育園、森

山です。よろしくお願いします。 

  外廊下の改修整備ですけれども、今年度平成29

年度、国納保育園にいらした方はわかると思いま

すけれども、国納保育園、本当に田んぼの中の一

軒家ということで、とても風通しがよすぎるほど、

風の強い日、雨の日はもう廊下もびしょびしょ状

態です。そのため、保護者からもいろいろと指摘

がありまして、29年度予算をいただきまして、通

り抜けの廊下のうちの４カ所のうち、２カ所をガ

ラス戸をつけた、それで全然今の状態、２カ所は

もう風がこないし、雨も入ってこないので、小さ

いクラスのほうにつけたところは特に、今まで小

さいクラス、直接入り口から入れない状態だった

んですけれども、それをつけたことで、ちゃんと

そこから入れる状態になったということで、あと

４カ所のうち、２カ所が残っているため、その２

カ所を本年30年度に同じような形で計上させてい

ただいたところです。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） 福祉課副課長。 

○福祉課副課長（宮野輝彦君） 最後の生活保護の

件のご質問にお答えします。 

  丸藤委員おっしゃったとおり、生活保護制度に

つきましては、埼玉県福祉事務所のほうで管轄さ

れている事務でございます。とはいえ、住民の生

活にお困りになっている方が相談来るのは、町の

窓口が大多数でございますので、そこで適切に福

祉事務所のほうにつなげられるような形で対応し

ていきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 福祉課長。 

○福祉課長（渡辺和夫君） 保育所の今後の枠の増

加に対する対応等の関係のご質問で、もう１点よ

ろしいでしょうか。その点に関しまして、福祉課

長、渡辺から申し上げます。 

  保育園の入所数につきましては、さきの全員協

議でもご説明をさせていただいたとおり、児童数

想定から見込んでおりました利用数よりも、利用

率の上昇がかなり見られまして、町の想定を上回

るほどのお申し込みの増加状況がございます。 

  今後の枠の確保のあり方についてでございます

けれども、１つには、ゼロ歳１歳という小さいお

子様の枠確保という問題がありますので、こうい

ったものに関しましては、小規模保育ですとか、

あるいは事業所内保育、そういった地域型保育の

活用も図られる必要があるというふうに考えてお

りますし、また１歳、２歳の子たちが、大分申し

込みが増えておりますので、そういったことを考

えますと、今後早いうちに認可保育園の整備も視

野に入れていかないといけないという認識でござ

います。そういった形を新年度早々に整備してま

いりたいというふうに考えてございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  答弁ありがとうございます。 

  何点か確認したいんですが、まず112ページ、

113の学童保育所運営事業なんですけれども、資
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料の16ページ、先ほども言いましたが、特に今後

の問題です。これは新年度は学童保育指導員の増

員を図るということなんですけれども、今後の児

童数、予想なんですけれども、ふじについては特

に多くて、新年度は103、それが139と三十何人増

えます。それから、平成32年度がさらに二十何人

増えていくと、22名。平成33年度は10名。平成31

年、32年を見ていくと、かなり増えていくわけで

すよね。この辺の予想されているんですけれども、

今後はこういった状況のもとで、どういうふうな

指導員の増員を図っていくのか、その点お聞きを

したいと思います。 

  それから関連で、この学童保育所の１人当たり

の児童数、先ほども聞いたんですけれども、こう

いった状況でいいのかどうかですよね。 

  かしの木第２が、１人当たりの児童数9.14で、

いちょうの木第１が15人という状況なんですけれ

ども、これだけの格差って、別に支障はないんで

しょうか。先ほどの答弁ですとないような答弁な

んですけれども。その辺もう一度お願いしたいと

思います。 

  それから、114ページの児童福祉対策事業、新

たな計画策定、４月から10月ということで、アン

ケートをとって分析して改定計画つくると、これ

はわかりました。116ページのみんなで子育て！

こども未来事業なんですけれども、先ほどどのよ

うなニーズなのか、それをどういったニーズでマ

ッチした情報発信を、しかも早くしていくという

ことなので、制限があるとか、そういう月４回と

かというふうにおっしゃられたんですけれども、

そもそもこの子育て世代のマッチしたニーズとい

うのは、何を指すのかということでお尋ねしたつ

もりなんですが、その点もう一度お願いしたいと

思います。 

  それから、118、119ページの緊急サポート事業

なんですけれども、あえて新規事業にしているわ

けですよね。先ほども病後児保育であれば、病後

児保育やっていますし、早朝、夜間等の一時預か

り、これらについては、新たにこことここについ

た、こういうふうにやるということであればわか

るんですけれども、そうじゃないんですか。私は

そういうふうにここではとっていたんですけれど

も。 

  それから、ファミリーサポート事業なんですけ

れども、そうしますと、単なる手助けではないで

すよね。ＮＰＯのきらりびとみやしろがやってい

るということなんですけれども、これは会員宅で

子供を見るということでしょう。きらりびとはい

ろんなお年寄り、それから認知症の方を対象にや

っているんですけれども、これは子供の新規事業

としてそういった家事の支援だけなんですか、こ

れは。きらりびとはいろんな手助けの事業をやっ

ています。けれども、これはそれだけの支援で利

用したい方、支援したい方をつないでいくという

事業なんですか。その辺、もう少しわかりやすく

ご説明お願いしたいと思います。 

  118ページの保育園費ということで、関連で、

今後の公立の保育園、民間保育園の枠の増加とい

うことで、これは認可保育園を整備していくとい

うことで、先ほどの課長の答弁で理解するんです

が、そういうことでよろしいですねということで

確認したいと思います。 

  それから、120ページ、121ページのみやしろ保

育所の雨漏りの関係、わかりました。 

  それから、国納保育所、122ページの関係で、

これは今回、前年度気がつかなかったんですけれ

ども、残りということなんですが、外廊下の改修

はこれで解決するわけですねということで、確認

したいと思います。 

  それから、生活保護の引き下げによる影響なん
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ですけれども、私は先ほどこういった生活保護を

減額することによる影響なんですよね。それはど

ういうところに出てくるのか、わかる範囲で結構

なんですけれども、わかればどういうところに出

てくるのか、やはり心配ですので、お願いしたい

と思います。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） こども未来室長。 

○こども未来室長兼子育て応援室長（門井義則君）

 こども未来室長、門井です。 

  学童保育指導員の増員の取り組みというところ

でございますけれども、今後学童保育所の入所増

が見込まれるという状況がございますので、指導

員の増については、先ほどの別の委員のときにも

お答え申し上げましたけれども、指導員自体は随

時募集をしておりますので、十分な保育に対応で

きるよう、数の手当てをしていきたいと考えてお

ります。 

  あわせまして、１人当たりの児童数、これもシ

フト、ローテーションを組んでというところがあ

りますけれども、無理な勤務条件等が今後発生し

ないよう、そちらについても十分注視していきた

いと考えております。 

  続きまして、子ども・子育て未来事業のニーズ

に十分マッチしているのかというご質問でござい

ましたけれども、正直、現時点にてニーズ自体把

握しきれているという状況は確認できてございま

せん。ニーズにつきましては、ウエブサイト等で

すとか、そういったところを利用して、また子育

てひろばや子育て支援センター、そういったとこ

ろのほうから声をいただいて、十分ニーズに対応

できるような取り組みを今後図っていきたいと考

えております。 

  緊急サポート事業について、新規事業というこ

とだけれどもというご質問でしたけれども、こち

らについては、丸藤委員おっしゃられましたよう

に、早朝、夜間については、まるっきりの新規の

部分、あとは疾病にかかっている子供の預かりに

ついても新たな取り組み、現に事業化取り組んで

いる病後児預かり、こちらは特にそこの部分で目

新しいということはありませんけれども、みやし

ろ保育園での預かりも、曜日ですとか時間ですと

か枠、そういった限界がありますので、こういっ

た部分にも対応できるように、こちらの新たな緊

急サポートのほうの一つのメニューとして組み入

れて、事業実施するというところで考えているも

のでございます。 

  ファミリーサポート運営事業につきましては、

現状きらりびとさんでやっている家事支援、育児

支援ですとか、一時保育、そういった事業がある

わけですけれども、新たに事業化するということ

で、町が行うもの、直営ではなくて、委託によっ

て実施をするというところですけれども、繰り返

しになりますけれども、町のファミリーサポート

に登録いただいた会員相互、あくまでも町のファ

ミリーサポート、そこに登録いただいた会員を対

象に、相互利用を図っていくというものでござい

ます。 

  保育園、保育所、今後の枠の問題ということで

すけれども、こちらについて先ほど課長がご答弁

申し上げましたけれども、そういった内容でご承

知おきいただければというところでございます。 

○委員長（田島正徳君） 国納保育園所長。 

○国納保育園所長（森山洋子君） 国納保育園の森

山です。 

  保育園のほうの修繕は、とりあえず防風雨関係

は４カ所では大丈夫だと思うんです。ただ、国納

保育園は平成11年に開設されていますので、もう

20年近くになるので、これからほかがまた何か出

る可能性もあるかもと思うんですけれども、とり
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あえず雨、風の対策はこれで対応できると思って

おります。 

○委員長（田島正徳君） 福祉課長。 

○福祉課長（渡辺和夫君） 保育枠の拡大の関係で

ございますけれども、認可保育園の整備で考える

のかというご質問をいただきましたけれども、枠

の確保の手法は何通りかあると思うんですけれど

も、例えば東武鉄道が検討している西口開発の中

の駅前保育の整備ですとか、あるいは町内の幼稚

園事業者の方が、認定こども園に取り組んでいた

だくとか、何通りかの方法はあると思うんですけ

れども、その中で何とか認可保育園に相当する枠

を確保していきたいというふうに考えてございま

す。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 福祉課副課長。 

○福祉課副課長（宮野輝彦君） 福祉課副課長の宮

野と申します。 

  生活保護の保護費の引き下げの影響ということ

に関しまして、お答えさせていただきます。 

  一般的、例えばのケースでございますけれども、

65歳、賃貸アパートひとり暮らしの生活の保護の

方がいらっしゃった場合、あくまでも目安でござ

いますけれども、こちらは生活扶助費が月６万

7,000円、あと住宅扶助、医療扶助とかつくんで

すが、この辺については今回の引き下げについて

は変わらないと。この６万7,000円について、

２％から５％、もし引き下げが上がった場合につ

いては、2,000円から3,000円程度、月減額になる

というのが想定されるわけでございます。 

  これらに関して言えば、その辺を生活を切り詰

めてやっていただくという、現状的にはそのよう

な形にならざるを得ないのかなと。その辺につい

ては、窓口等にご相談があった場合については、

適切に福祉事務所につないでいくというような形

で対応をとってまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時２７分 

 

再開 午後 ３時４０分 

 

○委員長（田島正徳君） 再開いたします。 

  引き続き、福祉課分の質疑を行います。 

  質疑を求めます。 

  丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） すみません、丸山でござい

ます。 

  何点かお聞きいたしたいと思います。 

  資料のほうで、子育て支援のほうの12ページ、

管外委託の、ちょっとお聞きしたいんですけれど

も、４歳のお子さんが山形県鶴岡市、市町村のほ

うがなっているんですが、これは介護とか転勤と

か、何かそういう関係で行っているのか、もし事

情がわかったら教えていただきたいと思います。 

  それと、資料の23ページなんですけれども、国

納保育園の中でげんきっ子をやっていただいてい

るんですけれども、その中の休館日が土曜日が入

っているんですが、公立ではない姫宮保育園とか、

土曜日とは何か開催しているみたいなんですが、

これは何か理由があるのかなと思って、子育てひ

ろばに結構たくさんいらっしゃっているんですが、

土曜日とかも開催されたら、もっと地域の人たち

は行けるんじゃないかなと思ったので、もし土曜

日を休館日にしている理由がありましたら、教え

ていただきたいと思います。 

  あと、以前も聞いたかもしれないんですが、そ

の23ページの下、子育て相談の専門相談員さんと

いうのは、やっぱり期間があるのか、もう長くや
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ってらっしゃるのか、どういうふうに選んでらっ

しゃるのか、お聞きしたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） 保育担当主査。 

○保育担当主査（小野美保君） 保育担当、小野で

す。 

  資料12ページの管外委託の中で、委託先に山形

県鶴岡市があるというところで、どういったご事

情かというようなご質問にお答えしたいと思いま

す。 

  こちらの方は、里帰り出産でご実家の鶴岡市に

帰られるということなんですけれども、里帰りの

期間が終わりましたらまた宮代に戻ってきて、お

仕事に復帰されるということなので、鶴岡市のほ

うに委託を今しているようなところです。 

  以上となります。 

○委員長（田島正徳君） 国納保育園所長。 

○国納保育園所長（森山洋子君） 国納保育園の森

山です。 

  げんきっ子の休館ですけれども、土曜日は毎月

１回、第４土曜日を午前中、園庭開放で開館はし

ております。 

  あと、相談員さんですけれども、一番古い方は

げんきっ子にいる相談員さんがもう10年ぐらい、

あとの相談員さんももう５、６年、７年からの方

がほとんどもうベテランで、ほかでも活躍されて

いる方がなっております。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） 丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） ありがとうございます。 

  じゃ、里帰り出産と本当に数カ月ということで、

そういうときも対応をしてくれているということ、

わかりました。 

  土曜日１回やっているのは知っているんですけ

れども、土曜日があいていたら、ふつうの保育の

ほうは少ない、さっきお話聞いていたら、職員さ

んの勤務時間が午前中にしたりとか減らしたりさ

れているようなんですけれども、やっぱりきしゃ

ぽっぽのほうまで来られない人とか、月１回じゃ

なくてあっちもあいてたら、結構仕事が休みの人

とか行けるかなと思って、あとやっぱり子育てひ

ろばも、結構いつも来ている人は来やすいけれど

も、でもたまにじゃお休み行ってみようかという

ときに、こっちのげんきっ子があいていたらいい

なというのは、ちょっと私もご近所の若い方から

も言われたことがあったので、そんなこともでき

たらいいかなと思うんですが、いかがでしょうか。 

○委員長（田島正徳君） こども未来室長。 

○こども未来室長兼子育て応援室長（門井義則君）

 こども未来室長、門井です。 

  子育て世代からの貴重なご意見として受けとめ

た上で、実現の可否も含めて受けとめさせていた

だきます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） ほかに質疑ございますか。 

  金子委員。 

○委員（金子正志君） 保育園の所長さんたちに伺

いたいんですけれども、宮代町、大分子育てに関

しまして行き届いていると思うんです。若いお母

さん、お父さん方と接する機会が多いと思います

ので、その保護者の方たち、宮代町住みやすいと

いうことで、もう１人子供産みたいという感覚が

あるのかどうか聞きたいんです。感覚的な質問で

す。 

  なぜその質問するかというと、今、ゼロ歳児大

体250人、５歳児も小学校入る１年生も中学３年

生も、ずっとこの15年間宮代町平均して250人な

んです。私たちの人生が85年だとしますと、１年

当たり400人いないと３万4,000人の人口維持でき

ないんです。つまり、この15年間毎年150人不足
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しているんです。この状態がさらに続くとどうな

るかというと、宮代町はもう潰れるのが明らかな

んです。ですから、250人が400人まで増える、そ

んな感触が今感じるかどうか、ぜひ聞きたいんで

す。 

○委員長（田島正徳君） 国納保育園所長。 

○国納保育園所長（森山洋子君） 国納保育園の森

山です。 

  現実的、保育園には、一人っ子の子より３人と

か４人とか、結構きょうだいの方が今は多く入所

されております。一人っ子の方も結構次の第２子

これから産む方も何人かおりますので、どっちか

って言えば、保育園に預けられたというちょっと

安心感もあって、次を産もうかなという考えをお

持ちの方が多くなっているのかなという気はして

おります。 

○委員長（田島正徳君） ほかに質疑ございますか。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（田島正徳君） ないようですので、以上

で福祉課分の質疑を終了いたします。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時４７分 

 

再開 午後 ３時５０分 

 

○委員長（田島正徳君） 再開いたします。 

  これより産業観光課分についての質疑に入りま

す。 

  まず、担当課長のほうから出席者の照会をお願

いいたします。 

○産業観光課長（長堀康雄君） 皆さんお疲れ様で

す。まず私から、産業観光課長、長堀でございま

す。よろしくお願いします。 

  以下、自己紹介させますので、よろしくお願い

します。 

○産業観光課副課長（室田慶一君） 皆さんこんに

ちは。宮代町のほうの産業観光課で、農業振興を

担当します室田と申します。よろしくお願いいた

します。 

○産業観光課副課長（吉永吉正君） こんにちは。

産業観光課の商工担当の副課長をさせていただい

ています、吉永と申します。よろしくお願いいた

します。 

○産業観光課主幹（菅原隆行君） 皆さんこんにち

は。産業観光課商工観光主幹の菅原です。よろし

くお願いします。 

○農業振興担当主査（鈴木 功君） 皆さんこんに

ちは。農業振興担当主査の鈴木と申します。よろ

しくお願いします。 

○農業振興担当主査（長瀬昇之君） 同じく農業振

興担当、長瀬と申します。よろしくお願いいたし

ます。 

○委員長（田島正徳君） 答弁に当たっては、職、

氏名を述べていただくよう、よろしくお願いいた

します。 

  質疑はございますか。 

  唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） 唐沢でございます。 

  よろしくお願いしたいと思います。 

  まず、ページで言いますと、140ページ、141ペ

ージの農業振興費の関係、それから、ページでや

はり142、143の新しい村管理運営事業の関係等々、

できる限り新しい村を中心とした質問になろうか

と思うんですけれども、ひとつよろしくお願いし

たいと思います。 

  まず、第１点でございますけれども、新井町長

の施政方針の中で、５本の柱の３番目に誇れる自

然、環境を守り、そして自慢のできる、そんな新

しい村の再生に向けて頑張りたいというふうな、
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施政方針の中にも載っているとおり、新しい村は

いろんな意味でやはり皆さんが注目している町だ

と思いますので、ひとつよろしくお願いしたいと

思います。 

  まず、第１点ですけれども、若干きっと前後し

ますけれども、新しい村の関係ですから、ひとつ

よろしくお願いしたいと思います。 

  まず、第１点でございますけれども、内郷用水、

用排水路の水路がございますよね。あれは、新し

い村が管理をしているというふうに聞いておりま

すけれども、特にいそ整形のところから、こちら

のほうの雑木林のほうまでつながっている水路な

んですけれども、あそこの途中で水質浄化システ

ム工業会が施工したものがあるんですけれども、

あそこは特に夏場になると、ヘドロが堆積して、

においも悪臭を放っているんですけれども、現実

的にあそこの施設は機能しているのかどうか、そ

のことをまずお聞かせをいただきたいと思います。 

  それから、同じく新しい村が管理しているとい

うことで、桜の木があると思うんですけれども、

実は前段で町民生活のほうで桜の関係で質問した

ら、町とは関係ない桜だというふうに答弁をいた

だきましたので、新しい村のほうですと管理をし

ているということなんで質問したいと思いますけ

れども、あの桜の木は平成28年に公益財団法人日

本さくらの会、また宝くじの桜事業団が寄贈した

桜だと思いますけれども、桜の種類はよくわかり

ませんけれども、あそこの管理状況がきわめて悪

い。100本ほどになっているんですけれども、現

実的に100本あるのかどうか、その点をひとつ確

認をしたいと思います。 

  ちなみに、町管理の桜は834本だそうでござい

ますけれども、あそこの桜の木は、現実的に無残

にへし折られている桜もございますので、現実、

何本桜の木が現存しているのか、ひとつ確認をし

たいというふうに思います。 

  それから、新しい村の管理の備品の関係でござ

いますけれども、あれができたのが平成13年９月

にオープンしたというふうに記憶しているんです

けれども、当時つくった休憩のベンチだとか、ま

た見晴らし台だとか、その他の施設が老朽化によ

って次から次へ撤去されている現状があるんです

けれども、現実的に撤去はどのような形で撤去し

ているのか、どこを通して撤去してきたのかお聞

かせ願いたいというふうに思います。 

  それから、新しい村、現実的に駐車場が道路を

挟んであるわけなんですけれども、昨年でしたか、

新しい駐車場を設置するという話があったようで

すけれども、それが白紙になったわけなんですけ

れども、やはりどっかで聞いたと思うんですけれ

ども、あそこの駐車場が白紙になった経緯、それ

から、あれにかわる駐車場を今後考えているのか

どうか、ひとつお聞かせ願いたいと思います。 

  特にあそこ、交通量が今たくさん多いですので、

大変危険な状況にあります。そんなことなんでひ

とつ、ぜひともお聞かせ願いたいと思います。 

  それから、145ページ、15の工事請負費という

ことで、実はこれ過日現地を視察したわけなんで

すけれども、図書館と新しい村をつなぐ、きわめ

てすばらしい橋なんですけれども、あそこの屋根

の工事を予算の中に計上されておるんですけれど

も、屋根と同時に、あそこの前後の段差の問題を、

ひとつぜひ一緒に考えてもらえればありがたいな

というふうに思っております。特にあそこは高齢

者が散歩コースになっているんです。あそこは段

差になっていて、きわめて危ないと思いますので、

屋根と同時にそこらの関係も、ひとつぜひバリア

フリー化に向けて考えてもらえればなというふう

に思っております。 

  それから、町長が、要するに先ほど前段で言い
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ましたけれども、５本の柱の３つということで、

自慢のできる新しい村の再生にも全力で取り組ん

でいきたいということでございますけれども、ち

なみに、理想の新しい村はどういう新しい村にし

たいのか、ひとつお聞かせ願いたいと思います。 

  水面に映える文化都市ということで、あそこを

つくった経緯もありますし、自慢のできる新しい

村はどういう施設に目指していくのか、ひとつお

聞かせ願いたいと思います。 

  それから、150ページ、空き店舗の関係で、ち

ょっと新しい村とは違うんですけれども、空き店

舗の改修費等の補助金がここに載っているんです

けれども、具体的に200万という額だったと思い

ますけれども、この中身についてお聞かせ願いた

いと思います。どういう改修をしていくのか、ひ

とつお聞かせ願いたいと思います。 

  それから、新しい村はご存じのとおり、総面積

が13ヘクタールというふうに聞いておりますけれ

ども、あそこ全体で維持管理費、ここに一応数字

は載っておるんですけれども、どのような形で維

持管理していくのか、ひとつお聞かせ願いたいと

いうふうに思っているわけです。 

  また同時に、あそこの13ヘクタール、例えば借

地もあると思うんですけれども、借地との関係を

ひとつあわせてお聞かせ願いたいと思います。 

  とりあえず、以上よろしくお願いしたいと思い

ます。 

  答弁によっては、再質問したいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） 産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（吉永吉正君） 副課長の吉永

です。 

  お答えさせていただきます。 

  まず１問目です。内郷用水の浄化施設について

でございます。 

  こちらの浄化施設ですけれども、機能している

かということでございます。年間３回ずつ、いそ

整形さんのところと、それから集道１号線沿いの

ところと２カ所浄化施設がございまして、それぞ

れ年間３回、浄化施設ですので点検と、それから

清掃と汚泥のしゅんせつ等を３回ずつ行っており

ます。ただ、特に川下のほう、集道１号線のほう

の施設につきましては、用水の水位が下がる冬場、

用水の水位があれば浄化施設の中を水が循環して

流していくという、そういう仕組みになっている

んですけれども、水位がどうしても下がってしま

いますと、あの施設の中にちょっと水がたまって

しまうという状況になることがございます。たま

ってしまいますと、どうしても死に水になりまし

て、においが出るということも考えられますので、

タイマーを使いまして、水を少しずつ流しまして、

死に水にとまらないようにという、そういう仕組

みになってございます。 

  ただ、ご指摘いただきましたように、においが

発生すると、そういうようなことをお聞きしまし

たので、これは管理しております事業者さん、委

託先の事業者さんともまたちょっと話をさせてい

ただきまして、タイマーで地下水をくみ上げて流

しているんですけれども、それがどの程度までま

たできるのかという、そういう部分も調べまして、

なるべくにおいが発生しないようにということで

考えてまいりたいと思います。 

  それから２点目です。新しい村の中の桜につい

てのご質問です。 

  平成28年度に宝くじの桜を寄贈いただきまして、

100本新しい村のエリア内に植栽をしております。

この桜は、ソメイヨシノではございませんで、

100本なんですけれども、６種類の桜をいただき

まして、この開花時期が３月の中旬から４月の下



－２０１－ 

旬まで、少しずつ咲くように、長い間楽しめるよ

うにということでいただいたものです。 

  ちなみに、３月中旬、一番最初に咲きますのが

カンヒザクラ、４月上旬にオオヤマザクラ、中旬

にサトザクラのイチヨウというもの、それからサ

トザクラのウコン、４月の下旬にカンザンという

サトザクラ、最後にフゲンゾウという６種類でご

ざいます。 

  ご指摘いただきましたとおり、一部ちょっとい

たずらといいますか、枝を折られたりという状況

がございまして、枝の先を折られているものがあ

ったり、抜かれてしまったものというものもあり

ます。 

  今、100本のうちだいたい66本でしたか、40本

弱がちょっといたずらをされてしまったというこ

とです。 

  実は、どのように対処するかということを考え

まして、植栽を専門家、植木の事業者さんにお尋

ねしました。そうしましたら、今がちょうど芽吹

く時期ということで、今いたずらされたものを無

理に剪定とかをしないで、もうちょっと様子を見

てくださいと、そのまま新しい芽が出ることもあ

りますし、もしかしたらそのままだめになってし

まうということもあるんですけれども、いましば

らく、ちょうど春の時期なので、様子を見てくだ

さいということでしたので、ちょっと痛ましい感

じの枝もあるんですけれども、そのままに今して

ございます。そういう状況でございます。 

  続きまして、新しい村の施設です。 

  直売所の後ろの山などもございます。それから、

アグリ生産のほうの備品等もございました。備品

というのは、使用しなくなったものは片付けさせ

ていただきました。施設ですけれども、木造の施

設でございましたので、やはり経年劣化というも

のがございまして、そのままお使いいただくと安

全面で心配があるというものにつきましては、修

理できるものと、ちょっと修理するには大変お金

がかかるというものもございまして、その辺の判

断をさせていただきまして、撤去したものもござ

います。やっぱり一番の判断の基準が安全上の観

点でございます。 

  それから、駐車場の関係です。これは、仮設の

駐車場を直売所の道路の向かい側にということで

考えてございましたが、隣接する農地の耕作をさ

れている方から反対のご意見をいただきまして、

これは仮設の駐車場という形でしたので、そうし

ますと反対の意見というのが、駐車場になってし

まうと、自分の耕作している田んぼに砂利などが

飛んできてしまうので、それは考え直してくださ

いと、そういうご意見をいただきました。やっぱ

り新しい村は、ここで耕作されている方などとと

もに「農」のあるまちづくりをつくっていきたい

ということがございますので、つくろうとしてい

た部分は町の土地ではあるんですけれども、そこ

はやっぱり周囲の反対意見があるんであれば、少

しちょっと違う道を探したいと、そういうことで、

一時その場所での駐車場というのは今やめたとい

うことでございます。 

  ただ、新しい村で催しなどをやるときに、駐車

施設が不足するという状況は、状況としてござい

ますので、でき得ればやっぱりさらに駐車スペー

スというのを設けたいというふうには考えてござ

います。 

  現在、直売所のところに一番近い駐車場スペー

スがございますけれども、あの部分をうまく拡張

することができないかという、ちょっと今そんな

相談をしてございます。 

  直売所駐車場から直売所に向けて、ちょっと水

路があるんですけれども、その水路をできれば暗

渠にしてその上を使うですとか、幾つか考えられ
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ることがあるなということで、そういったことも

検討していきたいというふうに考えております。 

  続きまして、現地視察もしていただきました屋

根つきの橋についてです。 

  今回予算で計上させていただきましたが、屋根

の部分の補修費用ということでございます。ただ、

これからまた暖かくなりますと、図書館のほうか

ら村に、村のほうから図書館にということで、大

勢の方のまたご利用されるようになると思います。

図書館のほうがやはりちょっと高いんです。なの

で、階段を上ってというようになってございます。

そこの段差を一気に解消するというのが可能なの

かどうなのかというのは、ちょっと課題とさせて

いただきたいんですけれども、今後全くのバリア

フリーというふうにできるのかどうか、今申し上

げられませんけれども、安全に橋が渡れるように

ということで、こちらも考えてまいりたいと思い

ます。 

  続きまして、理想の新しい村とはということで

ございます。 

  新しい村は、宮代町が進めてまいりました「農」

のあるまちづくりの拠点施設でございます。ここ

だけで「農」のあるまちづくりができるというも

のではございませんで、新しい村は「農」のある

まちづくりの実践の場ではあることは間違いない

んですけれども、そこでいろんなことに挑戦しま

して、実践しまして、その活動といいますか動き

を、ぜひ村の外、宮代町の全町に広めていくよう

な、そんな発信地にしていきたいというふうに思

っております。ですので、新しい村のエリアだけ

がすばらしいという、それもお休みの日に親子で、

家族で遊びに来ていただけるのは大変ありがたい

んですけれども、それとともに、「農」のあるま

ちづくりというのは、こういうことなんだと、こ

んなすばらしい恩恵が日々の生活に得られるんだ

と、そういうことをぜひ発信していけるような、

そういう場にしていきたいというふうに思います。 

  続きまして、空き店舗ですね。 

  空き店舗の改修でございますが、200万円の予

算をまた計上させていただいております。これは

店舗部分の改修費と、昨年９月に一部内容を改め

まして整えまして、賃借料、家賃の一部も対象に

させていただくという見直しを昨年９月に行いま

して、現在は空き店舗を修理してお店を出す場合

の改修費と、それから家賃を払う賃借料の一部、

こちらも補助対象というふうにさせていただいて

います。 

  新しい村の土地の関係です。 

  町有地の部分でございますが、町が所有してお

ります面積が、４万4,798平米でございます。借

地の部分、これが市民農園ですとか、ハーブ園、

ブルーベリー園の部分がそうなるんですけれども、

こちらが１万1,142平米でございます。そのほか、

地元農家の方が耕作してらっしゃる田んぼですと

か、そういったもの、自作地等がございまして、

そういう部分も新しい村のエリアというふうに考

えさせていただいて、約13ヘクタールという面積

でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） ありがとうございます。 

  再質問を幾つかさせていただきたいと思います。 

  まず、新しい村の今答弁をいただきました。あ

そこができたのが、くどいようですけれども、13

年９月オープンということなんですが、当時の施

設、巨費を投じてあそこはもうつくった、まさに

「農」のあるまちづくりという大きなテーマのも

とに新しい村をつくって、あそこはまさに雑木林

あり、水路あり、まさに町長がよく言うように、

誇れる自然、環境が残っている、新しい村の周辺
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だと思うんです。 

  そこで、やはりいろんな面で宮代町の場合は、

管理面がきわめて低い。つくるときはつくってお

いて、後でほとんど、前段の委員会の中でもいろ

いろありましたけれども、つくって後は管理面が

きわめて不足しているんじゃないのかなというふ

うに思っているわけでございます。誇れる自然、

環境を守る宮代町という町長が大きな５本の柱の

３つ目に挙げているこのテーマからいって、現実

で見ると、きわめて問題だなというふうに思って

います。 

  そこで、幾つか再質問するわけなんですけれど

も、この新しい村のいろんな施設、見晴らし台だ

とかベンチだとか、当時つくった施設がどのくら

い残っているのか、途中で全然管理をしてないと

いうふうに私思っているんです。つくったんだけ

ど、あとはおっぽりっぱなし、木だから腐食する

し、老朽化して壊れたからもう撤去すればいいん

だという形じゃないと思うんですけれども、当時

つくった施設が何カ所残っているのか、それを聞

きたいんです。 

  これ、えらい補助金もらってつくったわけです、

あそこへは。そういう意味で、当時の施設が何カ

所残っているのか。途中でどのくらいの管理をし

たのかということをまず確認をしておきたいと思

うんです。 

  それから、ちょっと前後すると思うんですけれ

ども、駐車場の関係、あそこ今、駐車場の確保台

数何台あるかわかりませんけれども、現在何台保

有できるのか、あの駐車場。 

  そして、今回先ほどの答弁によると、砂利が飛

んできて隣に迷惑がかかるから、そんな反対の声

があったから、そんなの事前でわかっているわけ

なんです。そういうところに去年、ここに駐車場

がきますよと、現地も視察しているわけなんです。

それを簡単に、あそこは迷惑をかけるから駐車場

白紙にします、そういうふうな形ではちょっとど

うなのかなというふうに思っております。 

  それから、先ほどちょっと前後して恐縮なんで

すけれども、水質浄化システム工業会があそこの

設計したんですか、施工したのが小川工業だと思

うんですけれども、どこが今管理しているのか、

定期的にあそこを管理しているのかどうか。現実

を見ると、コイが浮いていたんです、酸素不足で。

そういう水路で誇れる自然、環境を守るなんてい

う言葉自体が私はどうなのかなと。「農」のある

まちづくりということで、大きなテーマを掲げて

つくった周辺の施設が、次から次へ撤去される、

水路がヘドロが出ている、悪臭がしている、そう

いうことでは、宮代町の目玉の一つである観光事

業から、大きく外れるのかなというふうに思って

いるわけです。 

  それから、桜の木の関係なんですけれども、今、

無残にも残っているのが六十何本、みんなちぎら

れたり、抜かれたり、あそこ私も散歩しているか

らわかるんですけれども、こういうものはもう途

中でチェックをして、やっぱり管理をちゃんとし

てもらいたいなと。もらったものだからいいやと

いうんではなくして、もらったものだから特に大

切にしていきたいなと。６種類の桜が何年かする

と咲くな、楽しみにしていた人が、これは何です

かということになっているわけなんです。 

  宮代町は里山、水田や畑、用水路、屋敷林、田

園風景がすばらしい町で、誇れる町なんですから、

そういう意味で管理、これは寄贈した人に大変申

しわけないと思うんですけれども、そんな意味で、

今後どのような形で、もう１回お聞きするわけな

んですけれども、管理を十分にしてもらいたいな

と。 

  ここで屋敷林という言葉が出ましたから、今、
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宮代町で屋敷林、何カ所あるか、ひとつお聞かせ

願いたい。この屋敷林を管理している人は、どう

いう人が管理しているのか。今後のこの屋敷林を

保存することは並大抵のことではないと思います

けれども、現実の屋敷林はどのくらいあるのか、

ひとつお聞かせをいただきたいと思います。 

  とりあえず再質問それでよろしくお願いします。 

○委員長（田島正徳君） 産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（吉永吉正君） 吉永です。 

  お答えをいたします。 

  平成13年９月に新しい村がオープンいたしまし

て、当時の施設で残っているものの数というご質

問でございます。 

  すみません、正確な数は今ちょっとここでは持

ち合わせていないんですけれども、大事に使って

おりました直売所のデッキ部分、それから農の家

のやはり木のウッドデッキ、こういったものは修

理をしながら現在も使っておりまして、直売所の

ステージにつきましては、昨年度ちょっと新しく

円形に直させていただきました。それから、その

ほか大きな見晴らし台というのは、ちょっと修理

ができませんで片づけさせていただきました。平

台のベンチにつきましては、修理をしながら維持

させていただいているところです。それから、木

製の外周の遊歩道部分にあります枕木を使いまし

た橋などがございます。こういったものも修理を

しながら維持させていただいているところです。 

  それから、駐車場の台数ですけれども、現在59

台、約60台です。そのほか直売所の裏手から笠原

小学校に向けて芝生といいますか草地の部分がご

ざいまして、こちらのほうも催しのときには使っ

ておりますので、少し増えるかと思いますけれど

も、通常駐車場の台数ということでは60台でござ

います。アスファルトの部分です。 

  それから、浄化施設の現在の管理ですけれども、

町は新しい村に管理業務を委託しまして、さらに

専門の事業者ということで、現在はさいたま市に

ございます都市管理サービス株式会社さんという

事業者さんに維持点検、それから汚泥の清掃など

をお願いしております。 

  それから、町内の屋敷林の数ということでござ

いますが、すみません、こちらもちょっと今、屋

敷林が何件あるのかということはちょっと数字を

持ってございませんで、お答えできないんですけ

れども、屋敷林を管理していらっしゃるというの

は、やはり持ち主のお宅の方ということになるか

と思います。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） ありがとうございました。 

  注文ばかり言って大変恐縮なんですけれども、

よくなった面も正直言うとあるんです。奥の農業、

施設があって農機具なんか大分、トラクター、い

ろんなものが散乱した、ここ数カ月の間に随分き

れいにした。実はけさあそこ全部一回りしました。

随分きれいになったなと、やっぱり職員が頑張っ

たんだなというふうに思って、ありがたく思って

いるんですけれども、そういう意味でひとつ新し

い村というのはやっぱり宮代町の一つのシンボル

ですから、進修館、笠原小学校、新しい村、あそ

こ一つのシンボルなんですから、ぜひともひとつ

誇れる宮代町の自然、環境を守るシンボルとして、

新しい村をひとつ、十分これからもすばらしい施

設にしてもらいたいなというふうに思っているわ

けでございます。 

  ここでちょっともう１点質問をさせていただき

ますけれども、146ページ、147ページのほうなん

で、ちょっと前後して恐縮なんですけれども、農

業生産基盤整備推進事業ということで、今、着々

と用排水路の整備が進められておりますよね、改
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修工事が。これの今後の見通し、農家の人はやっ

ぱり１日も早くこの水路をきれいにしてもらいた

いということの要望たくさん来ていると思うんで

すけれども、今後の用排水路の整備の計画を、も

しあったらお聞かせ願いたいと思います。 

  それから、桜の関係なんですけれども、今言っ

たとおり、もう随分桜の木が無残に多くへし折ら

れたというふうな結果が出るんですけれども、こ

れどのくらいしたら再生する、後で何か新しく植

えかえるという話でしたけれども、どのぐらいの

時期までに考えているのか。これ皆さん待ってい

たんです。桜の木が100本も植えて、これはもう

そのうちにきれいになるんだろうと。その３分の

１ぐらいがあの状態なので、できたらひとつ再生

も含めて、何年ぐらいを予定しているのか。もち

ろん経費がかかるわけですから、ただじゃないわ

けでしょう。それじゃやっぱり１日も早く再生で

きるように、これもひとつ新しい村の木の一つと

して考えていただければありがたいというふうに

思っています。 

  それから、屋敷林の関係なんですけれども、よ

く農家の人が言うんです。我々が行くと、あんた

たち非農家は言うだけで、この屋敷林を守ってい

るのは俺たちなんだと。農家の人はみんなやっぱ

り高齢化ですよ。高いはしごをかけて、一生懸命

生け垣を整理してすばらしいな、大変だなと思い

ますけれども、これはやっぱりみんな農家の高齢

者の人に委ねているわけなんです。やっぱり町が

何らかの形でもう少しフォローするような、口だ

けで屋敷林を守りますなんて、我々もよく怒られ

ますけれども、町のほうももう少し積極的に、屋

敷林を守るんなら守る応援をしてもらいたいなと

いうふうに思っているわけです。その考えがある

やなしや、よろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（田島正徳君） 産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（室田慶一君） 農業振興を担

当しています、副課長の室田です。 

  基盤整備の関係でご質問受けましたので、お話

させていただきたいと思います。 

  今回福祉産業委員会資料としてつけさせていた

だきまして、非常に心もとないんですが、14ペー

ジに今年の30年度の予定箇所が１カ所出ています。

なかなか財政的に厳しいものですから、県の補助

をいただきながら、これも県の補助ですので、何

本も出せませんので１本ずつやっています。 

  また、こういう大きな工事じゃなくて、小規模

基盤整備と言いまして、農家の方が耕作をしやす

いように、例えば区画を大きくするときに、木が

邪魔になるかと思うんです。こういうのを撤去す

る場合の補助、それから農耕作をしやすくするよ

うな暗渠排水、こういった補助についても出して

おりますので、そちらのほうについては、町のほ

うの農業振興地域整備計画の概要ということで、

こういうのをつくりまして、農家の方とかにも配

りながら、こういう補助もありますので、積極的

に利用してくださいという形を取っているところ

でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（吉永吉正君） 吉永です。 

  お答えいたします。 

  まず１点目、桜の木の再生の予定ということで

ございますが、今、この春、実際芽吹くのかとい

うのを見きわめさせていただきたいというふうに

考えています。その上で何本生きているのかとい

うことも確認いたしまして、植栽と言いますか、

植木の事業者さんと相談させていただいてと考え

ております。今、いつまでにということがちょっ

とお答えできなくて申し訳ございません。 

  それから、屋敷林を守る応援についてというこ
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とでございますが、屋敷林の保護につきましては、

私たち商工担当でちょっとお答えするのが難しい

んですけれども、例えばですけれども、以前、保

存樹木、町で登録認定させていただいて、それを

ＰＲして、周りの人にも見ていただくというよう

な取り組みもございました。そういった形で、で

きれば屋敷林は景観の中ですので、周りの人から

もいいねというようにぜひ認めていただくといい

ますか、あってよかったねと言っていただけるよ

うな、そんな形での応援ができればよろしいのか

なというふうには思います。 

  ちょっと具体的なことでなくて申しわけないん

ですけれども、以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） おおよそわかりました。 

  １つだけ、屋敷林の関係、屋敷林を守る守ると

言っても現実的に屋敷林が宮代町に幾つあるかも

わからないで、屋敷林を守ると言ってもこれは無

理な話で、まずやることは、町内に屋敷林が何カ

所あって、どういう状態なのか、それから屋敷林

を守ると言ってくださいよ。自然を守る、あれを

守ると言ったって、そういう裏づけがなくて守る

ことはできませんから。予算組みもできないでし

ょう。やっぱり町内に屋敷林は何カ所あって、恐

らく全部の屋敷林の持ち主は高齢者が主な人と思

うんですけれども、本当に汗を流して屋敷林を守

っている人がたくさんいるわけですから、まずそ

こへ行って、屋敷林を守るためにはどうしたらい

いのか、ひとつこれからそんな準備をしてもらい

たいなと。簡単に屋敷林を守るというのではなく

て、まず裏づけをちゃんととって、調査をして、

それからひとつ屋敷林を守るように、これからや

ってもらいたいというふうに思います。 

  要望で終わります。ありがとうございました。 

○委員長（田島正徳君） ほかに質疑ございますか。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） すみませんね、山下です。

何点か質問をしたいと思います。 

  最初に、138ページの農業委員会事務事業です

か、それの本年度の特徴として、遊休農地の解消、

農地の利用関係の調整と特徴づけていますけれど

も、資料１ページを見ていただきたいんですけれ

ども、この遊休農地を解消すると言っていても、

平成２年から平成27年までの耕作放棄地が６倍か

７倍ぐらいに増えている、これはちょっと異常な

増え方している、そういうことなので、この題目、

遊休農地の解消というお題目ですか、これ書かれ

ていても遊休農地の解消にはならないと思うんで

すよね。 

  私が考えているのは、やっぱり遊休農地、農家

の人たちの気持ちを考えれば、跡取りがいないと

か、お米の値段が安いとか、それで農家をやめて

いく人がたくさんいるんですよ。それで、そうい

う中では、お題目というのはこの遊休農地を解消

するために考えていくんじゃなくて、やっぱり適

正な管理、それと活用ですよね、どうするのか、

それを考えておいたほうがいいんじゃないかなと。

活用といってもどういうのをやるのかと言われる

かもしれませんけれども、例えば遊休農地のとこ

ろに花を植えるとか、観光等含めた考え方を持っ

て解消、活用していく、そういう考えでやったほ

うが私はいいんじゃないかなとこの際思っている

んですよ。いつまでも遊休農地を解消していくん

だと言うんじゃなくて、もう現実は現実として認

めていって、そのほかは活用していくという方法

を考えたほうがいいんじゃないかなという感じは

するので、その辺のところどういうふうに考えて

いるのか、お願いしたいと思います。 

  あと、農地の利用関係の調整というのは、どう

いうことを言っているのかちょっとわからないの
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で、具体的に教えていただきたいと。 

  それと、あと新しい村のことなんですけれども、

(4)の新しい村、142ページです。新しい村の管理

運営事業の減額理由、これをちょっと詳しく教え

てもらいたい。 

  また、同じページ数の新しい村管理運営事業と

して、この新しい村の直営による事務委託事務事

業と言うんですか、それは資料のＰ19に書いてあ

るんですけれども、これは昨年と比べて増えてい

るのか、内容が。その辺のところも詳しくお願い

したいと思います。 

  それと、地産地消のモデル事業委託の現状は今

どうなっているのか、その辺のところも教えてい

ただきたいと思います。 

  あと、144ページ、(5)の明日の農業担い手支援

事業です。 

  新たな担い手、それは確保できているのか、あ

と里親制度の活用、あと民間企業の参入促進と特

徴づけていますが、どこの民間企業が参入してき

ているのか、会社名と系列会社があったら教えて

いただきたいということと、あと生産物の供給先、

助成金なんかはどういうふうになっているのか、

そのところも詳しくお願いします。 

  あと146ページ、(1)の農地費、一般管理事業区

分11と15ですか、需用費と委託料の施設修繕費で

ございます。 

  この辺のところがどこを修繕するのか、多分こ

の中に書いてあるやつかなという、農地のかなと

思っているんですけれども、ちょっと教えていた

だきたいと思います。 

  あと、最後に農地のほうでは146ページ、(2)の

生産基盤整備推進事業と書いてあるんですけれど

も、多面的な機能の支払支援事業補助金というの

が書いてあるんですけれども、ちょっとわけのわ

からない支援事業だなという、私じゃちょっとわ

からないんだけれども、どういうことを意味して

いるのか教えていただきたいと思います。 

  それと、商工費なんですけれども、148ページ、

(1)商工振興事業区分、振興事業です、区分で19

で、商工業振興事業補助金、小規模事業者経営改

善資金利子補助金ですか、住宅店舗リフォーム補

助金を書いてあるんですけれども、その利用する

場合、何か利用制約とかそういうのはあるのか、

ないのか、あと、また町民にこういうことがある

んだよということを広く宣伝、認知の必要性は町

としてどのように考えているのか、またどのよう

にやっているのか。 

  あと、150ページです。 

  これも、(3)の中小企業の融資事業の実績とこ

れも上限があるのか、ないのか、これも含めて宣

伝も認知もどのように町としてやっているのか、

その辺のところも教えていただきたいと思います。 

  最後になりますけれども、152ページの消費者

対策事業でございます。今、オレオレ詐欺だとか、

いろんなことでなっています。26ページにも平成

28年度で60件、平成29年度46件の相談があったと。

売買契約だと、不当請求だと、多重債務だとか、

消費一般その他と書いてありますけれども、これ

の中のここでの町での相談の中での解決件数、対

策や解決件数はどのくらいになっているのか、相

談事はこれだけあったということなんですけれど

も、その相談に対しての対策だとか、解決された

件数はどのくらいなのか。 

  あと、先ほども言ったオレオレ詐欺ですが、町

民対策、今後対策をどうしていくのか、今のとこ

ろなくなったということでこの間は説明があった

んですけれども、その辺のところを町としてどの

ように考えているのか、具体的に、警察、ただの

放送とかそういうだけで済むのかどうか、その辺

のところもちょっと教えていただきたいと思いま
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す。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） ここで、休憩いたします。 

 

休憩 午後 ４時４５分 

 

再開 午後 ５時００分 

 

○委員長（田島正徳君） それでは、再開いたしま

す。 

  引き続き、産業観光課分の質疑を行います。 

  答弁をお願いいたします。 

  産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（室田慶一君） 産業観光課副

課長の室田です。 

  では、順を追って回答させていただきたいと思

います。 

  まず、遊休農地の関係でございます。遊休農地

の関係につきましては、議員さんのほうで活用し

たらどうという考え方もあるという話がありまし

たけれども、もともと農業委員さんのほうで遊休

農地の解消活動をやっていまして、初めの、スタ

ートが国体のときに遊休農地があって、そちらの

ほうの活用ということで、コスモスを植えて国体

に来る方を歓迎しようということで始めた活動で

ございます。それが、ずっと今まで、29年度まで

続けていまして、5.2ヘクタール解消活動をして

いるところでございます。 

  また、遊休農地につきましては、遊休農地にな

らないような対策というのも、いつもお話をして

いるんですが、新規就農者の支援対策をしている

とか、それからあとは民間企業、法人企業に来て

もらってやってもらうということもあるかと思い

ます。 

  また、農地の流動化といいまして、農地の貸し

借りを積極的に推進して農地を集積していくとい

うこともやっています。 

  また、集落営農の推進というのもありまして、

どういうことかといいますと、集落営農とは、１

集落または数集落を単位にして組織された営農組

合を中心に、集落ぐるみで地域全体の農業生産の

効率化と所得向上を図り、合理的な農業を展開し

ていく営農ということが集落営農なんですけれど

も、そういったことも視野に、今水田エリア４地

区において、水田農業に関するアンケート調査を

昨年実施しまして、調査結果をもとに農業委員さ

んと農地利用最適化推進委員の皆さんと協議を行

って、モデル地区になるところをやっていきまし

ょうという話の中で、宮東、中島地区をモデル地

域として決定いたしましたので、今説明会を１月

26、27日に１回、それから３月15日にもう一回あ

ります。また、６月ぐらいにもやろうかなと思っ

ていまして、少しずつ農地の集約化と、それから

協働化の勉強会を始めていきたいというふうに考

えています。その中で一緒に考えていければなと

思っているところです。 

  その次に、農地の利用調整というお話がありま

したけれども、農地を貸したい、借りたいという

方の間に農業委員さん、それから農地最適化推進

委員とかに入っていただきまして、進めていく形

になります。利用権設定の平成30年１月末で、面

積合計では98.7ヘクタールが利用集積ということ

で、担い手のほうでやっていただく面積として設

定されております。 

  続きまして、企業の参入ということで、まず株

式会社ナガホリが上尾市ですけれども、和戸、国

納で５ヘクタール、露地野菜をつくっていました。

ただ、この会社につきましては平成29年末にちょ

っと撤退しちゃいまして、その跡地につきまして

は、町のほうで農業委員さんとも調整をとりなが
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ら次の担い手に渡るように調整をしています。そ

の渡るところが丸源アグリというんですが、こち

ら杉戸町にあります。こちらのほうにつきまして

は、2.9ヘクタールでネギをつくっています。 

  また、関田農園という会社もありまして、こち

ら春日部市なんですけれども、こちらにつきまし

て、西粂原で1.0ヘクタールでネギをつくります。 

  あと、12月１日から営農開始しました有限会社

モンテローザファームでございます。こちらにつ

きましては、東京都武蔵野市にある会社です。居

酒屋の全国チェーンを展開しているグループの会

社でございまして、そちら、自分のお店に野菜を

供給するために野菜をつくっています。こちらに

ついては、水菜ですとか、リーフレタスをつくり

ます。また、宮代町の新しい村ですとか、それか

ら学校給食のほうにも提供するようお願いしてい

るところでございます。 

  また、次に里親制度の状況ということでご質問

いただきました。里親につきましては、農業技術

の支援農家として農業技術を教えるという方、こ

ちらが今まで実は４名だったんですけれども、職

員のほうで過去にルーキー農業塾で宮代町に新規

に入ってきて勉強した方、もう時間もたちました

のでどうですかというお話をして、引き受けてい

ただいた方３名おりますので、合計７人の方に技

術の指導農家として登録をいただいております。 

  また、生産基盤支援農家として、農地を貸して

いただいたりだとか、農業機械を貸していただい

たりだとか、かん水施設を貸していただいたりだ

とか、納屋、こういったものをお貸し願う農家が

11名でございます。 

  それから、農地一般管理事業の施設修繕のこと

をお話されたと思うんですが、そちらにつきまし

ては、去年と同じ額なんですけれども、場所につ

いては決まっていなくて、いろんなところで施設

が老朽化していますので、いろんなお話で緊急な

ことが多いんですが、直してくれといったときに

ついてこのお金を使って直してまいりたいと思い

ます。 

  続きまして、多面的機能支払支援事業というこ

とでご質問を受けました。こちら、国、県及び町

が連携して農業、農村の多面的機能の維持、発揮

のため、それを支える地域活動、営農活動を支援

する制度でございます。こちらにつきましては、

農地の維持支払交付金というものがありまして、

田んぼだった場合については3,000円が10アール

でいただけるだとか、それから畑であれば2,000

円という形で、国、県、町が支援をして地元にお

金を出して、地元としては一緒に農家の方々が協

働活動で、農道ですとか、それからあとは水路の

草刈りですとかをやっていただく事業になります。 

  こちらの事業につきましては、29年度は若宮だ

けだったんですけれども、今年については西・前

原地区と、それからあとは宮東の中の内野地区、

２つ入りまして、30年度からは３地区で活動いた

だく形で調整をとっているところでございます。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） 産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（吉永吉正君） 吉永です。 

  お答えいたします。 

  まず、１点目の新しい村の事業の減額理由でご

ざいます。こちらは、今年度荷捌き場の工事がご

ざいまして、その工事が終了いたしますので、工

事請負費を減額しております。それが主な理由で

ございます。 

  それから、管理事業の中で増減はということで

ございます。管理事業の細かい数字の動きという

のはあるんですけれども、大きな増減というのは、

特筆すべき大きな増減というのは管理事業の中で

はございません。 
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  続きまして、地産地消のモデル事業の現状でご

ざいます。予算書の145ページ、地産地消モデル

事業委託料についてでございます。こちら、直売

所の状況でございますが、今年度、29年度は夏場

に大変暑い日がございました。猛暑がございまし

て、その後、長雨がございまして、途中台風が何

度もやってくるということがございまして、直売

所の売り上げということでは大変ちょっと厳しい

年でございました。 

  売り上げ自体も年度の前半は大変厳しかったん

ですけれども、後半になりまして、11月、12月後

半から年明けにかけて大変スタッフも一生懸命頑

張りまして、年末、新年にかけては、11月から１

月にかけましては、昨年度、一昨年度を売り上げ

で上回るという結果でございます。トータルしま

すと、まだそれでもちょっと平成28年度にどうか

というところなんですけれども、ぜひ今年度を終

える段階で平成28年度の決算額を超えようという

ことで、今も努力をしている、そういう状況でご

ざいます。 

  続きまして、リフォーム補助制度、予算書でい

いますと151ページ、住宅店舗リフォーム補助金

の関係でございます。 

  どのような制約がというご質問でございます。

こちら、現在補助要綱の作成を準備している段階

ですので、確定ということではまだございません

けれども、こちらの補助制度の場合はぜひ町内の

事業者さんが施工する工事を対象とさせていただ

きたいというふうに考えています。 

  それから、リフォームの補助金ですので、リフ

ォーム工事を対象にしたいと考えています。そう

いう考えで、今ちょっと検討しているんですけれ

ども、そうしますと、例えば電化製品の単体を買

い替えるですとか、そういうものはちょっと対象

外なのかなと。やはりリフォーム工事という作業

といいますか、そういう案件を対象にしたいとい

うふうには今考えて検討しておるところです。 

  続きまして、予算書の150ページです。 

  中小企業の融資事業でございますが、こちらが

今年度、平成29年度は融資の実績はございません

で、まだ１カ月残っていますけれども、現在のと

ころ実績はございません。 

  続きまして、予算書の152ページ、消費者対策

事業の関係です。町の相談業務、解決の件数とい

うご質問でございます。こちらに、資料に出させ

ていただきました46件というのは、相談にみえた

件数でございます。こちら、相談業務ですので、

こういう、さらに専門的な相談先がございますよ

とか、そういったアドバイスもございますので、

実はその後、その案件がうまく解決したかどうか

までは実は把握し切れていないという部分もござ

いますので、全部が全部マルになったのかバツに

なったのかということはちょっと、実績把握はで

きていません。あくまでもこれはお電話なり、そ

れから相談センターにお越しいただいて相談をさ

せていただいて、アドバイスをさせていただいた

件数ということでございます。 

  それから、オレオレ詐欺の対策でございます。

オレオレ詐欺といいますか、いろいろちょっと悪

徳商法等ございますけれども、今年度は教育委員

会さんのみやしろ大学がございまして、そこの中

の講座に入れていただきまして、公開講座という、

そのときだけはどなたでも来てくださいという公

開講座で、悪徳商法にひっかからないぞというテ

ーマで講義、勉強会をさせていただきました。 

  それから、もう一回、今度は福祉のヘルパーさ

ん、高齢の方と接する機会が多いということで、

ヘルパーさんを対象に消費者トラブルの、やはり

こちらも講座なんですけれども、講座を１回させ

ていただきました。この公開講座と、それからヘ
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ルパーさんの勉強会ですけれども、ぜひ来年度、

平成30年度もさせていただきたいということで、

みやしろ大学については教育委員会さんにお話さ

せていただいて、スケジュールに30年度も入れて

いただいているところです。 

  それから、ちょっと戻って、すみません、リフ

ォームの関係ですけれども、アナウンスの必要性

ということでございます。これは、ぜひ多くの方

に知っていただいて利用いただきたいというふう

に考えておりますので、もちろん町の広報紙も使

いますし、ホームページ、それからいろんなＳＮ

Ｓなんかも活用して周知を図っていきたいという

ふうに考えております。 

  以上でございます。 

〔発言する人あり〕 

○産業観光課副課長（吉永吉正君） 申しおくれま

した。消費者トラブルの関係ですけれども、町内

で１月、複数件、詐欺事件が発生したということ

で、町民生活課さんでもひっかからないぞという

チラシの配布なんかを駅頭と、それからスーパー

マーケットでされておりまして、同時に消費生活

担当も消費者トラブルの一環といいますか、関係

がございますので、町内の金融機関、りそな銀行

さん、それから信用金庫が２行、それからＪＡさ

ん、それから郵便局３局に回りまして、啓発のチ

ラシ、振り込め詐欺等をだまされないぞというチ

ラシを配布してまいりました。ぜひ、ＡＴＭとい

う自動預け払い機がございますので、そこの横の

見えるところに、前に張ってくださいということ

をお願いしてまいりました。 

  それから、町内のコンビニが13ございまして、

そちらにも同様に啓発チラシを配布して、コンビ

ニにもＡＴＭといいますか、銀行の機械がござい

ますので、そちらの見えるところに張ってくださ

いというお願いをしてまいりました。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） ありがとうございます。 

  最初の質問なんですけれども、確かにいろんな

ことを国体からやってきたということで了承はし

ているんですけれども、しかし、現実的にはこの

遊休農地が増えているということが現実だと思い

ます。その辺のところで、今農家の人だけじゃな

くて、その周りの人だかが草ぼうぼうにしている

農地なんかもあります。その辺のところの解消と

か、現実的にそういうところが増えてきています

ので、その辺のところの解消をどういうふうにす

るのかということで、いつまでも農地の解消とい

うことで言っていても、これは一向に解決しない

と思います。 

  現実的にこれは増えているということで証明さ

れていると思うんですよね。平成２年から18ヘク

タールだったものが平成27年では114ヘクタール、

今現実ではもっと増えているんだと思います。こ

れは、１ページになります。資料の１ページ、農

地に関することということで。農業福祉、産業農

業委員会資料ということで、農業に関すること、

１ページになっております。そういうことで、現

実的には増えてきてしまっているということで、

やっていることは重々わかっております。いろん

なことで、福祉産業委員会でやるんだということ

ではわかっているんだけれども、現実的に増えて

いる現状があるということでは、この辺のところ

で、どういうふうに解消するのか、そういう草が

いっぱい生えているところとか、それが今現実的

に問題になっているんじゃないかなと思います。 

  それの利用とか、そういうのを増やしていくと

いうことですから、解消しながら。そっちのほう

に目標を持ったほうがいいんじゃないかなという

感じはする。それは、確かに農業地、農業やって、
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農産物をつくっていくということも大事かもしれ

ないですけれども、現実的にはそうはいっていな

いというふうに見えるんです。その辺のところを

産業観光課としてどういうふうに考えているのか、

もう一度お願いしたいと思います。 

  あとは、新たな担い手が確保しているのかとい

うことで、里親制度で技術者を７人に増やした、

また、納屋等とかそういうので貸し出してくれる、

協力してくれる人を11名ですか、増やしたという

ことではわかりました。ますますこういうことを

やりながら、新しい担い手を増やしていく、これ

だと先ほど言いましたように民間企業は参入とい

うことでも、農地を、先ほどいった遊休農地も解

消するということではわかっているんですけれど

も、やっぱりそういう民間も企業も活用しながら

農地を活用していくということは私も賛成です。

そうしないと、宮代の農地が荒れ放題になって、

しまいには宮代は草原になってしまうんじゃない

かなという感じは、危惧しているわけです。あと

10年したらどうなるんだろうと。 

  そういうことを、増えて今わかっているので、

民間でもやっぱり農業やってくれるという人をど

んどんと活用する必要はあるんじゃないかなとい

う感じはします。そういう中で、町としても地産

地消ということで、野菜を供給してもらうとか、

それは大事なことかなという感じはしますので、

ぜひ、その辺のところは力を強めてほしい、農家

の人がまたやっていくんだということになればそ

れもいいことだと思います。協働で農地を管理し

ていくんだとか、それも私も賛成です。どうして

も農地をそのままにしていたら、宮代町の中が、

先ほど言いましたように荒れ地になってしまう、

やっぱりそれだけは御免こうむりたいなという感

じはするので、ぜひその辺のところ、力入れてほ

しいと思います。 

  修繕、修理費はわかりました。 

  多面的機能支払というのも、先ほど言ったよう

に協働で草刈りだとか、農道の修理だとか、そう

いうのを直していくんだということで、一応、国

と県と町でやっていくという、そういう多面的な

支援活動ということではわかりました。これはあ

と、今のところ３カ所ということなんですけれど

も、これは将来的には増やしていく方向でいるん

ですか。何カ所ぐらい増やしていくのかちょっと、

もう一度お願いしたいと思います。 

  あと、町内の工事担当者を頼んでリフォーム対

象にするんだということで、リフォーム工事とか、

それと小規模とか、商工業振興事業補助金だとか、

小規模事業者経営改善資金金利の利子の補助金と

いうのは、これは実績としてはどうなっているの

かちょっと教えていただきたいなと思って。住宅

店舗リフォーム制度については今のところは作成

中ということで、準備中ということでわかりまし

た。多くの人に知ってもらうためにでき上がった

場合は、広報活動も力を入れていくということで

わかりました。ぜひ、そのようにやっていただき

たいと思っています。肝心なのは、これは300万

円でしたか。200万円だったかな、200万円だと思

いますけれども、やはり使い切って、地元のそう

いう業者が潤うように、活性化のためには必要か

なと思うので、ぜひ、力を入れてほしいと思って

おります。 

  あと、この(3)の、150ページですけれども、中

小企業融資事業、これは実績でなしということな

んですけれども、これはたしか労働のほうの関係

の融資制度ありますよね、そちらのほうにも全然

ないということなんですけれども、何か理由があ

るんですか、そういう活用できない理由が。お題

目は書いてあるんだけれども、活用されていない

理由、金利が高いとか、使いづらいとか。やはり
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お題目だけでこう載せておくというのは、何年も、

私議員になってからずっと載っていますよ、だけ

れども、利用者がいないとか、それがいつも答え。

やはり、何か使いやすくするということが、そろ

そろ考えなくちゃいけないんじゃないのという感

じがするのでね。その辺のところも、もう一度お

願いします。 

  先ほどの町民に対する対策などは、いろいろコ

ンビニなんかのチラシを配っているとかやってい

ます。確かにそれ以上のことはできないと思うん

ですけれども、やっぱり町民に徹底的に知らせる

ということは大事かなと思いますので、ぜひ、も

う一度チラシか何かを町民にこう配るとか、啓発

運動を進めるとか、やってほしいなと感じがしま

すので、ぜひ、その辺のところも努めてほしいな

と思います。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） 産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（室田慶一君） 農業振興副課

長の室田です。 

  では、予算書の138ページのところで、遊休農

地の関係につきまして、再度質問されましたので

お話させていただきたいと思います。 

  今、こちらのほうの資料にある数字というのが、

実は農業センサスというセンサスの調査のデータ

でございまして、これはこれで国の数値ですので、

それとは別に農業委員会法が変わりまして、一筆

ごとに調査しているのがありまして、平成22年の

ときについては、遊休地として69.5ヘクタール、

22年で69.5、23が47.5、24が58.2、25が68.4、26

年度が一番多くて82.0、27が71.1、28が76.2、29

年度が74.3、何を言いたいかといいますと、ここ

最近では増えたり減ったりはしているんですが、

増え方がゆるやかになってきているんですね。で

すので、地道にやっていることは、決して、何て

いうんでしょうね、無駄ではないというふうに思

っているところです。 

  また、先ほど農業委員会の解消活動をお話しし

ましたけれども、町のほうについては、再生協議

会というのもありまして、地域再生協議会ですね、

そちらのほうで補助等を出して、荒れているとこ

ろを耕作者がみずからきれいにしてもらってやっ

ているなんていう解消もしていますので、あとは

企業参入ですとか、そういった複合的なもので合

わせていって、遊休農地対策を進めてまいりたい

と。 

  必ずしもこれだったら全部きれいになるという

のはないんですけれども、地道にやる以外ありま

せんので、また、農地以外の活用というのにつき

ましても、農地法という法律はかなり厳しくて、

ほかの用途できませんので、また、景観作物とか、

例えば道路脇に花を植えればというのもあります

けれども、じゃ、誰がやるのという話もあります

ので、結局それも人がないとできないし、お金も

かけないとできませんので、なかなか現実的な中

では地道な活動をやらせていただければなという

ふうに考えています。 

  また、予算書の146ページのところで、多目的

機能の関係のお話出ましたけれども、こちらのほ

う国庫補助と、それから国が50、それから県が25、

それから町が25というお金で支援をしてまいるん

ですが、何分国庫補助がきますので、毎年翌年の

予算の関係で６月ぐらいに手を挙げていかなきゃ

いけないというのもありまして、30年度につきま

しては去年のうちからわかっていましたので、３

地区でやっていますけれども、これにつきまして

農用地区域があって、田畑があって、自分たちで

やるよという話があればいろんなところで申込で

きますので、また、うちは農用地区域がほとんど

ですので、地域の方がまとまりをもって、なおか
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つ、これはちょっと書類が大変なので、そちらの

関係がちゃんとできる方がいらっしゃるところに

ついてはどんどん進めてまいりたいというふうに

考えております。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） 産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（吉永吉正君） 吉永です。お

答えいたします。 

  まず、予算書の149ページになります。 

  小規模事業者の経営改善資金、利子補給制度の

関係でございますが、平成29年の利用件数でござ

いますが、29件ございました。利子補給29件、件

数は29件でございます。利子補給金の交付予定合

計額ですけれども、67万2,800円になります。67

万2,800円でございます。平成28年度に比べまし

て、件数で９件増えております。金額にしまして

16万円、約16万円ほど補給金総額で増えておりま

す。 

  続きまして、予算書の同じく151ページです、

中小企業の融資事業の関係でございます。 

  利用されない、なぜ利用されないかということ

でございますが、ここ近年、金利が安い状況が続

いてございまして、一例でございますけれども、

埼玉県の融資制度がございます。中小企業の融資

制度でございますが、大体１％前後の利率でござ

いますので、なかなか町のほうご利用いただけな

い理由の１点はそこにあるのかなと思います。 

  ただ、埼玉県の融資制度ですと１年以上事業を

営んでいるということが条件として必要になるん

ですけれども、町の制度では６カ月から対象とさ

せていただくということで、メリットもございま

すので、起業後すぐというような場合にはご利用

も可能になるということもございます。そういう

状況でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 遊休農地のことについては

大体わかったんですけれども、やはりみんな心配

しているのは草ぼうぼうということなんですよ。

草が農地の中に草がいっぱい生えて、隣近所に迷

惑がかかっている、やっぱりそれを解消してやら

なくちゃいけないんじゃないかなという感じはす

るんですよね。目立ちます、それ、本当に。その

隣の人が刈っているんですよね、周りのへりを。

それとか、道路の脇に草ぼうぼうになって、道路

がそこは避けて通りますから、今度は用水路のほ

うへ道路が崩れていたり、そういう不合理なとこ

ろがでてきている、町の人にとっては。やっぱり

そういうのを直していかなくちゃいけないんじゃ

ないかなという感じはするので、その辺のところ

を解消のためにどうするのか、考えてほしいなと

思います。 

  それと、融資制度の今のお答えなんですが、融

資制度、県のほうでは１％なんだということなん

ですけれども、これ宮代町もやっぱり県のほうに

右に倣えというわけじゃないんですけれども、利

用しやすい条件にしないと、やはりお題目だけに

なってしまう。いろいろと制約があるんだと思い

ますけれども、努力をするということは必要じゃ

ないかなという感じはします。その辺のところを

もう一度考えてほしいなと感じはします。考えな

がらやってほしい、利用されやすい、何年も使わ

れていないような、お題目だけをここに並べてお

くんじゃなくて、きちんと使われるように、利用

しやすいようにするということが大事じゃないか

なと私は考えていますので、また、来年度また見

てみます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） ほかに質疑ございますか。 

  野原委員。 
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○委員（野原洋子君） 野原でございます。 

  ４点ほど質問させていただきます。 

  今、前段委員の質問にもあったんですけれども、

今回、モンテローザが来て、こちらのほうで野菜

をつくっていることで、今お答えにもあったんで

すが、前から私もどこでやっているのかとても気

になっていて、結構聞いたんですけれども余りよ

くわからなくて、今回資料のほうで請求させてい

ただいて、やっとここかということでわかったん

ですけれども、こうやって見てみるとかなりの飛

び地なんですよね。全部合わせて2.3ヘクタール

ということなんですけれども、これは、まずはな

ぜこの土地が選ばれたんでしょうか。 

  それで、この土地が、もしこれ町が仲介しても

う少しまとめられなかったのかなということが２

点目です。 

  あと、もう一つ、143ページの水田農業構造改

革対策事業の中で、こちら祝い米購入費があるん

ですけれども、あと私たちの予算書のほうの67ペ

ージにも載っておりますが、こちら、祝い米購入

費として190万円が上がっているんですが、まず

こちらはどちらからお米を購入されているのか、

そして、同じページですね、こちらが農業経営基

盤強化対策事業の本年度の特徴としての耕作放棄

地の再生利用の推進のところで、46万5,000円の

予算が入っているんですけれども、私たちの予算

書のほうにも書かれておりますが、こちらの具体

的なこの推進にこの予算がどういうふうに使われ

るのか、それをお答えください。 

  あともう一点、私も去年も福祉産業で、結構去

年の予算委員会のときに話題になっていたんです

けれども、宮代の特産ということで、干し柿が結

構挙がっていて割といいんじゃないかなと思って

いたのが、今年はどこを見てもちょっとその干し

柿のことが余り出ていなかったので、こちらちょ

っとその後どうなったのか、そちらのほう、お答

えください。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） 産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（室田慶一君） 産業観光課副

課長の室田です。 

  では、お答えさせていただきたいと思います。 

  まず、モンテローザの関係、こちら、地図見て

いると飛んでいるという話もありましたけれども、

このもともとの、モンテローザの引っ張る理由と

いうのが、県の農業ビジネス課というところにこ

の会社のほうの、モンテローザという会社が、埼

玉県で農業をやりたいというお話がありまして、

できそうなところということで、宮代町等を初め

とする幾つかの市町村が手を挙げて、モンテロー

ザの方に来ていただいて、現地をうちのほうであ

らかじめこの辺どうかなというところを、何カ所

かありましたので見ていただいて、その中の１つ

としてこのあたりどうかなというのがありました。

そこのほうで聞いていただきましたので、次、モ

ンテローザと相談をしてこのエリア、全部ある程

度広く固まれるように、農業者の方にアンケート

をとりまして、アンケートをとった中である程度

まとまりそうかなということで実際に説明会をや

って、実際的に貸していただけるというところが

こういうふうに飛んでしまったというのが実態な

んです。 

  実は、本当はこの地図の中、幾つか飛んでいま

すけれども、もう少しエリアを狭くでアンケート

をとったんですけれども、だめだったので広げて

こうなったんです。ということで、かなり努力を

させていただいた結果でこうなっていまして、た

だ、今後の中でモンテローザのほうで少しずつ頑

張ってやっているのが見えると思うんです。ビニ

ールハウスをもう、６棟も建てて、連棟の３連棟
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を１棟というのもあったりもして、あと、育苗ハ

ウスも建てているという。実際に今、リーフレタ

ス等についてはそろそろ出荷という形になってき

て、それを周辺の方は見ていまして、じゃ、うち

もやってもらおうかなという話も来ていますので、

最初は飛んでいるけれども、ここの会社、10ヘク

タールぐらいやりたいといっていますので、ゆく

ゆくはもうちょっと形もよく広がるものというふ

うに思っているところでございます。 

  次に、143ページの水田のお祝い米の関係なん

ですけれども、こちらのほうにつきましてはコシ

ヒカリの特別栽培米というのを新しい村から購入

しています。特別栽培米でコシヒカリというとこ

ろがなかなか難しいというのもありまして、せっ

かく食べていただくのであれば、自信を持ってお

いしいお米ということで、そういう米を特別にや

ってもらっています。 

  続きまして、143ページの耕作放棄地再生利用

対策補助金でございますけれども、こちらのほう

のお金につきましては、町の地域再生協議会とい

うところに補助金として出して、それで例えば今、

草ぼうぼうに生えているけれども、自分がきれい

にして耕作するよなんて方に支援をしながら、利

用権を設定していただいて、きれいにしていただ

いて、補助金を支出しながらやっているという事

業をしております。 

  あと、干し柿なんですけれども、実のところこ

の干し柿というのはシルバー人材センターでやっ

ていまして、私どもの所管ではないんですけれど

も、一応あそこの体育館、山崎の体育館のところ

で、敷地の中にも新しく苗木を植えて、今一生懸

命やっているようです。去年につきましても、結

構人気があったらしくて、つくったものはすぐさ

ばけたという話を聞いています。また、去年もお

話したかと思うんですけれども、シルバー人材セ

ンターさんにつきましては、庭の手入れだとかい

ろんなつき合いの方のところへ行って仕事をする

ときに、渋柿があったら、この渋柿譲ってもらえ

ないかなという形で調整しているという話を聞い

ておりますので、宮代の農業委員さんと再生化推

進委員にもチラシを配って、もしいい方がいたら

紹介してくださいというお願いもしながら進めて

いるところです。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） ご答弁ありがとうございま

す。 

  まず、モンテローザのところなんですけれども、

とても努力していただいたようで了解いたしまし

た。 

  私の知り合いでもこういう形で企業さんに入っ

ていただけるならすごくやってほしいという方が

結構いらっしゃって、モンテローザ、今回入った

んですよと言ったら、え、どこどこみたいな、そ

ういう話を結構聞いていたので、もし近ければお

話させていただこうかなと思います。この先もぜ

ひ、もっといろんな企業さんが入ってくれるよう

にまたしていただけたらと思います。 

  次の祝い米なんですけれども、こちら、私先ほ

ども言いましたけれども、去年も福祉産業だった

ので、こちら物すごくいい案だなと思って私も推

奨していたのでちょっと責任を感じているんです

けれども、私も宮代に入ってきた身で、ずっとこ

こに住んでいるわけではなかったので、どうして

も新しく入ってきた方が喜ぶだろうなというとこ

ろについつい目が行ってしまいまして、今道仏あ

たりに外から越してこられた非農家さんのお宅に

お子さんが生まれたりとかしたら、とても喜ばれ

るんじゃないかなと思っていたんですけれども、

やはり宮代町は代々農家さんでいらっしゃるとこ
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ろにお子さんも生まれていますし、私のご近所の

方も４代目の農家さんのところにお子さんがやは

り生まれているんです。実際その方に祝い米って

どうですかとちょっと聞いたんです。そうしたら、

何でももらえるものはありがたいけれども、ただ、

自分の家でもお米はつくっているので、もしお祝

いいただけるのであったら違うものでもいいかな

という感じだったんです。それで、例えば新しい

村ということなので、たしかお米は新しい村に行

って、券と交換だったか、何かそんな感じだった

とお聞きしたんですけれども、例えば選択という

か、お米はもうお家にあるんだという方であった

ら、その新しい村の何か商品を買える商品券とか、

そういうことをちょっとお考えいただけないのか

なということです。 

  あと、もう一つ、耕作放棄地の補助金のほうは、

これは結局先ほどのお答えからいえば、草刈りの

補助とかそういうところに使われる予算というこ

とでよろしいのでしょうか。 

  あと、干し柿は順調にいっているようで安心い

たしました。こちらはこのままで大丈夫です。 

○委員長（田島正徳君） 産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（室田慶一君） 産業観光課副

課長の室田です。 

  では、質問に答えさせていただきたいと思いま

す。 

  まず、142ページの水田農業の関係の祝い米の

関係です。こちらのほうの事業の目的というのが

当然あってつくっているんですけれども、なぜか

という中については、こちらのお話の、議員さん

のおっしゃるとおりで道仏地内で区画整理事業で

お子さん等が生まれている若い方もいっぱいいら

っしゃるんですが、何分うちは農業振興担当です

ので、うちのほうの役場といいますか、宮代町の

基幹の作物が水稲なんです。毎年350ヘクタール

ぐらいでお米ってつくられているんですけれども、

そちらの維持といいますか、水田があるというこ

とは豊かな農村、田園風景だとかそういった景観

の配慮なんかでも当然生きているので、そのお米

に対しての振興をしていきたいなということでつ

くった事業でもあって、宮代産米の商品の拡大で

すとか、地産地消の推進、子育て世代の応援とい

う観点からもお米をプレゼントすることになって

いまして、１人生まれると５キロ券を４枚あげて、

１回に持っていかれる方もいらっしゃるんですが、

うちのほうの狙いとしては、できれば５キロ券を

１枚ずつ、村に４回来てくれないかなと。４回来

ていただければ村のよさがわかって、直売所の結

のほうでお買い物なんかをしていただくとありが

たいなと思っているところもありまして、そんな

ふうに考えてつくった事業というふうにご理解い

ただければありがたいと思います。 

  また、こちらのほうの同じページですけれども、

耕作放棄地の再生利用の関係ですけれども、大き

くいうと草刈りだけでもなくて、木も生えていた

りだとかさまざまな障害があるところがあったり

しますので、そういったものを再生協議会のほう

で補助金を出して、使いやすい状況にしていただ

いて、それから借りていただいてきちんと耕作を

していただけるようにやっていただけるために補

助金を出しているということでございます。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） ほかに質疑ございますか。 

  小河原委員。 

○委員（小河原 正君） 質問させてもらいます。

１点だけ。 

  新しい村。毎回議員懇談会をやると必ずとは言

いませんけれども、新しい村は直営だろうと。議

会がそのように決めたはずです。今度の議員懇談

会の声ということで、議会だよりに載せましたけ
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れども、町長の判断で行っていると、今の直営運

営で。これだけの言葉では多分理解できないと思

うし、してもらえないと思います。直営というの

はどういうことだというようになっているんです。 

  私なんかも質問されて困る部分があるんですけ

れども、議会が否決しておいて今までの何年か先

からずっと同じ。それでは直営とは言われないで

すよね。何か変わったことが幾らかでもあれば、

なるほど、直営に向けたんだなとなるわけです。

変わっていないんです、全然。それで直営と言え

るのかと、また必ず出ると思いますよ。だから、

納得してもらえないわけです、町民の方に。我々

議会も否決しているんですから、それは当然、今

のやり方は直営と思っていないはずですから、多

分、私は思っていない。と言うのは、先ほど言い

ましたように変わっていない。何年か先からずっ

と。それでいいのかどうか。何か理解できるよう

な変えることを考えているのかどうか。それをま

ず、聞かせてもらいたいと思います。 

○委員長（田島正徳君） 産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（吉永吉正君） 吉永です。お

答えさせていただきます。 

  予算書で言いますと142ページになります。新

しい村の指定管理と直営ということでございます。 

  指定管理者制度と直営の最もここが違うんだと

いうところが、主な点が３点ございます。これは、

１つが指定管理者制度の場合、利用者からの料金

をみずからの収入として受け取るといいますか、

収受することができるというのが１点です。 

  それから、２点目が地方公共団体ですから市町

村です、町の承認を得て、みずから指定管理者が

料金を設定することができるという、そういう権

限がなるんですけれども、みずから料金を設定す

ることができるというのが２つ目です。 

  それから、３つ目です。施設の使用許可を出す

ことができる。という３点が指定管理者制度の中

では認められる権限になります。現在新しい村で

はこの３つの権限は宮代町長が行っております。

今委託を受けております株式会社新しい村には、

この権限はございませんので、現在は指定管理者

制度ではなく、町の直営という形でございます。 

  ここの部分が、指定管理者制度とそうでない場

合の最も大きな違いになります。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） 難しい理解、判断ですよ

ね、これは。 

  確かに収入の問題だとかみずから料金の設定が

できるとか、施設の利用の問題とか出ましたよね。

これは今までだって大体同じだと思うんです。や

っていることは。ほとんど私たちがよくわからな

い部分はありますけれども。 

  問題は、町長の判断で行っているという、こう

いう回答が出ているわけです。これがなかなか理

解できない部分です。たしか、一般質問である議

員さんが、例えば以前みたく誰かを責任者で送る

ことはできないのかと言ったら、全て網羅できる

人材がいませんと言われ、そうでないと送れない

と言っていますよね。そうしたら、誰が行くか知

らないけれども、今のあそこの責任者、そんな網

羅できる人なんですか。私、聞きたいんです。 

  そういうことを考えると、町長がなるほどとい

うようなことをやらなかったら、これはなかなか

理解してもらえないと思います。それは、今の新

しい村を潰せとかそういうのではないと思います

よ。議員さんの皆さんの腹だって。ただ、運営が、

直営なんだから、ただこういうことをやるだけで

直営化と言えるかと、前のあるときの議会のとき

に、今のやり方が直営だと課長が答えたよね。説

明をしなくて、今のやり方が直営だと一発でやら
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れたんです。それでは理解できないです。今言っ

たことで何で理解できると思います、また、理解

できると思います。直営というのはこういうこと

だけではないです。確かに人間もいないと、町の

職員が。そういうのもいなかったら直営なんて言

えるものではないですよ、なかなか。 

  これは、町長がやる気があるのかどうか、そう

いう本当の直営に。私はなかなか今のやり方では

理解されないと思います。直営というのをもう少

し研究したほうがいいと思います。本当です、一

般質問で出した方の言っていることが、正しいと

思います。誰か職員がやはり行くべきだと。そう

したら、それだけ行く、全てを網羅できる人材が

いませんと。全部網羅できる人材って、そんない

ませんよ、そんなに。私、あのとき思ったのは、

今の宮代職員でもいるでしょ、それを網羅できる

人。いないんですか。そのぐらいの人材、いっぱ

いいると思いますよ。今の職員だって。兼務職だ

っていいんだから。そのぐらいのこと、町長、や

ったほうがいいと思う。でなければ理解されない

と思いますよ、直営として。 

  これ以上言ってもまた、同じ答弁になると思い

ますから、一くさり言っておいて、きょうはやめ

ておきたいと思います。また機会があったらやり

ます。 

○委員長（田島正徳君） 産業観光課課長。 

○産業観光課長（長堀康雄君） 産業観光課長、長

堀でございます。 

  小河原議員さんがおっしゃるとおり、法的な形

で言いますと、先ほど副課長が説明したとおりに

なるのですが、確かにそうは言っても、一般の町

民の方から見たときにわかりにくいという部分も、

これはあるかと思います。 

  能力の面ですが、一般質問のときに出た件なん

ですけれども、能力の面もあるんですけれども、

やはり役場の場合には人事異動のローテーション

という問題があるということと、能力というのが、

ふだん一般事務をやっているものが現場に行った

ときというのは、また、専門知識が必要とされる

ので、そういう人間が行っても、現場となかなか

融和できないというか、役所の人間が行っても、

ちょっと現場感覚とずれがやはり出てくるだろう

というふうに考えています。それは、新しい村が

立ち上がったときに町の職員が入り込んでやって

いたときに、そういう部分が実際にあったという

部分がございますので、そこはやはり、なかなか

難しいのかなというふうには考えております。 

  ただ、議員ご指摘のとおり、このままでいいの

かという問題は確かにあると思います。それにつ

きましては、今この場でどうするということはち

ょっと申し上げられないのですが、現在来年度あ

るいは再来年度に向けて、もう少し経営の理念と

いうのと、農のあるまちづくりの理念というのと、

経営というのが一体化するような、あ、ちょっと

変わったねというようなことを感じていただける、

あるいは思っていただけるような町と会社との組

織体制にできればなということで、今検討してい

るところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） 検討しているということ

ですから、期待はします。 

  ただ、私が人事のことをこうしろなんて言える

立場ではありませんが、ただ、職員だって優秀な

人がいると思っていますから。全て網羅とは言わ

ないけれども。課長が優秀な人はいないと言った

ら問題になるからね。私はいると見ている。今ま

で長い間一緒に役場で皆さんの活動を見ていて。

いっぱいいますよ、役場にも。職員にごまをする

わけではないけれども、それだけの人材はいると
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思いますよ。ところが、この間の答弁では全てを

網羅しなくてはならない、そういう人材がいない

ような答弁をしましたよね。そんなことない、い

ます。だから、兼務職でもいいんです。私はそう

思う。 

  以前は、榊原町長が社長をやっていた時代があ

るけれども、それからも違う人がなってきたけれ

ども、いろいろやはり役場が入っていいか悪いか

は、いろんな部分的にはあるかもしれませんけれ

ども、やはり今の状況では直営とはみなされない。

私は今でも思っています。また多分５月に議会懇

談会をやります。また、同じ質問が出るかもしれ

ません。ですから、早いうちに検討して、なるほ

どというものを考えてもらいたいと思います。５

月までに本当は出してもらいたい、また出たら答

弁しなくてはならない。今度は議会４回目、何、

答えられないのかと言われる。今のやり方が本当

に直営かと言われたら困る。一つ、５月までに、

５月12日だっけ、議会懇談会をやりますので、そ

れまでに町長、理解できるような答弁をお願いし

たいと思います。 

  それだけ申し上げて要望としてやめます。 

○委員長（田島正徳君） ほかに質疑ございますか。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（田島正徳君） それでは、休憩いたしま

す。 

 

休憩 午後 ６時００分 

 

再開 午後 ６時１２分 

 

○委員長（田島正徳君） 再開いたします。 

  引き続き、産業観光課分の質疑を行います。 

  質疑ございますか。 

  合川委員。 

○委員（合川泰治君） 合川です。質問をさせてい

ただきます。 

  まず１点目が、この宮代町中小企業融資制度と

いうことで、毎年ゼロ件という中でずっと施策と

して載ってくるということで、前からちょっと気

になっているところなんですけれども、今回も予

算化されてこの制度を継続するという、その考え

方をまずお伺いしたいというのが１点でして、次

に特産に関してなんですけれども、今回も特産品

をつくるということで、新しい村に委託をしたり

いろいろやるんですけれども、つくった後のその

先というんですか、それが製品化されてしっかり

流通に乗って、それが産業として根づくような施

策というものが見受けられなくて、そこの担い手

のところってどう考えているのかなというところ

をお伺いしたいと思います。 

  もう１点、最後なんですけれども、このメイド

インみやしろ推奨事業というのがあるんですけれ

ども、これも毎年同じようにあるんですけれども、

今年からちょっとてこ入れをしていくようなお話

を聞いたんですけれども、このメイドインみやし

ろのそのてこ入れという点についてはどのように

これまでと違ったことをやっていくのかという点

をお伺いいたします。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） 産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（吉永吉正君） 吉永です。お

答えいたします。 

  予算書の150ページです。中小企業融資事業に

つきましてお答えさせていただきます。 

  継続の考えということでございますが、現在は

金利が大変低い状況でございます。県の制度、先

ほどちょっとご紹介させていただきましたけれど

も、町の制度よりも利率の低い融資制度というも

のが実際ございます。ただ、金利といいますのは
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国内の状況であったり、海外の状況であったりと

いうことで、生き物といいますか変動ということ

がございますので、この低金利というのがいつま

でも続くという保証もございませんことから、町

の公的な中小企業の融資制度として維持していき

たいというふうには今、考えてございます。 

  続きまして、メイドインみやしろの関係でござ

います。予算書で申しますと150ページでござい

ます。 

  今回平成30年度の事業としまして、メイドイン

みやしろ推奨品の認定事業を、中を少し見直しま

して、生産者にとりましても登録のメリットがあ

るもの、それから消費者、町民の、町民だけでは

ございませんけれども、消費者にとっても魅力の

感じられる認証制度になるようにということで、

中身の見直しを考えてございます。 

  何点か見直そうと思っている部分があるんです

けれども、まず１点目は、これまでの認証制度は

どちらかといいますと食品、食べ物が多くござい

ました。ぜひ、町の商業、工業もございますので、

食べ物以外の工芸品ですとか、工業製品です。こ

ういったものもぜひ、認証制度に手を挙げていた

だけるような、そんな制度にしたいとういうふう

に考えています。そのために実は、認証商品のカ

タログというのを作成しようというふうに思って

います。今までホームページ上では商品の掲載、

宣伝を行ってきたんですけれども、また町の広報

紙も使って出しておりましたけれども、全体が一

様に見られるようなカタログというものが今まで

ございませんで、それをつくってぜひ、ＰＲした

いというふうに考えています。 

  それから、２点目です。これまでのメイドイン

みやしろは認証制度をとりますと、それが３年連

続で認証しますと殿堂入りということで、もうず

っとメイドインみやしろ商品ですよというような

ことになっておりました。今度は、一旦認証をと

れた品物であっても、さらにもっと高みを目指す

といいますか、ぜひ、町外、それから全国でも通

用するような品物にまでなっていただきたいとい

うふうに思いまして、これまでの認証、登録制度

がもちろんございまして、その上にさらにちょっ

とハードルの高い部分を設けまして、２段階式に

したいというふうに考えています。ですので、一

旦認証を受けた品物であっても、さらにもうちょ

っと狭き門といいますか、努力が必要なような条

件をつけまして、さらに努力していただけるよう

な、そんな制度にしたいというふうに考えていま

す。 

  それから３つ目ですけれども、ぜひ、町民とい

いますか消費者、町民の方です。実際に品物を使

われる、お菓子なんかを食べられる、そういう方

の意見も反映させたい、生産者に伝えたいという

ことで、町民のモニター制度というものを設けた

いというふうに考えております。このモニターに

なっていただいた方に投票していただきまして、

その年の、これはモニターが選ぶんですけれども、

年間賞といいますか、何点か賞を上位の何点かに

賞を送って、消費者の方というか町民の方に喜ば

れる品物であったということを生産者にも感じて

いただきたいというふうに思っていまして、大き

く以上の点を直していきたいというふうに考えて

おります。 

○委員長（田島正徳君） 産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（室田慶一君） 産業観光課の

副課長の室田と申します。 

  では、特産品というご質問を受けましたので、

ページ数が144ページの農業の６次化ということ

からお話をさせていただければと思います。 

  農業６次化につきましては、本来であれば農家

の方が作物を栽培して、加工して販売までやると
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いうのが６次化なんですけれども、なかなか実際

的に全てのことをやろうと思うと、株式会社化す

るだとか、ある程度アルバイトさんを雇うだとか、

相当かけていないとできないというのもありまし

て、町のほうにつきましては、商業の方と連携を

図りながらやっていこうということで、今現在６

次化の戦略研究会というのをやっていまして、意

見交換等をしています。 

  また、宮代町の伝統食の掘り起し調査というの

をやっていまして、どういうことをやっているか

といいますと、農家の方に町の委託業者の方と、

それから町の職員が二人組になって、農家の方に

聞き取り調査をして、どんな料理を昔からつくっ

ているのかというのを実際つくってもらって、試

食して、またつくり方を教えてもらったりしてや

っているということです。どんなのがあったのと

いう中につきましては、呉汁です。宮代だけでは

ないんですけれども、呉汁というものがあったり

だとか、あと、キュウリの普通、佃煮というのは

余りなくて、漬物が多いんですけれども、キュウ

リの佃煮というちょっとおいしいものもあったり

しましたので、そういったものが今、商品化でき

ないかなということで調整をとっています。また、

キュウリの佃煮につきましては、日持ちができる

のもできなくはなさそうなので、ゆくゆくの中に

ついては、まずは紫マルシェですとか、そういう

マルシェ的なところで試食販売だとか、また、試

食いただいて多くの人に名前を知ってもらって、

その後調整をした後に製品化だとか、ゆくゆくで

きたらいいなというのは、ふれあい納税の返礼品

ですとか、そういったものに使えたらいいなと思

っています。 

  また、どうしてもふっと思いついてこれがいい

んじゃないというのもなかなかできませんので、

地についた活動として、まず伝統食を調べて、そ

れを現代風にアレンジをしてやっていくと、少し

定着をしていったらいいのかなと思っています。 

  また、６次化の種というのはいろんなところに

ありまして、宮代町につきましては紫芋というの

も新規事業者がつくっていますので、そちらのほ

うのさらなる消費拡大のために、紫芋の加工品な

んかも研究してまいりたいと思っていまして、何

年か前から宮代高校と組んでおまんじゅうをつく

ったりだとか、それから、ゆず香もちのなかに紫

芋のあんこを入れてみたりだとかやっていますけ

れども、いろんな方の協力を得ながら、ＰＲも含

めてやっていきたいというふうに思っています。 

  また、先日、去年11月にやった郷土資料館の伝

統食の試食会につきましては新聞等でも取り上げ

られましたので、結構伝統食とつく中については、

結構インパクトもあるのかなと思っていますので、

そういった形で進めてまいりたいというふうに思

っています。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） 合川委員。 

○委員（合川泰治君） ありがとうございます。 

  質問した内容についてはおおむね理解しました。 

  お伺いしたいのは、やはり開発してもらって、

結局そのものを、例えば営業でそれを持って行っ

て、どこに流通する、おろす、そういった交渉な

りそういった手間であったり、商品として、本当

に産業として成り立つには、かなりハードルは高

いと思うんですけれども、その辺を誰がやるとい

う、その担い手です。こういった商品を開発して

くれた商店にお任せでも限界があるし、やはりそ

れをどうやって町が支援できるのか。つくること

だけを支援しているのか、その先の出口に対して

は町としてどういった支援をするというのが、ど

ういったお考えがあるのかというのをお伺いした

いと思います。 
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○委員長（田島正徳君） 産業観光課長。 

○産業観光課長（長堀康雄君） 産業観光課長の長

堀でございます。 

  議員ご指摘のとおり、まさにそのとおりで、そ

こがかなりちょっと高いハードルになるかと思い

ます。つくったら売れるという、プロダクトアウ

トの考え方はもう、やはり通用しなくて、消費者

の人は何を求めるかというマーケットインの発想

で考えていかないと、なかなかこれだけ民間企業

も多くの自治体も同様な事業に取り組んでおりま

すので、難しいのかなと思います。 

  そのためには、今行っているような地産地消的

な町内の方に知っていただくためにメイドインみ

やしろの制度だとか、消費者モニターだとかそう

いう制度も大切だとは思うんですが、やはりこれ

からはそれプラス地産外商的な発想がやはり必要

だと考えております。そのためにはいろいろある

んですけれども、まず、それに耐え得る商品をつ

くるということが大事だと思うんですが、埼玉県

なんかでも行っております、そういう商談会みた

いなのが民間企業と生産者とが一堂に会したもの

がございますし、民間ベースでもそういうのがあ

るわけなんですが、そういうところに武者修行で

はないんですけれども、商品を出して、新たな取

引先みたいなところができるかという、そういう

ことへもチャレンジしていくべきではないかなと

いうふうに考えております。ただ、これは行政が

一方的にできることではございませんので、やは

り商業者の方であったり、農家の方であったりと

連携し、話し合いながらそういうところに一緒に

チャレンジしていきませんかという話し合いをし

てまいりたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） ほかに質疑ございますか。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  １点だけお尋ねしたいと思います。 

  150ページ、151ページの中小企業融資事業なん

ですが、これは先ほど山下議員も指摘したところ

なんですけれども、中小企業融資制度、これがも

う、11年です。ゼロ、ゼロ行進です。先ほどから

も言われているように、これははっきり言ってよ

ほどこの融資制度の内容を知らない人ではない限

り、借りていません。というのは、県よりも金利

が高いからなんです。抜本的にここを変えない限

り、借りるわけがないです。仮に、産業観光課で

も必要な事業、これは地方債を借りるときに、借

りなければいけないときに金利の高い起債をしま

すか。事業をやるときに金利の高い起債をわざわ

ざ設ける必要はないし、やはりどこが一番金利が

低いか、それを見きわめて普通、起債するでしょ

う。こんな、金利プラス保証料です、プラス。県

のほうが１％前後という中で借りていないです。

どうしてこういうふうに、前段も継続事業にして

いるんですか。それは、中小企業融資事業があり

ますよというだけでしょう。何で続けるんでしょ

うか。その融資制度の条件が整うまで廃止したほ

うがいいです。その辺、どういうふうに考えてい

るのでしょうか。１点。 

○委員長（田島正徳君） 産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（吉永吉正君） 吉永です。 

  中小企業融資制度についてお答えさせていただ

きます。 

  現在宮代町の金利は1.7％でございます。預託

している金融機関が町内の３行ございます。埼玉

りそな銀行と、それから川口信用金庫さん、それ

から埼玉県信用金庫さんでございます。こちら、

預託金でございますけれども、今一度預託先の金

融機関と金利のことについて調整といいますか、

相談をさせていただきたいなと思います。その後
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に、金利がどこまでどうなるのかというのは、ち

ょっと相談をさせていただいてからのことになり

ますけれども、宮代町では一旦ちょっと金融機関

と相談させていただきたいと思います。 

  ただ、近隣の市町でも同様の制度がございまし

て、実は杉戸町さん、春日部市さん、久喜市さん

等も金利ではほぼ宮代町と同様でございます。そ

うした中で、宮代町だけどうかということもござ

いますので、少し近隣の状況も見ながらでござい

ますけれども、金融機関ともちょっと相談をさせ

ていただきたいというふうにございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  今答弁がありましたが、それはそれとして、こ

の預託金を、この制度を使っていくという意味で

は使いやすいより使いやすいようにという努力で

す。それは必要かと思うんですけれども、いかん

せん実績が11年、資料でも16ページに載っていま

す。11年間ゼロです。これだって恐らく商工会で

町の融資制度、運転資金あるいは設備資金です、

どういうのがあるんでしょうかといって聞いて、

じゃ、借りようかな、でもこっちにもこういうの

がありますよといったら、当然行っちゃいますよ

ね。進めるほうだってこういうのがありますよっ

てはっきりしているんじゃないですか。昔、金融

広告というのがあって、無担保、無保証だとか、

そういうのもありましたけれども、やはり借り手

にとって有利なほうが、それはどんな理屈を言お

うが間違いないんです。これは町内中小企業の事

業振興を図るためで、金利が安いほうが事業振興

を図る上でも、そっちのほうがそれだけ見ても行

くじゃないですか。 

  先ほどほかの、近隣の町村の、市町の状況もと

いう話なんですけれども、これについてはずっと、

先ほどほかと違うのは営業を１年以上営んでいる

という条件が宮代の場合は半年だと、それだけな

んです。でも、運転資金にしても、特に運転資金

なんか借りて、また返して、また借りて、返して、

それが通常の借り方なんですけれども、これでは

全然。どういうふうにこの間ずっと努力されてき

たのか。問われないですかね、そのことは。答弁

願います。 

○委員長（田島正徳君） 産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（吉永吉正君） 吉永です。 

  中小企業の融資制度でございますが、ＰＲとい

うことでは町の広報紙に記事を掲載してＰＲ、そ

れからホームページ上でも融資制度の記事を掲載

してＰＲということをさせていただいてまいりま

した。制度自体はもちろん、商工会にも町の制度

ですので情報といいますか、制度自体のＰＲはお

願いしているところでございますけれども、周知

方法としましては以上でございました。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） それはそうでしょと言うし

かないんですが、実際平成19年度からずっとゼロ

行進。この現状をどういうふうに町として考えて

いるのか、そこなんです。借りるような努力をし

ているんですかと言いたくなりますよね。指摘さ

れて初めて、初めてではないと思うんです。努力

はしているんだと私は思います。思いますけれど

も、やはり金利の関係では抜本的にできないと、

やはり借り手だってないですよね。そこをどうい

うふうにこれまで検討されてきて、なおかつ来年

度も実施していこうと思っているんでしょうか。 

○委員長（田島正徳君） 産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（吉永吉正君） 吉永です。 

  中小企業融資制度でございますが、先ほども申

しましたとおり金利は上下がございますので、ぜ
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ひ、町のセーフティーネットと申しますか、融資

制度ということで県の制度で、まだそこに到達、

条件がそこに入らない方でも短期の方は該当にな

るという部分もございますので、制度としては維

持していきたいというふうには考えております。

ただ、もちろん金利のことですので先ほど申しま

したとおり預託先の金融機関とも再度相談といい

ますか、ちょっとお話合いをさせていただきたい

というふうに思います。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） ほかに質疑ございますか。 

  金子委員。 

○委員（金子正志君） イベントをいつまで続けま

すか。 

  トウブコフェスティバルはあと何回続ける予定

かお願いいたします。 

○委員長（田島正徳君） 産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（吉永吉正君） 吉永です。 

  イベントの継続、予算書で申しますと151ペー

ジでございます。まず、トウブコフェスティバル

をいつまで続けるかというご質問でございます。 

  こちら、後期実行計画に位置づけさせていただ

いて、現在事業を行っておりますトウブコフェス

ティバルですが、まちなか企業創業支援事業とし

て宮代つながりづくりの和ｅ輪ｅでございますが、

こちらは宮代型観光の推進事業ということで、そ

れから「いーね！」です、こちらも宮代型観光の

推進事業の中に位置づけさせていただいて、現在

実施しておりますことから、平成32年までは実行

計画事業としての位置づけがございまして、続け

させていただきたいというふうに考えております。 

  その後につきましては、またこれは実行委員会

組織で行っておりますことから、その後について

はまた、実行委員さんとも話をさせていただきま

して、そのまま継続できるのか、あるいは違った

形になるのか、ちょっとその先まではまだ、ちょ

っとご相談できていないんですけれども、当面、

平成32年度までは実行計画期間でございますので、

継続してまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 金子委員。 

○委員（金子正志君） 平成32年までということで

理解しました。 

  次に、お店を開くリフォーム代200万、これ、

なぜ西口区域だけ対象なんですか。宮代町には４

つの商店会があるわけですけれども、東口と百間

新道と、あとはどこですか。それを除いた理由を

聞かせてください。 

○委員長（田島正徳君） 産業観光課副課長。 

○産業観光課副課長（吉永吉正君） お答えいたし

ます。予算書で申しますと151ページの関係でご

ざいます。 

  住宅店舗のリフォーム200万円の予算で計上さ

せていただきました住宅店舗のリフォーム補助金、

こちらの関係は町内全域が対象とさせていただき

たいというふうに考えてございます。 

  それからもう一つです。同じく予算額で申しま

すと200万円でございますが、空き店舗の改修費

補助金というのがございます。こちらは、東武動

物公園の東側です、につきましては再開発といい

ますか整備の関係がございまして、この補助金を

使いますと３年以上その場所で商売を続けてくだ

さいという制約を設けさせていただいています。

直してすぐ、やはり出ますということのないよう

にということで期間を設定させていただいており

ます。その関係で東口では再整備という話がござ

いました関係で、対象の区域からちょっと外させ

ていただいたという経緯がございます。 

  以上でございます。 

  百間新道さんはエリア内でございます。 
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○委員長（田島正徳君） ほかに質疑ございますか。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（田島正徳君） ないようですので、以上

で産業観光課分の質疑を終了いたします。 

  本日はこの程度にとどめ、次回は３月７日水曜

日、午前10時から委員会を開き、健康介護課分の

質疑から始めたいと思います。 

  これにて延会いたします。 

 

延会 午後 ６時４７分 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開会の宣告 

○委員長（田島正徳君） 皆さん、おはようござい

ます。 

  ただいまの出席委員は12名であります。 

  これより、３月５日に引き続き予算特別委員会

を開きます。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第２５号の審査（健康介護

課・まちづくり建設課） 

○委員長（田島正徳君） 本日は、議案第25号 平

成30年度宮代町一般会計予算についてのうち、健

康介護課、まちづくり建設課分の順に質疑を行い

ます。 

  これより健康介護課分についての質疑に入りま

す。 

  委員会の運営上、必ず挙手をして、委員長の許

可を受けてから発言いただくようお願いいたしま

す。 

  まず、担当課長から出席者の紹介をお願いいた

します。 

○健康介護課長（小島 修君） おはようございま

す。健康介護課長の小島でございます。よろしく

お願いいたします。 

  順次、自己紹介という形で進めさせていただき

ます。よろしくお願いいたします。 

○健康介護課副課長（岡村行雄君） おはようござ

います。健康介護課高齢者支援と介護保険を担当

しております、副課長の岡村でございます。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

○健康増進室長（竹花 治君） おはようございま

す。健康増進室長の竹花と申します。よろしくお

願いいたします。 

○健康介護課主幹（齋藤俊美君） おはようござい

ます。健康介護課高齢者支援担当の齋藤と申しま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

○高齢者支援担当主査（齋藤千洋君） おはようご

ざいます。健康介護課高齢者支援担当主査の齋藤

でございます。よろしくお願いいたします。 

○健康増進室主幹（星野靖史君） おはようござい

ます。健康介護課健康増進担当、星野と申します。

よろしくお願い申し上げます。 

○健康増進室担当主査（浜津恵都子君） おはよう

ございます。健康介護課健康増進担当主査、浜津

と申します。よろしくお願いいたします。 

○健康介護課長（小島 修君） あともう一名、介

護保険担当の主幹の横内がおるんですが、ちょっ

と今、相談に入っておりまして、ちょっとおくれ

て来ると思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 答弁に当たっては、職、

氏名を述べていただくようよろしくお願いいたし

ます。 

  質疑はございますか。 

  唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） おはようございます。唐沢

です。 

  何点か質問をさせていただきたいと思います。 

  まず、第１点でございますけれども、予算書の

136ページ、137ページ、それから委員会資料の４、

５、６ページ、私たちの予算書の62ページを絡め

て質問させていただきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

  まず、第１点でございますけれども、予算書の

136ページ、福祉医療センター運営事業の中身に

ついて質問させていただきたいと思います。 
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  この中で報償費の関係、事業費の関係、委託料

の関係、順次質問しますので、よろしくお願いし

たいと思います。昨年も、若干同じような質問を

したと思うんですけれども、ひとつよろしくお願

いしたいというふうに思います。 

  まず、この中の中身でございますけれども、公

設宮代福祉医療センターの運営懇話会の関係、そ

れからその下にございます、同じく医療センター

の管理運営協議会委員の関係、この委員さんは昨

年と同じなのかどうか、それからこの中で、資料

の関係の委員会資料の46ページ、メンバーのいろ

いろと質疑も載っておるんですけれども、この関

係も含めてひとつご答弁をよろしくお願いしたい

と思います。 

  それから、11の需用費の関係でございますけれ

ども、施設修繕費ということで190万ほどの予算

書が載っておるんですけれども、ちなみに昨年は、

冷暖房の修繕費ということで450万ほど載ってい

た経緯があると思うんですけれども、ことしのこ

の修繕料はエレベーターというふうに聞いておる

んですけれども、その関係をひとつお聞かせいた

だきたいと思います。 

  それから、13の委託料の関係、400万載ってお

りますけれども、この委託料の中身をひとつお聞

かせ願いたいと思います。 

  それから、14の使用料及び賃借料ということで、

医療機器のリース料ということで載っておるんで

すけれども、これも670万ほど載っておるんです

けれども、毎年500万から600万ほどのリースが載

っておるんですけれども、このリースの中身につ

いてひとつお聞かせいただきたいと思います。 

  それから、25の積立金の関係でございますけれ

ども、昨年の決算書を見ますと、積立金が330万

ほどの積立金になっていたと思うんですけれども、

現時点でこの基金の積立金はどのぐらいの額にな

っているのか、ひとつよろしくお願いしたいと思

います。この中身については、施設整備基金条例

の関係で入れていると思うんですけれども、基金

の目的も含めて、ひとつ中身をお聞かせ願いたい

と思います。 

  医療センターの関係は以上ですけれども、もう

一点なんですけれども、私たちの予算書の61ペー

ジのほうで、健康、教育事業ということで、30年

度の目標ということで、健康マイレージの事業が

載っておるんですけれども、現時点の登録者数、

これ恐らく聞いておるんですけれども、もう一回

確認をさせていただきたいと思います。 

  それから、実際これに登録している人のアンケ

ートを実施したというふうに聞いておるんですけ

れども、このアンケートの結果の集約はどうなっ

ているのか、ひとつお聞かせ願いたいと思います。 

  とりあえず以上、よろしくお願いいたします。 

○委員長（田島正徳君） 健康増進室長。 

○健康増進室長（竹花 治君） 健康増進室長、竹

花でございます。質問に順次お答え申し上げます。 

  まず、六花の運営懇話会の委員さんでございま

すけれども、こちらにつきましては、今年度から

新たにまた改選がございまして、公募の方５名を

含めて10名の方にお願いしているところでござい

ます。同じ方は基本的にはいらっしゃらなくてと

いうところで、公募の方々は同じ方々が４名いら

っしゃいまして、あとのそれぞれの協議会からの

推選の方々はボランティア協議会の方は１名一緒

でございますけれども、それ以外の方々はかわっ

てございます。 

  あと、需用費につきましてですけれども、需用

費のエレベーターにつきましては、六花に３台ご

ざいますけれども、これの中の一番使用頻度が高

い部分が点検をしているうちにちょっと摩耗して

いる部分が結構あるということですので、部品交
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換というところで予算のほうを上げさせていただ

いております。 

  あと、委託料につきましては、30年度から公設

宮代福祉医療センター、開設からもう15年以上た

っておりますので、現在の町周囲の医療整備の状

況ですとか介護保険施設とかの状況も含めまして、

今後のあり方ということを検討したいということ

での調査費用として委託料のほう掲載させていた

だいています。 

  あと、六花の使用料でございますけれども、今

現在、デジタルＣＲの読み取り機、超音波の機械、

あと全身用のＣＴの機械、あと内視鏡の機械と４

つのリースを行っております。内視鏡につきまし

ては平成25年から開始しておりまして、30年の途

中で５年間のリース期間が過ぎますので、こちら

につきましては来年度で終わる予定でございます。

あと、超音波に関しましては、26年度から５年リ

ースで行っておりますので、31年度までかかって

おります。あとまた、デジタルＣＲの読み取り機

につきましては、平成27年度からということで32

年度まで、全身用のＣＴに関しましては、今年度

更新のほうを行っておりますので、今年度から５

年間の使用料がかかるということでご理解いただ

きたいと思います。 

  あと、積立金でございますけれども、こちらに

つきましては整備施設の基金でございますけれど

も、こちらにつきましては今年度、積立金211万

5,910円をまた積み上げてはございますけれども、

今までの取り崩し分と相殺しますと、期末の残高

が650万との金額になっております。 

  あと、健康教育のマイレージの登録でございま

すけれども、こちらにつきましては直近の２月28

日現在でございますけれども、宮代町においては

1,269人の方々に登録をしていただいております。

内訳が、歩数計が1,200、残りがアプリの状況と

いうことでご理解いただきたいと思います。 

  アンケートの集約状況でございますけれども、

今まさに進めているところでございまして、通知

を出させていただいた方々に対する回収率という

のが80％を超えているような状況でございまして、

いろいろその中でもいろいろなご意見と、今後に

向けてというご意見等もいただいておりますので、

それをまさに今、まとめている状況でございます

ので、ご理解いただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） ありがとうございます。 

  順次、再質問させていただきたいと思います。 

  まず、運営懇話会の関係でございますけれども、

運営懇話会設置規程というものがございまして、

その中の第３条の中で組織という項目があると思

うんですけれども、この組織の中で、公募の市民

から数名、それから関係機関、関係団体かな、代

表が１名、それから町長が必要と認めた、要する

に人を選ぶということで、10名以内という規定が

第３条に載っておるんですけれども、現在８名と

いうことでいいんですかね。 

〔発言する人あり〕 

○委員（唐沢捷一君） 10名、10名の方ね。規定ど

おり10名いるわけなんですけれども、この関係で

公募の市民の関係なんですけれども、何人ぐらい

公募があったのか、この公募の選定はどのような

形でしているのか、お聞かせ願いたいと思います。 

  それから、協議会の関係ですけれども、これは

規定ではなくて規則ということで第３条の中に載

っておるんですけれども、この関係については理

事長、事務局長、センター長、懇話会の会長、町

長、助役、参事ということで載っておるんですけ

れども、この７名ということになっているんです

けれども、実際には９名になっておるんですけれ
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ども、この関係は現在どなたがやっているのかお

聞かせ願いたいと思います。 

  また、同時にこの懇話会ないしは、この資料の

ほうの６ページのほうに載っておりますけれども、

平成29年度の公設宮代福祉医療センター運営懇話

会からの意見・要望ということで、それよりここ

に１回目、２回目ということで載っておるんです

けれども、この中身が、実はこの会の内容の中で、

利用状況、経営状況、交流事業、改善点、意見、

要望等々となっているんですけれども、中身につ

いては、若干こんなことを言うと失礼なんですけ

れども、極めて何かお粗末と言っちゃ申しわけな

いんですけれども、どういう中身がどのぐらいの

時間をかけてこの懇話会をやっているのか、ひと

つお聞かせをいただきたいと思います。この中で

食事の関係、それから監視カメラの関係ぐらいで

終わっておるんですけれども、実際の中身、どの

ぐらいの議論をしているのか、ひとつお聞かせ願

いたいと思います。 

  それから、委託料については、今後のあり方に

ついて、一応委託するということになっているん

ですけれども、もう少し中身をちょっと詳しくお

聞かせいただきたいと思います。400万を計上し

ているんですね、詳しい内容をひとつお聞かせ願

いたいと思います。 

  それから、施設修繕費、これは毎回、先ほども

言ったとおり500万から600万のいろいろと出して

おるんですけれども、今後もこういう施設の修繕

料というのは続くのかどうか、お聞かせ願いたい

と思います。 

  それから、リースの関係も含めてなんですけれ

ども、毎年このぐらいの額がずっと続いていくの

かどうか、見通しをひとつお聞かせ願いたいと思

います。今後、公設医療センター、だんだん施設

も老朽化していますから、こういう点ではますま

すかさむのかなというふうに思いますけれども、

この中身について見通しをひとつお聞かせいただ

きたいと思います。 

  それから、基金の関係なんですけれども、現在

高約650万ほどあるということなんですけれども、

例えば、今、公設宮代福祉医療センター施設整備

基金条例というものがあると思うんですけれども、

この中で、第２条の中で積立金ということで載っ

ておるんですけれども、この積立金の中で納付金

となっておりますけれども、この納付金というの

は何％、決まっているのかどうか、ひとつお聞か

せ願いたいと思います。 

  それから、私たちの予算のほうのページ、11ペ

ージなんですけれども、健康マイレージの関係、

現在アンケートを集約ということになっているん

ですけれども、先ほどの数字でいくと、スマホの

関係が若干少ないのかなというふうに思っている

んですけれども、この普及は今後どのような形で

進めていくのか、ひとつお聞かせをいただきたい

と思います。 

  とりあえず以上、よろしくお願いいたします。 

○委員長（田島正徳君） 健康増進室長。 

○健康増進室長（竹花 治君） 健康増進室長、竹

花でございます。 

  質問に順次お答え申し上げます。 

  まず、運営懇話会の人数でございますけれども、

先ほど申し上げたように10名いらっしゃいまして、

公募の方々はそのうち５名になっております。一

応、公募の期間を設けまして、その時期に公募を

していただいて、その書類を中身を確認させてい

ただいてということでございますけれども、一応、

５名の方々にそのまま、５名応募して５名という

形でしたので、特に漏れることがなく皆さんに参

加していただいている状況でございます。 

  あと、運営協議会のメンバーということでござ
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いますけれども、こちらにつきましては、先ほど

もお話が、委員さんからお話があったように９名

の方々、町長と地域医療振興協会の理事長、あと

センター長の石井先生、あと事務局長の富樫様、

あと企画調整部長の岡本様、診療所長の宮﨑先生、

あと懇話会の会長の石井さん、あと副町長の南沢

副町長と、健康介護課長の小島と、ということで

９名の構成になっております。 

  あと、先ほどの懇話会のところでございますけ

れども、内容的な部分につきましては、委員さん

おっしゃったような形で毎年収支のところもござ

いますので、そちらにつきましても当初、ちょっ

と収益のほうが落ち込んだ時期にはそこの部分で

かなり時間のほうを費やしてというところがあっ

たんですけれども、最近は一応、利益のほうが上

がってきているということですので、一応１時間

から１時間半程度、大体１時間半ぐらいは時間か

かっているかと思いますけれども、それぐらいを

かけて会議のほうを進めさせていただいている状

況でございます。大体がやはり収支のところが一

番多かったりとか、あと六花の利用の方々に対し

てどういったことを改善しながら、どういったと

ころのサービスを継続しているとかというところ

を皆さんのほうに報告をさせていただいたりとか

ということが多くございますので、一応要望とし

ては、先ほど申し上げたような形、委員さんのほ

うからご指摘いただいたような形の、そのお食事

のほうがどうだったりとか、あと防犯カメラのこ

とだったりとかというところが、今年度につきま

してはご意見が出ていたという状況でございます。 

  あと、修繕費につきましてですけれども、ご指

摘いただいたような形で、今年度につきましては、

エアコンの修理だったとかというところが多かっ

たという状況でございます。またそのほかにも、

２階と３階の施設のほうの入所者の方々に入って

いただくお風呂のほう、昇降ができるような形で、

車椅子で行かれた方が昇降ができる形で入れるよ

うなターンリフターというものがあるんですけれ

ども、そちらのほうを修繕したりとかというとこ

ろで、金額的には少しかさんだりとかしている状

況でございます。 

  また、委員さんご指摘のように、医療機器のほ

うも老朽化しておりますので、随時更新等ではち

ょっと費用がかかってしまうというところがある

かと思います。またさらに、建物につきましても

なかなかちょっとひび割れとかが入ったりとかし

ている状況ということで聞いておりますので、今

後さらに修繕費がかさむということが予測されま

す。 

  あと、リース料の見通しでございますけれども、

先ほど申し上げましたように、今４つの医療機器

についてのリースを行っておりますけれども、今

年度が一番多く700万ぐらいなんですけれども、

来年度が670万ぐらい、その次が、再来年度にい

きますと450万ぐらい、その次が360万ぐらいとい

うことで少しずつ下がってはくるんですけれども、

まだずっと300万以上はかかるような状況でござ

います。 

  あと、積立金につきましてですけれども、積立

金は当期利益の20％を積み上げていただくという

ことになっております。 

  あと、マイレージのスマートフォンの普及でご

ざいますけれども、来年度につきましては、スマ

ートフォンだけではなく歩数計をご利用の方々に

ついてもそうなんですけれども、頑張った方には

頑張っただけのご褒美ではないんですけれども、

そういったことも考えて予算計上させていただい

ていますので、スマートフォンだけに限らず少し

でも多くの方々に参加していただいて、頑張った

分だけ見返りではないですけれども、おまけがつ
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くような形の事業を考えているところでございま

す。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） ありがとうございます。 

  再質問をまた、させていただきたいと思います

けれども、医療福祉センター、予算書の平成14年

と平成15年の予算書をちょっと見させていただき

ましたけれども、この医療センターの建設費が平

成14年が３億2,000万強でした。平成15年度の予

算では２億2,000万やはり強でした。トータルで

建設費が５億5,000万ぐらいかかっているんです

けれども、あれ以来、施設はますます老朽化して

いるんですけれども、この巨費を投じてあの医療

センターができているわけなので、今後、施設の

老朽化とともにいろんな意味でやっぱり大変だと

いうふうに思っております。そういう意味で、こ

の懇話会等々の話の内容がどういう話になってい

るのかなと思って前段で質問させてもいただきま

した。 

  特にこの中で、私たちの予算書の中で、62ペー

ジ、その他の財源ということで567万ほど整備基

金が出ているんですけれども、これは基金から支

出をされているということでいいのかどうか、そ

の点もひとつ確認をしたいというふうに思います。 

  それから、資料のほうの４ページのほうに医療

センターの利用状況が載っておるんですけれども、

何かこう、毎年若干減少ぎみな中身になっておる

んですけれども、この原因は何なのかどうか、ひ

とつお聞かせ願いたいと思います。あんまり見通

しとしてはちょっと大変なのかなというような感

じがするんですけれども、この減少状況はどのよ

うに捉えているのか、ひとつお聞かせ願いたいと

思います。 

  とりあえず以上、よろしくお願いします。 

○委員長（田島正徳君） 健康増進室長。 

○健康増進室長（竹花 治君） 健康増進室長、竹

花でございます。 

  また、再質問にお答え申し上げます。 

  六花のその他の財源ということでございますけ

れども、はい、基金で間違いございません。 

  あと、利用者の減少でございますけれども、利

用者の減少につきましては、ちょっと医師がかわ

ったりとかした時期がございまして、それで少し

一時的には減ったという報告は受けております。

ただ、その先生方も少し勤務してから長くなって

きていますので、少しずつまた回復の兆しが見え

ているというところで報告は受けているところで

ございます。 

  以上でございます。 

  続けて申しわけございません、こちらの利用状

況のところ、資料でございますけれども、各部分

で年度ごとで見たりとかすると、少し27年から28

年というのは減ったりとかはしているところもご

ざいますけれども、28から29に関しては１月末現

在ということでございますので、まだ年度が終わ

っていない途中というところでまたご理解いただ

きたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） 時間の関係もございますか

ら、もう一点だけひとつお聞かせ願いたいと思い

ますけれども、実は、補正で特殊浴槽ということ

で額的には740万、これ安くないんですよね、特

殊の浴槽ですからこのぐらいの額にはなるんでし

ょうけれども、こういう中身は、懇話会なり協議

会の中で話し合われたことがあるのかどうか、時

期的にはこれ年に１回、２回はもうやっているわ

けですから、そういう中身についての議論は、こ

ういう協議会や懇話会の中ではあるのかないのか、
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それから、年々かさむリース料、修繕料等々も含

めて、こういう会議の中ではこういう議論はして

いるのかどうか、ひとつお聞かせ願いたいと思い

ます。 

○委員長（田島正徳君） 健康増進室長。 

○健康増進室長（竹花 治君） 健康増進室長、竹

花でございます。 

  今のご指摘の、懇話会の中でそのリース料です

とか修繕費についての議論がなされているかとい

うご質問でございますけれども、こちらにつきま

しては、議論は特になされていない状況でござい

ます。単純にこちらの利用状況ですとか、そうい

った収支のところとかでは出させていただいてい

るんですけれども、その収支のところで、六花で

こう経費がかさんでいる部分というところは明確

になっているんですけれども、こちらにつきまし

ては、そのリース料ですとか修繕費というのは町

のほうからの支出分については、その場での議論

というところでは特になっていない状況でござい

ます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） ほかに質疑ございますか。 

  野原委員。 

○委員（野原洋子君） 野原でございます。 

  何点か質問させていただきます。 

  予算書の137ページの18節備品購入費のほうで

すけれども、こちらの自動車購入費なんですけれ

ども、こちらの車はどんな車か、こちらをお答え

ください。 

  あともう一点、資料のほうの４ページ、公設宮

代福祉医療センターの利用状況で、今、前段の委

員さんからもお話がありましたが、こちら総合診

療科のほうが、多分これ１月末なので少なくて、

多分これから３月いくと増えると思うんですけれ

ども、その中の外来の小児科のほうは28年度と今

１月末でそんなに数が変わらないんです。という

ことは、このままいくとやはり小児科のほうは増

えているということでよろしいのでしょうか。そ

の２点をよろしくお願いいたします。 

○委員長（田島正徳君） 健康増進室長。 

○健康増進室長（竹花 治君） 健康増進室長、竹

花でございます。 

  質問に順次お答え申し上げます。 

  まず、備品購入費、車、自動車の購入費でござ

いますけれども、こちらについては、通所サービ

スのほうをご利用している方々の送迎車両でござ

います。 

  もう一点目、小児科の診療利用状況のところで、

小児科が増えているというところでございますけ

れども、こちらについては、はい、ご指摘のとお

りでございます。かなり先生も来ていただいてか

ら少し長くなってきておりますので、住民の方々

にも小児科があるという認識が少しずつ増えてき

ているという情報、報告も受けております。です

ので、多分年度末までいくとかなりの数が増えて

くるということが予測されるかなというふうに認

識しているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） ご答弁ありがとうございま

す。 

  再質問させていただきます。 

  今の車の購入は、通所のための、多分ケアか何

かだと思うんですけれども、実は、たしか去年の

暮れだったか、ことし入ってすぐだったか、六花

の多分あれはリフトカーか何かがかなり老朽化し

ていて、オイル漏れを起こしているという状況を、

私、そちらを発見された方からちょっとお伺いし

まして、問い合わせましたら、新しい車を購入し

たんだか、するんだか、その車が間に合わなくて、
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今のところそのオイル漏れをそのまま仕方ないの

で、オイル流しながらも使っているんですという

状況だということをお伺いしたんですが、そちら

のほうの車のほうも新しくちゃんと納車されたん

でしょうか。 

○委員長（田島正徳君） 健康増進室長。 

○健康増進室長（竹花 治君） 健康増進室長、竹

花でございます。 

  委員さんご指摘のとおり、先日ですか、昨年で

すかご指摘いただきまして、すぐ六花のほうの車

両を担当している者にも確認をさせていただいて、

すぐ入る予定というところでは聞いておりました

けれども、申しわけございません、その後に確か

に更新したかどうかという確認まではとっており

ませんでした。申しわけございません。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） こちらを見つけた方は、や

はり今言った小児科の外来で来られた方で、物す

ごく六花に対していいところだねという評価をし

てくださっていた方なんですが、ちょっと車業界

の方で、そのオイル漏れしているところを物すご

く気にされて、その病院のオイル漏れたところも

物すごく汚れていたそうなので、そのあたりもち

ょっと注意していただければと思います。ちょっ

と車の納車のほうを確認していただければなと思

います。 

  あと、こちらの小児科のほうが増えているとい

うことで、すごくいいと思うんですけれども、そ

れに比べて総合診療科のほうが割と、このままい

くと横ばいかなという感じがするんですが、私た

ちの予算書のほうの、平成30年度の目標のところ

に、「地域の「かかりつけ医」として、総合診療

の姿勢で初期対応を行うために指定管理者制度に

よる適正な管理運営を行います。」とありますけ

れども、私も利用させていただいているんですが、

とてもスムーズに診ていただけて、こんなことを

言ったらあれなんですけれども、本当に穴場のよ

うないい病院だなと思っているんですが、私の住

んでいる近所の方とかに、六花いいですよとかと

言うと、そんな病院があったのかと言われるんで

す。それも、最近引っ越した方じゃなくて20年ぐ

らい前から住んでいらっしゃる方で、六花の存在

をご存じないという方が結構いらっしゃる。こち

らのＰＲといいますか、その町民の方に六花で普

通に診てもらえるということを余り、どういうふ

うにお伝えしているのかなという、ちょっとそこ

が思ったところなんです。私もよく六花に行くの

は、これからの季節、今もう始まっていますけれ

ども、花粉症とかで行ってもお薬いただけて、も

うすぐ、本当にすぐ診ていただいて、この間お薬

もらって、本当に今までずっと耳鼻科のほうに行

ったりとかして、すいているところを探して行っ

ていたんですけれども、もう全然六花で事足りる

ので、そういう形のリピーターとかそういうもの

を、これから本当につくれると思うんです。ただ

皆さん知らないだけなので。そのあたりの町民に

対しての六花の告知というか、どのようにされて

いるんでしょうか。 

○委員長（田島正徳君） 健康増進室長。 

○健康増進室長（竹花 治君） 健康増進室長、竹

花でございます。 

  ご質問にお答え申し上げます。 

  まず、前の委員さんからもご指摘があったんで

すが、その懇話会とかの時にもいろいろご意見が

出てくるんですけれども、やはりその中でも結構

やっぱり認知度が少ないんじゃないか、もうちょ

っとＰＲができないのかというお話等も何度か出

たことがございます。ただ、こちらにつきまして

は、保健所とかにも確認をとらせていただいたり
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とかしたんですけれども、医療機関なので、過度

のＰＲができないというところがございまして、

それで、町の循環バスとかにもちょっとこう張っ

たりとかということでできないのかというご意見

とかも多々いただいたんですが、そこもやはりち

ょっと基本的に難しいというお話がございました。

あと、町内の公設ではあるんですけれども、ほか

のお医者様との兼ね合いもあるので、１カ所だけ

ＰＲするのはどうかという、そういった意見とか

も出てまいりましたので、そんなにこう口コミで

は、町の健診とかにいらっしゃっている方々につ

きましては、乳幼児健診とかにいらっしゃった

方々にも小児科がありますよというお話とかはで

きるんですけれども、なかなかそれ以外の方々に

積極的に六花をどうぞというところも言えないと

いう状況でございますので、ちょっとご理解いた

だきたいと思います。 

○委員長（田島正徳君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） 野原でございます。 

  ご答弁ありがとうございます。 

  今、健診に来た方に小児科はご紹介できるとい

うことだったんですが、私もそのご近所の六花知

らないという方も婦人科の健診のほうにはいらし

ていたんです。そこに来たときに、あそこにある

んですよ六花、と私も言ったら、あれそうだった

のみたいな、そんな感じだったんだよね。なので、

そういう形の健診に来られた方ぐらいには、六花

のことを何とかこうアピールできないものかなと

思うんですけれどもいかがでしょうか。 

○委員長（田島正徳君） 健康増進室長。 

○健康増進室長（竹花 治君） 健康増進室長、竹

花でございます。 

  今、ご指摘いただいたような形のＰＲというと

ころを含めてなんですけれども、一応今年度から

ですかね、六花のほうで新たにパンフレットをつ

くってくれたものがございますので、そちらにつ

いてはちょっと公共施設には少し、診療所と、老

健と、というところで、通所と、というところで

その３種類をつくっていただいているので、役場

もそうなんですけれども、少し目に入るようなと

ころに置かせていただいて、少しずつＰＲはでき

るようにというところで協力はさせていただいて

いるところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 山下です。 

  じゃ、何点か質問させていただきます。 

  最初に、108ページです。老人福祉費(4)の地域

敬老会支援事業でございます。 

  本年度予算が448万になっているが、地域敬老

会の運営母体である自治会の加入世帯ですか、こ

れは減っているか増えているのかちょっとわから

ない。資料では9,930世帯が自治会に入っている

ということでやってあります。しかし、今回の敬

老会資料を見ますと、昨年度は40.1％の実施率、

今回は38.7％となっております。減ってきている、

これは自治会の加入世帯との因果関係があるのか

どうか、その辺のところを教えていただきたいと

思います。 

  それと、同ページ、108ページ、老人福祉総務

事業、区分19の負担金、補助金及び交付金でござ

います。 

  老人クラブは全部で、資料12ページを見ますと、

30年１月末で14団体登録されて、団体数が14団体

となっております。団体数が減ってきているが何

か理由があるのかどうか、その辺のところ、お願

いしたいと思います。 

  それと同時に、連合会の補助金というのが減っ

ているのに同じということはどういうことなのか

なと、これあと連合会は連合会の１つの組織とし
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て見ているのかどうか、それだけちょっと聞かせ

ていただければありがたいなと思います。 

  それと、同ページのシルバー人材センター、登

録183人、資料10ページに出ていますけれども、

時間単価が書いてあります。29年度の４月１日現

在です、これは。最低賃金が29年10月に改定され

ていると思います。この単価改定が普通じゃない

かなと私は思っております。シルバー人材センタ

ーということでも働くことには間違いありません。

埼玉県では最低賃金が決められていました。その

辺ではやっぱり変えていく必要はあるんじゃない

かなとは思っております。その辺のところも理由

をお聞かせください。説明をお願いします。 

  それから、110ページ、111ページ、２目の(8)

の区分19、介護サービス利用者負担助成金720万

円予算計上ですが、28年度の予算では、28年だか

29年だかちょっと忘れましたけれども、たしか

1,050万円の予算でした。助成金対象者がこれで

減っているのか、増えているのか、その辺のとこ

ろがちょっとわからないんで、なぜこの減額され

てこうなっているのか、ご説明を願います。 

  それと110ページだったか、11目アクティブシ

ニアの社会参加支援事業委託料です。ことしで２

年目だと思います。これも２年目の実績とか成果

など、どういうことなのか、どういうふうになっ

てきているのか、それによって述べていただけれ

ばありがたいと思います。 

  あと、128ページの２目の予防費、健康教育事

業、健康増進計画等策定事業予算が大幅に拡充さ

れました。これらの実績と狙いがどういうところ

にあるのか、今年度は、説明をお願いします。 

  それと、129ページ、２目の(1)です。保健予防

事業、区分の13、委託料ですが、ことしはインフ

ルエンザが大流行しました。資料の１ページにも

書いてありますけれども、ワクチンの生産が間に

合わなかったということで、宮代も大変な流行が

起きてしまったと。これはそれが原因かどうかは

わかりませんけれども、宮代町での患者数、重傷

者数、また、死亡者数がいたのかどうか、わかっ

たら教えていただきたいと思います。 

  それと、130ページの２目(2)母子保健事業で、

子供の健康調査など、ともに各家庭訪問などで安

否確認などをしているのかどうか、その辺のとこ

ろ、資料７で見ますとちょっと足らないようなと

ころもあるので、その辺のところはどうなってい

るのかな、全員100％確認しているのかどうか、

その辺のところをお願いします。 

  それと、同じ同項目なんだけれども、131ペー

ジ、２目の(2)母子保健事業、区分７の臨時職員

賃金ですが、これについての説明をお願いしたい。

増えていると思います、たしか。詳しくお願いし

たいと思います。 

  あと、132ページ、２目の(7)の不妊治療費助成

事業でございます。29年度より毎年増額となって

いますけれども、これは今年度もこういう助成、

対象者が、健診を受ける人が増えるという見込み

でやっているのかどうか、多分増えると見込んで

いると思うんですけれども、ＰＲだとかそういう

ものはどういうふうにしているのか、お願いしま

す。 

  最後に、健康介護、136ページ、４目の(1)です。

福祉医療センター運営事業です。昨年度の利用度

は資料４でわかります。その中の特徴などあった

ら、健康介護課としてこういうことなんだという

ことで、特徴などあったら示していただきたいと

思います。 

  また、区分13の医療・介護環境調査業務委託料

でございます。具体的にどんなことを調査するの

か述べていただければありがたいと思います。ぜ

ひその辺のところの説明をお願いします。 
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  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（岡村行雄君） 健康介護課副

課長の岡村でございます。 

  山下委員さんからのご質問にお答え申し上げま

す。 

  まず、１点目の予算書の108ページ、敬老会、

地域敬老会支援事業についてでございます。 

  こちらの出席率の関係でございますけれども、

昨年度の開催団体数につきましては、提出資料の

83ページ、84ページにございますとおり、36会場

で67の自治会で敬老会を実施していただいたとこ

ろでございます。参加率は38.7％ということで、

その実施したところの参加率が38.7％でございま

す。全参加者が1,779人、そこの75歳以上の高齢

者の方が4,476人ということで、そのうちの

38.7％の方が参加していただいたということでご

ざいますけれども、その前年度の参加率は39.7％

ですから0.4ポイント低下しておりますけれども、

そちらにつきましては、やはりその自治会の中で

の参加者が若干減っているところが多かったとい

うことでございまして、それほど大きく変更にな

ったという状況ではございません。自治会への加

入世帯の加入率ということについては、特に健康

介護課としては捉えておりませんので、そこら辺

の比較はしておりませんけれども、それぞれの自

治会の状況によって参加者が若干減ったというと

ころが幾つかあったということから、参加率が減

ってきたものだというふうに考えております。 

  続きまして、老人クラブへの補助金でございま

すけれども、やはりこちらも提出させていただき

ました資料の12ページにございますとおりですけ

れども、こちらにつきましては、29年度、本年度

の実績といたしましては、50人以上の単位クラブ

が10団体、35人から49人の団体が１団体、20人か

ら34人の団体が３団体ということで、合わせて14

団体に交付をしております。 

  それにあわせて連合会ということで、さわやか

クラブ連合会への助成も行っておりまして、そち

らは前年と同じく58万8,000円の助成をしている

ところでございます。こちらにつきまして、団体

数が少しずつ減ってきております。27年から28年

に１団体減って、28年から29年に１団体減ったと

いう状況でございますけれども、こちらにつきま

しては、なかなか地区ごとの運営が厳しくなって、

小規模の団体が合併をしたりもしくは団体を解散

したりという自治会が、このところ毎年１団体ぐ

らいずつ出てきているような状況になってきてお

ります。なるべく長く続けていただくように、引

き続き支援をしてまいりたいというふうに考えて

おります。 

  続きまして、同じく予算書の108ページ、109ペ

ージの老人福祉総務事業の負担金、補助及び交付

金のシルバー人材センターへの補助金の関係でご

ざいますけれども、こちらにつきましては、同じ

く提出資料の11ページにございますとおりですけ

れども、こちらにつきまして、その前の委員さん

からの質問では、その前の10ページの職業別の配

分金の時間単価についてのご質問ということでご

ざいます。こちらは、平成29年４月１日現在の配

分金の額でございますけれども、こちらにつきま

して、最低賃金を下回っているということでござ

いますけれども、シルバーのその配分金につきま

しては委託料ということになりますので、特に最

低賃金の額を確保しなければいけないということ

にはなってございません。しかしながら、シルバ

ー人材センターとしてもその方へ渡る配分金につ

いて、ある程度の額を確保したいということがご

ざいまして、半年おくれではございますけれども、

毎年４月１日からの単価を改定しているところで
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ございます。最低賃金を半年おくれで上回るよう

な形の設定を心がけております。 

  続きまして、予算書の110ページ、111ページの

低所得者利用者負担対策事業の介護サービス利用

者負担に係る町の助成金でございますけれども、

こちらにつきまして、本年度の予算額720万とい

うことで要求をさせていただいておりますけれど

も、こちらにつきまして、前年度の予算額も同じ

く720万でございまして、こちらにつきましても

給付実績から積算しております。ですから、特に

対象者が変わったとか、減ったというような状況

にはなってございません。ほぼ前年と同じ実績で

推移をしておりますので、その関係で同額の予算

を要求させていただいているところでございます。 

  続きまして、アクティブシニアの社会参加支援

事業でございますけれども、こちらは、私たちの

予算書の64ページになります。こちらのほうに事

業の目標、また事業の内容について掲載しており

ますけれども、本年度、これまでの実績といたし

ましては、12月９日の土曜日にキックオフイベン

トとして、縁じょいフェスティバルというのを開

催させていただきました。スポーツライターとキ

ャスターをしております青島健太さんに来ていた

だいて、ご講演をいただいて、皆さんへの地域デ

ビュー、地域活動に参加をしていただけるように

後押しをしていただきました。そこの会場で、

「縁じょい」メンバーということで、その地域活

動に興味のある方々を募って、その方々へ地域活

動に関する情報提供をするということですね。

「縁じょい」メンバーへ登録をしていただいた方

に対して、「縁じょい」通信という情報紙を定期

的に発行して、その方たちの参加促進につなげて

いこうということで、「縁じょい」メンバーとい

うことで登録をしていただきました。 

  登録者の状況でございますけれども、２月28日

現在、登録者は167人でございます。その「縁じ

ょい」フェスティバルに参加していただいた方が

302人いましたから、半数以上の方たちが、その

後、「縁じょい」メンバーへ登録をしていただい

ているところでございます。その人たちに向けて

いろいろな情報発信をして、ぜひとも地域活動に

つなげていければというふうに思っているところ

でございます。 

  引き続き30年度以降も、こちら私たちの予算書

の64ページに書かれているような地域活動の応援

講座、交流会、また「縁じょい」通信という地域

活動情報紙の発行、また地域活動のＰＲを出前講

座やイベント等で行って、アクティブシニアとい

われる方々の地域活動への参加を促していきたい

というふうに考えておるところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 健康増進室長。 

○健康増進室長（竹花 治君） 健康増進室長、竹

花でございます。 

  質問に順次お答え申し上げます。 

  まず、１点目、健康増進計画の策定事業が、来

年度の予算が増えているというところでございま

すけれども、今年度におきましては、アンケート

調査のほうを実施いたしました。成人の方々、未

成年の方々、中学生、小学生、幼児の方々という

ところで、５つの区分に分けてアンケートを実施

したところでございます。 

  そのアンケートにつきまして、今まさに集計を

しているところでございまして、来年度におきま

しては、このアンケート結果をもとに分析を行い

まして、町としてどういった取り組みが必要なの

かというところを含めて検討してまいるというと

ころで、ちょっと金額的には増えているというと

ころでご理解いただきたいと思います。 

  あと、予防事業でございます。 
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  インフルエンザの患者数が町では把握している

かというところでございますけれども、こちらに

つきましては、インフルエンザの方々について、

各医療機関で見つかったときには保健所に報告す

ることにはなっているようでございまして、住所

まで報告することにはなっていないようでござい

ますので、幸手保健所管内として感染症サーベイ

ランスというものがございまして、定期的に、今

こういう状況の感染状況になっておりますという

報告が町にも来るんですけれども、その中に市町

村ごとの区分がされているわけではございません

ので、宮代町についてという議員さんのご指摘の

ほうには、ちょっと資料がないので、申しわけご

ざいませんが、お答えできる状況ではございません。 

  あと、母子保健につきまして安否確認というと

ころでございますけれども、こちらにつきまして

は、委員さんもご存じのように、町では４カ月児

健診、10カ月児健診、１歳６カ月児健診、３歳児

健診と４つの健診を行っていますけれども、こち

らについては、対象者の方々に必ず100％通知を

させていただいて、基本的には来所していただく

というところにはなるんですけれども、どうして

も来所できない方々には、訪問をさせていただい

たりとか、あと必要に応じて保育園ですとか、そ

ういうところにも出向いたりとかということで、

一応100％の方々に会うことができるような状況

で今まで経過しております。 

  あと、臨時職員の賃金の増えているというとこ

ろでございますけれども、こちらにつきましては、

各種、先ほど申し上げました４つの健診に来てい

ただく看護師、保健師の賃金と、あと赤ちゃん訪

問に対応していただいている第１子については地

区担当の保健師が行っているんですけれども、２

子以降につきましては、助産師、保健師のほうが

対応しておりますので、そちらにつきましての賃

金。あとまた来年度、４月から子育て世代包括支

援センターというものを開設いたしますので、こ

ちらに従事していただく保健師の賃金というとこ

ろを掲載させていただいておりますので、来年度

につきましては、大幅に増額となっているという

ところでございます。 

  あと、不妊症に関しましてなんですけれども、

こちら不妊治療に関しましては、まだ年度途中で

ございますけれども、平成28年度は11件の申請が

あったんですが、今29年度、既に13件というとこ

ろで増えておりますので、来年度につきましても

増額をさせていただいたという状況でございます。 

  あと、六花の利用者を増やす工夫というところ

でございますけれども、こちらにつきましては、

定期の予防接種につきましては、予約なしでその

まま直接行っても受けられるというところで、利

用者の方々には利便性を高めるというところでの

工夫はさせていただいているところでございます。 

  六花の委託料のところですかね、そちらについ

ての説明ということですけれども、そちらにつき

ましても、近隣の医療機関の情報、状況ですとか、

あと介護施設の状況ですとか、あと利用者の方々

のレセプトですとか、可能であれば、その辺も見

させていただきながら、現在、六花がどういう状

況にあるのかというところを分析をさせていただ

いて、今後どういったところが必要なのかという

ところを見きわめていただきたいというところで

の委託料というところでご理解いただきたいと思

います。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 最初に、敬老会の問題です。 

  確かに若干ですけれども、利用者と参加者が減

ってきている。私、因果関係について言ったんで

すけれども、この自治会の組織率がもう減ってき
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ている。それと関係あるんじゃないかと、私は思

っています。敬老会をやるというほうと、自治会

のほうとは、また別な問題かもしれないけれども、

これは常に一緒にしないと、今後のこの老人会の

運営もままならなくなってくるんじゃないかとい

うふうに考えております。中には、こういう役が

入ってくるからやめてしまうんだという人も実際

にいます。私も何人か聞いています。そういう事

情があるということは重々知っていると思うんで

すけれども、これはやはりその担当課と一緒にな

って進めていかないと、将来まずい結果になって

くるんじゃないかなと、私は危惧しております。

その辺のところを、私はこっちは関係ないんだか

らというんじゃなくて、やっぱりその担当課と十

分に横のつながりをもって話し合っていくという

ことは必要じゃないかなと思うんですけれども、

もう一度、その辺のところはどういうふうに考え

ているのか、お答えください。 

  先ほど、老人クラブのことで尋ねたんですけれ

ども、連合会というのは、これ一つの組織として

見ているということで、同額ということでよろし

いですね。答えがなかったものですから。 

  あと、シルバー人材センターなんですけれども、

最低賃金の単価、これは半年おくれということを

言っているんですけれども、これは委託料なんだ

ということで言っています。しかし、働いている

人というのは、最低賃金というのは、働いている

人の最低なんですよ。これは法律で決められてい

るんですよ、委託だろうが、何だろうが。もし委

託料で最低賃金を守らないんだったら、全部職場

を委託にしてしまえばいいことであって、そんな

最低賃金に間に合う、間に合わないに関係なくな

ってしまう考えになってしまいます。その辺のと

ころは、やっぱり指導というのは大事かなという

感じがしますので、きちんと法律がそういうふう

に変わったら、それに従うということが大事かな

と私は思っています。その辺のところもお答えく

ださい。法律はどういうふうに考えているのか。

委託だったら、この本庁だって委託でみんなやっ

て、マニュアルでやらなくてもいいんだよという

ことになってしまいますよ。 

  それと、助成金720万。これは昨年度も720万と

いうことだったんですけれども、それは分かって

いるんです。ただその前に1,050万というのがあ

ったわけなんで、確か1,050万だと思ったな。そ

ういう予算だったということで、その辺のところ

を加味しているのかどうかわかりませんけれども、

昨年と同じというか、内容が変わってきたのか、

その辺のところから若干、その辺のところをちょ

っと教えていただきたいなと思います。でも、こ

れは昨年と同じだということで、そういう経過も

あるんですけれども、かなり３年ぐらい前からは

下がってきているなという感じがするので、お答

えください。 

  アクティブシニア、青島さんが来てくれて、講

演してくれ、登録してくれた。これは本当に必要

だと思いますよ。もっと拡大していく必要がある。

夢とかそういうやる気とか、そういうので年老い

たと言ったらあれなんですけれども、社会進出を

皆さん、家にいるよりはやっぱり社会進出して、

自分の特技だとか、そういうのでやっていく必要

がある。これはやはりもう少し後押しして頑張っ

てほしい、シニアの方も頑張ってほしいというこ

とで、やる必要があると思います。結果として参

加者が302人もできた。うれしいことだと思いま

す。ぜひ頑張ってください。 

  あと、母子健康診断、100％、これ子供の安否

だとかそういうのをやるんだと言っていますけれ

ども、たしか資料で見ると100％になっていない

んですけれども、その辺のところは、どういうふ
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うになっているのかどうか。たしか100％になっ

ていなかったような感じがするんだけれども。何

ページだったっけ。ページ数を書いてくるのを忘

れた。７ページかな。赤ちゃん訪問数210、238、

221で、０歳児が生まれたのが29年度が259で、訪

問数というのが210となっているんですけれど

も、よくわからないんですけれども、その辺のと

ころは。ちょっとその辺のところがどういうふう

になっているのか、町として確認はしているのか

どうか、100％。教えていただきたいと思いま

す。 

  それだけですね。お願いします。 

○委員長（田島正徳君） 休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時０８分 

 

再開 午前１１時２３分 

 

○委員長（田島正徳君） 再開いたします。 

  答弁を求めます。 

  健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（岡村行雄君） 健康介護課副

課長の岡村でございます。 

  山下委員の再質問にお答え申し上げます。 

  まず、地域敬老会支援事業の自治会の組織加入

率の因果関係でございますけれども、地域敬老会

支援事業につきましては、町からの補助金の交付

対象につきまして、自治会に加入されていない方

についても補助金の交付をしているところでござ

いまして、各自治会には、自治会に加入されてい

ない方が参加を希望した場合にも、できるだけ参

加をさせていただくようにお願いしているところ

でございますけれども、やはり自治会費等の関係

がございまして、自治会のほうからは、そのよう

な取り扱いはできないという自治会も中にはござ

います。その関係もございますので、今後は引き

続き自治会のほうに、加入者以外の方についても

出席をしていただけるように配慮をお願いしてい

きたいというふうに考えております。 

  それと同時に、自治会の担当課でございます町

民生活課とも連携を図りながら、なるべく多くの

方に出席していただけるような敬老会の実施に向

けて取り組みを進めていきたいというふうに考え

ております。 

  次に、老人クラブ連合会でございますけれども、

老人クラブ連合会は、町内の14の老人クラブの代

表の方が集まっている連合会ということでござい

まして、町に１つですね、それぞれの自治体に１

つずつ置かれているものでございまして、宮代町

の場合は「さわやかクラブ連合会」という名称で

１団体でございます。 

  次に、シルバー人材センターの配分金の単価で

ございますけれども、こちらにつきましては、繰

り返しになりますけれども、委託料ということで、

それぞれの契約に基づいて成立するものというこ

とで最低賃金の規定には該当しないということで

ございますので、なるべく就労をする方たちのた

めにも、ある程度の額を確保していただけるよう

にということで、町からも助言はさせていただい

ているところでございます。その関係もございま

して、またこれも繰り返しになりますけれども、

半年おくれということになりますけれども、配分

金の改定をお願いしているところでございます。 

  続きまして、低所得者利用者負担対策事業の町

助成の関係でございます。 

  こちらにつきましては、28年度、29年度は720

万ということでございましたけれども、その前が

1,050万ということになっておりました。これは

介護保険法の改正がございまして、特定入居者サ

ービス費の助成で、負担限度額認定というのがご
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ざいます。そちらの関係で、町の助成についても

限度額認定を受けている方を対象にするというこ

とでございまして、そちらの改正の内容が、平成

27年８月から世帯分離をしている方についても配

偶者の所得状況を勘案するということになりまし

た。 

  また、あわせて預貯金の金額が、単身世帯で

1,000万円以下、夫婦世帯の場合は、夫婦合わせ

て2,000万円以下であるという条件が加えられた

ことから、助成対象者になる方が若干減ったとい

うことでございます。 

  また、さらには平成28年８月からは、非課税年

金、遺族年金や障害年金等の非課税年金も含めて

所得判定を行うという改正が行われたことから、

そのときにも若干対象者数が減りました。その関

係がございまして、平成27年は1,050万円だった

ものが、28年度からは720万ということで予算の

設定をさせていただいたところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 健康増進室長。 

○健康増進室長（竹花 治君） 健康増進室長、竹

花でございます。 

  先ほどの再質問にお答え申し上げます。 

  資料の７ページのところですかね、０歳児のお

子さんと赤ちゃん訪問の数が100％にならないけ

どというところのご質問だったかと思うんですけ

れども、こちらにつきましては、この資料のとお

り、４月１日現在の人口ということで、０歳児を

例えば見たときに、４月１日時点で11カ月のお子

さんですと、０歳児ではあるんですけれども、通

常町で行っている赤ちゃん訪問が４カ月までのお

子様に行っておりますので、そういった経緯もご

ざいますので、100％にはならないというところ

でご理解いただきたいと思います。 

  ただ数としては100％という形で、こちらの資

料ではないんですけれども、ただ赤ちゃん訪問は、

実際に何らかの形でお母さん方にはお会いしてい

ますので、100％お会いしているということで、

ご理解いただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 助成金でございます。 

  町としては半年後までにはやっていくという、

そういう指導をしているということなんですけれ

ども、これは委託金ですから、町としてはこれで

やってくれということでやるんですけれども、結

局、じゃシルバーセンターには委託金として最低

賃金も払えないような委託金を出しているんでし

ょうかね。その辺のところ、町としての責任とい

うんですか、そこのところがどうなるのか、町と

して法律を守れないような委託金を出しているの

かどうか、教えていただきたいと思います。 

  それと、最後の結果的に数としては100％を持

っているんだというんですけれども、これは言葉

上ではそうなるのかもしれないですけれども、や

はり早く確認をするという意味では、やはり４カ

月前あたりまでには、100％を確認するというこ

とは前提にやっていかないと、その赤ちゃんがど

うなっているのか、やっぱり把握する必要がある

と思います。日本中にはいろいろな事件がありま

す。やはりそれを一刻も早く把握するということ

が大事じゃないかなと感じます。やっぱりただ行

っているよというだけじゃなくて、その赤ちゃん

の健康だとか、そういうのを確認するということ

が大事かなとか私は思っているんです。事件が起

きてからでは遅いと、私は思っているんでね。や

っぱりどこでやるのかといったら、やっぱりこう

いう点検、点検というのじゃないんですけれども、

車でいえば点検と言うかもしれないけれども、や

はり町がきちんと把握していくという必要がある
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んじゃないかなと、その辺のところはどういうふ

うにやっているのか。100％と言っているんです

けれども、４カ月過ぎても何らかの形でやると言

っているんですけれども、１歳児入学のときでも、

それはオーケーだと思いますよ、そういう言葉に

なってしまえば。どういうふうにきちんとやって

いるのか、もう一度ちょっと詳しくお願いしたい

と思います。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） 健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（岡村行雄君） 健康介護課副

課長の岡村でございます。 

  山下委員さんからのご質問ですけれども、シル

バー人材センターの配分金の関係と思いますので、

そちらでお答えをさせていただきます。 

  シルバー人材センターの配分金につきましては、

これも繰り返しなんですけれども、委託料という

ことでお支払いをしているものでございまして、

仮に町が仕事をお願いした場合には、こちらで提

出させていただいた資料の10ページにございます、

こちらの就業別の配分金単価に事務費を10％上乗

せをした金額でお支払いをしているということで

ございます。一般の家庭、もしくは町内の企業等

から依頼があった場合についても、こちらの配分

金プラス10％の事務費ということで仕事をお願い

することになります。 

  以上でございます。 

  こちらは配分金の関係でございますけれども、

予算書の108ページ、109ページの６番ですね。老

人福祉総務事業の19節負担金補助及び交付金の欄

にございますシルバー人材センター補助金の548

万円につきましては、これは配分金とは違いまし

て、こちらはシルバー人材センターの事務局の運

営に係る経費の一部を補助するものでございます。

こちらはシルバー人材センター事務局職員の人件

費に充てるための補助金でございます。それから、

こちらの支払いは委託料とは何ら関係がございま

せんので、そこをご理解いただきたいというふう

に思います。 

○委員長（田島正徳君） 健康増進室長。 

○健康増進室長（竹花 治君） 健康増進室長、竹

花でございます。 

  資料の７ページのところの説明がちょっと不十

分で申しわけございません。 

  町として、先ほど申し上げましたように４カ月

児までに全ての方々にお会いしてはいます。例え

ば里帰りとかでしばらく帰ってこれなかった方々

に対しても、町からそこに依頼をさせていただい

て、お会いしているのは100％なんですけれども、

例えば数字で出しているというふうに、訪問をし

たという数でいくと100％にはならなかったりと

か、あとその乳幼児健診もそうなんですけれども、

98％で、じゃ100％いっていないのかというと、

お会いしているのは100％お会いしているんです

けれども、ただ健診にいらっしゃっていないとい

うところでは100％にはなっていない。健診に来

所率というところでは100％にはいっていないと

いうところで、ご理解いただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） お願いします。角野です。 

  130ページの健康診査事業のことなんですけれ

ども、役務費が増えたところで、新たなステージ

に入ったがん検診の総合支援事業の検診対象者へ

の通知ということで、新たなステージに入ったが

ん検診ということについて、ちょっと教えていた

だきたいと思います。 

  それから、132ページの健康増進計画策定事業

なんですが、これ２年目でアンケートの調査の分

析結果に基づく計画書の策定を30年度にするとい
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うことなんですが、この健康増進計画策定運営委

員会が、平成29年度予算だと報酬になっていまし

た。これは今回報償費になったということで、こ

れは策定をしてしまえば、この運営委員会という

のはもう解散してしまうということなのかどうか、

そこをお伺いします。 

  それから、129ページ、19節の負担金補助金の

埼玉利根保健医療連携推進協議会負担金というこ

となんですが、７市２町の「とねっと」のことか

と思うんですが、この下がっていますけれども、

今年度から新たなほうに５年目で入ったみたいな、

この間、あの杉戸町でやったところで、そんなふ

うな流れになってきているんですが、どんなふう

に変わってきたのか説明をお願いしたいと思いま

す。 

  それから、111ページのアクティブシニア社会

参加支援事業ですが、これは目玉となる事業にな

るかと思いますが、この事業委託料は、地域活動

団体と活動を始めたい個人とのマッチングを実施

ということで、委託先というのはどんなふうにな

っているのか、お伺いします。 

○委員長（田島正徳君） 健康増進室長。 

○健康増進室長（竹花 治君） 健康増進室長、竹

花でございます。 

  質問に順次お答え申し上げます。 

  まず健康診査事業でございますけれども、役務

費のほうが上がっているというところで、新たな

ステージに入ったがんの総合支援事業ということ

で、こちらにつきましては、国からの補助金が入

ってくるものでございますけれども、５つのがん

検診の対象者に受診勧奨をする部分と、再勧奨す

る分につきまして、補助金とかがいただけるとい

うことでございますので、５つのがんの対象者の

方々に発送する分ということで、予算のほうを計

上させていただいたものでございます。 

  あと、計画についてですけれども、費目が変更

になったというところで、報酬でお支払いする場

合には非常勤特別職という扱いで位置づけなけれ

ばならなかったんですけれども、それではなく普

通に委員さんとしてお願いしたいというところが

ございまして、費目の変更をさせていただいたと

いうところと、あとこちらについては、特に解散

は考えておりませんで、２年間で計画は策定した

後、その進行管理についても引き続き行っていた

だきながら、町が計画づくり、計画はつくったけ

れども、それに沿った進行管理をしているのかと

いうところでご意見をいただきたいので、そのま

ま継続してお願いしたいというふうに考えており

ます。 

  あと、「とねっと」の負担金のところのご質問

だったかと思うんですけれども、こちらにつきま

しては、議員さんご指摘のとおり、昨年度に実は

もともとのＮＴＴデータのシステムのほうの更新

のほうが終わっておりまして、１年間、今年度に

関しては、その５年間が終わってしまったので、

今度１年間更新することで保守費用がかかってく

るということで、今回、今年度については一旦費

用が上がって、負担金のほうが少し増えたんです

けれども、30年度は新たなシステムに移行すると

いうことで、それで今度は新しい保守については

かからないということがございますので、費用が

発生していないというところでご理解いただきた

いと思います。ですので、システムの保守という

ことではなくて、今、今後お支払いしていくのは、

その事務局として携わっている方々の分の経費と

いうところで、それは継続して今までもずっと支

払いしておりますので、そこが継続するという認

識でご理解いただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 健康介護課副課長。 
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○健康介護課副課長（岡村行雄君） 健康介護課副

課長の岡村でございます。 

  角野議員さんからの質問にお答え申し上げます。 

  アクティブシニアの社会参加支援事業でござい

ます。こちらの予算につきましては、参照の110

ページ、111ページにございますとおり、委託料

として300万円ということでございます。この内

容は、全てアクティブシニアの社会参加支援事業

の委託料でございます。 

  こちらの内容につきましては、私たちの予算書

の64ページに掲載したとおり、地域活動への応援

講座や交流会の実施、また情報紙の発行と、あと

地域活動のＰＲ事業として出前講座やイベントを

実施するということで、その中で新たな地域活動

団体の立ち上げや地域活動を始めたい人たち、個

人とのマッチングをしていくというようなことを

取り組んでいきたいというふうに考えております。 

  29年度、本年度につきましては、宮代町社会福

祉協議会に事業の全部を委託して実施をしてきて

おります。30年度につきましても引き続き社会福

祉協議会のほうに委託をして実施していきたいと

いうふうに考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） ありがとうございました。 

  今年度、衛生費の予算が入っていることは、町

民の健康に力が入って、地味だけれども着実な予

算どりだなというふうに感じているんですが、こ

の健康診査、５つのがんの再勧奨するということ

で、がんの検診率が上がっていくんだなというの

がわかりました。 

  それとあと「とねっと」のことなんですけれど

も、いつも３月ぐらいに議員も連絡をいただきま

して、「とねっと」の協議会をあちこちでやって、

蓮田でやったり、白岡でやったり、幸手でやった

りというのを行かせてもらったんですが、今年は

杉戸でやられてましたが、そこの市町で「とねっ

と」に入っている人が多いのかなと感じるところ

はたくさん人が来ているなというような、何かそ

んなような感じがするんですが、この30年度は宮

代町でやるという予告がありました。宮代町にお

いて、その「とねっと」の参加状況というのと、

それから、お医者さんのほうの参加というか、私

も実はまだ入っていないんですけれども、余り利

便がよくないようなそんなことも聞いたことがあ

るんであれなんですが、その辺については、町と

してどのようにしていくのかということと、それ

から、あとアクティブシニアのほうなんですが、

12月に300人ぐらいのたくさんの盛況で参加でき

たということなんですが、それから登録者ができ

たということで、社協がやってくださっていると

いうことなんですが、地域活動をする人たちを集

める形なんですが、私の家にもそのフェスティバ

ルに参加したということで登録しませんかという

のが来たんですが、その封書が来たんですけれど

も、誰が出しているのかわからない。実際、これ

町で補正予算が来たのは私はわかっていたんです

が、どこが実際やっているのかというのが、ちょ

っとよくわからなかったというか、大きな封筒の

後に、例えば「縁じょい」クラブとか、どこが何

をしようとしているのかがちょっとわからなかっ

たのできょう伺ったんですが、その辺、委託して

いるなら委託している先をしっかりと、町でやっ

ているんだけれども、その辺がはっきりわかる形、

どこから出しているというのがわかるようにしな

いといけないのかなというふうに思います。 

○委員長（田島正徳君） 健康増進室長。 

○健康増進室長（竹花 治君） 健康増進室長、竹

花でございます。 

  再質問にまたお答え申し上げます。 
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  町の住民の方々の登録数というのが、今年の２

月28日現在なんですけれども1,617名の方に登録

はしていただいております。ただ今までのシステ

ムが、なかなか本来の目的と実際に稼働している

状況というのが、ちょっと今そぐわなかったとい

うんでしょうか、そういったところもあるようで

ございますけれども、新しいシステムにつきまし

ては、ご本人様、登録された方々の健康管理とい

う健康手帳というところで、いろいろなご自分の

健康管理に関するデータも掲載できたりとか、登

録できたりとかということで、いろいろな部分で

今後医療機関とか、あと救急隊とかが活用できる

ようでございますので、その辺は今後随時町のほ

うとしても、こういうことでメリットがあります

というところはＰＲをさせていただいて、少しず

つ加入者の方が増えるような努力はしてまいりた

いと思いますし、また、医療機関におかれまして

も、先生方にそういったところは説明をさせてい

ただいて、可能な限りご協力、ご加入のほうをし

ていただけるような形で働きかけのほうを行って

いきたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（岡村行雄君） 健康介護課副

課長の岡村でございます。 

  アクティブシニアの社会参加支援事業の件でご

ざいますけれども、いろいろな情報提供やイベン

ト等のＰＲを引き続きしていきたいというふうに

考えておりますので、今後は発信元を明確にして、

皆さんに一目でご理解いただけるような情報提供

の仕方を心がけていきたいというふうに考えてお

りますので、ご理解をいただければと思います。 

○委員長（田島正徳君） 健康増進室長。 

○健康増進室長（竹花 治君） 健康増進室長、竹

花でございます。 

  補足でございますけれども、その「とねっと」

の関係でございますけれども、今度新しいシステ

ムになってくると、調剤薬局さんとか、あと検査

機関ですね、こちらにつきましても増えていくと

いうことが考えられているようでございます。ま

た歯科の先生方もご加入することによって、いろ

いろな意味で多分幅広く使えるという可能性が出

てくるというふうに認識しておりますので、その

辺も踏まえまして、今後ＰＲしていきたいという

ふうに考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） 健康増進計画策定事業な

んですが、これ団塊の世代が75歳になる2030年で

したっけ、違う、2025年か、あと５年、2025年で

したっけね。この計画を策定するのが目的ではな

いかと思うんです、健康寿命を延ばすことだとか、

さまざまあるかと思うので、この辺をしっかりと

運営委員会の委員さんも、その進行管理というこ

とをするためにつくって、そして、この事業を策

定事業でなくて、健康増進課も質問がかかってき

ますけれども、続いていかれるような形でお願い

したいと思います。 

○委員長（田島正徳君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） 何点かお聞きしたいと思

いますが、幾つか指摘事項みたいなものもあるか

もしれませんけれども、気にしないでもらいたい

と思います。 

  １点目は、109ページの高齢者健康づくりのグ

ラウンドゴルフ、ゲートボールの大会の回数です

けれども、年１回。これはこの会を催している人

がグラウンドゴルフやゲートボールをやっている

方がいっぱいいると思いますけれども、そういう

人たちの意向が年１回でいいのかどうか。健康増

進だから、もう少し考える必要があるのではない
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かと。 

  あと、この大会の運営は任せていると思います

けれども、例えば優勝、２位、３位、４位と、こ

ういう大体は普通、賞というのはそういうもので

すよね。ただ、よく違う大会では、飛び賞だとか、

いろいろブービー賞だとか、いろいろな賞を設け

ている大会もありますよね。やはり多分、高齢者

がほとんど、年齢的には何歳ぐらいの方が出てい

るのか私も聞いてはいませんけれども、高齢者が

出るということは、上手で１位、２位、３位にな

るというのは、それは喜ばしいことだけれども、

なかなかとれないという人もいると思いますよね。

そういう参加する意義をもう少し高めるためには、

そういう賞の与え方、どう考えているのか。それ

が１点。 

  次に、敬老会の補助の問題なんですけれども、

109ページの。よく私が聞くんですけれども、宮

代町の敬老会というのは、元気な人だけを対象な

のかと。確かに地区には任せておりますが、区長

さんなんか大変な苦労をしているようですけれど

も、集会所とか公民館とかに集まってお祝いをや

っているとか、敬老会をやっているということで

すけれども、出られない人はどうするんだと。病

気とか、そういうことで出られない人。そういう

人はもう外しているんだなと、冷たいねと。町で

主催をしているところは、出られなきゃ出られな

いなりに何かの記念品とか、赤飯だとか、そうい

うのを渡していたようですけれども、そういうも

のをいっぱいやればいいというものじゃないけれ

ども、今のやり方は元気な人だけを対象だと。本

当に前も「町の運営は高齢者には冷たいね」と言

ったことがありますけれども、「そういうことは

ありません」とは言っていましたけれども、実際

には冷たいよね。もう姥捨て山になると、もう病

気とかそういう出てこられない人は関係ないんだ

と、こういう態度だよね、町は。それでいいのか

どうか。本来の敬老会というのは、そういうもの

じゃないと思うんですよ。そういう考え方をひと

つ聞かせてもらいたいと思います。 

  次は、127ページの保健センターの、ちょっと

指摘事項なんですけれども、私も健康診断とかを

やるんですけれども、健康診断をやるときに、室

内ばかりじゃなく、外へ出て行う診断があります

よね。例えば、車に乗って肺の、外へ出て検査を

する、あの段差。何年たっても直らないの。危な

いですね、高齢者。前も２年ぐらい指摘したけれ

ども、一向に直らない。高齢者は転んでどうなっ

てもいいんだという考えですね。あそこで行って

いる職員というかパートさんだか知りませんけれ

ども、「危ないね」と言えば、「本当に危ないん

ですよね」と言うんですよ。「これ、高齢者に危

ないよね」と言ったって、本当に危ないと言って

いるんですよ。ちっとも直らない。あそこは地盤

が悪いからといえば、悪いのはわかるけれども、

そこら辺の対応はちゃんとすべきだと思いますよ。

レントゲンを室内でやるとか。それはほとんど車

の中でやっているから、なかなかできないとは思

うけれども、室内でやるならまだ幾らかわかる。

大体いつもレントゲン車が来て、外でやっていま

すよね。本当に危ない。一向に直さない。どうい

うことなんですか。 

  次には、133ページの、これは教えてもらいた

いんですけれども、マイレージ。 

  宮代町も記念品を出すとなっていますけれども、

どういう形で出すのか、中身は何をもらえるのか、

ちょっと聞かせてもらいたいと思います。 

  あと、最後になりますけれども、133ページ。

前段者も違う質問をしていたようですけれども、

健康増進計画策定の問題なんですけれども、計画

作成業務委託料というのが300万から載っていま
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すけれども、これは町の職員でできないんですか。

何でも委託、委託。委託して、その委託された人

が出てきたのを持ってきて、それをただ運営する

だけですか。本当に職員も健康増進室には結構い

ますよね。多分、昨日も話しましたけれども、優

秀な人材も相当いると思います。このぐらいは町

の職員ができないんですか。それを聞かせてもら

いたいと思うんですよ。 

  ましてアンケート調査をして、内容的にはどう

いうアンケートの結果が出てくるのはわかってい

るわけですから、町の職員がそれくらいやるべき

だと思いますよ。300万も出して誰が委託される

んだか知りませんけれども、本当に町の人たちの

健康増進を考えるんだったら、職員が考えてくだ

さいよ、このぐらい、と思うんですよ。そのこと

を、どう考えているんだか聞かせてもらいたいと

思います。 

  以上、とりあえず質問をしておきたいと思いま

す。 

○委員長（田島正徳君） ここで休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時５８分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○委員長（田島正徳君） 再開いたします。 

  答弁を求めます。 

  健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（岡村行雄君） 健康介護課副

課長の岡村でございます。 

  小河原委員さんからの質問にお答え申し上げま

す。 

  まず、予算書109ページ、高齢者健康づくり支

援事業でございます。こちらにつきまして、これ

まで町民グラウンドゴルフ大会と町民親睦のゲー

トボール大会を実施しているところでございます

けれども、そちらについて、団体等の意向が反映

されるようにということで、平成27年度から実施

方法を変更いたしまして、グラウンドゴルフ大会

につきましては、町のグラウンドゴルフ協会と、

ゲートボール大会につきましては、さわやかクラ

ブ連合会のほうに委託をしまして、大会の運営や

準備を行っていただいているところでございます。 

  こちらにつきましては、その団体、もしくはそ

れに参加される高齢者の方々の意向が大会に反映

されるような形で実施をしたいということで、委

託による実施方法に変更したところでございます。 

  健康づくりの面から申し上げますと、もっと大

会の回数を増やすとか、そういうこともあるかと

思いますけれども、それぞれのチーム、団体がご

ざいまして、そちらのほうで、例えばグラウンド

ゴルフであれば、はらっパークを会場に毎週のよ

うに実施をしているとか、月に何回というふうに

決めて、それぞれの団体、チームが練習をしてい

るということがございます。もしくは、ほかの大

会があって、そちらのほうに参加しているような

ケースもございます。 

  また、ゲートボールについては、最近は何か競

技者人口が減ってきて、町内でも、今２チームぐ

らいしかなくて、その方たちが定期的に練習に励

んでいるという状況でございます。 

  そういうことから、日ごろの健康づくりや体力

づくりということについては、それぞれの団体が

取り組んでいただいておりますので、その団体に

加入するメンバーの交流や親睦を目的に、年に１

回町民グラウンドゴルフ大会、もしくは町民親睦

のゲートボール大会ということで実施をさせてい

ただいているところでございます。 

  そちらに参加する人達の、何ていうんですかね、

モチベーションを確保するために、飛び賞とかい
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ろいろな賞を設けるべきというご意見でございま

すけれども、町民親睦のゲートボール大会につき

ましては、参加賞のほか、１位、２位、３位とい

うことで賞状と記念品と盾と、優勝のチームにつ

いては、優勝のカップがございますので、それを

１年間、次の大会まで与えるというような取り組

みがございます。 

  あと、85歳以上の方については、功労賞という

ことで表彰をさせていただいております。29年度、

本年度は４人の方たちに功労賞を授与したところ

でございます。最高齢の方は、大正11年生まれ、

95歳の方の参加がございました。 

  グラウンドゴルフ大会につきましても、個人競

技でございますので、１位から８位の方までを入

賞ということで、１位から３位の方までには盾と

ほかの記念品ということで、４位から８位の方に

ついては記念品を贈呈しております。 

  また、飛び賞ではないのですけれども、ホール

インワン賞ということで、毎年、10名から15名ぐ

らいの方たちがホールインワンをしますので、そ

の方たちへ記念品を贈呈しております。 

  続いて、地域敬老会支援事業でございますけれ

ども、こちらについて、今の実施方法については、

地域敬老会に参加できる人達だけの、健康な人へ

向けての式典ということになっているんではない

かということでございますけれども、地域敬老会

につきましては、顔の見える関係づくりというこ

とを目的に、地域のコミュニティーの醸成のため

という目的もございますので、そこに参加をして

いただくことによって、地域の中のつながりを深

めていただくという目的がございますから、参加

をしたくてもできない人については、それを解消

するために、敬老祝い品ということで、町内の商

店で使えるありがとうの商品券の配布を、全75歳

以上の高齢者の方を対象に交付をしていたところ

でございますけれども、平成27年度からは節目の

年ということで、77歳、88歳、99歳、100歳の方

たちに祝い品として贈呈をさせていただいている

ところでございます。 

  そのようなことから、広く全ての高齢者に行き

渡るように、敬老会支援事業の中で実施をしてい

るところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 健康増進室長。 

○健康増進室長（竹花 治君） 健康増進室長、竹

花でございます。 

  質問、指摘事項を含めて３点あったかと思いま

すので、そちらに順次お答え申し上げます。 

  まず、指摘事項の１つ目、外の駐車場の段差が

ちょっとひどくて、健診を受ける人たちの安全性

がというようなご指摘だったかと思いますけれど

も、こちらにつきましては、確かに段差解消の工

事等は行ったりとかはしていないんですけれども、

委託業者と話をさせていただきながら、なるべく

勾配が少ないところから出入りができるように、

また、昨年度におきましては、青い滑りどめのマ

ット等を購入させていただきながら、そちらで何

とか対応はしてきたところでございます。 

  ただ、段差がどんどんひどくなっておりますの

で、また今後、皆様が安心して健診できるような

体制をとれるようにということで、今後考えてい

きたいと思います。 

  また、マイレージで何をくれるかというご質問

だったかと思うんですけれども、こちらにつきま

しては、一応、歩いた歩数によってクオカードを

検討しているところでございます。 

  あとは、計画についての委託料のところで、町

の職員で計画ぐらいつくれないのかというご質問

だったかと思いますけれども、こちらにつきまし

ては、町の職員がかかわらずというところではご
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ざいませんでして、今年行いましたアンケートに

ついても、職員間でいろいろ検討を重ねて、その

内容をもとに業者にお願いしつつアンケートを実

施して、そのアンケートの分析に関しましても、

業者にそのままということではなく、職員が幾度

となく集まって、一応、こちらについてどういう

ふうな読み込みをするのかというところを検討し

たところでございます。 

  来年度におきましても、職員間でそういったと

ころはやってはいくんですけれども、ただ、自分

たちでうまくいかないというんでしょうか、専門

的な知識を持ったものを業者の方々に協力をいた

だいて、よりよいものをつくりたいというところ

で考えた委託料でございますので、ご理解いただ

きたいと思います。 

  以上でございます。 

  あとは、すみません、補足ですけれども、保健

センターの職員間だけではなくて、役場で健康に

関する事業というところを全部、各課に投げさせ

ていただきまして、健康とか食に関係する部署の

職員にも集まってもらって、その職員間での検討

も２度ほど重ねさせていただいております。こち

らにつきましても、来年度も引き続き集まってい

ただくような形での方法を考えておりますので、

ご理解いただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） 何点かまた質問したいと

思います。 

  敬老会の問題ですけれども、方法については、

顔の見える敬老会、参加できない人の対策になる

かどうかわからないけれども、祝い金を贈ってい

ると。これ祝い金、毎年贈っているわけじゃあり

ませんので、私も80、あれは何だ、77歳か何かで

もらったことあるけれども、次もらうのはいつだ

かというわけよ。毎年じゃないでしょう。 

  それで、そういう人達の、参加できない人のた

めにも考えているって、これ毎年出しているんな

らわかりますよ。出していないんだからね。出し

たらって言ったら、去年だか何かのとき、去年だ

か一般質問だか忘れましたけれども、それは出せ

ませんと。それはわかる。だけど、やることが、

私が言いたいのは、目的は、病気で参加できない

人はどうするんだというんですよね。元気な人が

対象、顔の見える方法だと。顔の見えない人は、

もうどうでもいいんだという対応なんだね、町は

ね。 

  私は、こういう病気で出たくても出られない人

を何とかしてやるのも、一つの本当に高齢者のた

めの温かみのある対策だと思うんですよ。もうど

うでもいい人はもういいんだと。ただ、祝い金を

やっていると。100歳以上は毎年くれるんだっけ。

それまでなる、100歳まで生きるのは何人いる。

こんなこと言うと怒られるけれども、数は少ない

ですよね。 

  それまで毎年、じゃ、77歳からやるんなら、私

は理解できますよ。そうじゃないんだもの。77の

次は八十幾つだとかとなっていたよね。大体５年

か６年に１回もらえるのかな。そんなので高齢者

をごまかすなんて、とんでもない話ですよ。今ま

でこの町があるのは誰のためなんですよ。高齢者

が一生懸命働いてきたためにでしょう。もうそう

いう人は、もう姥捨て山なんだよね、宮代町もね。

元気がなくたって対応してやるべきですよ。本当

に冷たい。 

  我々みたく、70、80近くなってもうるさいのも

いますよね。うるせえ野郎だと思っているかもし

れないね、役場は。そういうもんじゃないんです

よ。しつこいようだけれども、この町をここまで

伸ばしてきたのも、ここまで町があるのも高齢者
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が働いてきたからですよ。そういう人は、本当に

冷たい。 

  ふれ愛センターだってなくしちゃう、もう高齢

者が集まる場所はなくなる、ただ、各集会所でや

っているからいいんだとか、そういう行政は本当

に冷たい、町は。 

  確かに、ちびっこ広場とかそういう対応も必要

なのはわかる。だけど、本当にこれから何年も先

もない人の対応をちゃんと、ああ、この世の中に

生きてきてよかったなというようにしてやるのが

行政じゃないの。少し考えてくださいよ。 

  本当に祝い金1,000円にして、八百幾らか、800

円からかな、1,000円にして、それで自慢してい

るような町じゃだめですよ。本当に温かみのある

町政引いてくださいよ。本当に入院したり、出て

こられない人のためを考えてくださいよ。それが

行政、温かい行政。今の宮代町は、温かみはない

と私は思われてもしようがないと思いますよ。 

  後でもう一回それ、温かみのある行政だという

説明をしてください。 

  保健センターの問題、青い、ブルーシートを今

年は敷きましたよね。敷いても、下は段差がある

んだよね。ブルーシートで段差がなくなるんです

か。ただ、ここを通りなさいということだけだよ

ね。気をつけて通りなさいと、歩行してください

と。それで満足するようなことなんですか。安全

なんか守られていないですよね。その通路を通る

部分だけの段差を直せばいいんですよ。できない

わけないでしょう。 

  あと、最後の計画、133ページの問題、委託料

の問題。その前に、マイレージの問題、ちょっと

もう一回よく説明してもらいたいんだけれども、

どうしたらあれがもらえるのかをもう一回説明し

てもらいたい、記念品が。何か歩数をこう、あそ

こではかる機械がありますよ。機械というか、機

器がありますよね。それで、役場とそこの進修館

にありますけれども、あれでどうやって記念品が

もらえるようになるのか、ちょっと教えてもらい

たいと思うんです。 

  その後、計画の見直し、せっかく、委託料の問

題、アンケートとるまで職員が何回も議論をした

と。それは大したもんですよ。いいことだと思い

ますよ。だったら、そこまでやったんなら、町の

職員が計画をつくるべきだと思いますよ。自信が

ないんですか。ないというならないと言ってくだ

さいよ。計画をつくる自信がないんですか。ない

ならないとはっきり言ったほうがいいですよ。ア

ンケートなんか誰だってつくって、町の中に配っ

て、誰でもできると思いますよ、これは。その先

をできないなら、できないんだと、自信がありま

せんとはっきり言ってくださいよ。 

  あんなの業者に委託してさ、よりいいものをつ

くるって、今のが最高にいいんですか。健康を守

れるように、本当に。職員だって、今のやってい

ることを考えられるでしょう。考えられないなら、

できないとはっきり言ってくださいよ。そのぐら

いのあれ必要だと思いますよ。ちょっとまたきつ

い話になって申しわけないけれども、最後は自信

がありませんと、できませんと、そのぐらい言っ

てください。もしできないなら。 

  以上、再質問は後でいたします。 

○委員長（田島正徳君） 健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（岡村行雄君） 健康介護課副

課長の岡村でございます。 

  まず、１点目の地域敬老会支援事業の祝い金の

関係でございますけれども、先ほど申し上げまし

たとおり、健康祝い金につきましては、平成25年

度までは75歳以上の全ての高齢者の方に一律

1,000円の商品券を送付していたところでござい

ますけれども、これまで、その商品券の換金率が
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余りよくないということがございまして、商工会

のほうでアンケート調査を実施したところ、大半

の意見が、まとまった金額になってから使いたい

というような意見が多かったということがござい

ます。 

  そういうこともありまして、であれば、節目の

年にまとまった金額で交付をしたほうがいいので

はないかということで、平成26年度から、その節

目の年、77歳は5,000円、88歳、99歳につきまし

ては１万円、100歳の方は５万円で、また101歳以

上の方については１万円を毎年送付するというこ

とで、交付方法を変更いたしました。 

  そうしたことによって、特に予算額等は変更に

はなっておりません。25年度、高齢者の方が約

3,500人いて、350万円ぐらいの発行の委託料がか

かったわけですけれども、すぐに26年度、節目の

年に切りかえても、3,954人の高齢者の方に対し

て346万8,000円の発行委託料がかかっているとい

うことで、それも徐々に上がってきて、今では

450万円ほどの委託料がかかっているということ

でございます。 

  こちらにつきましては、限られた財源の中での

取り組みでございますので、節目の年に切りかえ

たということについてはご理解をいただきたいと

いうふうに思います。 

  あと、高齢者に温かい行政ということでござい

ますけれども、この地域敬老会につきましても、

高齢者の方々の長寿を祝うのと同時に、高齢者を

敬うという気持ちを込めて敬老会支援事業を実施

しております。 

  また、ほかの事業でも地域交流サロン等、地域

の高齢者の方々と地域の方々とのつながりづくり、

支え合いの体制づくりというようなことを目標に、

地域交流サロンや各種事業を実施しておりますの

で、そういうことでは高齢化に配慮した行政を行

っていきたいというふうに、考えのもとで実施し

ているものでございまして、ご理解をいただきた

いというふうに思います。 

○委員長（田島正徳君） 健康増進室長。 

○健康増進室長（竹花 治君） 健康増進室長、竹

花でございます。 

  マイレージの質問について、再質問についてお

答え申し上げます。 

  マイレージのご褒美的な部分を今考えているも

のが、一月の平均が5,000歩以上の方、また8,000

歩以上の方という２段階に分けさせていただいて、

一応、それをクリアした方々についてクオカード

のほうを配布させていただこうと思っております。 

  また、それにあわせて、健診、特定健診ですと

かそういった健診を受けた方々については、また

さらにプラスを考えていて、受診率を向上させた

いというふうに考えております。 

  計画につきましてですけれども、一応、計画に

つきましては、町の職員だけでは計画策定が難し

いということで、委託料のほうを掲載させていた

だいておりますので、ご理解いただきたいと思い

ます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） 説明を聞いて、おおよそ

は理解はしたんですが、まだ腑に落ちない点があ

ります。 

  それは、まず１点目は敬老会、やっぱり。まと

まった金額を商工会と相談してとか何とかと言っ

ていましたようだけれども、77から、次もらうの

が88歳、この間の関係で、10年という長い期間だ

よね。差が、次もらえるのが。そんなに待てない

人、いるんじゃないですか。それで満足をしてい

るようでは、私は、高齢者にはまだ冷たい。 

  私が質問しているのは、入院しているとかそう
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いう人を、どう敬老会のお祝いをするかというこ

となんですよ。毎年、75歳以上の人を。また、集

会所とか公民館に出ていけない人達をどうするか。 

  地区によっては、地区費でそういう人達にもお

祝いを出しているところはあるはずですよね、地

区費で。町の予算もらわないで。そういうふうに

一生懸命やっている地区もあるんですよ。そうい

うことも考えないで、本当に、ほかのことで高齢

者を敬っていると、それは口だけだと思いますよ

ね。私は、そういう元気な人よりも、そういうな

かなか出てこられない人、そういう人達をどうす

るかというのが本当の温かみのある行政だと思い

ますよ。それは一つ、忘れないでもらいたいと思

います。 

  しつこいようだけれども、77歳でもらって、そ

の次は88歳、その後は99歳、えらい間隔がありま

すよね。それは町の中では、全体からいえば、毎

年何人かずつはいると思いますけれども、個人と

しては何年かかるんですか。たとえもらえるとし

ても、お祝いを。 

  それで、言っちゃ悪いけれども、私、もらった

ときは元気だから使った、自分で。これが88、99

になったら、１人で出ていって使えるものかね。

そういうことも考えないと。それは孫に小遣いと

してやれるかもしれない、孫がいるうちはね。そ

ういうもんじゃないでしょう、お祝いというのは。

その本人に対してお祝いするんでしょう。そのこ

とも考えるべきだと思いますよ。 

  金を出しているから、77、88、99、100歳以上

は出していますからって満足しているようじゃ、

温かみのある対応じゃないですよ。温かみのある

対応というのは、それは敬う方法をとっています

とかと言うけれども、ちっともとっていないです

よ。みんなが集まる場所をなくしちゃったり、そ

ういうことを平気でやる行政なんだから。 

  それは、先ほど何か財源が限られたからと。ほ

かのこと、じゃ、みんな財源が限られていたらや

ることないじゃない。前段者の質問で、おもしろ

い質問をしていたようだけれども、そうなっちゃ

うよ。職員要らないじゃないかと。 

  必ず最後は限られた財源、金がない、このこと

が必ず出てくるんだ、本音がね。これは本音だと

思います、役場の、宮代の役場は。そういうこと

は、またしつこく言い出して申しわけないけれど

も、高齢者をもうちょっと何とかしてやってくだ

さいよ。みんな納得できるように。 

  それは、各地区の区長さんは大変苦労している

ということも知っています。それプラス、元気で、

なかなか元気で、出ていきたくても行けない人達

の対応をちゃんとするべきだと思います。限られ

た時間ですからね。ないんですから、先が。こん

なこと言うと問題になるかもしれませんけれども。 

  あんたたちは、職員はまだ60前だから、平均的

には今81歳、平均年齢、日本の場合。まだ二十何

年あるわ、平均。もう75歳以上になったら、平均

年齢からいったって何年もないんですよ。81歳だ

と思ったな、日本の男性の平均年齢は。生きてい

る人間、81歳。そういう人達のことを中心にまず

考えてくださいよ。考える人がまだ60前だから、

本当に冷たいよね、高齢者にね。 

  また、私は高齢者の代表とよく言うんだけれど

も、本当にこれ機会あるたびにまたやりますから、

きょうはそのことをきつく申し上げておきたいと

思います。 

  最後の問題、町の職員では計画は難しいんだと。

そんなに難しいの。これ、私はそうじゃないと思

いますよ。金がなかったら、やはり職員がやれば

いいじゃないですか。先ほど敬老会では限られた

財源だと。限られた財源だったら、町の職員がこ

ういうことを考えればいいじゃないですか、ない
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んだから。そういうときには、限られた財源じゃ

なくどんどん、計画が難しいんだと。そんなに難

しいんですか。 

  内容を見て、私はそう思わないんですけれども、

アンケートまでとって、アンケートとるときの、

一生懸命検討はしているようだけれども、それが

できれば、もう計画もできると思いますよ。これ

もヒトクタリで終わらざるを得ないと思うけれど

も、もう一回、どういう考えだか。ただ本当に難

しいだけで済むもんじゃないと思いますよ。 

  また憎まれ口聞きましたけれども、答弁できる

範囲があったら答えてください。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） 健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（岡村行雄君） 健康介護課副

課長の岡村でございます。 

  まず、地域敬老会とまとまった金額ということ

で、スパンが10年、もしくは最初は77からという

ことでございますけれども、こちらについては、

10年間分をまとめてお支払いすると、お支払いす

るというか贈呈をするということで、今までの額

となるべく変わりがないようにしたつもりでござ

います。 

  地区でのお祝い品を配布しているようなところ

もあるというお話でございますけれども、そちら

につきましては、健康介護課でも把握しておりま

して、第４次総合計画の５期実行計画の目標とし

ては、全ての自治会、地区において、何らかの敬

老事業を実施していただく体制の整備ということ

を目標に掲げておりますので、地区で独自にお祝

い品を配布している自治会への支援等についても、

今後支援を考えていきたいというふうに思います。 

  以上でございます。 

○委員（小河原 正君） 各地区で祝い金を廃止し

ていると言っていないですよ。各地区で独自で、

地区の予算で、各地区の予算でだよ。町の予算使

ってないですよ、一銭も。お祝いをやっていると

ころ、あるでしょう。そういうふうに苦労してい

るところもあるということ。そういう一生懸命や

っているところは、町じゃない、地区でやってい

るんだよ。やっているんですよ。町は、だから冷

たいねと言っているの。記念品をやっているの、

地区費で。そういうところがあったの。そういう

頭使っている地区もあったわけよ。 

  町はちっともそんなこと考えない。出席しない

と1,000円出さないと。それも町が希望者をとっ

て、町に出席しますという返事を出さないと出ら

れない、そういうやり方でしょう、今。 

  だから、区長さんなり自治会の人が、75歳以上

の人がどこに誰がいるかというのをわからない部

分があるというんですよ。そういう状況ですよ。

それで独自で調べて、75歳以上には全員へですよ、

全員に毎年、記念品をやっていた、自治会費で。

そういう温かみのある自治会もあるんですよ。宮

代町は違うの。全然発想が違うの、発想が。 

  そういうところがあるということを知っている

んでしょう。だから、私の質問はそういうこと。

だから、じゃ、そこの自治会が最近はやり方変え

たようだけれども、変えたようだけれども、それ

はやっぱり私が言っているのは、そういう出られ

ない人達をどうするかというのが温かみのあるこ

とだと言っているんですよ。それの答弁をお願い

したいということ。 

  金をどうの、スパンも確かに長い。77から、77

だっけ、88までもらえない。88から99までもらえ

ない。だから、さっき言ったでしょう。平均寿命

は81.何がしだったよね。77でもらうと、88まで

どのぐらいの人がもらえるのか。そういう宮代町

のやり方、本当に冷たい。 

  また思い出して言うけれども、ふれ愛センター
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もなくしちゃう、使えなくしちゃう、それはもう

財源がどうのこうの、必ず財源を言うんだ。本当

の温かみのある行政じゃない。また何回も言うけ

れども、そういう質問ね。 

○委員長（田島正徳君） 健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（岡村行雄君） 健康介護課副

課長の岡村でございます。 

  地域敬老会の自治会におけるお祝い品の配布で

ございますけれども、町といたしましても、昨年

度末に全ての自治会にアンケート調査を実施いた

しました。地区自治会において、75歳以上の方を

対象に、地区もしくは自治会の経費で、地域敬老

会とは別に敬老のお祝いに関することを行ってい

るかどうかという調査をさせていただきました。

その結果、78の地区のうち、20の地区でお祝い品

や商品券を贈呈しておるということがわかりまし

た。 

  そのことから、総合計画の後期実行計画におい

ての目標で、全ての自治会で何らかの敬老行事を

行っていただくというのを目標に掲げていること

もございますので、その地区、もしくは自治会で

独自に経費を使ってお祝い品や祝い金を贈呈して

いる地区についての支援について、今後検討して

いきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

  敬老会に出たくても、入院や施設に入所してい

て参加をすることができないという方については、

いろいろな福祉サービスや介護の給付のほうでそ

れ相当のサービスの提供を行っておりまして、そ

ちらのほうについても一般財源のほうからの負担

もございますので、そちらのほうもあることから、

今後も引き続きそのサービスを継続していきたい

というふうに考えております。 

○委員長（田島正徳君） 健康介護課長。 

○健康介護課長（小島 修君） 健康介護課長の小

島でございます。 

  健康増進計画の策定につきまして、職員だけで

の策定は難しいんじゃないかというご答弁をさせ

てもらったんですが、何ていったらいいんでしょ

う、この健康づくりに関しては、保健師を初め、

管理栄養士、職員は専門職を配置して取り組んで

いるんですが、宮代町においては、これまでこの

健康増進に関係する、健康づくりに関係する計画

がなかったものですから、今回初めて取り組むこ

とにしました。 

  コンサルに一部お願いをするわけなんですけれ

ども、コンサルもそういった計画づくり、健康増

進に関係する計画づくりに長けているコンサルを

選んでまいりたいと思います。そういった他市町

村でも健康づくり、先進的に計画を策定しており

ますので、そういった実績のあるコンサル、また

ノウハウを持っているコンサル、また国、県、県

でも健康増進の健康長寿計画、あるいは宮代町、

食育に関係する計画も策定する予定ですので、埼

玉県でも食育推進計画、こういったものも策定し

ております。そういった計画との整合も図りなが

ら、専門知識を持ったコンサルの助言といいます

か、アドバイスもいただきながら、そして宮代町

の地域に合った計画を策定するために、職員も全

庁的に参加して、この計画策定に取り組んでいく

ということで予定をしております。 

  ですから、なかなか職員だけということではな

くて、そういった他市町村、全国的なこの健康づ

くりに関する取り組みもコンサルを通じて情報収

集しながら、宮代町に合った計画としてまいりた

いというふうに考えておりますので、ご理解をい

ただければと思います。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） わかったということにし
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ておきます。ただ、まだ幾らか心に残るものがあ

ります、今の答弁では。後でまた機会があったら

やりたいと思います。 

  以上、終わります。 

○委員長（田島正徳君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  何点かご質問しますので、よろしくお願いしま

す。 

  まず、108、109ページの地域敬老会支援事業で

す。今、前段の委員からいろいろ質問が出ました。

特に、こう言っちゃ失礼なんですが、やはり委員

の中では一番高齢の委員さんなので、やはり質疑

の重みも違うと思います。前段の委員は、よく高

齢者、この地域敬老会の支援事業について、やは

り実態も知っていますので、私もいろいろ地域の

方たちからも聞いておりますので、そのままのと

おりだと思っています。 

  それで、質問は、ダブるところは割愛しますが、

やはり参加したくても出られないお年寄り、いろ

んな事情で。病気もありますし、性格的にもそう

いうところは出られないという方もいらっしゃい

ます。そういう人に対してどういう支援をするの

か。 

  先ほども出ていましたけれども、ある地域では、

やはり本来これは、敬老祝い、敬老会ですから、

町が責任持たなくちゃいけないのに、自治会でそ

ういう出られない方に対して、赤飯とか紅白まん

じゅうとか、いろいろあろうかと思いますけれど

も、それなりに対応していると。それは先ほどの

答弁で、町のほうが、担当のほうがよくわかって

らっしゃいますよね。 

  そういうふうに自治会でやっていること、本来

町でやらなければいけないことを自治会がやって

いると、これはおかしいことだと思うんですよね、

こういったこと。お年寄りはお金じゃないんだと、

気持ちだということで、やはりそういう出られな

い人、出られない高齢者に対するフォローですよ

ね。それをちゃんと町が責任持つ必要があるんじ

ゃないか。 

  先ほど第４次総合計画後期実行計画の中でその

辺をやっていくということなんですが、これは、

じゃ、いつごろからやっていただけるのか、やれ

るのか、その点、お聞きをしたいと思います。そ

れが第１点。 

  それから、２点目は、110ページ、111ページの

災害時要援護者見守り支援事業、これはそのとお

りで、自力で避難が困難な高齢者や障がい者など

の把握、それから避難行動、要支援者名簿の作成

というふうになっているんですが、これは名簿を

作成するのが目的じゃないですよね。本来、こう

いう自力で避難が困難な高齢者、障がい者、こう

いう方を安全に避難できるようにするのが目的で

しょう。そういうふうな体制になっているのかど

うか。 

  私は、これは大きな矛盾だと思うんですけれど

も、やはり個人のプライバシーというのがあって、

なかなか、昔はこういう高齢者、障がい者、こう

いうところにいてというんでわかっていたんです

けれども、今は逆にそういった中でわかんない方

もいらっしゃると。自治会では、わかる範囲とい

うことになってしまうんですけれども、いざとい

うときに、やはり被害者が出たら、これは痛まし

い事故になってしまいます。 

  最近、東北で大火災がありました。やはり地域

の力によって被害者が出なかったと。それはもう

いい面で報道はされますけれども、これが一歩間

違うと、そういうことになりかねない。 

  そういう意味で、この災害時要援護者見守り支

援事業、そういった点では、作成も大変なんです

けれども、これ実際、行動に移す、そういうとき
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に、そういうふうになれるような計画になってい

るのかどうか、その点、お尋ねをしたいと思いま

す。 

  続きまして、130、131ページの健康診査事業な

んですが、特にこれは決算でも言いましたけれど

も、宮代は健康診査受診率が非常に悪いというこ

とで、しかし、新年度予算では、胃がん、肺がん

検診の受診勧奨の方法を見直したということで、

増額ということになっていますが、これは受診勧

奨ですから、具体的にどういうふうに見直したの

か、その点、お尋ねをしたいと思います。 

  それから、次のページの132、133ページの健康

増進計画等策定事業で、この町民の健康増進、疾

病予防等を推進するための施策、取り組みの健康

増進計画等を策定する費用ということなんですが、

これはいつまでに計画をつくるのか、その点、お

尋ねをしたいと思います。 

  最後ですが、136、137ページの医療対策費の中

の福祉医療センター運営事業、六花の関係なんで

すけれども、今後の施設運営のあり方を検討する

ための調査費用ということなんですが、具体的に

何を検討するのか。いろいろな医療関係、介護関

係の確かに取り巻く環境というか、変わってきて

います。そういう中で、何を検討していくための

調査なのか、その点、お尋ねしたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） 健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（岡村行雄君） 健康介護課副

課長の岡村でございます。 

  丸藤委員さんからの質問にお答え申し上げます。 

  まず初めに、予算書の108ページ、109ページの

地域敬老会支援事業でございます。前段の委員さ

んと重なる部分があるかと思いますけれども、地

区自治会独自で敬老事業、記念品や祝い金の配布

等の事業を行っている地区自治会がアンケート調

査の結果、20の地区があったということが判明し

ております。後期実行計画の中で、平成32年度ま

でに全ての地区で敬老事業を実施していただくこ

とを成果目標として掲げております。 

  こちらにつきましては、私たちの予算書の10ペ

ージに掲載してございますけれども、引き続き参

加しやすい地区単位の敬老会の開催を進めていく

とともに、地域主体で継続して敬老会が実施でき

るようにしていくことと、幅広い世代間交流や地

域コミュニティーの醸成を図るということが目標

でございますけれども、独自の費用で敬老行事を

行っている自治会につきましても、地域敬老会の

運営支援という形で、できれば地域敬老会を実施

していただきたいということでございますけれど

も、それが何らかの事情でできない地区について

は、何かの記念品の配布や祝い品、祝い金を配布

するという形で既に実施している地区について、

運営支援ということで見直しを図っていきたいと

いうふうに考えておりますので、後期実行計画の

工程では、平成32年までには見直しを図っていき

たいというふうに考えております。 

  続いて、予算書の110ページ、111ページの災害

時要援護者見守り支援事業でございます。こちら

の事業につきましては、名簿を提供するのが最終

目標ではなくて、やはりその地区の災害時の避難

行動が単独で避難行動をとれないという方たちへ

の支援ということで、個別支援プラン、個別計画

をつくっていただいて、その個別計画を理解して

いただいた上で、万が一、災害が発生した場合に、

その個別支援プランに基づいて、避難行動に難が

ある人の支援をしていただくということが目的で

ございますので、それに向けて取り組みを行って

いるところでございます。 

  現在、自主防災組織、51地区ございますけれど

も、そちらの36地区に、現在の名簿では災害時要



－２５９－ 

援護者登録名簿という名称になりますけれども、

36地区に提供をしております。現在の名簿登録者

は709名でございまして、避難支援プラン、個別

支援計画を作成していただいている地区は18地区

で、154人の方の個別支援計画を作成していただ

いております。 

  今後は、できるだけ多くの地区、できれば全て

の地区でその個別支援計画を作成していただいて、

万が一、災害が発生した場合には、個別支援計画

に基づいて活動をしていただくようにお願いをし

ていくということで、自主防災会の連絡会や地区

に行って、その辺のお願いをしているところでご

ざいます。引き続きこの取り組みを進めていきた

いというふうに考えておりますので、ご理解をい

ただきたいというふうに思います。 

○委員長（田島正徳君） 健康増進室長。 

○健康増進室長（竹花 治君） 健康増進室長、竹

花でございます。 

  質問に順次お答え申し上げます。 

  まず、診査の受診勧奨のところでございますけ

れども、こちらにつきましては、個別通知を従来

もさせていただいたものもあるんですけれども、

５つのがん検診につきましてが１冊になっており

まして、それぞれ受けられるものが違っていると

思いますので、それぞれ個々に合わせたものが送

られるという認識の受診勧奨を行う予定でござい

ます。 

  また、２年目計画について、いつまでにという

ことでございますけれども、こちらにつきまして

は、平成30年度に計画策定まで終了させていただ

く予定でございます。 

  ３点目、今後の施設の状況、何を調べるのかと

いうところでございますけれども、前段の委員さ

んとかにも説明させていただいたように、近隣の

状況から、今、六花に何が必要なのかというとこ

ろを少し整理をさせていただいて、スリムにでき

るところはスリムにという方向になるという認識

でおります。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） どうもありがとうございま

す。 

  じゃ、再質問させていただきます。 

  地域敬老会支援事業、108、109ページですね。

平成32年度までに運営支援ということで、見直し

を図っていきたいということなんですが、これに

ついては、先ほども説明もありましたし、大体わ

かるんですが、先ほども言いましたように、これ

はやはり町が本来責任持ってやるべきものだと思

いますので、まず、やっている地域ですよね、そ

こに援助すべきだ、優先して、というふうには感

じるんですけれども、そういう方向でいくのか、

お尋ねします。 

  それと同時に、決算のときも言いましたが、敬

老祝い事業、各地域によっては、やはりもうだん

だん高齢者が多くなってきて、これはうれしい悲

鳴なんですけれども、地域の集会所ではできなく

なってきたという、そういうことへの対応も、も

う一方では必要かと思うんですけれども、それに

ついてはどのようにしていくのか、そのことをお

願いしたいと思います。 

  続きまして、災害時要援護者見守り支援事業で

す。個別支援計画をつくるということなんですけ

れども、これにはやはり時間もかかると思うんで

すけれども、このことに対して、この自主防災と

の関係もあるんですけれども、これにかかわる職

員というのは、どれぐらいで実際、対応なさって

いるんでしょうか。参考までにお尋ねしたいと思

います。 

  これは急がなくちゃいけないと思うんです。い
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つ災害が起きるかわかりませんし、ここのところ、

南海トラフとのほうの関係ばかりで、関東大震災

も、もういつ起きてもおかしくないというふうに

言われているんですよね。そういう意味では、本

当に急がなければいけない。これはもう安心した

体制をとって当たり前で、やはりそういうふうな

体制ができていないとなると、やはり急がなけれ

ばいけない、そういう事業だと思うんですが、や

はりスピードアップしなければいけないと思うん

ですけれども、現在どれぐらいの職員体制でやっ

ているのか、その点、お尋ねをしたいと思います。 

  それから、健康診査事業なんですけれども、こ

れは胃がんと肺がん検診だけなんですね。特に見

直さなければいけないということで進めているの

は。これで受診率は上がっていくんでしょう。受

診勧奨の方法を見直すということですから、受診

勧奨というのは、するように勧め励ますこととい

うふうに書いてあるんですけれども、ですから、

そうすると、胃がん、肺がん検診は進むというこ

とでもちろん理解してよろしいですねということ

をもう一度お尋ねします。 

  それから、健康増進計画等策定事業、はい、わ

かりました。 

  それから、136、137ページの六花の関係なんで

すが、何が必要かって、スリム化も必要みたいに、

削っていくほうの見直しなのかなというふうに思

うんですけれども、今後の施設運営のあり方をど

ういうふうに検討していくかということで、調査

費用を計上しているわけなんですけれども、そう

いうことなのか、スリム化するだけなのか、それ

とも、こっちの方面ではこういうふうに施策を拡

充していくとか、そういう面はないんでしょうか。

その点、もう一度お尋ねしたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） ここで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時０３分 

 

再開 午後 ２時１８分 

 

○委員長（田島正徳君） 再開いたします。 

  答弁を求めます。 

  健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（岡村行雄君） 健康介護課副

課長の岡村でございます。 

  再質問にお答えいたします。 

  まず初めに、地域敬老会支援事業の平成32年ま

での運営支援でございますけれども、こちらにつ

きましては、優先とするものは、これまで地域敬

老会を行っている自治会について、さらに充実し

た内容にできるものとするための支援を優先いた

しまして、また敬老事業、何らかの敬老事業を実

施していただく自治会についての見直しも図って

いきたいというふうに考えております。 

  会場の問題が出てきている敬老会の会場もござ

います。もう参加者が100人、もしくは200人規模

の敬老会になっていて、手狭になっているという

ような自治会からの相談をお受けすることがあり

ます。 

  そちらにつきましては、現在の補助制度の中で

は、午前、午後の開催や２日間開催ということで、

単独で１回開催する場合に加えて準備経費を上乗

せするということになっております。準備経費、

基準額が３万円であるものについて、２回開催を

した場合は5,000円を上乗せして３万円、３回以

上開催した場合は４万円ということで上乗せをす

ることを実施しております。 

  また、地域敬老会の会場の使い方についても、

できるだけ１カ所の会場でほかのスペースがある

のであれば、１階と２階を使っていただくとか、
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２階へ上がっていただくための、高齢者の方の２

階へ上がるのが困難だというようなこともあるか

と思いますけれども、なるべくそういう方を１階

のほうに、２階に上がれる方については２階とい

うような形で、いろいろ工夫をしていただいてや

っていただけるように、今お願いしているところ

でございます。 

  続いて、災害時要援護者見守り支援事業でござ

いますけれども、こちらの個別支援計画がなかな

か進まないということでございますけれども、こ

ちらについては、国の指針としては、市町村が中

心となって個別計画を策定することが望まれてお

りまして、また地域の民生委員さんや社会福祉協

議会、また自主防災組織や自治会とか福祉事業者

等と連携、協力をしながら、町としてもコーディ

ネーターとしての機能を発揮して個別計画の策定

を進めていくというふうに言われておりますけれ

ども、なかなかやはり職員確保が難しいというこ

とがありまして、どちらの自治体についても、こ

れ専属の職員を配置することがされておりません

で、当町につきましても、担当職員は兼務ですけ

れども、１人しか今のところいません。 

  そんな関係もございまして、個別計画について

は、自主防災組織のほうで中心となっていただい

て、策定していただけるようにお願いをしている

ところでございます。ほかの自治体でも、ほとん

どの自治体がそのような取り組み、もしくは個別

支援計画を避難行動要支援者の方がみずから策定

をしなければいけないというような計画になって

いる自治体もあるように聞いております。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 健康増進室長。 

○健康増進室長（竹花 治君） 健康増進室長、竹

花でございます。 

  再質問について２点あったかと思いますので、

お答え申し上げます。 

  まず１点目、受診勧奨についてですけれども、

こちらにつきましては、受診勧奨は５つのがん検

診がありますけれども、その５つのがん検診につ

いて、ご自分が今年度、何の検診が受けられるの

かというようなのが一目でわかるような形の受診

勧奨を行う予定でございます。 

  ですので、女性の方ですと、最大５つで、２年

に１回というお願いもさせていただいております

ので、今年度、ご自分が対象なのかというのがそ

の勧奨通知ですぐわかるような形になっておりま

す。 

  また、男性の方ですと、３つの検診のところで、

40歳以上の方でしたらほぼ３つの検診が対象にな

るかと思いますけれども、その勧奨通知がお手元

に届くというところでご理解いただきたいと思い

ます。 

  また、２点目、計画のほうのスリムではなくと

いう、拡充もあるのかというご質問だったかと思

いますけれども、確かに近隣の状況ですとか全部

調べることによって、もし六花にしかないような

ものというサービスがあるようであれば、そちら

は逆に力を入れたりとかしていって、住民の方々

に気持ちよく使っていただけるようなというとこ

ろがあると思いますので、当然、拡充の部分もあ

るというふうに認識しております。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） ありがとうございます。 

  108、109ページの地域敬老会支援事業なんです

が、これ以上の答弁はないと思うんですけれども、

先ほど、現在、自治会で支援しているところを優

先してということなので、ぜひそういう形でやっ

ていただきたいと思います。 

  それから、参加者が増えてきている会場、場所
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の確保の問題なんですが、確かにそういうふうに

やっていかなければいけないんですが、これから

はさらに団塊の世代の人たちが多くなりますよね。

ですから、その辺、当面はそういうふうなやり方

をして何とかやっても、やはり追いついていかな

い時期が必ず来ますので、自治体ですから、いわ

ゆる自治体ですから、そこを先行して考えていか

ないと、また後手後手になってしまいますので、

その辺、ぜひ不便を来たさないようにやっていく

ということで、それはもうやるしかないので、ぜ

ひそういう立場で早目早目に計画を立てていただ

きたいと、要望になりますけれども、お願いした

いと思います。 

  それから、110、111ページの災害時要支援者見

守り支援事業なんですが、先ほどほかの自治体の

状況なども話していただきましたが、実際、この

自力で避難が困難な高齢者、障がい者などの把握、

それから避難行動要支援者名簿、これを１人で、

しかも兼務でやっているということなんですけれ

ども、やはりこの点では、先ほども言いましたよ

うに、急がなければいけないので、それはもうい

つあるかわからないという前提であればそれでい

いかもしれませんけれども、これはやはりスピー

ドアップして準備ができて、なおかつそれがその

とおりできるかどうかというのは、実際、いろん

な災害がありますので、難しいと思いますので、

やはりよりやっておいて絶対害はありませんので、

そういった点では、ほかの自治体もそうだと言わ

れると何も言えなくなってしまうんですけれども、

やはりここは職員の力を借りて、やっぱりマンパ

ワーですよね。必要なのかなというふうに私は思

いましたが、このままの体制ということで、それ

はしようがないということで理解していいんでし

ょうか。 

  それは、答弁は、そういうふうに増やしたいこ

とに異論はないけれどもというふうになるかと思

うんですけれども、やっぱりそれをやらなければ

できない、つくれないと思いますので、その点、

今の状況の中ではしようがないというふうに町は

思っているんでしょうか。その点だけ、最後です

のでお尋ねしたいと思います。 

  あとは、健康診査、六花の件はわかりました。 

  以上です。その点だけ。 

○委員長（田島正徳君） 健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（岡村行雄君） 健康介護課副

課長の岡村でございます。 

  再質問にお答え申し上げます。 

  災害時要援護者見守り支援事業の避難行動要支

援者名簿の策定の関係でございますけれども、現

在、担当職員は１名でございますけれども、課内

担当者間で協力をして、今、全体計画と名簿の更

新について進めているところでございます。ほか

から職員を配置するということもすぐにはできな

いことでございますので、現在の職員の中で連携、

協力しながら対応して、早くに計画、もしくは避

難行動要支援者名簿の切りかえに努めていきたい

というふうに考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） ほかに質疑ございますか。 

  丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） 丸山でございます。２点お

伺いいたします。 

  １点は、133ページ、不妊治療費等助成金につ

いてです。今年、20万円増額したということなん

ですけれども、前段の委員ともかかわるんですけ

れども、理由をもう一回お願いいたします。 

  あと、早期不妊治療費の助成が今年度から市町

村の新規事業になりましたけれども、この予算額

というのは、これからのことを考えて適正な金額

なのかどうか、今後もうちょっと増える予想があ
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るのか、ちょっとお聞きします。 

  それと、あと、この事業における予算に対して、

助成する人数は何人ぐらいと考えていますでしょ

うか。 

  もう一点、資料の老人クラブのことなんですけ

れども、資料12ページ、老人クラブの活動費補助

のことなんですけれども、私も前ちょっと質問を

させていただいたんですけれども、やっぱり団体

が資料をつくるのが大変、補助金の、前、資料を

つくるのが大変とか、一番小さい５人以上19人と

いうところが、29年度、１団体がゼロになっちゃ

ったんです。 

  それで、そこの団体のところの方とかが老人ク

ラブで集まっていたことが集まらなくなってしま

った。だから、行くところがあったところがなく

なってしまったということがとても大きいという

ことを言われていまして、人数が、どうしても病

気をしたり、トップ、その会の上になる方の負担

が大きいということは常々聞いてはいるんですが、

何とか維持していきたいというお話はさっき聞い

たんですが、この減ってしまっている理由、その

団体に対して補助をもらっているわけですけれど

も、申請の仕方が、今度は補助金がなくなったと

いうことで、こうきちんと去年と同じ、昨年同様

にいただけるようなんですが、手続が今後簡単に

なっていくのか、そして団体がなくならないよう

な努力を町としてはちょっとどのように考えてい

ただけているのか、お伺いします。 

○委員長（田島正徳君） 健康増進室長。 

○健康増進室長（竹花 治君） 健康増進室長、竹

花でございます。 

  不妊治療費の助成事業についてのご質問お答え

申し上げます。 

  まず、こちらの事業についてですけれども、予

算額としては、全体的な予算額としては増えては

いるんですけれども、一つ一つの項目で見たとき

というんでしょうか、例えば早期不妊治療費につ

いてというのは、もともと町で年齢の制限を特に

設けておりませんでしたので、若い方々に対して

もずっと行っておりますので、一応、名目上は早

期という、若い方々に対してということでござい

ますけれども、実質上の事業としては特に変化は

ございません。 

  あと、総額として増えているというところの大

きな理由なんですけれども、早期不妊検査費、こ

ちらのほうが上限２万円で、15件分を来年度当初

予算として計上しているんですけれども、ここの

部分が少し増えております。 

  男性不妊治療費につきましては、１件分の５万

円ということで、総額でいくと昨年度よりも20万

円ほど増えているというような状況でございます

ので、実際に不妊検査費につきましては15件分と

っているんですけれども、どれぐらい来るか、ち

ょっと予想がつかなくて、県のほうとしても、先

進県のところからの情報でどれぐらいの係数を掛

けてというような計算方法で、それについても町

で当初予算の計上をするに当たっては、こういう

検査方法しかないでしょうということで教えをい

ただきましたので、それに合わせてとっておりま

すので、実際に動いて見て、もしかしたらこれが

正しいとり方ではなかったかというふうに出てく

る可能性もあるというところでご理解いただきた

いと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（岡村行雄君） 健康介護課副

課長の岡村でございます。 

  老人クラブの団体数の減少についてでございま

すけれども、提出させていただきました資料12ペ

ージにございますように、５人から19人以下の団
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体が28年から29年にかけて１団体減ったこと、ま

た35人から49人の団体が１団体減って、２団体か

ら１団体になってしまったということで、総数で

14団体になってしまいました。 

  こちらにつきましては、最初のときにもお答え

申し上げたんですけれども、ほかの団体と合併し

た団体、もしくは活動を廃止した団体というのが

ございました。そちらについて、団体を解散した

理由がはっきりと補助金の申請が大変だからとか、

中心になるメンバーの方が継続が難しいというよ

うなことは、はっきりとは聞いてはございません。 

  補助金の申請等については、なるべく簡便な方

法でできるようにというふうな内容になっており

まして、もしくは、それでも記入とか作成が難し

いようであれば、ご相談いただければ、それなり

の支援をさせていただきたいというふうに考えて

おります。 

  連合会分の補助金について、58万8,000となっ

てございまして、こちらは27年から引き続き同じ

額なんですけれども、こちらは基本額プラス、人

数割がやはりこちらもございますので、人数割が

１人当り幾らという人数割がありまして、それが

58万8,000円で変わりがないということは、老人

クラブのメンバーの総数としては変更がないのか

なというふうにうちのほうでは把握しているとこ

ろでございます。 

  今、さわやかクラブ連合会については、会員の

増強に努めているところでございまして、いろい

ろ広報、普及啓発活動を行って会員数を増やそう

という取り組みを継続しております。そちらのほ

うについても、町といたしましても、引き続き支

援をしていきたいというふうに考えておりますの

で、ご理解いただければというふうに思います。 

○委員長（田島正徳君） 丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） ありがとうございます。 

  １点目のほうの不妊治療のほうなんですが、ち

ょっと新しい人達も道仏地区とか増えていますし、

これが予算上より多く申請が、ここ２年ぐらいで

すごく認知度が増えたと思うんです、この不妊治

療の補助について。今まで知らなかった人とか新

規で宮代町へ入ってきた方たちが、じゃというこ

とで、これもし予定額より結構増えちゃうという

こともあると思うんですが、そういうときも町と

しては対応をしてくれるんでしょうかということ

が１点質問です。 

  それと、あと２点目なんですが、今サロンに、

23団体になっているんですけれども、老人クラブ

がなくなったところがサロンにとか、何か関連性

みたいなのはあるんでしょうか。お聞きします。 

○委員長（田島正徳君） 健康増進室長。 

○健康増進室長（竹花 治君） 健康増進室長、竹

花でございます。 

  万が一、予算額をオーバーしたときにどのよう

な対応をというご質問かと思いますけれども、こ

ちらにつきましては、また財政とか上司とかにも

相談にはなってくると思うんですけれども、当然、

治療費自体が高額でございますので、ぜひ前向き

に検討させていただきたいというふうに思ってお

ります。 

  また、子育てに優しいまちづくりというところ

でも、ぜひそこについては前向きな検討をしてま

いりたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（岡村行雄君） 健康介護課副

課長の岡村でございます。 

  再質問にお答え申し上げます。 

  老人クラブの数の減少とサロンの因果関係とい

うことでございますけれども、サロンにつきまし

ては、平成29年度中にまた新たに３つのサロンが
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できまして、現在23のサロンが開設されていると

ころでございます。 

  こちらの、詳しくはまた介護保険特別会計の際

にお話をさせていただきますけれども、老人クラ

ブを廃止して、それがサロンに移行されたという

ようなケースは今のところ把握してございません。

その中に、これまで会員の方だった方たちがサロ

ンに通っているということは十分に考えられると

思います。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） ありがとうございます。 

  子供が欲しい方にとっては大変な問題なので、

この町に住んでよかったと思えるように、そうい

う申請があった場合は前向きに検討していただき

たいと思います。 

  老人クラブのほうですが、私の知っているとこ

ろだとどうしても、前もお願いしたんですが、50

人以上と49人以上では、補助額が５万円と２万

5,000円で倍の違いがあるんです。それで、もう

１人、49になるか50で半分の金額になっていると、

活動にすごい障害、妨げがあるということで、皆

さん非常に悩まれるそうなんですが、何とか今の

ところは二、三人増えてよかったということです

が、何か必死で集めているというのは大変だなと

思って、やっぱり病気とか入院されることも年齢

的に高いということで、ああ、50人確保したと思

ったら１人減ってしまったとかってあるというこ

となので、こういうことも、今年度、この補助額

なんですが、もう少し緩やかにお願いしていただ

けたらいいかなと思います。これは要望です。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） ほかに質疑ございますか。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（田島正徳君） ないようですので、以上

で健康介護課分の質疑を終了いたします。 

  ここで休憩といたします。 

 

休憩 午後 ２時４２分 

 

再開 午後 ３時００分 

 

○委員長（田島正徳君） 再開いたします。 

  これより、まちづくり建設課分についての質疑

に入ります。 

  担当課長から出席者の紹介をお願いいたします。 

○まちづくり建設課長（横溝秀武君） よろしくお

願いいたします。 

  まちづくり建設課長の横溝と申します。よろし

くお願いします。 

  自己紹介でしてまいりますので、よろしくお願

いいたします。 

○まちづくり建設課副課長（秋谷裕章君） 副課長

の秋谷です。よろしくお願いします。 

○まちづくり建設課副課長（成田雅彦君） 副課長

の成田と申します。よろしくお願いいたします。 

○上下水道室長（高橋暁尋君） 上下水道室長の高

橋と申します。よろしくお願いします。 

○上下水道室主幹（忽滑谷 和君） 上下水道の主

幹の忽滑谷です。よろしくお願いします。 

○まちづくり建設課主幹（伊東高幹君） 都市計画

主幹、伊東といいます。よろしくお願いします。 

○まちづくり建設課主幹（花澤 勉君） 都市計画

主幹の花澤です。よろしくお願いします。 

○まちづくり建設課主幹（小島英樹君） 道路担当、

小島です。よろしくお願いします。 

○道路担当主査（冨田満晴君） 道路担当の冨田と

いいます。よろしくお願いします。 

○都市整備担当主査（高橋勝己君） 都市整備担当

の高橋と申します。よろしくお願いします。 



－２６６－ 

○下水道担当主査（和田光春君） 下水道担当の和

田と申します。よろしくお願いします。 

○まちづくり建設課長（横溝秀武君） 以上です。 

○委員長（田島正徳君） 答弁に当たっては、職、

氏名を述べていただくようよろしくお願いいたし

ます。 

  質疑はございますか。 

  野原委員。 

○委員（野原洋子君） 野原でございます。 

  ３点ほど質問させていただきます。 

  予算書の154、155ページの道路維持管理事業の

こちらの本年度の特徴のところの冠水対策工事に

ついて、どちらをどんな工事をいつやるのかをお

答えください。 

  ２点目、160、161ページの、こちらが下水道費

の湛水防除対策事業です。こちらが湛水による被

害や局地的に低い住宅地の浸水被害の防止及び生

活環境の改善とありますが、こちらの対策は具体

的にどちらでどのようなことを、そしてまたいつ

やるのかお答えください。 

  もう一点が、資料のほうにあります14ページ、

空き家の状況のところで、前段でちょっと話題に

上ったのかもしれないんですが、何かちょっと聞

いたような聞かなかったような、すみません、か

ぶってしまったら申しわけないんですけれども、

空き家の利活用のところで空き家をシェアハウス

やカフェのリノベーションの提案ということを29

年10月14日にやったということで、１戸の空き家

が学生のシェアハウスとして利活用されたという

ことですが、こちらは学生さんは何人で活用され

ているのか。そして、こちらのほうがどのように、

普通に暮らす形で活用されているのか、その具体

的、どのように活用しているのかお答えください。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（秋谷裕章君） 副課長

の秋谷です。お答えします。 

  まず予算書154、155ページの道路維持管理事業

の冠水対策工事の場所でございますが、まずお配

りしたまちづくり建設課資料の事業予定箇所で示

してあるんですけれども、場所は笠原小交差点、

蓮谷橋を渡って笠小に行くわけなんですが、その

手前に信号の交差点がございまして、その交差点

から六花のほうに向かう道路、こちら町道第96号

線でございまして、この箇所を工事いたします。 

  工事の内容については、道路が低くて冠水する

ため、道路をかさ上げする工事になります。 

  実施時期につきましては、30年度当初にまず測

量設計をかけまして、その設計ができ上がった後

に工事の発注という流れになります。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） 上下水道室長。 

○上下水道室長（高橋暁尋君） 上下水道室長の高

橋でございます。 

  ２つ目の質問の湛水防除対策事業についてのご

質問でございますが、こちらは笠原排水機場の電

気代でございまして、電気料27万2,000円を計上

させていただいているものでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（成田雅彦君） 副課長

の成田でございます。お答えいたします。 

  委員会資料の14ページ、空き家の状況という中

の(2)の学園台周辺の空き家の状況というところ

でございますが、こちらは日本工業大学の学生さ

ん、建築科の学生さんなんですが、の卒業研究と

いうことで、町が協力して行った調査でございま

して、そちらにも書いてありますけれども、学園

台周辺ですね。学園台、本田、中央、笠原、和戸、

須賀の一部を空き家の調査しまして、空き家と思
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われる件数が、店舗とかそういうものは抜かして

なんですけれども、19件ございました。 

  その方を対象にアンケート調査をして進修館で

説明会、空き家の利活用説明会というのを10月14

日に開催いたしまして、空き家の持ち主３組の方

がいらしていただいて、その大学のほうから空き

家の利活用についての提案です。シェアハウスと

かカフェにイノベーションしませんかという提案

をさせていただいた結果、１軒の空き家の持ち主

の方がそれに応じていただいたという形でござい

ます。 

  学生が実際３名、その空き家、大学の正門から

歩いて30秒ぐらいの立地のところの空き家が１軒

ございまして、そこを借りまして３名、男性２人、

女子１人という組み合わせなんですが、５つぐら

い部屋がありまして、そこを間借りするような形

でシェアハウスをしております。そこで実際生活

のほうをしているような形態をとっております。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） ご答弁ありがとうございま

した。 

  最初の２つの質問のほうは場所がわかりました

ので、あと湛水のほうは電気料ということで、こ

ちらのほうは大丈夫です。 

  最後の空き家のほうなんですけれども、こちら

は結局その空き家を所有されている方を大家さん

という形にして、そちらのほうに賃料を払うとい

うことでよろしいんでしょうか。 

○委員長（田島正徳君） まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（成田雅彦君） 副課長

の成田です。お答えいたします。 

  空き家の持ち主の方に家賃をお支払いしている

ということでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） 野原です。 

  では、仲介で不動産屋さんを絡ませるとか、町

のほうが仲介するとか、そういうことはなく、直

接その方と交渉してという、値段とかもそういう

形でやられたということでよろしいでしょうか。 

○委員長（田島正徳君） まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（成田雅彦君） 副課長

の成田でございます。お答えいたします。 

  この賃貸の方法はいろいろなやり方がありまし

て、不動産屋さんが入る方法もございますが、今

回のケースは直接持ち主の方と契約をいたしまし

て、家賃が格安というお試しというか初めてなん

ですけれども、5,000円でなんか借りているとい

うふうなお話を聞いております。１人5,000円で

すね。ですから、３人で１万5,000円と聞いてお

ります。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） それはかなり格安だと思う

んですけれども、周りにアパートもたくさん空い

ているところがあったりとかして、そちらの関係

はどうかなと思うんですけれども、空き家が空き

家のままにならず、住んでいたほうが必ず家もも

ちますし、住んでもらって管理してもらえるなら

ということで多分安いんではないかと思うんです

けれども、とてもいい取り組みだと思いますので、

今後もこういうようなことをぜひ続けていってい

ただけたらなと思います。 

  以上で大丈夫です。 

○委員長（田島正徳君） 伊草委員。 

○委員（伊草弘之君） 伊草弘之でございます。 

  ４点お尋ねいたします。 

  １点目は、予算書154ページ、155ページの一番

下、都市計画道路整備事業、この委託料で測量設
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計委託料、これはどこの場所なのかお願いいたし

ます。 

  ２点目は、次の156、157ページの上の段、地区

生活道路整備事業、ここでも測量設計委託、これ

はどこなのかお願いいたします。 

  それから同じく156、157ページの橋梁維持管理

事業で、事業概要には15メーター以上の橋梁の点

検が入っているんですが、予算上、どこの委託な

のかお願いいたします。 

  それから４点目は、次の158、159ページの下か

ら２番目、一般住宅耐震対策事業の予算ですが、

補助金に100万円、工事等補助金に400万円計上さ

れておりますが、耐震対策で耐震シェルターの補

助もメニューにあるかと思うんですが、これが予

算化されていないように見受けられるんですけれ

ども、理由と補助にメニューがあるのかどうかお

尋ねをいたします。お願いします。 

○委員長（田島正徳君） まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（秋谷裕章君） 副課長

の秋谷です。お答えします。 

  １点目の予算書154、155ページの都市計画道路

整備事業の測量設計委託の場所でございますが、

こちらは都市計画道路春日部久喜線町道第12号線

の測量設計でございます。 

  ２点目の予算書156、157ページの地区生活道路

事業の測量設計でございますが、こちらも資料の

工事箇所図でごらんいただきたいと思うんですが、

百間３丁目地内の町道第７、100号線の舗装整備

をするための測量設計でございます。 

  ３問目が同じページでございまして、橋梁点検、

15メーター以上の橋梁点検でございますが、こち

らの橋梁点検につきましては、５年に一度点検を

実施しなければなりませんで、町内の橋を一遍に

点検するのではなく、年度を分けて段階的に行っ

ておりまして、30年度は15メーター以上の13の橋

を点検する予定になっております。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（成田雅彦君） 副課長

の成田でございます。お答えいたします。 

  耐震の補助の関係でございますが、私たちの予

算書の75ページにも補助関係の詳細が掲載してお

ります。 

  耐震診断に対する補助ということで予算額100

万円、耐震改修工事に対する補助ということで

400万円、合計500万円を見ております。 

  耐震シェルターにつきましては、今までも、こ

れシェルターの補助というのは、県内でも実績と

いうか補助メニューを持っているところが少なく

て、なかなかその実績がございませんので、もし

シェルターの補助の要望が、申請があった場合に

はこちらから流用させていただいて対処したいと

考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 伊草委員。 

○委員（伊草弘之君） それでは、再質問させてい

ただきます。 

  １点目の都市計画道路の整備事業の測量設計委

託なんですが、町道12号線といいますと、今実際

工事やっている姫宮神社のところからの信号と第

一ポンプ場のところの間だと思うんですが、これ

事業が始まって継続中のところですけれども、ま

だ測量設計済んでないところがあるということな

んでしょうか。そのご説明をお願いしたいと思い

ます。 

  それから、３点目でお伺いしました橋梁の維持

管理事業なんですが、15メーター以上の橋梁点検

ということで事業概要にはご説明があるんですが、

予算の説明の中で設計委託料と橋梁の補修工事し

かないんですね。点検ですと恐らく委託になるん
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だと思うんですけれども、この辺の予算化という

のはどのようになっているんでしょうか、お願い

します。 

  もう一点、すみません。最後の耐震の対策事業

なんですが、耐震改修工事の補助に400万円ある

ので、余り今まで実績のない耐震シェルターにつ

いては予算を見ていないというようなご答弁のよ

うなんですが、これ例えば、耐震改修工事のメニ

ューの中にシェルターも入れてあれば、そのよう

に流用というかやりくりしなくて済むと思うんで

すが、この耐震改修工事等の中の等々、またこの

耐震シェルター等のメニューというのはまた別物

で考えているのか。予算上、耐震改修であれば、

シェルターも含んでもおかしくないのかなと思う

んですが、私たちの予算書でメニューを分けてい

ますので、もし違うのであれば、その分予算とし

ては見ておくのが普通なのかなと思うんですが、

その辺のご説明をお願いいたします。 

○委員長（田島正徳君） まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（秋谷裕章君） 副課長

の秋谷です。お答えいたします。 

  都市計画道路整備事業の測量設計委託でござい

ますが、こちらの現場がやはり軟弱地盤というこ

とで、軟弱地盤対策を行う必要があるということ

になってございまして、軟弱地盤対策も用地買収

ができたところを、買えていないところはできま

せんので、用地買収ができたところを飛び飛びで

軟弱地盤対策の設計を行うんですけれども、その

来年度できる場所をまず選定いたしまして、そこ

で軟弱地盤対策の設計を行うということでござい

ます。 

  続きまして、橋梁維持管理事業の設計委託料の

項目のところでございますが、この1,320万円の

中に、笠原歩道橋の補修設計と橋梁点検の予算が

合算されたものが1,320万円でございます。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（成田雅彦君） 副課長

の成田でございます。お答えいたします。 

  耐震の補助でシェルターの補助金につきまして

は、補助として別メニューとなっております。伊

草委員おっしゃるとおり、別ですので予算のほう

を分けて計上すべきかもしれませんので、今後ち

ょっと検討していきたいと考えております。 

○委員長（田島正徳君） 伊草委員。 

○委員（伊草弘之君） それでは、最初の都市計画

道路の設計委託ですけれども、まだ買収が終わっ

ていないところについて、軟弱地盤の改良設計が

なされていないということで、そうしますと

100％用地買収が済まないと、少しずつであって

もこの測量設計は何期かに分けてやる必要が出て

くるという理解でよろしいんでしょうか。 

  それから、３点目にお伺いしました橋梁の点検

ですけれども、笠原の歩道橋の補修設計、これと

点検の委託料の中で、1,320万円の中で一括して

入っているということのご説明なんですが、対象

が笠原歩道橋の補修のための設計の中に、このほ

かにある13の橋について点検だけの委託と、また

その笠原の補修設計の設計としては委託１本で、

場所も違いますし、目的も違いますので、分ける

べきではないかと思うんですが、その辺はどうな

んでしょうか、お願いします。 

○委員長（田島正徳君） まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（秋谷裕章君） 副課長

の秋谷です。お答えします。 

  １点目の都市計画道路整備事業の設計につきま

しては、何度もやるということにはなってしまう

んですけれども、まず軟弱地盤の対策が全て必要

なところが終わって、さらにその軟弱の地盤の沈

下、今おもしをかけて強制的に沈下させているわ



－２７０－ 

けなんですけれども、沈下が落ち着いたところに

つきましては、構造物を入れた本来の工事の設計

に移っていけるという認識でございます。 

  続きまして、橋梁の委託料の名称の問題だと思

うんですが、設計委託料という言葉ですと、点検

とはまた表現が違うというご指摘だと思うんです

が、確かにそういうところもございますので、来

年からは、この表現につきましては１本でいける

表現になるのか、項目立てを分けて他名称にする

のか検討させていただきたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） 唐沢です。 

  何点か質問させていただきたいと思います。若

干前後すると思いますけれども、お許しをいただ

きたいと思います。 

  まず第１点ですけれども、予算書の158ページ、

159ページ、私たちの予算の関係では75ページに

なるんですけれども、この中で前段者が若干質問

がありました。一般住宅耐震対策事業ということ

で防空ごう、シェルターの関係ですけれども、今、

前段者からも質問がありました。シェルターとい

うと、私たちは防空ごうということで認識してい

いのかどうか、まずその点をお聞かせ願いたいと

思います。 

  それから、具体的な裏づけがないのにこういう

形で出してきたのは何か理由があるのかどうか、

ひとつお聞かせをいただきたいと思います。 

  それから、２点目のほうなんですけれども、予

算書の162ページ、163ページのほうでございます

けれども、公園環境管理事業ということで委託料

のはらっパークの関係ですけれども、利用者の近

年の推移は増減ですか、利用者の増減はどうなっ

ているのか、ひとつお聞かせ願いたいと思います。 

  それから、この中でその他の利用者となってお

りますけれども、その他の利用者とはどのような

ことなのか、委員会の資料の10ページのほうに載

っておりますけれども、はらっパークの利用状況

の中でのその他の利用者とはどういうことを指す

のかお聞かせ願いたいと思います。 

  それから、次なんですけれども、委員会資料の

17ページのほうで道仏地区の人口の増ということ

で、現時点で人口が2,002名、世帯数が722という

ことになっておりますけれども、この道仏地区、

一応目標的には世帯数が800、人口が2,500ぐらい

増えますよということでうたっていたわけでござ

いますけれども、最終目標はどのような数字にな

るのか、ひとつお聞かせ願いたいと思います。 

  それから、委員会資料の11ページのほうになる

と思うんですけれども、町内の公園数、載ってお

るんですけれども、全部で57カ所あるんですけれ

ども、この公園の中で特に道仏の区画整理の中で

公園が５つ増えたわけでございますけれども、今

まであった公園よりも極めて広い公園なんですけ

れども、ここの遊具施設がまだ整っていないのか

なというふうな感じがするんですけれども、最終

的にあそこをどのような公園になるのか、現時点

では殺風景な公園になっていますので、これがど

ういう形で遊具を増やしたり、木を植えたり整備

をしていくのか、その計画をちょっとお聞かせい

ただきたいと思います。 

  とりあえず、以上よろしくお願いいたします。 

○委員長（田島正徳君） まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（成田雅彦君） 副課長

の成田でございます。お答えいたします。 

  まず１点目の一般住宅耐震対策事業のシェルタ

ーでございますが、シェルターのイメージ的には

防空ごうというよりも、家の中でがっちりした構

造物に囲まれた、例えば、今でいうと部屋その一

室がもうシェルターになっているところもござい
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ますが、例えば、市販とかされているベッドがシ

ェルターのかわりになるとか、そういうものに対

しての補助ということでございます。 

  あと裏づけがないのに出しているという、ここ

に掲載しているということでしょうけれども、補

助メニューとしてこの資料、私たちの予算書の中

には入れたつもりでございます。 

  あと２点目の公園のはらっパークの利用状況と

いうことでございますが、ちょっとお待ちくださ

い。 

  福祉産業委員会資料のほうの10ページに多目的

広場、種目別の利用者数ということで平成29年度

の４月から１月までのがここに掲載しております。

これに基づいて、ちょっとお話しさせていただき

ます。 

  去年のデータと比べますと、グラウンドゴルフ

につきましては29年度は221名の増、サッカーに

つきましては1,450名の増、アーチェリーにつき

ましては191名減、その他については91名、その

他というのは障がい者スポーツとかいろいろござ

いまして、団体が使っているというより、それも

団体なんですが、グラウンドゴルフ、サッカー、

アーチェリー以外の団体が使っているものを掲載

しております。 

  あと道仏の人口が計画ですと2,600名、１ヘク

タール当たり80名で計算しているんですが2,600

名ということで、今現在2,002名というところま

で届いております。これは2,600名というのはあ

くまでもヘクタール当たりの計算で言っておりま

して、計画人口の77％まで行っておりますので、

こういうものは大体ほかのところを例に挙げます

と８割ぐらいは行けば、もう上できかなというよ

うなふうに捉えております。 

  公園ですね、あと道仏公園の５カ所の公園とい

うことで整備させていただきました。遊具がなん

か寂しいんじゃないかというようなお話なんです

が、道仏の公園につきましては５カ所ございまし

て、コンセプトを持って整備をさせていただいて

おります。町内の小学生にアンケート調査という

か、作文とかのイメージの絵を描いていただいて、

それに基づいての住民参加で何をつくったらいい

かというのを検討したわけです。 

  一番広い、広場的なところはもう自転車で駆け

回りたいとか、駆けっこがしたいとか、そういう

イメージを持っておりますので、なるべく遊具は

少なくしたり、あとは今はまだ殺風景なんですけ

れども、お墓の隣なんかは桜の木、いろいろな種

類の桜を植えて、それが大きくなりましたら、す

ごく見事になるかなと思っていますが、富士山の

見える丘があって、そういうイメージでつくって

おります。 

  そういうコンセプトを持って５カ所全部もうつ

くるんで、あれが完成形でございまして、今後遊

具を新たに設置する予定は今のところございませ

ん。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） ありがとうございます。 

  確認も含めて若干再質問をしたいと思いますけ

れども、まずシェルターの関係ですけれども、現

在、宮代町内でこのシェルターがセットされた家

があるのかどうか、全くないのか。その点をひと

つ確認をしておきたいと思います。 

  それから、はらっパークの関係なんですけれど

も、団体数は、これはあくまでも利用者数という

ことで資料の10ページのほうに載っておるんです

けれども、団体数は何団体加盟をされているのか、

ひとつお聞かせ願いたいと思います。 

  それからもう一点なんですけれども、はらっパ

ークの駐車場にロープが張ってあると思うんです
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けれども、あのロープの撤去について担当のほう

に何回か、どうしてロープを張ったんだというこ

とで言った経緯があるんですけれども、今でもロ

ープを張ってあって、利用者にとっては極めて、

このロープは何で張ってあるのということで言わ

れております。何か規制のためにロープを張って

いるのか、せっかく多くの方に利用してもらうの

にロープが張ってある、これは何か理由があるの

かどうか、その点ひとつ確認をしたいと思います。 

  それから、道仏の公園の関係でございますけれ

ども、コンセプトでもう、あれでもうでき上がっ

たんだというふうな話なんですけれども、極めて

まだ殺風景な、殺風景というと恐縮なんですけれ

ども、風が吹くと砂塵が舞っているような公園も

あるので、少なくともそこら辺をやっぱり整理を

しておいたほうがいいのかなというふうに思いま

す。 

  特に今、富士山が見える公園、桜の何という公

園でしたっけ。桜の道公園ですよね、医王院のお

寺さんのちょっと先なんですけれども、あそこの

管理は極めて、すぐまあ時期なんでしょうけれど

も、草が生えて桜の道公園という名が廃るような

現状がすぐ発生するんですけれども、利用者もま

あ少ないんでしょうけれども、あそこら辺の管理

をどのぐらいな間隔で整備をしているのか、ひと

つお聞かせ願いたいと思います。 

  それから、この12号線が今整備をされておりま

すけれども、あそこに軟弱地盤対策ということで

大きな袋、おもしが高々と積まれて二、三百ある

んですか、まあ一応セットしてあるんですけれど

も、今あそこの交通の関係で医王院のほうから百

間小学校のほうに渡る、あの道路が交錯して左右

が確認できない、極めて交通に支障を来すような

声がちょっと聞かれているんです。右側が全く見

えない。あれが積まれたことによってですね、極

めて朝晩の交通量が増えているときに、こんなに

積まれると右側が全く見えないと、どうしても前

へ出ちゃうと、前へ出るとあの春日部、役場のほ

うに向かっているあの道路で結構スピード出して

いますので、極めて危険なので何とかしてもらえ

ないかというふうな声があるんですけれども、そ

ういう声を聞いているかどうか、ひとつお聞かせ

をいただきたいと思います。 

  とりあえず、以上よろしくお願いします。 

○委員長（田島正徳君） まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（成田雅彦君） 副課長

の成田でございます。お答えいたします。 

  シェルターの実績につきましては、今のところ

まだございません。 

  あと、はらっパークの加盟団体数というわけな

んですが、団体を加盟させているわけでございま

せんので、その使用している団体数というのはち

ょっと把握してございません。 

  あと、はらっパークのロープにつきましては、

駐車場のケヤキの下に、ちょうど際にロープが張

ってあると思うんですが、以前大風のときに小枝

が折れまして、そこの下に駐車してある車にそれ

が落ちて、車が傷ついたという事例がございまし

たので、その後、注意深く見ていますとやはり小

枝が落ちていますので、極力そこは使っていただ

かないほうがいいのかなということでロープのほ

うを張らせていただいております。 

  あと道仏公園の桜の道公園なんですが、議員ご

指摘のとおり、昨年までは草が生えちゃってどう

しようもない状況で年に３回シルバーさんに草刈

りのほうをお願いして、その間も職員のほうで草

刈りをしていたわけなんですけれども、それでも

追いつかないということで、ちょっと土を入れか

えて芝を張りかえようということで、29年度に県

の補助金80万円いただきまして芝生の再生工事、
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今やっております。もう近々終わる予定でおりま

すので、そうしますと全面芝張りにしております

ので、前は種子でやりました。雨が降ると種子と

いうのはこぼれちゃうんですよね。ですので、ち

ょっと失敗してしまいましたので、今度は芝張り、

張り芝というやり方で、もうできた芝、よくご家

庭で使うような四角の長方形の芝をもう全面張っ

ている状況でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（秋谷裕章君） 副課長

の秋谷です。お答えします。 

  町道第12号線の軟弱地盤対策で今、袋が盛って

あるんですが、これ重さ１トンの土が入るので１

トンパックと１個呼ぶんですけれども、それが今、

２段で積まれているわけなんですが、議員さんの

おっしゃる交差点に出るときに危ないという声は、

今のところ道路担当には届いていないんですれど

も、早急に現場を見まして対応できることがあれ

ば検討したいと思います。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） ありがとうございました。

本当によい回答をいただきましてありがとうござ

います。 

  12号の関係、現場を見てというよりも、実際見

ればすぐわかることなので、ひとつすぐ対応して

もらえればと思うんですよ。検討してどうなるか

わかりませんけれども、ひとつよろしくお願いし

たいと思います。 

  それから、はらっパークのロープの関係、これ

いつごろそういうことが発生したんですかね。小

枝が折れて車に傷ついたということなんですが、

何か被害者が何人かあったんですかね。その点を

ひとつ確認したいと思います。 

○委員長（田島正徳君） まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（成田雅彦君） 副課長

の成田でございます。お答えいたします。 

  たしか平成28年度になるんですが、ちょっとい

つごろと、何月かというのはこの場ではちょっと

お答えできないんですけれども、そうですね、利

用者の方の車に枝が落ちてちょっとへこんでしま

った、車が傷ついたということです。そういう事

例がございましたので、ロープのほうを張らせて

いただいている状況でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） 車に傷ついた、これは町が

補償したということなんですかね。事故として対

応したんでしょうか。少なくても、駐車場ですか

ら小枝が折れたら、小枝を整理すりゃいいんであ

って、小枝が落ちたからロープを張った、これ利

用者、多くの方があそこに出入りしているわけで

すから、何のために駐車場をセットしたのか、そ

の駐車場を使わせないためにロープ張っちゃって、

このままずっとロープ張るということなんですか、

じゃ。 

  皆さんのはらっパーク、多くの方が利用してい

る駐車場をロープ張って規制しちゃって、それも

何年前ですかね、私のところに聞いているのはも

う１年前ごろですよ。私は即担当のほうに連絡を

とりました。対応していない。皆さんのはらっパ

ークなんですから、多くの人が利用している駐車

場ですので、ひとつそういうロープで規制するよ

うなことはぜひひとつ、このままずっとロープ張

っておくんだらいいですよ、ロープ張っておいて

ください。 

  その車、傷ついた、補償はどこでやったのか、

幾らぐらいの経費がかかったのか、参考までにひ

とつお聞かせ願いたいと思います。 
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○委員長（田島正徳君） まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（成田雅彦君） 副課長

の成田でございます。お答えいたします。 

  まず、補償の関係でございますが、大分たって

からお話しいただいたもんですから、補償の対象

にはしておりません。話し合いのほうで解決させ

ていただいております。 

  ですから、もうどこでやった傷かも、その場だ

とわからなくなってしまうんですね。そういうこ

とがございました。 

  あとロープにつきましては、今は設置している

状況でございますが、天気の状況を見て風が吹か

ないとき、あと団体さん、多くの方が利用する何

か大会とかあったときにはロープのほうは外して

おります。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） 最後になると思うんですけ

れども、はらっパークのロープの関係ですけれど

も、市民が使わせないためのロープを張って、何、

大会、団体が来たときは使わせる。逆じゃないで

すかね、これ。市民が使うための駐車場なんです

よ。こんなことはこれはやっぱり町の貴重な税金

でつくった、今委託していますから直接町とは関

係ないと言えば、それまでなんでしょうけれども、

あそこで国体やった、はらっパークなんですから、

ぜひともひとつ市民に開放するような、そんなひ

とつはらっパークにしてもらいたいなと。１つの

これ例で挙げたんですけれども、ぜひともひとつ

木を剪定してもらって、気持ちよく皆さんに使っ

てもらうような駐車場にしてもらいたいというこ

とを要望して終わりたいと思います。 

  よろしくお願いいたします。 

○委員長（田島正徳君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 何点か質問させていただき

ます。前段者といくらか似てるような質問もあり

ますので、ご了承ください。 

  まず最初に160ページ、(5)の東武動物公園西口

周辺の整備事業でございます。 

  町長を初め、東武との交渉をしているというこ

とは重々わかっております。努力しているという

ことで。 

  それで、しかし住民ですか、開発後の駅前の空

き地を見てきております。最近になって、私のと

ころに開発に疑問を持ってきている町民があらわ

れております。 

  町としても、この東武の空き地どういうふうに

活用するのか、またどういう交渉しているのか、

また東武の思いはどういうふうなのか、それを町

民にもうそろそろ町の見解として知らせる必要が

あるんじゃないかなと思っております。ぜひ広報

とか、そういうのほうに考えているのか、その辺

のところをひとつお願いしたいと思います。 

  それと154ページの道路維持管理事業でござい

ます。区分15の工事請負費、予算なんですけれど

も、過去４年間で最低の予算となっております。

道路の維持管理がこれでできるのかなという感じ

がします。 

  資料７ページを見ますと、舗装修繕実績として

27年度で６カ所、28年度で６カ所、29年度で２カ

所、30年度は何箇所、工事の予定をしているのか、

それを述べていただきたいと思います。 

  あと町民からの修理代ということで資料の２ペ

ージですか、場所は書いてあるんですけれども、

これのところはどういうふうな修理代をされてい

るんですけれども、修理をするのかどうか、その

辺のところも含めて。それとこのその辺のところ

もちょっと教えていただきたいと思います。 

  それと156ページです。７目の(1)です。橋梁維

持管理事業のことです。本年度の特徴として番先
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橋、北橋の補修工事、笠原歩道橋の補修設計、あ

と15メートル以上の橋梁点検となっていますが、

宮代町でのその他ということで書いてあるんです

けれども、その他の橋の点検は安全が確保されて

いるのかどうか、その辺のところを説明を願いた

いと思います。 

  それとその他のことで、宮代町の須賀小学校信

号のところから白岡に抜ける、そして宮代町と白

岡との境界線のところの橋、それが急に狭くなっ

ているんですよね。その辺のところはどういうふ

うに考えているのか、それも含めてお答えくださ

い。 

  あと158ページ、(2)です。都市計画総務事業で

す。29年ので都市計画図、基本図等修正業務委託

料が入っていたんですけれども、30年度ではその

修正図面が生かされてくるのか、いつごろ生かさ

るのか、また何年計画ぐらいの修正計画を持って

いたのか、今後どのように活用していくのか、そ

の辺のところをあったら教えてください、お答え

ください。 

  それから、最後のことなんですけれども、これ

は私の薄ら覚えなので申しわけないんですけれど

も、160ページの２目の(3)の湛水防除対策事業な

んです。資料２で本年度計画での浸水防止被害の

ための計画並びに工事等の対策地と書いてありま

すけれども、たしか湛水事業で電気代だというこ

とを言ったんですけれども、あそこの地周辺の道

路のかさ上げということで去年だか何だか言って

たような感じがしたんですけれども、私のちょっ

とその計画はどうなっているのか、ちょっと教え

ていただきたいなと思っております。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（成田雅彦君） 副課長

の成田でございます。お答えいたします。 

  まず１点目の東武動物公園駅西口の開発でござ

いますが、こちらの開発につきましては、一般質

問等でご質問をたくさんいただいているところで

ございます。 

  東武鉄道のほうにも、町長とともにお願いに伺

っているところでございますが、最近になりまし

て、東武のほうが何かちょっと動きが出たのかな

という感じでおります。 

  あれだけの面積ですので、大型店舗が建つとい

うのが想定されますので、大規模小売店舗立地法

というのがございます。大店立地法というんです

が、その届け出に向けてそろそろ関係機関協議に

入るんではないかということです。 

  この届け出というのは、どういうものかという

内容はその大店立地法というのは大きな店舗、こ

れ1,000平米以上の超える店舗が対象となるんで

すけれども、そういう大きな店舗が来ますと、交

通渋滞とか起こる可能性もあると、あと騒音です

よね、付近に騒音の問題も出てきますから、そう

いうのを解消するために事前に協議しましょうと

いうことです。 

  ですので、今その東武としては、どのぐらいの

建物でどのぐらいの影響があるかとか、そういう

のを探っているところだと思います。その条件を

整えて、今後その建物の配置計画とかいろいろ出

てくることと思います。 

  こういう動きが出たということは、もう近々青

写真というか、そういうのも町のほうに示される

のではないかなと、私のほうはちょっと個人的な

見解ですけれども思っております。 

○委員長（田島正徳君） まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（秋谷裕章君） 副課長

の秋谷です。お答えします。 

  予算書154ページの舗装修繕事業の工事請負費、

こちらなんですけれども、平成30年度は修繕箇所
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は１カ所でございます。 

  舗装修繕工事につきましては、国の国庫補助金

を活用いたしまして、平成25年度から実施してお

りまして、この補助金の対象となる道路が、幹線

道路が対象でございまして、生活道路などの舗装

修繕には補助金が出ないことになっております。 

  25年から続けておりまして、補助の対象となる

道路があらかた修繕が終わってきていることと、

あと補助金のつきもなかなか満額がつかない状況

でございまして舗装修繕工事が減ってきていると

いうことでございます。 

  続きまして、委員会資料の自治会の要望の対処

状況なんでございますが、道路に関する要望は18

件のうち、13件が道路の要望でございまして、上

からいきますと１から８、あと跳んで11までが対

応済みでございまして、そのほかの４つはちょっ

と予算が大がかりにかかるものですから、今現在

対応はできていないところでございます。 

  続きまして、予算書156ページの橋梁維持管理

事業でございますが、橋梁は安全なのかというこ

とにつきましては、平成25年に橋の長さが15メー

ター以上の橋15橋を点検した結果、危険な橋はな

いという結果が出ております。 

  続きまして、予算書154ページ、155ページの道

路冠水対策工事につきましては、昨年度委託いた

しました浸水対策解消検討基本設計業務委託によ

り、この町道96号線をかさ上げすることが効果的

ということで30年度は予算化したものでございま

す。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（成田雅彦君） 副課長

の成田でございます。お答えいたします。 

  まず先ほどの秋谷副課長との回答とダブります

が、委員会資料２ページです。各自治会長の要望

について、先ほど道路担当のほうの要望というこ

とで、私、公園、都市計画担当、あと下水担当も

１件ありますので、私のほうからお答えさせてい

ただきます。 

  公園担当のほうの要望は９番、10番、18番です。

こちらにつきましては、18番以外はもう全て対応

済みでございまして、18番につきましても、今工

事のほうは発注しておりますので、３月いっぱい

には、これ内容はフェンスの取りかえということ

で、フェンスに穴があいているということで、地

元の区長から要望がございましたので、これは今

年度内に対処できるということでもう３月いっぱ

いにやる予定でございます。 

  あとの下水道の担当のほうで14番、排水路のし

ゅんせつ除草というのがありますが、こちらも終

わっております。 

  これ全部で18件で83％、完了となっております。 

  こちらについては以上でございます。 

  あとは都市計画総務事業の地図の修正というこ

とで、29年度に今ちょうど地図の修正をかけてお

ります。これは何かというと、今使えている都市

計画図とか白図、町の地図となっているものが、

平成24年に更新しております。ですから、形的に

は24年の宮代町にあった、そのときの道路だの家

の配置とか、そういう地図になっております。道

仏もそうですけれども、今は大分家も建って道路

も整備されたところも出てきていると、状況も変

わっていることから29年度に地図のほうの修正を

かけました。 

  今後も大体目安としては５年ぐらい、あと状況

を見て判断するようになると思いますけれども、

計画的に地図の修正はかけていきたいと思ってお

ります。 

○委員長（田島正徳君） まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（秋谷裕章君） 副課長
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の秋谷です。お答えします。 

  須賀小学校から白岡の東武動物公園の入り口に

向かう道路の白岡境にある橋につきましては、白

岡が管理する橋でございます。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） まちづくり建設課長。 

○まちづくり建設課長（横溝秀武君） お答えいた

します。 

  冠水対策の関係は、先ほど秋谷のほうから説明

したとおりでございます。 

  今年度、30年度はそのかさ上げにつきましては、

笠原小学校へ行くところの信号、あの部分をかさ

上げをいたします。 

  以前、計画でこの地区の話もあったんですけれ

ども、それは今後の計画等を踏まえながら行うよ

うな形となります。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 東武鉄道との最近の動きが

あるということで言われているんですけれども、

この動きは確かなものなんでしょうか。それとも、

個人的な主観なんでしょうか。さっき個人的な主

観と言っていたんですけれども、その辺のところ

はどうなのか、まず最初にお願いします。 

  それと道路維持管理事業なんですけれども、町

民からの依頼、先ほど教えたところが83％ぐらい

はもう完了しているということなんですけれども、

残りの部分はどういうふうなになっているのか、

ちょっと町民からの生活道路ですよね、特に。の

要望はどうなっているのか、その辺のところを言

っていただければ、答えていただければありがた

いと思います。 

  白岡との境界の橋については、白岡のこれは本

当管理だということでわかりました。宮代には関

係ないと、境目ですから半分半分なのかなと思い

ましたので、どうなっているのかなと思っただけ

なんです。じゃ宮代は一切関係なしと、それは。

わかりました。 

  以上のこと、ちょっと答えていただきたいと思

います。 

○委員長（田島正徳君） まちづくり建設課長。 

○まちづくり建設課長（横溝秀武君） まちづくり

建設課長の横溝です。 

  西口につきましては、東武さんのほうで計画、

これで発表してくださいということであれば、即

座に議員さんの皆様にお伝えいたします。 

  再三、一般質問等でご質問いただいているんで

すが、何せ東武さんのほうも、なかなかこうだよ

というような話まではいっていないんですよね。

ただやはり会社ですのでその事業手法、あるいは

その計画等もございますことから、今、中で煮詰

めているということだけでご了承願えればという

ふうに思います。 

  次に、生活道路の関係なんですけれども、道路

維持ということで83％終わりましたよ。今後、生

活道路の舗装についてなんですが、これも道路担

当としての課題だと思っています。 

  実際には生活道路が市街化区域もございますし、

調整区域もございます。本数的にもいっぱいある

と。つくったのはつくったんですが、なかなかそ

の維持管理までは、正直言いまして、その維持管

理をするためには、国庫補助金使えませんので、

単独費、町の単費で使わなくちゃいけないという

こともありますので、今後、生活道路の舗装の修

繕につきましては、やはり優先順位等を何といい

ましょうか、決めながら整備する必要になるのか

なと。また、財源の確保等もあわせて整備する必

要があるのかなということで、今後の課題、将来

の課題というふうに考えております。 

  以上でございます。 
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○委員長（田島正徳君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 最初の質問なんですけれど

も、できるだけ町民は不信を持っている人もかな

り出てきていますので、ぜひこの経過だけでもい

いから、できれば広報なんかに載せていただけれ

ばと思うところもあります、気持ちとしては。 

  あそこはいつ何ができるんだいといつも言われ

ます。東武の私有地だからということでお話はし

ていますけれども、そういう人たちがどんどん増

えていったら、東口の開発にも影響が出てくるん

じゃないかなとか私は思うので、途中経過だけで

も町長の思いでも、町の思いでもいいです。その

経過をきちんと町民に知らせる必要があるんじゃ

ないかなという感じはしますので、ぜひその辺は

要望として受けておいてほしいと思います。 

  生活道路、これはいろいろな町の中、舗装が剥

がれたり、それ等ぐらいは修理してくれています

けれども、町道でも田んぼの周りだとか、そうい

うのはなかなか修理が行き届いていない。それは、

利用率もあるんだかもしれないけれども、事故は

必ず起きると思います、そのまま放っておけば。

急に道路がなくなってしまったというわけじゃな

いんですけれども、そこを修理しないで路肩が削

れたりなんかした場合は、必ず道路ですから車で

も、人が通っています。 

  ぜひその辺のところも含めて考えていってほし

い。ぜひ要望したところが危険だというふうに町

民は感じていますので、ぜひ早目に修理してほし

い。それは強く訴えたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） ここで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ４時０７分 

 

再開 午後 ４時２０分 

 

○委員長（田島正徳君） 再開いたします。 

  引き続き、まちづくり建設課分の質疑を行いま

す。 

  まちづくり建設課長。 

○まちづくり建設課長（横溝秀武君） 申しわけご

ざいません。答弁のほうの訂正をさせていただき

たいと思います。 

  先ほど山下委員のほうから、まず橋梁のお話で

ご指摘いただきました橋につきましては、白岡市

ですよというお話であったんですけれども、確認

いたしましたところ、宮代町が管理している橋で

ございます。 

  高岩落にかかる橋でございまして、橋梁の幅が

4.8、道路幅員が5.8ですので１メーターほど狭く

なっているという状況でございます。それが１点。 

  それと東武動物公園駅の西口の関係でございま

すが、いろいろ東武鉄道のほうと協議をさせてい

ただいているところなんですけれども、先ほど大

店舗法のお話が出たと思います。これは１つの例

ということで、2,000平米の場合には大店舗法に

かかりますよというお話で、誤解をされてしまう

といけないということで訂正させていただきます

が、思うに面積のほうはまだ決まっておりません

が、商業施設を考えているということでございま

す。 

  今後につきましては、先ほど申し上げましたが、

東武鉄道からオフィシャルにその計画につきまし

て町のほうにお伝えするというかお話がありまし

たら、詳細につきまして再度発表といいましょう

かお伝えしたいと思いますので、ご理解のほどお

願いしたいと思います。 

  また、東武鉄道のほうも、これまでいろいろな

方面、多方面から検討しているところですので、

あと会社としての方針が決まり次第、町のほうに
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伝えてくると思いますので、それまでしばらくの

間お待ち願えればと思います。 

  以上でございます。大変失礼いたしました。 

○委員長（田島正徳君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 宮代町の管理の範囲の中だ

ということで今伺ったんですけれども、橋、いつ

も私なんかもよくしょっちゅう白岡だとか浦和と

か、そちらへ行くときはあそこの橋を使うんです。

危険なときも１回ありました。急に狭くなるんで

すよね。大型というか中型以上の車が来ると、た

まに大型も通りますけれども、本当に怖い思いし

たなという感じがするので、その辺のところを幅

を広くするとか道路幅にするとか、そういう計画

は持っているのかいないのか、まずその辺のとこ

ろを将来的ですけれども、あるかだけでいいです。 

○委員長（田島正徳君） まちづくり建設課長。 

○まちづくり建設課長（横溝秀武君） まちづくり

建設課長の横溝です。 

  ストレートに申し上げますと、計画はございま

せん。ただ町としても、道路幅員から橋の幅が狭

くなったということもございますので、例えば、

視界としてわかるようなことも同じく考える必要

があるのかなというふうに考えております。 

  また白岡市さんとの境であるということもあり

ますので、ちょっとその辺で橋をそのまま広げる

という計画は現在持っておりません。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） すみません。ちょっと聞き

漏れがあったので２点ほどお答えいただければと

思います。 

  資料の１ページのこの道路の事業予定箇所のと

ころに、こちらの一番下に町道252号線の延伸が

あるんですけれども、こちらちょっと細かいんで

すが、ほかの道路に比べるとこの何というんです

かね、点線というかこういう形であらわしてある

んですけれども、こちらほかと違うような予定に、

なんかちゃんと舗装がなされるのかどうか、そこ

をお聞きしたいのと、あともう一点、２ページ目

の自治会長からの要望の16番の笠原２丁目の水害

対策の部分と、この予算書のほうの冠水対策工事

の箇所、こちら連動するというか、この笠原２丁

目からの水害対策について、こちらの冠水対策工

事がなされるのか、その２点をよろしくお願いし

ます。 

○委員長（田島正徳君） まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（秋谷裕章君） 副課長

の秋谷です。お答えします。 

  道路予定箇所の町道第252号線の延伸の点線の

理由でございますが、こちらにつきましては、今

現在春日部市内、北春日部西口で地権者による土

地利用を検討してございまして、その土地利用計

画で宮代町につながる道路がつくれないかという

ことで今検討をしております。 

  町のほうとしても、他市町村につながるネット

ワーク道路として必要として認識しておりまして、

ただ実線ですとまだ線が決まっていないものです

から、小さい図面なんですけれども、はっきりと

した線は書けないものですから、この点線で表現

しております。 

  続きまして、自治会の要望書の16番、笠原２丁

目の水害対策の要望でございますが、こちら笠原

２丁目の自治会の方が、大雨が降って道路が冠水

する理由が駅前道路の水が低い宅地に入ってきて

しまうんではないかということで、地元の方が考

えて、その駅前通りから水が来ないような場所を

自治会が示しまして、そこに土のうを置いて、そ

の結果がどうなるかを次の台風が来たときにやっ

てほしいということの要望でございまして、この

要望の中には道路かさ上げとか、そういうものは
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入っておりません。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） ありがとうございました。 

  まず、252号線についてなんですけれども、再

質問させていただきます。 

  まだ実線では書けないということなんですけれ

ども、こちらでは春日部のほうの宅地化というか、

そちらのほうが決まった時点で工事が行えるとい

うことでよろしいでしょうか。 

○委員長（田島正徳君） まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（秋谷裕章君） 副課長

の秋谷です。お答えいたします。 

  こちら252号線の延伸につきましては、春日部

市と同時進行しないと線形等も決まらないもので

すから、春日部市と調整を図りながら決めていく

ものでございます。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） ありがとうございます。 

  それでは、252のほうはわかりました。 

  あとは笠原２丁目のほうなんですけれども、土

のうを置いてみて調査してほしいということで、

こちらの冠水対策工事とは直接は関係ないという

か、こちらの冠水対策工事をしても、そちらのほ

うはまだちょっと笠原２丁目のお悩みには対応は

できる、関連した工事ではないということでよろ

しいですか。わかりました。ありがとうございま

す。 

○委員長（田島正徳君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） 角野です。 

  ちょっと忘れっぽいものですみません。154ペ

ージの道路台帳整備事業ということなんですが、

これ議会で町道認定した道仏も入っているという

ようなことで額が上がっているかと思うんですが、

この道仏地区の町道になったメートル数というか

キロ数はどれくらいですか。 

○委員長（田島正徳君） まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（秋谷裕章君） 副課長

の秋谷です。お答えいたします。 

  道仏地区で新たに町道として認定した路線の延

長は約8,400メートルでございます。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） この道路台帳にきちんと

載れば、歳入のほうの地方譲与税だとかそちらの

ほうに連動してくるという、そういう認識でいい

んですかね。そうすると、31年度からそういう額

が少しその分が8,400メートル分の入ってくる分

が出てくるという、表に出てくるということの認

識でいいかお伺いします。 

○委員長（田島正徳君） まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（秋谷裕章君） 副課長

の秋谷です。お答えします。 

  譲与税につきましては、道仏地区の道路が道路

台帳に反映されるのが30年度の後半になりますの

で、交付税はちょっと正確にはわからないんです

けれども、32年度ではないかと予想しております。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  何点かご質問させていただきます。 

  今、前段のまず154、155ページの道路台帳整備

事業で延長を伺おうと思ったんですが、わかりま

した。 

  ただこの予算の見積もりなんですけれども、積

算はどういうふうにされているんでしょうか。そ

れをまずお尋ねしたいと思います。 

  それから、161ページの下水道費の排水路維持

管理事業なんですけれども、この中に排水路のし
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ゅんせつ工事実施するための予算が計上されてお

りますけれども、これは予算的にはわずかなんで

すけれども、これは毎年実施するところと隔年で

やるところと、場所はどことどこを予定している

んでしょうか。その点お尋ねしたいと思います。 

  それから、これは東小五差路の交差点の関連す

る拡幅の工事の件なんですけれども、これは歩道

工事については、県がやるということで伺ってお

りますので、直接ではないんですけれども、やは

りこの件については従来工期については夏休み中

というふうに言っていたんですけれども、この間、

町内視察のときに、教育委員会としてはその期間

で終わらないということを言っておりましたので、

実際歩道設置工事はいつごろから始まっていつ終

わるのか。もう関係者の家も更地になって工事開

始というふうには見えるんですけれども、実際地

元の説明会はいつ行われるのか。その点も心配で

すので、あわせてお答えいただきたいと思います。 

○委員長（田島正徳君） まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（秋谷裕章君） 副課長

の秋谷です。お答えします。 

  予算書154、155ページの道路台帳の予算額の積

算根拠でございますが、こちらにつきましては、

歩掛に基づいて積算しております。 

  続きまして、東小五差路の工事の時期でござい

ますが、実際に杉戸県土整備事務所は、この五差

路の工事の一般競争入札を今現在公告しておりま

して、今月末には請負業者が決まるとのことでご

ざいます。 

  工事の進め方につきましては、杉戸県土整備事

務所とあと教育委員会、あと道路担当で調整しな

がら効率よく、なるべく早く完成するような調整

を図りたいと考えております。 

  地元説明会、工事に対する説明会でございます

が、周辺の方には杉戸県土整備事務所と請負業者

のほうで直接伺って工事概要等は説明するものと

考えております。全体の説明会というのを開くと

いうのは考えておりません。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） 上下水道室長。 

○上下水道室長（高橋暁尋君） 上下水道室長の高

橋でございます。 

  予算書160ページ、161ページの排水路維持管理

事業についてのご質問でございますけれども、排

水路の整備修繕工事として予算上げさせていただ

いておりますが、こちらにつきましては、30年度

笠原と川端のほうを予定しております。 

  笠原につきましては、今回浸水地域解消検討業

務でこちらの敷高等を調整するとともにしゅんせ

つ、たまった泥を排出するような工事を行ってい

く予定でございます。 

  もう１カ所は、川端でございますけれども、こ

ちら修繕工事につきましては、毎年同じところを

やるということではなく、修繕の必要があるとこ

ろを工事していくことになってございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） どうもありがとうございま

した。 

  すみません、154、155ページの道路台帳整備事

業なんですけれども、道路台帳整備の積算根拠と

いうことでお尋ねしたんですけれども、これは例

えば今回先ほども言われたように、道仏の土地区

画整理地内道路が町道として新たに認められまし

たので、そこだけでも8,400メートルですよね。

これ掛ける、平米掛ける単価というのがあるんじ

ゃないんですか。道路台帳の補正業務委託という

ふうになっているので、これの予算の見積もりで

すよ。そういう計算じゃないんですか。延長と掛

ける単価で、ある程度委託料は出るんじゃないん
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ですか。ちょっとその辺お尋ねしたいと思います。 

  それから、排水路維持管理事業の中の排水路の

しゅんせつ工なんですけれども、笠原と川端とい

うことで、排水路のしゅんせつですから、これは

たまった泥をきれいにするということだと思うん

ですけれども、これは笠原地域全体ですか。いつ

もほら、水が冠水して大変な思いしていると思う

んですけれども、それによるところのしゅんせつ

工事、要するにきれいにする、そのための計上な

んでしょうか。すみません、その点。 

  あと、東小の五差路の交差点付近からの歩道工

事の関係なんですが、先ほど言われたとおり業者

が今月中に決まるということはわかりました。教

育委員会とまちづくり建設課で、両方で連携を図

って調整しながらやるというのはわかるんですけ

れども、大体そうするといつごろからいつごろま

でにできるのか。 

  教育委員会では、拡幅したところの学校のグラ

ウンドと接してもいるので、歩道のところとブロ

ック塀もつくるということで、そっちを先に入れ

ないようにして、それから旧のほうのブロックを

壊して歩道にしていくという、それはもっともな

話だなと思っているんですけれども、そういった

工事が、周辺だけじゃなくて、やはり中島地域の

人たちはあそこを通ってどういうふうになるのか

というのは、やはり皆さん気になっておりますの

で、その辺もう少し周辺の皆さんに見えるように

お願いしたいんですけれども。 

  全体会を開かないということであれば、それな

りの周知の仕方はあると思うんですけれども、今

の段階では大体いつごろからいつごろぐらいとい

うことも言えないということで、私は夏休みを挟

んで前後なのかなというふうには思いますけれど

も、その辺もう少し見えるようにお尋ねしたいん

ですけれども。 

○委員長（田島正徳君） まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（秋谷裕章君） 副課長

の秋谷です。お答えします。 

  予算書154、155ページの道路台帳補正の委託料

の積算でございますが、メーター当たりの単価が

あって、その延長掛ける単価はあるのかというご

質問ですが、そういう単価はございませんで、い

ろいろ現場を見たりとか、図面作成、あと調書作

成等をあわせて積算がされるものでございます。 

  続きまして、五差路の工程なんですが、予定で

は今月中に請負業者が決まる予定とお聞きしてお

るんですが、業者のほうも請け負ったからすぐ着

手というのはできませんで、準備工というのがご

ざいますので、ある程度時間はかかると思います。 

  学校の敷地につきましては、支障物件があるの

で着手できませんが、更地になったところにつき

ましては事前に工事に入れますので、杉戸県土の

ほうもやれるところから順次やって、なるべく早

く完成させたいという話も伺っております。ただ、

実際いつまでだというのはちょっと今お答えでき

ないものでございます。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） 上下水道室長。 

○上下水道室長（高橋暁尋君） 上下水道室長の高

橋でございます。 

  予算書は160ページ、161ページの排水路維持管

理事業の中のしゅんせつ工事についてのご質問で

ございますが、こちら笠原地区で行う工事につき

ましては、浸水地域解消ということで行った検討

の中での工事でございます。 

  場所なんですけれども、今回は第５排水路とい

うことで、そちらの笠原、向こう側の住宅と役場

の真ん中を通っております第５排水路のところを

逆勾配になっているところについては敷高を調整

して、その上でたまった泥もしゅんせつするとい
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うことを考えております。 

  今年度、29年度も補正予算のほうで、その向こ

う側の第６排水路のほうのしゅんせつのほうを行

ったところでございまして、そちらについても逆

勾配の敷高調整のほうを行っております。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） ありがとうございました。 

  東小五差路の交差点の歩道工事の関係なんです

が、わかりましたが、先ほども伺ったんですけれ

ども、全体会はしないと、しないんだとすれば周

辺地域の方々には、こういった工事になりますよ

というのは当然やると思うんですけれども、それ

はしかるべき時期にはやるということで、それは

もう当然だと思うんですが、それだけ確認させて

いただきたいんですが。 

○委員長（田島正徳君） まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（秋谷裕章君） 副課長

の秋谷です。お答えします。 

  五差路の歩道整備工事の周辺住民への設置工事

の周知方法、周知についてでございますが、発注

者である杉戸県土整備事務所と調整して、例えば

回覧を回すなどの方法を検討したいと思います。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） ほかに質疑ございますか。 

  金子委員。 

○委員（金子正志君） 金子正志です。 

  駅東口周辺整備事業についてお尋ねいたします。 

  161ページです。 

  公有財産購入費としまして4,800万円計上され

ています。坪単価の補償費から割り算しますと大

体450平米ぐらいかなという感じなんですけれど

も、どの辺だか場所は決まっているんでしょうか。

お願いいたします。 

  答弁いただいてから。 

○委員長（田島正徳君） まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（成田雅彦君） 副課長

の成田でございます。お答えいたします。 

  東口の用地買収、土地購入費につきましては、

相手方というのはもう決めております。ただ、そ

の交渉の状況とか、これはすごく交渉事ですので

シビアなものでございますので、あとタイミング

的なものもこういう用地買収というのはございま

すので、一応３名程度の土地の購入ということで、

一応予算上は計上させていただいておりますが、

その交渉状況によっては３名、２名になるか、ま

た別の方のほうにいくか、まだちょっとそこのと

ころは定まっていない状況でございますが、特定

の方の何平米というのはもう決めて予算化してお

ります。 

  ただ、まだちょっとこの場では交渉状況とかい

ろいろございますので、誰とというそういうとこ

ろまではお答えできませんのでご理解いただきた

いと思います。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） 金子委員。 

○委員（金子正志君） 平米数は450ぐらいでよろ

しいんですか。 

  それから、急いで整備進めれば、この駅、開駅

120周年に間に合いますので大変急いでほしいん

です。ところがもし450平米だとすると、このペ

ースでいくと８年かかっちゃう。８年だと126周

年、半端ですから。 

  それから、私あそこに事務所がありましたんで

去年まで。非常に多くの人が聞きにくるんです。

どうなんや、宮代分はどうなっているんだと杉戸

の人がたくさん聞きにくるんで、ですから新しい

資料ができるたびに大体100枚ぐらいプリントし

まして、ちょっとマーカーで色つけて、それで駅

のコンビニから杉戸のりそな銀行あたりまでずっ
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と配って歩くんです。 

  そうしまして、今年１月、大雪の日、次の日私、

川っぺりで一生懸命雪かきやっていたんです。朝

から暗くなるまで。そして暗くなったころ、一人

男の人が近づいてきて、金子さん、あんたですか、

言いふらしているのはと。この駅の広場にかかっ

ている人なんですよ。私いろんな人に答えている

わけです。あそこお店閉まったけれども解体が始

まるみたいだけれどもどうなるのと。あそこは駅

前広場だから公共事業が始まるんだと思いますよ

とわかる範囲で答えます。これ答えちゃいけない

んですか。あなたが言いふらしているんですかと

言いに来たんですよ。私何か悪いことやっている

犯罪者みたいじゃないですか。 

  その人が言うには、役場にこれは秘密にしてお

いてくださいと頼まれたからと言うんです。誰で

すか、頼んだのは。ちょっと答えてほしい。もし

私が間違っているんだったら私謝りに行くけれど

も、私が間違っているんじゃなければ、きょう今

からでいいからね、これ終わってからで。一緒に

そこの地主さんのところに行ってほしい、きょう

じゅうに。しっかり答えて。 

○委員長（田島正徳君） まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（成田雅彦君） 副課長

の成田でございます。お答えいたします。 

  まず、面積につきましては480平米ほどぐらい

計上させていただいております。 

  また、事業の進捗とかが見えないとかそういう

話もございますので、29年度に買収させていただ

いたところ、もう更地になって現場はフェンスで

囲っておりますが、そこに計画図面をイメージし

たものを看板を掲示させていただいていて、東口

はこうなるんだよということをアピールしながら

事業のほうは進めていきたいと思っております。

これは今年度中にその看板のほうは設置いたしま

す。少しでももう着手しているんだよというのが

わかるように、そういうＰＲもしていきたいと思

います。 

  あと、あれですね、町が、それが誰に対してと

いうのがちょっとこの場ではわからないので、お

話ししたとか、黙っていてくださいよと、そうい

うものは、まず誰なのかというのもございます。

どういう状況の中でそういう言葉を発したのか、

または発していないのか、勘違いなのかもわかり

ません。 

  事業の進捗につきましては、別に金子議員さん

が周りの方に言っていただくのは、それは構わな

いことです。ただ、その交渉内容とか、そういう

プライベート的なことが、何か人に伝わっちゃう

のは困りますけれども、そういうことは我々も口

にすることはございませんので、私どもが発して

いることというのは公にしていただいても構わな

いことですので、ちょっとその内容がこの場では

つかみきれないかなと、ちょっとお答えできない

です。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 金子委員。 

○委員（金子正志君） 内容がつかみきれないとい

うのは私も同じなんですよ。何で私が、金子さん

が言いふらしているんですかと問い詰められるの

か全く理解できなかった。私は今更地になって囲

われているというところ、あそこで十数年前携帯

電話ショップやっていたんですよ、私がオーナー

で。ですからちょっと愛着があるんです。こんな

狭いところで頑張っていたんだと、解体した後見

に行きましたけれども。現地で地主さんが立って

いたんですよ。こんにちはと私寄ったら、くるっ

とけつ向けられましたからね。よっぽど怒ってい

るということですよ。 

  その後、役場でまた会ったときに声かけたら、
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金子さん、役場に今報告行ってきましたと、私は

秘密を守っていると、金子さんが言いふらしてい

るだけだからと、何なんですか、その秘密って。

私はわからないんですよ、だから聞いているんで

す。私はこれから東口の皆さんに説明に行かなく

ちゃならない。大体なぜ公共事業が秘密なんです

か。 

  じゃ、何を秘密にしなさいとその人に伝えたの

か。いつまで秘密にしてくださいと伝えたのか。

それとその人が、私は秘密にしていたけれども、

金子さんが言いふらしたんだと報告に来たときに

何て答えたのか。 

  まず、この３つお願いします。 

○委員長（田島正徳君） まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（成田雅彦君） 副課長

の成田でございます。お答えいたします。 

  一般論で言わせていただきます。我々が地権者

と交渉して秘密にする、まず秘密というのは土地

の単価、単価というのはそれぞれ鑑定かけて行い

ますので、あと間口、道路に面している間口の広

さによっても面積が大きくても安い土地はもう安

くなっちゃうんです、そういうところはね。金子

さんご存じだとは思いますが、そういうんで隣ん

ちが高いんじゃないかとか安いんじゃないかとか、

そういう話も出てきちゃうんで、隣んちの単価幾

らで買っていますよとそういうのは公表しており

ません。 

  あとは、交渉の中でのプライベート、家のこと

の話とか、家庭の事情とか、そういうのも私ども

お聞きしますよ、家庭の事情とか。そういうこと

は一切話しませんので、それ以外のことは別に黙

っていろとかいうことはないと思います。 

  以上でございます。 

○委員（金子正志君） では最後にいたしますけれ

ども…… 

○委員長（田島正徳君） 金子委員。 

○委員（金子正志君） 用地補償１件、何平米で幾

らだったのか。建物補償、どのような建物で幾ら

だったのか金額だけ教えてください。 

○委員長（田島正徳君） まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（成田雅彦君） 副課長

の成田でございます。お答えいたします。 

  幾らだったのかというのは、平成29年度の用地

買収の実績ということでよろしいんでしょうか。

これも約で答えさせていただきます。これも単価

の関係になりますので、29年度に買わせていただ

いたところは約440平米が、１平方メートル当た

り約10万円ですね。 

  もう１件が約35平米が、１平米当たり約８万

7,000円でございます。 

  以上でございます。 

○委員（金子正志君） 漏れ、どのような建物か。 

○まちづくり建設課副課長（成田雅彦君） 建物に

ついては、駅前通り、東口の焼き鳥屋さんがあっ

たところの建物です。 

  以上です。 

〔発言する人あり〕 

○まちづくり建設課副課長（成田雅彦君） あと、

今お話しした焼き鳥屋というのは駅前広場の土地

でして、あとは代替地となるべく、その区域外の

土地は今お住まいになっている母屋のほうを補償

させていただいております。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） ほかに質疑ございますか。 

  小河原委員。 

○委員（小河原 正君） すみません、まちづくり

建設課の質問については、心配事が幾つかあるの

でそれを教えてもらいたい、そういう質問が中心

になると思います。 

  １点目は、町道12号線のこのまちづくり建設課
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事業予定箇所図を見ますと、今度工事が入ってい

ることになっておりますけれども、前段者の質問

者の中で１トンの何か泥を乗せていると、だから

上下だと２トン、２列でザーッと２台で並んでい

ると思いますけれども、それはそれでいいんです

けれども、まだ買収が終わっていないと、そうす

ると買収の終わっていないところは、そういう工

事やっていないですよね。 

  私が心配するのは、あれ大体２年ぐらいあのま

ま放置しておいて沈下抑えるんだとは思われるん

ですけれども、それはそれでいいんですよ。そう

すると買収が終わっていないのは何年間終わんな

かったら、あと工事は始まったら、あそこの道路

はでこぼこでこぼこになるわけね。広げたところ

と全然広げないところがあちこちできるわけです。

それでいいのかどうか。そういう道路完成は大変

危ないと思いますよね。運転者が片や広い、片や

急に狭くなる、そういう運転操作しなくちゃなら

ない。そういう道路交通をつくるのかどうか、ち

ょっと教えてもらいたい。それでいいのかどうか。 

  もう１点は、252の主要道路の整備事業が春日

部市との関係があるようですけれども、始まると

いうことなんですが、その前に東の信号所の出っ

張り、252の手前の、あれはいつになったら解決

するのか。春日部市に252の話を持っていった場

合、ああいうところがあると宮代は何だいという

人がいるかもしれません、春日部市では。ただ、

こういう質問すると、あそこの地主さんは何だあ

いつ、こんな変な質問しやがったと憎まれるかも

しれない、私は。 

  たしか、相続の問題でだめだと今まで説明があ

りましたけれども、前そういう説明があったんで

すよ。相続がされていないので、あそこは買収に

応じられないよと、そういう説明を前したんです

よね。そういう地主さんのことを質問した人は憎

まれますよね。人の土地を何だと、それは憎まれ

ても結構だと思います。私はあれは早く何とかす

ることによって252の話も割合春日部はよい目で

見てくれると思うんで、それをあれどうなるのか

どうか。 

  もう１点は、前段者も質問していましたけれど

も、五差路、確かに我々この間視察に行ったとき

に教育委員会はできるだけ早く工事をしたいとか、

課長もそういう説明していたよね。それ当然やっ

てもらいたいんですよ。ただ、小学校の敷地は小

学生が学校行っていたり、じゃ、学校の夏休み、

例えば春休みや夏休みに工事をやったとしても、

あそこはグラウンドで何らかのスポーツをやって

いますよね。グラウンドですから。塀を壊せば左

側グラウンドですよね。その安全をどう守るのか

どうかちょっと心配なんですよ。やっぱり出入り

も自由になっても困る、また小学生がそういうス

ポーツなんかやっているとき、工事の仕方によっ

ては大変危険なことも生じるので、どういう安全

対策を守るのか。道路を早く広げたい。ただ小学

生に事故があっては困る、児童に。それはどうい

う対応していくのか教えてもらいたい。これも心

配事。 

  あと最後は、道仏の区画整理が清算業務に入る

と、いよいよ佳境に入ってきて、もうじき終わる

なという感じして大変だったと思います。ただ清

算業務だから地主さんにもらう人と払う人がいる

わけだよね。これもらう人はほとんど文句言わな

いと思いますね。ある程度もうちょっともらえな

いのかとかということはあったにしても、払う人

は大変。払う人はどのぐらい払うのか、多い人は

200万ぐらい払うとか何とかと噂もあります。こ

れ大変ですよね。でも大変だといっても何とか解

決しないとならないですよね。ですから、その対

応が一つ心配なんです。 
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  もらう人と払う人は、人数がわかったら教えて

もらいたい。もらう人が100、払う人が200とかと

あると思いますよね。もしわかったら教えてもら

いたい。それによって、私なんか議会人としても

ある程度の説明、いろんな人に聞かれて、説明を

聞かれた場合しなくちゃならないので、それが心

配なんです。ですから、これも心配事。どういう

ことになっているか教えてもらいたい。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（秋谷裕章君） 副課長

の秋谷です。お答えします。 

  まず、12号線の軟弱地盤対策工事でございます

が、用地買収ができるように交渉を続けて、町が

取得した時点で、軟弱地盤対策工事を行う予定で

はございますが、用地交渉が難航しておりますの

で、例えば専門業者に用地交渉を委託する方法も

ございますでしょうし、そういう手が使えるのか

どうかを検討して用地買収を早急に進めたいと考

えております。 

  また、軟弱地盤対策につきまして、ほかに盛り

土以外の対策が短期間でできるようなものが今後

あれば、その辺も情報収集して、小河原委員さん

の言うがたがたの道にならないようなことを十分

検討していきたいと考えております。 

  続きまして、町道第252号線の信号のところの

未買収の件でございますが、こちらの土地につき

ましては、今相続人の間で係争裁判をしていると

いうことで、町が交渉している相続人の方の一人

につきましては、お話は今年度はしていないんで

すけれども、以前しておりまして、裁判のほうで

決着がついたら町に連絡するというようなことに

なっております。 

  ３点目の五差路の歩道設置工事に対する安全対

策でございますが、一番の対策が、まず東小のブ

ロック塀が、まず取り壊すとなくなって自由に出

入りするような形にならないように、仮囲いなど

をして外部の侵入等がないような対策は考えてお

ります。また、生徒にもちろんけがが絶対にない

ような安全管理も業者のほうには指導徹底すると

いうことで考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（成田雅彦君） 副課長

の成田でございます。お答えいたします。 

  ４点目の道仏区画整理事業の清算業務でござい

ますが、区画整理事業というのは皆さんの土地を

分けていただいて、道路なり、公園なり、遊水地

なり、また組合の資金源となる保留地の土地を見

出させていただいております。道仏地区の平均、

これを減歩というんですけれども、道仏地区は

35％ですね。約35％の減歩になっております。 

  土地を多く持っている方から多く出していただ

いて、宅地とかで30坪ぐらいの宅地で、小さいと

ころで住んでいる方からは、土地いただくと家が

建たないというかもう立ち退きになってしまいま

すので、そういう方からはお金をいただくという

そのシステム、清算業務でございます。 

  これ本当に申しわけないですけれども、この場

ではざっくりしか申し上げられないんですけれど

も、清算金を払う方が約300ぐらい、もらう方が

100名ぐらいと、本当にざっくりなんですけれど

も、そのぐらいの割合だと記憶しております。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） ありがとうございました。 

  一つ、12号線については買収が早く終わんない

場合、やっぱり工事をするんだったら同時に買収

がおくれたところもやってもらわないと格好が悪

いと思いますけれどもね。今聞くと短期間で軟弱
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対策も考えると、多分今のやり方じゃない、水を

抜く対策だと思いますよね。ありますよ、そうい

うやり方ね。そういうこと考えているのかなとは

思いますけれども、同時にひとつできるように頑

張ってもらいたいと、これが心配事一つ。 

  252の工事を始まる前に信号の場所の出っ張り

の場所、これも何か裁判中だと、前回も裁判中と

は説明があったんですね、たしか。裁判随分長い

なとは思うんですけれども、早く解決して、あれ

が何とかなったほうが、私は春日部抜ける対策と

しては見栄えがいいと思います、あそこ出っ張っ

ているよりね。そういう点でひとつ早く解決する

ことの心配が二つ目。 

  五差路については、何か話今聞くと大分小学生

の安全も完全に守った工事を行うということです

ので、あそこの対策をちゃんとできることは早く

必要なことはみんな同じなんですが、工事中に小

学生に事故があってはこれも問題になると思いま

すので、その心配事を絶対に安全が守れるように

よろしくお願いしたいということが、安全が守れ

るように絶対に行ってもらいたいということで、

これも心配事です。 

  道仏については、もう１回確認をするけれども、

質問の中でも対応は大丈夫なのかと聞いたんです

けれども、今の現状を聞かせてもらって、何とか

うまくいっているんだかどうだかわかんないんで

すけれども、そこら辺は説明ができたらお願いし

たいと思います。 

○委員長（田島正徳君） まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（成田雅彦君） 副課長

の成田でございます。お答えいたします。 

  清算業務につきましては、権利者の方からは大

口の清算金をいただく方には事前にもう説明とか

させていただいておりまして、ご納得をしていた

だいていると、また換地処分に当たりましても、

清算金はどのくらいですよというのは周知してお

りますので、その中でも書面による申し立て等は

ございませんでした。 

  個別でもそういう心配事というか、そういう問

い合わせは今のところありませんので、もしこれ

から清算業務に入るわけなんですが、そういう話

がありましたら、分割納付とかいろいろやり方も

ございますし、そのローンの組み方とか銀行と連

携していきたいと思っておりますので、なるべく

安心していただけるように対応していきたいと思

っております。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） 道仏の問題ですけれども、

ひとつ支払うほうの対応はちゃんとやってもらわ

ないと何か後で問題が起きても困りますので、大

金を払う人は大変だと思いますので、そこら辺の

対応は十分町としても指導してもらいたいと思い

ます。その相手が納得できる方法を指導してもら

いたいと思いますので、よろしくお願いしたいと

思います。 

  以上で終わります。 

○委員長（田島正徳君） ほかに質疑ございますか。 

  金子委員。 

○委員（金子正志君） 予算書の155ページです。 

  道路の工事請負費修繕工事7,931万となってい

ますけれども、町中のインフラ、公共下水に上水

道、それと橋、全部含めて修繕費は幾らぐらいな

んでしょうか、合計で。 

  それから、公共建物、建物の修繕費は今年度は

全部合わせると幾らぐらいなんでしょうか、総額

で。 

  それを管理している部署は、まちづくり建設課

なんでしょうか、総務課なんでしょうか。 

  なぜこんな質問するかといいますと、平成23年
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の東洋大学の調査ですと、今後50年で650億円の

更新費用が必要と計算されています。年間平均13

億円と、既にもう６年経過しているわけですから、

もし何も直していなければ残り44年で650億円必

要となる。ですから、それを管理する部門がなく

て毎年毎年の予算組んでいたら、どこかで当然行

き詰まる。要するに大事なことを先送りしている

だけのようになるんで、質問戻しますと、全体を

把握している部門があるのかどうかということと、

インフラの修繕費が今年度は幾らで、公共建物の

修繕費が幾らなのか、よろしくお願いいたします。 

○委員長（田島正徳君） まちづくり建設課長。 

○まちづくり建設課長（横溝秀武君） 課長の横溝

です。 

  今、委員さんのほうのご質問なんですけれども、

道路、あるいはまちづくり建設課としては、公共

下水道、あと水道がございます。あとは橋梁の関

係もございますんで、橋梁、公共下水道、あと水

道につきましては、老朽化対策ということでは計

画を立てております。 

  その計画について、お金はどこから持ってくる

のというお話になりますと、まちづくり建設課と

しては、変な話使うほうなんですね。要するに修

繕費のほうに充てておりまして、総体的なインフ

ラ整備についての出と入りについては、財政のほ

うと調整をさせていただかなくてはいけないのか

なというふうに思います。 

  実際、東洋大学の先生のほうでインフラ整備に

つきまして、多額の費用が必要ですよというふう

な研究もされておりますのですが、これについて

は当時このままでいくと、今の現状でいくと、ご

指摘のあったように650億円かかりますよという

ことなんですが、先ほど申し上げましたインフラ

の下水、あとは水道、あと橋梁について、平準化

というんでしょうか、年度にその厚くならないよ

うな計画で進めているということでございます。 

  計画的には、そういうことで進めているという

ことで、ご理解いただければと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 金子委員。 

○委員（金子正志君） そうすると、全体のことを

把握しているのは、まちづくり建設課ではなくて、

どこなんですか。 

○委員長（田島正徳君） トータル的なそういった

数字をとられているのは企画財政課だと思います

ので、そちらのほうで聞いていただければうれし

いと思います。 

  よろしいですか。 

〔「委員長、答弁ありがとうございます」

と言う人あり〕 

○委員長（田島正徳君） ほかに質疑ございますか。 

  合川委員。 

○委員（合川泰治君） 合川です。質問させていた

だきます。 

  まず１点が、公園遊具に関して、こういうもの

がほしいとかいった場合の設置基準みたいなもの

というのは、町にあるのかどうかというのと、そ

の遊具に対する対応というのはどうなっているか

ということをまずお伺いしたいということと、も

う１点が、鈴木金物店さんが姫宮地区にあるかと

思うんですけれども、姫宮神社から踏切渡ってい

くと、そのこっちから行くと手前に新しい住宅が

ちょっとできたと思うんですけれども、その中に

ちょっとした空き地があるんですけれども、あそ

こというのは、この資料12ページのところの公園

の中に入っているのかいないのかというのをちょ

っと確認させていただきたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（成田雅彦君） 副課長
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の成田でございます。お答えいたします。 

  まず、公園の遊具の設置基準についてでござい

ますが、特に当町につきましては設置基準を設け

ておりません。そういう要望に対しては、状況を

見ながら判断をしていきたいと考えております。 

  あと２点目の鈴木工務店の近くの…… 

〔「金物店」と言う人あり〕 

○まちづくり建設課副課長（成田雅彦君） 鈴木金

物店の近くの開発でできた公園だと思いますが、

そちらはあそこらの宅地を開発するときの条件と

して公園を１カ所設置するということで、この12

ページに姫宮公園、32番ですね、入ってございま

す。施設的にはベンチが１基、これの開発の公園

についても町のほうで遊具とか、規模にもよりま

す。逆に遊具が多過ぎても危険だというのもござ

いますので、極力遊具を避けてベンチで休める程

度のベンチを設置するということでやっておりま

す。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ５時２６分 

 

再開 午後 ５時２６分 

 

○委員長（田島正徳君） 再開します。 

  合川委員。 

○委員（合川泰治君） ありがとうございました。 

  設置基準は特にないということで、例えば地元

から鉄棒だけ、新しい家だと子供も小さい子がい

るということで、鉄棒ぐらいだけでも欲しいとか

そういった要望があった際は、現場見て、状況見

て、あとはそこの周りの方もある程度同意してい

れば、可能であるということで捉えてもよろしい

んでしょうか。 

○委員長（田島正徳君） まちづくり建設課副課長。 

○まちづくり建設課副課長（成田雅彦君） そうで

すね、あとは予算の範囲内ということもございま

すので、できるものであれば、必要であれば設置

できるものは設置していきたいと思います。 

  ただ、設置しても逆に住まわれている方いろん

な方がいらっしゃいまして、例えばベンチ一つに

しても、ベンチ置いてあるとアベックが来ていち

ゃいちゃしているとか、そういう話もよく聞きま

す。公園に街灯というか明かりをつけますと、夜

そこで若い者がたむろしているとか、いろんな苦

情を受けることもございますので、個別の判断と

いうのはできないと思います。ですので、自治会

を通じて、自治会からの要望として承りたいと思

っております。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） ほかに質疑ございますか。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（田島正徳君） ないようですので、以上

でまちづくり建設課分の質疑を終了いたします。 

  本日はこの程度にとどめ、次回は３月９日金曜

日午前10時から委員会を開き、教育推進課分の質

疑から始めたいと思います。 

  これにて延会いたします。 

 

延会 午後 ５時２８分 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

予 算 特 別 委 員 会 

 
 

第 ５ 日 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開会の宣告 

○委員長（田島正徳君） 皆さん、おはようござい

ます。 

  ただいまの出席委員は12名であります。 

  これより３月７日に引き続き予算特別委員会を

開きます。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎発言の訂正 

○委員長（田島正徳君） その前に、町民生活課長

より３月２日の答弁において訂正したい旨の申し

出がありましたので、これを認めます。 

  町民生活課長。 

○町民生活課長（井上正己君） 町民生活課長の井

上でございます。 

  去る３月２日にご審議いただきました町民生活

課所管資料に対する質問のうち、答弁に一部誤り

がございましたので、おわびして訂正を申し上げ

たいと思います。大変申しわけございませんでし

た。 

  お手元に町民生活課の委員会資料をもしお持ち

でしたらごらんをいただきたいのですが、19ペー

ジに関連いたします。 

  ご審議いただく中で野原委員からのご質問、防

災行政無線のデジタル化にあわせて新設、増設を

された２カ所はどこかというお尋ねでございまし

た。その際の答弁としては、31番の学園台あおぎ

り公園と42番の宮東配水場とお答えしておりまし

たが、31番の学園台あおぎり公園は試験通報を行

った場所でございまして、実際に新設を行いまし

たのは37番、高野川児童公園、須賀の万願寺橋の

ほうですが、37番と42番の宮東配水場が新設の２

カ所となります。 

  以上、訂正をさせていただきます。大変申しわ

けありませんでした。 

○委員長（田島正徳君） ありがとうございました。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第２５号の審査（教育推進課） 

○委員長（田島正徳君） 本日の議案第25号 平成

30年度宮代町一般会計予算についてのうち、教育

推進課分の質疑を行い、終了後、議案第25号の討

論、採決を行います。 

  その後、議案第26号 平成30年度宮代町国民健

康保険特別会計予算について、議案第28号 平成

30年度宮代町後期高齢者医療特別会計予算につい

ての順にそれぞれ質疑、討論、採決を行います。 

  これより教育推進課分についての質疑に入りま

す。 

  いつものことなんですけれども、委員会運営上、

必ず挙手をして委員長の許可を得てからご発言い

ただくようお願いいたします。 

  まず、担当課長から出席者の紹介をお願いいた

します。 

○教育推進課長（齋藤和浩君） 改めましておはよ

うございます。 

  教育推進課長の齋藤と申します。本日はよろし

くお願い申し上げます。 

  本日出席をさせていただいております職員につ

きましては、この後自己紹介という形にさせてい

ただきたいと存じます。どうぞよろしくお願い申

し上げます。 

○教育推進課副課長（高橋正巳君） おはようござ

います。 

  教育推進課副課長、高橋と申します。よろしく

お願いします。 
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○教育推進課学校管理幹兼副課長（山口隆夫君） 

おはようございます。 

  学校管理幹兼副課長の山口隆夫でございます。

よろしくお願いいたします。 

○教育推進課指導主事（塚越健一君） おはようご

ざいます。 

  学校教育担当の指導主事、塚越と申します。よ

ろしくお願いします。 

○生涯学習室長（飯山 武君） おはようございま

す。 

  教育推進課生涯学習室長の飯山と申します。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

○生涯学習担当主査（島村 剛君） おはようござ

います。 

  教育推進課人権教育の担当をしてございます島

村でございます。よろしくお願いいたします。 

○生涯学習担当主査（田中啓之君） おはようござ

います。 

  生涯学習担当主査の田中と申します。よろしく

お願いいたします。 

○文化財保護担当主任（横内美穂君） おはようご

ざいます。 

  文化財保護担当主任の横内と申します。よろし

くお願いいたします。 

○スポーツ振興担当主査（小川雅也君） おはよう

ございます。 

  スポーツ振興担当主査の小川でございます。よ

ろしくお願いいたします。 

○教育推進課指導主事（平原隆範君） おはようご

ざいます。 

  学校教育担当の平原と申します。よろしくお願

いいたします。 

○学校教育担当主査（平井利枝君） おはようござ

います。 

  学校教育担当主査の平井でございます。よろし

くお願いいたします。 

○学校教育担当主査（岡安英之君） おはようござ

います。 

  学校教育担当主査の岡安と申します。お願いい

たします。 

○教育総務担当主査（加藤正久君） 教育総務担当

主査の加藤です。よろしくお願いします。 

○委員長（田島正徳君） 答弁に当たっては、職、

氏名を述べていただくようよろしくお願いいたし

ます。 

  質疑はございますか。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 改めておはようございます。

丸藤でございます。 

  それでは、何点かご質問させていただきたいと

思います。よろしくお願いいたします。 

  ページ数で追っていきたいと思います。質問に

よっては前後するかと思いますが、よろしくお願

いいたします。 

  まず、170、171ページの不登校対策事業でござ

います。まず、町内の小中学校で、中学もかかわ

りますが、長期欠席の児童と生徒が何人ぐらいい

るのか。資料を見ていますが、資料もあわせて説

明していただきたいと思います。 

  それから、いろいろ原因もあるかと思います。

原因というか理由がね。長期欠席の場合は、やは

り病気、不登校ということになろうかと思います。

あとそのほかにもいろいろ理由があると思います

ので、その点、長期欠席の児童生徒の人数、それ

から、それにかかわる理由、それについてお尋ね

をしたいと思います。 

  続きまして、同じく170、171ページの教育課程

特例校指定事業、新たになっております。提案理

由でも言われましたが、文部省のほうからのモデ

ル校というか、そういう形になっているかと。そ
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ういうふうに教育課程特例校ですか、こういうふ

うに指定を受けたということなんですが、これに

ついても詳しくご説明、こうなった経緯だとかも

いろいろあると思うんですよ。それらについても

含めてご答弁願いたいと思います。 

  それから、176、177ページの小学校施設管理事

業で、五差路の歩道整備に伴う東小学校支障物件

撤去工事の実施ということで、これも委員会視察

で行ってきました。いろいろ説明も伺いましたが、

改めてここで私は子供たちの安全・安心はきちっ

と確保されなければいけないというふうに思って

います。それらについてもきちっと対応ができて

いるように思いますが、その点どのように確保さ

れているのか。 

  それから、まちづくり建設課の答弁では、歩道

の工事の期間については具体的には出てこなかっ

たんですけれども、やはり私はこういう工事はで

きるだけ安全面でも夏休み前後になるかというふ

うに思いますが、その点工期についてまちづくり

建設課職員のほうと杉戸県土事務所と連携してき

ちっとやっていただけるものというふうに思いま

すが、その点どのように行われていくのか、その

点も含めてお尋ねしたいと思います。 

  それから、前後すると言ったんですけれども、

その上、176ページ、177ページの児童、教職員の

健康管理等対策事業、これは小学校費です。それ

から、中学校費でも同じように182、183ページに

生徒、教職員の健康管理等対策事業ございます。

これはずっと以前から言われていたことなんです

けれども、教師の勤務時間、多忙解消をやはりき

ちっと図るというふうなことになろうかと思うん

ですけれども、そういった点で今教師、教員の置

かれている状況はどういうふうになっているのか、

その辺も含めてお尋ねしたいと思います。 

  特に以前は毎日の残業が常態化して、仕事を持

ち帰らなければいけないと、そういう状況もあっ

たかと思うんですけれども、最近決算のときも、

ある学校で電気がずっとついているという周辺住

民の声を伝えたと思うんですけれども、そのとき

なかなか先生方も家に仕事を持ち帰れない。仕事

はきちっと学校内で時間内でやるんだという、そ

ういう傾向にもあるかと思うんですけれども、そ

ういった点で今教職員、教員の置かれているそう

いった状況なども加味して、健康管理をどのよう

に行われているのか、その点お尋ねをしたいと思

います。 

  それから、178、179ページ、これは小学校のほ

うの就学援助、それから、184、185、これは中学

校費の就学援助というふうになっておりますけれ

ども、経済的に大変な小中学生の保護者に対して

子供の学校給食費あるいは学用品などを補助する

制度が就学援助でございます。間もなく卒業式で

す。４月になれば新しい１年生、中学生、それぞ

れ入学式を迎えるわけなんですけれども、この新

入生は制服やかばん、ジャージだとかいろんなも

の、ランドセルも含めて一時的に多額の出費を余

儀なくされるわけなんですけれども、これも決算

委員会のときにお尋ねしましたが、やはり就学援

助の受給者には入学式を準備する費用として１人

当たり決まっておりますけれども、きちっと入学

前に準備をすべきだというふうにお尋ねしたら、

新年度からはそうしたいというふうな課長の答弁

もあったんですが、それはきちっと確保されてい

るのかどうか確認の上でお尋ねしたいと思います。 

  先ほど不登校の話もしたんですけれども、対策

ですね。と同時にやはりいじめの根絶の、教育費

ですから、当然そのことも考えているかと思いま

すが、今なかなかいじめを発見する上でもいろん

な通報の仕方だとかあると思うんですけれども、

従来はそういったいじめに対して先生方とかいろ
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んなところに通報すると、それの仕返しというか、

それでより言えない、そういう状況もあったんで

すけれども、このいじめの関係で、今宮代町では

どういうふうにいじめ根絶のための対策が講じら

れているのか、それもあわせてお尋ねしたいと思

います。 

  それから、同じく178、179ページの小学校費で

言えば178、179の学力向上推進事業、それから、

中学校で言えば184、185ページにやはり学力向上

推進事業それぞれあるんですけれども、やはりこ

れも不登校と関連するところもあると思うんです

けれども、やはり行き届いた教育がされるべきだ

と思いますが、子供たちの中には学校嫌い、勉強

嫌い、それから、そういったいろいろあると思う

んですけれども、学校にやはりゆとりと人間的な

温かさ、そういうのがないとやはり子供たちが本

当に心から学校が楽しい場にならない、そういう

ふうに思うんですけれども、子供たちにこういっ

た意味ではどういうふうに、これも不登校の関係

とかかわるんですけれども、どういうふうに接し

ているのか、そういった点での対応をどうなされ

ているか、その点もお尋ねしたいと思います。 

  それから、申しわけないです。176ページの関

係で、先ほど東小学校の五差路の歩道の関係を伺

いましたが、もう一方では施設管理事業の中に百

間小学校校舎の屋上防水工事、これも委員会で視

察してきました。確かにひどいなというふうに思

いました。 

  しかし、もう一方で小学校施設管理事業なんで

すけれども、屋上にそれと同時に小さな小枝が枝

になってしまって木になっているんですよ。そう

いうのが少なくとも私は２カ所かな、見たんです

けれども、どういうふうにこれは管理されている

のか。それは教育委員会できちっと管理しなけれ

ばいけないんですけれども、こう言うとまた小学

校のほうに行くのかもしれませんけれども、屋上

に上ることはないにしても、やっぱり天井から雨

漏りがしたり、そういうのがして初めて気がつく

面も、公民館じゃないけれども、あるかもしれな

いんですけれども、学校はそんなことあってはい

けないと思うし、そういった点で定期的には屋上

まで上がっていると思うんですけれども、上がっ

て屋上の防水工事は必要だなと思っても、ああい

った小枝になっている、木になっているところが

気がつかないのか。こういう機会に指摘されれば

きちっとやるんだと思うんですけれども、私はど

ういうふうに管理されているのかなというふうに

逆に思いました。我々はめったに上る機会ないん

で、その点どういうふうになっているのか。ほか

の学校は大丈夫なんでしょうかとつい思いたくな

るんですよ。その点お尋ねをしたいと思います。 

  それから、182ページ、183ページの中学校施設

管理事業なんですけれども、今後の小中学校適正

配置のあり方を検討する上で各中学校校舎の劣化

診断を行う。これはいつごろ行うんでしょうか。

これは３校全て同時にというか、そういう予算な

んだと思うんですけれども、その辺いつごろから

行うのか、その点もあわせてお尋ねをしたいと思

います。 

  それから、小中学校の適正配置のあり方につい

てなんですが、これまでも年に何回か教育委員会

からの便りというか、そういうのを出していくと

いうことなんですけれども、当面はそういうこと

なんですけれども、これはどういうふうになって

いくのか、どういうふうに計画されて、この小中

学校の適正配置ですね、その点もあわせてお尋ね

したいと思います。 

  それから、188、189の公民館管理運営事業なん

ですが、雨漏りしている和戸公民館の外壁等の改

修工事を実施するということで、場所もある程度
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わかりました。本当に多分昨年から今年にかけて

でなくて、ほかの議員さんからも聞くと、だんだ

ん雨漏りの地図みたいになっているあれが大きく

なっていると言うんですよ。ああいうのって最初

に発見した時点、本当は発見される前に改修しな

ければいけないんでしょうけれども、何であそこ

まで待っているのかなと。もう予算が大変だから

というわけにはいかないと思うんですよ。目に見

えてですから、その辺ちょっと遅いという気がす

るんです。 

  それと同時に、公民館、これは全く新しい話な

んですけれども、やはりお年寄りがだんだん多く

なっています。そういう中で公民館も２階に行く

まで大変な思いをして、地域の総会、自治会の総

会なんかやるとみんな行くわけですよね。やっぱ

り２階にお年寄りもスムーズに行けるようにエレ

ベーターの設置も必要なのかなというふうに思う

んですけれども、今はこの雨漏りの改修ですらこ

ういう状況の中で、非常に言いづらいんですけれ

ども、やっぱりそういったことも考えていかない

と、これから公民館もやはりお年寄り多くなる中

で、また、いろんな催しで公民館を使う上でも必

要なことだというふうに私は思っているんですけ

れども、そういった点、新年度はないにしても、

そういった考えは持っているのかどうか、その点

も含めてお尋ねしたいと思います。 

  それから、すみません、190、191ページの文化

財保護費の埋蔵文化財発掘調査事業、これは道仏

地区の区画整理地内の発掘調査の作業を行うため

の予算計上を増やしたということなんですけれど

も、これはどういった発掘物が出てきたのか。ま

た、どれぐらい調査が必要なのか、その辺も含め

てお尋ねしたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） 答弁を求めます。 

  教育推進課学校管理幹。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（山口隆夫君）  

 学校管理幹の山口でございます。 

  私のほうからお答えさせていただきます。 

  初めに、不登校の原因、理由でございますが、

平成30年度当初予算予算特別委員会要求資料一覧

の１ページでございますが、この内容ですけれど

も、ここに示されているとおり、不登校児童生徒

数の推移について、平成25年から平成29年の２月

までの数値の推移でございます。ここで数値を上

げる基本となるものですが、※印でございますが、

30日以上の欠席を１つの基準として数値のほうを

上げさせていただいております。２学期まででご

ざいますが、平成29年度につきましては、小学校

が３、中学校が17という数値でございます。数値

的には減少の傾向がございますが、先日も教職員

に話をしたところなんですが、数値が減ったとい

うことはもちろん大事なことですが、一人一人の

状況が一番大事でございますので、一人一人の状

況に応じた家庭訪問、声かけなどを進めていくよ

うにということで先日指導したところでございま

す。 

  その下の児童生徒の長期の欠席者数でございま

すが、こちらにつきましては小学校９名、中学校

21名という、平成29年度２月20日現在でございま

す。こちらについては30日以上の欠席で病気によ

る欠席も含んでおります。病気につきましてはさ

まざまな状況がございます。内臓の状況のケース

もございますし、それ以外の体調が十分に強くな

いというような状況もございます。 

  不登校についての理由でございますが、人間関

係のトラブルで学校に足が向かなくなってしまう

ケースもございます。さらには家庭の環境に課題

があるケースもございます。家庭の環境の中につ

きましては、生活習慣ですとか、こういったもの
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も要因になっております。 

  その後、現在の状況を見ますと、先日、ニュー

ス等の報道もあったんですが、生活習慣等が乱れ

ていることによって、内臓ですね、おなかが痛く

なったりとか、そういったところから両面から今

原因を捉えて、今申し上げた家庭環境に課題があ

る場合には保護者に働きかけ、家庭環境の改善と、

さらには身体的な症状が出ている場合には、その

身体的症状に対応する医療的なものも対応してい

く方向で現在進めているところでございます。 

  さらに今年度からはスクールソーシャルワーカ

ーも配置をしましたので、スクールソーシャルワ

ーカーが中心となり、関係機関と連絡をとり合い

ながら、一人一人のケースに応じたケース会議、

医療機関ですとか、もちろん教育委員会も関係し

ながら、その子に応じた対応はどのように進めて

いくかということで取り組んでいるところでござ

います。 

  今後もご指摘いただきましたので、原因等につ

いて十分に多面的に対応し、学校を指導していく

中で一人一人に応じた対応をしてまいるところで

ございます。 

  続きまして、英語の特例校についてでございま

す。これについてはここまで来た概要、流れにつ

いて私から、そして具体的な内容については指導

主事の塚越から説明をさせます。 

  ここまでの内容についてですが、本町ですけれ

ども、島村盛助先生が本町で偉人としております。

各学校で島村盛助を顕彰します英語活動発表会、

これを実施をしておりました。このことで英語活

動に関しての意識も各学校でかなり高まっている

ところでございます。 

  そしてその後、平成24年、25年でございますが、

百間中学校字区で県からの指定でございましたが、

小中一貫の委嘱を受け、研究に取り組みました。

そして平成26年度からは、この小中一貫教育の研

究、さらには島村盛助先生がいる英語活動が活発

に行われているという状況を踏まえまして、英語

の強化地域ということで小学校の英語科に向けて

の研究を26年、27年、28年、29年と４年間取り組

んだところでございます。ここで全国的にもトッ

プランナーと言っても十分と認識しておりますが、

成果が百間中学校区、東小学校、笠原小学校で見

られました。ここで終わるということでなく、こ

の研究の成果を宮代町の子供たちに還元するには、

新たな体制のもとで小学校４校で取り組んでいく

ことが大切だろうという判断のもと、今回の英語

の研究の取り組みに進んでいったという経緯でご

ざいます。 

  具体的な取り組みの内容については、塚越から

説明させます。 

○委員長（田島正徳君） 教育推進課指導主事。 

○教育推進課指導主事（塚越健一君） 指導主事の

塚越でございます。 

  特例校の内容につきましては、英語科というこ

とで、小学校の３年生から６年生まで実施をする

ということで、来年度から行ってまいります。こ

の特例校申請ですけれども、来年度、再来年度の

２年間を予定をしております。 

  その英語科の内容なんですけれども、まず時間

数ですが、３年生、４年生は週に１時間、年間35

時間を予定しております。高学年の５、６年生に

関しましては、週当たり２時間、年間で70時間と

いうことで実施をします。 

  指導の内容につきましては、先ほど山口からも

ありましたが、今年度までの４年間で東小、笠原

小学校、百間中学校も中心に研究を進めてまいり

ましたその成果を引き継ぐ形で、そちらのほうの

教材を使いながら、また、文科省より新たな英語

の取り組みについての教材が出ております。そち
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らも使いながら、この２年間を実施していこうと

いうふうに計画をしております。 

  来年度につきましては、現在使われております

「Ｈｉ，ｆｒｉｅｎｄｓ！」１、２という教材と、

文科省から出ております新しい教材「Ｌｅｔ’ｓ 

Ｔｒｙ」、それから「Ｗｅ Ｃａｎ！」というも

のを併用して使っていく形になります。再来年、

平成31年につきましては、その併用していたもの

から少しずつ文科省が発行している教材に全て移

していきながら、平成33年、2020年の新学習指導

要領の全面実施に向けてつなげていくというよう

な形で考えております。 

  私からは以上になります。 

○委員長（田島正徳君） 教育推進課学校管理幹。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（山口隆夫君） 

では、続きまして、五差路の安全確保についてご

説明申し上げます。 

  期日等、委員さんご指摘のことにつきましては、

関係課と連携をとり合いながら今後対応してまい

ります。 

  安全確保についてでございますが、工事開始に

伴い、子供たちへの指導、これについては学校を

指導してまいります。さらには見守りを行ってお

りますスクールガードの皆様、状況によれば教職

員の対応、そして保護者への理解、ここも並行し

て子供たちの安全を第一に対応してまいります。

さらに工事を行うに当たりまして、工事の責任者

等、対応している方たちとも連携をとりながら、

子供たちの安全確保だということで進めてまいる

所存でございます。 

  続きまして、教職員の健康管理についてでござ

います。 

  教職員の健康管理についてですが、今年度スト

レスチェックを実施いたしました。その結果の概

要でございますが、仕事内容は全国的に平均から

見るとやや宮代町は高い状況もございました。し

かし、一方では、管理職を含め、教職員が非常に

協力的であるという面も見られました。つまり仕

事に対してはレベルの高い仕事をやりがいを持っ

て取り組んでいる中で、教職員と協力しながら職

務を遂行しているという様子がこのストレスチェ

ックから見られたところでございます。 

  しかしながら、これでいいということではござ

いません。教育委員会といたしまして、２月の初

めに各学校の在校時間と、これは口頭でどういう

状況ですかということで調査をさせていただいた

ところなんですが、その状況でいきますと、業務

について非常に多忙なとき、現在でいきますと通

知表を作成をしたり、要録を作成したりという多

忙な時期になりますが、ならしていきますと、年

度初めとの比較では、小学校で約平均30分程度短

縮されている状況が見られます。また、中学校に

おいては65分程度の短縮がされているという状況

がうかがえたところでございます。 

  今後につきましては、さらに新たにＣ４ｔｈと

いうパソコン等のシステムを導入されております

ので、これを十分に使いこなしていくことによっ

て、教職員の負担軽減につながっていくものだろ

うと考えております。学校からは今まで通知表を

手書きで書いていたわけなんですが、そこをパソ

コン入力することによって随分負担軽減につなが

っているという報告も受けております。 

  さらにこれを使いこなせること、これも負担軽

減につながっていくものであると考えております。

今まで入力に30分かかっていたものがスムーズに

入力をして、それが15分になれば、単純に半分負

担が軽減されたという考えもできますので、こう

いった一人一人の職務に当たる能力の育成も踏ま

えながら、今後の負担軽減につなげてまいる所存

でございます。 



－２９９－ 

  あと、現在における教職員の対応が多岐にわた

っているというお話でございましたが、ご指摘の

とおりでございます。現在学力向上にも取り組ん

でまいります。心の育成にも取り組んでまいりま

す。先日は、５月から体力テスト等もあるんです

が、それに向けての体力向上についても教育委員

会から学校のほうに計画的な取り組みをお願いを

したところでございます。さらには新学習指導要

領への対応、小学校では来年からスタートします

新しい教科、道徳への対応、こちらも現在４月に

向けて各学校で取り組んでいるところでございま

す。 

  しかし、これは一つ一つ確実に取り組んでいく

ことが宮代町の子供たちの育成につながっていく

ものだという教職員の高い志を持って今後も取り

組んでまいります。 

  続きまして、いじめについてでございます。い

じめについて現在の教育委員会の取り組みについ

てでございますが、宮代町教育委員会としまして、

いじめ防止基本方針、これは国・県が見直しをし

たものを、宮代町教育委員会といたしましても２

月の定例教育委員会、教育総合会議で確認をして

改定をしました。この内容を各学校に送付をして

いるところでございます。 

  先日のいじめ不登校会議においても改定をしま

したいじめ防止基本方針について担当から確認を

いたしました。ここではいじめが終わったという

認識について変更になっているところもございま

すので、これを確認するなどし、学校はこれをも

とに各学校のいじめ防止基本方針の見直し作業に

今後入ってまいります。これを見直すことによっ

て、いじめについて教職員一人一人がもう一度見

つめ直すことはいじめの防止につながっていくも

のであると考えているところでございます。 

  しかしながら、いじめにつきましてはどこにで

も存在するという認識で取り組んでまいります。

例えば子供たちがけんかをした中で、その一言が

僕はいじめられたというふうにとった場合、これ

も基本的にはいじめであるという認識で、一つ一

つ丁寧に対応していくこと、これが子供たちのい

じめ防止に早期の対応でつながっていくものであ

るという認識で各学校を指導しているところでご

ざいます。 

  続きまして、学力向上についてでございます。 

  一人一人に応じた子供たちへの指導についてと

いうことでご説明をさせていただきます。宮代町

では、ご指摘のとおり、ゆとり、そして温かさを

持った指導で取り組んでまいります。このベース

になるものは教職員の育成であるという考えのも

と、教職員を日々指導しているところでございま

す。 

  具体的には、先日２月に若い教員を集めて指導

主事が道徳の授業を中心として、子供たちの心の

育成、指導法のあり方について指導主事が直接指

導するという機会を設定いたしました。さらには

非常勤指導主事等、校長経験者でもございますの

で、授業研究会の際には学校に足を運び、教職員

一人一人によりよい子供たちへの指導の仕方とい

うことで指導を繰り返しているところでございま

す。平成30年度につきましても、地道ではござい

ますが、確実に繰り返し、繰り返し指導を進めて

まいる所存でございます。 

  また、指導体制につきましては、町非常勤講師

の２名、各小中学校に配置をいたしまして、一人

一人に応じた指導、少人数での指導、対応の指導

形態に応じる形で対応してまいります。 

  さらには休み時間や夏期休業中等、可能な範囲

で基礎学力の向上という視点で学習会を設定し、

各学校取り組んでおります。このような取り組み

を通して子供たちの学力向上にさらに取り組んで
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まいるところでございます。 

  私のほうからは以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 教育推進課指導主事。 

○教育推進課指導主事（塚越健一君） 指導主事の

塚越です。 

  先ほど私の発言の中で誤りがありましたので、

訂正をさせていただければと思います。 

  2020年の次期の学習指導要領全面実施のところ

で、私、平成33年と申し上げてしまいましたが、

平成32年の誤りでございましたので、訂正をさせ

ていただきます。大変すみませんでした。 

○委員長（田島正徳君） 教育推進課副課長。 

○教育推進課副課長（高橋正巳君） 副課長、高橋

です。よろしくお願いします。 

  まず、予算書ページ、176から始まるところの

小学校施設管理事業の関係で、翌ページになりま

すが、工事請負費、東小学校支障物件撤去工事に

関しましてご説明申し上げます。 

  過日、議員さん、委員会の視察のほうでおいで

いただいたところでございまして、県道の拡幅に

伴い東小の支障物件撤去工事ということでござい

まして、投てき板、倉庫、それに伴うフェンスの

撤去等あるわけでございますが、スケジュールに

つきましては、当然学校が夏休み等ありますが、

児童さんに影響のないように、支障のない時期を

選んで学校内の整備を進めてまいる。それにあわ

せてまた県土との連携も必要となっておりますの

で、そういったところも含めて進めていきたいと

考えております。当然安全面が優先されるものと

考えておるところです。 

  同じページのその下の百間小学校屋上防水工事

でございます。こちらも過日の視察のほうでおい

でいただいたところでございますが、原因という

のは多分排水口のところの汚泥、泥がたまって、

そこに樹木が発生して、それが成長したところで、

ちょっと悪い影響を与えているということでござ

います。今後とも学校の先生とも確認し合いなが

ら管理を進めていくところではございますが、た

だ、場所によってはこの前も見ていただいたとお

り、フェンスの外側ということで、一般の方が入

りづらいところもありますので、そういったとこ

ろはまた委託できるのかどうかを含めて検討して

いくところでございます。よろしくお願いいたし

ます。 

  続きまして、ページが変わりまして、182、183

ページから始まる中学校施設管理事業で、次ペー

ジになりますが、13委託料の中で施設劣化診断委

託料ということで計上させていただいております。

こちらにつきましては、３校全て劣化診断を行う

ところでございます。当然劣化診断を行う場合で

も、各箇所いろんな確認をする場所が当然必要と

なってきますので、こちらにつきましては、スケ

ジュールはまた委託業者が決まったところで、も

ちろん学校含めて調整をさせていただきたいと思

っております。学校が休みの日にやらなくてはい

けないこと、学校が運営のときにもできることと

いろいろ多分整理をさせていただいて進めさせて

いただきたいと考えております。 

  また、ご質問の適正配置につきましては、教育

だよりということで、９月１日付で教育だよりの

ほうを全戸配布、広報と同時期に配布させていた

だきましたので、そういったところを含めて皆様

に経過状況等もお話ができると思っております。

教育だよりにつきましては、平成29年度から予算

のほうのお認めをいただいたところでございます

ので、３月末にもう一度教育だよりということで

４月広報と同時になりますが、配布をさせていた

だく予定で進めておりますので、ご理解を賜りた

いと思います。よろしくお願いいたします。 

  以上です。 
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○委員長（田島正徳君） 教育推進課学校管理幹。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（山口隆夫君）  

 学校管理幹の山口でございます。 

  今高橋のほうからご説明がございましたが、学

校教育担当として学校への指導ということで、百

間小の屋上とご指摘をいただいたところでござい

ます。教育委員会といたしましては、各学校に安

全点検について指導しております。また、校長会

の折には、屋上に枯れ草などが詰まって水がたま

ってしまうケースがございます。こういったもの

に対しての対応についても安全点検等を通して対

応していくようにということで指導しております

ので、引き続き学校に指導をしていきながら対応

してまいる所存でございます。また、危険を伴う

場合には、また関係機関と連携をとりながら対応

を進めてまいる所存でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 生涯学習室長。 

○生涯学習室長（飯山 武君） 教育推進課生涯学

習室長、飯山でございます。 

  私のほうから、まずご質問いただきました和戸

公民館の雨漏りの関係でございます。和戸公民館

の雨漏りにつきましては、平成24年の大雨があっ

た際に、２階の窓際に発生し、また、それ以降も

台風のような大雨が発生するときに、窓際を中心

として発生しているような状況でございました。 

  また、大雨以外にも平成26年あるいは28年にお

きました大雪の際に、屋根に積もった雪が解けて、

そちらのほうが屋根のほうから浸入して滴り落ち

るというような雨漏りが発生しておる状況でござ

いました。窓際の雨漏りにつきましては、平成24

年度に東側の窓枠上部を防水処理の修繕を行った

ところでございますが、それ以降も豪雨が発生し

た際に発生しているというような状況でございま

した。 

  この間、業者に雨漏りの対応案を、原因につき

まして現地を見てもらうなどのことを行っており

ましたが、なかなか原因がわからないという状況

が来ておりました。今般、再度雨漏りがした直後

に業者のほうに見ていただいたところ、原因とし

ましては、窓際の壁の劣化あるいは防水の処理の

劣化と、または屋根の構造上の問題として、水が

いっぱいたまった場合に、すき間から滴り落ちる

というような状況が判明いたしましたことから、

今般そちらの対策も行うということで、予算のほ

うを計上させていただいた次第でございます。 

  次に、高齢者に対する対策ということでござい

ますが、これまでにも公民館につきましては、段

差の解消でありますとか、階段への手すりとか、

そういったような対策はとってきておったところ

でございますが、エレベーターというお話につき

ましては、何分にも設置費用が高額になると。ま

た、公民館も３施設ありますことから、すぐに対

応ということにはなかなか昨今の財政事情で言い

ますといかないような点があるかと思います。 

  また、公民館自体が平成11年及び12年度にそれ

ぞれの公民館の耐震補強というのを行っておりま

すので、そういった観点から今後の公民館のあり

方も含めまして、対応について検討のほうをさせ

ていただければと思います。 

  続きまして、埋蔵文化財発掘の関係でございま

す。今年度につきましては発掘調査２件ほどござ

いまして、先ほど質問でいただきました道仏遺跡

のほかに、姫宮神社の東側においても発掘調査の

ほうを行ってございます。姫宮神社が10月から11

月、それ以降現在も道仏地区において調査のほう

を行っておるところでございます。立て続けに２

件ほど調査のほうが発生してございます。 

  道仏遺跡のほうの関係で言いますと、大体西暦

150年から200年ごろの古墳時代の住居跡が約40件
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ほど見つかってございます。こちら狭い面積に何

層にもわたる形で住居跡が見つかっております。

また、出土されたものといたしましては、土器で

ございます土師器でありますとか、須恵器といっ

た土器が見つかっておりまして、また、周辺地域

でも初めて見つかった土器というものが韓式系軟

質土器というような土器も初めて見つかっており

まして、大変道仏遺跡につきましては貴重な遺物

等を発見しているような状況でございます。 

  このような埋蔵文化財の発掘につきましては、

発掘してから文化庁のほうからは発掘調査後３年

を目安に発掘調査の報告書をまとめるようにとの

指導がございまして、これに向けて来年度につき

ましては、発掘されました資料の整理を行い、報

告書の刊行に向けた事業のほうを行うということ

で、賃金につきましては180万ほどの増額をさせ

ていただいているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 教育推進課長。 

○教育推進課長（齋藤和浩君） 教育推進課長の齋

藤でございます。 

  私からは就学援助につきましてご説明を申し上

げます。 

  議員さんご指摘がございました就学援助の新入

学用品の就学前支給ということで、議員さんのほ

うからご意見等をいただいたところでございまし

た。それに伴いまして、教育委員会といたしまし

ては、国からのまた通知等もございまして、この

12月に定例教育委員会におきまして実施要綱の改

正をさせていただきました。これは宮代町就学援

助実施要綱というもので、12月に一部改正という

ことで、まず事務的な準備をさせていただきまし

た。後にそれに伴いまして、改正したことにより

まして、関係保護者等に通知等を差し上げさせて

いただきまして、この30年の入学に際します準備

金ということでございますので、今月支給という

準備をもうさせていただいたところでございます。 

  ちなみに今現在という形での報告をさせていた

だきますが、まず、小学校の新１年でございます

が、これが須賀小、百間小、東小、笠原小合わせ

まして18件、単価につきましては改正がありまし

たので、４万600円という形でございます。並び

に今度は中学校１年生ということになりますが、

今現在は在学は６年生でございますが、18件で、

これは中学校の場合は単価がちょっと高い関係が

ありまして、４万7,400円ということで、ちょう

ど件数は両方18件、18件でございますが、そのよ

うな形で、この４月から入学するための入学前支

給という形で今現在事務を進めているところでご

ざいます。 

  なお、新年度におきましては、実は今申し上げ

ましたように、小学校の段階でお支払いするとい

う形になりますので、就学援助の費用につきまし

ては、小学校の準要保護、要するに就学援助の費

用を今回増額をさせていただいているという理由

にもなります。新１年生につきましても小学校期

から、在学中にお渡ししますので、小学校６年生

の段階でお渡ししますので、小学校費からという

形で出させていただいておりますので、そういう

形で小学校のほうからの支出と。となりますと、

中学校の場合はその部分が減るという形で減額を

させていただいているという、新年度の予算につ

きましてはそのような形で実施をさせていただい

ております。 

  ちなみに金額ですみません、お話が前後して申

しわけございませんが、学校別ももしかしたらお

話ししたほうがよろしいかと思いまして、須賀小

につきましては６件、新１年生でございます。百

間小につきましては３件、東小につきましては３

件、笠原小につきましては６件、計18件です。 
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  続きまして、今度は今現在の在学の中学生にな

る場合ですが、須賀小が４件、百間小が４件、東

小が６件、笠原小が４件でございます。今現在は

６年生でございますので、そのような言い方をさ

せていただきました。金額にしまして小学校で73

万800円ほど。今度は新中学生になる支給につき

ましては85万3,200円というような状況で、これ

につきましては今月支払いという形で進めさせて

いただいたというような状況でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  ご答弁ありがとうございます。 

  まず、それでは、再質問させていただきたいと

思います。 

  まず、170、171ページの不登校対策事業につい

てであります。先ほど答弁がありました不登校に

ついては資料でもあるように、長期欠席の子供、

中には先ほども言いましたように、病気もあると

いうことであります。これは宮代は、この宮代の

数字とほかの近隣だとか埼玉県内の状況はどうな

っているのかと聞いても、それはある限りやはり

対応していかなければいけないのであれなんです

けれども、宮代のこの長期欠席の率というか、そ

れは高いほうなのか、普通なのか、その点参考ま

でお聞きしたいと思います。 

  なぜ私はこの質問をしたかといいますと、ＮＨ

Ｋが昨年の11月に「クローズアップ現代 平仮名

も書けない若者たち」というので、見過ごされて

きた学びの貧困ということで、大変ショックを受

けたんですけれども、やはりそういう意味ではき

ちっと長期欠席を克服する、そういった取り組み

がやはり必要なんだなということを改めて感じた

ものですから、お聞きしたんですけれども、先ほ

ど家庭の環境ということで、保護者のことも言わ

れましたけれども、やはり保護者の教育に関する

考え方というか、無理解、中には無関心という方

もいようかと思いますので、この辺本当に大変だ

と思うんですけれども、そういった点で、やはり

病気についてははっきりしているんですけれども、

こういった保護者の接し方、教育に関する考え方、

それから、あとはどうなんでしょうか。場合によ

っては非行に走っていくとか、そういう場合も考

えられるんですけれども、そういった非行との関

連では大丈夫なのかどうか、その点もお尋ねした

いと思います。 

  あと、長期欠席、これだけいるわけなので、先

ほども対応を話されましたが、この長期欠席を克

服する取り組み、これは我々はそれを求めるだけ

なんですけれども、担当している先生方は、これ

はどういうふうに解明して、それで接していくの

か。それはもうこつこつやるしかないとは思うん

ですけれども、その克服する取り組みですよね。

どういうふうにしてやっていくのか。それが問わ

れていると思いますので、その点、もう一度お聞

きしたいと思います。 

  それから、182、183ページと、中学校のほうも

ありますが、教員の多忙解消ですね。先ほども答

弁がありましたが、じゃ、こういった負担軽減を

図って、かなり小学校では多忙な時期もあるかも

しれないけれども、30分短縮された。中学校では

65分短縮されたということで、これは解決は、そ

うすると問題はないということなんでしょうか。

勤務時間をきちっと守っていく。だからこそこう

いうふうになっているんだと思うんですけれども、

そういった点では我々には見えないですよ。例え

ば学校が初めて電気ずっと遅くまでついていて、

それで先ほども言いましたように、周辺の住民か

ら何であんなに電気ついているの。実態はそうい

うふうになっているというふうに、かなりそうい
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った点では周辺の住民の方もその辺の実態という

のはわからないと思うんですよね。そういった意

味では勤務時間をきちっと遵守する、そういうふ

うになっているかと思うんですけれども、こうい

った点での軽減は図られているということで、先

ほどの答弁だと理解してよろしいんでしょうか。 

  もう一方、これは町の職員でも言えることなん

ですけれども、教員のメンタルヘルスですよね。

そういった点ではどのようになっているのかも、

こういった部分では全然心配ないということなの

かどうか、その辺も含めてお尋ねをしたいと思い

ます。 

  それから、いじめというのはどこにでもあると

思うんですけれども、基本的にはわかればいいん

ですけれども、わからないというのが実態で、初

めて大きな問題になって、しかもここのところの

ニュースを聞くと、教育委員会自身がそんな問題

はなかった。でも、それを全面的に覆すような、

そういった状況もありますので、そういった点で

は非常に心配だというのも、これは我々の率直な

ところなんですけれども、そういった意味では今

のところ対応はきちっとできているのかどうか、

その辺ももう一度お尋ねしたいと思います。 

  それから、178、179、184、185ページの小中学

校の学力向上推進事業にかかわる問題なんですけ

れども、最近、先ほど答弁いただきましたが、道

徳とか心の育成とかでなくて、私は以前は学力は

県内でもいいほうだったと。ところが、ここのと

ころ宮代町の学力は低下しているという声も聞く

わけです。そういった中で何が宮代町のどういっ

た点で基礎的な学力が不足しているのか、あるい

は国語、算数、数学があるんですけれども、どう

いった点での問題があるのかどうか、その辺のこ

とについてはどうなっているのかわかりませんの

で、その点もお尋ねしたいと思います。やはり先

ほども言ったように、これは不登校にも関係する

んですけれども、やっぱりその背景には学校嫌い

だとか、勉強嫌い、そういったことが挙げられて

おりますので、宮代ではどういった関係で実際学

力が低下しているという、そういう答弁も伺った

んですけれども、それら等含めて、どういうふう

な状況になっているのか、これも、また、それら

に対して新年度はどういうふうに取り組んでいく

のかという、そういう意味でお尋ねしたいと思い

ます。 

  それから、入学前の準備金の関係、178、179、

184、185ページの小中学校の就学援助の関係で、

これはわかりました。これは何人じゃなくて、今

件ということでおっしゃられましたが、わかりま

したが、先ほどは今月支給するということで、今

度中学校に上がる生徒に対しては小学生の保護者

に支給するということで理解するんですけれども、

卒業式の前の部分については、じゃどうなるのか、

その点についてお尋ねしたいと思います。 

  それから、私もこれは何回かお尋ねしてきて、

新年度というか、もう既に今月からやられるとい

うことで、これは前進したなという思いをしてい

るんですけれども、教育委員会としてはやはり保

護者が就学援助を申請しやすいように、各学校に

申請書を置いていると思うんですが、そういうふ

うに申請しやすいようになっているかどうか、そ

の点もお尋ねしたいと思います。 

  それから、170ページ、171ページの教育課程特

例校指定事業、さすがこうした取り組みは宮代な

らではの特色ある教育ということで、答弁もるる

あったんですけれども、わかりました。ただ、32

年度の英語の教科化を見据えたというふうに説明

されましたけれども、教科化というのはどういう

ことなのか。これはそうすると宮代が先進的にや

ってきて、32年度の英語の教科化というのは宮代
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だけなのか、その点もお尋ねしたいと思います。 

  それから、176ページ、177ページの五差路の歩

道整備の関係なんですが、わかりました。期日に

ついては各課と連携してということで、保護者の

理解も得られるようにということで対応するんだ

なというふうに思いました。これについてはまち

づくり建設課では改めて地域の近隣の住民の方を

集めて説明会はしないということでいるんですが、

特にやはり保護者の理解というのは必要だと思う

んですけれども、それは地域とはまた別に対応さ

れるのかどうか、その点第１点。 

  それから、支障物のある、塀もあるんですけれ

ども、体育倉庫の移設もありますよね。それにつ

いては運動会には支障はないと思いますけれども、

逆に今まで建物が建っていたところを今更地にな

って、あそこがなくなるわけですから、かえって

広がって、体育倉庫の移設ということなんですけ

れども、今の場所からかえって外側に移設される

と思うんですが、これは運動会には間に合うのか

どうか、その点だけお尋ねしたいと思います。 

  それから、182、183ページの小中学校適正配置

のあり方、当面は劣化診断を行っていくというこ

とと、教育だよりということであるんですが、そ

れ以上のことは、この劣化診断なんですけれども、

これはいつまでやらなければいけないんでしょう

か。もともと私はこの小中学校の適正配置、これ

は東洋大学の根本さんのＴＰＰがいろいろやって

の公共施設、特に宮代では一番大きなウエートを

持っているところの学校というところで、こうい

うふうになっているんですけれども、私はこの小

中学校、公共施設のあり方というのは長の考え方

次第だと思っています。近隣でも小中学校の適正

配置についてはもう私はやらないというところも

ありますし、これはもう長の考え一つだと思って

いるので、何か宮代の場合はこの学校を建て替え

るに当たって、わざわざこういうＴＰＰ、東洋大

学の方たちに言って、理論的にもそうしたほうが

住民が納得するんじゃないかという意味でやって

きたんだと思うんですけれども、やはりその点で

は別にこんなにお金をかけてやる必要があったの

かなというふうに思うんですけれども、それにつ

いてはまたおいおいやっていきますので、とりあ

えず当面はそういう形なんですけれども、劣化診

断は、じゃ新年度、平成30年度だけということで

理解してよろしいんでしょうか。あとはまた小中

学校の児童生徒の数もやっぱり改めてきちっとし

ていくんでしょうが、その劣化診断は単年度で、

新年度でいいのかどうか。 

  あと、その後、適正配置のための委託しなけれ

ばいけない事業というのはどういうことを考えて

いるのかあわせてお願いしたいと思います。 

  188、189ページの公民館費で、先ほど我々も見

てきましたし、答弁もありました。対応していく

ということで理解するんですが、やはりちょっと

遅過ぎたなという感じはします。もっと早く対応

してよかったのかなというふうに、それは思いま

す。 

  ただ、新年度には関係ないんですけれども、今

後のことでエレベーターの関係では今後あり方を

検討していくということですから、当面ないとい

うような答弁なんですが、検討というのはやる方

向なのか、やらない方向なのかということである

んですけれども、私は答弁は検討するということ

なんですけれども、やっぱり公民館、確かに老朽

化しているところもありますけれども、老朽化し

ていないところ、これはもうやれるところからや

るべきではないかなというふうに思いますので、

しかも同時にというと、先ほど言ったように、高

額な関係にもなりますので、やれるところからや

ったらどうかなというふうに思いますし、もうそ
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ういう時期に来ているというふうに思いますので、

その点やれるところからという意味でどうなのか

もう一度ご答弁願いたいと思います。 

  それから、190、191ページの文化財保護費で、

道仏と姫宮神社の関係、答弁がありました。これ

は３年を目安に報告書を提出するということなん

ですけれども、これは発掘作業はいつまで、３年

を目安にということはもう報告書は限られている

から、それまでには発掘調査は終えるということ

でよろしいんでしょうか。この道仏は土地区画整

理事業の事務所の隣ですね。確認なんです。それ

もあわせてお願いしたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） ここで休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時２１分 

 

再開 午前１１時３４分 

 

○委員長（田島正徳君） 再開いたします。 

  答弁を求めます。 

  教育推進課学校管理幹。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（山口隆夫君） 

学校管理幹兼副課長の山口でございます。 

  それでは、お答えさせていただきます。 

  予算書170ページの不登校対策事業についてで

ございます。 

  先ほどの不登校の率についてでございますが、

予算特別委員会要求資料一覧の１ページでござい

ます。県と宮代町の割合を比較した一覧がござい

ます。これを見ますと、平成29年度でございます

と、宮代町が小学校で0.21、県で0.27、中学校で

は宮代町では2.30、県は2.43。しかし、28年につ

きましては、宮代町0.41、県0.29、中学校、宮代

町が2.44、県が2.52という数値でございます。こ

こから見ますと、今年度については県よりやや割

合でいくと低くなっておりますが、昨年度は若干

多い状況もあったというところでございます。こ

の割合については、先ほど申し上げたとおり、少

ないからこれで全てよかったということでなく、

一人一人に応じたさらなるきめ細やかな対応を進

めてまいる所存でございます。 

  続きまして、ＮＨＫの学習貧困等でございます

が、宮代町では中学校に不登校対策学習支援員を

配置しております。この配置につきましては、勉

強がわからないことでなかなか教室に向かえない

という状況もございます。それをフォローするた

めに支援員を置きまして、基礎学力の定着に向け、

指導しているところでございます。 

  続きまして、非行等の心配はというご指摘でご

ざいますが、心配されるケースもございます。こ

れにつきましては、学校が家庭と家庭訪問を通し

連携をとりながらさらに進めてまいります。 

  では、具体的な取り組みについてということで

ございますが、具体的な一例を申し上げますと、

現在この子については登校まで至っております。

友達との関係等から学校に行くことがなかなか難

しい状況になりまして、その後担任、そして管理

職等の家庭訪問、そしてその家庭訪問等状況を踏

まえた上で学校における生徒指導、教育相談等の

部会、この部会を通して今後の対応について全職

員で話し合いをしてまいりました。それを受けて

繰り返し家庭に担任、管理職が訪問したことによ

って少しずつ信頼関係が醸成され、校長室に登校

することが可能になりました。その時点でまず学

校としては人間関係をつくるために会話、そして

簡単な体を動かす運動に取り組み、現在ではそこ

から一歩進み、学習についても校長室で取り組ん

で登校に向かっているというケースもございます。 

  ケース・バイ・ケースさまざまな状況でござい
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ますが、基本的に今私がご説明さしあげたような

形で、基本的には担任、管理職等が家庭訪問をし

ていく中で、そのケースを全体で共有し、対応を

協議し、さらに取り組みを進めていくという対応

で進めているところでございます。 

  続きまして、176ページでございます。負担軽

減、教職員の健康管理等でございます。負担軽減

についてで問題はというご指摘でございますが、

問題、課題についてはあるという認識でございま

す。 

  その課題についてでございますが、やはり教職

員によっては仕事の効率に課題があるケースもご

ざいます。これを対応するために１つとしては、

県が夏休みの８月のお盆中にサマーリフレッシュ

期間を設けたり、それからふれあいデーというこ

とで期間を設け、それを中心として仕事のめり張

りをつけ、早く帰宅するようにという働きかけを

して、これも随分教職員の意識改革の面では効果

があります。 

  あと、もう一つは、若い教員が大変増えてきて

いる状況もございます。この場合にはベテランの

教職員が若い教職員と一緒に例えばワークシート

のつくり方であるとか、ノートの見方であるとか、

これについてこうするといいんじゃないかという

話もしております。そうすると、その話の内容に

よっては少し時間を超過して話をしてしまうとい

うような状況もございます。私も昨年学校現場に

いた状況ですが、相談を受ければ、やはり私も教

員ですので、こういう指導法がいいんじゃないか

ということで熱心に指導をして、時間が少しとい

うケースもございました。そういった状況でお互

いの指導法を高め合う時間も放課後とっている状

況も見られるところでございます。 

  続きまして、メンタルヘルスについてでござい

ます。 

  教職員のメンタルヘルスについても重要である

と認識しております。学校では定期的に管理職が

教職員一人一人に面接を行っております。その面

接を行う際に、仕事の状況はもちろんですけれど

も、今の生活の状況、仕事の中の困り事、こうい

ったことも話を聞いて、メンタル面も安定して充

実して仕事が進められるように管理職が中心とな

って話を進めて対応しているところでございます。 

  続きまして、いじめについてでございます。 

  いじめについて絶対これで大丈夫ということは

あり得ないという認識でございます。絶対大丈夫

だということは、これは言うことはできません。

この認識のもと、各学校にも指導しているところ

でございます。 

  具体的なものとしましては、先日学校にも指導

をさせていただいたところなんですが、各学校で

アンケート調査を実施しております。このアンケ

ート調査についても年度が新しくなりますので、

その内容についてももう一度検討するように、具

体的にはいろんなことが書きやすい、相談しやす

い、そういったアンケートになるように指示をし

たところでございます。 

  また、相談体制についても保護者を含め、周知

をしてまいります。困った場合には中学校に配置

をしている小学校でもスクールカウンセラーに相

談をすることも可能です。相談室で相談をするこ

とも可能です。こういった情報提供をすることに

よって、早期に悩みを発見し、問題を発見し、対

応していく体制をさらに構築してまいります。 

  続きまして、178、179、学力向上についてでご

ざいます。 

  学力の低下についてご指摘をいただいていると

ころでございます。現状でいきますと、平成29年

度の埼玉県学力・学習状況調査を見ますと、国語

に全体的に課題がある傾向がございます。これに
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対応する形で各学校では読書について充実をして

いるところでございます。年間の冊数を決め、そ

の冊数に向けてたくさん本に触れる機会を設定し

ています。学校では読書週間を設定して、家庭で

も呼びかけて読書をしたりというようなことで充

実を図っているところでございます。 

  背景についてもご指摘がありましたが、二極化

も進んでいるところも感じられるところでござい

ます。勉強が苦手な子供、また得意でどんどんや

る子供、そういった二極化についても感じている

ところでございますので、これにつきましては先

ほど申し上げたような形で宮代町は町非常勤講師

等も配置しておりますので、この個に応じた指導

について対応してまいります。 

  さらに新年度の取り組みということでございま

すが、今年からの継続というところもございます

が、１点目は効果を上げているよりよい取り組み

について校内で共有していくこと、ベテランの先

生で成果を上げている先生、たくさんおります。

その指導法について校内で共有をし、若手の教員

がそのエキスを取り入れ、指導の充実につなげて

いくという取り組みも継続してまいります。さら

には教育委員会事務局といたしましても、授業の

進め方等各学校に周知、資料等を配布をし、徹底

してまいります。 

  さらには来年度に向けてということでございま

すが、小中一貫教育について見つめてまいります。

ここで生活の決まり、授業の決まり、こういった

ものをもう一度確認する中で子供たちが落ちつい

て学ぶ環境について小中一貫教育をもう一度再度

見直す形で取り組んでまいります。具体的なプラ

ン等今各学校、小中間で作成をしているところで

ございます。 

  続きまして、英語についてでございます。 

  英語についてでございますが、32年度の新学習

指導要領、これは全国的な取り組みでございます。

全国的に教科化に向かって現在取り組んでいると

ころでございます。 

  私からは以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 教育推進課副課長。 

○教育推進課副課長（高橋正巳君） 教育推進課副

課長、高橋です。 

  ご説明申し上げます。 

  ページで申し上げますと178、179ページにかけ

ましての小学校施設管理事業内の工事請負費、東

小学校支障物件撤去工事にかかわるご質問をいた

だいております。 

  運動会に間に合うかというご質問でございます。

こちらにつきましては、先ほど議員さんの質問に

もありましたように、倉庫の撤去、投てき板の撤

去等が含まれるわけでございますが、住宅がなく

なったところに新しい倉庫を建てて、そのところ

に古い倉庫の中のものを移動するわけでございま

す。当然安全に配慮を第一とするわけでございま

すが、行事に支障がないように進めればというこ

とで、県土とも連携をとりながら進めてまいりた

いと考えておりますので、ご理解賜りたいと思い

ます。 

  続きまして、184、185ページ、中学校施設管理

事業内の委託料の中、施設劣化診断委託料に関し

ましてご説明をいただいております。 

  こちらの長寿命化計画につきましては、個別施

設計画ということで、平成32年度までに策定が求

められているものでございまして、こちらにつき

ましては求められている中で今後の検討の内容と

しては児童生徒数の推移とか、今回行う中学校の

劣化診断等も判断の材料ということで、適正配置

の中でまた資料として考えていきたいとも思って

おります。 

  また、他の委託に関しましては、当然中学校の
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ほうの劣化診断を行いますので、その年度に間に

合うように小学校につきましても劣化診断を行う

ものと考えておりますので、よろしくお願いいた

します。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） 生涯学習室長。 

○生涯学習室長（飯山 武君） 生涯学習室長の飯

山でございます。 

  予算書の188、189ページ、公民館管理運営事業

でございます。公民館へのエレベーターの設置と

いうことでございますが、３館とも老朽化しつつ

ございまして、まずは利用に際して安全面での対

応を中心として管理のほうをしてまいりたいとい

うふうに考えてございます。 

  続きまして、190、191ページ、埋蔵文化財発掘

調査事業でございます。 

  道仏地区の発掘でございますが、こちら場所に

つきましては、道仏区画整理事務所の東側、区画

整理事務所に対して線路際の隣接した場所で行っ

ております。こちらの発掘につきましては、今現

在も行っているところでございまして、来週中い

っぱいをめどに鋭意発掘作業をしておるところで

ございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 担当主査。 

○学校教育担当主査（岡安英之君） 学校教育担当

主査の岡安と申します。 

  予算書178ページから179ページの小中学校要準

特別支援教育就学援助事業についてのご質問につ

いての回答をさせていただきます。 

  まず、卒業時への対応につきましては、現行の

就学援助制度におきまして学校給食費、それから

学用品費、通学用品費、それから社会科見学等を

対応しました校外活動費、それから修学旅行費等

で支給のほうをしておりますので、特段卒業時へ

の対応とした品目等はないんですが、現行の制度

で支給のほうを対応していただければと思います

ので、ご理解のほうをいただければと思います。 

  また、申請しやすい環境づくりの点についての

ご質問についてなんですが、まず、新入学生につ

きましては、直接郵送にてこういった制度がある

よということで通知のほうをしております。 

  また、学校説明会におきまして制度のご案内を

説明をしております。町のホームページへの掲載、

それから町広報紙の掲載をしておりますが、在学

２年生以上の世帯におきましては、学校を通して

なんですが、郵送にて学校経由でご案内をしてお

ります。 

  ただ、これをもって全ての世帯の方に当然周知

できているとはこちらも考えておりません。学校

現場において、例えば給食費の支払いがおくれて

いるであるとか、教材費の集金がおくれている世

帯というのがございました関係で、学校の担当の

ほうから委員会のほうに連絡するよう連携を図っ

ております。 

  また、教育委員会に配置しております相談員等

を初め、そういった相談員からの情報、それから

福祉課からの情報等をいただきました時点で、就

学の経済的支援が必要な世帯ということであれば、

確かに就学援助認定に当たりましては認定基準が

あるわけなんですが、できるだけ児童生徒の就学

の継続が困難になってしまっては大変になってし

まいますので、できるだけ支援に向けて動いてい

るところでございます。したがいまして、学校、

それから相談員、教育委員会で福祉課も交えて連

携を密に十分な情報共有を図って対応しておりま

すので、ご理解をいただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 答弁ありがとうございます。 
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  丸藤でございます。 

  それでは、ちょっと答えがなかったものもあり

ますので、確認しながらご質問したいと思います。 

  まず、長期欠席の関係では、はい、わかりまし

た。 

  教師の多忙解消というか、この件につきまして

はアンケートも先ほどとってというようなお話も

ありましたが、実際先生方は私どもから言うと、

やはり子供たちとの触れ合い、それが一番大事だ

と思っているんですが、そうもいかない、そうい

ったところでの仕事の量ですよね。そういった関

係で、先生方の中にはやっぱり仕事の量が余りに

も多過ぎるとか、それから休める日がないとか、

そういった関係でストレスがかかっていくんで、

肝心な子供たちとの接触が図れない。それが一番

なんだと思うんです。一時は学校がすごい荒れた

時期は、そっちのほうの対応で、子供との触れ合

いどころか、もうむしろ学校外の仕事が多い、そ

ういった時期もありました。 

  でも、今はそういった状況ではもちろんないん

ですけれども、やはりそれでも仕事の量が多い。

あるいは休む日がない。そういったことでのスト

レスがかかってきて、子供との接触がなくなる。

そういう関係もあるかと思うんです。そういった

面では勤務時間というのはきちっと教育委員会も

対応されているかとは思うんですけれども、そう

いった面での先生同士の横のつながりというのは

どうなんでしょうか。個人個人の仕事量にしない

で、役場もそうなんですけれども、グループで仕

事を解消していくと、そういう方法もあろうかと

思うんですけれども、そういった点での改善とい

うか、そういうのはどうなのかお尋ねしたいと思

います。 

  それから、178、179、184、185ページの小中学

校の学力向上推進事業にかかわる問題なんですけ

れども、子供たちに基礎的な学力が不足している

かどうかという意味では、先ほども学力は低下し

ているという部分もあるということで、国語に課

題があるという答弁がございました。これは国語

というと本を読むというのは基本的に答弁があり

ましたように、あるんですけれども、読解力とい

うのは全ての教科につながる基本となるものだと

思います。そういう意味でこの内容を理解しなが

ら読んでいっているのかどうか。そういった点で

どうなのかなという心配があるんですけれども、

その点についてどうなのかということでお尋ねし

たいと思います。 

  あと、入学前の準備金の関係、就学援助の関係

なんですが、わかりました。いろいろ郵送したり

説明会したり、ホームページとか、いろいろある

んですけれども、保護者が就学援助を申請しやす

いように、学校に申請用紙は置いてあるのかどう

かという点ではどうなのか。先ほども郵送してい

てもという話がございましたが、そういった点で

申請しやすいように学校に置いてあるかどうか、

その点だけお尋ねしたいと思います。 

  それから、174、175ページの小学校施設管理事

業の五差路の歩道整備の関係で、先ほど地域には

特段説明会はないけれども、回覧を回して、広報

でということなんですけれども、保護者の理解も

していただくようにということなんですけれども、

この保護者の理解という意味ではきちっと説明が

されるのかどうか、その点だけちょっと答弁がな

かったのかなというふうに思いましたので、お願

いしたいと思います。 

  あと、エレベーターについては、これ以上の答

弁ないと思います。理解はしてませんが、なるべ

く考えていただきたいと。やれるところから、そ

ういう思いでおりますので、これは要望になりま

すが、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 
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  以上、その点だけ。 

○委員長（田島正徳君） 教育推進課学校管理幹。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（山口隆夫君）  

 学校管理幹兼副課長の山口でございます。 

  それでは、お答えさせていただきます。 

  初めに、176ページの教職員の健康管理につい

てでございます。 

  横のつながりということでご質問がございまし

た。横のつながりについてでございますが、現在、

教職員の人事評価制度もございます。その中の項

目の中にチームワーク行動評価がございます。こ

れは今申し上げたとおり、チームワーク、横の連

携を深めて、お互いに助け合いながら教育活動を

進めていくという内容でございます。こちらにつ

いてもそれぞれの経験年数に応じて目標等を設定

をし、進めていく内容でございます。このことを

通して横の協力体制も進んでいるものと認識して

いるところでございます。 

  続きまして、178ページ、学力向上について読

解力でございます。 

  読解力の育成につきましては、現在、主体的、

対話的で深い学びということが言われております。

これは具体的には授業の中で、例えば国語におい

て教科書等を読み、読んだことをもとに自分の考

えを持ち、その自分の考えをグループの中で相手

に伝え、相手に伝えたものをまた自分の中で考え

て、さらに深めていくという学びを進めておりま

す。こういった教育活動、授業の活動を通して読

解力を高めていく取り組みとして今後も推進して

まいる所存でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 担当主査。 

○学校教育担当主査（岡安英之君） 学校教育担当

主査の岡安と申します。よろしくお願いいたしま

す。 

  予算書178ページ、179ページの要準就学援助事

業の申請書の学校への配置につきましてのご質問

なんですが、パンフレットを学校現場に配置して

おります。申請書につきましては、委員会のほう

で配置をしております。ただ、学校から申請書の

要望がありましたら、適宜学校のほうに配置をし

ておりますので、ご理解賜りたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 教育推進課副課長。 

○教育推進課副課長（高橋正巳君） 副課長、高橋

です。よろしくお願いします。 

  先ほどご質問ありました178、179ページにかけ

まして、東小学校支障物件撤去工事に係りまして

大変失礼いたしました。当然保護者の方に対しま

してはお知らせ等で工期が中心になると思うんで

すけれども、お伝えしたいと考えておりますので、

ご理解いただきたいと思います。よろしくお願い

します。 

○委員長（田島正徳君） ここで休憩いたします。 

 

休憩 午後１２時０３分 

 

再開 午後 １時０３分 

 

○委員長（田島正徳君） それでは、再開いたしま

す。 

  質疑ありますか。 

  野原委員。 

○委員（野原洋子君） 野原でございます。 

  何点か質問させていただきます。 

  予算書の167ページ、教育委員会費の中の就学

支援委員会事業の中で、こちらの教育上特別の配

慮を要する児童生徒に対する教育的判断と教育的

措置の適正化というところで、本年度の特徴とし

て適切な就学支援とありますけれども、こちらの
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特別な配慮を要するというそちらはどのようなこ

とかお答えください。 

  あともう一点、先ほどの前段委員の質問の中に

あったと思うんですけれども、新しく道徳教育が

始まるということで、若い世代の先生のほうにそ

ちらの道徳教育をしていくということがあったん

ですけれども、このときにベテランの先生からさ

れるときに、何か若い先生に対して教育をすると

きの教材とか、どのような感じで教えていかれる

のか、それをお答えいただけたらと思います。 

○委員長（田島正徳君） 教育推進課学校管理幹。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（山口隆夫君） 

学校管理幹兼副課長の山口でございます。 

  ただいまのご質問でございますが、167ページ

の特別な配慮でございます。こちらの特別な配慮

でございますが、幾つかございます。今マスコミ

等でも新聞等でも情報に上がっております発達障

害が含まれます。そのほか配慮でいきますと、例

えば身体的なものでの対応もいたしております。

状況によりますと心の面での対応、こちらについ

ても状況に応じては対応してまいる。これら大き

く踏まえまして特別な配慮という表現をしており

ます。 

  次の２点目の道徳でございます。 

  道徳についてでございますが、教材等につきま

しては年間計画に示されておりますので、その教

材を使う形で進めております。ただ、授業の進め

方についてでございますが、この教材でこの子た

ちの実態でいけば、こういう授業の仕方があるよ。

例えばこういう授業の仕方でいきますと、子供た

ちの考えさせる場面の発問はこういう発問をして、

それについて考えさせていこうと。最後まとめの

ときには教師が説話をしてまとめるケースもござ

いますが、このときにはこんな話をすると効果的

だよなんていうような若い教員への指導というこ

とを日々学校では取り組んでいる状況でございま

す。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） ご答弁ありがとうございま

す。 

  特別な配慮を要するということは、発達障がい

が入っているということで、私もそちらのほうを

お聞きしたかったところです。かつてであれば自

閉症であるとか、かなりもう病名がついて、本当

に症状も重いような方ですと、割とわかりやすい

ということで対処もされていたと。特別学級のほ

うで対処もされていたりとかはしていたと思うん

ですけれども、最近やはりそこまでいかなくても、

どうしてもじっとしていられないとか、昔であれ

ばしつけの問題とか言われていた子供たちが実は

発達障がいということで、だんだんそこを認知さ

れてきていると思うんですけれども、ここでやっ

ぱり167ページのところに、就学時健康診断の実

施とありますけれども、こちら通常就学前にやる

健康診断だと思いますが、そちらのほうでたしか

知能指数とか、そういう何かテストなんかもあっ

たんじゃないかなと思うんですけれども、例えば

就学前に発達障がいであるとか、そういうものを

見きわめるようなテストとか、そちらを判断でき

る方などの投入とかはございますでしょうか。 

○委員長（田島正徳君） 教育推進課学校管理幹。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（山口隆夫君）  

 学校管理幹兼副課長の山口でございます。 

  ページ167の就学時健康診断の実施等について

でございますが、先ほどご質問いただきました就

学時健康診断の際に発達検査を実施しております。

これはご指摘いただきました知能の面とか、そう

いうものを見るのではなく、発達の状況について

見るものでございます。そこで１つ基準の点数等
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あるんですが、そこに満たない場合については吟

味、さらに検査をして、状況を把握していくとい

う対応はございます。 

  それから、その以前の状況でございますが、担

当の指導主事が保護者の会等を訪問をし、情報を

収集する。さらには関係機関と連携をとりながら、

情報が上がってきた場合については、該当の幼稚

園、保育園等に訪問して様子を観察して、一人一

人の状況について把握をし、対応しているという

状況でございます。 

  さらに入学後にもなってくるんですが、その際

には特別支援学校のコーディネーターの先生と連

携をとっていますので、サポートチームという形

で学校を訪問をして、特別支援学校の教員の目か

らこんな支援もできるというアドバイスはしてお

るところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） ありがとうございます。 

  こちらに特別支援教育サポートチーム委員とご

ざいますので、そちらのほうから行かれているの

かなと思うんですけれども、この発達障がいは本

当に微妙なもので、例えば専門家の方が見たり、

実際現場で教えていらっしゃる先生たちから見た

ら、ああこの子はと思うような子も発見できると

は思うんですけれども、大体この場合に保護者の

方がそれをちょっと認めたがらないとか、そうい

うこともあると思うんですね。そういったことで、

今までに何かトラブルとかそういうものがあった

とかいうケースはありますでしょうか。 

○委員長（田島正徳君） 教育推進課学校管理幹。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（山口隆夫君） 

学校管理幹兼副課長の山口でございます。 

  今のご質問についてですが、その基準がという

ことがあるんですが、大きなトラブルになったこ

とはございませんが、やはり話し合いの中で委員

さんご指摘のとおり、なかなか保護者の受け入れ、

理解が難しく、時間のかかるケースは数多くござ

います。ただ、それでも話し合いの中ではその子

の立場に立った、その子の視線での困り感につい

て、そして生活の中での事実について保護者のほ

うに丁寧に説明をし、また、担任はもちろんなん

ですけれども、先ほど申し上げましたサポートチ

ームの先生からもまた違った目でアドバイスをい

ただいたりというようなことを通して、少しずつ、

少しずつその子に適した就学について進めている

という状況でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） ありがとうございます。 

  そのように進められているということで、往々

にして発達障がいのお子さんというのは集団行動

ができないとか、そういうことがとてもあるんで

すけれども、何か１つのことに秀でた能力を持っ

ていることがすごく多いと聞いていますので、そ

ういう芽を潰さないように、ぜひ保護者とこれか

らも大変だと思うんですけれども、対応していっ

ていただきたいと思います。こちらの点は以上で

大丈夫です。 

  先ほど２点目の若い先生に対しての道徳教育と

いうことでお聞きしたんですが、こちらの教材は

多分子供たちに教える道徳の教材で、どういうふ

うに教えたらいいかということを指導されている

と思うんですけれども、実際今の本当に新任の先

生あたりから30歳ぐらいまでの先生というのが、

いわゆるゆとり教育世代の方が今先生になってき

ていると思うんですね。そのゆとり教育のときに、

やはりこの道徳教育というものが多分かつてより

は随分少なくなっていたのではないかなと思うん

ですね。実際私なんかが教育を受けていたときは、
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道徳ってかなりの時間を割いていた記憶がござい

まして、道徳の時間以外でも担任の先生が今やろ

うと思えば、学活の時間にみんなで話し合いをし

たりとか、そういうことが道徳教育につながって

いたんではないかなと思うんですけれども、現場

でゆとり教育世代から教師になってきた人たちに

対して、今の子供たちに教える道徳教材だけでは

なかなか厳しいのではないかなと思うんですけれ

ども、もう少し突っ込んで、若い人たちに対して

も根本的に何か道徳教育が必要なんではないかな

と思っておりまして、実際最近の事件なんかも若

い先生が生徒に対して体罰、体罰というよりも、

もうちょっとキレてしまったのかなと。今生徒の

ほうもすごくなかなか問題がある生徒も多いと思

うんですが、それに対して先生のほうもついキレ

てしまうみたいな、それこそ先生に道徳教育が必

要なのかなという場が多かったりすると思うんで

すけれども、それに対してはどのように対応され

ているでしょうか。 

○委員長（田島正徳君） 教育推進課学校管理幹。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（山口隆夫君）  

 学校管理幹兼副課長の山口でございます。 

  ただいまのご質問についてでございますが、昨

年度に私、先ほど申し上げた学校現場で教頭でお

りましたので、実際こうしたという事例でもよろ

しいでしょうか。実際委員さんご指摘のとおり、

若い教員への道徳的な指導は必要です。道徳教育

は学校教育の全体を通して行いますので、若い教

員には特に学校行事などでともに参加していると

きに、その教員の隣に行って、このときのこの場

面はこういう道徳性が育っているように見えるよ

ねというふうに、直接若い教員に指導を積み重ね

ていくという方法をとりました。さらには接遇や

物の対応の仕方、それから物事の判断の仕方につ

いても一人一人に応じて直接指導をしました。こ

んな指導もしました。目の前にあるいいことと悪

いことがある。でも、心が揺れるよね。そのとき

はあなたはどちらを選択するの。そうしたらいい

ほうをとるんだよね。そういうふうに物事は考え

ていくんだよということも若い教員には直接指導

をして、教職員の道徳心の育成に取り組んでまい

ります。 

  それと並行しまして、今カッとなってというお

話もございましたが、こちらについては教職員事

故防止という観点で、教職員としての資質向上、

これに向けての研修も実施しています。これにつ

いては全体を通しての全体での研修会と並行して、

個別に一人一人呼んで、こういうときはというそ

の人に応じた教職員資質向上の指導も学校では実

施をしているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） ありがとうございます。 

  かなり試行錯誤もされているようで、本当にち

ょうどゆとり教育の世代が今上がってきていると

ころだと思いますので、本当に大変だとは思うん

ですけれども、やっぱり忍耐力だとか、そういう

ところもちょっと何か本当になかなか人間関係、

それこそ若い人、今コミュニケーション障害とい

うか、コミュ障と呼ばれているように、そこにコ

ミュニケーションを本当にとるのが苦手という若

い方が本当にいっぱいいて、実際ゲームで育った

世代だと思うんですね。実際生身の人間対人間と

いうことをなかなかできてこなかった世代ではな

いかなと思うので、実際先生になったら、もう何

十人といる子供を相手にしなければいけないわけ

で、それもわかった上で先生になりたいと思って

なってきているんではあろうと思いますけれども、

そのあたり引き続きご指導いただけたらいいと思

います。 
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  以上です。 

○委員長（田島正徳君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 山下です。 

  何点か質問させていただきます。 

  最後の教育課程特例校指定事業でございます。

(8)になります。170ページの。小中学校の英語力

向上を目的に特例校として進めようとしています

けれども、教える側として正確な英語を教える技

術というんですか、それは整っているんでしょう

か。ただ、この辺のところ会話だけで済ませてし

まうのか。それとも文法などの教育とか、そうい

うのも全面的にやっていくのか、その辺のところ

を教えていただきたいと思います。 

  また、教わる側ですね、英語教育についていけ

ない子供、先ほども二極化しているということで

言われましたけれども、ついていけない人はどん

な指導をするのか。置いていってしまうのか、そ

の辺のところもクラス分けでするとか、そういう

ようなことをするのか。 

  あと、先生の英語力の向上の問題なんですけれ

ども、教職員の英語の教育研修はどのように進め

ていくのか、また、どのように現在進めているの

か、またその辺のところを教えていただきたいと。

研修時間はどのくらいを見込んでいるのか、どこ

へ行って研修しているのか。総合的にその辺のと

ころを先生の教育というんですか、小学校は専門

の英語の教師がいないと思うんですよね。そのか

わりに英語指導の先生がいるんですけれども、そ

れは教職の免許を持ってやっていくのか。その辺

のところも含めて教職員の担当の先生とどういう

ふうにマッチングしてやっていくのか。専門的な

あれになってしまうんで、ちょっと私、わからな

いんで、その辺のところは答えていただきたいと

思っているんです。 

  あと、助手と言うんですけれども、助手だけで

先生とアップしてやっているのか、それとも専門

の先生を各学校に置くのかどうか、その辺のとこ

ろも教えていただきたいと思います。 

  あと、178ページです。(1)の小学校の教材教具

備品購入事業でございます。資料２ページを見ま

すと、各学校の図書数、ばらつきがあるような感

じがします。特に笠原小は児童１人当たり12.16

冊という計算上ではいくんですけれども、４ペー

ジの生徒数を割ったはずだと。そういう点でばら

つきがあるなという感じはするんで、その辺のと

ころの学校によってばらつきがあるというのはち

ょっとよくないんじゃないかなと思っております

ので、差別というわけじゃないんですけれども、

やっぱり１人頭の蔵書数というのは等しくしてい

かないとまずいんじゃないかなという感じはしま

す。その辺のところの考え方を、それと３年ぐら

い前に私はこれを質問しているんですけれども、

２年か３年前かちょっと思い出せないんですけれ

ども、そのことを含めて、どうしてこういうふう

になっているのか答えていただきたいと思います。 

  あと、文科省の蔵書数の学校についての考え方、

何冊置きなさいとか、そういう指導というのはあ

るんでしょうか、その辺のところもお願いします。 

  あともう一点なんですけれども、196ページ、

２目の学校給食費です。資料ではＰ13になってい

るんですけれども、先ほどの答えでは学校給食に

も補助をしているという話を聞いているんですけ

れども、これ見ていると、平成28年度は98.74％

しか合計で集まっていない。これは何かわけでも

あるのかなと。その辺のところもちょっと教えて

いただきたいなと思っております。 

  それと、先ほどの関連なんですけれども、資料

の10ページなんですけれども、各学校からの改善

要望ということであります。一番下の適応指導教

室の設置ということなんですけれども、これはど
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ういうことを意味しているのか。適応措置という

ことは、できる子、できない子を意味しているの

か、それとも先ほど言った障がい者のことを言っ

ているのか、その辺のところを詳しくお願いした

いと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 教育推進課学校管理幹。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（山口隆夫君）  

 学校教育担当、山口でございます。 

  ただいまのご質問について回答させていただき

ます。 

  英語の特例校、進め方、研修等でございますが、

この点については担当の塚越が答弁申し上げます。 

○委員長（田島正徳君） 教育推進課指導主事。 

○教育推進課指導主事（塚越健一君） 指導主事の

塚越でございます。 

  予算書180の特例校指定の英語の関係でござい

ますけれども、まず、正確な英語を話せる教員、

指導体制ということですけれども、来年度、専科

教員というものを配置しまして、そちらのほうで

まず対応するということで考えております。 

  それとあと、教員の研修のほうなんですけれど

も、こちらのほうは年間各学校で行うものと、こ

ちら教育委員会が主催して行うものというものが

ありまして、教育委員会の主催するものでありま

すと、夏休み中に約１日かけて研修を行っており

ます。午前中が大学の教授を呼びまして、講義を

いただきます。午後は実際に授業形式の研修会を

予定をしておりまして、実際に授業の行い方につ

いて教員が指導役、子供役となりまして研修を進

めているというのもあります。さらに来年度は各

校で英語の研修、これが大学の教授を呼んで行え

る研修の計画等も整備をしているところでござい

まして、このように研修のほうは進めていく予定

であります。 

  それから、英語補助の先生ですけれども、今、

日本人の方に英語の助手ということで入っていた

だいております。この助手の先生については、元

中学校の英語の教員の方であるとか、一応免許は

ないんですが、英語が堪能な方に入っていただき

まして、担任の今は補助の形で実施をしていただ

いております。担任等、先ほどのお話がありまし

たが、小学校の教員、英語は専門ではないところ

がありますので、指導の際にこの表現はどのよう

にしたらいいかというときには、この助手の先生

にお話をしていただいて、正確な英語伝えている

ということで子供たちには対応をしているところ

です。 

  私からは以上になります。 

○委員長（田島正徳君） 教育推進課学校管理幹。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（山口隆夫君）  

 学校管理幹兼副課長の山口でございます。 

  補足でございますが、英語専科の教員でござい

ますが、今年度から埼玉県で英語の専科教員を置

いて英語を進めることができるという制度に手を

挙げて、そしてこの英語専科の教員ですが、中学

校の英語の免許を持っている教員を配置し、進め

てまいる予定でございます。 

  次に、小学校の教員の英語力でございますが、

ここについては私もそうなんですが、英語の免許

は持っておりません。ただし、教えていくという

ことになりますので、今申し上げたように研修が

必要になってまいります。平成29年度に英語の研

究に取り組んでおります東小、笠原小学校の一例

を申し上げますと、教職員の英語力を高めるため

に、きょうのこの時間はできるだけ英語を使って、

そして話し合いを進めていきましょうというよう

な取り組みも行っていると聞いております。やは

り教職員も英語に多く触れること、これが教職員

の英語力の向上につながっていくものと、子供の
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英語力の育成と同じでございますが、このような

地道な取り組みをしていきながら、英語力につい

て高めているところでございます。 

  続きまして、クラス分け、子供たちの指導につ

いてでございますが、英語についてクラス分け等

は現在のところ考えておりません。みんな一緒に

学ぶものでございます。 

  英語の教科化でございますので、当然読む、書

く、聞く、話す等の内容は入ってまいりますが、

小学校は中学校のつなぎに向けての指導になって

まいりますので、基本的には子供たちが楽しみな

がら、子供たちの必要感のある英語というものを

キーワードにしながら英語の授業を進めてまいり

ます。そして、ついていけない子が出た場合とい

うことでございますが、複数で指導する体制を組

んでおります。英語加配が配置される学校では、

状況によると４人の指導体制が考えられます。担

任、ＪＴＥ、それから外国人の補助、そして英語

加配、この４人で見て、なかなか難しい場合には

横について子供たちに耳から英語を聞かせて、そ

ういったことを繰り返しながら、一人一人が英語

に親しむ能力を高めていくよう指導を進めていく

計画で現在進めているところでございます。 

  続きまして、178ページの図書蔵書数でござい

ます。 

  笠原小学校の冊数が少ないというご指摘でござ

います。この点については、議員さんご指摘のと

おりでございます。数年前からこの冊数について

は確実に図書費に基づいて購入するように指導し

ておるところでございます。その指導に関しまし

ても、今年度中の予算については今年度中の子供

たちに還元をするという視点で、できるだけ早い

時点で図書を購入し、冊数について対応している

ところでございます。 

  この減ってしまったという状況でございますが、

図書の環境を整えるに当たり、パソコン等を導入

した管理に進めていったんですが、その際に古い

ものについては、これは大量に冊数から外したと

いうところでございます。しかしながら、その古

いほうは学級文庫等で活用しておりますので、笠

原小学校についてなんですが、読書に重点を置い

て取り組んでおりますが、かなりの１万冊を大き

く超えるような子供たちの読書の経験を行ってい

る状況でございます。しかしながら、引き続き冊

数につきましては、今申し上げた形で指導をして

まいる所存でございますので、ご理解いただきま

すようよろしくお願いをいたします。 

  続きまして、196ページの適応指導でございま

す。備品等の適応指導についてでございますが、

これについては担当の塚越がご説明申し上げます。 

○委員長（田島正徳君） 教育推進課指導主事。 

○教育推進課指導主事（塚越健一君） 指導主事の

塚越でございます。 

  適応指導教室ですけれども、こちらはどういう

教室かといいますと、学校になかなか通えない子

供たち等を対象に、こういった教室を設けて、こ

ちらでその子に合わせた指導を行っていくという

趣旨の教室でございます。中学校で言いますとさ

わやか相談室というものが設置されておりました。

そういったところに通っている子たちも含め、な

かなかやっぱり学校に足が向かないという子たち

をこういった別の教室をつくることによって、そ

こでその子に合わせた指導を行っていくという教

室というふうになっております。こちらのほうが

現在宮代町では実施できていませんので、やはり

そういった対象になる子供たちがここのところ少

し対応していかなければいけないかなということ

がありますので、ぜひこの辺の設置を考えていき

たいなということでこのようになっております。 

  以上になります。 
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○委員長（田島正徳君） 教育推進課副課長。 

○教育推進課副課長（高橋正巳君） 副課長、高橋

です。よろしくお願いします。 

  ご質問の予算書で言いますと196、197ページの

学校給食運営管理事業、また委員会資料で提出さ

せていただきました13ページの給食費の関係でご

ざいます。 

  就学援助の関係でのお尋ねであると思われます

が、この中の滞納の中では就学援助の申請をすれ

ば該当する家庭や、これまで就学援助のほうに該

当していましたが、親御さんの就業等によりまし

て家庭の所得が増えたため、非該当となったケー

スというのも含まれていると考えております。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） 教育推進課学校管理幹。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（山口隆夫君）  

 学校管理幹兼副課長の山口でございます。 

  ご質問がございました国の図書の基準でござい

ますが、この基準は国が示されたものはございま

す。児童生徒数をもとに計算式がございまして、

この冊数を目標を目指す数値として設定している

ものはございます。こちらに近づけるよう今後さ

らに取り組んでまいる所存でございます。 

○委員長（田島正徳君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） ありがとうございます。 

  最初に、英語教育なんですけれども、先ほど専

門の人を１人導入するとか、いろいろ改善はして

いるみたいですけれども、実際小学校の先生、英

語教室でやるというんですけれども、１時間ぐら

いで、年で１時間ですか。この間夏休みに１日や

ったということなんですけれども、１日だけでそ

れで済んでしまうんでしょうか。その辺のところ

を、それについていける、全員が英語クラス担当

で英語についていけるんでしょうか、１日ぐらい

で。その辺のところをもう少し詳しくお願いした

いと思います。やっぱり子供たちが影響を受ける

のは担任の先生ですから。担任の先生とコミュニ

ケーションができないと、学校の指導というのは

崩壊してしまうんじゃないかなと思っているんで、

やはりそういう専門の先生は専門の先生、やっぱ

りクラスの先生はクラスの先生ですから、その辺

の子供たちとの意思疎通ができないと、幾ら英語

だといっても、これはやっぱりふだんいるのは先

生ですから、その辺のところはどうなっているの

か、もう少し詳しくお願いしたいと思います。 

  それと、英語についていけないということでや

っているんですけれども、最大で４人と言ってい

るけれども、宮代町では何人ぐらい、最大でと言

っていますけれども、４つも学校あるんですけれ

ども、全部のクラスに４人つけるわけにいかない

と思いますよね。その辺のところでついていけな

い子供たちの指導としては、本当にこれが全学年、

全クラスできるのかどうか。その辺のところがや

っぱり教える、英語特区ということですから、専

門にやらないと、結果がでないと学校の特区とし

てのメンツというのが出てくると思うんですよね。

その辺のところで本当に指導というのはどういう

ものなのかちょっとわからないんで、その辺のと

ころの教え方というんですか、学校のクラスの先

生の教え方はどういうふうに進めていくのか、も

う少し詳しくお願いします。 

  それと、図書数なんですけれども、基準はない

ということなんですけれども、児童数に合わせて

近づけていくということは、意味することは、蔵

書数がまだまだ足りないということを意味してい

ると思うんですよ。その辺のところで、いつごろ

までこれを完成させるのか。そういう目標がある

のかどうか、学校ごとの。やはり子供は本とか、

そういうのに親しんで、自然と学んでいくんだと

思います。やはり先ほど国語力が弱いということ
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はやっぱり読書が弱いんじゃないかなという感じ

がするんで、やっぱり学校に身近に読書するとこ

ろがあるということは、教育上すばらしいことだ

と私は思っておりますので、ぜひその辺の目標と

か、いつごろまで基準に達するようにやっていく

のか。その目標とか計画があるのかどうか、その

辺のところをお願いしたいと思います。 

  あと、学校給食なんですけれども、生活が大変

なところには補助はしているということは、給食、

そういう方は大丈夫だと思うんですけれども、補

助のほうから出るんだと思いますけれども、これ

100％にならないということは、そのほかの原因

というのはあるんでしょうか。その辺のところを

もう少し詳しくお願いします。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） 教育推進課指導主事。 

○教育推進課指導主事（塚越健一君） 指導主事の

塚越でございます。 

  先ほど研修の件のことですけれども、夏に１日

ということですが、実際に授業をする場合におい

ては、その授業の前にほかの教科とも同じですけ

れども、必ずその指導についてどのように行って

いくかということで、いわゆる教材研究という形、

それから、指導法についての確認ということで行

っております。宮代町の英語で、特に重要にして

いるところというのは、ここはキーワードセンテ

ンスといって、この授業のこの部分に関しては正

確に英語で伝える。もちろん英語で授業を行って

いくというのが理想な形なのかなと思うんですが、

小学校において、やはりそれだけで進めていくと、

やはり子供たちの理解の部分においても適切な指

導、指示が通らないというところがありますので、

ここだけは間違いない英語を伝えるということで

先生方には話をし、そのような指導法をとりなが

ら、子供達が目指すところはやはり英語が話せる

日本人をつくろうということで中学校も含めて宮

代の英語教育を進めているところでございます。

ですので、そういった１日の研修以外に授業に合

わせて準備を行い、指導法について確認をしなが

ら行っているというところになります。 

  ですので、子供たちの対応についても、そうい

った準備の中できょうはこの子について、やはり

前の時間、このような状況だったので、その辺を

注意しながら見ていこうということで、やはりこ

こは担任の見取りというものを生かしながら、こ

の次の授業に生かして、その子を中心に見ながら、

おくれが出ないようにというような指導の方法を

とりながら進めているところでございます。 

  私からは以上になります。 

○委員長（田島正徳君） 教育推進課学校管理幹。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（山口隆夫君）  

 学校管理幹兼副課長の山口でございます。 

  先ほど塚越からも研修についてございましたが、

来年度の小学校各校の校内研修の状況でございま

すが、各校とも基本的に英語で校内研修を設定し

て進めていく方向でございます。つまり校内研修

の時間は週に１回はございますので、週１回校内

研修の中で教職員の授業の進め方はもちろんでご

ざいますけれども、英語力についても対応を進め

ていくという体制で進めていく状況でございます。 

  続きまして、蔵書数でございますが、先ほど委

員さんのほうからご指摘がございましたことにつ

いて、いつということについては学校等の予算、

限られている中で、適切に配分をしてまいってい

るところです。しかしながら、蔵書数については

重要なところというふうに認識しておりますので、

できるだけ早い時点で対応できるように学校を指

導をしていきながら、教育委員会も取り組んでま

いる所存でございますので、ご理解いただきます

ようよろしくお願いいたします。 
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  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 教育推進課副課長。 

○教育推進課副課長（高橋正巳君） 副課長、高橋

です。 

  学校給食運営事業、予算書で言いますと196、

197ページの関連でお答え申し上げます。 

  滞納している関係でお尋ねいただいております

が、滞納している方の中では支払うことが難しい

方、また支払わない方の両方あるということで理

解しております。経済的に難しい方については、

事情をお伺いしながら、例えば他の制度で補填で

きるような制度をご案内させていただいたり、

個々のケースに応じましてきめ細やかな対応をし

てまいりたいと考えております。よろしくお願い

いたします。 

○委員長（田島正徳君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） ありがとうございます。 

  英語教育のことについてはこのくらいに質問は

したいと思うんですけれども、さっき言った蔵書

数、本の。ここに予算書が出ているんですよね、

蔵書の予算書が。例えば須賀中学校は63万6,000

円とか、百間中学校は80万2,000円ですか、そう

いうふうに出ているんですけれども、これは今年

度に使い切るという目標で出ているんでしょうか。

これは間違いなく。はい。じゃ、これで何冊ぐら

い買える予定なんでしょうか、予定としては大体。 

○委員長（田島正徳君） 教育推進課学校管理幹。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（山口隆夫君）  

 学校管理幹兼副課長の山口でございます。 

  ご質問いただいた内容でございますが、ここに

示されている額については今年度使い切るという

ことで進めてまいります。 

  冊数についてでございますが、一概にここで何

冊というのは大変難しい状況でございます。例え

ば小学校と中学校では１冊の値段も変わってまい

ります。さらに本によっても値段が大きく変わっ

てくるものがございます。例えばこの中で拡大の

絵本をということになると、これも結構高くつく

ものがございますので、ここで一概に何冊という

のは大変難しい状況がございます。 

  しかしながら、先ほど申し上げたとおり、この

予算を確実に早い時点で執行して、子供たちによ

い本を提供できるよう学校が取り組みを引き続き

指導してまいりますので、ご理解賜りますようよ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（田島正徳君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 先ほども申し上げました笠

原小学校が4,902冊で、403人で計算すると１人頭

12冊しかないですよね。それだけ差がついている

ということになると、片や24冊だとか29冊だとか

のところの半分以下、私はその辺のところをやっ

ぱり学力を向上させるんであれば、きちんと蔵書

数を確保しないといけないんじゃないかなと私は

思っております。確かに笠原小学校の場合は図書

館にも近いです。しかし、学校の中にあるという

ことが大事なことなんで、１日おくれだとか、そ

の場で調べるということが大事なことじゃないか

なという感じがするんで、そのところを含めて、

必ずこの目標を達成していく。それと基準も達成

していくということでしてほしいということで要

望でございます。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） 角野です。 

  予算について質疑をいたします。176ページ、

また182ページなんですが、小学校、中学校施設

管理事業の警備委託料が今年は大幅に小学校、中

学校とも減っているんですが、この理由について

お伺いします。 

  それから、同じ小学校施設管理事業、中学校施
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設管理事業の中の本年度の特徴ですが、全学年普

通教室等でのエアコン運用開始というふうに書か

れてありますが、エアコンを稼働する条件という

のが決められているかと思いますが、その辺確認

したいと思います。 

  それから、195ページの西原自然の森用地購入

費でございます。これ視察でも行かせていただき

ましたが、買い取る面積をお願いいたします。 

  それから、総合運動公園管理事業、15節工事請

負費の合併処理浄化槽修繕工事、これの内容をお

願いすることと、それから、指定管理料が下がっ

てますが、これはこれから５年間下がったままず

っと続くということでよろしいのかお伺いします。 

○委員長（田島正徳君） 教育推進課副課長。 

○教育推進課副課長（高橋正巳君） 副課長、高橋

でございます。 

  お尋ねの小中学校施設管理運営事業に関しまし

てお答え申し上げます。 

  警備の委託料の値下げにつきましては、こちら

入札により廉価で入札できた結果によりましてと

いうのが理由でございます。 

  また、２点目のエアコンの運用に関しましては、

エアコンの運用基準というものを設けておりまし

て、それに基づきまして学校のほうで運用いただ

いているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 生涯学習室長。 

○生涯学習室長（飯山 武君） 生涯学習室長、飯

山でございます。 

  予算書195ページ、西原自然の森用地購入費で

ございます。こちらの購入する面積はということ

でございますが、こちらが１万6,267平米という

ことで考えてございます。 

  続きまして、同じ195ページ、総合運動公園管

理事業の工事請負費、合併処理浄化槽修繕工事で

ございます。こちらの内容といたしましては、現

在合併処理浄化槽のほうを設置してございますが、

そちらのほうが老朽化により、浄化槽についてお

りますポンプの交換、それとばっ気ブロアーのオ

ーバーホールの工事を予定してございます。 

  続きまして、指定管理料の関係でございます。

指定管理料につきましては前年よりも下がってご

ざいますが、こちらにつきましては30年度から第

３期の指定管理が始まります。そちらにつきまし

てミズノグループから出されました指定管理料に

つきましては、今後５年間で減少していくという

ような計画となっております。その理由といたし

ましては、施設の利用料収入あるいは自主事業収

入、こちらのほうを増加していくということで、

その一方で指定管理料につきましては削減して実

施するというような計画となってございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） 再質問します。 

  警備委託料が減になったのは入札で安価になっ

たというご答弁がございましたが、入札で警備会

社が変わったということでいいということですか。

それで150万と、それから200万、内容が変わった

ということでなくて、会社が変わるだけでこれだ

けの違いが出るということでいいのかということ

をお伺いします。 

  それから、エアコンのちょっとご答弁がよく聞

けなかったんですが、例えば気温だとか湿度だと

か、その辺具体的にちょっと聞いておきたいので、

お願いします。 

  それから、西原自然の森用地購入費でございま

すが、これが１万6,267平米ということで、ちょ

っと資料は違うんですが、企画財政から出ている

ところの公共施設借地一覧の中の１つ、自然の森

１、２のうちの２のほうを買うということで、そ
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うしますと、まだ自然の森の借地がちょっとだけ

残っていますが、それは今年度全て買い取るとい

うことではない。ちょこっと残って、336が残っ

ているということで、それと一緒にお伺いするの

が教育費ですよね、これ。資料館費で出ています。

この１億何千万という大きなお金、１億2,000万

買い取るということで、教育費ということで予算

の内容なんですが、今年は一般会計で96億の歳出

がある中で教育費は10％、その中でこの用地購入

費が入っているというところなんですが、これ教

育委員会としては郷土資料館が管理しているから、

教育費の費用でいいという、その辺の議論はあっ

たのか、なかったのかお伺いします。 

○委員長（田島正徳君） 生涯学習室長。 

○生涯学習室長（飯山 武君） 生涯学習室長、飯

山でございます。 

  予算書195ページ、西原自然の森用地の購入費

でございます。先ほど申し上げました数字につき

まして、すみません、誤りでございました。訂正

して申し上げますと、１万6,603平米でございま

した。申しわけございませんでした。 

  それと、西原自然の森の購入費につきまして、

教育費のほうで予算計上ということでございます

が、この西原自然の森にございます郷土資料館、

それと、その周辺の管理をしておりますのが、現

在郷土資料館のほうで管理してございます。そう

いったことから教育費のほうで予算のほうを計上

させていただいております。こちらにつきまして

は、用地購入費の交渉につきましては、今までは

企画財政課のほうで交渉のほうをしておりました

が、今回地権者との用地交渉につきましてまとま

ってきたということで、実際いざ購入に当たりま

しては、目的別で言うと教育費のほうがふさわし

いんじゃないかということで、企画財政課のほう

との調整の結果、教育費のほうで計上のほうをさ

せていただくことになりました。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 教育推進課副課長。 

○教育推進課副課長（高橋正巳君） 小中学校施設

管理事業、176ページ、177ページ及び中学校施設

管理事業184ページ、185ページに関しまして、警

備委託料に関しましてご説明申し上げます。 

  こちらのほうにつきましては、平成30年度予算

につきましては、平成29年実績をもとに計上させ

ていただいておりますが、委員さんおっしゃられ

るとおり、委託業者のほうの変更といいますか、

その変更に伴うものでございます。 

  第２点目のエアコンの運用基準、気温、湿度の

関係はということでございますが、すみません、

ちょっとただいま準備しておりますので、少しお

時間いただければと思います。すみません。 

○委員長（田島正徳君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） 今しそびれてしまったと

ころがありまして、総合運動公園指定管理料が利

用料収入と自主事業で下がったということで、第

３期の指定管理ということで、公共施設の指定管

理ということに出して、これが目的が達成される

形としては費用も下がって、そして利用料収入も

出て、自主事業もやる中で、こんなふうな形にな

っていて、金額的というか、お金的には理想的な

形に入ってきているのかなというふうにこれは評

価したいと思います。 

  それから、合併浄化槽を直すことによって、こ

れ大体どれくらいはもつというか、それもお伺い

したいと思います。 

  それから、西原自然の森の話なんですけれども、

じゃ、今私たちも予算を審議しているので、これ

で１万6,603平米を１億2,000万で買えるという話

でよろしいんですよね。それがなぜ教育費かとい

うところで私はちょっとご質問をさせていただき
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ました。教育委員会からの資料の12ページの町内

小中学校施設の修繕要望というのがございます。

その中の一番下のほうで全校共通というところで

雨漏りだったり、トイレの洋式化という部分があ

ります。全校共通で雨漏りというふうなことが書

いてあるということ自体がちょっと信じられない

というか、それで一応予算上は今年96億の10％は

教育費ですよというふうな説明にはなりますが、

こういうときに郷土資料館で１億2,000万、教育

費でいいですよとなってしまうものなのか。その

辺がちょっと私も、いや、これはそっちでお願い

しますよみたいな形にはならなかったのかどうか、

ちょっとそこが疑問なので、その辺をもうちょっ

と聞きたいことと、それから、入札で警備委託料

が減った。それはそれでよろしいんですが、その

内容というのはこれまでの会社は何年やってきた

のか。入札でやるということは間違いないという

ことで大丈夫なんですよねという確認です。 

○委員長（田島正徳君） 担当主査。 

○教育総務担当主査（加藤正久君） 教育総務主査、

加藤です。よろしくお願いします。 

  先ほどの小中学校のエアコン運用ルールにつき

ましては、３年前に中学３年生と小学１年生に設

置したときに運用基準を定めさせていただきまし

て、夏期と冬期について定めさせていただいてい

ます。夏期といたしまして、６月中旬から９月中

旬を基本としております。これは毎年気温の変化

がございますので、一応６月中旬から９月中旬ま

でということで定めさせていただいております。 

  それで、基本的に稼働時間につきましては、授

業時間内を基本としております。夏期なんですが、

室内温度が28度を上回ったときで、設定温度につ

きましては28度とさせていただいております。ま

た、それに併用いたしまして、カーテンの活用や

扇風機の併用をお願いしております。 

  続きまして、冬期のエアコンの稼働につきまし

ては、12月上旬から３月中旬までを基本としてお

ります。温度につきましては、室内温度が19度を

下回ったとき、また温度設定につきましては19度

と設定させていただいております。エアコンの操

作につきましては、必ず教職員が行うこととして

おります。 

  続きまして、機械警備につきましては、これま

で18年ほどアルソック株式会社で７校とも１社随

契とさせていただいておりましたが、平成29年年

度早々の入札において、３年の長期継続契約とい

うことの１年目でありまして、そのときに入札を

行いました。その結果、セコム株式会社がこの金

額で受注しておりますことから、29年度の単価で

翌年度も予算どりをさせていただいたところであ

ります。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） 生涯学習室長。 

○生涯学習室長（飯山 武君） 生涯学習室長、飯

山でございます。 

  予算書195ページ、総合運動公園管理事業の合

併処理浄化槽の修繕でございます。現在設置して

おりますのは総合運動公園がオープンした際、平

成６年から運営しておりますが、その際に設置し

たものでございまして、その間大きな修繕といっ

たものは行わず、約24年間稼働のほうをしてまい

りました。ところが、老朽化によりまして今回修

繕ということでございますが、修繕した後、また

どのぐらいもつかということにつきましては、浄

化槽本体の問題もございますので、はっきりとは

わかりませんが、何もなければ当初と同じぐらい

の期間というのはちょっと希望は持てませんが、

10年ぐらいは最低でももつのではないかというふ

うに考えてございます。 

  以上でございます。 
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○委員長（田島正徳君） 教育推進課副課長。 

○教育推進課副課長（高橋正巳君） 副課長、高橋

です。よろしくお願いします。 

  予算特別委員会資料の中の先ほど議員さんのほ

うでご指摘いただきました12ページ、町内小中学

校施設の修繕要望の中で、全校共通の中で雨漏り

というお話をいただいております。現在の雨漏り

につきましては、先ほど来申し上げましていると

おり、百間小学校屋上の防水工事ということで、

当然これは雨漏り対策ということでございますが、

他校につきましては、台風とか風を伴う風雨の場

合の吹き込み等による雨漏りが主なものでござい

まして、施設に重大な影響を与える場合には、今

回百間小学校で行った防水工事等大規模修繕等を

検討してまいりたいと思いますので、ご理解賜り

たいと思います。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） 質疑ではないですけれど

も、一般会計の教育費10％でこの西原自然の森購

入費が入っています。郷土資料館が今管理してい

るという内容です。これ教育債でも使うような形

にはなっているのかなというふうに思います。こ

の辺がちょっとこの後も教育的なものとしてその

西原自然の森を使い続けるという、そういうこと

は決まっているかどうか、そこだけちょっと聞い

ておきたいと思います。 

○委員長（田島正徳君） 教育推進課長。 

○教育推進課長（齋藤和浩君） 教育推進課長、齋

藤でございます。 

  議員さんから今回の用地の取得、購入関係等も

含めましてでございますが、議員さんご指摘のと

おりというふうに存じるところでございますけれ

ども、本来であれば町の土地につきましては公有

財産購入費という事業がございます。そちらで購

入すべきかなというところではございましたが、

先ほど私どもの生涯学習室長からもお話があった

とおり、財政との調整の上において、今現在自然

の森で申し上げますと、資料館、旧加藤家、斎藤

家、進修館等が現在あると、そういう状況の中で

予算の計上の仕方というところでは議員さんご指

摘のとおりかなというところではございますが、

その調整の上におきまして、今の状況を踏まえて

今回教育費の予算のほうに内容によりますと文化

財保護費のほうに計上させていただいたという状

況でございます。その関係がありまして、今後教

育的な利用というんでしょうか、そういうところ

ということではなく、今ある現状においてという

形で今回このような予算になったと。もちろんこ

れは財政当局とのお話の上でということでご理解

をいただきたいと存じます。 

  本来であれば町の土地の購入におきましては、

先ほど言ったような事業で財産の取得をしている

わけですが、自然の森につきましては現状がその

ような状況であるというところで今回このような

予算の計上をさせていただいたということでご理

解をいただきたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） 今回予算で中学校費施設

劣化診断委託料というのも入ってますので、教育

委員会もご存じ、私たち町議会も知っています。

小中学校の施設が老朽化している、またその中で

修繕、修繕で追いつくのかという、そういう心配

がありまして、今回ちょっと質疑させていただき

ましたが、教育費、私たちができるのは教育の内

容というよりも、施設をきっちり、これから道仏

だとか笠原周辺の今就学時前の子たちが大きくな

って、学校へ行くようになって不便を来してはい

けないなという、そういうちょっと心配がござい
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ます。そういう意味で喫緊の課題だということを

共通認識としていっていただきたいと思います。 

○委員長（田島正徳君） ここで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時１０分 

 

再開 午後 ２時２５分 

 

○委員長（田島正徳君） 再開いたします。 

  質疑ございますか。 

  小河原委員。 

○委員（小河原 正君） では、何点か、前段者が

大分立派な質問をしていたので、ちょっと質問す

るの見苦しいんだけれども、ひとつ勘弁してもら

いたいと思います。 

  教育関係ですから、私もなかなか教育のことは

よくわからないんで、よく教えてもらうというこ

とがあるかもしれませんので、よろしくお願いし

たいと思います。 

  まず、１点目の小中一貫教育の関係から英語教

育の指導、今度は小学３年生からだ。私たちが教

わっていたころは、たしか小学生時代はローマ字

ＡＢＣ、大文字と小文字ぐらいしか教わらなかっ

たと思います。中学校へ行って英語の担任の先生

がいきなり入ってくるなり、「グッド モーニン

グ」と入ってきて、何だかわからなかった。出だ

しの英語の流れが、Ｉ、ｍｙ、ｍｅからｙｏｕ、

ｙｏｕｒ、ｙｏｕか、こういうのから入った。こ

れを覚えているんです。その程度の英語力だった。 

  今度小学３年生から入ると、多分中学生に入る

ころは相当英語力はあるのかなと思います。その

英語力というのはどのぐらいまであるのかちょっ

と教えてもらいたいと思います。何かできるだけ

英語でしゃべるとかということを言ってましたけ

れども、これは中学生ぐらいになるとある程度わ

かるのかなとは思いますけれども、これはなかな

か聞いて理解をするというのは大変なことだと思

いますよね。 

  ですから、私が心配しているのは、余りに難し

いと、私も経験あるんだけれども、嫌いになって

しまって、勉強やらなくなってしまうのね。です

から、これもいけないことですよね。だから、英

語も力をつけるには、これ相当の前段者の質問で、

それなりの教えはしますと言っていますけれども、

どのぐらいの英語力までつけるのか、小学校を卒

業するときには。ちょっと教えてもらいたいと思

います。このぐらいの英語力は平均についてます

よというのを教えてもらいたい。これは勉強のた

めに教わりたいと思います。 

  次、２点目、179ページの学校教材備品、これ

については学校の要求どおり全て買っているのか

どうか、これだけ聞いておきたいと思うんです。

前々から教育の教材については公平化、格差があ

ってはいけないというふうに議会ではよく言って

ます、皆さんが。そのことを考えて、多分学校か

ら請求があれば、これはふるい落とすことはしな

いんだなとは私は思っております。生半可ふるい

落とすと生徒のためにならない。これは前段者も

同じような質問していたようですから、もう一回

それはしつこいようですけれども、聞いておきた

いと思います。 

  次は、183ページの職場体験、これはもうちょ

っと具体的にどういうところの職場体験なのかち

ょっと教えてもらいたいと思います。 

  あと、185ページの施設劣化診断、これはどう

いう方法で劣化診断するのか教えてもらいたいと

思います。これもまたコンサルタントへ頼むんだ

ろうとは思うけれども、やっぱり町としてもどこ

が悪いかぐらいは学校の先生と相談しながら決め

ているのもあるのかなとは思いますので、そこら
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辺の絡みも教えてもらいたいと思います。 

  次に、187ページの文化芸術の振興、これは文

化芸術の振興というのは幅広いと思うんですけれ

ども、この内容について、文化芸術というのはど

のぐらいまでのことをやるのか教えてもらいたい

と思います。 

  189ページの公民館の問題、百間公民館の駐車

場のところ、公民館で前段者はエレベーターの問

題を聞いていましたけれども、それは高齢者は確

かに階段で上がるの大変、おりるのも大変という

のはわかりますので、ただ、私がここで聞きたい

のは、１点目は百間公民館は駐車場がない、車の。

何台ぐらいとまれますか。車で行こうと思っても

とまるところがない。自転車なら相当の数はとま

れますけれども、これも何とかしてやらなくては

いけないなと思いますよね。 

  その絡みとして、各公民館の劣化問題も出てま

したけれども、やはり中央公民館的なものをつく

って、駐車場をでかでかと。中央公民館的なもの

をつくれば、いろいろな催しもできるし、いろん

な人たちが使うこともできる、いろいろ趣味等で。

こういう時代だと思いますよ、もう。それはもう

多分新しい自然の森の問題を絡めれば、あそこに

つくったっていいじゃないかとか、いろいろ出る

と思いますけれども、これは別の問題として、公

民館としてはやり中央公民館、そういう時代だと

思います。近隣で大きな公民館がないのは宮代だ

け。ちっぽけな公民館が幾つかあるだけ。 

  まして西原公民館は耐震性で廃止した。ところ

が、廃止しても大きな地震があったときも平気な

建物だった。あれ指摘したことあるんですけれど

も、職員が入るのは耐震性でも構わないんだね。

あそこへ何かいろいろ荷物入れてますよね。荷物

入れているとき、でかい地震が来たらどうするん

ですかと思っているんですけれども、職員は潰さ

れてもいいんだと思うんですよ。だから潰れない

んでしょう。だったらちょっと手直しして、あれ

も公民館で何で使わないかと私は思ったぐらいで

す。 

  公民館が今不足しています。というのは、いろ

いろ教育委員会へ申し込みはしてますよね。それ

はあいている時間もありますと必ず言うと思いま

す。それは使う人はやっぱり自分たちの都合のい

い時間を使うわけですよ。ですから、当然希望が

多い時間が集中してしまう。そういうことを考え

れば、あいているんじゃないですよね。公民館も

不足している、駐車場もない、階段も上がりおり

が大変、そういうことを考えれば、もう中央公民

館の時代です。それは考えてないのかどうか。そ

れが公民館の問題。 

  次、図書館の問題。あれ、増冊はどのぐらいか

かるのかちょっと教えてもらいたい。どこの資料

を見てもなかなか見つからないので、今度１冊も

買わないのかなとは思っておりますが、どうなの

か教えてもらいたい。 

  あと、197ページの、その前に195ページの前段

者が西原自然の森、聞き漏らしたんですけれども、

これはもうこれで決まったということでよろしい

んですね。もう一回しつこいようだけれども確認

しておきたいと思います。 

  あと、197ページの町民体育祭、また減るんじ

ゃないですか、今の状況では参加者が。これはや

っぱりもう何か体育協会が話し合って、短距離の

速い競走を取り入れてどうのこうのということも

変えたようですけれども、それでも少なくなって

いるわね。これ何とかしないと町民体育祭は今年

はまた減ってしまうと思いますよ。そういう話も

ちらほら聞きますから。 

  もう一つは、なぜ減るかというのは、それは競

技種目の内容も少し考えるべきだというのがあり
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ます、確かに。それを考えるのと、景品。余り私

は景品のこと言いたくないんだけれども、ここ何

年間はごみ袋、買って衛生組合に出す、あれ専門

ね。あれじゃ行く人いなくなる。今年もごみ袋だ

よという話聞きますよ。それはいけないと言うん

じゃないけれども、前はもう少しいろんな景品く

れたよね。楽しみがあった。それは今は何の大会、

種目のほとんどごみ袋。ごみ袋幾つかもらったよ

で帰るわけ。もうそれはいけないと言うんじゃな

いんだけれども、少しそこら辺も考えるべきだと

思いますよね。私は今のままでいったら、また参

加者減ると思いますよ。いつも私は心配していま

す。どうだ、今年はって。いや、18チームが出た

とか、去年と同じだったとかとやっていますけれ

ども、一時はあそこのグラウンドがテントでいっ

ぱいになるんで心配もあったぐらい参加者が多か

った。今逆。どんどん減ってきている、テントが。

それだけ参加者が少ない。それは何とかしないと

私は町民運動会は潰れてしまうと思いますよ。そ

れはどういう考えを持っているのか。少し大幅に

思いっ切り発想を考えるべきだと思います。 

  その中で、町民体育祭以外で社会教育の中で、

私はいろんなこれから2020年にオリンピックが来

ますよね。体育奨励はしなくてはならない。町で

主催している大会がだんだん、私、こういうこと

を言うと何だ、あんたはそんなことやっていたか

ら力を入れているんだろうと言われるかもしれま

せん。例えばロードレース、動物公園の中、あれ

もだめになってしまった今の状況。やっぱり私た

ち町民が言ったんではなかなか返事してくれない。

やっぱり役場の偉い人が今までどおり使わせてく

れと行かなかったら、絶対ああいう民間の中で使

うことはできないと思います。 

  じゃ、道路でやったらどうだと。警察がうんと

言わない、今。じゃ、警察がうんと言うときに、

例えば東武動物公園の駅から和戸まで走ったとし

たら、人間どのぐらい必要だと思いますか、警察

の要望は。何百人と必要ですよ。というのは、路

地のところに全部立てろというのが警察の方針で

すから、認めない。じゃ、それだけしたからとい

って認めるかというと、そうもいかない。今度は

車は通行どめしていかなくてはならない。それの

対策もしなくてはならない。もう１週間前なり、

10日前に看板立てろと。久喜のロードレースも立

ってますよね。これは大変なこと。 

  ですから、一番いいのは私たちが思うのは動物

公園の中を走らせば、警察関係ない。動物園だけ

がオーケー言えば。あと一部利用者がいれば、あ

れだけ2,000人近くも来るんだから、とんでもな

い遠くのほうから来るんですから、青森とかあっ

ちのほうからも。ユニークな大会になるんですね、

あの中でやるということは。動物公園の中で走れ

るのはあれだけ、宮代だけ、日本の中で。そうい

う貴重な今までの流れをやるには、我々１町民が

言ったんではなかなか返事してくれない。やっぱ

り役場が何とか、教育委員会がやってくれ、認め

てくれと言えば返事すると思いますよ。 

  これからオリンピックがあるんだから、宮代町

もオリンピック選手出るぐらいのことをやらない

と、笑われますよね。ほかの市町村はみんなオリ

ンピックだ何だと新聞をにぎわせていますよね。

宮代はオリンピック選手いないですよ、まだね。

前はいたんだよね。アーチェリーでね。もうあの

人出てないからしようがないけれども、その後出

てないでしょう。そのぐらいひとつオリンピック

選手を育てるためにスポーツにもちょっと力入れ

てくださいよ。ひとつ開催場所の運動も一緒にや

ってもらいたい。教育委員会と執行者が一緒にな

ってお願いしたいと思います。 

  質問を１つ思い出したんですけれども、さっき
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へまた戻ります。エアコンの問題、先ほど事細か

に説明は前段者の質問でしてくれた。それはそれ

で理解しているんですけれども、このエアコンを

使うにはたしかガスだとか何とか言ったよね。電

気じゃないよね。宮代町、これは余計なことだよ

小河原、と言われるかもしれませんけれども、宮

代町のプロパン業者はどんどん縮小してしまって

います。今大手がみんな都市ガスをどんどん拡張

していますね。宮代のプロパンガスのガス屋さん

はどんどん縮小。こういうことだと私たちは町の

業者が潰れていくことを本当に苦しく思っていま

す。それも考えてやらなくてはいけないと思いま

すよ。ただ入札だからいいと。それは確かに入札

は正当なやり方だと思います。でも、町の業者が

どんどん潰れていくことを我々が指くわえて見て

いていいのかということもあると思いますよ。 

  私はどこの業者やれと言うと問題になってしま

うから、上尾みたく問題になってはいけないから、

それは言いません。ただ、町のそういう人たちが

潰れていくのを指をくわえていていいのかどうか、

それ言いたい。せっかく貴重な仕事があって、ど

んどん業者が潰れていくのはやむを得ないような

顔をして見ているんでしょう。それはないよね。

宮代町、人口増やそう、産業を大きくしよう、商

工業を何とかしようと言っていて、どんどんだめ

にしているのは町の仕事なんですから、今回は教

育委員会の場合。そういうことも考えたほうがい

いと思いますよ。どうなんですか。潰れていくこ

とは喜んでいるんですか、教育委員会は。そのこ

とを質問して、再質問は後でいたします。 

○委員長（田島正徳君） 教育推進課副課長。 

○教育推進課副課長（高橋正巳君） 副課長、高橋

です。よろしくお願いします。 

  予算書184ページから185ページにかけましての

中学校施設管理事業中、施設劣化診断委託料に関

しまして、まずお答えを差し上げます。 

  予定では劣化診断につきましては、劣化の状況

の把握でございますが、建物ごとに屋根、屋上、

外壁、設備機器等の劣化状況や改修時期を把握し

まして、建築の専門家による評価を行う予定でご

ざいます。まず１点目でございます。 

  続きまして、ただいまご質問いただきましたエ

アコンの関係でございます。エアコンにつきまし

ては、ガスによって動くものでございまして、当

然この形は入札ということで進めさせていただい

ております。７社を指名させていただきまして、

その所在地が宮代の業者、３社ございまして、過

日入札のほうを行いました。ただ、まだ契約まで

至っておりませんので、業者名は控えさせていた

だきたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 教育推進課学校管理幹。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（山口隆夫君）  

 学校管理幹兼副課長の山口でございます。 

  今のご質問に対して答弁させていただきます。 

  170ページ、小中一貫教育の英語に関する内容

でございます。 

  議員さんご指摘いただきました評価、どこまで

子供を高めるのかということでございますが、こ

れについては評価基準、指導するに当たって一番

大事なところになってまいります。国では表現力、

例えば国ですと、話すことについては、小学校５

年生、６年生においてこのように示されています。

日常生活に関する身近で簡単な事柄について簡単

な語句や基礎的な表現について話すことができる

ようにすると示されております。 

  しかしながら、先ほど申し上げたところですが、

平成29年度まで４年間研究開発で子供たちがどの

ような指導をして、どこまで伸びるのかというこ

とも研究を進めてまいりました。どこまで子供た
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ちが育つのかということについては、この国の示

したものも参考にしながら、さらに研究を進めて

まいらなければいけないという認識でおります。 

  １つここで言えることは、この４年間子供たち

が英語教育で成長していったがために、小学校の

英検、たしかブロンズという小学生専用の英検が

あるんですが、そちらの英検はほぼほとんどの子

供たちが合格しているというものです。この内容

ですけれども、話すとか書くということでなく、

例えばなんですけれども、豚の絵があったときに、

音声でピッグであるとかピンクであるとか、こう

いう音が流れてくるんですね。１番、ピッグ、２

番、ピンク、それを聞いて、これは何番なのかと

いうものを示していく。つまり子供たちの英語を

聞く耳については十分に育まれているという教育

委員会の認識でございます。 

  この背景ですけれども、子供たちが今生活して

いる中で、私もそうなんですが、私の子供のとき

と比べると、英語、そして外国の文化に触れる機

会というものは非常に多くなっております。我々

が感じるよりも子供たちは英語の発音がすっと耳

に入っていき、英語で話している単語がどんどん

耳に残っているという実感はございます。この実

感を踏まえた上で、さらに委員さんご指摘のよう

に、子供たちをどこまで高めていくのかというの

は、さらに今回の取り組みで研究を深めてまいり

たいと考えているところでございます。 

  続きまして、179ページの備品等の要求でござ

います。 

  こちらについては各学校から上がってきたもの

については、基本的には予算計上をしております。

しかしながら、全て購入ということは大変難しい

状況もございます。例えば楽器でございますが、

楽器は大変に高価でございます。トロンボーンで

あるとか、金管の楽器であれば、これは１つ何十

万円もします。顕微鏡等も備品です。楽器も備品

です。そういった状況を踏まえて、各学校のバラ

ンスも考えながら、できるだけ学校の希望に合う

ように予算を執行しているという状況ですので、

ご理解賜ればと考えるところでございます。 

  続きまして、183ページの職場体験でございま

す。 

  この職場体験でございますが、教育的にはキャ

リア教育と呼ぶものでございます。これは将来の

自分の職業決定に向けてできるだけ早い段階から

仕事に対しての憧れ、すばらしさ、さらには当然

賃金というものも、これは直接得ることはないん

ですが、そういったことを学習をしていく教育の

一環で、各中学校で取り組んでいるものでござい

ます。 

  協力を得ている商店でございますが、町内の学

校、保育園はもちろん、町内の商店の皆様にもご

協力をいただきまして、例えばセブンイレブンで

すとか、カスミストアさんですとか、こういった

各商店様にもご協力をいただいて、体験をしてい

るところでございます。 

  私からは以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 生涯学習室長。 

○生涯学習室長（飯山 武君） 生涯学習室長、飯

山でございます。 

  ご質問いただきました点につきまして順次ご説

明をさせていただければと思います。 

  まず、予算書の１87ページ、こちらのほうの事

業概要のところに文化芸術の振興助成という点で

ございます。 

  当町におきましては、文化芸術の振興及び助成

といたしまして、こちらの事業のほうにおきまし

ては、補助金でございますが、特定分野総括助成

金といたしまして、こちらのほう、何団体か助成

のほうをしてございます。そちらの中で町の文化
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協会に対します助成のほうがございます。また、

それ以外に事業的なものといたしましては、同じ

187ページでございますが、社会教育活動事業に

おきまして、町の町民文化祭のほうを開催してご

ざいます。こちら文化協会との共催という形で行

ってございますが、年に一度文化に触れる機会と

いうことで、進修館を会場としまして、文化祭の

ほうを行わせていただいているところでございま

す。 

  また、こちらは予算にはない事業でございます

が、昨年の５月から庁舎１階の税務課の前の壁を

使いまして、町の美術家協会さんのほうに壁面事

業という形で、美術家協会さんの作品について順

次展示していただくというようなことも行ってお

るところでございます。 

  続きまして、百間公民館駐車場の関係でござい

ます。 

  現在、百間公民館の駐車場につきましては、障

がい者用の駐車場含めまして都合３台分のスペー

スがございます。ただ、実際利用される際には、

利用者さん、定例的に使っていらっしゃる方もい

らっしゃいますんで、ぎゅうぎゅうに押し込んで

いただくと７台ぐらいとまっているような状況も

ございます。ただ、ほかの公民館から比べますと

駐車台数が少ないという現状はございます。 

  しかしながら、新たに駐車場を増やすというこ

とは、借地をするとかということになりますので、

そちらにつきましては、町の公共改革の一環で、

新たな借地を増やさないという方針がございます

ので、利用者の方には大変申しわけございません

が、限りある駐車場で、利用者同士で乗り合わせ

をしていただくなどしてご協力いただきながら使

っていただいている状況でございます。 

  今後につきましては、新たな借地を増やさない

という方針がございますので、本当に申しわけな

いんですが、利用者の方で工夫をしていただきな

がら利用していただければというふうに考えてご

ざいます。 

  続きまして、中央公民館的な建物というお話で

ございます。今現在公民館につきましては３館ご

ざいます。定例的に利用されている団体さんが多

うございまして、そちらの定例的に使っていらっ

しゃる団体さんで見た場合、利用率といいますか、

そちらのほうが３館全体で大体半分ぐらいの52％

の利用となってございます。当然曜日によってそ

の利用率というのは大分変化いたしますが、ウイ

ークデーにつきましては５割あるいは６割を超え

るような利用率になってございます。その一方で、

土曜、日曜日につきましては比較的すいておるよ

うな状況で、特に日曜日につきましては利用率で

言いますと18％というような状況でございます。 

  ですから、平日につきましても、まだまだ時間

帯等の問題もございますが、あいているという状

況もございますが、どちらかといいますと土曜、

日曜を中心としましてあきぐあいが半分以上を超

えるというような状況もございますので、まずは

そちらのほうの現状の公民館のほうを使っていた

だきながら、中央公民館につきましては土地の問

題でございますとか、整備費につきましても何億

というようにかかるような状況もございますので、

そちらにつきましては今後検討のほうをさせてい

ただきたいなというふうに考えてございます。 

  続きまして、図書館の関係でございます。 

  図書館につきましては、予算書の191ページで

ございます。図書館につきましては、ご案内のと

おり、現在指定管理者制度に基づきまして管理運

営のほうをしていただいているところでございま

す。こちらのほうにおきまして、30年度は8,270

万ほどの予算を計上させていただいておりますが、

このうち図書購入費に係る経費といたしましては
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約1,200万ほど、毎年でございますが、同じぐら

いの金額で図書の購入のほうをしていただいてい

るところでございます。 

  29年度はまだ全部終わってませんが、28年度、

おととしの実績で言いますと、新たに購入したも

のが図書と視聴覚資料合わせまして約5,500点ほ

ど購入してございます。例年同じぐらいの図書の

購入のほうをしてございまして、28年度末では蔵

書数が約26万点ほどを超えておるような状況でご

ざいます。 

  続きまして、ページ戻りますが、予算書の195

ページでございます。西原自然の森用地の購入費

でございます。 

  こちらのほうにつきましては、26年以来地権者

の方との交渉を進めまして、昨年購入に向けての

お話し合いをさせていただいたところ、購入経費

を予算に盛り込むことについて了解をいただいた

ということで、今回計上のほうをしてございまし

て、購入に向けて今後相手方との事務的な交渉の

ほうを進めてまいるような状況となってございま

す。 

  続きまして、町民体育祭の関係でございます。 

  町民体育祭につきましては、ご質問のありまし

たとおり、参加者数が年々減少しているという状

況を踏まえまして、平成28年度、昨年度におきま

して町の文化協会の方を中心といたしまして、町

民体育祭の活性化の委員会を立ち上げ、検討のほ

うをしていただいたところでございます。その結

果を受けまして、本年度29年度におきましては、

すみません、町の体育協会を中心としまして検討

のほうをしていただきまして、その結果を受けま

して、29年度の体育祭から内容を見直しをした体

育祭として行わせていただいたところでございま

す。 

  その見直しの内容といたしましては、新たな個

人種目としまして、宮代で一番速い人決定レース

でありますとか、あるいは今までですと地区での

参加というのを進めてございましたが、29年度か

らは地区以外で有志として参加できるような見直

しも行わせていただいたところでございます。 

  さらには30年度からは今までは体育祭の予備日

というものは設けてございませんでしたが、30年

度の体育祭からは体育祭の予備日というものを設

けて、雨が降っても次の日、天候等にもよります

が、延期という形でできるような形で開催させて

いただこうというふうに考えてございます。 

  続きまして、町のスポーツに対する考え方とい

いますか、そちらの点でございますが、ご質問い

ただきましたロードレース大会につきましては、

以前、東武動物公園の園内におきまして開催をし

ておったところでございます。しかしながら、園

内のほうでの都合で中止となって以来、現在では

行っておりません。こちらにつきまして、町の陸

上競技連盟さんのご協力をいただきながら行って

おったところでございますが、現在行っておりま

せんが、町の体育協会さん、あるいは陸上競技連

盟さんと今後検討させていただきながら、復活あ

るいは新たなイベントのほうを検討してまいりた

いというふうに考えてございます。 

  なお、町民体育祭の景品の関係でございますが、

何分にも予算の関係がございまして、以前のよう

に豪華な景品というものはなかなか用意できない

という状況もございます。今後幾らかでもいいも

のといってはあれですけれども、皆さんに喜ばれ

るようなものの景品を選定してまいればいいのか

なというふうに考えてございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 教育推進課長。 

○教育推進課長（齋藤和浩君） 教育推進課長の齋

藤でございます。 
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  西原公民館の関係につきまして、私のほうから

お答えをさせていただきたいと存じます。 

  西原公民館につきましては、耐震の診断結果に

より廃止、廃館ということでございます。その後

に、１つには資料館の収蔵施設というものがいっ

ぱいになってしまったと。その関係を受けまして、

職員が出入りしまして、その収蔵庫に町民からご

寄贈いただきました貴重な資料というものを今そ

ちらに保管をさせていただいていると。 

  ただ、その資料につきましては、今後の活用と

しまして、今担当が各小学校等に資料室というも

のができて、そこにその資料を活用できないかと

いう今準備を進めさせていただいております。そ

れに伴いまして、その西原公民館が空っぽ状態に

なる。今現在先ほど申し上げました町民から寄贈

等をいただいた資料等がございまして、その行き

先が今ないという現状がちょっとございまして、

その先において今学校等にその資料室というとこ

ろでそういう資料が活用できればという段階に今

至っているということで、その後において公民館

については、やはり耐震診断の結果を踏まえてと

いうことで検討せざるを得ないんじゃないかなと

いうふうに考えているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 教育推進課副課長。 

○教育推進課副課長（高橋正巳君） すみません、

申しわけございません。中学校施設管理事業の

184ページ、185ページの劣化診断の関係で補足を

させていただきます。 

  先ほど申し上げましたとおり、劣化診断につき

ましては、屋根、屋上、外壁等の設備の劣化状況

等を把握するものでございますが、方法といたし

ましては、外壁であれば躯体等、外装の仕上げの

ほうを目視でやったり、打設であったりすること

もありますし、電気設備であれば、そのモーター

類、そういったところの電気的な検査もする予定

ということでございます。よろしくお願いいたし

ます。 

○委員長（田島正徳君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） 質問そのものが要望的な

ものが多かったので、答弁の内容は理解しないわ

けではないが、幾つかやっぱり私たちが今まで日

常お願いしたことがあると思うんですよ。そのこ

とはひとつ忘れないでもらいたいと。例えば答弁

の中で、文化芸術の振興で町民文化祭のことも出

てきましたけれども、そうなると、今度は町民文

化祭は狭くて、どうも困りましたねという意見が

相変わらずあるようですよね。進修館だけで今や

っているでしょう。将棋だとか何か囲碁とかとい

うのは新道集会所使って、日にちを変えてやって

いるようだけれども、それ以外は大体ほとんど進

修館使って、狭いんじゃないかと言ってましたよ

ね。ですから、この庁舎も一部使ったらどうだと

言ったこともありますけれども、そういうことも

一向にやる気配がない。もうお任せだけね。楽だ

よね。お任せしてしまえば、はい、この範囲でや

ってくださいで終わりだものね。これは皮肉にな

ってしまう。また私、質問すると、どうしても皮

肉になるんだけれども、これはもう参加者がそう

言っているんですからね。私がかわりに言ってい

ると思ってくださいよ。参加者が言っているんだ

から。もうちょっと広くならないかねと。そのこ

とを忘れないでもらいたい。 

  あと、公民館の問題、確かに駐車場一遍にあそ

こに百間公民館を広げろというのは地域性からい

ったってわかるんだけれども、目的はやっぱり中

央公民館。今道仏だってあいているよ。土地が大

分ね、まだ。相当あいてますよ。公民館が建つぐ

らいあいてますよ。大地主さんが持っているの、

まだ。ああいうところ狙ったっていいし、今度購
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入した西原自然の森をどう使うかというのも一つ

のこれからの町の大事業だと思うね。あそこも何

かそういう町の施設をつくるということは最高に

いい場所だと思いますよね。そこら辺を私なんか

先を考えて質問しているんだけれども、何か質問

すると、逃げのような考え、これからはそういう

ことで考えていきますと、やっていきますという

ぐらいな勇気がないんですかね。それは財政がど

うのこうのと言うかもしれませんけれども、それ

は少しは町の皆さんが困っていることを助けるの

が行政でしょう。町の人がなるほどよくやってく

れているというのが行政でしょう。やらない、や

らないといくのが行政じゃないですよね。そのこ

とをまた言っておきます。頭に入れておいてくだ

さい。 

  あと、町民体育祭については本当に大丈夫なん

ですかね。私も町民体育祭、昔はあれは青年運動

会、青年団が運動会やっていたんですよ、学校で。

知らないでしょう。須賀中とか百間中とか百間小

とか使ってやっていた、青年団が。それが廃止に

なった理由というのを知っているでしょう。知ら

ないですか。少し歴史も教育委員会だから勉強し

てくださいよ。今の運動会が復活したのはいつか

ら。今の運動会が復活したのは斎藤甲馬町長時代

に日工大を使って第１回、それからずっとつなが

っているわけ。その後も学校を使ってやったけれ

ども、総合運動公園ができてからずっとあそこ。

そのときはもうすごい参加者があったわけ。また、

職員の人も一生懸命だった。 

  今町民運動会に職員の人何人ぐらい来ている。

これはいつもこうやって見ているんだけれども。

余りいないよ。たまに課長がどうもご苦労さんと

来るかな。去年は課長はいたよな、たしか。私た

ちがテントのとき横へ来て、何か同級生だか近所

の人だかとしゃべっているのを見ていたから。あ

とは普通の職員の人いないものね。それくらいだ

から参加者も減るわけよね。今度は町長が変わっ

てしまったら町長は来なかったけれども、副町長

はずっと座って挨拶までしたよね。ご苦労さんで

したね。そのぐらい職員の人も参加するようじゃ

ないと、私は増えないと思いますよ。 

  だから、以前、町民運動会のときに保育園の運

動会だとか、幼稚園の運動会やって大問題になっ

たことあるんですよ。なぜ町民運動会の日にぶつ

けるんだということで。参加してくださいよ、町

民運動会へと、そこまで強くやったことあるんで

すよ。だから、今確かに一緒にやっているのかど

うかわからないけれども、できるだけ避けてもら

っていると思います。ということは参加してくだ

さいということだ、町民運動会に。それが参加少

なくなるというのは何か私は教育委員会ももう少

し考えるべきだと。体育協会だけに任せないで。

やっぱり職員も一緒になって各地区で出よう、出

ようとやってもらわなかったら出ないですよ。何

でもお任せ。終わったらご苦労さん。それじゃ行

政じゃないんですね。 

  私は行政というのは、やっぱり町民のボランテ

ィア活動をどんどんやってくださいと言ってなが

ら、職員は出てこなければ、ボランティア活動だ

って出なくなりますよ。ふざけんなよと。町民運

動会は確かに弁当は出る。帰りに手伝えば、ビニ

ール袋、ごみ袋くれる、１袋。それだけでやって

いるんですよ。日当もらっているわけじゃないで

すよ。また話が長くなってしまって申しわけない

んだけれども、そういうことも考えないと、私は

これから町民運動会もだんだんどうかなと思いま

す。自分の時間以外は職員は出ないんでしょう。

そういうんだよね。それじゃだめだよな。やっぱ

り率先して出て、一緒になってやらなくては。 

  これは一くさりでまた勝手なことでやっている
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年寄は……。だから、確かに余り言うと、今度は

職員を使うと代休をくれとか時間外を出せと、こ

うなるんじゃないの。そういうもんで、なに、町

民にはボランティアで出てこい、出てこいと言っ

ておきながら、自分たちはそれじゃ町民の方は納

得しないよね。１年に１回や２回は自分の時間ボ

ランティアで職員も出なくては。まだ職員は代休

もらうとか、時間外もらわなくては出ないと、そ

ういう発想なんですか。こういう町民に対しての

ボランティアで出ろと言っているときの内容につ

いて。それじゃだめですよ。余りそれ言うと私、

憎まれるけれども、本来おかしいじゃないかと。

労働条件守っているのかとなるしね。これは１つ

の問題になるわね。下手やるとね。何も体出てこ

いというのは、それは問題になると思う。でも、

だったら町民の人に余りボランティア活動ばかり

言わないほうがいいと思います。町民の人は自分

の時間でやっているんだから。怒っている人結構

いるんですよ。私たちにはよく耳に入る。おかし

いと。 

  私も労働者の味方ということをたまに言うから、

余りその先言わないんだけれども、しかたないん

でしょうけれども、余りやると、あんたたち裁判

かけるぞと言われれば、おどかされれば、私も負

けですからね。これは私の負け、裁判かけるぞと

言われたら。でも、私が言っていることは町民の

方が言っているんですよ。わかってくれると思い

ますよ。それは一くさり言っておいて、そのこと

をよく考えないと、宮代のこういう大事業がだん

だんだめになるということだけ言っておきますか

ら。 

  終わります。 

○委員長（田島正徳君） ほかに質疑ございますか。 

  金子委員。 

○委員（金子正志君） 金子正志です。 

  まず、197ページ、町民スポーツ大会なんです

けれども、いつもスポーツ大会のときには決勝大

会、決勝１位、２位、３位係で参加しています。

スタートのほうを見ますと、大きな建物が見える

のが、杉戸の昌平高校なんです。いつも思うんで

すけれども、宮代町の町民大会、大体ピークの今

半分ぐらいの参加だと思う。杉戸町はどうなのか

なと聞きに行きましたら、杉戸町もやっぱり半分

ぐらいに減ってしまって、参加者少なくて大変な

んだよと言っているんです。 

  そこで、提案なんですけれども、一緒にやれば

非常に盛り上がるんじゃないかなと思うんですけ

れども、そういう企画をぜひ考えていただきたい

と思うんですけれども、しかも合併の機運が盛り

上がらないとよく執行部言いますけれども、機運

が盛り上がるのを待つんじゃなくて、機運を盛り

上げるための努力もすべきだと思いますので、こ

れは非常にいいきっかけになると思いますので、

ぜひスポーツ大会を今年は宮代、偶数月は杉戸と

かと、こんな感じでやっていただければなと思う

んですけれども、そういうことを検討したことは

あるんでしょうか。 

  195ページの西原自然の森用地購入ですけれど

も、路線価格は幾らぐらいなのか。あと、この面

積１万6,603平米で、年間幾らの土地の固定資産

税を地主さんは払っていたのか、それを聞きたい

んです。なぜこの質問をするかといいますと、宮

代町の宅地、一番高いところと宮代町の調整区域、

一番安いところを比べると、大体3,000倍ぐらい

の差がある。それほど差がある。ということは、

駅前東口を坪40万で買収するんでしたら、ここは

坪当たり400円ぐらいでもいいんじゃないかなと

思うんです。余りにも高過ぎる。坪２万4,340円。

しかも30年間600万払い続けたとなると、それを

坪単価で割りますと１坪当たり３万6,585円払っ



－３３５－ 

たことになるんです、既に。足すと坪６万円です。

これは町民の税金これだけ使ってはまずいなと思

いますね。根拠を示していただきたい。この１億

2,200、この金額が出てきた根拠を。これだけ金

はずめば、地主さんは喜んでお受けすると思いま

すね。 

  次の質問ですけれども、先ほど丸藤さんに失礼

しました。私も数字じゃない質問をしたかったん

だけれども、いいのかなと思って、ちょっと悩ん

でいたものですから、171ページ、いじめと不登

校、その辺の質問なんですけれども、教員のチー

ムワークについてぜひ質問したいんです。宮代町

の中学校で実際にあった事例なんですけれども、

消しゴムとか鉛筆とか、何か小物がよくなくなる

と。非常に曖昧なんだそうです。そうしまして、

誰がと追及しましたら、ある女の子の家にその教

室でなくなっていたものが部屋にあったんだそう

です。出てきたと。そうしましたら、その女の子

は私が取ったんだけれども、何々ちゃんに取れと

言われて私はやったんだと言ったんです。そうし

まして、担任の先生がそれを判断して、どっちが

悪いとか決めるのか、それともほかのクラスの先

生方に相談して決めるのか、あるいは管理者の人

に相談して決めるのか、具体的な話なんで、ずっ

と気になっていたことなんで聞きたいんです。実

際どういう結末だったかというのはご答弁聞いて

から答えます。 

  それから、もう一つ、さわやか相談員のこれも

実際にあった話なんですけれども、近隣の小学校

で不登校じゃない。学校には来るけれども、自分

の教室に入れないという女の子をある部屋でさわ

やか相談員の人が１日面倒見るということなんで

すけれども、そこに保護者も必ず来るんですって。

大きな外車で。来たら、帰るまでずっとあんたが

悪いからうちの子がということで、ずっとその指

導員のことを責め続けるんですって。その方困っ

てしまって、教頭先生、校長先生に相談したけれ

ども、対応してくれなかったと。それでなぜか私

のところに相談に来たんですけれども、私も対応

しなかったんです。これはどうしたらよかったの

か。私、この結末ですごく反省しているんで聞き

たいんです。全然予算と関係ないことが２つ出て

しまいましたけれども、よろしくお願いします。 

○委員長（田島正徳君） 生涯学習室長。 

○生涯学習室長（飯山 武君） 生涯学習室長の飯

山でございます。 

  ご質問に対してお答えさせていただきます。 

  まず、スポーツ大会、町民体育祭のことかと思

いますが、杉戸と合同での開催というお話でござ

います。今まで杉戸町さんと合同の開催について、

そちらのほうの打ち合わせというのは今までは経

緯としましてはやったことはございません。たし

か杉戸町さんは宮代町と同じ日の開催であったよ

うな気がいたします。 

  今後につきましては、会う機会がございました

らば、ちょっと打診じゃないですけれども、お話

のほうはさせていただきたいというふうに考えて

ございます。 

  続きまして、予算書の195ページ、西原自然の

森用地の関係でございます。路線価格はというご

質問でございますが、今回購入させていただく際

に用いておりますのは不動産鑑定を行ったときの

価格で積算のほうをしてございます。そういった

ことから、路線価格というものはちょっと今のと

ころ当方では知り得てございません。 

  それと、固定資産税の関係でございますが、申

しわけございません、こちら借地の関係につきま

しては、今まで管財担当のほうで行っておった関

係で、申しわけございません、私のほうでは固定

資産税の金額については把握してございません。 
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  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 教育推進課学校管理幹。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（山口隆夫君）  

 学校管理幹兼副課長の山口でございます。 

  今ご質問いただいた内容についてお答えさせて

いただきます。 

  まず初めに、消しゴムなど小物がなくなってし

まったという事例でございます。この対応で、も

し学校からこういう相談があった場合は、こうい

う対応が望ましいのではないかという回答を私な

らばこうするということでお話をさせていただけ

ればというところでよろしいでしょうか。 

  これにつきましては、まず１つ、取ったという

事実についてです。もしこの子が本当に取ったと

いう事実があったとしたならば、その取った事実

については十分に理由を聞く必要があるかと思い

ます。先ほど申し上げましたが、学校教育の中で

すので、目の前に消しゴムが、いろんな背景があ

るかと思うんですが、これはこの後話ししますが、

ただそれを取って自分の家に持ち帰ってしまった

ということが事実であれば、その心、背景でのそ

の行為についてはやはりこれはその場でとめられ

るように道徳性を高めていく指導をする必要がご

ざいます。 

  しかし、背景には何々ちゃんに取ったと言われ

たという背景があります。さらにはこの取ったと

いう女の子と取れと言ったこの人間関係もござい

ますので、一概に全部を責めてしまうということ

は、この取ってしまったと今お話のあった子供の

将来を考えていったときに、十分にその背景も踏

まえた上で、一つ一つ解決をしていき、最終的に

は自分が今度そういう場になったときに、どうい

う自己選択ができるのか。よりよい自己選択がで

きるような子供に学校全体を挙げて育てていく必

要があるという認識でございます。当然担任が中

心になってまいりますが、時には中学校でいけば

生徒指導主任、教頭、校長、学年主任、こういっ

たさまざまな人たちのアドバイスを聞きながら、

今度そういう状況になったときにしっかりと自己

決定ができる子供を育成すること、これが今学校

教育に求められているものかと思います。広く言

えばこういったことの積み重ねが心の教育につな

がっていくのでないかというふうに私は考えてい

るところでございます。 

  続きまして、２点目のさわやか相談室での対応

でございます。 

  さわやか相談室の対応でございますが、管理職

に対応しても対応がなかったということで、どの

ようにということでございますが、一つこの場合

の対応については、もちろん管理職に話をするこ

と、さらにはもちろん教育委員会も相談窓口がご

ざいますので、繰り返し教育委員会に相談をして

対応をしていくということが選択の一つかと考え

ます。 

  もし私ならばということでございますが、この

保護者が常に来て、この先生をどうしてなんだと

いうことで言い続けるというお話でございました

が、私であるならば、この保護者の子育てが今ま

での環境の中でどういう状況の中で子育てをして

いたのか、さらには夫婦の関係とか家族の関係が

どうであるのか、さらにはこの保護者がもし聞け

るのであれば、生育歴がどうであったのか、この

あたりを十分に共感した上で、母親にどういう子

育て、どういう対応をしていけばいいのかという

ものをともに考えていき、自己決定をさせるとい

う手順で保護者の指導に当たっていくと考えてい

るところでございます。 

  十分なご対応にはなっていないかと思うんです

が、以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 金子委員。 
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○委員（金子正志君） 町民体育祭ですけれども、

今後は機会があったらではなくて、今後は機会を

設けていただきたいと思います。よろしくお願い

します。６月議会で質問するね。 

  西原自然の森、固定資産税、年間幾ら払ったか、

この面積の合計金額、後で教えてください。後で

聞きに行きます、税務課に。ありがとうございま

す。 

  それから、山口先生、ありがとうございました。

まず、さわやか相談員の話なんですけれども、そ

の後自宅で首つりしたそうです。私に次に連絡が

あったのはお葬式の通知でした。 

  それから、消しゴム、鉛筆の盗難ですけれども、

これは担任の先生が取った子じゃなくて、取れと

言った子が悪いと決定して、１人の子が悪者にな

ったそうです。その子は学校嫌いになりました。

その親は刑事事件にしたい。盗んで持ち帰ったわ

けですから。そうしましたら、その親が、親は学

校の先生だったんです。事件になってマスコミに

載ったりしたら、学校をやめるはめになるかもし

れない。だから許してくださいと来ましたという

終わり方です。 

  そのさわやか相談員で自殺してしまったという

のは、私のところに最後に相談に来たのかと思う

と、私、すごく責任感じているんですけれども、

そういったことがないように、モンスターペアレ

ントというのは本当にいるのかもしれないので、

何かあったときには管理者の皆さん、ぜひとも助

けてあげてほしいなというお願いで質問いたしま

した。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） ここで休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時３０分 

 

再開 午後 ３時４４分 

 

○委員長（田島正徳君） 再開いたします。 

  質疑ございますか。 

  唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） 唐沢でございます。 

  前段者からもほぼ出尽くしている質問なんです

けれども、若干重複する面があろうかと思うんで

すけれども、ひとつよろしくお願いしたいと思い

ます。 

  まず、第１点目なんですけれども、委員会資料

の関係なんですけれども、２ページのほうで学校

図書、各小中学校の図書数、購入額ということで

平成30年度分がここに載っておるんですけれども、

あわせて処分数もここに数字として出ておるんで

すけれども、この中身について若干質問させてい

ただきたいと思います。 

  まず、第１点でございますけれども、各小中学

校それぞれこれ全部で４万7,000冊強なんですけ

れども、若干小中校によってめり張りがあるんで

すけれども、笠原小学校については何か処分の冊

数が多かったということで、若干ここに減少の数

字が出ておるんですけれども、また、あわせてこ

のめり張りの関係を含めて、児童生徒の１人当た

りの蔵書数、購入額はどのぐらいになるのかひと

つ参考までにお聞かせ願いたいと思います。 

  それから、平成30年度の購入予定額ということ

で430万ぐらいの額でここに載っておるんですけ

れども、具体的に図書を購入する際に何か基準的

なものがあるのかどうか。また、どなたがどのよ

うな形で購入に当たって集約をするのか。また、

中身につきましてもジャンル別でそれぞれ購入し

ていくのか等々を含めてひとつお答えを願いたい

と思います。 

  それから、２点目なんですけれども、やはり前
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段者からいろいろと質問をしておったものなんで

すけれども、資料館の関係です。予算ページでい

くと194ページ、195ページなんですけれども、あ

の資料館は30年契約で借地で町が借りておったん

ですけれども、何年から何年まで借地契約だった

のか、また、借地料は年間どのぐらい払っていた

のか、トータルで借地料幾らになったのか、その

ことを１つ確認をしたいと思います。 

  また、同時にあの資料館の今後の目的は何なの

か。１億2,000万という貴重な税金を投入するわ

けですから、あそこを何とかするという図面的な

ものはあるんでしょうから、その裏づけ的なもの

をぜひひとつ出してもらいたい。１億2,000万、

ただ数字で出したんではなくして、購入するから

には何かの目的があっての予算なんでしょうから、

ひとつその点をお聞かせをいただきたいと思いま

す。 

  とりあえず以上よろしくお願いします。 

○委員長（田島正徳君） 教育推進課学校管理幹。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（山口隆夫君）  

 学校管理幹兼副課長の山口でございます。 

  ご回答申し上げます。 

  図書費についてでございますが、１人当たりの

図書費でございます。児童１人当たり小学校は

1,100円、中学校は生徒１人当たり1,300円でござ

います。そのほかに道徳についてはまだ資料とい

う形で対応しておりましたので、道徳の副読本資

料についても購入をしております。中学生におい

ては、中学生と進路について学ぶ資料についても

図書費の中で購入をしているという実態でござい

ます。 

  続きまして、購入の基準でございます。購入の

基準については明確にこれというものは特に示さ

れておりませんが、基本的には学校、子供たちの

実態に応じて購入をしているところでございます。

実態というのは教科で使うもの、さらには子供た

ちの希望、こういったものも踏まえた上で購入を

しております。 

  誰がということでございますが、購入を決定す

る者は基本的には図書主任を中心に、図書部会を

開いております。さらに管理職からも当然早い時

期での購入をということで、それぞれの先生方に

指導しまして、子供たちの実態から必要と思われ

る図書があれば、図書主任に報告をしてほしいと

いう旨を伝え、基本的には中心は図書主任でござ

いますが、全ての教職員がかかわるような形で購

入を進めていくこととなります。 

  ジャンルについてでございますが、このジャン

ルについては決して偏ることなく、幅広く購入す

ることを管理職として指導して、購入に当たって

いる状況でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 生涯学習室長。 

○生涯学習室長（飯山 武君） 生涯学習室長、飯

山でございます。 

  予算書の195ページ、西原自然の森の用地の関

係でございます。 

  ご質問いただきました内容につきましては、借

地のまずは契約期間ということでございます。借

地の契約期間につきましては、平成元年の２月１

日から平成31年３月31日までの期間ということで

借地契約のほうを締結しております。 

  続きまして、借地料、金額と総合計というお話

でございます。 

  借地料につきましては、申しわけございません

が、そちら管財のほうで今年度まで業務のほうを

行っております関係上、当方のほうにおきまして、

そちらの資料は引き継ぎのほうを受けてございま

せんので、申しわけございませんが、お答えはで

きません。 
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  続きまして、今後の目的ということでございま

す。 

  今般、西原自然の森用地ということで用地分を

購入させていただくわけでございますが、現在当

該用地に設置されております公共施設が郷土資料

館、それと旧加藤家、旧進修館等の文化財施設の

ほうを展示してございます。そういったことから、

現在の使用目的でございます教育費にあわせて、

今回教育費のほうで用地購入費のほうを計上させ

ていただいた次第でございます。 

  今後の当地の使い方ということでございますが、

郷土資料館のほうの本体あるいは屋外展示物につ

きましては、現状どおり使用のほうをさせていた

だくこととなりますが、それ以外の土地につきま

しては、現在のところ明確な目的というものはご

ざいません。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） ありがとうございます。 

  まず、図書の関係なんですけれども、今答弁い

ただきましてわかりました。ありがとうございま

した。 

  ここで破棄の図書の関係なんですけれども、こ

れも何らかの基準はあるのかどうか。むやみやた

らにもちろん処分しているわけじゃないんでしょ

うけれども、何か基準めいたものがあるのかどう

か、ひとつ再度お聞かせ願いたいと思います。 

  それから、資料館の関係なんですけれども、何

の目的もなくて１億2,000万という巨費を投じて

あそこを購入するということでございます。もち

ろん町は借地を順次購入していきたいという目的

のもとの第１弾ということなんでしょうけれども、

そのほかに借地は、これは優先順位になると思う

んですけれども、小学校、中学校の敷地、これ借

地、今どのぐらいありますか。これをひとつ参考

までにお聞かせ願いたいと思います。優先順位で

いくとまず学校が優先すべきじゃないのかなとい

うふうに思いますので、現在の町内の小学校４校、

中学校３校の借地がどのくらいあるのか、それを

ひとつお聞かせ願いたいと思います。 

  以上。 

○委員長（田島正徳君） 教育推進課学校管理幹。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（山口隆夫君）  

 学校管理幹兼副課長の山口でございます。 

  廃棄についてでございますが、廃棄の基本的な

考え方としては、劣化が激しいものでございます。

子供たちがたくさん手に触れると、どうしても本

自体が劣化してまいりますので、こういったもの

については廃棄の手続をして、新しいものを購入

することになります。 

  その廃棄の図書でございますが、そのまま廃棄

ではなく、学級文庫に回ります。そして活用して

おります。ですので、笠原小は冊数は少ないんで

すが、その分は学級文庫でカウントしない本とし

て活用はしておる状況ですので、そのように各学

校対応しております。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 教育推進課副課長。 

○教育推進課副課長（高橋正巳君） 副課長、高橋

でございます。 

  小中学校の借地の面積等につきまして、ただい

ま用意しておりますので、少々お待ちいただけま

すでしょうか。すみません。 

  大変申しわけございませんでした。総務文教委

員会資料の24ページということで、申しわけござ

いません、こちらのほうでご用意させていただい

たものでなくて大変申しわけございませんでした。

この24ページにございますように、第９番、須賀

小中学校体育館から須賀中学校運動場、須賀小学

校農園、百間小学校農園、百間小学校グラウンド、
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笠原小学校ということで、各面積も当然載って借

地契約もあるところでございますが、町内におき

まして優先順位等を決めた上で、購入等の考えの

中で対応していく形になろうかと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） ありがとうございます。 

  何の目的もない資料館の土地を１億2,000万の

巨費を投じて購入する。また、教育委員会の皆さ

んは教育の現場にいるわけですから、校庭が狭い。

もっと広げてもらいたい。町内の小学校４校、中

学校２校で格差が校庭でも随分あると思いますよ

ね。こういう格差を是正するのがまず私は教育委

員会としては第一なのかなというふうに思ってお

ります。もちろん資料館の土地をいいチャンスだ

から購入したい。そういうもちろん気持ちはわか

りますけれども、現場の教育委員会としてやはり

校庭の格差を是正するのが第一だろうと。そうい

う意味ではこの教育委員会の中に資料館の敷地を

１億2,000万で購入することはどうなのかなと。

現場としてどういう考えがあるのか。私たち町民

の１人としてはまず小中学校が優先すべきだろう

と。校庭の格差を是正するのが大事だろうと。借

地もある。校庭を広げたい。それが優先順位じゃ

ないのかなと。教育を大事にする宮代町として、

私は資料館よりも現実の校庭を確保するのが優先

じゃないのかなというふうに思って質問したんで

すけれども、現場の人間としてどうですか、お聞

かせ願いたいと思います。 

○委員長（田島正徳君） 教育推進課副課長。 

○教育推進課副課長（高橋正巳君） 副課長、高橋

と申します。よろしくお願いします。 

  今委員様からご指摘ありました資料館の土地、

または小中学校の運動場等の土地の購入にかかわ

るものの優先順位はというお話でございますが、

もちろん先方のほうの内容というんですか、貸さ

れている方の対応等も含めまして今後検討してま

いりたいということで考えてございますので、ご

理解賜りたいと思います。よろしくお願いします。 

○委員長（田島正徳君） ほかに質疑ございますか。 

  丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） 丸山でございます。 

  ちょっと順番が前後するかもしれないんですけ

れども、ページ182、183、メンタルヘルスのこと

なんですけれども、教職員の健康管理ということ

で、町の職員に対してはメンタルヘルスできちっ

とした医師とか、そういう方が対応すると思うん

ですが、さっきの前段者の答弁の中に学校長のほ

うが聞いているということなんですが、仕事先の

上の方に本音が言えるかとか考えたら、やっぱり

外部の方、きちっとした方の対応が必要で、その

予算とかとるべきではないかなと思って、そうい

うところはどう考えるかということで、それが１

点です。 

  あと、資料の２ページ、図書の数なんですが、

結構寄贈される本というのが学校にいろんなとこ

ろから来るという話を聞くんですが、どれくらい

のものが来るのか。それで、学校長が対応に苦慮

しているところもあるというものも聞いたことも

ありますので、例えばそういうものはどういうふ

うに扱っていくのかお聞かせ願います。 

  それと、各学校の図書の予算なんですが、冊数

はわからないということだったんですが、どのよ

うな本ということで上げられて、教育委員会のほ

うが予算を組んでいるんでしょうか、お聞きいた

します。 

  それと、これは予算書ではないんですが、先日

の総務課の町長への手紙の中で、以前ちょっとい

つのことかわからないんですが、インフルの欠席

扱いについてということでちょっとお話を聞いた
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んですが、今宮代町ではインフルエンザで欠席し

た場合、早退した場合の対応というのは各学校な

のか、教育委員会なのか、どうなっているのか。

ここのところ結構対応を各市町村で随分変えてき

ていると聞いてますので、お聞きいたします。 

  それと、資料83ページのやっぱり英語教育につ

いてなんですが、私たちの予算書を読ませていた

だいて、私たちの予算書の83ページなんですが、

授業数がアップしていくということで、これ新聞

でも出ているんですが、この英語教育に増やした

時間何を削るのか。それで先ほども学力で国語の

能力、国語の読解力とかがちょっと平均よりとい

う話があったんですが、こういうことをどう考え

ていくのか。 

  それと、ちょっと読ませていただいての英語が

できることが大事だとは思うんですが、英語って

手段ですよね。ツールなので、この文科省の取り

組みに乗ってやっていただくということはいいと

は思うんですが、子供たちがそれで、私なんかも

英語習い始めて半世紀たつんですけれども、覚え

る暗記の英語じゃなくて、コミュニケーションと

かいろいろ言われているんですが、例えば英語は

ちょっと耳のものですから、英語はわからないけ

れども、フランス語だったらわかるとか、今まで

もあるんですが、サッカー選手の子がサッカー選

手となって海外に行ったらスペイン語が生活で必

要だからしゃべるとか、何かそういう予算書の事

業を見たときに、英語教育を推進するという形な

んですが、自己表現とか自分の思いを伝えるとか、

何かもうちょっと具体的に出たほうが、私たちが

受けた英語の何かままをちょっと進めた感じに読

み取れるんですよね。せっかく文科省の補助も受

けてさらにやるということでしたら、もうちょっ

と英語を使ってだけれども、自分を表現したりで

きる。アピールしたり、コミュニケーションがと

れるとか、もうちょっと何かわかりやすく記載し

ていただいたり、表現していっていただいたほう

が保護者の方も町の取り組みがわかると思うんで

すね。 

  日本人はやっぱり覚える、暗記という英語で来

てしまっているから、なかなか覚えないというの

がほとんどの方だと思いますので、そこを今後ち

ょっと英語教育を推進なんですけれども、英語だ

けではないということで、どう取り組んでいくの

かちょっとお話ししていただきたいと思います。 

  それと、去年の８月に子ども議会をやったんで

すが、そのときに14人のお子さんが小学生、中学

生が一般質問して、いろんなことを考えてくださ

いました。各担当課が応じるものかとは思うんで

すが、基本は学校教育の教育委員会だと思うんで

すが、それを受けて安全性とかいろいろ出ていた

と思うんですが、そういうことを今年の予算に少

しでも反映されているのか。金額的なものでもな

くて、子供たちの思いというものが反映されたら、

生徒会と児童会のお子さんたちだと思うので、多

分それは自分たちのものが町に反映されたと思う

とうれしいと思うんですが、どう反映、せっかく

やった子ども議会ですので、何らかの形で反映さ

れているのかということをお聞きいたします。 

  あと、さっきのに戻りますけれども、英語教育

のもう一つなんですが、ＡＬＴが配属増やします

よね。それで、小学校の英語教育、これから夏休

みに１日研修とかあるというんですが、ＡＬＴを

採用してからもう長いんですが、先生たちの、小

中の職員室の中のコミュニケーション、まず職員

がコミュニケーションがとれて、子供たちにも英

語をやっていけると思うんですが、そういうとこ

ろはＡＬＴと教職員の関係というのはどういうふ

うに今現在なっていますか。 

  以上お願いいたします。 
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○委員長（田島正徳君） 教育推進課学校管理幹。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（山口隆夫君）  

 学校管理幹兼副課長の山口でございます。 

  １つ目の182ページ、メンタルヘルスでござい

ますが、メンタルヘルスにつきましては、本年度

外部に委託しまして、全教職員に対しましてメン

タルヘルスチェックを実施しております。それを

もとに高ストレス者につきましては、埼玉県健康

づくり事業団でございますが、ここの面談、相談

は可能です。これについては校長、教育委員会等

への申し出は不要でございます。 

  また、公立学校の共済組合のサービスも利用す

ることは可能です。こちらですけれども、医師と

の面談、さらにはウエブ相談、電話での相談、こ

れも実施可能でございます。このような形で、も

ちろん学校ですので、管理職が対応するというの

が大前提でございますが、管理職以外の相談の体

制も構築して進めているところでございます。 

  続きまして、図書についてでございます。 

  図書の寄贈本についてでございますが、大変申

しわけございません、現時点でこの寄贈本がどの

ような寄贈本があって、今どのように活用してい

るかということについてお答えすることは大変難

しい状況でございます。 

  しかしながら、東小学校の教員であったときに

寄贈本がございました。そのときには寄贈本とい

う形できちっと示して、図書室に寄贈本のコーナ

ーを設置をいたしまして、そこで活用するように

しております。しかし、時に大変劣化が激しいも

のが来る状況もございます。恐らく学校で困って

いるということはそういうことなのかなというこ

となんですけれども、そちらについては先ほど申

し上げたように、学級文庫のほうに回したりとい

うような対応で、可能な限り子供たちに還元でき

るように、それぞれの学校で取り組んでいる状況

がございます。 

  続きまして、インフルエンザの対応でございま

す。 

  インフルエンザにつきましては、これは法で示

されておりますので、インフルエンザの診断を受

けた時点で出席停止の扱いとなります。これは町

内全ての学校で出席停止で対応することになって

おります。また、そのインフルエンザにつきまし

ては、流行期になりましたら、教育委員会からも

状況を把握し、きちっと指導ができるようにする

ために報告をこちらに上げて、各校状況を確認し、

対応についてそれぞれのケースに応じてこちらか

らも指導して対応している状況がございます。 

  続きまして、子ども議会への反映ということで

ございますが、議員さんのおっしゃるとおりでご

ざいます。子供たちが考えて、そこで話し合いを

してまとまった結果でございますので、今後なか

なか予算措置というところは難しい状況もござい

ますが、子供たちの意見を反映するように進めて

まいります。 

  １つもう進めたこととしましては、各学校に子

ども議会宣言、そこであったかと思うんですが、

それについて各学校に掲示をし、時に全校児童生

徒にこういった状況で決まったということで紹介

をして、子ども議会について子供たちに還元をし

て取り組んでいる状況でございます。 

  今後さらに来年度に向けまして、今回の子ども

議会の内容についても教育活動に生かし、子供た

ちの教育を充実させるために活用してまいる所存

でございますので、ご理解賜りますようよろしく

お願いいたします。 

  英語については指導主事、塚越が申し上げます。 

○委員長（田島正徳君） 教育推進課指導主事。 

○教育推進課指導主事（塚越健一君） 指導主事の

塚越でございます。 
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  ご質問の英語教育で削るものというところです

けれども、こちらのほうは総合的な学習の時間を

１時間ほど削りまして、そちらのほうを英語科と

いうことで時間を生み出しております。こちら特

例校申請認定を受けたところなんですが、特に金

額等の補助はなく、時間割を総合の時間から移す

という特別の許可をいただいたということになっ

ております。 

  お話にありましたように、やはり英語でどのよ

うな学習をしていくかということなんですが、基

本的に英語科というふうになるんですが、宮代町

で大事にしてきたことは、やはり英語というもの

も日本語と同じように言葉であるということで、

その言葉の獲得というものはどういう経緯をたど

っているか。母語を獲得する、この日本語を獲得

する状況を考えて、英語を学習する際にはそれと

同じような形でやっぱり学習していくことがいい

んではないかということで、やはり聞くというこ

とを大事にしながら進めていくということで行っ

ているところです。 

  一応この指定を受けたときに、こちらのほうで

文科省のほうに示させていただいたのは、この英

語の学習を通して我が国の文化、それから英語の

背景にある文化、その共通点や相違点を知るとい

うこと、そういったことにまた関心を持つ、理解

を深めようとする態度、それに伴ってお互いの文

化を尊重する態度が育てられるのではないかと。

さらには英語を母語とする国の文化に触れること

が我が国の伝統文化についての理解、これが深ま

り、文化の多様性に対してより寛容になる、そう

いったことを考えて、英語によるコミュニケーシ

ョンの中で我が国の文化を発信することにもつな

がっていくのではないかということで考えている

ところでございます。 

  そういったことを念頭に入れながら、こちらの

ほう、教育課程の特例校指定を受けたということ

で進めていければというふうに考えております。 

  それから、ＡＬＴと教員の関係でございますけ

れども、こちらのほうＡＬＴは現在小学校のＡＬ

Ｔは１名おりまして、そのＡＬＴが町内４校を曜

日を指定して巡回といいますか、配置をしている

ところでございます。そこでのＡＬＴとのコミュ

ニケーションですけれども、やはり学校の中に英

語担当、小学校の中でも英語担当がおりまして、

その教員を中心にそのＡＬＴと話をし、授業の構

成等も含めて連絡調整をしているところがありま

す。そういったことを踏まえてといいますか、そ

ういったことからつながって、他の教員とも話を

しながら、実際に主になってくるのはやっぱり授

業をどのように進めていくかということで話をし

ながら取り組んでおりますので、そこの連携をと

りながらコミュニケーションを図り、授業の中に

つなげていくという形で取り組んでいるところで

ございます。 

  私からは以上になります。 

○委員長（田島正徳君） 教育推進課学校管理幹。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（山口隆夫君）  

 学校管理幹兼副課長の山口でございます。 

  １つ漏れてしまいまして、大変申しわけござい

ません。図書費の関係ですけれども、小学校は１

人1,100円掛ける人数、さらに道徳の資料、こち

らなども入ってまいります。中学校では１人

1,300円掛ける人数、これに道徳の資料、さらに

は進路に関する資料、これも図書費として計上し

て、今回お示しをさせていただいたというところ

でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） ありがとうございました。 

  図書費、さっきもご説明いただいて、１人
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1,100円で人数と、そういう計算で何を買うかは

さっきご答弁いただいていたように、学校で担当

の方とか協議会で考えていくという形なので、内

容はわからないということです。はい、わかりま

した。 

  寄贈本なんですけれども、いろんなものが実は

贈られているということで結構聞くんですけれど

も、寄贈のところの棚があるんですけれども、結

構それが影響力もあったり、いろいろあると思う

んですね。それで、どういう扱いになっているの

かなというのは、子供たちにもそうだし、教職員

に対してもそうなので、扱いが困っているんだっ

たら教育委員会としては、校長からとか、そうい

うものが上がっているのなら、どういうお考えで

やっているのかなと思ったんですが、でも、そう

いう質問があるかもう一度お聞きいたします。 

  あと、町長への手紙のちょっと内容を聞いたと

きに、今の話だと、診断のときに法にのっとって

ということなんですけれども、今ほかの市町村と

かちょっと聞いたんですけれども、インフルエン

ザ今人にうつしてはいけないというのが前提です

よね。それで、町長への手紙は診断された日から

なったけれども、その前から休んでいて、そこを

どうするかという内容だったというんですが、ち

ょっと聞いた市町村では、やっぱり例えばきょう

診断されました。きのうインフルエンザだからだ

と思うので、もうインフルエンザにするというこ

とは教育委員会で決めているそうなんですね。そ

れで、早退ももう子供の調子が悪いのは担任の先

生だったり、教科の先生が見ると、いつもの元気

がないと、あなた、きょうはちょっと体調悪いん

じゃないのと言って、熱をはかったりして早退さ

れて、それで、その日はお家で休んでいて、次が

もうやっぱり診察へ行ったらインフルのＢだった

りとか、そういうときにもう今ちょっとインフル

エンザは蔓延させてはいけないという考えで、も

う早退からインフル扱いをしているということな

ので、ちょっとこの町長への手紙の内容を聞いた

ときに、町の対応、町長への手紙でその方がご家

族なのか、関係の方に言ったというので、今に合

った判断をされたほうが、ほかの市町村も聞かれ

てしていったほうがいいんじゃないかと思います。

そこのところを何かちょっときょうインフル診断

だと、もう診断の前には熱が上がったりとか、や

っぱり１日24時間たたないと検査しても出てこな

いですよね。そういう対応をやわらかくできるの

かということをちょっと考えていただきたいと思

います。 

  ＡＬＴの関係は、やっぱり先生の間を介してな

んですが、誰とでも話をしたりとかする意味では、

特に小学校の先生たちとかがもう自分たちがやっ

ぱりＡＬＴの先生とかと仲よくなるのが見本にな

ると思うので、別に勉強というより日常の会話だ

と思うので、そういうところはもう親しくなって、

やっぱりそういうのをしていただきたいかなと、

そういうのを大きく子供に影響があるかなと思い

ました。 

  あと子ども議会なんですが、予算は難しいとい

うことで、議会宣言を全部の学校ということなん

ですが、防犯灯が少ないとか、道が狭くて車が入

ってけがをしたとか、そういうところはぜひとも

すぐ対応とかをしていただけるように各課と連携

を図るということをしていただきたいなと思いま

す。 

  メンタルヘルスはありがとうございました。さ

っきのちょっとご説明のほうで私のほうもやっぱ

りちょっと自分のところのトップに本音は話せな

いと思いましたが、いろんな共済とかあるという

のはちょっと存じ上げてますが、できるだけ気楽

にそういうところへ行ってもらって、ストレスが
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たまらないようにお願いしたいと思います。 

  それで、英語のこともわかりました。さっき前

段者の質問にもありましたけれども、英語が嫌い

になってしまう、それにはならないように、英語

が聞けなくてもほかのフランス語には興味を持つ

とか、語学に興味を持つ人って音楽聞くのと同じ

なので、耳に入っている感触で中国語を勉強した

とか、スペイン語を勉強したとかという方が多い

んですね。だから、そこが英語ができなくても違

う道もあるし、コミュニケーションというのはい

ろいろあるんだということを考えていただいてい

るとは思うんですが、何か英語、英語となってし

まうと、ちょっととり方が英語だけになったよう

に捉えられてしまうと効果は出てこないと思うの

で、そういうところをよろしくお願いします。 

  じゃ、さっきお聞きしたところの寄贈の本と、

そこだけお願いいたします。 

○委員長（田島正徳君） 教育推進課学校管理幹。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（山口隆夫君）  

 学校管理幹兼副課長の山口でございます。 

  お答えさせていただきます。 

  寄贈の本について学校から困っているという報

告があるかということですが、現時点で今年平成

29年度につきましてはございません。もし今後と

いう場合につきましては、学校長とよく連携をと

りながら、子供に還元するもの、教師に還元する

ものなど、計数に応じて対応してまいる所存でご

ざいます。 

  続きまして、インフルエンザについてでござい

ますが、現時点では医師の診断に基づいて対応を

ということですが、ケース・バイ・ケースのとこ

ろもあるかと思います。医師がここからというふ

うな診断であれば、当然その医師の診断だと考え

られます。さらに今後近隣の市町の情報も集めな

がら、宮代町としても研究をまず進めてまいりた

いと考えているところでございます。 

  次に、英語科についてでございますが、貴重な

ご指摘ありがとうございます。英語科、教科化に

なりますので、教科ということは。基本的にはそ

の教科を通しての人間形成、これが教科であると

私は捉えております。つまり英語科を通して人間

育成し、コミュニケーションを図ることができる

子供たちの育成、その一つの手段としての英語科

であるという考えで、今後学校を指導してまいる

所存でございますので、ご理解賜りますようよろ

しくお願いをいたします。 

  以上でございます。 

  先ほど申し上げたインフルエンザの対応でござ

いますが、私の中で少し錯誤していたところがご

ざいますので、この後もう一度資料等確認をさせ

ていただきまして、正しい内容を後日ご回答申し

上げるということでよろしいでしょうか。大変申

しわけございません。 

○委員長（田島正徳君） 丸山委員。 

○委員（丸山妙子君） ありがとうございました。 

  教科になったときのと、教科になる前に町は文

科省のあれで前から準備していくわけですから、

教科になったときに嫌いな子ができないように上

手にやれるいい期間だと思うので、私も２回研究

授業は小学校、中学校と今年度と昨年度見に行か

せていただきましたけれども、すごく仲よく小中

連携とれていて、すごいいい試みだと思いました

ので、これからも教科になったときのために、皆

さんの子供たちが、本当に宮代の子たちが楽しく

英語ができるという状況にお願いしたいと思いま

す。 

  インフルのことは、じゃ後日よろしくお願いい

たします。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） ほかに質疑ございますか。 
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〔発言する人なし〕 

○委員長（田島正徳君） ないようですので、以上

で教育推進課分の質疑を終了いたします。 

  これをもちまして議案第25号 平成30年度宮代

町一般会計予算についてに対する質疑は全て終了

いたしました。 

  暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 ４時２５分 

 

再開 午後 ４時３０分 

 

○委員長（田島正徳君） 再開いたします。 

  これより討論に入ります。 

  本件に対する反対討論の発言を許します。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  2018年度、平成30年度宮代町一般会計予算につ

いて反対の立場から討論を行います。 

  きょうはまだ教育費についても今審議したばか

りでございます。改めて本会議の中で反対討論を

行いますので、よろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） 次に、賛成討論の発言を

許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（田島正徳君） 次に、反対討論の発言を

許します。 

  金子委員。 

○委員（金子正志君） ありがとうございます。議

席番号11番、金子正志です。 

  平成30年度宮代町一般会計予算に反対討論いた

します。 

  まず、単年度の個々の数字には全く問題ないと

思います。 

  しかし、反対する理由は、長期的な視野が予算

に反映されていないということです。行政の不作

為責任、適切に行使しておれば町民に損害が及ぶ

ことが防止できたにもかかわらず、その行使を怠

ったがために損害が生じてしまった場合の町の損

害賠償責任を言う。これに当たるのではないかと

思い、反対討論なんです。不作為行為とは、しな

いといけないことをしなかったこと。 

  宮代町は財政問題に対して合併は行財政運営に

スケールメリットを生かす最大の行政改革である

と認識していると言っております。認識していな

がら予算にはその取り組みが反映されていない。

先送りされています。 

  詳しくは本議会で討論いたします。簡単に要点

だけ発言させていただきました。 

○委員長（田島正徳君） 次に、賛成討論の発言を

許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（田島正徳君） 次に、反対討論の発言を

許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（田島正徳君） 討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了いたします。 

  これより採決いたします。 

  本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君

の起立を求めます。 

〔起立少数〕 

○委員長（田島正徳君） 起立少数であります。 

  よって、議案第25号 平成30年度宮代町一般会

計予算についての件は、原案は否決されました。 

  なお、本会議において委員長報告をさせていた

だきますが、私にご一任を願いたいと思います。 

  休憩いたします。 

 

休憩 午後 ４時３４分 
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再開 午後 ４時３８分 

 

○委員長（田島正徳君） 再開いたします。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第２６号の審査（住民課） 

○委員長（田島正徳君） それでは、議案第26号 

平成30年度宮代町国民健康保険特別会計予算につ

いての件を議題といたします。 

  これより質疑に入ります。 

  留意事項を申し上げます。 

  委員会の運営上、必ず挙手をして委員長の許可

を受けてから発言いただくようお願いいたします。 

  まず、担当課長から出席者の紹介をお願いいた

します。 

○住民課長（小暮正代君） 住民課長の小暮でござ

います。よろしくお願い申し上げます。 

  それでは、出席しております職員の自己紹介を

いたさせますので、よろしくお願い申し上げます。 

○住民課副課長（草野公浩君） 住民課副課長の草

野と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

○国保年金担当主査（村山善博君） 同じく住民課

で国保年金担当の主査をしております村山と申し

ます。よろしくお願いします。 

○委員長（田島正徳君） 答弁に当たっては、職、

氏名を述べていただくようよろしくお願いいたし

ます。 

  質疑はございますか。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 山下です。 

  では、質問させていただきます。 

  私、国民健康保険の今の現状、町民の現状をち

ょっとお聞きしたいなと思っております。ここの

資料では71、72ページですか。29年度では131万

円以下が54.73％、195万円以下だという人は

70.14％、これが今の宮代町の国民健康保険に入

っている人たちの収入の現状だと思います。その

中でちょっとわからないところがあるんですけれ

ども、国保の宮代町の29年度と30年度のまず最初

に保険料が幾らぐらいになっているのか、その辺

のところをまず最初に答えていただきたいと思っ

ております。 

  それと、２つ目なんですけれども、これは東京

都の試算なんですけれども、給与収入が400万円

で４人家族で、国保料は年に41.7万円ということ

になっております。これは東京の特別区なんです

けれども、宮代町ではこの条件の中ではどのくら

いになるのか。わかる範囲でいいです。400万じ

ゃなくてもいいです。わかる範囲で答えていただ

きたいと思います。 

  それと、これ資料の75ページなんですけれども、

高過ぎる保険料で滞納世帯が全国で312万世帯、

これは2016年度の資料なんですけれども、312万

世帯が滞納している。宮代町は75ページに書いて

ありますけれども、この中で28年度は資格喪失者

を含んでいないということなんですけれども、こ

れは含んでいたら28年度、29年度はどうなるのか、

わかる範囲で結構です。 

  あと、資格喪失者というのは下に書いてあると

おりの人を言うんだと思うんですけれども、何か

それ、資格喪失者が何人ぐらいいたのかちょっと

わからないんで、どういう人が資格喪失者なのか。

書いてあるとおりだと思うんですけれども、もし

そのほかに何かあるんだったらお願いしたいと思

います。 

  あと、滞納者の差し押さえ、この辺のところを

どういうふうにしているのか。生活費や貯金、土

地とか何かを差し押さえているんだと思いますけ
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れども、この生活費の差し押さえまではやってい

るのかどうか。幾らまで残しておくのか、差し押

さえの場合は。 

  また、あと生活保護世帯なんかで保護費が入っ

て貯金の中へ入りますよね。ほかの地域では生活

保護費まで差し押さえたということで、新聞紙上

なんかに出ていましたけれども、宮代町はそこま

でやっているのかどうか。もしあったら教えてい

ただきたいと思います。 

  あと、歳出なんですけれども、県のほうに上納

する金額が９億6,246万円ですか。細かく言えば

2,000円まで押さえているんですけれども、これ

の上納分の人数、何人ぐらいを計算上は人数とし

て数えて、資料の72ページで保険者数は8,955人

となっているんですけれども、その数でいいのか

どうか答えていただきたいと思っております。 

  それと、資料の74ページです。短期の保険者証

ですか、資格者証、交付発行が減っているんです

けれども、この辺のところは発行の交付件数は厳

格化して発行しているのか。どういう理由で発行

数が減ったのか。 

  また、軽減世帯数、条例減免宅は、そういう人

たちが増えているんですけれども、この辺のとこ

ろはどういう関係なのか。 

  以上のことでちょっと最初にお聞きしたいと思

っております。 

○委員長（田島正徳君） 住民課副課長。 

○住民課副課長（草野公浩君） 副課長の草野と申

します。 

  １問目の国保税の29年度と30年度の保険税の額

ですけれども、１人当たりの平均ということで答

弁させていただきます。 

  まず、29年度につきましては１人当たり８万

5,544円になります。30年度につきましては８万

1,945円でございます。 

  続きまして、２問目の給与収入でのご質問です

けれども、これにつきましてはさまざまいろんな

ケースがございまして、お話のありました給与収

入400万円ですと、今ちょっとこの場で出ないの

で、改めて資料のほうを提供させていただきたい

と思います。 

  ３問目も資格喪失の関係ですけれども、こちら

もし資格喪失者を含めた場合ですが、28年度

1,113になります。※印の27年度以前は資格喪失

者も含むということですけれども、この内容につ

きましては、27年度賦課で実は26年度まで国保の

被保険者だった方の人数も入っているというよう

な説明でございます。 

  あと、ここにありました資格喪失者の意味でご

ざいますけれども、こちら国保だった人が社会保

険とかほかの保険に移動された方のことを資格喪

失者と言っております。 

  ４番目、差し押さえの状況ですけれども、例え

ば28年度で言いますと、一番多いのが預貯金の差

し押さえということになりますけれども、具体的

には税務課の徴収担当のほうで具体的に行ってお

りますので、詳細につきましては私どものほうで

はちょっと把握してないような状況でございます。 

  ６番目の質問の生活保護の人を差し押さえてい

るのかということですが、生活保護の方は差し押

さえてはいません。国民健康保険の被保険者には

ならないということですので、差し押さえはでき

ないことになっております。 

  それから、あと７番目の納付金の人数ですけれ

ども、8,898人で積算をしております。 

  それから、８問目の短期証の人数がなぜ減った

のかというご質問ですけれども、１つは被保険者

が減っているというのもございます。それから、

あとは粘り強く短期証を出している方に督促をい

たしまして、分納で納めていただいている方もい
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るということでこのような数字になってございま

す。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） ありがとうございます。 

  国民健康保険に入っている人たちの収入が大分

落ち込んできている。これは平均すると国民健康

保険の収入の平均というのはどのくらいになるの

か、もう一度改めてその辺のところがちょっとわ

からないというのを先ほど聞くのを忘れました。

失礼いたしました。ちょっと教えていただきたい

ということと、今の8,898人でこの保険税を割っ

てみると、１人頭８万3,559円と計算上ではなる

んですけれども、これが平均の保険税になるんで

すか。その辺のところ現状をちょっと知りたいと

いうのがありまして、なぜかというと、ちょっと

高過ぎるなという感じはします。収入の割にはち

ょっと。それがあるんですよ。これじゃ本当に払

い切れない。滞納者も増えます、これだと。県の

ほうに上納する額が９億6,246万2,000円ですか。

それでこれを割ってみると、大体10万幾らになる

かとも思いますけれども、その差額というのが町

で繰出金としてやっているわけですか。 

  じゃ、これ逆に考えますと、繰出金が減ってい

くと、将来的には保険税が上がっていく、そうい

うことは考えられますね。国のほうでは大分計算

したやつがあるんですけれども、将来的には10万

ちょっとになるという話が今私のほうには届いて

おります。そういう話が来ているということで、

これは繰出金を将来的には減らして、そういうこ

とをやっていくという考えがあるのか、ないのか、

将来的です。あと３年とか５年とか。そういう考

えもあるのかどうか、その辺のところもお聞きし

たいと思います。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） 住民課長。 

○住民課長（小暮正代君） 住民課長の小暮でござ

います。 

  ３点ご質問があったかと存じます。 

  １点目のまず平均的な収入というご質問である

かと存じます。まず、29年度で恐縮なんですけれ

ども、29年度の１世帯当たりの平均所得が129万

円でございます。これを例えば年金収入にいたし

ますと249万円となるところでございます。 

  続きまして、２点目の納付金の算定の8,898人

でございますけれども、これはあくまでも県が試

算した宮代町の被保数ということでございまして、

町の予算編成上の被保数と若干違っているという

ことでご理解いただきたいと思います。 

  それから、３点目でございますけれども、これ

から今後保険税をどうしていくのかというところ

でございます。ご承知のとおり、保険税の必要額

は10万円を超えているわけでございます。標準保

険税率も今の町の現行の保険税とは乖離をしてい

るという状況でございます。そのため、町といた

しましては、当面法定外の繰り入れの必要性はあ

るというふうには考えておりますけれども、都道

府県化につきましては県内の市町村の必要な医療

費を県全体で賄うという、いわゆるこれまでの市

町村の中での支え合いから、県全体で支え合う、

分かち合うという制度になります。そのため、法

定外繰入金が考え方によってはほかの市町村を支

えるために使われるというような見方も出てくる

ところでございます。 

  都道府県化の趣旨を考えますと、当然同じ所得、

同じ世帯の構成員であれば、全県どこにいても同

じ保険税ということが必要になってくる受益と負

担の考え方がやはり求められてくるというふうに

考えているところでございます。そういった観点

から申し上げますと、やはり一定の基本的な考え
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方のもと、いわゆる県の運営方針のもと、各市町

村が標準保険税率を参考として保険税のあり方を

検討していく必要があるというふうに考えている

ところでございます。今東部地区15市町ございま

すけれども、30年度保険税を改正する市町が10市

町ございます。宮代町につきましては、先ほど申

し上げましたとおり、現行の保険税との乖離、ま

た県が試算している赤字解消計画をこれから策定

するわけなんですけれども、その中で赤字解消計

画をつくる市町村が実は県内34市町と言われてま

して、そのうちの対象となる１人当たりの赤字の

順位でいくと宮代町は６番目に高い、こういう現

状があるということもご理解をいただきたいとい

うふうに考えております。 

  そのため町といたしましては、県の運営方針の

もと、30年度に入りまして赤字削減解消計画の策

定を進めながら、保険税のあり方を検討してまい

りたいというふうに考えているところでございま

す。ただ、検討に当たりましては、被保険者の皆

様の生活に対する影響も考慮し、負担水準が激変

しないよう時間軸を置いて検討してまいりたいと

いうふうに考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） ありがとうございます。 

  将来的には赤字団体として１人頭６番目に高い

と今お答えになりました。それを実際に解消して

いくとなると、かなりの町民負担がまた増えてく

る、そういうように簡単に考えると出てきます。

私はやっぱり今の町民の収入ですか。町民税を計

算したんですよ。どのくらいみんな収入があるの

かなというふうに。町民税の平均だと均等割で、

あと3,500円でしたか。そのほかに所得割という

ことで、６％のあれでやります。ちょっと１人頭

大体何人で検討、計算しているのかというと、１

万6,912人。それで、計算していくと、159万

6,924円しか所得がないということで、計算すれ

ば出るんですよ。６％としてね。これ100％集め

たら、じゃ収入はどのくらいというのが出ますか

ら、そういう町民の収入がそこまで落ちてきてい

るのに、これ保険税が耐えられるのかな。大体保

険税を見ていると東京のほうで見ると400万で40

数万ですから、10％ですよね、保険税だけで。例

えば159万10％だったら15万、16万の保険税にな

ります。例えばの話、それは単純でね。そのよう

に159万から15万も引いたら生活できませんよ。

みんな全て保険税でも何でも滞納していく。これ

が増えていくというのが目に見えているという感

じは私はするんですよ。やはりそこを何とか抑え

なくてはいけない。赤字団体だから、じゃそれは

放っておくということだと、いやという感じはし

ますよね。ますます町民の生活もおかしくなって

くるし、町の税収だって入ってこない。入ってく

るところが入ってこない。やはり取りやすい保険

税というのはあると思います。滞納させない。取

りやすい税金で運営していく。私はそういうふう

に考えています。 

  ですから、やっぱりこれは制度として国のほう

でこういうふうにしてしまったということでは国

のほうにそれをもとに戻せということで、町でも

声を大にして言わないとまずいんじゃないかなと。

全国の市長会では言ってますよね、たしか何とか

しろということでね。そのために助成金とかそう

いうのが国から出ていると思います。やはり声を

大にするということは大事かなという感じはしま

す。どんな小さな市町村でもみんなでまとまって

国に言っていけば声が届くと思います。ぜひその

辺のところを考えているのかどうかお答えくださ

い。 

○委員長（田島正徳君） 住民課長。 
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○住民課長（小暮正代君） 住民課長の小暮でござ

います。 

  まず、１点、例えば先ほど159万円という数字

が出てきたかと存じます。例えば一例を申し上げ

ますと、１人世帯で年金収入が153万円の方の場

合、こちらだと年金控除が入りますので、総所得

が33万円になります。その33万円の基礎控除33万

円を引いて、いわゆる賦課となるもととなる所得

というのは０円になりますので、所得割はかから

ないことになります。７割軽減の対象になります

ので、この方の場合は保険税でいきますと、１カ

月940円、いわゆる1,000円に満たない状況になり

まして、年金収入153万円に対する保険税の割合

は0.74％ということになります。保険税につきま

しては、ご承知のとおり、低所得者の方に対しま

しては軽減が入るということでまずご理解をいた

だきたいというふうに考えております。 

  また、議員がおっしゃられているとおり、国へ

の要望でございますけれども、やはり国民皆保険

制度を維持していくためには、国が責任を持って

財源を確保し、安心して受けられる医療保険制度

の運営が図られることが必要であるということは

私どもも共通した考え方でございます。そのため、

協議会、また町といたしましても積極的に国への

要望活動をしてまいりたいというふうに考えてい

るところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） ありがとうございます。 

  そういう中でいろいろな軽減措置があったんで

すけれども、それが改定されていると思いますよ

ね。やはり町民の負担がその分また増えてきてい

る、医療にかかるとね。その辺のところも含めて

町民の１人当たりの保険税の利用した分でもかか

ってきている。やはり国民健康保険の税額だけじ

ゃなくて、一人一人がどれだけ負担増になってい

るのか、その辺のところも考えなくてはいけない

と思います。 

  やはり年収が少なくなって、それに医療費で何

万円も払って、下手すると高額医療が、これが変

わってくると思います。その辺のところも含めて、

１人当たりのやっぱり収入が増えてませんから、

減っているばかりですから、やはりそういうこと

を町のほうも考えて、繰入金、それも増やして、

町民に負担がかからないようにしていくのが地方

自治体の役目じゃないかなと私は思っているんで

すよ。 

  これは国のほうの制度もありますから、町のほ

うに責めていってもこれは仕方ない部分もありま

すけれども、やはり町でそういうことで助けてい

かないと、なかなかこれは難しい方向になってし

まうんじゃないかなと私は思っておりますので、

ぜひその辺のところを繰入金を将来的にはなくす

というんじゃなくて、充実していくことが私は必

要かなと。国のほうでも繰入金は認めていますの

で、ただ、国のほうの制度としては繰り入れする

と点数が少なくなって、何かそういう制度をつく

っていますよね。繰入金を少なくしろという感じ

で仕向けているような、そういう制度になってい

ると思います。それに負けないように、町のほう

でも頑張ってほしいなと私は思っていますので、

ぜひその辺のところを含めて頑張ってほしい。国

のほうにも言ってほしい。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） ほかに質疑ございますか。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  前段の山下委員と若干タブるところもあるかも

しれませんが、ご質問させていただきたいと思い

ます。 
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  まず、222ページ、223ページの国民健康保険税

の関係でございます。 

  先ほど国保税について平成29年度が８万5,544

円、平成30年度が８万1,940円、これは１人当た

りの調定額ですね。はい、わかりました。という

ことで報告あったんですけれども、まず保険税は

変わらないと。しかし、被保険者の減少によって

5,875万5,000円の減額となったというところです。

これは退職被保険者等国民健康保険税も同じなん

ですけれども、この辺の被保険者の減少すること

のなぜそうなるかというところのまずご説明をお

願いしたいと思います。 

  それから、国保税なんですけれども、やはり国

のほうでは市町村の一般会計からの法定外繰り入

れを認める方向に転換しました。当初赤字を６年

間にわたって解消する。だから、法定外繰り入れ

がどうなるかわからないということは最初のころ

言っていたんですけれども、そういうふうな方向

で現在あるわけで、だとすれば、やはり前々並み

の法定外繰り入れを確保すれば引き上げはしなく

て済んだはずだ。そういうふうに思いますが、そ

の辺についてもう一度しつこいんですが、それに

対してこういう考えでやったと。私はわかります

けれども、あえて質問させていただきます。 

  それから、続いて234ページ、235ページ、趣旨

普及費というのがあるんですが、これまで国保税

に係るパンフレット及びジェネリック医薬品に係

る普及啓発等の印刷費、これは確かに個々に関連

する事業へ統合したことから、ここでは一応廃止

ということなんですが、どことどこに統合されて

いったのか。１つは246、247の保健衛生普及事業

ですか、ここにも行っているんですけれども、そ

の辺の事業へ統合したことから廃止ということな

ので、どこへ行ったのかという説明もお願いした

いと思います。 

  続きまして、240ページ、241ページ、それから

次の242、243ページの３款国民健康保険事業費納

付金なんですが、これも先ほど山下委員、９億

6,246万2,000円ですか。これは医療給付費分と後

期高齢者支援金等分と介護納付金分けているんで

すけれども、これについての資料も載っています

が、このあたりの積算根拠ですよね。それを示し

ていただきたいと思います。 

  それから、244ページ、245ページの５款保健事

業費の特定健康診査等実施事業なんですけれども、

資料では79ページに載っております。特定健診の

実施状況は平成28年度で県平均以下となっていま

す。受診率で宮代町が37.3％に対し、県平均が

38.9％ということなんですが、それで県平均より

も低いのに予算が82万6,000円の減となっていま

す。これはどういうことなのか、その辺もお示し

願いたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） 住民課副課長。 

○住民課副課長（草野公浩君） 副課長の草野でご

ざいます。 

  まず、１点目の222、223ページの被保険者が減

少した理由でございますが、１つは平成28年の10

月にありました被用者保険の拡大の影響が１つあ

りますのと、あと、やはり後期へ移行している方

が大変多くなっておりまして、大幅な減少となっ

ているというようなことでございます。 

  それから、２点目の法定外の関係で29年度に税

率改正をなぜ行ったかということでございますが、

当初２億6,000万ほどの法定外繰り入れがありま

して、その後も何もしなければ法定外がやはり多

くなっていくというような状況がありまして、こ

のままだと町の一般会計のほうもかなり厳しくな

るということで、当時やむを得ず法定外の一部を

ある程度解消させていただくということで、おお
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むね１億円程度にしようということで税率改正を

させていただいたわけでございます。 

  今後につきましても当面の間は法定外を続けて

まいりますが、やはり法定外というのは、いわゆ

る国保以外の保険者の方の税金を投入していると

いうこともありますし、また、町の財政のほうも

やはり厳しいというようなことがありますので、

一部解消に向けて努力をしていきたいというふう

に考えております。その際、税率改正だけではな

くて、公費の獲得、それから医療費の適正化も今

後とも努力をさせていただいていきたいというふ

うに考えております。 

  続きまして、３点目の234、235ページの趣旨普

及事業の関係でございますけれども、１つは232、

233ページのほうの一般管理事業のほうの需用費

ですけれども、こちらに保険証の更新用のパンフ

レットの印刷代を計上してございます。 

  それから、２つ目が234、235ページの国民健康

保険税の賦課徴収事業のほうですけれども、こち

らのやはり需用費のほうに国保税のパンフレット

の印刷代を計上させていただいております。 

  それから、もう一つが246、247ページの保健衛

生普及事業のほうですね。こちらのほうにやはり

需用費のほう、チラシの印刷代ということで計上

させていただいております。 

  続きまして、240ページ、241ページの納付金の

積算根拠でございますが、こちらの計算方法が大

変複雑になっておりまして、まず、宮代町に必要

な保険給付費というのを出しまして、そこから前

期高齢者交付金などの県のほうで引かれる公費を

まず引きます。その引いた額に今度は先ほどあり

ました被保険者数とか、あと宮代町の被保険者の

所得の状況の指数を掛けまして、最後に宮代町の

医療費の水準を掛けて出すのが納付金の計算方法

になっておりますので、先ほど予算計上させてい

ただいた金額については、医療分については今言

った計算方法で積算したのがこの数字になります。

それに後期支援金と介護納付金に納める額を計上

したのが納付金の総額というふうになっておりま

す。 

  続きまして、245、246ページの特定健診の関係

でございますが、予算の減についてですけれども、

こちら特定健康診査実施事業におきまして、委託

料のほうで今年度29年度に第３期の特定健診の実

施計画の策定委託料を計上してございましたが、

それが終了することから、委託料において大幅な

減になっております。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） どうもありがとうございま

す。 

  まず、222ページ、223ページと法定外繰り入れ

ですから228、229ページに関連なんですけれども、

国のほうでは国保税の算定についてはっきりと法

定外繰り入れを認める方向になったわけですから、

私はそういう意味ではやはり被保険者のことを考

えれば、法定外繰り入れ、それは町の財政もあり

ますけれども、やはり国保税を上げられたら、今

まででさえ払いたくても払えない、そういう方が

大変な思いをするというのは、先ほどもちょっと

言いましたけれども、そういったことになります

ので、それでどこの自治体も、それは本来国がき

ちっと昔みたいに国庫補助を入れてくれればそう

いうことはないんですけれども、そうじゃないの

で、それで大変な思いしているからということで、

各自治体、法定外繰入金をしているわけですよ。 

  答弁を聞いていると、ややもすると宮代は１人

当たりの法定外繰入金、確かに高いですよ。高い

けれども、実際じゃ国保税はどうなっているかと

いったら、決して低いんじゃないんですよ。です
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から、そういった意味でもきちっと法定外繰り入

れで国保、これが命を守る本当に支える基本です

から、私はそういう立場に立ってやるべきだとい

うふうに考えているんですけれども、先ほど国保

税で確かに医療費が高くなっている自治体もある

かもしれません。でも、国も県も慢性的な赤字の

国保を広域化することで財政基盤を安定させるの

が狙いと言っているんですよ。だとすればそうい

うところ、宮代は宮代でやっていたけれども、県

全体になって、そういった部分で高くなる分を支

える分になっているかもしれないみたいな、そう

いうふうにも聞こえるんですけれども、今回のこ

の国保制度の変更というのは私は財政基盤を安定

させるのが狙い、本当にそうなのかなというふう

に思うんですけれども、その点もう一度お尋ねし

たいと思います。 

  それから、240ページから次の243ページの国民

健康保険事業費納付金なんですが、これは担当者

でないとなかなか我々１議員としてこういうふう

になっている。県の所得水準だとか、応能割分と

所得割分を案分した後、町の所得の関係も加味し

てきますので、これは複雑な計算だと思いますの

で、先ほども大ざっぱな答弁でありましたけれど

も、そのとおりだと思うんですけれども、その辺

で総額でこういうふうになっていますけれども、

それが医療費給付費ですか。それと後期高齢者と

介護納付金がさらに加わってやるので、これは相

当難しい数字なんですけれども、これはもちろん

ちゃんと出ていると思うんですけれども、どうい

うふうなことになっているのか、後で結構ですの

で示していただければと思います。 

  それから、244ページ、245ページの特定健康診

査等実施事業なんですけれども、これはそうしま

すと私は先ほど特定健診、県平均よりも下がって

いるわけですから、これはむしろ力を入れていく

べきというふうに思います。この減額については

第３期特定健康診査等実施計画の策定業務が終わ

ったということで、それは理解したんですが、健

康診査の受診率を上げる、その策ですよね。それ

を考えていかなければいけないけれども、私は宮

代に六花というのがあるんだから、あそこがすい

ていていいねというんじゃだめなんだと思います。

やっぱりせっかくある資源と言ったら失礼なんで

すけれども、あるんですから、ましてやインフル

エンザの予防注射を打つときは物すごい人がいっ

ぱいで、日常的にこういうふうにならなくてはな

と思うんですけれども、やっぱりそういう意味で

は六花を利用しなければいけないし、我々は利用

しなければいけないと思っているんですけれども、

そういうの等を含めてやっぱり受診率を上げない

といけないと思うんですけれども、その辺の対策

ですよね。これでいいわけないんですよ。県平均

より悪いんですから、やっぱりそういう意味で対

応策、どういうふうにやるのか、最後お聞きした

いと思います。 

  以上。 

○委員長（田島正徳君） 住民課長。 

○住民課長（小暮正代君） それでは、私のほうか

らは１点目につきましてご回答させていただきた

いというふうに思います。 

  まず、今後の赤字解消に向けた取り組みという

ことになろうかと存じますけれども、２月７日に

国・県からようやく赤字解消に向けた考え方、計

画策定の考え方につきまして通知がございました。

議員がおっしゃられるとおり、法定外繰入金が決

して認められてないわけではもちろんございませ

んが、その通知によりますと、原則35年度までの

６年以内に赤字を解消していくという考え方はあ

るところでございます。しかしながら、一方、そ

の６年間で解消することが困難と認められる場合
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には、市町村の実態を踏まえた計画とすることが

認められているところでございますので、町とい

たしましては、計画の提出期間が実は延びたとこ

ろでございまして、本来であれば29年３月といっ

ていたところが、３月までに策定提出が困難な市

町村にあっては30年度に提出することが認められ

たところでございます。 

  そのため、町といたしましては、30年度に入り

まして引き続き検討してまいりたいと考えており

ます。議員ご指摘のとおり、宮代町の被保険者に

つきましては高齢者の方が多く、低所得者の方が

多いというところでは、やはり保険税の負担は大

きいというふうには認識しているところでござい

ますが、こういった被保険者の状況を十分に勘案

し、ある程度の保険税水準が急激な変化とならな

いようにきちんと一定の時間軸を置いて、運営協

議会と十分に慎重に審議してまいりたいというふ

うに考えているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 住民課副課長。 

○住民課副課長（草野公浩君） 副課長の草野でご

ざいます。 

  ２点目の特定健診の受診率を上げる方策につい

て何かあるのかということでございますが、当然

受診率の向上につきまして、私ども重要な課題と

考えております。そのようなことから、昨年から

特定健診については無料化を開始し、また健康マ

イレージのポイントの付与というような形で取り

組みを強化したところでございます。 

  30年度につきましては、さらに健康マイレージ

の町の特典を、特定健診を受けた方に町の特典を

さらに付与するというような取り組みとか、あと

町内の医療機関、特に六花については先ほど六花

のお話がありましたけれども、六花は昨年大変受

診を頑張っていただきまして、町内で一番断トツ

で受診者を受け入れていただきました。今年度も

引き続きお願いしているところでございます。 

  将来的にさっきの第３期の特定健診の実施計画

にも載せさせていただいておりますけれども、や

はり町の南側の地域の方はどうしても春日部の病

院に受診する方がかなりおりまして、そういった

こともわかってますので、今実施計画の中で春日

部市への特定健診の乗り入れができるかどうかと

いうようなことも今後検討していきたいというふ

うに考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 答弁ありがとうございます。 

  丸藤でございます。 

  国民健康保険税の関係、これまでも何回も一般

質問でも取り上げてきましたし、今回予算審議が

全員だということで、改めて予算の中で質問する

わけなんですけれども、私は先ほども言いました

ように、国民健康保険はやはり県と一緒になりま

すけれども、やっぱり命を守る大きな柱なんです

よ、皆保険ですからね。そういった意味では所得

が低く、高齢者が多い。どうしてもそういう軟弱

な基盤となっているところで、やっぱり国が補助

金を、国庫補助を出さない限り、これは町で、自

治体でやるしかない。それしかありませんので、

そういった意味では町も法定外繰り入れ、努力は

しているけれども、金額では上がっても、国保税

としてはその割には低いというわけではありませ

んので、その辺の兼ね合いをやはり十分見て判断

していただきたいと。 

  今回特にその辺で単なる赤字解消、赤字解消と

いうことで一般会計からの繰り入れはややもする

とできないかもしれないみたいな、そういった中

で国保税、前倒しで引き上げられていますので、

やっぱりそういう意味ではきちっと今後も対応し
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ていただきたいと、これは要望になってしまいま

すけれども、要望じゃあれなんで、もう一度しつ

こいようですが、その点加味してお願いしたいと

思います。 

○委員長（田島正徳君） 住民課長。 

○住民課長（小暮正代君） 住民課長の小暮でござ

います。 

  今回先ほど２月７日付で国・県から通知があっ

たというお話をさせていただきました。その際、

県からは今後の宮代町の被保数と納付金の推計が

実はあわせて示されているところでございます。

その推計と町の被保険者における国保税の推計を

合わせますと、今後６年間で赤字はさらに広がっ

ていくという推計になっているところでございま

す。そういったことも含めまして、議員のおっし

ゃられていることももちろん十分理解するところ

でございますので、今後宮代町にとっての保険税

のあり方につきまして国保運営協議会等と慎重に

検討を進めてまいりたいというふうに考えている

ところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） ちょっと教えていただき

たいのは、資料では保険税の調定額が28年度は載

っているんですけれども、29年度を教えてもらい

たいのと、今度県で調べた必要額、これが10万何

がし載っておりますけれども、これは埼玉県で何

位なのか。 

  そこでもう一つ聞きたいのは、これも比率は16

年度を対象にしているんですけれども、17年度を

対象にするべきかな。その数字が出るかどうか教

えてもらいたいんですが、とりあえずそれは教え

てもらいたいと思います。 

○委員長（田島正徳君） 住民課副課長。 

○住民課副課長（草野公浩君） 住民課副課長でご

ざいます。 

  まず１点目のほうを私のほうから答弁させてい

ただきます。 

  29年度の調定額ということでございますが、一

応現年課税分ということで答弁させていただきま

す。２月末現在で７億2,585万55円が調定額とな

っております。 

○委員（小河原 正君） ちょっと１人当たりの。 

○住民課副課長（草野公浩君） １人当たりという

ことで、２月時点の数字は出ていないんですけれ

ども、先ほど29年度当初の数字ですと１人当たり

は８万5,544円となります。 

○委員長（田島正徳君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） 県で出した比率は１人当

たりの必要額が10万150円出ているんですけれど

も、17年度の比率で見ると上がるのか、下がるの

かね。というのは、16年度で見ると、宮代町の必

要額は98.25％になっているんですけれども、17

年度の比率でいくと何％になるのか。そうすると、

増減がどうなるのかなと。上がるのか、下がるの

か出てくると思うんですけれども。あくまでも１

人当たりね。 

○委員長（田島正徳君） 住民課長。 

○住民課長（小暮正代君） 住民課長の小暮でござ

います。 

  まず、先ほど議員がおっしゃられた１人当たり

の保険税必要額10万150円の数字でございますけ

れども、これは県内で29番目になります。町村で

４番目ということになりまして、県平均では10万

3,369円でございますので、県平均は下回ってい

るという状況になります。この保険税必要額でご

ざいますけれども、国民健康保険、各市町村の保

険事業全てを賄う、100％の収納率で賄うにはこ

の保険税が必要になりますよという必要額になり

ますので、単純には保険事業の内容であるとか、
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公費の内容によって各市町村違いますので、単純

には比較できないところではございますが、一応

この10万150円というのはそういう順位になって

いるところでございます。 

  ちなみにこれが通常町で収納率が93％、94％で

ございますから、その収納率でいきますと、実際

は10万6,000円以上なければ健康保険事業が法定

外繰り入れしなければならないという額になって

くるものでございます。 

  以上でございます。 

○委員（小河原 正君） はい、わかりました。 

○委員長（田島正徳君） ほかに質疑ございますか。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（田島正徳君） ないようですので、以上

で質疑を終了いたします。 

  これより討論に入ります。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎動議の提出 

○委員（角野由紀子君） 委員長。 

○委員長（田島正徳君） 角野委員。 

○委員（角野由紀子君） 委員長、討論・採決です

か。 

○委員長（田島正徳君） はい。 

○委員（角野由紀子君） 一般会計予算が否決され

ています。その前提となる法定外繰り入れがある

ことから、採決できないと思います。 

○委員長（田島正徳君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ５時３９分 

 

再開 午後 ５時５９分 

 

○委員長（田島正徳君） 再開いたします。 

  一般会計予算のほうで委員会において否決をさ

れましたので、その関係でこの平成30年度宮代町

国民健康保険特別会計予算についての討論、採決

ができませんので、延会といたします。 

  なお、次は３月12日、10時、ちょっとまだ内容

はわからないんですけれども、10時に集まってい

ただくようにしていただきたいと思います。 

  以上です。 

 

延会 午後 ６時００分 



 
 
 
 
 
 
 
 

予 算 特 別 委 員 会 

 
 

第 ６ 日 
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開会 午前１０時０１分 

 

◎開会の宣告 

○委員長（田島正徳君） おはようございます。 

  再開いたします。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎発言の訂正 

○委員長（田島正徳君） 平成30年度宮代町国民健

康保険特別会計予算についての議題なのですけれ

ども、その前に、教育推進課学校管理幹より３月

９日の答弁における発言について訂正したい旨の

申し出がありましたので、これを認めます。 

  教育推進課学校管理幹。 

○教育推進課学校管理幹兼副課長（山口隆夫君） 

学校管理幹兼副課長の山口でございます。 

おはようございます。先日は大変お世話になり、

ありがとうございます。 

  先日、私が答弁させていただきましたインフル

エンザの出席停止について誤りがございましたの

で、ここで訂正をさせていただきます。 

  お手元の資料ですが、昨年度県教委から出され

た資料でございます。出席停止についてでござい

ますが、中ほどの発症日はというところをごらん

ください。このように示されております。「発症

日は、病院を受診した日ではなく、インフルエン

ザ様症状38度以上の発熱等が始まった日です」と

示されております。つまり、病院に行って診断を

された日ではなく、出席停止については、インフ

ルエンザの症状、これが発症した日にさかのぼっ

て出席停止の対応をするということになっており

ます。この内容については、全県統一でございま

す。 

  こちらの資料は、埼玉県からの資料でございま

すので、今、私が申し上げたような対応を各方で

実施をしております。 

  これにつきましては、引き続き学校にも周知徹

底をしてまいる所存でございますので、よろしく

お願いいたします。 

  以上でございます。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第２６号の審査（住民課） 

○委員長（田島正徳君） それでは、議案第26号 

平成30年度宮代町国民健康保険特別会計予算につ

いての件を議題といたします。 

  これより討論に入ります。 

  本件に対する反対討論の発言を許します。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 山下です。 

  詳しいことは本会議のほうで言いますけれども、

高過ぎる国保税ということで、私たちは反対とい

たしたいと思います。 

○委員長（田島正徳君） 次に、賛成討論の発言を

許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（田島正徳君） 反対討論の発言を許しま

す。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（田島正徳君） 討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了いたします。 

  これより採決いたします。 

  本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○委員長（田島正徳君） 起立多数であります。 

  よって、議案第26号 平成30年度宮代町国民健

康保険特別会計予算についての件は原案のとおり
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可決されました。 

  なお、本会議において委員長報告をさせていた

だきますが、私にご一任願いたいと思います。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第２８号の審査（住民課） 

○委員長（田島正徳君） 引き続き議案第28号 平

成30年度宮代町後期高齢者医療特別会計予算につ

いての件を議題といたします。 

  課長のほうから出席者の紹介をお願いいたしま

す。 

○住民課長（小暮正代君） おはようございます。 

  住民課長の小暮でございます。どうぞよろしく

お願い申し上げます。 

  それでは、出席しております職員の自己紹介を

いたさせますので、よろしくお願い申し上げます。 

○住民課副課長（草野公浩君） おはようございま

す。 

  同じく住民課副課長の草野と申します。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

○後期高齢者医療担当主査（関根盛純君） おはよ

うございます。 

  同じく住民課で後期高齢者医療担当を担当して

おります関根と申します。どうぞよろしくお願い

いたします。 

○委員長（田島正徳君） 答弁に当たっては、職、

氏名を述べていただくようよろしくお願いいたし

ます。 

  質疑はございますか。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） おはようございます。 

  何点か、ちょっと質問させていただきます。 

  全体的なことなんですけれども、18年度より低

所得者、所得割が２割軽減が廃止となるんですけ

れども、この影響する人数と影響額というか、そ

れをまず述べてもらいたいと思います。 

  それと、２つ目として、もと被扶養者の均等割

り７割軽減から５割軽減になると思います。これ

の影響する人数と負担増、どのぐらいになるのか、

お願いしておきたいと思います。 

  それから、高額療養費、上限額が引き上げられ

ることで、窓口負担が１割負担の人、３割負担の

人の影響額、上限額が引き上げられるということ

で。それの29年度が何人で、30年度はどのぐらい

になるのか、わかったら教えていただきたいと思

います。 

  それと、臨時特例交付金の廃止とか縮小によっ

て、宮代町が受ける影響額、それを教えていただ

きたいと思います。 

  私たち日本共産党の場合は、この後期高齢者、

前期高齢者という二手に分けることについては、

もともと反対をしております。前期も後期もない

ということで、もともと老人に切りかえた時期に

戻せということで言ってあります。その中で、こ

の今回の４つの廃止とか、そういうのが含まれて

おりますので、その辺のところをちょっと教えて

いただきたいと思います。ご説明をお願いします。 

○委員長（田島正徳君） 住民課副課長。 

○住民課副課長（草野公浩君） 副課長の草野でご

ざいます。 

  まず、１問目の低所得者の所得割の２割軽減廃

止によります影響でございますけれども、まず30

年度の廃止となる被保険者の人数ですけれども、

449人でございます。影響額については約233万円

となる模様でございます。 

  続きまして、２つ目のもと被扶養者の均等割の

軽減の縮小に伴う影響でございますけれども、人

数のほうは178人でございます。影響額につきま

しては、約148万円となる見込みでございます。 
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  続きまして、３点目の高額療養費の上限の引き

上げによります30年度の影響でございますが、ま

ず高額療養費についてですけれども、自己負担限

度額を超えた部分に係る保険者負担分でございま

して、この高額療養費の計算につきましては、被

保険者の国保の診療状況によりまして、毎月変動

するものでございますので、なかなか一律に影響

額を算出することが大変困難であることをぜひご

理解いただきたいと思います。 

  そこで、一例だけを申し上げますけれども、変

わる前の平成29年の７月診療分と、変わりました

平成29年８月分の診療分で、同じ病院に同じ診療

内容でかかったという前提で一例を申し上げます

けれども、７月のときに241名の方が高額療養費

の該当になっていた方が、８月の変更後になりま

して、非該当の方が96名となります。一例として

申し上げさせていただきます。 

  次に、４点目の臨時特例交付金の廃止に伴う、

縮小による影響額でございますが、臨時特例交付

金につきましては、保険料の軽減特例措置に対し

て、軽減分を補塡するための国からの交付金とさ

れております。 

  30年度から縮小、廃止となるということで、縮

小する部分が低所得者の所得割の２割軽減分と、

もと被扶養者の均等割が７割軽減から５割軽減に

なる部分となりまして、広域連合の全体といたし

ましては、７億円の減少というふうに見込まれて

おります。そのうち、宮代町分といたしましては、

約380万円の減少となる見込みでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） これだけ宮代町の人たちに

影響、また宮代町も影響するということで、後期

高齢者にとっては大変な負担増になってくるとい

うふうに、確かに今回、県のほうでは、後期高齢

者医療、均等割と率が低くなって、３円引き下げ

るということにはなっております。しかし、先ほ

ど言った該当する人は、値上げというふうになっ

てしまいます。 

  宮代町では、国民健康保険から後期高齢者に移

行する人、大変年金額も減っているし、なおかつ

収入も低い人たちが、今度後期高齢者に入ってい

くということになると、大変今まで苦労した人た

ちが高額の療養費を払わなくてはいけない、こう

いう状態に陥るんじゃないかなと私は思っており

ます。お金がなくて、高額の療養費を納めていく、

これ、ちょっと制度上、まずい制度だなと私は思

っているんですよ。宮代町としては、国とか県が

こういうふうにやっているんだから仕方がないと

いうふうに、これは全体的には制度上の問題です

から、宮代町ではどうしようもないような感じが

しますけれども、これ国に対して引き下げるよう

に求める方向というは出ていますか、議論として

は。 

○委員長（田島正徳君） 住民課副課長。 

○住民課副課長（草野公浩君） 委員おっしゃいま

すように、低所得者の方が実際多くなってきてい

るのも事実でございまして、当町といたしまして

は、以前から広域連合を通しまして、厚労省のほ

うに低所得者への軽減を継続するように、昨年の

11月も要望いたしております。今後とも引き続き

広域連合を通しまして、要望していきたいという

ふうに考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） ぜひその辺のところは強め

ていってほしいと思っております。でないと、こ

れから高齢者、大変な騒ぎになってくるんじゃな

いかなという感じがしますので。町のほうでもこ

れは一般会計から繰り入れるというわけにもいか
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ないと思いますので、ぜひその辺のところは制度

上の問題です、これは。制度を変えない限りは解

決はできないと思っておりますので、ぜひ強めて

いってほしい。 

  以上を述べておきたいと思います。 

○委員長（田島正徳君） ほかに質疑ございますか。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） ２点だけお願いします。 

  １点目は266、267ページの保険料の関係なんで

すけれども、84ページの資料にもあるように、今、

山下委員からも言われたように、均等割が４万

1,700円で前年度より370円減となっております。

それから、所得割率もマイナス0.48％と、１人当

たりの保険料が７万4,018円で３円、わずか３円

引き下げたということなんですけれども、こうい

うふうになった理由、担当のほうも知っていると

思いますので、その辺お答え願いたいと思います。 

  それからもう１点、先ほど軽減対策、広域連合

独自の軽減対策を広域連合として講じていないの

で、町としても、軽減対策を講じるよう引き続き

言っていきたいということなんですけれども、広

域連合として何で軽減対策はとれないのか、その

辺の理由についてお願いしたいと思います。 

  その２点。 

○委員長（田島正徳君） 住民課課長。 

○住民課長（小暮正代君） 住民課、小暮でござい

ます。 

  まず、１点目の30、31年度の保険料の改定でご

ざいます。その理由、背景をどう把握しているか

ということでございますけれども、ご承知のとお

り、後期高齢者医療制度の保険料につきましては、

２年に１度見直しをすることになっているもので

ございます。 

  広域連合といたしましては、懇話会を開催しな

がら、医療給付費の動向とともに、支払基金、い

わゆる剰余金の活用等を踏まえ、検討され、協議

を経た後、最終的には広域連合の議会で承認をさ

れていくものでございます。 

  今回の改正につきましては、高齢者の生活への

影響と制度の安定運営に配慮した改正となってい

るものと、私どもは理解しているところでござい

ます。 

  あと２点目でございます。 

  広域連合のほうで、軽減対策がなぜ講じられな

いのかというところでございます。 

  一応私どものほうでも理解している点につきま

しては、議員ご承知のとおり、保険料につきまし

ては、全て被保険者に等しくご負担いただくのが

原則となっているところでございます。 

  その中で、所得水準の低い方につきましては、

特例といたしまして、現行でも均等割につきまし

て９割軽減、8.5割軽減が講じられているところ

でございます。 

  所得の低い方につきましては、１カ月当たり

500円以内程度となっているということもありま

して、まだかなり低額に抑えられている状況でご

ざいます。そのため、広域連合といたしましては、

この減免制度を維持していきたいというような考

え方を持っているというふうに私どものほうでは

聞いておりますし、そう理解しているところでご

ざいます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） これは、町の担当者がこう

いうふうにやったわけではないですから、その辺

は理解しての質問なんですけれども、さっき質問

した１点目の関係なんですけれども、保険料、わ

ずか３円しか引き下げないと。やはり医療費の増

加が高齢者の暮らしを圧迫するというのは間違い

ないので、これは剰余金、先ほども出ましたけれ
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ども、これはもっと取り崩してもいいのかなとい

うふうに思うんですけれども、その点では、県の

ほうの剰余金というのは一体どれぐらいだったの

か。 

  ２点目はわかりました。その１点だけ。 

○委員長（田島正徳君） 住民課副課長。 

○住民課副課長（草野公浩君） 広域連合の剰余金

がどの程度あったかということで、あくまでも見

込みでございますけれども、保険給付費の支払い

基金につきましては、29年度末見込みで約163億

円あったというふうに聞いております。 

  それから、財政安定化基金のほうですけれども、

やはり29年度末見込みで約99億円あったというふ

うに聞いております。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 確認なんですけれども、そ

うしますと、合わせて262億円ですよね。その中

の剰余金、わずか107億円を取り崩したというこ

とだったと思うんですけれども、それでよろしい

ですか。 

○委員長（田島正徳君） 住民課副課長。 

○住民課副課長（草野公浩君） 副課長の草野でご

ざいます。 

  実際に取り崩すのは、財政安定化基金の約99億

円につきましては、こちらは目的がある基金でご

ざいまして、思ったように保険料が上がらなかっ

た場合とか医療費が急激に伸びた場合の基金でご

ざいますので、この安定化基金については取り崩

すことはないかと思います。 

  ですから、保険給付費の支払基金のほうの約

163億円を今回取り崩したということになるかと

思います。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） ほかに質疑ございますか。 

  小河原委員。 

○委員（小河原 正君） １点だけちょっと、前も

説明を聞いたのかもしれませんけれども、剰余金

というのは今163億円、もう一回確認、残高幾ら

になるのか、もう一回お願いしたいと思います。 

○委員長（田島正徳君） 住民課副課長。 

○住民課副課長（草野公浩君） 保険給付費の支払

基金の剰余金につきましては、29年度末見込みで

約163億円となる見込みでございます。 

  今回、取り崩しますのが、そのうちの107億円

を取り崩すと残りが約56億円になると思います。 

○委員長（田島正徳君） ほかに質疑ございますか。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（田島正徳君） ないようですので、以上

で質疑終了いたします。 

  これより討論に入ります。 

  本件に対する反対討論の発言を許します。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 山下です。 

  詳しいことは本会議の場で言いますけれども、

１人頭の保険料、そのことについては、利用率を

下げたということについては、たった３円ですけ

れども、下げたということについては賛成はしま

すけれども、そのほかの臨時交付金だとか縮小だ

とか、いろいろと述べられております。私たちは

それについては細かいことはまた別途で話します

ので、反対といたします。 

○委員長（田島正徳君） 次に、賛成討論の発言を

許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（田島正徳君） 次に、反対討論の発言を

許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（田島正徳君） 討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了いたします。 
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  これより採決いたします。 

  本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○委員長（田島正徳君） 起立多数であります。 

  よって、議案第28号 平成30年度宮代町後期高

齢者医療特別会計予算についての件は原案のとお

り可決されました。 

  なお、本会議において委員長報告をさせていた

だきますが、私にご一任願いたいと思います。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時２６分 

 

再開 午前１０時２７分 

 

○委員長（田島正徳君） 再開いたします。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第２７号の審査（健康介護 

 課） 

○委員長（田島正徳君） それでは、議案第27号 

平成30年度宮代町介護保険特別会計予算について

の件を議題といたします。 

  これより質疑に入ります。 

  留意事項を申し上げます。 

  必ず挙手をして、委員長の許可を受けてから発

言いただくようお願いいたします。 

  まず、担当課長から出席者の紹介をお願いいた

します。 

○健康介護課長（小島 修君） おはようございま

す。 

  健康介護課長の小島でございます。よろしくお

願いいたします。 

  職員につきましては、順次自己紹介という形を

とらせていただきます。よろしくお願いします。 

○健康介護課副課長（岡村行雄君） おはようござ

います。 

  健康介護課で高齢者支援と介護保険を担当して

います副課長の岡村でございます。どうぞよろし

くお願いいたします。 

○健康介護課主幹（横内宏巳君） おはようござい

ます。 

  健康介護課主幹の横内と申します。介護保険の

ほう担当しております。よろしくお願いいたしま

す。 

○健康介護課主幹（齋藤俊美君） おはようござい

ます。 

  健康介護課高齢者支援担当主幹の齋藤と申しま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

○高齢者支援担当主査（齋藤千洋君） おはようご

ざいます。 

  健康介護課高齢者支援担当主査の齋藤でござい

ます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（田島正徳君） 答弁に当たっては、職、

氏名を述べていただくようよろしくお願いいたし

ます。 

  質疑はございますか。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 山下です。 

  全体的なことで聞きたいんですけれども、宮代

町の影響、それちょっとお聞きしたいと思うんで

す。 

  要支援の訪問介護と通所介護、保険給付から除

外された自治体の総合事業に移されたと思います。

特別養護老人ホーム対象者は要介護１から原則的

に要介護３に縮小され、入所はどのくらいになっ

たのか、その影響をお願いしたいなと思います。 

  それと、補足給付の縮小や利用料の２割負担に
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なったと思います。その辺のところをどのくらい

宮代町では２割負担によって影響を受けた人がい

たのか。 

  あと、新たな介護保険法によって利用料の３割

負担の導入がされたと思います。そのためには地

域包括システムになっているんですけれども、３

割負担の導入というのは全国では12万人が対象と

なったそうなんです。宮代町はそういうことで、

特養ホームを退所された人がいるかいないか、お

金が理由で、払い切れないということで。これは、

本人に聞かないとわからないというふうに、入れ

かえがありますから。どういう理由でみんな入れ

かえが起きているのか、わかったらその辺のとこ

ろをお願いいたします。 

  あと、認定のことなんですけれども、認定をす

るのに、国では財政的支援をするということで、

インセンティブを厚くするということで言ってい

ますけれども、これによって宮代町の影響はある

のかどうか、その辺のところもお願いします。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（岡村行雄君） 健康介護課副

課長の岡村でございます。 

  山下委員さんからの質問にお答え申し上げます。 

  まず、総合事業の関係でございますけれども、

当町におきましては、平成29年４月から新しい介

護予防日常生活支援総合事業の事業を開始したと

ころでございます。 

  こちらの事業の内容といたしましては、これま

での従来の訪問型介護予防訪問サービスと介護予

防通所サービス、ヘルプとデイについて要支援者

の方については引き続きその事業を継続してサー

ビスが受けられると。また、基本チェックリスト

に基づいて、対象となったいわゆる事業対象者に

つきましてもその事業のサービスの提供が受けら

れるというものでございます。 

  それに加えて、新たな基準を緩和した形の訪問

型サービスＡと通所型サービスのＡ、こちらにつ

きましては、人員や設備の基準を緩和した形でサ

ービス提供を開始したところでございます。こち

らのサービスの利用状況につきましては、平成29

年で、平成30年１月の利用実績で申し上げますと、

事業対象者もしくは要支援の認定を受けている方

が319人でございまして、うち訪問型と通所型の

サービスの利用者が191人という内訳になってお

ります。こちらの内訳につきましては、事業対象

者が12名、要支援１の方が54名、要支援２の方が

125名という利用状況になっております。 

  続きまして、特別養護老人ホームへの入所につ

きまして、こちらは平成27年の４月から入所の要

件につきまして、それまで要介護１以上の方が入

所できるというものが、要介護３以上というふう

に規定が変更になったところでございます。こち

らにつきましては、それによって退所をされたと

いう方はいらっしゃいません。その段階で入所さ

れていた方については、引き続き入所が継続でき

るということになってございます。また、特例入

所ということで、４項目ございまして、そちらの

要件に該当すれば、要介護１、もしくは要介護２

でも引き続き新たに入所ができるということにな

っております。 

  続きまして、費用負担の関係でございますけれ

ども、こちらも平成27年から一定以上の所得があ

る方につきましては、介護サービス利用料のそれ

まで一律１割の負担であったものが２割の負担と

いうことに変更になりましたけれども、こちらの

理由によって施設等を退所されたというお話はい

ただいておりません。 

  また、３割負担が導入ということで委員さんお

っしゃられておりましたけれども、３割負担につ
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きましては、平成30年の８月からということでご

ざいますので、これから３割負担が導入されると

いうことで、そちらのほうの影響については、今

のところ特に試算等もしてございませんけれども、

その３割負担が該当になる方の予測値でございま

すけれども、国のほうの資料によりますところに

よれば、全体の約３％ぐらいの人が３割負担に該

当するのではないかというふうに見込まれており

ます。 

  続きまして、認定の関係でございますけれども、

国のほうで一定のインセンティブを与えるという

お話を今いただいておりますけれども、こちらに

つきましては、今回の介護保険法の改正によりま

して、介護予防と自立支援ということで、サービ

スを提供することによって、介護予防に高齢者の

方に努めていただいて、介護度が低下をすれば、

国のほうからの一定のインセンティブが与えられ

るということになっておりますけれども、具体的

にどのような形でインセンティブを受けられるの

かということは、今のところ明らかな通知があっ

たところではございませんので、どのような内容

かということは現在の段階ではまだ見えない状況

でございます。これにつきましては、今後の介護

認定度合いが全体的に下がってくれば、そこの自

治体保険者について、一定のインセンティブを与

えるということを国のほうで言われております。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） ありがとうございます。 

  最初のところの確かに要介護１から３のほうに

入所決定したと思いますけれども、それによって、

特例法があるからということなんですけれども、

実際には要介護１、２という人は宮代町では何人

ぐらいいるんでしょうか。もう一度お聞きしたい

と思います。 

  実際には、29年ですか、以前は入れた対象者が

入れないという人は何人ぐらいいるのか。また、

これから30年度の８月でしたか、３割負担になる

ということなんですけれども、その人たちは３％

だからということなんですけれども、実際には１

割、２割になった場合には、その人たちというの

は最初は100％ですよね、１割から２割負担にな

ったということに対しては、利用する人は。２割

から３割は今度は３％だからということなんです

けれども、これ、将来的にも３％の範囲の中でお

さまるのかどうか、全体がこれにおさまっていく

可能性があるのかないのか、もう時期ですから、

その辺のところはどういうふうな見込みを持って

いるのか。 

  やはり利用者が負担増になってきているという

ことは、確かだと思います。そういう点は利用す

る人が使いづらい介護保険になってきたのかなと

いう感じはしますので、ぜひその辺のところはど

ういうふうになっているのか、実態を教えていた

だきたい。 

  それと、これまだ国の段階でどうなっているか

ということでやっていないということで、国の財

政支援が介護費用を抑制した自治体に財政的支援

をするんだということで、インセンティブ厚くす

るということで言っております。それを宮代町を

実行するのかどうか、来たら。そうすると、やっ

ぱり必要な介護を受ける人が利用者を抑制する方

向に進んでしまうんじゃないかなと私は思って、

危惧しているんですよ。その辺のところは宮代町

はどういうふうに今後進めていくのか、国の言わ

れたとおりに抑制を進めていくのか、その辺のと

ころもどういうふうに考えているのか、ちょっと

お願いします。お答えをお願いします。 

○委員長（田島正徳君） 健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（岡村行雄君） 健康介護課副
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課長の岡村でございます。 

  まず、特別養護老人ホームの入所の関係でござ

いますけれども、平成27年から要介護１以上の方

が入所できるものが要介護３以上になったという

ことで、こちらの影響でございますけれども、こ

ちらにつきましては、平成29年の12月の利用状況

で申し上げますと、要介護１の方が２名それまで

も入所されておりまして、引き続き入所されてい

るという状況でございます。また、要介護２の方

が９人利用をされております。特例入所で入所を

された方がうち６名でございます。９名のうち６

名でございます。こちらの方が引き続き要介護１

及び２で特別養護老人ホームに入所をされている

ということでございます。 

  また、負担割合の関係でございますけれども、

平成27年からそれまで１割負担であったものが、

一定以上の所得がある方については２割負担にな

ったということでございます。それがまた平成30

年８月からは３割負担も導入されるということで

ございまして、平成27年に１割負担から２割負担

になった人が、全体で1,580人の介護認定を受け

ている方がいらっしゃるんですけれども、そのう

ちの２割負担になった人は174人でございまして、

２割負担の比率が約11％でございます。平成28年

度の段階で1,429人のうち、２割負担になった人

が160人ということで、こちらも約11％の方が２

割負担になったということでございます。 

  先ほど申し上げたように、今度は平成30年から

３割負担が導入された場合には、国の試算では約

３％の人が３割負担に該当をされるんではないか

というふうに見込まれております。 

  続きまして、介護認定度が全体的に下がれば、

国のほうで一定のインセンティブを与えるという

お話がございますけれども、それについて、宮代

町はそれを実行するのかどうかというお話なんで

すけれども、特に介護認定審査を狭めてというか

強化をして、高い介護認定を与えないようにする

というものではなくて、これまでと同様の介護認

定審査をいたしまして、全体的な介護度が下がっ

てくれば、そこは介護予防に積極的に取り組んで

いる保険者ということで一定のインセンティブを

与えるというものでございますので、特に町とし

て実行するかどうかということについては、介護

予防活動を強化していくということでございまし

て、引き続き介護予防には努めていきたいという

ふうに考えているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 最初の質問なんですけれど

も、現在の入所者数のことを言っているんじゃな

いんです。介護１と２の人が現在何人いるのかと

いうことなんです、はっきり言えば。もともとそ

の１、２の人は介護認定で入所できたはずの人た

ちです。何人いるのかということなんです。 

  それと、最後に言われた国の財政的支援、イン

センティブですけれども、厚くするということを

言っています。これは、介護利用料を下げれば、

おのずからそういうことはありませんよと、今、

説明されたんですけれども、宮代町は、じゃ、介

護医療上がっているんですか、下がっているんで

すか、全体的に。いつも説明では上がっている、

利用者が多い、利用量が多いということでお話さ

れます。そうすると、この認定から崩れる。その

財政的国の支援がなくなる。そうすると、やはり

これは利用者を厳格にしていくということにつな

がるんではないでしょうか。宮代町はその辺のと

ころどういうふうに考えているのか。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） 健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（岡村行雄君） 健康介護課副
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課長の岡村でございます。 

  まず、要介護１及び２の認定者数でございます

けれども、こちらにつきましては、これは平成29

年３月現在の介護認定者数でございますけれども、

要介護１が357人、要介護２が276人となっており

ます。こちらの方についてそのような形になって

おりますけれども、実際に施設を利用されている

方については、提出させていただいた資料の51ペ

ージにございますけれども、これは特に特別養護

老人ホームだけではございませんけれども、施設

と在宅の利用者数とその割合を示した表をこちら

に掲載させていただいております。こちらのほう

もあわせてごらんいただければというふうに思い

ます。 

  また、介護認定度合いが下がった場合のインセ

ンティブの関係でございますけれども、こちらに

つきましては、繰り返しになりますけれども、こ

れまでと同様の介護認定審査を行った上で、全体

的な介護度が下がってきた場合には、国のほうが

一定のインセンティブを与えるということでござ

いまして、先ほども申し上げたとおり、特に介護

審査認定で意図的に介護度を下げるというような

ことをすることは一切ございませんので、ご理解

をいただきたいというふうに思います。 

○委員長（田島正徳君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） もとに戻りますけれども、

要介護１、２が630人ぐらい、それだけいるとい

うことは、確かに要介護３以上の人は100％まで

はいかないですけれども、やれますけれども、１、

２でも生活に大変困っている方がいらっしゃると

思います。初期の認知症だとか、本当に家族が働

きたくても働けない方もいます。そういう人たち

を結果的に締め出したことになるんではないでし

ょうか。 

  私、こういう介護を必要とする人たちを必要な

施設でやるということが町、国の責任じゃないか

なという感じがしますので、その辺のところを実

態を踏まえて、国の法律がこうだからということ

で、必要な人たちを締め出してしまうということ

は何のための介護保険かなという感じはしないで

もありません。やはりこういう困っている人たち

を最低限の面倒を見ていくのが行政の責任じゃな

いかなと私は思っておりますので、その辺のとこ

ろを十分に考えて、進めていかなくてはいけない

んじゃないかなと思っております。 

  最後に、先ほども言いました国の財政的支援が

こういう介護給付費が多いところには、町には来

ません。そのとき、どうするのかということなん

ですよ。 

  医療費の高い人は締め出しするわけですか、そ

れとも意図的にさせないほうに動くんでしょうか。

私はそちらが心配なんですよ。もし、そのまま推

移していったら、財政的支援を町は出さなくては

いけません、国が出さない分。その辺のことが体

制ができているのかどうか、もう一度説明をお願

いします。 

○委員長（田島正徳君） 健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（岡村行雄君） 健康介護課副

課長の岡村でございます。 

  介護認定度合いが下がってきた場合のインセン

ティブの関係でございますけれども、繰り返しに

なりますけれども、宮代町の全体的な認定率が下

がってくれば、国のほうから町に一定のインセン

ティブが与えられるというものでございまして、

特に故意に認定を下げるとか、そういうような認

定をするわけではなくて、全体的な認定率が下が

ってくれば、介護予防に保険者は努めている、介

護予防事業等が充実しているということで、国の

ほうからのインセンティブが受けられるというも

のでございまして、特に利用者への負担が増加す
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るとか、町のほうからの給付費が増加するという

ようなものではございません。そこをご理解いた

だければというふうに思います。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 国のほうでは、地域共生社

会の実現ということで、いろいろなことを言って

います。その中の一つとして、自立支援、重度化

防止取り組みによって介護費用を抑制したという

ことで言っているんですよ、自治体にお金を回す

ということで。それが抑制がされなかった場合は、

お金が回ってこないということなんですよ。その

辺のところを今後やっていくということなんです

から、今年の予算の中にはこれは入ってくると思

いますよ、必ず。ということは抑制をするという

ことになってしまう方向に進んでしまう可能性が

あります。私はそれをやめろというわけじゃない

んですよ、これは国のあれですから。ただ、それ

は自治体の役目として、町民の命と健康を守る上

でも、国がそういうふうに言っても、やっぱり町

は守っていくんだということで、やれるのかどう

かということ聞いているんですよ、はっきり言え

ば。 

  これ以上言っても答えは同じだと思いますので、

これでやめたいと思いますので。 

  手を挙げているみたいです。 

○委員長（田島正徳君） 健康介護課長。 

○健康介護課長（小島 修君） 健康介護課長の小

島でございます。 

  最後のご質問で、総体的な答えをさせていただ

ければと思います。 

  要介護認定の度合いを故意に下げるわけではな

いというのは、先ほど副課長からご答弁申し上げ

たところなんですが、厚労省の実態調査の中で、

住みなれた地域で自分らしい暮らしを最後までそ

こで暮らしていきたいというふうにお答えしてい

る方が、全体の６割を超えるような状況となって

おります。町としましては、そういった多くの

方々が住みなれた地域で暮らしていくことを実現

する必要があるというふうに考えております。 

  そういった視点から、町の事業としましては、

認知症の高齢者の見守りに関する事業であったり、

家族介護の負担軽減ということで、紙おむつだと

かの支給、こういった事業にも取り組んでおりま

す。さらに福祉用具のほか住宅改修、こういった

ところにも取り組んでおりまして、高齢者のそう

いった要望に応えることができるような事業に積

極的に取り組んでまいりたいと。さらに、認定を

受けて、必要なサービスについては十分保険給付

で提供していくというふうに考えておりますけれ

ども、そうならない期間をより長く、健康でいら

れる期間をより長くしていく必要があるというこ

とで、介護予防の事業にも積極的に取り組んでい

く。 

  結果的に元気な高齢者が増えることによって、

保険給付が削減、増えることを抑制して、その結

果、保険料にはね返るというそういった部分が少

なくなっていくという、ようなことで、まずは健

康な高齢者を増やしていくというのが、優先され

るのではないかというふうに考えております。 

  そういった視点から、要介護認定を決して国の

インセンティブが欲しいがために故意に下げてい

くというようなことはなく、適正にそこは要介護

認審査会のほうで認定を出してもらうというよう

なことでやってまいりたいというふうに考えてお

りますので、ご理解をいただければと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） ほかに質疑ございますか。 

  野原委員。 

○委員（野原洋子君） 野原でございます。 
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  何点か質問させていただきます。 

  297ページの一般介護予防事業費の中の３目地

域介護予防活動支援事業の委託料のところで、介

護予防健康づくり活動支援事業の委託料とありま

すけれども、こちらはどちらに委託されたものな

のか。 

こちらとあと、介護予防活動の地域展開を目指

し、誰もが参加できる体操やサロン開催による外

出機会の提供ということで、こちらサロン等で体

操教室かと思うんですけれども、こちらの体操教

室が町内幾つあるのか、そしてこちら参加される

のに、お一人お一人負担額等あるのか、こちらを

お聞きしたいです。 

  あともう１点、その下の介護予防リーダー養成

講座と介護予防サポーター養成講座委託料とあり

ますけれども、多分このサポーターとなるのがこ

のプラザサポーターの養成というところだと思う

んですけれども、こちらのまず介護予防リーダー

が何人いるかと、このプラザサポーターというの

がどういった役割をするのかをお聞かせください。 

○委員長（田島正徳君） 健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（岡村行雄君） 健康介護課副

課長の岡村でございます。 

  野原委員さんの質問にお答えを申し上げます。 

  まず、予算書の297ページ、地域介護予防活動

支援事業でございますけれども、こちらにつきま

しては、それぞれの介護予防活動、町内で住民主

体で展開されている介護予防の活動について町の

ほうから支援をしていくというものでございます

けれども、こちらにつきましては、現在、提出さ

せていただきました資料の85ページに、まず地域

交流サロンの活動団体の一覧を掲載させていただ

いております。地域交流サロンは現在23カ所で、

週に１回から月に１回程度それぞれの集会所等を

利用して活動をされております。 

  また、地域交流サロンと兼ねて体操に特化した

自主グループの活動が行われているところ、また

地域交流サロンとは別に、体操をメーンに活動さ

れているところもございます。そちらが現在、町

内に14カ所、それぞれ住民主体の体操を中心に活

動をされている団体がございます。こちらにつき

ましては、私たちの予算書の９ページと11ページ

に掲載をさせていただいております。まず、９ペ

ージは地域交流サロンということで、今、23の団

体が月に１回から週１回ぐらいの頻度で集会所等

でまず地域の方々との交流から健康体操等の取り

組みなどを行っております。 

  ちょっと質問が飛んでしまいますけれども、そ

ちらの負担金、参加費用というお話もございまし

たけれども、これはそれぞれのサロン等でも違い

まして、無料で行っているところもあれば、食事

代として数百円の参加費用を徴収しているところ

もあるというふうにお話は伺っております。 

  また、私たちの予算書の11ページの介護予防健

康づくり活動支援事業ということで、地域の自主

的なグループ活動として、介護予防や健康体操に

取り組んでいただいているグループへの健康運動

指導士等の専門職を派遣して、出前講座という形

でそこの体操の指導等をしていただいております。

こちらが介護予防活動支援事業の介護予防健康づ

くり活動支援事業の委託料の一部でございますけ

れども、こちらにつきましては、東海体育という

会社があるんですけれども、東海体育というとこ

ろと、東京体育というところにお願いをいたしま

して、健康運動指導士等の専門職の派遣をしてい

ただいて、出前講座もしくは介護予防の講座等を

実施していただいているところでございます。 

  また、この介護予防リーダーと介護予防サポー

ターでございますけれども、介護予防リーダーに

つきましては、現在、私たちの予算書では、介護
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予防リーダーを120名確保するというのが32年度

までの目標でございますけれども、毎年20人前後

の介護予防リーダーの育成をしてきております。

また、育成をした介護予防リーダーにつきまして

は、なるべく最新の知識、技術が保てるように介

護予防リーダーのステップアップ勉強会というの

も年に２回開催をいたしまして、これまでに育成

をいたしました介護予防リーダーの方に参加をし

ていただいて、講習を受講していただいていると

ころでございます。介護予防リーダーにつきまし

ては、その地域での自主的な介護予防活動の中心

的なメンバーとして、そういう役割を果たしてい

ただいているところでございます。 

  また、介護予防サポーターにつきましては、プ

ラザサポーターということで、こちらにつきまし

ては、やはり自主的な活動の団体を支援するため

にプラザサポーターということで育成をしており

ますけれども、こちらについては、本来であれば

健康運動指導士が派遣をして、専門職の指導が必

要なところについては健康運動指導士、もしくは

専門職でなくても、体操の方法等の指導をする場

合にはプラザサポーターという方がそちらへ出向

いていただいて、体操等の指導等していただくと

いうことでプラザサポーターの育成をしていると

ころでございます。こちらにつきましては、平成

29年から開始した事業でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） ご答弁ありがとうございま

す。 

  再質問をさせていただきます。 

  こちら介護予防活動、こちらの体操教室など、

それぞれ皆さんサロンなどでやっているというこ

とですが、町としてはこちら介護予防ということ

なんですけれども、対象の年齢は大体幾つからと

お考えでしょうか。 

○委員長（田島正徳君） 健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（岡村行雄君） 健康介護課副

課長の岡村でございます。 

  こちらの事業につきましては、地域支援事業の

一般介護予防事業になります。これは、前段の議

員さんからもお話ありましたいわゆる総合事業、

新しい介護予防・日常生活支援総合事業の一部で

ございまして、介護予防・生活支援サービス、そ

のほかに一般介護予防事業の中の介護予防普及啓

発事業や地域介護予防活動支援事業でございます

ので、これは65歳以上の高齢者の方が対象という

ことになります。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） ありがとうございます。 

  一応65歳ということですが、こちらのほうに例

えば65歳未満の方でも通っていらっしゃる方とか

いらっしゃったりするんでしょうか。 

○委員長（田島正徳君） 健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（岡村行雄君） 健康介護課副

課長の岡村でございます。 

  65歳未満の方につきましても、実際に介護予防

リーダーとして活動していただいている方もいら

っしゃいますし、これからのプラザサポーターと

しても活動をしていただくということで、積極的

に参加をされている方がいらっしゃいます。 

  サービスの提供を受けるのはあくまで第１号被

保険者ということで、65歳以上の方ということに

なります。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 野原委員。 

○委員（野原洋子君） ありがとうございます。 

  介護保険自体が40代から始まると思うんですけ

れども、やはりこの年代から介護保険というもの
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に触れていくといいますか、かかわってくるので、

こちらの方なんかも興味を持っていただけるよう

なことをしていけたらいいのかなと思っておりま

して、今、民間のライザップなんかがこういう自

治体のほうに入ってきていて、プロの手を入れて、

利用者の方から一応2,000円とかそのぐらいの金

額を提出していただいた上で、かなりきめ細やか

なプログラムで行っているという自治体もござい

まして、そういう感じであると、きっと皆さん興

味も持たれるのかなと思ったりもしたものですか

ら、こういうこともちょっと考えていただければ

なということで、こちら要望ですが、質問のほう

は大丈夫です。ありがとうございます。 

○委員長（田島正徳君） ここで休憩いたします。 

  

休憩 午前１１時１２分 

 

再開 午前１１時２４分 

 

○委員長（田島正徳君） 再開いたします。 

  質疑ございますか。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  先ほど、後期高齢者医療保険料のところで、ペ

ージ数266、267と言いましたが、訂正してくださ

い。先ほどは、326と327ページです。 

  私は、ページ数を言いながら、わかりやすく質

問したほうがいいと思いまして、とっさだったも

のですから、すみません。住民課が、国保の次は

後期高齢者になっていたんで、すみません、間違

えました。訂正します。 

  それで、介護保険料の関係で266、267ページの

関係です。 

  私も一般質問していますので、ある程度わかっ

ているんですが、確認もしながらお願いしたいと

思います。 

  介護保険料なんですけれども、確かに１円でも

下がれば、引き上げはなかったということになり

ますけれども、私はそれでいいのかなというふう

に思っています。それで、一般質問のときには、

近隣の介護保険料の状況はどうですかということ

で、まだ予算も通っていないとかということで、

答弁しなかったんですけれども、近隣ではもう終

わったところもありますし、どういう状況か改め

てお願いしたいと思います。 

  それから、引き上げはなかったということなん

ですけれども、近隣の状況からいっても、私はこ

の介護保険料でいいのかなと。やはり今の高齢者

の置かれている状況からすれば、やっぱりもっと

引き下げていいのじゃないかなというふうに思い

ますけれども、その辺も含めて伺いたいと思いま

す。 

  こういうふうになった背景だとか、それはわか

るんですけれども、やはりその点はどういうふう

に加味されて、こういうふうな介護保険料になっ

たのか、その点を伺いたいと思います。 

  それから、待機者の問題なんですけれども、こ

れもお聞きしました。宮代では、当面、待機者は

45人ということなんですけれども、姫宮に特別養

護老人ホームができます。100床規模だと思うん

ですけれども、４月からオープンということなん

ですけれども、これらも加味してなんでしょうけ

れども、推移状況は、待機者は、入所を希望して

いる方に対しては、これで十分対応できるという

ふうに答えてもいるんですが、そうなのかどうか。 

  それから、今度新しくオープンする特養ホーム

なんですけれども、４月からということなんです

が、体制はもうできているのかどうか、その点も

含めてお尋ねしたいと思います。 

  とりあえず私は大きなところで、その点伺いま
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す。以上です。 

○委員長（田島正徳君） 健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（岡村行雄君） 健康介護課副

課長の岡村でございます。 

  丸藤委員さんの質問にお答えを申し上げます。 

  まず、予算書の266、267ページ、第１号の被保

険者の保険料についてでございますけれども、こ

ちらにつきましては、当町の保険料は、今議案と

してお願いしております介護保険料の改定という

ことで、第６期が基準額4,881円に対して、第７

期は4,880円ということで１円減額の改定案を提

出させていただいておりますけれども、こちらに

つきましては、今後３年間に係る総給付費から第

１号の被保険者の負担割合に基づいて計算をさせ

ていただいたものでございます。そちらに一定の

介護保険給付費の準備基金の取り崩しを行って、

そちらを投入することによって１円減額という結

果になったわけでございますけれども、こちらに

つきまして、もう少し減額できるのではないかと

いうことで、担当といたしましても、十分に精査

をしたところでございます。 

  こちらにつきましては、なかなか減額できなか

ったという要因についてでございますけれども、

まず１点は、介護報酬の改定がございました。前

回のときは、2.27％の減額の介護報酬改定があっ

たわけですけれども、今回につきましては、平均

で0.54％の増額改定となっております。こちらの

ほうも勘案をいたしたところでございます。 

  また、１号の被保険者の負担割合でございます

けれども、こちらにつきましては、第４期が20％、

第５期が21％、そして第６期が22％ということで、

１％ずつ上昇してきておりまして、今回の第７期

については23％ということになりました。１％増

額になったということでございまして、こちらの

ほうもなかなか減額できない要因になったところ

でございます。 

  このようなことを加味して、保険料の算定を行

ったところでございますけれども、介護保険の給

付費準備基金を２億9,000万円で取り崩しを行っ

て、何とか１円の減額改定ということになったと

ころでございます。 

  準備基金の残高は約３億2,140万円あったとこ

ろでございますけれども、これを全額取り崩しを

行ってしまいますと、今般の制度改正の影響や突

発的な介護需要による不測の事態が発生すること

などを考えますと、やはり３年間の介護保険料で

やりくりするシステムということから、万が一保

険料が不足をするというような事態に陥ったこと

を想定しますと、どうしてもある一定額は準備基

金を残しておかなければいけないということで、

いろいろ精査をした結果、4,880円ということで、

設定をさせていただいたところでございます。 

  近隣の状況でございますけれども、こちらにつ

きましては、一般質問でもお答えしているとおり、

近隣市町では、準備基金を全額投入しても上げざ

るを得ないところもございました。一般質問の段

階で議員さんもおっしゃられているとおり、それ

は久喜市でございますけれども、久喜市について

は2.8％の増額改定ということでございます。あ

と白岡市も６％の増額の改定ということになって

おります。近隣で減額の改定を行ったのは杉戸町

でございまして、杉戸町は10.7％の減額の改定を

今、議会のほうに提出をしているところというこ

とでございます。また、蓮田市も1.7％の減額の

改定案を提出しているというところでございます。

近隣については、上げたところと下げたところが

約半々ということでございます。 

  県内全域を見ますと、やはり同じような状況で

ありますけれども、どちらかというと上げるとこ

ろが多いという状況になっているようでございま



－３７５－ 

す。下げたところは、全自治体のうちの７団体、

残りの56団体については皆増額の改定、もしくは

据え置きということになっております。 

  続きまして、特養の待機者と姫宮に新設される

特別養護老人ホームの関係でございますけれども、

こちら提出をさせていただきました資料の76ペー

ジ、77ページに近隣の特養の定員数と入所待ちの

数が示されておりますけれども、町内の特別養護

老人ホームにつきましては、76ページのみつなみ

会の「みどりの森」、こちら定員80人で、待機者

等については未公表ということになっております。

「ふるとねの郷」も未公表でございます。また、

真善会の「もみの木」につきましては120床の定

員で、今入所待ちが17人という状況でございます。

こちらの資料につきましては、１人の方が幾つも

もの施設に入所希望を出している関係があります

ので、重複されている部分も多いと思いますけれ

ども、現在の宮代の待機者については、県のほう

で集計した待機者数が45人でございます。そのう

ち、要介護３以上で今すぐに入所したいという方

が約半数おりまして、こちらについて、姫宮に新

たにオープンいたします特養が100床でございま

すので、そちらで十分に対応できるのではないか

というふうに見込んでおります。 

  また、開設の状況でございますけれども、４月

からの開設ということで、そちらの体制なんです

けれども、先日、議会の現地視察でごらんになっ

たとおりでございまして、現在、最終的な検査等

に入る段階に来ているということでございまして、

来週の３月17日に内覧会も実施されるということ

で、皆さんには入所希望の方を今募っているとこ

ろでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） ありがとうございます。 

  丸藤でございます。 

  それでは、再質問させていただきます。 

  近隣では、介護保険料、春日部、久喜市、白岡、

上がったところはというふうに伺っています。今、

答弁にありましたように、久喜市では、準備基金

も全部取り崩してゼロになってでも、まだ上げな

くてはいけないと。これは、前回、第６期から７

期の関係でこういうふうになっているというだけ

で、やっぱり介護保険料そのものがどうかという

ふうになれば、私はやっぱり宮代の介護保険料、

相対的に高いと思うんです。ですから、むしろ今

言ったように現象として６期から７期の間こうい

うふうになった増減はあるにしても、やっぱり高

過ぎると思うんですよ。 

  実際、町で行った実態調査でも、「ややゆとり

がある」、「大変ゆとりがある」というのがわず

か7.7％で、「普通」が61.6、「大変苦しい」と

「やや苦しい」、これが25.8％、これ、ほかの町

じゃなくて、宮代町の実態なんですよね。ですか

ら、今、しかも年金がだんだん引き下げられる、

そういう中でやはり大変だと思うんです。 

  それをやっぱりこういった宮代町のお年寄り、

高齢者の実態に合わせて、それから近隣の動向、

県内の動向を見て、介護保険料というのを決めな

くてはいけないと思うんです。 

  そういった点では、人口を増やしていくにはど

うしたらいいかということで、よく話をするんで

すけれども、若いお父さん、お母さん方にとって

は保育料が安いとか学校給食費が低い、そういう

ところにはやはり行くわけですよ。あと住環境が

ありますよ。 

  介護保険料が高ければ、じゃみんな高いからと

言って出ていくかと言ったら、そうじゃないんで

すよね。そういう意味では、大変な思いしていま

すので、その辺はどういうふうに見たのかという
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ことをまずお聞きしたいと思います。 

  それから、待機者の関係なんですが、これはや

っぱりこれからもきちんと見ていかなければいけ

ないんですけれども、要介護３以上の入所待機者

45人ということで、姫宮の特養もできるから、今

のところは大丈夫なんだということなんでしょう

けれども、さらにこれからは、高齢者もどんどん

団塊の世代増えていきますし、これでいいという

わけにはいかないと思うんですね。そういった意

味では、よく介護担当者には聞くんですけれども、

やはり特養ができるんですけれども、できたらで

きたで、これにかかわって、介護保険料もやはり

何もしなければいいんですけれども、事業やって

いったりそういう要因が増えてくると、介護保険

料にもはね返るという話も聞いているんです。や

はりそういった意味でも大変だとは思うんですけ

れども、その辺待機者、県のほうへの報告もして

きているんでしょうけれども、これで本当に十分

なのかどうか、それから今後どういうふうに施設

整備を町として指導なされていくか、その辺の考

え方、それから現在、内覧会もするということな

んですけれども、もう姫宮の特養ホームはきちん

と職員から全部整っているんでしょうか。もう４

月からは、その辺も全部整ってオープンするとい

うふうな状況になっているのかどうか、その点も

改めてお尋ねしたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） 健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（岡村行雄君） 健康介護課副

課長の岡村でございます。 

  再質問にお答え申し上げます。 

  まず、第１号被保険者の保険料についてでござ

いますけれども、当町の保険料の額につきまして

は、第６期の時点でほぼ県の平均ということにな

っておりますけれども、当町につきましては、や

はり介護保険料算定の段階でも申し上げましたけ

れども、介護給付費総額を３年間の被保険者数で

負担していただく割合23％を掛けて積算をしてき

たところでございます。やはり当町につきまして

は、近隣他の自治体と比較しまして高齢化率が非

常に高いということと、このコンパクトなエリア

の中に介護サービス施設、もしくは入所施設が多

く存在するということで、特別養護老人ホームな

どにつきましても、整備率が近隣市町に比べて、

非常に高い整備率というふうになっているという

関係もございまして、どうしてもサービス提供す

る施設やサービス事業者が多く存在しますと、利

用する側も余りサービスがない市町に比べて利用

しやすいという環境もございまして、給付費が上

昇していくというようなことがございまして、保

険料がどうしても高くなってしまうということが

考えられます。 

  先ほども申し上げましたように、準備基金等を

投入して、何とか下げようということで積算をし

た結果、１円減額ということで算定をさせていた

だいたということでございます。 

  また、次に、待機者の関係でございますけれど

も、先ほど申し上げました45人の待機者というの

は要介護１からの待機者でございまして、要介護

１の人が３人、要介護２の人が４人、３の人が17

人、４の方が14人、５の方が７人で、合わせて45

人というふうになっております。45人のうち、今

すぐ入所したいという方が14人になっております。

ほかの方につきましては、１年以内、もしくは１

年以上先や特に入所希望の時期がないと。特に入

所希望の時期がないという方が一番多くて、45人

のうち26人いらっしゃいます。この方たちにつき

ましては、やはり特養の整備率が高いということ

もありまして、いずれは入りたいので、一応入所

希望を出しておこうというような方が多くいらっ
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しゃいまして、施設のほうから空所ができたので、

入所の順番が来ましたけれどもどうですかという

お話があると、結構な割合で「次の方に」という

ことで言われることが多いというふうに施設のほ

うから伺っております。 

  そのようなこともございまして、今の段階では

姫宮の新しくオープンいたします特別養護老人ホ

ーム100床で十分に対応できるのではないかとい

うふうに見込んでいるところでございます。 

  また、今後の施設整備の計画でございますけれ

ども、次の計画につきましては、現在の段階で、

特別養護老人ホームの整備計画につきましても位

置づけを行わせていただいているところでござい

まして、今後もその待機者の状況等を注視しなが

ら、整備を計画的に進めていきたいというふうに

考えております。 

  姫宮の特養の体制についてでございますけれど

も、３月17日に内覧会が実施されて、もうあとは

検査に今取りかかっているという状況というお話

は聞いておりますけれども、職員採用につきまし

ても、予定していた職員を確保できたというお話

を伺っております。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） ありがとうございました。 

  介護保険料の関係については、どうしても町の

ほうのサイドからすれば、やっぱり今置かれてい

るサービス体系だとか、その辺からの目線で答弁

も言っているんですけれども、先ほどから言って

いるように、住民の目線からいけば、高齢者は大

変な状況なんですよ。苦労して長いこと生きて、

そしてやっと自分が高齢者になったときには、大

変な思いをするという、それ、やはり日本の置か

れている社会保障そのものがやっぱり問題だと思

うんですけれども、そういった点では高齢者の置

かれている状況からどうなのかということで、そ

こから視点を置いて物を考えていかないとだめだ

と思うんですけれども、その辺ではどうなのか。 

  それから、先ほども突発的な介護需要による不

測の事態というふうに言っているんですけれども、

だから準備基金はある程度必要だという考えもあ

るんですけれども、その辺はどうなんでしょうか、

どういった不測の事態なんでしょうか。これだけ

基金を置いておかなければいけない理由、それか

ら、先ほど久喜市の事例も挙げましたけれども、

そうは言っても、そう言っていられないので、全

部取り崩す、あと、補正係数なんかもあると思う

んです。だからそういう調整もやって、今の介護

保険料なんですけれども、やはり私はこれではや

っぱり基金ももう少し取り崩しても、取り崩した

って何百円にしかならないわけですよね。それで

も、努力したというふうに私は見えるんですけれ

ども、今回のこういった介護保険料の状況じゃそ

の辺の努力はどうなのかなと。それから、高齢者

の置かれている状況はどうなのかというその辺の

目線は少し足りないのかなと言わざるを得ないん

ですけれども、その点、再度お願いしたいと思い

ます。 

  それから、当面、入所待機者、推移を注視して

ということなんでしょうけれども、第７期ですか

ら、第８期、第９期というふうになっていくもの

ですから、その先のことはまたそのときにという

ことだと思うんですけれども、先、先と考えてい

かなければいけないと思うし、当面、姫宮の特養

ホームについては、うわさで、まだ職員がきちん

と確保されていないみたいなそんなうわさもちょ

っと聞いたものですから、どんどん進めて、今、

職員も確保されているということで、私は安心し

たんですけれども、ややもすると、あそこは３階

建てですけれども、１階、２階、３階というふう
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に職員を確保していくみたいなうわさも聞いたも

のですから、それがないということであれば、私

もそれでとりあえず安心はするんです。その点、

介護保険料の件で１件、住民の目線から見てどう

だったのかということで、お願いしたいと思いま

す。 

○委員長（田島正徳君） 健康介護課副課長。 

○健康介護課副課長（岡村行雄君） 健康介護課副

課長の岡村でございます。 

  まず、第１号被保険者の介護保険料の設定につ

いてでございますけれども、こちらにつきまして

は、繰り返しになりますけれども、準備基金３億

2,140万円のうち、3,140万円を残して２億9,000

万円取り崩しを行いまして、投入をしたところで

ございます。 

  全額投入をすれば、あと約70円ぐらい減額でき

なくはないという試算はしておったわけでござい

ますけれども、先ほど来申し上げましたとおり、

介護報酬の増額改定や不測の事態というふうに申

し上げましたけれども、この不測の事態というの

は、いつ何時どのようなことが起きるかというこ

とではなくて、突発的な介護需要が発生すること

や、近隣の自治体についても、例えば春日部の内

牧にも特養が新設されるというようなこともござ

います。近隣のそのような新しいサービスの展開

等があった場合には、どうしてもそちらのほうの

介護需要が高まるということもございますので、

大体１カ月の給付費の第１号被保険者の負担割合

の半分程度でございますけれども、3,000万円を

準備基金として残しておいて、そういうことにも

対応できる体制をとって、算定をさせていただい

たところでございます。 

  あと、意図的に介護保険料を下げてしまって、

住民の方々、被保険者の方々が十分なサービスが

利用できない、受けられないという事態になって

もこれはいけませんので、十分なサービスが受け

られるような体制を継続していくためには、どう

してもこの額で設定をせざるを得なかったという

ことでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） ほかに質疑ございますか。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（田島正徳君） ないようですので、以上

で質疑を終了いたします。 

  これより討論に入ります。 

  本件に対する反対討論の発言を許します。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 全体的には本会議でお話し

ますけれども、在宅施設でもそうなんですけれど

も、高過ぎる保険料・利用料、これをもちまして

反対意見といたします。 

○委員長（田島正徳君） 次に、賛成討論の発言を

許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（田島正徳君） 次に、反対討論の発言を

許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（田島正徳君） 討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了いたします。 

  これより採決いたします。 

  本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○委員長（田島正徳君） 起立多数であります。 

  よって、議案第27号 平成30年度宮代町介護保

険特別会計予算についての件は原案のとおり可決

されました。 

  なお、本会議において委員長報告させていただ

きますが、私にご一任願いたいと思います。 

  ここで休憩いたします。 
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休憩 午後１２時００分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○委員長（田島正徳君） 再開いたします。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第２９号の審査（まちづくり

建設課） 

○委員長（田島正徳君） それでは、議案第29号 

平成30年度宮代町公共下水道事業特別会計予算に

ついての件を議題といたします。 

  これより質疑に入ります。 

  留意事項を申し上げます。 

  委員会の運営上、必ず挙手をして、委員長の許

可を受けてから発言いただくようお願いいたしま

す。 

  まず、担当課長から出席者の紹介をお願いいた

します。 

○まちづくり建設課長（横溝秀武君） お疲れさま

でございます。 

  まちづくり建設課長の横溝です。よろしくお願

いいたします。 

○上下水道室長（高橋暁尋君） 上下水道室長の高

橋でございます。よろしくお願いいたします。 

○上下水道室主幹（忽滑谷 和君） 上下水道主幹

の忽滑谷です。よろしくお願いします。 

○下水道担当主査（和田光春君） 下水道担当の和

田と申します。よろしくお願いします。 

○委員長（田島正徳君） 答弁に当たっては、職、

氏名を述べていただくようよろしくお願いいたし

ます。 

  質疑はございますか。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 公共下水道、お金がかかる

ということはご存じです。そこでちょっとお伺い

したいんですけれども、平成30年度予算案の中に

中川流域下水道の施設整備及び維持管理に対する

負担率、これは毎年上がっているんですよね。今

年は400万だったっけ、上がっているのは。 

  そういうことで、連続で上がっていますけれど

も、どういう理由で連続ではこういうふうに上が

っているのか、まず最初にお聞きしたいと思いま

す。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） 上下水道室長。 

○上下水道室長（高橋暁尋君） 上下水道室長の高

橋でございます。 

  ご答弁申し上げます。 

  中川流域下水道の負担金に関するご質問でござ

いますけれども、中川流域下水道の負担金につき

ましては、建設に係る負担金と維持管理に関する

負担金がございます。建設に係る負担金につきま

しては、流域下水道のほうで新たに省エネ事業、

新規増設、改築及び耐震等の事業費がかかるとこ

ろで、こちらの市町村の負担分を求められている

ところでございます。 

  ですので、毎年事業費については上がったり下

がったりするものなんですけれども、近年におい

ては上がっているところでございます。 

  もう一つ、流域下水道の維持管理負担金につき

ましては、こちらを宮代町から中川流域に流す量

に対して単価40円がかかるものでございまして、

昨年の実績をもとに今回、事業費のほうは108万

5,000円減額となっているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 宮代の一人一人の下水道料
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金、これは水道料金にリンクすると思います。こ

の省エネとか耐震だとか市町村の負担分が増えて

いるからと思います。 

  それと同時に、流域下水道の流す量が100万減

ったといいますけれども、現実的にはこの建設負

担金が300万、数年前から4,000万円以上増えてい

ると思います、全体で。1.4割負担ぐらい増えて

いると思いますので、その辺のところで、何でこ

んなに増えるのかなという感じは私はいつも思っ

ているんです。それが利用者にみんな負担割合が

水道料金に合わせてリンクしていく。その辺のと

ころ、町のほうでは県のほうにはどのように意見

を求めているのか。県から言われたとおりに払っ

ているのか、その辺のところ、どういうふうに考

えているのか、その辺のところを教えていただき

たいんですけれども。 

○委員長（田島正徳君） 上下水道室長。 

○上下水道室長（高橋暁尋君） 上下水道室長の高

橋でございます。 

ご質問にお答え申し上げます。 

  中川流域の下水道の負担金につきましては、県

のほうで改築なり新規の整備なりに基づいて事業

のほうを行っておりまして、市町村のほうは流域

下水道に流し込む量に基づいて各市町村が分担し

て負担金を払っているものでございまして、一応

町のほうとしては、県からの請求があったものを

現在では支払っているところなんですけれども、

議員おっしゃられるように、なるたけ工事費につ

いて抑制をしてほしいというような旨については

今後、協議会等で話していきたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） ぜひそのようにして強力に

県のほうに言って、町の負担が多くなればやはり

それが利用者に負担がかかる、それは当然のこと

だと思います。黙って何でも従っていたら、利用

者がばかを見る。ばかを見るというわけじゃない

んですけれども、安全上、下水道という公共の衛

生上は必要だと思います。それと同時に、水道料

金とのリンクしているということで、水道料金が

高いということではどのくらいの割合なのでしょ

うか、どのくらいのパーセンテージ。 

  そして、このリンクした料金というのは、宮代

町は何番目ぐらいなのか。 

○委員長（田島正徳君） 上下水道室長。 

○上下水道室長（高橋暁尋君） 上下水道室長の高

橋でございます。 

  水道料金につきましては、水道料金の会計のほ

うで行っているものですからお答えすることはで

きないんですけれども、下水道料金につきまして

は、こちらにつきましては、宮代町下水道条例に

基づいて、２カ月につき20立方メートルで、基本

料金が1,524円。こちらは消費税抜いた金額です

けれども、20立方を超えていくと、１立米につき

95円、40立方以上になると、１立米につき105円

と金額が決まっておりまして、これに基づいて料

金のほうを使用料としていただいているところで

ございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 埼玉県で何番目ぐらいにな

るんでしょうか、料金は。 

○委員長（田島正徳君） 上下水道室長。 

○上下水道室長（高橋暁尋君） 上下水道室長の高

橋でございます。 

  下水道料金については今、手持ちで県内の水道

料金の比較がございませんので、後で調べてご報

告のほうさせていただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 山下委員。 
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○委員（山下秋夫君） 単純なことなんですけれど

も、私は高いと思っております。ぜひその辺のと

ころを宮代町でも下水道料金を引き下げるという

努力をするべきじゃないかなと思っております。

その辺のところ、町のほうはどのように考えてい

るのか、最後にお伺いして終わりたいと思います。 

○委員長（田島正徳君） 上下水道室長。 

○上下水道室長（高橋暁尋君） 上下水道室長の高

橋でございます。 

  下水道料金につきましては、実際にかかってい

る費用に対して今、利用料金をいただいている金

額のほうがかなり安くなっておりまして、それに

ついては一般会計の繰り出しを入れて何とか事業

が行えているような状況でございまして、国のほ

うでもそうした逆ざや状態になっている状況につ

いては改善するようにというようなことは言われ

ているところなんですけれども、今のところ、料

金を上げるというようなことには至っていないと

ころでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） ほかに質疑ございますか。 

  唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） 唐沢ですけれども、１点だ

けお聞かせ願いたいと思うんですけれども。 

  下水道の老朽管入れかえ状況ということで、平

成33年から実施予定となっておりますけれども、

具体的に中身についてお聞かせ願いたいと思いま

す。 

○委員長（田島正徳君） 上下水道室長。 

○上下水道室長（高橋暁尋君） 上下水道室長の高

橋でございます。 

  老朽管入れかえにつきましては33年度から実施

する予定なんでございますけれども、今のところ

はまだ計画のほうを立てておりませんので、計画

ができましたらまた予算委員会、また、決算の委

員会等でご報告のほうをさせていただきたいと思

います。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） ほかに質疑ございますか。 

  小河原委員。 

○委員（小河原 正君） 19ページ資料７①下水道

使用世帯状況等の件です。平成29年の下水道の加

入率、何世帯か。まだ入っていない方も結構いる

と思いますので、それがわかったら教えてもらい

たいと思います。 

○委員長（田島正徳君） 上下水道室長。 

○上下水道室長（高橋暁尋君） 上下水道室長の高

橋でございます。 

  下水道の処理区域内の人口につきましては２万

4,608人でございまして、それに対して水洗便所

設置済みの人口が２万3,154でございまして、水

洗化率につきましては94.1％の水洗化率になって

いるところでございます。 

  以上でございます。 

〔発言する人あり〕 

○上下水道室長（高橋暁尋君） 続けて答えさせて

いただきます。 

  29、これは28年の末現在の数字でございまして、

今度、29年末が30年の３月終わると数字のほう取

りまとめますので、まだ数字のほうは固まってお

りません。28年の末というのは、29年の３月末現

在でございます。 

○委員長（田島正徳君） 小河原委員。 

○委員（小河原 正君） 平成29年度分については、

年度末にこだわらず、直近の数字を掲載したほう

が分かりやすい。 

○委員長（田島正徳君） 上下水道室長。 

○上下水道室長（高橋暁尋君） 上下水道室長の高

橋でございます。 

  今回、委員会資料として出させていただいた数
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字につきましては、29年３月末現在最新というこ

とで出させていただいているんですが、議員さん

ご指摘のとおり、今現在であれば、２月末現在と

いうのが最新の数字になってくるかとは思うんで

すけれども、その数字とっていなかったもので、

この委員会資料の中には加えていないんですが、

来年度以降、委員会資料につきましても最新、わ

かる数字をこの隣に、例えば、30年１月１日現在

とかそういった数字をつくりまして、委員会資料

のほうに移させていただきたいと思いますんで、

よろしくお願いします。 

○委員長（田島正徳君） ほかに質疑ございますか。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  歳入と歳出の関係で１点なんですけれども、確

認させていただきます。 

  まず、350ページの３款国庫支出金、中継ポン

プ場の長寿命化関連の工事を予定しているという

ことで、この4,000万なんですけれども、歳出の

ほうは358、359ページのここで言う中継ポンプ場

更新工事ですよね。国庫支出金があるのはここだ

けですからということなんですけれども、この工

事の内容、そのことについてどういう内容なのか、

お尋ねしたいと思います。 

  それから前後しますけれども、356、357ページ

の２目下水道施設管理費の公共下水道施設管理事

業なんですけれども、これは1,017万5,000円の減

額となっております。これについての減額の内容。

たしか中継ポンプ場の施設管理業務委託費の確定

と電気料の実績等を勘案してということなんです

けれども、その辺の減額の理由、もう少し詳しく

伺いたいと思います。 

  その２点、お願いします。 

○委員長（田島正徳君） 上下水道室長。 

○上下水道室長（高橋暁尋君） 上下水道室長の高

橋でございます。 

  まず１点目の補助金の絡んだ工事の内容でござ

います。 

  第一中継ポンプ場の更新工事でございますが、

内容的には監視制御盤の工事でございまして、監

視制御盤については、設置から25年経過しており

まして、法定耐用年数は７年から15年となってい

るものでございますけれども、年数が大分たって

おりまして、いつ壊れるかわからないというよう

な状況でございますので、来年度、更新工事をさ

せていただくものでございます。 

  ２点目の下水道施設管理費の減額された1,017

万5,000円の内容でございますが、電気料が136万

円減額するものでございまして、これは前年度、

決算等も含めて考慮して減額させていただくもの

でございます。 

  それともう１点が、施設管理業務委託料の中で

中継ポンプ場が３年の長期継続契約の２年目にな

りまして、１年目、今年の入札で金額が減額にか

なりなったものですから、それを踏まえて２年目

はその委託料を減額とさせていただくものでござ

います。 

  それと、舗装復旧工事につきましては183万

6,000円の減額でございますが、こちらは汚水ふ

た取りかえ工事のほうを前年度20カ所だったのを

10カ所に減らさせていただいているところでござ

います。 

  主な減額の理由につきましては以上でございま

す。 

○委員長（田島正徳君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） ありがとうございます。 

  まず、350、351ページの国庫支出金、監視制御

盤ということで、そろそろというか、もうとっく

に取りかえなければいけない年数は来ているわけ

ですね。その歳出が358、359ページの関係の下水
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道新設改良費ということなんですけれども、これ

は歳出のほうから見ると、１億1,100万円。それ

で、国庫支出金が確かこれは２分の１ですよね。

そうすると、金額が国のほうの国庫支出金はこれ

でいいのかなという感じはするんですけれども、

その辺の差があることの理由。 

  それと同時に、1,530万円減額しているんです

けれども、これはこうですねと言っただけで、減

額の理由聞いていなかったので、すみません、そ

れもお願いしたいと思います。 

  それから、356、357ページの下水道施設管理費

の1,017万5,000円の減額の理由、わかりましたが、

そうすると中継ポンプ場の施設管理業務委託、３

年間のうちの２年目で、入札の関係で下がってい

たということなんですけれども、そうすると来年

もこの金額でいいということですかということで

確認するのと、残額は200万ぐらいですか、800万

弱ですか、随分大きいなと思うんですけれども、

その差が、２年目の。その辺の理由についてもす

みません、お尋ねしたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） 上下水道室長。 

○上下水道室長（高橋暁尋君） 上下水道室長の高

橋でございます。 

  まず１点目、国庫支出金についてのご質問でご

ざいますが、１億1,100万に対して4,000万少ない

んではないかというご質問でございますけれども、

要求のほうは5,000万でさせていただいておりま

して、ただ、そのままつくかどうかわからないと

いうことで、措置率として4,000万に下げて予算

のほうは要求しておりまして、5,000万ついてく

れば補正予算で上げさせていただきたいというふ

うに考えているところでございます。 

  続きまして、委託料についてでございますけれ

ども、委託料が２年目に減額になったものについ

て、来年もそのままの数字でいくのかというご質

問でございますが、そのとおり、来年も同じ金額

でいくことにしております。 

  それと、かなりの減額になったということでご

ざいますけれども、昨年度の予算額が大体1,200

万のところ、約500万ぐらいでかなり安い金額で

業者さんのほうが入札したものですから、かなり

の減額になったところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） ありがとうございます。 

  そうすると、歳入と歳出の関係で、歳入額が不

足してしまうと、それは大変なことになるんで、

少し予算を多目に見て、しかも国庫支出金、国か

ら来るお金も小さく見積もっているということで

わかりますけれども、もう少し正確さが必要なの

かなと思います。何せ国庫支出金、２分の１とな

っているから、予算のつけ方は大きいにしても、

ちょっと違うかなと思いました。今の説明でわか

りました。多分500万に近ければいいと思います。 

  それと、356、357ページの下水道施設管理費、

これも大きいですよね。入札の関係で、それは高

いものは高いままでいいというわけにはいかない

けれども、これもやっぱりちょっと差が大きいか

なと思っているんですけれども、その辺の予算の

つけ方、見積もり、どうなんですか。 

○委員長（田島正徳君） 上下水道室長。 

○上下水道室長（高橋暁尋君） 上下水道室長の高

橋でございます。 

  施設管理業務委託につきましてのご質問にお答

え申し上げます。 

  施設管理業務につきましては、積算の歩掛かり

に基づいて担当のほうで設計しまして、それに基

づいて入札をしているところなんでございますが、

業者さんのほうで入札でございますので、どうし
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ても落としたいというところが、かなり低い金額

で入れたことによって金額のほうがマイナスにな

ったというふうに考えているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 最後ですので、そうします

と、業者はなるべく地元でできる仕事であればそ

れにこしたことはないんですけれども、そうする

と、やっぱり大きなところになってしまうんです

か。これからでしょうから、入札は。もう２回目

だから。そういった点では、業者はどういったと

ころなんでしょうか。 

○委員長（田島正徳君） 上下水道室長。 

○上下水道室長（高橋暁尋君） 上下水道室長の高

橋と申します。 

  下水道施設の維持管理業務ができるということ

で、町のほうに届け出が出された業者から選んで

いるんでございますが、町内にそういった業者は

ございませんので、近隣、埼玉県内等なるたけ近

いところで入札を行っているようなところでござ

います。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） ほかに質疑ございますか。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（田島正徳君） ないようですので、以上

で質疑を終了いたします。 

  これより討論に入ります。 

  本件に対する反対討論の発言を許します。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 詳しいことは本会議で述べ

たいと思いますが、誰もが利用しやすく町民の負

担を減らす立場から、予算案に反対ということで

したいと思います。 

○委員長（田島正徳君） 次に、賛成討論の発言を

許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（田島正徳君） 次に、反対討論の発言を

許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（田島正徳君） 討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了いたします。 

  これより採決いたします。 

  本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○委員長（田島正徳君） 起立多数であります。 

  よって、議案第29号 平成30年度宮代町公共下

水道事業特別会計予算についての件は原案のとお

り可決されました。 

  なお、本会議において委員長報告をさせていた

だきますが、私にご一任願いたいと思います。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第３０号の審査（まちづくり

建設課） 

○委員長（田島正徳君） それでは、引き続き議案

第30号 平成30年度宮代町農業集落排水事業特別

会計予算についての件を議題といたします。 

  これより質疑に入ります。 

  答弁に当たっては、職、氏名を述べていただく

ようよろしくお願いいたします。 

  質疑はございますか。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 380ページ、繰入金でござ

います。マイナス394万3,000円となっています。

これは人件費が減ったということで説明があった

んですけれども、人件費だけの問題でしょうか。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） 上下水道室長。 
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○上下水道室長（高橋暁尋君） 上下水道室長の高

橋でございます。 

  農業集落排水事業の減額の理由でございますが、

先ほど公共下水道と同じように施設管理業務を29

年から３カ年、長期継続契約でやっておりまして、

こちら、２年目に当たることから、委託料が減額

となっているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 委託料が減額ということは、

やっぱりそれは先ほど言ったように、人件費がほ

とんどが入っているということでよろしいんです

ね。 

○委員長（田島正徳君） 上下水道室長。 

○上下水道室長（高橋暁尋君） 上下水道室長の高

橋でございます。 

  委託料につきましては、委託業者が施設を管理

するものでございまして、人件費というのは職員

の人件費でございますので、職員の人件費と委託

料については別個のものでございます。 

  以上でございます。 

○委員（山下秋夫君） ほかに質疑ございますか。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（田島正徳君） ないようですので、以上

で質疑を終了いたします。 

  これより討論に入ります。 

  本件に対する反対討論の発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（田島正徳君） 次に、賛成討論の発言を

許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（田島正徳君） 討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了いたします。 

  これより採決いたします。 

  本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

〔起立全員〕 

○委員長（田島正徳君） 起立全員であります。 

  よって、議案第30号 平成30年度宮代町農業集

落排水事業特別会計予算についての件は原案のと

おり可決されました。 

  なお、本会議において委員長報告をさせていた

だきますが、私にご一任願いたいと思います。 

  暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時３４分 

 

再開 午後 １時３８分 

 

○委員長（田島正徳君） 再開いたします。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎議案第３１号の審査（まちづくり

建設課） 

○委員長（田島正徳君） それでは、議案第31号 

平成30年度宮代町水道事業会計予算についての件

を議題といたします。 

  これより質疑に入ります。 

  留意事項を申し上げます。 

  委員会の運営上、必ず挙手をして、委員長の許

可を受けてから発言いただくようお願いいたしま

す。 

  まず、担当課長から出席者の紹介をお願いいた

します。 

○まちづくり建設課長（横溝秀武君） お疲れさま

です。 

  引き続き、水道のほうの予算のほうを審議して

いただきたいと思います。 

  まちづくり建設課長の横溝です。よろしくお願



－３８６－ 

いいたします 

○上下水道室長（高橋暁尋君） 上下水道室長の高

橋でございます。よろしくお願いします。 

○上下水道室主幹（忽滑谷 和君） 上下水道主幹

の忽滑谷です。よろしくお願いします。 

○上水道担当主査（宮下義樹君） 上下水道室の主

査です。宮下です。よろしくお願いします。 

○上水道担当主査（荒川俊二郎君） 上水道担当の

荒川です。よろしくお願いします。 

○委員長（田島正徳君） まちづくり建設課長。 

○まちづくり建設課長（横溝秀武君） 先ほど予算

書のほうで紙を貼らせていただきました。確認を

させていただきたいと思います。 

  申しわけございません、予算書の30ページをお

開きください。 

  30ページの上から受水費のところでございます

けれども、附記のところに県水の受水費、こちら

のほうを訂正した数字を張らせていただきました。

よろしくお願いいたします。ありがとうございま

した。 

○委員長（田島正徳君） 答弁に当たっては、職、

氏名を述べていただくようよろしくお願いいたし

ます。 

  質疑はございますか。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 確認なんですけれども、30

年度の予算案の中の貸借対照表を見ますと、現金

預金で10億5,551万9,000円、利益剰余金、合計で

は13億9,959万8,000円と多額の利益を上げる予定

となっているんですけれども、これで間違いない

か。 

  それと同時に、水道料金の負担ですよね、町民

の。30年度の資料を見ますと、給水原価で宮代町

では169.4円、県平均で7.4円も高い原価。供給単

価も22.2円も高い設定となっていることには間違

いないと思うんですけれども、基本料金の埼玉県

比較で口径13ミリでは、宮代町では１カ月1,436

円、これ、上から何番目になるのか、まず。 

  それと、基本水量です。10立方となっているん

ですけれども、宮代町で月。これは10立方という

ことは、10立方以下の人は今度基本料金とられま

すから、高い設定になるということは間違いない

と思うんですけれども、その辺のところはどうい

うふうに考えているのか。埼玉県ではどのような

水量を基本設定しているのか、平均では。 

  また、隣の杉戸町では５立方になっています、

そこの基本水量は。それと、この基本水量のない

ところもあります。１立方からだと思いますけれ

ども、そういうところは。その辺の考えは宮代町

はどのように考えているのか、その辺のところを

まず最初にお伺いしたいと思います。 

○委員長（田島正徳君） 上下水道室長。 

○上下水道室長（高橋暁尋君） 上下水道室長の高

橋でございます。 

  順番にお答え申し上げます。 

  最初に、貸借対照表で利益はということだった

んでございますが、利益のほうは予算書の20ペー

ジに平成29年度の宮代町水道事業予定損益計算書

前年度分というのがございますが、こちらの中で

平成29年４月１日から平成30年３月31日まで、こ

れはまだ予定なんでございますけれども、次のペ

ージ、21ページに当年度純利益として１億1,998

万6,000円ということで計上させていただいてお

りまして、昨年は昨年決算、28年度決算は１億

7,633万6,000円ということで、28年度決算に比べ

て約6,000万ほど利益のほうは減っているところ

でございます。 

  こちらについては、道仏の区画整理事業のほう

が収束しておりまして、口径別分担金のほうは低

くなったことが大きな原因になっているというよ
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うに考えているところでございます。 

  続きまして、料金について、口径13ミリの料金

が県から何番目かということでございますが、現

在、把握しているものでは、県上位６番目という

ところでございます。 

  続きまして、基本水量についての考え方でござ

います。水道料金には基本料金と従量料金がござ

いまして、基本料金は使用水量の有無にかかわら

ずに水道メーターの口径に応じてお客様に負担し

ていただくものでございます。従量料金は、使用

水量の増減に応じてお客様に負担していただくも

のでございまして、従量料金には動力費や薬品費、

施設の維持管理費、水を使うとかかってくる経費

のほうが含まれるものでございます。 

  基本料金の考え方としては、水を使おうが使う

まいがかかる経費でして、お客様のところで検針

にかかる経費とか料金収納にかかる経費、メータ

ーを設置する経費、水道施設の維持管理などの費

用がございまして、こういった費用についてはお

客様のほうに水道の使用量にかかわらずにご負担

いただくものでございます。 

  ですので、基本使用料については宮代町では１

カ月10立米という設定でございますが、これは使

っても使わなくてもお客様に負担していただくの

が基本料金というふうに考えているところでござ

いまして、杉戸町さんのほうでは宮代町の半分だ

ということなんでございますが、基本料金を下げ

ますと、また、杉戸町さんでいうと５立米を超え

ると従量料金がかかってきて料金が高くなってく

るというシステムなものですから、現在、基本料

金以内の方については高く感じるかもしれないで

すけれども、基本料金以上払っている人について

ご負担が増えてしまうということになりますので、

基本料金の考え方はあくまでもお客様が使おうが

使うまいがかかる経費、こちらについては検針に

かかる経費、料金収納にかかる経費をご負担いた

だいているというように考えているところでござ

います。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 要するに7,000万円減額さ

れているということで最初に述べました。昨年度

よりか道仏地区の分担金が減ったために減ったと

いうことで言います。 

  しかし、利益ですよね。この貸借対照表を見る

と、13億9,956万8,000円もあがるんだということ

で、貸借対照表のほうです。このように書いてあ

ります。ということは、その予定だということで

すよね、決算のときは。どうなんでしょうか。 

  貸借対照表のところを見ると、13億円になると

いうふうに書いてあります、利益が。間違いない

と思うんですけれども、13億569万5,000円ですね。

25ページです、全部で、利益剰余金合計額が。利

益は上がるんじゃないかなと思っております。 

  昨年度の決算でも利益上がっています。私はや

っぱりこういう利益が上がっている、貯金してい

るといったり何かしているだけじゃなくて、やは

り町民に返すべきだと思っているんですよ、利益

を。確かに当年度では、道仏地区のあれは減って

います。それはわかります。私はその辺のところ

が、やはり何だかんだといっても水道の関係の一

般企業と違うんです。利益が上がったら、やっぱ

りそれの分だけ町民に返すというのは当然のこと

じゃないかなと私は思っております。 

  それと、基本料金なんですけれども、杉戸町で

は10立方以上の人が高くなると言っているけれど

も、決してそうではありません。料金表を見ます

と、宮代町よりかは安いです、確かに。その辺の

ところはきちんとしないと、杉戸から宮代に引っ

越しした人は水道料金は高いと言っています。私
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も調べました、杉戸町の基本料金はどうなってい

るのかということで。やっぱり高いですよ。埼玉

県の平均しても高いです。 

  やはり現実的なことを見ないと、宮代町の水道

が位置というのはどういうふうになっているのか

というのはわからないと思います。私はその辺の

ところではやっぱりはっきり言いますけれども、

下げるべきだというふうに考えているんですけれ

ども、その辺のところはどのように考えているの

か。 

  以上です。 

○委員長（田島正徳君） 上下水道室長。 

○上下水道室長（高橋暁尋君） 上下水道室長の高

橋でございます。 

お答え申し上げます。 

  決算書のほうの20ページの29年度の損益計算書

のほうをごらんいただきたいと思います。 

  １枚めくっていただくと、一番最後のところに

先ほど申し上げましたとおり、当該年度純利益に

ついて書いてあるんですが、もう一つ見ていただ

きたいのが予算書の14ページ、平成30年水道事業

キャッシュフロー計算書でございます。こちら、

30年４月１日から31年３月31日までということで、

来年度のキャッシュフローがどうなるかをまとめ

たものでございます。 

  一番下のところをごらんいただきたいと思うん

ですけれども、下から２段目が資金、期首残高と

いうことで、これは始めるとき、30年４月１日の

現金14億3,748万9,000円。これに対して期末残高

が10億5,551万9,000円ということで、約３億

8,100万。上に書いてありますけれども、も、減

額になります。減額の理由でございますけれども、

現在、町では宮東配水場においてポンプの増設工

事のほうを行っておりまして、皆さん、お客様に

水道を正しく届けるというか適切に届けるために

ポンプの増圧工事のほうを行っておりまして、そ

の現金が３億数千万払うことによって、キャッシ

ュが約４億近く減るような形になります。 

  それで、町のほうでは今回、新水道ビジョンを

つくるに当たって、宮代町の施設がどれだけあっ

て、これからどのぐらい施設の改良にかかるのか

というのを計算しております。50年間で220億円

の施設なり管路なりの更新が必要になりまして、

これで１年間に平均しますと４億4,000万の工事

が必要になってきます。ただ、これは毎年同じよ

うに４億4,000万やれるかどうかというのはまた

別ですけれども、４億4,000万円の工事をしなけ

ればならないという計算になります。 

  それで、町のほうで先ほど利益が上がっている

というのは、１億1,000万ほど来年上がるんです

けれども、これはまだ不足して、３億3,000万ぐ

らい工事するには足らない数字になっています。

ですので、基本的に工事をやるためには、ある程

度利益を出して工事の費用を蓄えておかないと、

借金なり何なりしなければ工事ができないような

状況になるものですから、基本的に水道事業とし

て利益を上げるのは、将来の管路の更新や施設の

更新のためにお金を貯めておかなければならない、

積んでおかなければならないということで、利益

を上げる必要があるというふうに考えているとこ

ろでございまして、杉戸町さんについてご質問あ

りましたが、杉戸町さんが同じように利益上げて

いるかというと上がっていませんので、もう今後、

工事どうするのかというのは杉戸町さんの話なん

でこれは置いておきまして、町としては将来の工

事のために必要な利益を確保しなければならない

というように考えているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 水道の工事とかそういう設
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備投資にお金がかかるというのはわかりますよ。

わかるんですけれども、これほどの金額を貯めな

くてはいけないのかということなんですよ。確か

に今年度では予定としては、３億8,000万足らな

いということで、資金増加、減少になっているっ

てことなんですけれども、今年度の貸借対照表を

見ると、全部で13億9,000、約14億ですね、貯ま

るということなんですよね、今年度は４月１日ま

でに。そういう予定になっていますよね。決算の

ときは大体これに近寄ったあれが出てくるんじゃ

ないかなと思いますけれども。それほどの資金が

必要かということなんですよ。年々これは上がっ

ています。毎年のように上がっています、決算に

なると。 

  だから、説明と結果的に決算でどうなるかとい

うことなんですよ。やはり高い水道料金、町民が

負担している、その結果じゃないかなと思ってお

ります。やはり私は下げるべきだというふうに考

えておりますので。 

  埼玉県でも先ほど６番目といいますけれども、

実際にそうなのか。使っていないとすれば、１番

目じゃないかなと案じはします、10立方以内の人

は。相当の負担をしている、私はそう感じます。 

  そうすると、やっぱりその辺のところ、町民の

今の生活の実態、町民税払うお金が160万切って

いる、平均ですよ、それはあくまでも、町民税で

すから。そういう中で、水道料金がこれほどの高

さで払っていたら、町民負担がかなり負担が重い

なと感じはします。避けられるんだったら避ける

べきだ、私はそう思っております。町の考えをも

う一度聞かせてください。 

○委員長（田島正徳君） 上下水道室長。 

○上下水道室長（高橋暁尋君） 上下水道室長の高

橋でございます。 

  水道料金についてのご質問でございますけれど

も、先ほども申し上げましたとおり、１年間に４

億4,000万の工事をしていって初めてお客様に安

心してお水を届けられるというふうに考えており

まして、１年間に１億1,000万しか利益がなけれ

ばその工事はできませんので、１年間に４億円利

益を上げようというわけではございませんけれど

も、工事をしない間は利益をためて、建設改良の

積立金のほうに積んでおいて、将来大きな工事の

ときに使えるように準備をしておかなければ、そ

れこそ必要な工事ができないというふうに考えて

おりますので、今の町の水道料金については適正

ではないかというふうに考えているところでござ

います。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） ほかに質疑ございますか。 

  丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） 丸藤でございます。 

  34ページにかかわる固定資産購入費の中の町内

の水道管がどのように張りめぐらされているかと

いうことで、管理システムを入れかえるというこ

とで413万7,000円なんですが、これは実際どうい

うふうに地図上にして管理するのか。日常の管理

というのはどういうふうにされるのか、その点、

お尋ねしたいと思います。 

○委員長（田島正徳君） 上下水道室長。 

○上下水道室長（高橋暁尋君） 上下水道室長の高

橋でございます。 

  先ほど34ページの固定資産購入費の上水道施設

管理システムリプレス費についてのご質問でござ

いますが、システムのほう入れてから７年たちま

して古くなったものですから、更新が必要という

ことで計上させていただいたものでございます。 

  こちらのシステムについては、こちらのところ

に水道管が、お客様に入れてある給水管等が配水

管からどのように入っているかというのが図面上
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出てくるものでございまして、こちらについては

基本的には新築なり、建てたときの業者さんが多

いんですけれども、給水管がどのように入ってい

るのか。あとは、その給水管を利用して、また、

延ばして入れていくというお客さんがいらっしゃ

いますので、どのような口径の管がどのように配

置されているのかというのを確認した上で工事を

決めていくということで、利用しているものでご

ざいます。 

  それで、基本的には１年に一遍、お客様から出

たものを更新して新たに追加しながらシステムの

ほうを使っているというような状況でございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） これは町のほうでできるん

ですか。それとも、やっぱりシステムだから委託

してやるのか。 

  それと、何で聞いたかというのは、これは有収

率が非常に宮代、低いですよね、ここのところ。

その対応もいつも決算ともやるんですけれども、

今、言われたように、７年たつんですけれども、

その辺の関係では有収率を上げられるのかどうか、

全然これはそれとは関係ないのか。水道管がどう

いうふうになっているかというシステムだから、

その有収率とは全然関係ない。有収率というのは

やっぱり漏れているから、それだけ100にならな

いんで、それらの因果関係というのは、これはも

う全然それとは関係ないのかどうか。 

  すみません、非常に質問が当たっていないのか

もしれないんですけれども、その辺、お願いした

いと思います。 

○委員長（田島正徳君） 上下水道室長。 

○上下水道室長（高橋暁尋君） 上下水道室長の高

橋でございます。 

  今の質問についてのお答えでございますけれど

も、有収率との関係でございますが、有収率はこ

のシステムとは基本的には関係ないです。こちら

のシステムは、水道工事屋さんが工事するに当た

って、既存の給水管がどうやって配置されている

のか、どういう工事をすればいいのかということ

で確認をするようなシステムでございます。 

  有収率を上げるためには、漏水を減らさなくて

はいけないということで、平成29年度は全域漏水

調査をやっておりまして、今回、漏水調査を行っ

て約130件の漏水を発見しまして、それは既に修

理のほう行っております。 

  今後も漏水調査というのを実施していかなけれ

ばならないと。水道管については当然、入れれば

どんどん年々古くなってきますので、これを継続

的にやっていこうということで、来年につきまし

ては町内３区分しまして、１カ所ごとに漏水調査

をしながら３年に一遍は必ず調べるような、そう

いった計画で漏水調査を実施していきたいという

ふうに考えておりまして、それによる有収率の向

上を見ながらほかの対策等も考えていきたいとい

うふうに考えているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） ありがとうございます。 

○委員長（田島正徳君） 上下水道室長。 

○上下水道室長（高橋暁尋君） 上下水道室長の高

橋でございます。 

  一つ、お答え、漏れているところがありました。

更新が自分のところでできるのかということなん

ですけれども、これは更新のほうは業者さんのほ

うにお任せしているものでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 丸藤委員。 

○委員（丸藤栄一君） その点、答弁なかったんで、

聞こうと思ったんで、わかりました。 
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  そうすると、有収率、漏水調査をやって、これ

も一番大きなところですよね、漏水調査だから。

これがきちっとされれば有収率も上がるかなと思

いますが、当面、有収率を上げるのは、これで当

面やっていくということで、その動向を見てまた

改善されなければ、次のことについてやっていく

ということで理解してよろしいですか。 

○委員長（田島正徳君） 上下水道室長。 

○上下水道室長（高橋暁尋君） 上下水道室長の高

橋でございます。 

  今、丸藤委員のおっしゃられるとおり、漏水調

査を実施しながら、有収率は当然、上がっていく

んでしょうけれども、それ以上の有収率を上げる

必要かどうかも、この有収率が上がる数字を見な

がらほかの対策についても、今後とも検討してい

きたいというふうに考えているところでございま

す。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） 唐沢ですけれども、１点お

聞きしたいんですけれども、東北大地震があって

からもう７年がたつ。昨日かきょうですか、ちょ

うど丸７年をたったんですけれども、宮代町の水

道の関係でいくと、耐震対策というのは万全なの

かどうか、そこら辺をお聞かせいただきたいと思

います。よろしくお願いします。 

○委員長（田島正徳君） 上下水道室長。 

○上下水道室長（高橋暁尋君） 上下水道室長の高

橋でございます。 

  管路の耐震ということでございますが、町のほ

うでは平成26年から老朽管の更新工事のほうを行

っておりまして、今後、20年間で31億円をかけて

管路を更新していくというようなことを行ってい

るところでございます。 

  こちらの新たに布設する管についてはダクタイ

ル鋳鉄管というものを使って、地震が起きても抜

けないような、そういったものを使って更新して

いくということで今、工事のほうを実施している

ところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（田島正徳君） 唐沢委員。 

○委員（唐沢捷一君） ありがとうございます。 

  ぜひともひとつ、宮代町の水道が安心・安全の

事業を今後も進めていってもらいたいなと。20年

間で31億円、随分金かかるんですね。こんなにか

かるんで、基金もある程度ないと大変でしょうけ

れども、今後ともひとつよろしくお願いしたいと

思います。 

○委員長（田島正徳君） ほかに質疑ございますか。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（田島正徳君） ないようですので、以上

で質疑を終了いたします。 

  これより討論に入ります。 

  本件に対する反対討論の発言を許します。 

  山下委員。 

○委員（山下秋夫君） 詳しいことは本会議で述べ

たいと思います。ただ、水道料金を引き下げる、

あと、基本料金の引き下げを求めて利益を町民に

返すことを述べて、反対といたします。 

○委員長（田島正徳君） 次に、賛成討論の発言を

許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（田島正徳君） 次に、反対討論の発言を

許します。 

〔発言する人なし〕 

○委員長（田島正徳君） 討論なしと認めます。 

  これをもって討論を終了いたします。 

  これより採決いたします。 

  本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 
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〔起立多数〕 

○委員長（田島正徳君） 起立多数であります。 

  よって、議案第31号 平成30年度宮代町水道事

業会計予算についての件は原案のとおり可決され

ました。 

  なお、本会議において委員長報告をさせていた

だきますが、私にご一任願いたいと思います。 

 

────────── ◇ ────────── 

 

◎閉会の宣告 

○委員長（田島正徳君） 以上で、当委員会に付託

された議事は終了いたしました。 

  これにて予算特別委員会を閉会いたします。 

  ご苦労さまでした。 

 

閉会 午後 ２時１０分 


